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大深度立坑（東京都森ヶ崎処理場併設東糀谷ポンプ所送水管工事）







東京都森ヶ崎処理場





兵庫西エースセンター （兵庫県姫路市）

外壁と敷石に汚泥タイルを利用した管理棟 鵬



未来と人と



建設中の鎌倉市山崎下水道終末処理場（神奈川県）

処理場の上部に完成予定の武道館（模型）





技術開発



研修
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多目的利用

処理水を利用した日高市アクアパークのせせらぎ水路（埼玉県）
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上部を大網白里町分庁舎として利用／

大網白里町大網中継ポンプ場（千葉県）
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lげ竺彎芦
平成3年7月通水

処理場内にも町の花である

ラペンダーを植えている

l□9竺ii晶:平成2年3月通水

正面に設けたシリンダー状の

シャフトカ呻象的な管理棟

l戸誓:り化セン
平成2年4月通水

素掘り OD法を採用、周辺に溶

け込む入母屋風デザインの管

理梼



I仙台市広瀬川浄化センター（宮城県）
平成5年4月通水予定

杜の都のシンポル広瀬川の溝流を守る終末処理場 （高

度処理）、 管理棟内には水の育ちをイメージした壁画

がガラスチップで描かれている

I富岡町富岡浄化センター（福島県）
平成 4年4月通水

従来の下水処理場のイメージを一新する斬新な管

理棟

I鶴岡市湯野浜浄化センター（山形県）
平成 4年11月通水予定

丸太材を使用した管理棟



l口霊謬雪神誓閏尼卵
平成元年3月完成

汀lば品悶は言下：B組合友

平成 4年3月通水

= 石の産地としての郷土色を取り入れ重厚な

イメージをもたせている

芦 ijI竺そ群条馬町、渡水質管理センタ

昭和63年5月通水

プレハプ式下水処理場第 1号

横浜市南部方面の 6処理場から発生する

汚泥を効率的、集約的に減量化処理する

ための施設



I川崎市京町雨水滞水池（神奈川県）
平成 4年5月供用開始

雨水滞水池は地下にあり、上部は住民のゲートボール

場、野球場などとして利用

I上越市終末処理場（新潟県）
平成元年3月通水

外壁を2色仕上とし、ポイ ント色をl、2
階の帯と玄関廻りに配した

l塁閏間浄化管理センター
平成元年4月通水

通7)(3()()箇所目



lニ胃川終末 処 理 場

平成4年 3月完成

水処理施設の上部を公園として利用している

lぢ:市:2浄水管理センター

昭和60年 7月通水

海に染く処埋場
（猜庶1,,t)

l悶贔ぐヒセンター

平成2年10月通水

東海市は、鉄鋼を中心とする臨海工業都市

であり、管理棟はこの鉄鋼産業のH形鋼を

イメージして緯誇している



lはは翌9芯讐i浦
平成3年3月通水

管理棟内には太腸をモチーフにした常滑焼

の陶壁がほどこされている

l:り9言w.*喜東北部浄化

平成3年 4月通水

彦根城からの景観を考慮した勾配屋根の管

理棟

この大放水路は、大阪市東南部の浸水を抜本的に解消するために

計画された雨水専用下水道幹線で、わが国では最大規模のもの
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l悶:；四尉霜悶下水路

平成6年度供用開始予定

I西宮市甲子園浜浄化センター（兵庫県）
平成3年5月通水

通水400箇所目

関西新空港の対岸部に空港と一体となった新しいまち

づくりとして埋立造成している「りんくうタウン」北地

区背後地の低地部浸水防除のためのポンプ場

l’奈誓畠域下水道浄化センター

平成 3年 4月通水

正面にアクセントとなるカーテンウォールを設けた管理

棟



テー9 -l和野町呑呑雨水貯留施設（高知県）
平成3年 4月供用開始

l閏閤曇処理場
平成4年10月通水

トンネル方式クリ ーン・カプ

セ）牧邸里場第 1号

l’竺誓島質県門理セン
昭和57年10月通水

通J卜100箇所目

昭和あ2年度にアピール下水道「呑呑雨水貯留作戦」の採

択を受け建設、上部は全て伊野商業高校の校庭として

利用
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l閏贔閉終末処理場
平成元年 3月通水

緑に調和する茶系統のモザイクタイ

ル張りの管理棟・沈砂池ボンプ棟

l土胃瀬処理場
平成2年 3月通水

地域性を考慮し、琉球古来の姿を模し

た管理棟



I大阪北東エースセンター（大阪府枚方市）
平成元年4月供用開始

I大阪南工ースセンター（大阪府泉北郡忠岡町）
平成2年4月供用開始

l:ぷ―崎ス市内ンター

平成元年4月供用開始



I熊本市北部流域下水道浄化センター（熊本県）
平成元年 3月通水

周辺環境に調和するよう城の重厚なイメージをもたせ

た和風建築の管理棟



刊行のことば

日本下水道事業団は、この11月 1日をもって設立満20周年を迎えました。

顧みますと、昭和45年のいわゆる公害国会において公害対策、環境保全の制

度が整備され、わが国の下水道整備は新たな段階に入りましたが、地方公共団

体が実施主体である下水道事業を全国的に展開するにあたり、執行体制の整備、

技術者の確保等個々の地方公共団体では対応が困難な課題に直面しました。

その対策として、国と地方公共団体の共同出資により、昭和47年に事業団の

前身である下水道事業センターが設立されたのであります。

以来、諸先輩の努力によってさまざまな困難を克服し、これまでに、受託事

業におきましては、 727箇所の工事を受託してうち452箇所で通水の運びとなり、

広域汚泥処理事業におきましては、平成 2年度から 4エースセンターが本格稼

働に入って順調な運転が行われており、 一般業務におきましては、研修生が延

べ21,000名を超え、 165テーマの研究成果をあげております。

優れた技術と誠意による実績の積み重ねにより地方公共団体との間に確固た

る信頼関係を築き上げ、事業団が今日の姿にまで発展することができましたの

は、 20年にわたる役職員の努力の結果でありますが、同時にまた、関係各層の

方々のご指導とご協力の賜物であります。年史の編纂に当たり、あらためて心

からお礼を申し上げる次第でありよす。

21世紀を迎えるまでに普及率を70％ほどに高めるという大きな目標に向かっ

て事業団の役割と責務はいよいよ重大となってきておりますが、「水に新しいい

のちを」与えるために着実な前進を続ける所存でありますので、関係各位の一

層のご指導、ご鞭撻をお願いいたします。

平成 4年11月

H本下水道事業団理事長 亡i 仇［
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第 1章 終末処理場等の受託建設

第 1節 受託建設事業の概要

1 受託建設事業 ．．．．．．． 
2 協定業務の推進 ．．． 
3 下水道事業委託自治体連盟等

第 2節 受託建設事業の変遷と現況

1 受託建設事業の動向 ．．． ． 
2 処理方法の多様化

3 大都市における受託建設事業

(1) 卵形消化槽（横浜市） ．．． 
(2) 大深度地下連続壁工法による多角形立坑（東京都）

(3) 二段階循環変法（仙台市） ．． 
(4) 大規模シールド工事（大阪市）

4 特長ある受託建設事業 ．．． 
(1) 動圧密工法による地盤改良

(2) 定着方式下水処理場 ．． 
(3) プレハプ式下水処理場 ． 
(4) トンネル方式下水処理場

(5) 複合断面シールド工法 ． 
(6) 処理場等施設の多 日的利用

(7) 処理場施設の増築 ・改築

5 新技術の蒻入 ． 

第 3節実施設計

1 実施設計の概要

2 実施設計の実禎と執行体制 一

3 設計基準の整備経過と今後の力向

第 4節建設工事 --

l 建設工事の概要 ．．． 
2 工事監督碁準等の整備

3 粕諒の合理化 ．．． 
4 技術情報の管理 ．． 

第 5節技術委員会の活動

171 

171 

171 

177 

178 

178 

178 

184 

188 

188 

189 

192 

193 

194 

195 

195 

196 

197 

200 

201 

204 

205 

215 

215 

215 

217 

220 

220 

221 

222 

223 

224 

V 



l 技術委員会の役割 224 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 
2 設計基準部会 226 .......................... 
3 施工基準部会 ．． 226 

4 設計検討部会 227 .......................... 
5 下水汚泥広域処理事業設計検討部会 227 

第 6節 建設工事のアフタ ーケア 228 

1 初期運転技術指導 228 

2 事後点検 228 ．．．．．．．． 
3 補修工事 229 ............................ 
4 下水道供用開始都市会議等 230 

第 2章 下水道の整備に関する計画の策定と技術的援助． 231 

第 1節計画設計 231 ............................ 
1 計画設計の概要 231 ......................... 
2 計画設計の実績と執行体制 231 

第 2節技 術的援助 233 .......................... 
1 技術的援助の概要 233 ........................ 
2 実施設計の見直し等 235 ....................... 
3 維持管理 235 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 
4 調査 ・試験 237 ........................... 
5 施工方法の検討 238 ......................... 
6 簡易な技術的援助 ． 238 

第 3節 その他の受託事業 238 

第 3章下水汚泥の広域処理 239 

第 1節 エースプランの概要 239 ...................... 
1 エースプランの由来 239 ....................... 
2 制度と仕組み 239 .......................... 
3 エースプランの事業実施 ．・ 240 

第 2節 近畿圏のエースプラン実施 244 

1 ゴヒ早
自忠 244 ....... 

2 事業の要請（各地域）と事業実施碁本計画 245 ............. 
3 建設事業 248 ............................ 
4 維持管理業務 248 ............. 

Vl 



5 費源利｝IJ ••• 

第 3節今後の課題

1 布効利川の促辿

2 新規事業のI災llfl

252 

253 

253 

257 

第 4章 下水道技術者の養成と訓練

第 1節研修の概要

第 2節 実紐とイ項向

第 3節 研修施設と実閃設備の整備

第 5章 下水道・除害施設の技術開発と実用化．

第 1節技術開発の概要 ．．．．．．

l 研究基本11標と試験研究テーマ

2 試験研究体制 ．．．． 

3 実験施設と設備の整fJi1＇i

4 共同研究の推進 ．．． 

5 試験研究成呆の flj行

第 2節技術評価委員会の活動 ．

l 技術評価を受けた技術 ．． 

2 民間開発技術審杏証明の実施

第 3節開発技術の実）Il化．．．．

8

8

9

1

 

5

5

5

6

 

2

2

2

2

 

266 

266 

266 

269 

270 

271 

272 

273 

276 

276 

279 

第 6章 下水道技術者の技術検定と下水道管理技術者の認定試験・ 280

第 1節技術検定 ..... 280 

第 2節 管理技術認定試験 283 

第 7章 国際交流 ．．．．． 285 

第 1節 開発途上国に対する技術協力 285 

1 技術協力への取糾み ．．． 285 

2 技術協力の実紐 286 ..... 
第 2節 先進諸国との技術交流． 286 

1 技術交流への取糾み 286 ． 

2 技術交流の実紹 291 

Vil 



第 3編分析と展望

第 1章実績の分析 ．．．．・

第 1節 建設工事と実施設計 ．

293 

295 

295 

l 全国の下水道事業に占める割合 295 .................. 
2 処理場に特化している事業団 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．・ 297

3 中小市町村と の関係 298 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

第 2節計画設計 計画設計と建設工事との関係 ．．．．．．． 298 

第 3節 下水汚泥広域処理事業 298 .................. 

第 4節新技術開発 301 ....................... 

第 5節職員の出身別構成 ．．．．．．．．．

第 2章事業団の社会的な役割 ．．．．．．

第 1節委託の効用

第 2節技術開発と実用化

第 3節研修と技術者 ．．

1 技術者中の研修受講者 ．．． ......... 
2 処理人口との相関 .............. 

第 3章事業団の課題と今後の展望 ．．．．．．．

301 

303 

303 

303 

304 

304 

306 

307 

第 1節 中小町村からの期待 307 ...................... 

第 2節事業団自身の体制 308 ................... 

第 3節新分野への挑戦 310 .............. 

資料編・年表

I 業務 ．．．．．．．．．．．．．．

1 委託地方公共団体一院表 ．．

II 受託建設

1 年次別通水完了箇所一院表 ．

2 受託建設の実鞘（箇所別） ．．

3

3

3

2

2

9

 

l

l

1

3

3

3

 

3

3

3

3

3

3

 

Vlll 



3 事後点検に係る訓杏一院（昭和52年度～平成 3年度）

III 研 修

1 研修専攻科[I推移表．．．

2 1洲修の実紹（地方公共団体別）

IV 技術開発

1 平成 3年度までに終了した試験研究テーマー1徳 ．

2 技術間発の成果をもとに事業団が建設又は建設中の施設．

v 総 務

1 組織変遷図

2 事務所組織の変造 ．

3 歴代評議員 ．

4 歴代役員

5 歴代幹部職員

VI 財 欠
力マー

l 予邸頷および決諒頷の推移（総括表）

2 1噂額および決蜀顧の推移（受託業務勘定）

3 予勾頷および決邸額の推移（建設業務勘定）

4 1噂額およぴ決羞嘩の推移（一般業務勘定）

5 借入金および惜人条件の推移．．．．．．

6 出資金 ・補助金の推移 ．．．．．．．．．

7 1地方公共団体当たリの/I',資金 ・補助金の負担額の推移 ．

8 出査金 ・補助金拠出地方公共団体．

VII 協
9ゴ→
ノ£、

1 年度別協定処理付数の推移

VIII 参考． ．．．

1 下水道整備五箇年計画の推移

2 下水道整fii/i＿万箇年計画半業骰内訳．

年 表

総論技術参考又献

索 ，） 1

あとがき

388 

390 

390 

392 

399 

399 

403 

408 

408 

412 

416 

418 

420 

432 

432 

436 

440 

442 

446 

448 

448 

449 

450 

450 

451 

451 

451 

452 

465 

473 

483 

IX 



第 1編総

発展と試練の20年

論





第 1編総論

第 1章 下水逍事業センターの設立とその背漿

第 1節 下水道事業センター設立の背景

1 事業団に関する初めての提言

戦後の復典段階を経た 11本経済は昭和30年代から院異的な高度成長を遂げてきた。その

結果、産業構造の近代化、人口の都市集中等が急速に進行した。これらに伴って、大都市

を中心に生活環塩の悪化や河川・ i41]：域の水質汚濁もまた急速に進み、国民の間では、自然

条件や生活環境などの追いから欧米諸国に比べて著しく立ち遅れていた下水道整備の必要

性が徐々に認識されはじめた。

33年には1日下水道法（明治33年法律第32号）に代えて現在の下水道法が制定された。続

いて38年度を初年度とする第 1次下水道整備五箇年計画（当時は下水道整備五箇年計画と

終末処耶場整備五箇年計両か ら構成されていた）が策定され、わが国においても、ようや

く計画的な下水逍整備か行われる時代が訪れた。 42年 7月に公害対策基本法が制定 され、

この42年度か らは、 流域下水道を取り入れた第 2次五箇年計画がスタートし、公共用水域

の水質保全に踏み出 した。 しかしながら、第 1次、第 2次計画においてもその投資頷は各

4,400億円、 9,300億円でいずれも公共投査総額のわずか 3~ 4 ％という 小さな割合であり、

全国的な事業展開に1句けての事業！加の増大が大きな課題として残されていた。

その後、大気 •水の汚染等の進行に伴っ て公害問題はますます深刻化し、 その対策を早

急に求める世論が大き く高揚してきた。

このような状況のなかで、 44年12月、建設大臣は都市計画中央審議会に対して下水道事

業拡充の方策全般についての諮間を行った。これに対する答申は、翌45年 8月14Flに出さ

れ、下水道事業の現代的評価、第 3次五箇年計画の指針となるべき下水道事業全般の課題
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第 1章 下水道事業センターの設立とその背景

幻の「日本水道公団案」

下水道の整備を公団という組織をつくって推進

しようという構想は、古くからあった。昭和31年

8月に、建設省は翌32年度予算要求として、「日本

水道公団案」の構想を発表した。それによれば、

公団は水道、下水道、工業用水道の普及に寄与す

ることを 目的として、水道 ・下水道の建設及ぴ譲

渡を業務として行う、必要があれば管理の委託を

受け、水洗便所の改良聾の貸付をも行うというも

のである。当時は、水道 ・下水道行政の権限が厚

生省と建設省の両省で重複して存在したため混乱

していた時代であり、発表後、厚生省は「水道金

融公庫案」 を提案して対抗した。結局、日本水道

公団案は日の目を見ず、両省の関心は水道 ・下水

道行政をお互いにどう分割するかとい う問題に移

っていった。

(r日本下水道史J 行財政編6:!)日本下水道協会第 6章より）

への対策に加えて、「地方公共団体の下水道事業執行を支援するための機関として、大都市

に偏在している下水道技術者の流動化を図り、技術者の研修および新技術の開発を行うた

めに 『下水道技術協力事業団』 （仮称）の設置を検討すべきである」と注目すべき提言を行

った。

45年11月第64回臨時国会が召集され、公害対策基本法の改正、 水質汚濁防止法の制定、

下水道法の改正など14項 目か らなる公害関係法律案が提出された。これらは、 一部修正の

後12月18日一括可決成立した。この、いわゆる 「公害国会」においては環境問題、とりわ

け水質保全のための下水道整備が重要視された。そうしたなかで46年度を初年度とする第

3次五箇年計画が46年 8月27「l佐藤内閣の下で閣議決定された。同計画は 2兆6,000億円

（第 2次五箇年計画の約2.8倍）と下水道整備に対する事業骰の投資額を飛躍的に増大し、

全国的な事業を推進するも のとして、大きく期待されたのである。下水道事業推進のため

建設省に下水道部が設囲されたのも、この頃、 46年 5月のことである。

2 具体化へ進む下水道事業団設立構想

第 3次下水道整備五箇年計画に基づく全国的な下水道事業の推進を図るに当たってはい

くつかの根本的な問題点が残されていた。なによりも 、事業執行の主体となる市町村には

下水道事業を所管する課さえ設罹されていないところが多く 、こ れら市町村を指消する立

場の府県においても同様の状態であ った。このような執行体制の未整備に加え、第 3次五

箇年計画で予定される事業の急速な拡充と事業実施都市の増加に対応すべき下水道技術職

員の不足はあまりにも深刻で、投資額に見合った事業を展開するには職員挫成と均衡のと

れた配置が急務とされた。

そのため、昭和46年 5月建設大臣は、今度は問題を「事業執行体制整備の方策」に絞っ
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て都市計画中央審議会に再度誇間した。審議会は、地方公共団体や関係業界からの意見聴

取を含めて短期間の集中審議を行い、 3箇月後の 8月16日には、先の答申内容を発展させ

た「下水道事業団」（仮称）の設岡を中心とする答申を行った。その骨子は次のようなもの

であ った。

「下水道事業は地方公共団体が主体となって実施していく事業であり、その執行体制を自

ら整備すべきであるが、各都市が建設期間中にのみ多く必要となる下水道技術者を画ー的

に確保することは必ずしも必要とはいえないし、また効率的でもない。このため各都市か

らは、技術者の流動性が確保されるように、組織的な技術者のプール機関の設囲が要請さ

れている。また、水質環境基準を達成するためには、下水道施設の根幹となる幹線管渠、

終末処理場の建設を先行的に推進する必要があり、下水道に関する新技術の開発と 実用化

については、国の立場から強力に推進するとともに、民間機関の開発技術についても公的

な評価や認定を行う必要がある。こうした諸要請を同時に充足するために、下水道事業団

（仮称）の設置を検討すべきである」

この答申を受けた建設省はただちにその検討に入った。当時、政府は機構の新設につい

てはスクラ ップ・アンド ・ビルドの原則を貫いていたこと、建設省所管の各公団とその事

業内容や性格が著しく異なっていたことなどから、大臣官房などにおいては 「国の機関と

してなじみにくい」 とい った否定的な意見も少なくなかった。しかし、水質環境碁準（公

害対策基本法に基つき、水質の汚濁に係る環境上の条件について生活環境を保全するうえ

で維持されることが望ましい基準として定められたもの）の早期逹成のための下水道整備

の促進と技術者対策に必要であるという結論に達し、最終的には「下水道事業団」の設立

を決定するに至っ た。

そして、新機構の性格としては国の全額出資による特殊法人とし、その業務について次
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第 1章 下水道事業センタ ーの設立とその背景

のような構想をまとめたのである。

①技術者派造による下水道の建設及び維持管理に関する技術的援助を行う。

②下水道の根幹的施設について資金を立て替え、先行的に整備を行う。

③下水道技術に関する実務研修を行う 。

④下水処理などに関する技術の開発、試験などを行う。

こうした内容をもって、建設省は下水道事業団の設立を47年度予鉢で要求することにし

tヽ
‘-0 

3 下水道事業センター法とその概要

建設省のこの構想は「下水道事業団」を、所管する各公団と同様に狭義の特殊法人とし

て設立しようとするものであった。 しかし、その要求に対して大蔵省は、この事業団が地

方公共団体の委託に基づいて事業を行うことから、国の全額出資による設立に難色を示し

た。それに対して建設省は下水道事業の展開と執行体制の実態からその必要性を力説した

が、結局は国の全額出資の方向では設立が認められなかった。

だが、大蔵省も水質環境基準達成のために緊急に下水道整備を促進する必要がある事情

と、地方公共団体が事業を展開するための執行体制についての援助の必要性は認め、最終

的には国と地方公共団体が共同出資してその目的に沿った建設大臣の認可法人として新機

構を設立する方向を示したのである。その結果、昭和47年度予尊において、認可法人とし

て「下水道事業センター」（仮称）を設立することが認められ、出査金 2億円（国 1億円、

地方公共団体 1億円）、国の補助金として5,000万円力噌十上されることにな った。また、地

方公共団体の補助金としても5,000万円か予定されたのである。

「下水道事業センター」設立の根拠法である下水道事業センター法案は、 47年 2J--Jに第68

6 



第 1編 総論

詞通常国会へ提，出された。国会ではセンター新設の必要性について、下水道事業全体の展

叩をはじめセンターの性格、内容などに関して多角的な質疑が交わされたが、当時の社会

的要詰を背漿に、下水追整備の促進について各党が賛成していたことから、審議は順調に

進められた。法案は、衆参両院とも建設委員会において職員の給与への配應、技術開発の

推進などを内容とする附帯決議を付して原案どおり、 5月に全会一致で可決成立、 5月29

|lに公布され、 7月22「Iに施行の迎びとなった。

折しも 7月 7日、 7年余にわたった佐藤内閣の後を受けて田中内閣が発足した。下水道

半業センター法（昭和47年法律第41号）は新内閣発足直後に施行されたのである。

建設省は下水道事業センター法の施行後、センターの概要を次のように発表した。

①地方公共団体の要請に基づき、下水道に関する技術的援助、下水道施設の建設を行

うとともに、下水道技術者の旋成及び技術の間発と実用化の推進を業務とする。

②政府及び地方公共団体の出査により、建設大臣の認可を受けて設立される。設立の

発起は、全国知事会の推肋する都道府県知事、令［t|市長会の推薦する市長及び学識

経験者が発起人とな って行われる。

③出査金は、試験所などの施設骰などに充てられるほか運用基金として柏み立てる。

業務ば受託業務とその他の業務に分かれ、受託業務の運営費は受託府により、その

他の業務の運常骰は国及び地方公共団体の補助金と基金運用利子により賄う 。

④発足は昭和47年11月を目途とし、理事長、理事（常勤 2名、非常勤 2名）、監事 1名

からなる役員と職且60名を r•定している 。
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第 1章 下水道事業センターの設立とその背景

下水道事業センターのころ

佐藤和男

私の場合は、昭和47年5月センター法が公布 ・

施行された時に、設立準備を命ぜられ、 11月1日

の設立までが勝負の時で、最初は岡さん（現地域

公団）との 2人で設立ヤャ務を進めるのですが、「発

起人」による設立ということで、他の先発公団が

前例にな らず、他省庁での例を兄ながら設立曹類

の作成等の設立手続きを暗中模索しながら進めた

のが今となっては楽しい思い出です。

その後、準備室にはメンパーも躾まり、 11月1

日には、前例がない全都道府県からの出査も揃い、

閲盛理事長を迎え、総勢28名で設立の運ぴとなり

ました。

何事もそうでしょうが、新しいものを創る こと

は、苦しく、また楽しいものです。今では当時の

方々と年 1回会って思い出話にふけることが何に

も増して楽しい年中行事になっています。

（元総務課長）

第 2節 下水道事業センター設立の準備活動

1 発起人会と初代理事長

昭和47年 5月の下水道事業センター法の成立に伴い、建設省はただちに都市局下水道部

を中心 として、センター設立に向けての作業を開始した。作業は、政省令制定、 出査金負

担額の調整、設立準備等多岐にわたっていた。 これらのうち設立のために直接必要な準備

作業には佐藤和男（大臣官房監察官）と岡宣也 （下水道企画課）が 7月初めからとりかか

った。専用の準備室はなく、監察官室の隅を拠点として認可法人の設立事例の調査をはじ

め、定款案の作成、発起人会の準備、予算の作業などに着手した。

8月には発起人として全国知事会の推薦した知事 7名、全国市長会の推薦した市長 5名、

そして学識経験者 5名からなる17名が名を連ねた。

第 1回発起人会は、 8月10日に束京 ヒル トンホテルで開催され、発起人会規程、定款、

出資の募集、設立認可申請、発起人会事務局の設置などが決定された。その結果、下水道

事業センター発起人会事務局長には、発起人会事務局規程に甚づいて吉田泰夫都市局長が

充て られ、その日 のうちに事務局勤務を命じる初の辞令が発せられた。辞令を受けた者は、

事務局部長 ・久保赳下水道部長、 事務局課長 ・升本達夫下水道企画課長のほか佐藤と岡を

含む事務局員25名の計27名であった。その中には後に事業団の理事長になった久保赳、遠

山啓、 玉木勉の名前も見ることができる。

第 1回発起人会を受けて、 8月16日には発起人会代表 ・桑原幹根（愛知県知事）名によ

るセンタ 一定款の認可申請が、 当時の木村武雄建設大臣に提出された。建設大臣の認可は、

1週間後の 8月23日付で行われ、同日に認可の官報告示がなされた（下水道事業センター
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法第 8 条第 1 項 • 第 2 項）。

続いて 9月22日には第 2回発起人会が開かれ、理事長になるべき者として関盛吉雄が推

煎された。関盛は昭和13年に内務省に入省し、戦後は建設省に移り、計画局長、住宅局長、

首都固整備委員会事務局長を歴任し、 38年以降、日本住宅公団理事、阪神高速道路公団副

理事長を経験した。推薦を受けて、関盛は10月 1日に建設大臣から理事長になるべき者と

して指名された。その後下水道事業センター発足と同時に初代理事長に就任する ことにな

る（同法第 9条）。

10月 1日には事務局を強化するため、さらに、 事務局課長 として重元良夫（大臣官房付）

と事務局員 4名の計 5名に設立準備担当者としての発令が行われた。また、 この日から都

市局資料室の一角を設立準備室に充てることになった。倉庫の ような蒸し暑い部屋であ っ

た。その中で、職員たちは設立のための準備として、 業務方法書案の作成、出資の募集事

務、職員予定者の確保、取引銀行の決定、建設工事 ・実施設計受託の準備などさまざまな

作業に取り組み、準備室は一層繁忙をきわめた。

ところで、センターの事務所をどこにするかは、急を要する問題であった。職員たちは

すでに 8月頃から都心のビル探しを開始していたが、やがて、予算、将来の拡張の可能性

などを考應して、東京都港区西新橋 3-23-5の第24森ビル（現在は、「御成門郵船ビル」）

4、5階873mを 予定事務所と決定した。設立準備担当者が増えた10月 1Hには事務局職員

の一部がそこに移り、都市局資料室に設けた設立準備室と並行して作業を進めてい った。

10月下句には内装工事も完了し、 11月 1日の設立日に備えたのであ った。

2 緊張して待った出資金の払込み

先にも触れたように、下水道事業センターに対する出資・補助について昭和47年度予算

， 



第 1章 下水道事業センターの設立とその背景

で、出査金は国と地方公共団体が各 1億円、補助金として各5,000万円が予定された。事務

局ではこのうち地方公共団体のものを個々の地方公共団体がどのように分担すべきかが下

水道事業センター設立が迫るにつれて大きな課題とな った。出査金の払込みは設立の絶対

要件であることから、すでに、 47年 7月頃から建設省と自治省との間で協議が行われ、全

国知事会と全国市長会の了解のもとに、基本的な合意に達していた。すなわち、出査金と

補助金の合計頷に対して都道府県と市が 2対 1の割合で負担し、このうち出査金は都道府

県のみが負担することにな った。都道府県と市それぞれ個別の負担額は各全国知事会と全

国市長会の決定により均等額とし、市の分については人口10万人以上の市 (151市） が負担

することにな った。この結果、 設立のための地方公共団体出査の 1億円は47都道府県が均

等に212万8,000円を負担することにな った。

この合意に基づいて発起人会事務局は、 8月24日から10月16日までの間都道府県に対し

て出資の募集を行った（下水道事業センター法第 8条第 3項）。募集に当たっては、都道府

県の出資が補正予算での予算措囲をしなければならないことを考應し、各都道府県議会の

開催状況から10月初旬までには予算措岡ができると見込まれたため、 10月25日を納付期限、

11月 1日を設立日と予定した。 10月17日には発起人全代表の桑原幹根（愛知県知事）名に

より、下水道事業センターの設立認可の申請書が当時の木村武雄建設大臣に提出され、同

日のうちに認可が行われた（同法第10条）。

しかし、出資金の払込みについて、事務局職員たちは最後まで気の抜けない日々を過ご

さなければな らなかった。各都道府県に対して予尊計上の確認、自治大臣の出査承認の有

無、払込銀行との業務委託、出査払込みの請求、払込みの確認などの業務に追われた。事

務局職員の小垣原尚生は、 「払込期限の昭和47年10月25日ぎりぎりまで電話にかじり つき 、

やっとのことで払込銀行より 2億円の出資金保管証書が揃ったときは、関係者一同ほっと
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肩の荷を下ろした」と当時を回顧している。出森金の払込みが無事完了したことには、全

国知事会の協力が大きく寄与している。

かくて、出査金の払込みは無事完了、 10月25nをもって発起人の事務もまた終了し、同

日に発起人か ら理事長になるべき 関盛吉雄へ事務引継ぎが行われた（同法第11条）。11月 1

日には束京法務局港出張所に設立登記の申請をし、その登記完了後、当 日午前のうちに登

記簿謄本が関盛理事長の手に渡された。こうして、下水道事業センターは名実ともに誕生

したのである（同法第12条）。

ちなみに、 8月24日151市に対して依頼請求を行った5,000万円の補助金は 1市当たり 33

万2,000円となり、全国市長会の全面的な協力もあ って翌48年 3月31日までにその納入が完

了した。

11 



第 2章 下水道事業センターの時代
（昭和47年度～50年度）

第 1節体制づくりに奔走

1 初仕事は業務方法書の認可申請と諸規程の整備

昭和47年11月 1日、下水道事業センターは正式に設立された。企画総務部、技術部、研

修部および試験所の 3部 1所の組織でのスター トであ った。人員も俗に28人衆といわれた

とおり、今日では想像もできないほどの小人数であった。役員は関盛理事長、胡子英幸理

事（企画総務）、 池田一郎理事（エ務）、長谷川俊之監事の 4名、企画総務部は部長、次長

を中心に14名、技術部は部長、次長のもとに技術援助課 2名、受託工事課 3名の計 7名、

研修部は部長と研修指導課長の 2名、そして、試験所は所長 1名と いう配四だったのである。

なにはともあれ、センターは業務開始と同時にまず、業務方法書を作成し建設大臣の許

可を受けなければならない。業務の甚準となる業務方法書がなければ業務は始まらないの

である。職員たちはすぐに事業を受託し業務を開始する必要があったことから、センター

発足の11月 1日をもって認可申請を行った。業務方法書についてはすでに設立以前か ら作

業済みであり、 実際の建設大臣の認可は翌48年 3月31日とな ったが、遡って設立当初から

適用された。業務方法書の内容は技術検定、維持管理などの業務の規定や、委託団体の負

担する特用の内訳の規定がない点を除くと、現在の事業団のそれとほほ共通したものであ

った。

設立当 日には最初の役員会が開かれ、「下水道事業センター設立当初における暫定措置」

としてあらかじめ準備されていた組織要綱、文書処理要綱、就業に関する取扱いなどを暫

定的な規程として決定した。その後、センターは実務を推進しなからさまざまな規程を整

備してい った。参考とする資料を集めるためにすでに設立 され、活動を開始していた本州
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記 章

四国連絡橋公団、公暑防止事業団など各方面の公団や事業団に足を運んでいる。こうして、

設立後の 1年間だけで も38件の諸規程が制定された。総務関係として文書処理規程など10

件、人事 ・厚生関係として就業規則、給与規程など19件、 会計 ・経理関係として会計規程、

物品管理規程など 5件、 工事関係として請負工事監督要領など 3件、さらに監査関係の監

半監査要綱などである。その後、組織規程 (49年度）、不動産管理規程 (50年度）などを加

え、基本的な規程は50年度までにほほ整備された。

そうした慌ただしいなかに、センターは役職員からその象徴となるべき記章の凶案を公

蒻した。最終的には19点の応募作品があり、 48年 3月26日の役員会では最優秀作品 1点と

仕作 2点を選出した。ー最優秀作品には及川直 也 （技術部受託工事課）の作品、「下水」と

CenterのCを組み合わせたものが選ばれ、 10月13日には「記章に関する達」が制定、施行

された。

2 評議員会の発足と協調融資銀行団の結成

昭和48年 2月21「I県知串 4名、市長 3名、 学識経験者 2名計 9名が、 3月22日児知事 1

名が建設大臣の認可を受けて関盛理事長によって評議員に任命された。県知事から田辺国

男（山梨）、平野三郎（岐阜）、野崎欣一郎（滋賀）、久保勘ー （長崎）、山本壮一郎（宮城）、

市長から板垣武四（札幌）、 吉田豊信 （姫路）、武田義三 （池田）、 学識経験者か ら寺島重雄

（当時北海道大学教授）、 左合正雄（当時東京都立大学教授）の各氏であ った。

初の評議員会はその年の 4月3日、 全員出席のもとに本所会議室において1開催された。

詞会は、審議に当た って初代評議員会会長に田辺国男山梨限知事を選出し、評議会規程を

はじめ、昭和47年度と48年度の予尊、事業計画及び資金計画、定款の変更等について審議

のうえ承認した。このときに、 関西支所を大阪市に新設する 旨の定款の変更が了承されて
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評議員会風景

いる。評議員会はその後、年 2回開催されてきている。また、下水道事業センターが事業

団に移行した50年 8月 1日には県知事 2名、市長 2名、 学織経験者 1名の計 5名が新たに

評議員として加わった。

下水道の整備は一時に多額の建設資金が必要となる。センタ ーが建設工事を受託するに

当たって、委託団体が負担すべき建設工事費の一部をセンターが市中銀行から借り入れて

立て替える「建設資金の立替え」が必要であると認められた。立替えにより、委託団体の

工事資金の支払いを次年度以降に繰り延べて、財政負担の援助を図ろうとするものであっ

た。「建設査金の立替え」の実施に当たっては、協調融資銀行団を結成し、借入金の統一的

な処理及び管理を行い、 事務の省力化と併せて各銀行への預金の均等化を図ることが望ま

れた。

このため、センターは47年の発足と同時に受託業務にかかる取引先銀行として、都市銀

行13行（富士、協和、神戸、埼玉、三和、住友、第一勧業、大和、東海、東京、北海道拓

殖、 三井、 三菱）、 地方銀行の代表行 1行（静岡） の計14行と交渉を重ねた結果、 48年 7月

に至 り束京銀行を除く 13行からなる協調融資銀行団（幹事 ・富士銀行）が結成された。そ

の後、 3回に及ぶ借入金の説明会を実施し、借入条件を決定した。49年 3月には初めての

借入れが実行され、取引が開始された。建設査金の立替えは、 49年度の120億円をピークに

昭和50年代前半に大き く活用された。その後立替需要は減少傾向にある。

第 2節組織 ・人員の拡充に追われる日々

1 人員確保の苦労と採用方式

新体制ができあがったセンターにと って一番の大仕事は、発足と同時に舞い込んだ建設
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関西支所発足の頃

谷 tll.k

人1’,i大阪I|i長から、 I-1本のド水道のために頑張

ってこいとの訓示 ・激励を受け、センターに出向

し、支）所での第一歩をふみ出した。

発足11、ヤ、総且10名が、ガランとした事務至に集

合した。建設省、神戸市、大阪市、プロパー職員

とその IIが初対面の人たちばかりであったが、「ど

うぞよろしく」との挨拶の後は、数年米の知じの

ような親しさで、一同協力しての設甜初期のきび
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しい業務をllfl始した。

⑰ |日|i、北）し朴l市等の人たちも加わった香川、

今治、 fl,質の I.’l,；-’lt務所が開設された時も、また、

その後も、この親しさの下、議論はしよう、吃ll崩

はしまいと、特いきいきと、そのまちの下水道づ

くりに努めた。 現在の皆さんも、同じ息いで頑張

っておられたことと思、う 。

昨夏、鹿児島で、第 4回事業団九州地区OB会

が1}F1かれた。20年の過ぎた歳月も忘れて、今1111も、

lヽ,1時の本社、文札のこと、苦しかったこと、楽 し

7こ半の受託に対応すべき人員の確保であった。設立年度から昭和50年度までのセンターの

定具の増加を見ると、 47年度60名、 48年度117名、 49年度199名、 50年度436名と梵異的なイl|l

びを示している。建設工事の増加に比例して定員の整備が図られた結果である。前年度比

にすればほぱ 2倍ずつの伸び率は他の公団などと比ぺても類を見ないほどの増加であっ

た。 しかも、設立したばかりでセンターの名前はもちろんのこと、仕事の内容さえ知られ

ていない時期である。

「センターに対する認識は自治体でも的確ではない。 まして一般の方には何をするところ

かもわからないわけです。そんな事情もあって女の人が集まらない • …. .」と当時の胡千則

事が語っている ように、そうした状況のなかでの急速な人員確保であ ったから、人集めの

苦労は並大抵のことではなかった。理事、部長とい った幹部たちはそれぞれ分担して全国

を駆け巡って職員の派遣をお願いして回った。そうした足を駆使しての努力が功を奏し、

やがて、下水道先進都市である大都市、建設省地方建設闊などの協力を得ることになり、

次々と下水道技術の専門家と工事監督管理の熟逹者を確保していった。

人具確保についてはセンターの特性を考えて独自の制度を採用した。当時、他の建設関

係公団はもっぱら職場をいったん退職した人々を受け人れていたが、センターは国または

地方公共団体からの人の派遣に当たって は休職で出向してもらうという制度を採ったので

ある。休職者を受け入れることは、それぞれの出身固体への復帰の保証や退職金の扱いの

不利益を阿避できるという安心感があり、人員確保に寄与すると判断したためであ った。

事尖、この方式は大きくものをい った。

しかし、 間題は国と地方公共団体との給与水準の相迫であ った。地方公共団体の給与水

準が11iのそれよりも 全般的に高く、人事担当者はその調整と 関係省庁の理解を得るために

さまざまな苦應を強いられた。それでも、 47年の年内には一つ一つ問題を解決し、給与決
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第 2章下水道事業センターの時代

かった ことの話に花が咲いた。

そして、 現在も 、水清会、淡心会やその各地区

支部の1i業団OB会、葉陀全な ど、いろ んな会で、

多くのなっかしい人に会い、 tj"';業団の思い出、現

在 と将米の大きな活躍を語り合うのを楽しみにし

ていると ころである。 （元大阪支社長）

関西支所

定の手続きを終えることができ、年が改まるとすぐに正式発令へと事を運ぶことがで きた。

同時にセンター発足以米の懸案であ った厚生会に対する助成金（本給の14/1000)が48年

度予邸で認められたことにより 、その設立準備を進めていたが、 7月 1日を もって、厚生

会はようやく発足した。

委託団体からの研修員受入れの制度は47年11月のセンター発足とともにスター トした。

その目的は、研修員である地方公共団体の職員を一定期間を限り、 センターの業務に従事

させることによって、出身地の下水道技術職員の養成を助け、あわせて地方公共団体の下

水道事業に関する技術を向上させることにあ った。研修員は将来にわたって、センターが

受託して完成させた下水処理場などの維持管理業務を担当していく任務があるわけで、地

方公共団体が完成施設を引き継ぐ前に、センター職員から直接に下水道に関する実務を習

得し、業務を 円滑に行えるようにしたものである。

48年 8月22日には嘱託員制度の規程が制定された。これは下水道事業に関する土木、建

築、電気、機械関係の業務などについて、高度の専門的知識や経験を持っていながら定年

を迎えた人に、理事長がこれらの業務について委嘱し、センターの人的不足を補うための

ものである。実際の採用は50年 8月 1日から行われ、 50年度に 7名が採用されて以来、今

日まで重要な戦力として機能している。

センターは、早い段階からその組織を将来背負うべき新規学卒者の採用を始めた。事務

系職員は47年度 2名、技術系職員は48年度 4名を採用したのを皮切りに、職員採用を計画

的に実施して、今日に至っ ている。

2 支社と工事事務所の設置

昭和48年 6月 1日、下水道事業セ ンターは西日本の工事を受け持つ拠点として関西支所
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計画部の命名

豹：野ケ／．

昭和49年、 それまでの技術部が、 建設」こ’li部門

の糾織強化のため、計画、上務の2部と なった。

この時、技術部の名称をどうするかで、議論とな

った。事業センタ ーと して、受託上＇ ドのみの制度

であ ったが、当時の遠山部長をはじめ、 関係の皆

さんが、近い将米公団に昇格し、 1911jijで計両し、

賽金手‘片し、平業を執行する組織とすることを強

＜顛叡してお られる ことに、私は大いに共感し、

計画部という名称に強く賛同した。さらに他の先

発公団の先賭から、 土ド業社両の中心となる組織が

絶対必要で、名前が大切ですよと の御指導をいた

だいた。そ こで、 受託工事でも、処理場は、完成

までの数箇年にわたる複雑な事業実施計画の作成

が絶対必要という根拠で、関係の皆さんに了解し

ていただいた。その後、 61年、広域汚泥処理事業

が果たして自前の事業として実現。今日では計画

部の名称にふさわしい業務を担喝しておられる姿

に、感無批である。 （元計画課長）

を新たに設置 した。場所は大阪市束区淡路町 4丁目54番、初代支所長には谷和夫が就任し

た。組織は総務課、 受託工事課の 2課からなり、支所長以下15名でのスター トであった。

初年度の所管工事事務所は香川、今治、佐賀の 3事務所で、その後、受託工事の拡大に伴

い逐次、西日本全域へと広がってい った。

本所においては、終末処理場の建設工事の受託が本格化しつつあ った49年 5月 1日に、

その事業羅の増大、試験 ・研修施設の拡充に対処して、 事業執行体制の強化を図るため工

務部と経理部を設甜した。エ務部は従来の技術部が計画部と上務部の 2部に拡允強化され

たもので、この両部が表裏一体と なって委託都市の要望に応えて業務を推進させるという

狙し、か ら設涸さ れたのである。

また、50年 6月 1日には本所から東京支社を分離独立させ、東 日本の建設工事の処理体

制の強化 を図る こと にした。同時に関西支所もまた大阪支社となり、本所は本社と名称変

更を行った。東京支社の初代支社長には松下行雄が就任し、内部機構や所掌業務は大阪支

社とはほ変わりなかったが、それを機会 に東京、大阪の両支社には設計課が新設され、土

木 ・建築部門の実施設計などを所掌する ことになった。それ以降は、 全国の工事事務所を

束京、大阪両支社の 2つのプロックに分け、両支社のいずれかに帰属させ ることに した。

そして、設計、建設工事などの一義的な業務はすべて両支社で行い、本社においては、 事

業計画の策定、諸基準の作成など総括的な業務に専念することにした。

工事事務所も相次いで新設さ れ、 48年度には10箇所、 49年度 4箇所、 50年度17箇所と全

国的な広がりをみせてい った。48年 7月 1日に初めて埼玉、町田、 長岡の 3工事事務所が

設囲 されてから、 50年12月 1日に米子工事事務所が設置されるまでの約 2年半の間だけで

31工事事務所がオープンしたのである。

48年11月7日には本所 4階会議室において、初の工事事務所長会議が間催された。 まだ
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第 2章下水道事業センターの時代

工事事務所長会議風景

東京支社が発足する前で、本所管轄の栃木、埼玉、町田、長岡、春日井、蒲郡と関西支所

管轄の香川、今治、佐賀の 9工事事務所長を招集しての会議であった。関盛理事長から日

頃の業務に対するねぎらいの挨拶に続き、会議は綱紀の粛正、 49年度予算要求、鋼材の支

給方法、工事実施工程などの議題に移り、さらに、日常業務の質疑応答などで活発な討論

が行われた。工事事務所長会議はこれ以降毎年度 1回の割で開催されてきている。

なお、 49年 1月1日付で設置された沖縄工事事務所は、当初本所直轄工事事務所とされ

ていた。同県本部町の処理場の完成を、 50年度に開催される沖縄国際海洋博院会に間に合

わせる必要があったため、センターが全面的な支援体制で取り組まざるを得なかったわけ

である。ちなみに、この処理場は、センタ ー初の通水を迎えることになる。

第 3節模索する受託事業の進め方

1 最初の建設工事と処理場工事

下水道事業センターは、建設省下水道部の強力な支援もあって、設立日において同時に

実施設計と計画設計の受託協定を締結した。実施設計では長岡市をはじめ 8地方公共団体

から下水処理場などの委託があり、また、島根県から宍道湖束部流域下水道の計画設計が

委託された。

委託された計画設計、実施設計の業務は、技術部に配属された指定都市を中心とする出

向職員が担当した。 しかし、発足したばかりのセンターには、独自の設計指針などが整備

されているはずもなく、担当職員の出身団体によ っても設計の考え方にかなりの相違がみ

られた。しかも当時は、全国的に合流式下水道か ら分流式下水道への転換がなされようと

していた時代にあり、遠山部長を中心に技術部員たちは、連日連夜、図面を囲んでの白熱
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川越市月吉汚水中継ポンプ場 春日井市勝西浄化センター

した議論を展開し続けた。

最初の建設工事の受託は埼玉県川越市の月吉ポンプ場であった。

川越市は、月 吉ポンプ場を分流式下水道の汚水中継ポンプ施設とすべくセンターに工事

の委託をした。しかも、供用開始を急いでおり、昭和47年12月には早くも建設工事の受託

協定が締結された。実施設計はすでに終了していたものの、工事完成予定日までに残され

た期間はわすか 1年半というものであ った。センターはただちに企画総務部、技術部にお

いて、工事契約に関するすべての事務様式を新規に定める作業を開始し、設計については

遠方制御装置を追加設箇するなど、見直し作業を行った。また、並行して積鉢に取り組み、

48年 1月の幕開けとともに、土木、建築、機械、電気の大部分の工事契約が完了し、工事

ははほ順調に進捗した。そして49年 6月30日には、毎分15面のポンプ施設が予定どおりに

完成し、 川越市へ引き渡された。総工費は 1億4,700万円であ った。

処理場建設工事の最初の受託は、 48年 5月に協定が結ばれた愛知県春日井市の勝西終末

処理場であ った。処理能力 1万6,400m'／ 日、 事業費約27億円が予定され、センターにと っ

ては本格的な規模での建設工事の始まりであ った。勝西終末処理場は分流式の処理場で全

体能力が 6万5,500m'／ 日であり、標準活性汚泥法の水処理、濃縮・脱水による汚泥処理の

施設で、その 7月には早くも工事発注の段取りとな った。センターは春日井市の商工会館

の一角に春日井工事事務所を仮設して業務に専心することにな ったが、職員はわずかに所

長と事務主任の 2名での出発であった。しかも、この工事は48年秋の第 1次石油危機によ

って、 49年度の建設単価の急騰に直面するというハプニングに遭遇し、契約の不調が相次

ぎ、利t算の見直しと発注の遅れが重なってしまった。その結果、事業費は当初予定の27億

円を 6億円 もオーバーして33億円と なったが、 51年 6月には予定どおり完成した。

石油危機による諸資材の高騰や品不足は、 49年度、 50年度の公共施設建設単価を大輻に
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急騰させた。道路、河川、下水道など公共施設整備の水準を計画どおりに達成させるため

には大幅な投資額の増加を余1義なくされた。政府は公共投資の過度な膨張による経済イン

フレを抑制するため、総需要抑制型の予算方針を決定し、建設省所管の公共事業野（国野）

も対前年度比で49年度 0%、50年度 2％と抑えられた。

しかし、下水道に関しては、国際的な立遅れが著しく、また、都市化の進展による環境

問題の深刻化に対して緊急に整備することが国民的意識として定着しつつあり、例外的に

その緊急性が認められた。49年度は21.5%、50年度には国骰こそー4.9％となったものの、

事業費は特別の地方債による補填で28％の大幅な増加をみた。このようにセンターは設立

早々に石油危機という厳しい試練に遭遇したが、予算規模は年々倍増し、設立の年 5億円

弱でスタートした受託事業は早くも50年度には510億円に達して、全国の下水道事業の8.5

％を受託実施する ことになったのである。

2 協定・契約の進め方と「下水道事業委託自治体連盟」の結成

下水道事業センターは、その主な業務である技術的援助、設計及び建設を、 地方公共団

体からの委託に碁づいて行うところに大きな特徴がある。その意味では前例のない組織で

あったが、問題はその委託協定書をどのようなものにするかという点にあった。

そのため、職員たちは昭和47年の設立準備室の段階から国（直轄）、他公団、国鉄などの

例を参考とし、センターの特殊な性格に合わせて、その方式の確立に取り組んでいた。そ

うして作り上げられたのが、基本協定方式と単年度協定方式の 2方式であ った。前者は、

数年度にわたる委託工事全体についての甚本的事項を定めた基本協定を初年度に締結する

とともに、年度事業骰と細目的事項を定めた年度実施協定を各年度ごとに締結する方式で

ある。ただし、現在の方式とは異なり、基本協定には全体の予定概算事業費が入っておら
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プロに一任

松下 1 i雄

就任挨拶で委託団体を訪間 していたときのこ

と。挨拶に加えての小務的な打合せなどが一区切

りついたところで、「困ったことといえば・．．．．」と

ド水道担‘1,1部長さんが話し始めた。ことの要旨は、

「先進hIIl|iなどのプロが1t'ドをしてくれるという

ことだったが、 ['j[＇ド務所配屈職貝を みると、全

貝が 1、水処J:III．場上‘ドは木経験の地建と本 1|iの職

且。 話が大分遥 っ ておリ、まともなー['j ~監腎がで

きないのではないか、と委託反対を再度もちだし

た1l・i関係者がいた」という話。話しぷ l)からみて、

嫌味とか非難という類のものではなく、＇ド業団委

託が決まるまでの祖‘1,者としての数々の苦労や、

「プロに一任」が決め手とな ったことなどを交え

ての話であ った。

こういう話も今は特。今、 日本の 卜水道整備は

’li業lヽti抜き では考えられず、また、海外から受け

てしヽ る評価も高し‘°

今後の一府の允長を期待してやまない。

（）じ束）；，-・支社長）

ず、年度実施協定を締結するたびに議会の議決を必要とした。一方、後者の単年度協定方

式は各年度ごとに受託協定を締結するという方式であ って、センターはこの両協定を駆使

して1廿l岨解決に当た ってきたのである。

設計 ・工事と いった事業を受託するためには必要な事業囲を的確に積尊しなければなら

ない。設立前の段階で設立準備室でセンタ ーが発足後ただちに受託できるように柏算に必

要な単価と歩掛を検討した。「1士事ば受託ですから、設計をするにしても委託側の単価、歩

掛でやるか、あるいは自分のものを持ってやるかということですが、後者となると、大変

な調査が必要で、 そのための機構や陣容を要するし、とて もすぐにはできないという こと

で、会計検査院の御宣告もあり、結屈前者を選んだわけです」と設立準備室に在職してい

た遠山啓が語るように、柏尊は委託側の単価 ・歩掛で行うことになった。

協定が成立すると、それに基づいて建設工事の発注や設計の委託がなされる。 ところが

まだ、発注などに関する規程が整備されてお らず、実際には建設業者や建設コンサルタ ン

トの名簿は建設省や下水道先進都市か ら借 りて契約手続きを行うという状況であ った。そ

の後、建設省や他公団 を参考に48年 3月「工事等入札参加資格審杏取扱要領」 等の規程や

名簿が整備された。

指名業者が選定されると入札等を経て、請負契約 ・委託契約が結ばれる。契約書の書式

は、建設上事については「公共工事標準請負契約約款」と、建設省の「工事請負契約書」

を参考にして、設計などの業務委託については同じく建設省の 「設計業務等委託契約書」

を参考にして、前者については48年 1月11日、 後者については47年12月19日にそれぞれ決

定した。そしてその後数回の改正を経て現在の書式に至っている。

工事が完成するといよいよ 引渡 しと精邸の段階に人る。 しかしこ こで も、各年度の発注

工事が完成するごとに引き渡すのか、それとも数年度にわたる全工事の完成した時点で一
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「下水道事業委託自治体連盟」 研究会

括して引き渡すのかという問題が生じた。委託団体からは 「全工事が完成した時点で一括

して引き渡してほしい」という要望が強かった。だが、下水道の建設はあくまでも補助事

業の執行であり、自己に帰属していないものに対して補助事業の完了としての額の確定が

できないこと、さらに、委託事業は事務の委任であるから、受任者は事務を処理するに当

たり、受け取ったものは速やかに委任者に引き渡さねばならない。このため、発注工事ご

とに引き渡すことにな った。51年 7月にはこれを受けて 「受託業務引渡要領」を定めた。

精算については、特に管理諸費の精算をいかに処理するかが問題と して浮上した。管理

諸費で購入した物件をどう精算したらよいのかということである。受託業務を専門として

多数の業務を効率的に実施するセンターの性格から、委託者ごとに精算するということは

事実上不可能である。50年 3月、建設省もこれを認め、センターの照会に対して精算手続

きで例外的に取り扱われるものであると回答した。結局、管理諸費精算額は協定に際して

算定した管理諸翌受領額とし、購入した物件は引続きセンターの業務に供することとして、

50年度の 「受託業務精算事務処理要領」にそのことが明記され、今日に至っている。

なお、48年度の新潟県長岡市の建設工事から建設共同企業体 (JV＝ジョイント・ベン

チャー）への発注も開始された。 ］Vの導入によ って下水道建設に当たる建設業者を育成

しようという狙いによるも のであ った。

ともか く、下水道事業センターはこれまでに例のない性格を持つ組織であるため、セン

ターに対する市町村の考え方が統一されにくく、十分な認識がなかなか得られないという

のが実情であ った。それを打開してもらい、さ らに市町村間の意思疎通を図るため、 49年

7月15日に「下水道事業委託自治体連盟」が結成された。連盟の結成は、当時の羽藤栄市

今治市長が発起人となり、 全国市長会の協力のもとに推進された。初代会長には羽藤氏が

就任し、加盟団体は当時、建設工事を委託していた23市町を中心に、実施設計、計画設計
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形を変えた「ますらお派出夫会」構想

下水道1り業センターが発足した ‘'',11-炉、 「ますらお

派出夫会」なる構想が真面 Hに話：出にのほう たこ

とがあ った。地方公共団体の要硝を受けてセンタ

ー職員を長期間派追して設計や~t両の相談に応ず

ることとし、 そのためセンターは派追する職員（ま

すらお）の派出夫会のようなシステムを採用する

必要があ るという 構想が浮上したのであっ た。 し

かし、この構想はさまざまな問題から、ついに実

視に至らず、結局、短期間に分けて，'-1',張す るとい

第 1編総論

う 形に落ち荘いたのである 。 その辺りの事•I渭につ

いて後年、池田一郎（当時 ・センター理事）と武

ITI篤夫（当時 ・技術援助課長）は次のように語っ

ている。

池田「これは、職員が委託されて各公共団体へ

行って、そこで技術指森をするとい うことですか

ら、その中味に入りますと行政がからんで くる問

題が多くなります。つ まり、議会にかけたり、千

籾をどうするか、それらは行政権限がないとでき

ない。傍にいてアドバイスするだけではできない

の委託市町も加わり 、30市 4町で発足し、事務局は全国市長会経済部に置かれた（活動状

況は第 2編第 1章第 1節 3参照）。

3 設計の進め方と技術会議

下水道事業センタ ー設立当初において、受託業務を担当する技術系の組織は技術部のみ

であった。所掌は、計画設計、実施設計、それに加えて建設工事の事務の一部であり、従

事する職員は受託工事課、技術援助課、技術調査課にそれぞれ配属されていたが、 実際の

業務に当たっては、これらの業務内容や所属にあまり拘束されず、土木、建築、機械、電

の 4つの職種の職員 5~ 6名で構成されるプロジェクトチームが作られ、それそれが数

箇所の委託団体を担当する体制を敷いた。これらのプロジェク トチームは協定や資金計画

などについて委託団体の相談に乗る ことから設計、工事発注に関するものまで広範囲の業

務をこなす一方、建設省や県庁などの関係機関との調整についても、委託団体と協力し合

って精力的に活動したのである。

最初の計画設計や実施設計は、 全体の内容を一度に確定させるため、一括して協定する

のが最も効率的と判断され、単年度で一括して受託 し、設計するという方法が当初採 られ

た。 しかしながら、計画設計は地方公共団体の単独骰による受託であり、委託団体の単年

度負担が予想以上に大きくな ったことから、昭和49年度からは基礎調査、基本計画、事業

計画に 3分割して、多年度にわたる実施が可能なように改めた。

実施設計にしても建設期間が長くなる施設については、その間に技術開発が進んだり、

周辺状況が変化することにより、工事発注に変更が生じる可能性があるため、 50年度から

は碁本設計と詳細設計に分割するようになった。また、設計の年度割もできるようにした

のである。これらの設計作業の区分設定は、その後の設計委託料邸定歩掛の設定など国の
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第 2章下水道事業セ ンターの時代

ということです。

それか らもう 一つは、 実際に長期に派追してそ

こへ張り付いてやるためには、家を空けてそこへ

転勤しなき ゃならないが、 これは非常に難しい。

それはできないから、長期派造に代えて短期出張

ということになったわけです」

武田「出向でセンターに来た人がまた仕｝向して

行かなければならない。どうしても相手側力噌むし

でいるのは長期派造ですから、そうなると身分も

変えないと難しい。現実には 2~ 3年米てほしい

下水道に関する基準づくりの基礎になった。

という希望がありましたが、再出向は難しいとい

うことで話は立消えになり ました。その代わり問

題があったときにはすぐ相談に乗るか ら、という

ことで 『ますらお派出夫』は rよろず相談』とい

う格好になったわけです」

設計を担当する技術部に最初に配属された職員は、建設省と東京、横浜、川崎、 名古屋

など指定都市か らの出向者ではほ占め られていた。 しかし往々にして、施設の内容や設備

の仕様など設計の基本方針が、担当者の出身団体の考え方によって異なるという場面があ

った。それもまた止むを得ない事情であったが、セ ンターとしては統一した考え方に甚づ

く設計が必要であり、そうした問題の打開のために47年度末頃から、次のような目的をも

って 「技術会議j を開催することにした。

①センタ ーの統一的設計方針を確立する。

②試験所での調査成果を設計に反映させる。

③技術系職員の技術力を高める。

技術会議の開催は不定期であ ったが、処理方法、一期計画の建設規模など実施設計の碁

本にかかわるような重要な案件が生じるたびに招集された。問題によっては、技術部、試

験所の職員だけでなく、技術部担当理事、ときには理事長も参加して、熱心な議論が交わ

された。こうして、出身団体の異なる 出向職員の間にセンター職員としての共通の基盤が

醸成されてい ったのである。

第 4節 研修・試験研究体制の確立と始動

1 初めての研修

昭和47年11月、下水道事業センター発足とともに研修事業がスター トした。

第 1回の研修は48年 2月に建設大学校を借り て、 第2回は 3月に関東地方建設局関東技

術事務所 （松戸市）を借りて実施した。その内容は実施設計コース初級で、管渠の設計に
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第 1編総論

プレハプ教室の研脩風景

ついての測乱、製図、柏邸などを盛り込んだもので、特に実：日 ・演習に重点を囲いた実務

研修であ った。この 2l!!lにわたる研修に参加した研修生は69名である。センターの研修部

は講師の依頼、教材の作成、機器類の購入、さらには研修生の募集に目の回るような忙 し

さであ ったが、いずれも成功のうちに修了した。当時の担当教官は次のような思い出を甚

き残している。

「誰からともなく唱いだした 『蛍の光』に、大きな肩、小さな府を組み合い身体をゆすり

ながら研修修了の喜びを分かち合った1肯景か昨日 のことのように、はっき りと思い出 され

ます。あの 日は、 小平市にある建大でのまさに第 1lnl I]の研修の、 明Hは修了式のみとい

う17の夜のことでした。……研修生たちは湧きあがる感情を抑えきれず、目に涙を浮かべ

私たちを片 っば しか ら胴あげしてゆくのでした」

5月には埼玉県戸田市の荒川左岸南部流域下水道荒川処理センター敷地内にプレハプの

研修宿泊施設が完成した。教室は 1つしかなかったが、毎月のように回を重ね48年度には

121,,1の研修を実施した。 しかし、クーラーのないこの研修術泊施設は真夏日には猛暑に苦

しめられ、研修生が暴動を起こすのではないかと真頻で心配するほどで、消火栓を使って

プレハブの屋根に水を撒いたこともしばしばであ った。49年度にはこのプレハブ施設のほ

かに建設大学校と闘全国建設研修センター （小平市） を借りて、 15回の研修を実施した。

この間、 48年度には新たに計画設計、工事監督管理、維持管理の 3コースを加えた。これ

らの うち、実施設計コース笠渠設計中級、処理場設計中級、工事監督管理コース工事管耶

中級、維持管理コース処理場中級が、下水道法22条第 1項及び第 2項の規定に基づく指定

購料とな った。

50年度にはさらに監督指柑コースを加え、 研修は次第に充実したものとな っていった。

その間においても全国の下水道事業は急速に拡大し、それに対応すべき下水道技術者の
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第 2章下水道事業センターの時代

広報誌 rみすすましJ の生い立ち

現在の社内報 『みずすまし』は、昭和48年 8月

15日に B5判 8ページの rセンター便り 』として、

その第 1号を発刊した。センター発足後 9箇月目

のことであ った。関盛理事長はその胃頻で次のよ

うに発刊の趣旨を述べている。

「業務もようやく軌道に乗ってまいりましたが、

設立後 IIも浅い こともあり、職貝の所）品にしまし

てもきわめて流動的であるだけに、職は間のコミ

ュニケーションが今ほど必要な時はないと思いま

す」

rセンター便り 』はその後、 50年 8月の F1本下水

道事業団への移行に伴い第25号から 『水すまし』

にタイトルを変更し、さらに、 54年 4月の第69号

から 『みずすまし』に改称し今日に至っている。

一方、センターの外部に向けての PR、広報誌

として49年 8月16日から 『水すまし』 を発刊し、

センターの業務のお知らせと、広く下水道事業全

般にわたっての梢報交換の場とした。ちなみに「水

すまし」のタイトル名の由米は、人間の手によっ

確保・育成は下水道界にと って大きな課題として浮上してきた。その解決策の一つである

研修は体系的かつ効果的に行われる必要があり、 49年 7月に「下水道担当職員研修計画協

議会」が設置された。建設省、都道府県 ・市町村の下水道担当部局、全国知事会、全国市

長会、（初日本下水道協会、そしてセンタ ーによ って構成され、 50年 3月には「下水道担当

職員の研修のあり方について」の報告がなされた。

報告書は、執行体制の強化に当たって、研修の重要性を強調するとともに、段階的かつ

計画的な研修の必要性を説いた。また、（初日本下水道協会は比較的短期の研修 • 新しい技

術に関するセミナーなどを担当し、センターは演習 ・実習などを主体とする実戦的研修を

実施することを述べている。

2 実用化研究を主体に生まれた試験所

下水道に関する新しい技術の開発とその実用化を促進することは、欧米先進国に比べ立

遅れたわが国の下水道整備を推進するうえできわめて重要な条件の一つであった。昭和40

年代当時、国レベルでの研究機関としては、土木研究所下水道研究室が唯一であり、とて

も社会のニーズに対応できるという体制ではなかった。したがって、下水道事業センター

の発足と同時に試験所が設けられたことは時宜にかなったものであり 、そこ にかけられた

期待もまた大きなものであ った。

センター発足と同時に東京大学から杉木昭典教授が試験所初代所長に就任した。定員 4

名、試験研究費も 180万円とわずかな予算（水質試験機器等の購入）であったが、将来の充

実に期待しながら地方公共団体の下水道事業に直接的に役立つ実用研究を主体としてスタ

ート した。特定のテーマについての研究より、むしろ技術部の碁本設計や技術的援助業務

の強力な相談役としての役割を果たすことになったのである。こうした、受託業務と密接
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センター便り第 1号 琵琶湖高度処理実験プラント

にタイアップして新しい技術の実用化に重点を置いた研究はその後も、試験所一試験部一

技術開発部へと受け継がれている。

48年度からは 4テーマについての受託研究が予算で認められた。委託地方公共団体の第

1号は川崎市であ った。48年 4月、 川崎市は生田処理場に下水処理場としてはわが国最初

の純酸索活性汚泥法の施設を完成させたが、その本格的稼働に先だって技術的な評価をセ

ンターに委託したのである。この受託研究は新技術への評価であり、 その後の試験所の業

務の方向を象徴するものであ った。それに続いて試験所は琵琶湖湖南中部流域下水道実施

設計に関する調査 （滋質県）、宍道湖流域下水道放流水の影饗調査（島根県）、 2次処理に

おける凝集剤添加の効果に関する調査（住宅公団） の受託研究を開始したのである。

翌49年度から滋賀県と建設省から受託した 「琵琶湖の水質汚濁防止のための高度処理技

術の開発研究」では、凝集沈殿、砂濾過、活性炭吸着、 生物学的硝化脱窒法などの高度処

理に関する各種処理プロセスのパイロットプラントを琵琶湖に近接する大津市終末処理場

内に建設し、本格的な高度処理技術の開発に着手した。この調査は54年度まで行われ、 3
 

次処理の計画、施設設計法などがまとめられ、 その成果は琵琶湖流域下水道の処理場で生

かされたばかりでなく、 わが国の高度処理のあり方に大きな影響を与えた。

さらに、 この49年度からは業務運営補助金による固有研究が認められ、試験所は汚泥脱

水機の試験調杏、下水処理場の自動制御技術の試験調査、下水処理場の省力化という 3つ

のテーマについて研究を開始した。 しかしながら、試験所は設立当初から本社と同じ第24

森ビルに設固され、水質試験機器などもまだ十分に整備されていなかった。そのだめ、束

京大学の研究室の一部や束京都、 あるいは三脱市の施設を借りたりして研究に従事せざる

を得ず、職員たちは祖ll定項日によ ってあっちへ行ったり、

であ った。

こっちへ米たりするという有様
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技術評価委員会
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49年 5月には理事長の諮問機関として 「技術評価委員会」が設けられ、 7月19日にその

第 1回の委員会が開催された。委員は国または地方公共団体の部局の長、学識経験者など

から選ばれた11名で構成され、初代会長には北海道大学の寺島重雄教授が任命された。技

術評価委員会の設囲についての発想は、 46年から始まった日米下水処理技術委員会にその

端を発している。そこを通じて 2次処理、汚泥処理、高度処理などに関する膨大な情報と

経験がもたらされていたが、それを背景に開発された新技術を下水道事業に適切に禅入す

るためには、公平に判断し評価する機関が必要となっていたのである。

第 1|ul委員会で関盛理事長は、酸索活性汚泥法と下水処理場の自動制御方法について正

式に諮間した。これを受けて技術評価委員会は「酸索活性汚泥法に関する専門委員会（現

在の水処理専門委具会）」と「自動制御専門委員会」を設け、審議を開始した。その後、 52

年 8月5日に開催された第 3回委員会において、会長は寺島教授から東京理科大学の左合

正雄教授に引き継がれた。

試験研究の成果や技術評価の結果を地方公共団体に普及 ・周知を図ることも試験所の重

要な業務である。そのため、試験所は49年11月に「試験所報」を創刊し、 50年度には試験

研修本部への移行とともに「試験部報」と名称を変え、毎年の成果を報告してきた。さら

に59年度、試験部の技術開発部への名称変更に伴い「技術開発部報」と名称を変えて今日

に至っている。

3 試験研修本館の竣工と試験研修本部の発足

下水道4,•業センターの設立当初から試験研究業務と研修業務の充実を図るための試験研

修本館の建設は、緊急の課題であ った。建設用地については、関係方面の下水道事業に対

する深い理解と熱忍により、試験業務 ・研修業務に必要な規模の用地と実験 ・実習のため
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試験研修本館（完成時） 落成式

の下水が確保できる荒川左岸南部流域下水道荒川処理センター（埼玉県戸田市）の一区画

が、最適な環境を有することから選定された。昭和48年には埼玉県から現在の戸田市下笹

日の敷地4,607.92面の使用許可を得て、センターは待望の試験研修本館の建設工事に着手

し、 50年 3月に竣工をみた。

50年 4月16日には、当時の仮谷忠男建設大臣（代理）、畑和埼玉県知事（代理）、斎藤純

忠戸田市長、そのほか本館建設に特段の尽力をいただいた多数の来賓を迎えて、落成式を

挙行した。挨拶に立った関盛理事長は、「今後、当初の目的に従って、この施設の一層の活

用を図るとともに、 地方公共団体の期待に応えるべく、役職員が一致協力して成果を挙げ

ていきたい」と決意を語った。

完成した試験研修本館は延建築面積5,233.83面の鉄筋コンク リート造り 6階建てで、試

験研究用水質分析室、 研修教室、 実習室、 152名収容の寮室などで構成された。特に水質分

析関係では一般的な分析のほか、原子吸光分光光度計によ る重金属、ガス クロマトグラフ、

液体クロマトグラフ、 TOC計などによる各種有機化合物の分析が自由にできるようにな

った。隣接する荒川処理センターから研究・実習用の下水や汚泥の提供を受けることもで

きるようになり、本格的な試験研究と研修が可能になった。

同日、試験研修本館の落成に伴い、試験研修本部が発足した。従来、研修部及び試験所

は、本）•1)iの内部部局として業務を行っていたが、その後は本所の附属機関として独立さ せ、

業務を行わせることになっ た。

試験研修本部は、本部長、研修部、試験所から名称変更した試験部及び新たに設置され

た管理課から構成されることになった。管理課は、試験研修本部の総務、人事、会計など

の事務を所掌した。

研修部においては、研修指導課から名称変更した研修企画課のほか、教授などの教官グ
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第 2章下水道事業センターの時代

工務部発足のころの思い出

岩崎文一

工務部が誕生した昭和49年ころは、石油危機の

影響で、建設査材の需給は遥迫し価格も 日々 高騰、

そのため工骰の増大、工程の遅れ（翌年度への繰

越率は、 48年度39%、49年度19%) を生じ、工事

の円滑な執行に、国、委託団体、事業団 （当時セ

ンタ ー）、建設業者それぞれの立場でその対策に追

われていたものである。

国ではインフレ条項の適用にふみき ったが、事

業団としても、 主要査材である鉄筋の安定供給を

図るため、 48年故関盛理事長の肝煎りで、各高炉

メーカーの協力を得て、必要なときに、必要な祉

を建値（当時市価の 1/2程度）で計画的に確保

できる鉄筋の斡旋制度を実施し、委託団体より高

く評価を受けたことは印象深い。

しかしインフレ条項及ぴ鉄筋の斡旋制度適用等

による精葬設計変更書作成に当たり、エ期が2箇

年度にまたがるため、同種の査材でも使用される

時期により、価格が異なり、多大の労力と時間を

要することになり、担当者のご苦労のほどが偲ば

れ厚く謝意を表する次第である。 （元工務部次長）

ループが設置された。 また、 50年の施設完成に伴って、計画研修人員も517名から1,110名

へと大幅に引き上げられた。しかし、 50年度と51年度の参加人員は計画に対して60％程度

にとどま った。 このため、（扮日本下水道協会を通じての PRや、直接各地 を訪ねての PR

活動に努めた結果、その後は安定した参加数を確保できるようになった。

試験部においては水質担当の総括主任研究員の新設のほか、土木、衛生工学、 化学など

の技術系職員も大幅に増員された。また、 50年度より建設省から下水道事業調査費による

委託研究を継続的に受託することが決まり、研究テーマ数と試験研究費も一挙に 2倍に増

大された。 また、本館の完成に引き続き水処理実験棟の建設も開始された。こうして50年

度は試験部にと って業務が大躍進を遂げた年とな ったのである。

第 5節 下水道事業センタ一時代の 2つの事件

1 第 1次石油危機と狂乱物価への対応

昭和48年10月、第 4次中東戦争を引金として石油輸出国機構 (0PE C) は、 全世界に

向けて産油の生産制限と輸出制限を宣告 し、原油価格を一挙に 4倍に引き上げた。列島改

造プームが地価の急上昇を招くなど、インフレの度合いを強めていたわが国は、このOP

ECの宣告によ ってさらに物価高騰に拍車がかかり、全国に狂乱物価が襲いかかった。こ

のいわゆる第 1次石油危機によ って、公共事業もまた多大の影響を受けることになったが、

特に発足後日も浅く、体制の整備と確立の途上にあ った下水道事業センターは設立の根底

さえ揺さぶられかねない大きな打撃を受けることにな った。その直前の48年 8月に入札を

行 った工事が軒並み不調になってしま ったのである。

狂乱物価は鉄筋はじめあらゆる資材の急騰を招き、対応策としてまず受託工事の価格改
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下水道事業センター業務普及会の発足

昭和49年10 月 1 「l 、下水道 1 •;業センターは「下

水道＇）ヅ忍センター業務普及会」を発足させた 。セ

ンターの菜務についての許及、、化（ム、さらに印刷

物の 1:1)行などを行う団体であった。50年8月 1日

には ')i業lヽtiへの移行とともに「II本卜水道')t業団

第 1編総論

業務；lf；：及会」となり、同年11月 1II一段の充実を

H的として「卜水道事業団業務1lff及協会」と変更

した。60年7J l 1 LIには、研修業務を支援してい

た「 卜水道研修運営協会」を合併した。1勺戎 3年

8 J J 2611 を期して「財団法人 ・ド水道業務窄•；:JI |！セ

ンター」となり、新たな発展を実視させた。

定を行わない限り実現不可能という事態になった。その打間策としては、センターは単価、

歩掛を委託する地方公共団体のものを使用していた関係から、ともかく、各県のそれを改

定してもらわなければならなかった。理事長以下センター学げて、それらの交渉に火の玉

の努力を開始した。

このような努力の結果、 一応、再入札の一歩手前まで漕ぎつけることができたが、次に

は利噂樅iの大幅増加という間姐が生じた。つい 2、 3箇月前まで30億円と柏邸していたも

のが50億円に、 40億円のものが60億円と前代末間の急騰となり、委託した各都市としても

大変な状況を迎えてしま った。センターとしては、委託したために高くついたと糾解され

かねない。また、委託団体としても、議会に説明しなければならないという事梢があ った。

そのため、センターの役員は悲壮ともいうべき気持で各委託団体を訪ね、直接I|i長に説明

することになった。各市長は現実の数字の変動に院きはしたものの、「これはお宅へ委託し

た仕事だけではありません。 II本全体がものすごい狂乱物価に製われている。だから、セ

ンターで誠心誠意設計し、柏罪していただいた結果、 1こがったということであれば止むを

得ません」と、気持よ く了解してくれたのであった。それだけに役員たちは真任の重大さ

を改めて痛感したという 。

第 2の対応策は鉄筋の斡旋であ った。関盛理事長の提案に端を発したのであるが、セン

ターと新l1本製鉄など病炉各社とが価格を長期にわたって協定し、センターがその価格で

委託する地方公共団体に斡旋するという方式であ った。斡旋は11月から開始され、価格は

トン当たり 5万4,000円、 5万5,000円となり、当時の市場価格10万円以上と比較するとき

わめて割安なものとなった。もっとも現実には、 「なにしろ、鉄筋の斡旋などやったことが

ない名がやるものですから、現場に物が入ってくるのを狩理するのが大変でした。間に合

わないというところもあれば、鉄筋ばかり 山積みになって錆が出るというところもあるし
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第2章下水道事業センターの時代

海外研修の開始

ド水道tJi業センターの海外研修は、 H米下水処

理技術委貝会の専門家交流計両に基づく 米国長期

研修派造から始ま った。昭和47年に第 2阿 Fl米下

水処理技術委具会の会議がアメリカで開催された

際の公式の取決めとして計両されたものである。

この研修の間始は、両国の同長 ・久保赳建設省下

水道部長 （当時）、フランク・ミドルト ン米国EP

A高度処理研究所副所長（当時）その他閾係者の

多大な努力によるものであ った。

最初の研修員は、亀田泰武（当時 ・試験所試験

課）であり、 48年9月にロサンゼルスヘ出張した。

その後、次々にポ業団職員が海外に出掛けてゆく

ことになった。

．．．．．．」という状況であ った。 しかし、この対応策によってそれでなくとも高騰が続く工事

投用を極力抑えることができたのは確かなことであ った。この制度は、「棒鋼のあっせんに

ついて」によ って運用され、 57年度まで続けられた。

第 3の対応策は、スライド条項の適用であった。スライド条項は、工事請負契約瞥第20

条に規定され、契約当事者はエ期内に請負代金が不適当とな ったと認めたとき、その変更

を求めることができる、というものであった。センターは49年 3月に建設省の方針のもと

に、鉄筋、コンクリート 2次製品など主要査材と労務役について、13工事、金額にして 3

億3,000万円のスライドを実施した。さらに、 3月を過ぎてから、諸経骰まですべての履行

残についてスライドが実施され、 39工事、金額にして10億円の額にのほった。平均すると

16％のア ップとな った。

この頃の物価上昇状況を建設省所管土木工事閉iデフレータの下水道分についてみると、

48年度及び49年度の対前年度比はそれぞれ27.7%、21.4％の上昇率となっている。それま

での上昇率が数パーセント程度であるのと比べていかに大きなものであったかが明らかで

ある。

2 突貫工事を余儀な〈された沖縄国際海洋博関連事業

沖縄国際海洋博覧会は沖縄県本土復帰（昭和47年 5月）を記念して、 50年 3月から 6箇

月の会期で開催されることになった。会場には本部町が決定され、会場はじめ関連の道路、

港湾、上下水道などの整備計画が関係各機関で進められた。下水道については建設省、通

産省、沖縄開発庁、沖縄県、本部町、海洋博覧会協会による検討 ・協議の結果、栂院会会

場はもちろん、本部町中心市街地を処理区域とした本部町公共下水道として整備すること

が決定された。事業の重要性、緊急性からして発足したばかりの下水道事業センターに委
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暑い沖縄で冷汗の町議会

中野節彦

木部町公共下水道の‘1,1tJJ,i「11111・]';-業＇伐か、＇jこ施設

＂「を進めるうち、約90%ものアップとな った。委

託団体をどのように汲得すべきか、本礼 と 」; —’l廷lt

務所の間で協議が屯ねられた。

lヽ,I11、『は、 イi油危機の最中ではあ ったが、それだ

けをJIii」|lとするには1!1.fc:FIIIな数字であ った。名えら

れる災淋lを付 して町長やJJJJ役に議会への4Hiij調整

をお顧いしたのだが、容易に則解されす、 l+I際i't1i

罪t坪＇此会1}tl催までの「残肝板の II数」が容赦なく

託することにな った。

第 1編 総論

滅ってゆく 。年度内に議決されなければ次年度上

」卜の発注が遅れ、博院会開催に支閃を米す恐れが

ある。本社も事務所も町関係者も追いつめられた

ような数週間が続いたが、ようやく 1臨時議会が1}fl

会とな り、私に説明の機会が与え られた。懸命に

説明を終え、議場を退席して、祈る気持でその結

呆を待った

EXPO'75は無事に開催され、開藉のファンファ

ーレに、議会の吉報を待った長い長い時間 と、突

貫工事の慌ただしさとが胸に甦った。

（元沖縄工事事務所長）

48年 1月には本部町と技術的援助協定を締結し、センターは都市計画区域の設定作業か

ら始め、 6月から公共下水道の都市計画法と下水道法に基づく諸手続きを開始した。この

頃にはすでに大阪に関西支所が設罹され、設計を担当する受託工事課も発足しており、本

米なら閲西支所の管掌で進める ）’・定であ った。が、関係省庁や博覧会協会との密接な調整

を要すること 、緊急を要する作業である こと、さ らに、事務引継ぎを行う時間的な余裕が

ない こと などの理由から、施設の完成まで、すべての業務を本所の直轄事業として行うこ

とにな った。

48年10月、整備面栢120ha、処理能力を6,000m'／ 日とする本部町下水道計画に対して下

水道法の認可がおり、翌11月、いよいよ実施設計を開始した。さらに、 2箇月後の49年 1

月には幹線管渠の一部が」旦li発注され、センターは本部町庁舎の一角に沖縄工事事務所を

開設した。これにより、 ポンプ場埋立て許可など法手続きや処理場用地の確保などの面で

本部町を支援する本所と、現地での地元調整、 工事監督などに当たる工事事務所との両輪

体制が確立さ れ、以後の困難な業務を遂行する原動力となった。

施設の建設は全体工期がきわめて厳しい ことか ら、実施設計を進めながら、設計が完 f

した部分から順次工事発注がなされ、 したがって、全体の建設投が確定しないままに事業

を進めることにな った。事業認 II［においては、海洋t群覧会に関する第 1期下水道事業の総

事業骰は23億円であり、それを基に拇乾会協会と本部町と の費用負担が算定されていた。

しかし、折しも製いかかったイi油危機によって建設単価は大幅に上昇し、実施設計の蔽

終段階を迎えた49年 3月には、事業位は実に35億円に膨れ上がってしま ったのである。そ

ればかりか、資材小足、処H|！楊位囲の変更という 2つの難問題が重なり、一時は工事の絹

続を断念せざるを得ない事態に追い込まれた。とはいえ、海洋博院会開催の政府方針が変
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第 2章 下水道事業センターの時代

本部町通水式

わらない限り、下水道を開催前に完成させることは国、県などか らの至上命令である。セ

ンターと本部町当局は一丸とな って、海洋博覧会協会、本部町議会との懸命な事業野調整

や地元折衝を続けざるを得なかった。幸いなことに、博覧会の開催が4箇月 延期されるこ

とが決定され、難問題の解決に投やしたエ期の遅れがなんとか取り戻せる結果となった。

だが、予想を超えた地質条件の変化や長雨、さ らに、他事業との資材調達競争、物価スラ

イドによる設計変更など、最後まで厳しい突貰工事が続いたのである。

こうして、ありとあらゆる困難と閻害を克服しながら、 49年 1月の着工以来、管渠5.8km、

ポンプ場 3箇所の建設を 1年 6箇月 で、 処理場の建設を 1年で完了した。 50年 7月18日に

はセンター発足以来、第 1号の下水処理場が通水したが、それは海洋博覧会開催の実に 2

n前という慌ただしさであ った。その日に開催された本部町主催の通水式には関盛理事長

が出席したが、関係者はそれぞれ至上命令を達成したという安堵に胸をなでおろす思いで

あった。
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第 3章 日本下水道事業団への改組と

業務の急速な拡大
（昭和50年度～55年度）

第 1節 下水道事業センターから日本下水道事業団への移行

「下水適公団」への動き

第3次下水道整備五筒年汁画の実施は順調に進捗し、そのなかで設立間もない下水道事

業センターも相次ぐ建設」ロドの受託に桔極的に対処し、その使命を果たしてきていた。 し

かし、わが国の下水道将及率は依然として低く、水質環境基準の設定が進められ下水道事

業がいよいよ本格的に全国展1} i•] されたこともあって、 地方公共団体は事業費の大幅な培頷

を強く求めていた。また、センターに対しても、技術的援助から根幹的施設の設計 ・建設

に業務の重点を移行するとともに、水質環境基準の早期達成を必要とする箇所については、

財政投融査査金を導入して施設整備を促進することができるように組織の拡充を要望して

しヽ tヽ~ o 

こうした要望に応えるべく、建設大臣は国の経済計画を背景とした従米の五箇年計画と

は異なった、より長期的な展望に立った計画を目指し、中長期的下水道整備の方策につい

て都市計画中央審議会に諮間 した。これを受けた同審議会は昭和48年 7月、投査額の大輻

な増額を見込む第 4次下水道整備五箇年計画の策定、高度処理の基本方針、財政措囲の拡

充に加え、センターの改組 ・拡充を盛り込んだ答申を出し、下水道事業の飛躍的な推進を

求めた。

これより先、 47年10月に（財）II本都市センターに設置された第 3次下水道財政研究委員会

（委員長 ・三好重夫地方制度調究会長）は、 48年 6月に「下水道財政のあり方について」

提言 した。同提言では第 3次五筒年計画の繰上げ改定及び国庫補助率の引上げとあわせて

財政投融査資金を活用してセンターを強化 ・拡充する必要があると述べている。
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建設省はさっそく答中に甚づいて、 49年度から第 3次五箇年計画の繰上げ改定と国庫補

助率の引上げを要求したが後者のみ認められた。翌49年度には50年度からの第 4次五箇年

計画の実施と下水道事業センターを改組する「下水道公団」の設立を要求した。

当時、センターの事業方式では、受託協定に伴う非効率性、民間査金の借入額の限界な

どから、技術者の旋成研修には対応できても、下水道事業の拡大という根本的な要請に応

えることは困難であ って、その原因はひとえに、下水道事業センターが下水道建設につい

て特別の権限を与えられておらず、 しかも 、財投査金の貸付対象にされない認可法人であ

ることにあると認識されていた。このため建設省は、センターに下水道建設に関する一定

の権限を与えるとともに、安定的な長期低金利資金である財投査金を導入できる特殊法人

の公団組織に改組することを要求することにしたのである。

建設省の構想では、財投査金を森入し、下水道整備によ って水質環境基準を達成できる

地域における下水道の根幹的施設の建設を、公団に行わせるというものであ った。公団は、

建設に当たってはその管理者の設囲権限を代行し、完成後に本来の管理者に引き渡すとい

う建設代行業務を行うということになる。それを主な業務とし、さらに、センターの従来

からの業務を引き継ぐこととしていたのである。

2 「特別の地方債」の導入と下水道事業センター法の改正

建設省の要求と公団構想に対し、大蔵省は特に財投資金の尊入について反対した。

①下水道を財投査金で整備することは一般会計と財投会計を混乱させる。

②下水道は有料道路の料金収入のような償還財源が無い。

③下水道整備は地方公共団体の業務であり、国が財投資金を迎入する必然性はない。

というのが反対の理由であ った。
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事業団専用の予定だった特別の地方債

「特別の地方団」は昭和50年度予算折衝の過程に

おいて大蔵省から建設省に内示されたものであ

る。内示では、特別の地方債は 700億円という大

きな規模であり、かつ、その対象事業は下水道事

業団委託を原則とするというものであった。 この

結果、 50年度の終末処理場事業の93％が事業団委

託と いうことにな リそ うな状況であった。この辺

の事情について当時の吉用泰夫都市局長は、 50年

第 1編 総論

6月13日の衆議院建設委員会において、「内示にお

きまして、特別地方団の対象事業は原則として事

業団に受託させるものとするとありましたのは、

その時期において事実でありますが、私どもはそ

れでは困る ということで復活要求 しまして、これ

を削除してもらっております」と述べている。

特別の地方偵はこうして事業団の委託とは無関

係に広く利用されていくこととなった。

さらに、行政管理庁も下水道は地方公共団体の業務であり、国の特殊法人の業務にはI，り）II

染まないとして反対した。

こうして、昭和50年度予算をめぐる政府部内の折衝は熱気に満ちたものとなったが、最

終的には建設省の望む形での公団の設立は認められなかった。 しかしながら、資金面につ

いては、財投査金の森人はできないものの、それに代えて地方公共団体に対する 「特別の

地方伯」制度を導入し、執行体制面についても、技術的援助から建設を主たる業務とする

下水道事業団への拡充改組に形を変えることが決定された。依然としていわゆる認可法人

ではあ ったが、建設省の要求の一部が実現したことは確かであ った。

また、この折衝過程において財投査金の禅入は、特殊法人に限らず認可法人でも可能で

あることが確認された。 このことはやがて事業団が61年度にエースプラン （下水汚泥広域

処理事業）を創設するときに大きな意味を持つことになる。

この「特別の地方伯」制度は下水道事業の促進と国骰投入の平準化 を図るもので、その

内容は、公害防止計画の策定地域及び水質環境基準の設定されている地域の公共下水道の

終末処理場（後に幹線管渠、ポンプ場に拡大）の建設を対象として、

①補助対象事業杓の補助金相当額を 5箇年の国庫伯務負担行為として交付決定する。

② このうち 5分の 1を初年度年割頷として補助金交付 し、残りの 5分の 4を翌年度以降

4筒年にわた って分割交付する。

③ この 5分の 4相当頷については初年度に特別の地方倍の発行を許可する。

というものであ った。

これによ って地方公共同体は、当該年度に 5分の 1の国骰と 5分の 4の地方債の発行を

受けることができるため、全額を国廊補助金の交付を受けた場合と同様の事業を行うこと

ができることにな った。この制度は、適用範囲を限定されてはいたが、財投資金に代わっ
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仮谷建設大臣に発足の挨拶をする新事業団役員

て下水道施設の先行整備の促進に大きな役割を果たすものとして期待されたのである。

しかしながら、初年度はこの制度舜入を理由に国骰が減額されている。さらに、後にな

って特別の地方伯の1即遠の時期に固の財政悪化か ら公共投査が伸びなかったため、事業骰

を大輻に増やすという意味では、むしろ足かせとなる結果を招いている。

、水道事業センターを改糾するための「下水道事業センター法の一部を改正する法律案」

は、第75!ul通常国会に提案された。主な内容は次のとおりである。

①センタ ーの n本下水道事業団への移行

②新たな業務として技術検定、除害施設の試験研究、維持管理の受託、特別の法律に基

づき設立された法人からの建設の受託などの追加

③建設の受託に当たっての、水質環境基準達成のための施設の優先

国会審議では、狭義の特殊法人になり得ない理由、事業団とセ ンタ ーの業務の差異や下

水道事業そのものをめぐる懸案について議論されたが、下水道整備の促進という基本的な

考えは一致していたため、 特に大きな問題 もなく審議が進んだ。そ して、 参議院建設委員

会は 3次処理の開発実用化、補助対象範囲及び地方倍の拡充、処理場建設の際の環境調和

などを内容とする 附帯決議を付して、衆議院建設委員会は事業団への財投資金導入への再

考、地方公共団体からの出向者への配應、補助対象範問の拡大や 3次処理の実用化などを

内容とする附帯決議を付して、それぞれ改正法案を全会一致で可決成立させた。法案は50

年 6月19日をも って公布された。

建設省と下水道事業センターは、法案の審議状況に合わせて改組の準備を進め、50年 8

J j 1「l、さまざまな困難を乗り越えて、 ここに「日本下水道事業団」が発足した。

なお、第 4次下水道整備五箇年計画そのものは、 50年度からの実施は見送られ、 51年度

から開始することにな った（第 2節 1参照）。
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事業団への改組のころ

竹内 が冬

」ド業団にお Ill・話にな った 11111 Idが1り業団改糾の

ころで、総務；；県長と伽lli1,；呆長を務めた。

総務諜11一年代の始めは、 ’lt業団に改糾するまでの

3箇）l間の準hi1，i期間に ‘1,'たるが、これは戦場騒ぎ

だった。センタ一時代の視且のままで、倍妍する

1i業団の改糾をしようとい うのだか ら‘9,'然といえ

ば‘1,'然だったろう。

1i業団発足直前の 1迎1::1などは泉崎れ（‘り11,'i'総

秒籍県i之(tf1I！） とも 3~ 4 11炉1::1くら いしか睡IILし時I:il

がとれなかったから、発足時のセレモニーの後で

新任の役員さん）jとの簡単な打上げを終えたとき

は、ヤレヤレということにな った。

発足後も、役且会の整備、技術委此会をはじめ、

’lt菜団の業務辿党に関する諸規程類の各部からの

持込みで結構Itしかった。

1り業団の原査は、 一般財源の補助金と下水道事

業の受託金だから、財投主体の他公団と比べて、

経理、人事か ら業務受託まで何かと Lli務が複雑で

あリ、おまけに混成部隊だから、できるだけ業務連

常を規程化することが必要だと考え られていた。

こうしてスタートした事業団ではあるが、さまざまな課題が残された。特に、財投資金

の代わりに辞人された特別の地方俯制度は公共下水道、それも水質環境基準達成のために

どうしても必要な地域及び事業に限るとされていたため、国骰とのバランスを考えながら、

対象範IHIの拡大を考えなければならなかった。 さらに、将来的には、衆議院建設委員会の

附帯決議でも示された財投査金の消人を再び検討していく必要があ った。

3 新体制の確立

事業団への移行に伴って、定款、業務方法書などの改正にも取り組まなければならなか

った。 まず、定款変更については昭和50年 7月15日に認可された。その内容は、名称の変

更とともに、新たな業務の追加に伴い事業団の組織や 日的を改正するものであ った。

また、業務執行の基木となる業務方法書は、業務内容の再編成と新たな業務の追加とと

もに、かねてからの懸案であ った受託骰の骰用れ担規定の整備を図るため50年 8月28日に

全面改 lじされ、 8月 1「lから適用された。定款と業務方法書の主な改正点は次のとおりで

ある。

①主たる業務を技術的援助から下水道根幹的施設の建設に移行する。

②建設工事の受託に当たっては、水質環境碁準達成のために必要があるものを優先させ、

地方公共団体の執行体制の状況を肋案して行うことを基準として、そのほかには緊急

に整備を要する特別の事情があるものを受託する。

③骰川負担規定を設け、直接骰、問接骰、 一般管理野の 3ランク構成とする。

④新規業務として、 1こ事の監督管理業務、維持管理業務、下水道技術者の技術検定業務、

特別の法神で設(J．された法人からの委託による建設業務及び技術的援助業務を加え

る。
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出身元のシキタリの差というのは大きなもの

で、事務処理が結構ギクシャクしたのをそれであ

る程度解消できると思われていたが、事業団の運

営が円滑にい ったとすれば、それはむしろ、事業

団を一人前にしようという 当時の役職員に共通し

た熱気だったろう 。

企画課に替わ ってからの第 1の仕事は、 5箇年

計画に対応した事業団の長期計画を策定する こと

だった。これによ って、対外的には事業団受託を

円滑にできるし、対内的には各部間の意思の統一

を図ることができる。事業団経営の安定に是が非

⑤研修業務に監督指導コースを加える。

でも必要だった。

第 2の仕事は、事業団設立時の積残し、財投導

入の本格的な勉強だった。財投導入は事務的にも

多くのメリットがあるし、名実 ともに他公団並み

になれる方策だった。下水道整備は公共団体の事

務だという枠組みの中でそれをやれという難しい

注文で、久保理事をはじめ皆さんの指導の下でま

とめたと記憶する。 （元企画総務部長）

⑥試験研究の対象を工場排水などのための除害施設にまで広げるととも に、その研究成

果の普及に努める。

いずれも当時の地方公共団体の実情や要望を反映したもので、こうした改正によって事

業団の果たす役割は非常に大きなものとなった。事業団はその使命に応えるべく、はかに

も受託業務費用負担細則や下水道技術検定実施規程など、業務方法書を補完する規程類の

整備も行っていった。

業務の拡充に伴い、 事業団はその執行体制も新たなものに整えた。まず、役員として新

たに副理事長を箇いたほか、常勤理事を 2名から 5名へ、監事を 1名から 2名へそれぞれ

の定数を増員した。それに加え、事業団の業務運営に地方公共団体の意向を的確に反映さ

せるため、地方公共団体の長をもって当てる非常勤理事の定数を 2名から 3名へ増員する

とともに、評議員の定数も 10名から15名へ増えた。内部組織としては、地方公共団体に対

する窓口として業務部を新設し、業務運営の適正化を図るため首席考査役を設けた。加え

て、附属機関として試験研修本部及び支社として東京支社を改組直前に設置し、既存の大

阪支社と併せ、事業団の基本的な組織が確立した。

さらに、この改組を機に補助金分担区分も変更された。事業団の業務運営補助金は国、

都道府県及び市によ ってまかなわれてきたが、このうち市の負担する補助金の分担方式が

全国市長会、建設省、センターとの協議の結果、 50年度から変更される ことになった。す

なわち、従来は人口10万人以上 (45年国勢調査）の151市が一律に分担してきたが、今度は

それに 8万人以上10万人未満の36市を加え、計187市が負担することになったのである。新

たに加わ った36市はいずれも下水道事業に着手済みか、近々のうちに着手しようとする状

況にあ った。ちなみに、分担額は50年度において 151市は94万8,000円、 36市は30万円とな
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業務部の創設のころ

坂 弘二

ボ業団への改糾と共に叶l I l i1部か ら分腐li• して業務

部が涎生した。建設事業の受託と技術援助。地方

団体を相手にしたこの 2つが じな11,'ドである。初

代部長として、いかに辿やかに部のJi)i·•平：＇ド務の碁

礎を築き、 4,；務処理のレールを放くか。そのこと

にII孜腐心した。

少ない部員の手を煩わすまでのことはない。独

リでやろうと朝から晩まで関係法令と i’iっ引き

第 1編 総 論

で、きわめて短期問のうちに必要な規程は一1応全

部整備した。

技術援助はそうはいかない。いかなる種類の援

助をどの程度どのような手続きで行うのか。liij例

もなければ事業団内部のコンセンサスすらなかっ

た。少ない部員ではあったが誰もが熱慈に燃え、

盟かな経験に富んでいた。来る I]も来る Hも膝を

交え、時に日角泡を飛ばし、技術援JJカの在り）jを

議論したのを思い出す。 （元業務部長）

った。151市は前年度比27万9,000日の増額となったが、これは36市の分担頷にほぼ等しい

ものとなっている。この分担区分は平成 2年度まで続けられた。

4 PR活動と標準協定文の制定

昭和50年 8月 1日、 日本下水道事業団への改組を機会に、職員たちは10月から11月にか

けて業務内容の説明と出張相談を兼ねた宣伝活動を目的とする事業団業務説明会を展開し

てい った。

説明会は、北は青森県から南は鹿児島県まで全国20県にわたって行われた。業務部長又

は巣務諜長を団長として計画部、 ＿L務部、研修部、支社の職員からなる 5名一組でキャラ

バン隊を編成して各児に出向き、県と市町村の下水道担当者を一堂に会しての実施であ っ

た。地方公共団体の人々と直接に意見交換を行うなかに、 事業団に対する理解を深めても

らうことか、その 目的であ った。装いも新たにスタートしたばかりの事業団の知名度は低

く、性格的にもユニークな法人であるところから、民間企業と混同されることもあ ったが、

これらキャラバン隊の説明会は事業団に対する理解を深めることに大いに寄与した。この

説明会は52年度まで実施されたのである。

説明会が外に対する PR活動であるとすれば、事業団内部の連絡調整を図 って、執行体

制を強化し、受託事業の推進を図ることを目的として、 50年 9月には第 1回の「受託事業

推進会議」が開催された。

第 1回の議題は、標準協定文、責任負担行為制度、検査体制の改善の 3つであ った。そ

こには、毎回、木社 ・支社間の意思疎通を図り、業務の執行をよりよくしていこうという

意気込みが表れている。 この会議は毎年度 2回開催し、受託活動の方針の決定などを行っ

て今日に至っている。
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事業団に対する建設工事、設計などの地方公共団体の要請は日に日に増大してきた。こ

れに対処するためには協定内容を標準化する必要があり、事業団は51年 2月に「標準協定

文に関する達」を制定し、 51年度事業の受託事業から適用した。受託事業の協定には従来

から基本協定方式と単年度協定方式の 2種類を駆使してきたが、この標準協定文には、基

本協定に全体の予定概算事業骰を入れるという新方式を導入した。これによ って、この新

方式を採用する委託団体は、基本協定で議会の議決を経ることによって、次年度以降は議

会の議決が不要になった。同時に、事業団は「受託業務取扱規程」を定め、協定の締結は

原則として基本協定方式によることとした。

5 技術委員会の設置

下水道事業センタ一時代、内部コンセンサスの必要な技術に関する重要な事項の決定に

J9• た っ ては全員参加的な「技術会議」の場で議論を展開してきたが、 日本下水道事業団へ

の改組に伴い、昭和50年10月、正式に「技術委員会」を設箇した。その主な役割は、事業

団で行う設計作業の省力化、技術管理の確立と下水道の技術に関する重要事項を調査審議

することであ った。審議事項は次のように規定し、調査審議するためにそれぞれ部会ある

いは専門委員会を設けたのである。

①実施設計の基準に関すること（設計甚準部会）

②高度の技術的判断を要するプロジェクトの設計に関すること（設計検討部全）

③前各号に挙げるもののほか技術に関する重要事項に関すること（技術委員会）

第 1I可の技術委員会は50年11月に開催された。審議の内容は、委員会規程及び委員、設

計検討部会の運営方針、酸索活性汚泥法及び51年度運転開始処理場の総合調査結果の 4件

であ った。その後53年度には施工基準部会を、 54年度にはシステム開発専門委員会を設囲
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技術検定 受検風景

した。61年度には下水汚泥広域処理事業設計検討部会と技術開発専門委員会、平成 3年度

には新技術導入専門委員会を設附し、充実が図られてきた。

6 技術検定の開始

下水道事業センター法の改正によ って下水道技術検定が新たに事業団の実施する業務と

なった。技術検定は下水道法第22条に規定する資格者が不足していることに対処して、上

水道などについての一定の実務経験を持つ人で、技術検定に合格した人を資格者にして、

必要な下水道の技術者を確保することを目的としたものである。第 1回の技術検定につい

ては、昭和50年12月 1日付の宜報に実施の公告を行い、試験日を51年 3月14日とし、試験

地には、札幌市、仙台市、福島市、束京都、横浜市、新潟市、名古屋市、大阪市、広島市、

高松市、福岡市、那覇市の12都市が選ばれた。受験申込者は地方公共団体の職員以外から

も殺到し当初の予想をはるかに上圃る、 9,486名に達し、下水道事業に対する関心の深さを

うかがわせた。その後、技術検定は毎年度 1回実施されてきている。

7 総合試運転と供用都市会議

昭和48年度に受託した16都市の下水処理場の建設のうち、その第 1号として沖縄県本部

町の処理場が50年 7月に供用開始した。事業団は初期運転指禅を行い、供用開始を支援し

た。さら に51年度には 7都市（今治市、丸亀市、鹿沼市、小山市、春日井市、長岡市、佐

野市）の処理場が供用開始の辿びとな っていた。このような状況のなかで、建設工事の完

了した施設を委託団体にPJ滑に引き渡し、開始後の運転 ・維持管理に支障を来さないよう

に万全の処置を取ることが必要であ った。そのため、事業団は50年に総合試運転の実施に

閃する必要な事項を検討 し、 その実施方針を決めた。
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今治市終末処理場

この方針にのっとって総合試運転を実施した最初の下水処理場は、事業団第 2号通水と

なった今治市終末処理場である。総合試運転は51年 3月31日から 4月30日まで行われ、 4 

月 2Hからは汚水流入による24時間運転に入った。 1箇月後にはMLSS （エアレー ショ

ンタンクの混合液濃度）2,000mg/P,、処理水COD （化学的酸索要求量） 6 -7 mg/ P,と

なり、順調な運転開始がなされた。

それと並行して、 50年度には事業団主催の第 1回 「下水道供用開始都市会議」を開催し

た。事業団に建設工事を委託している地方公共団体のうち、終末処理場の供用開始をおよ

そ2年後に控えた団体を対象に、建設から維持管理への円滑な移行を図る ことを目的とし

て、研修及び意見交換を行う会議である。供用準備に余念のない各地方公共団体の好評に

応えるようにこの会議はその後、毎年開催され、 55年度からは、事業団に建設工事を委託

していない地方公共団体をも対象とすることにした。60年度からは、会議の充実を図るた

め建設省との共催という形に変え、 61年度からは流域関連公共下水道の地方公共団体にも

呼びかけて実施している。

8 管理諸費率の制定

事業団は、建設工事、実施設計などの受託に際して、事務骰（管理諸骰）を得て、 これ

により、担当する職員の給与、本社・支社の事務室の経骰など必要な経校を支弁し、組織

として活動している。管理諸骰は一括して受託した事業四全体に対する一定の比率で尊定

される。この比率の考え方は、基本的には建設省所管補助事業の実施の際の地方公共団体

の事務骰率の考え方を踏襲している。

下水道事業センター発足II寺の昭和47年度には、建設工事については、 川越市からの受託

金頷5,000万円のみが予定されておリ、当時のその額に対応する市町村の事務骰率6.4％を
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「業務統計年報」の発刊

昭和51年3月に、これまでの事業の実績 (47年

度から49年度）を取りまとめた業務統計年報が発

刊され、その後、鉗年度発刊してきている。この

年報は、事業団の役，i；llと尖紐を記録する碁本的な

資料とな っている。

参考に、 6.1％の管理諸費率が適用された。実施設計についても同様の率とされた。 48年度

においては、 5月に市町村の事務費率を参考に、センターの建設工事の管理諸費率は、次

のように定められた。

金 頷 事業団 市町才寸

5,000万円以下の金額 6 3 % 6. 4 % 

5,000万円超～ 1億円以下の金額 5 3 % 5. 4 % 

1億円超～ 3億円以下の金額 4 3 % 4. 4 % 

3億円超～ 5イ意円以下の金額 3 35% 3. 4 % 

51意I:r]を超える金額 2.35% 2. 4 % 

また、実施設計については碁礎事務費率に技術経費率を 加えて、管理諸四10％とされた。

49年度にも48年度の管理諸費率がそのまま採用された。さらに、 50年度においては、 4月

21日に至って、建設工事の管理諸骰率について次のとおり定められ、実施設計については

引続き 10％とされた。

5億円以下の金額

5億円超～10億円以下の金額

101意円を超える金額

%
-
%
-
%
 

3

3

3

 

．

．

 

5

4

3

 

この管理諸費率は、その後、平成 4年度現在に至るまで維持されてきている。
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第 2節業務の急速な展開

1 第 4次下水道整備五箇年計画の時代

事業団は昭和51年度から第 4次下水道整備五箇年計画の時代を迎えた。下水道事業セン

ターとしてスタートしてから、それまでの 5年間がいわば 「助走」の期間であ ったとする

ならば、この51年度から55年度は 「跳躍」の時代 といえよう 。

第4次下水道整備五箇年計画は、51年 8月31日三木内閣の下で閣議決定された。この計

画は、 51年度から55年度までの期間に総事業費 7兆5,000億円を投資して、総人口普及率を

それまでの22.8％から一気に40％までに引き上げる ことを目標としたものである。第 3次

五箇年計画の総事業費が 2兆6,000億円であ ったのに比較して実に2.9倍で、その伸び率は

現在に至るまでの 7次の五箇年計画のなかでも最大である。後述のとおり、 この第 4次五

箇年計画の下で事業団の事業量が急増したばかりでなく 、現在の実施体制の大半がこの計

画期間に整備された。

第4次五箇年計画は、40年代の後半から50年にかけて、 折からの公共用水域の水質保全

を求める社会的な要請を受けてなされた公害防止計画策定地域の拡大、水質環境基準の水

域類型の指定の増加などのために下水道整備を緊急かつ計画的に推進すべきだという事情

を背景 として策定された。

実際は第 3次五箇年計画の終了を待たずに、49年度に策定すべく予算要求もなされたが、

政府の経済計画（昭和50年代前期経済計画）と整合の取れたものとするために、結局、51

年度に至って策定されている。

50年度に導入された特別の地方倍の積極的な活用も図られた。
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職員の確保

辻 栄一

計両課長を拝命したのは、センターから事業団

へ改組拡充される 2週間l.iiiであった。

事業団の受託事業骰は、 :_1'1時、わが国の下水道

事業が急激なイl―|1/殴を続けるという情勢ドにあ っ

て、事業団の玲訓期にもかかわらず、国の）＇^ 鉢の

仲び以上に拡大を紬け、上事箇所も鉗年大輻に増

加した。したがって、ますはこの4i業の設計、エ

小を担当する上木系職且を確保するために束奔西

走することとなった。

第 1編総論

設計担当は、主に政令指定都市をはじめとする

下水道先進都市に、現地の工事担当は主に地方建

設局に、中堅の働き盛りの職員の派造をお穎いし

て回った。新規増要員に、 2、3年目の交代要員

が加わり、人数は相当なものとなった。さらに、

派造時期は事業団の運営の都合から、派造する方

の人事異動の時期とは無関係に、その業務が始ま

る直前にしていただくなど、各派逍団体にとって

は迷惑なことにもかかわらず、大変な御協力、御

支援をいただいたことを感謝している。

（元計画部長 ・計画課長）

計画の達成状況は 5年l'Wlで 6兆8,673億円となり、予備費4,000億円を除いた計画額に対

して96.7％の投資額とな ったが、総人日普及率は予定の40％には至らず、最終的には30%

にとどま った。第 2次石油危機の影響による建設物資の急騰、処理場の環境対策のための

費用の増大、市街地の管渠布設に当たっての特殊工法の採用の増加、さらに処理場の先行

投資による管渠と処理場の整備の跛行などがその大きな原因と考えられている。

2 事業実績と特定環境保全公共下水道

第 4次五箇年計画では処理場の整備が大幅に推進され、当然ながら事業団の受託業務も

急増した。建設工事に係る受託事業特の実績をみると、第 3次の最終年次である昭和50年

度が52箇所424億600万円であ ったものが、 55年度には117箇所1,237億3,900万円となった。

箇所数が2.3倍に対して金額は約 3倍に増大し、その年度間伸び率は23.9％と非常に大きな

ものとなった。

そうした事業の拡大に合わせて、事業団の実施体制の充実も図られた。建設工事などの

受託業務を実施する定員は50年度と比較して55年度にはほぼ 2倍となり、工事事務所も着

着と整備され、 55年度には50事務所とおおむね全国各県単位に設罹されるという体制が敷

かれた（第 3節 1参照）。

このような状況のなかで、建設工事の受託は順調に進捗し、通水した処理場は、 51年度 8

箇所から年々増加して、55年度までの通水累計は50年度の 1箇所を加えて73箇所になった。

第 4次五箇年計画では、農山漁村、自然公園などで下水道を整備する 「特定環境保全公

共下水道」が計画の上で明確に位四づけられた。この事業は、農山漁村集落による河川、

あるいは国立 ・国定公園内の湖沼などの水質汚濁の進行が問題視されてきたことを背景と

して50年度から実施された。 しかし、当時は下水道整備五箇年計画による下水道事業が下

47 



第 3章 日本下水道事業団への改組と業務の急速な拡大

水道整備緊急措置法によって、都市計画事業として行うものに限られていたため、都市計

画区域外においても行われるこの事業は第 3次五箇年計画のもとでは、「枠外事業」として

扱われていた。それが法律改正によ って正式に下水道整備五箇年計画の事業範疇に加えら

れることにな ったのである。

この事業は、 50年度にまず10箇所からスタートしたが、その需要は全国的な規模で年々

拡大し、平成 3年度までには累計297箇所に増加している。これらのうち事業団では52年度

に計画設計を受託した永平寺町（福井県、通水54年度）を皮切りに、白樺湖下水道組合（長

野県）、田沢湖町（秋田県）、妙嵩高原町（新潟県）などを続けて受託した。平成 3年度の

建設工事を受託した339箇所のうち特定環境保全公共下水道は40箇所で、約12％を占めてい

る。

3 求められた計画的な事業執行

事業団の受託業務の執行は、 他の公共事業と 同じように日本経済の動向とそれに対応す

る政府の景気対策によ って大きく影響される。不況期には事業の促進が求められ、ときに

は補正予算による事業計画の増額変更が行われる。逆に景気が加熱する時期には抑制され

るという性格を負わされている。

そうした視点からみると、昭和50年 3月の第 1次石油危機不況の谷底から52年 1月まで、

わずかながら景気上昇の傾向にあったが、政府は 「好況感なき上昇局面」として不況対策

に追われた。次の52年 1月から10月まで景気は後退し（ミニ不況）、その後、再び上昇した

ものの、 55年 2月の景気の山から後は後退局面に突入した。イラン革命を契機とした54年

の第 2次石油危機の影響もあって、この後退局面は36箇月 の長期にわたるものとなってし

まった。
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発注契約と棒鋼のあっせん

占沢次男

昭和51卯か ら54年‘1,i1けは、あまりにも忙しすぎ

ました。糸111部にわた る設計変更を内部で大会議し

たあと 自治体や建設省と協議するなどの手続きに

追われ、また、発礼の仕）jも‘1,,然随、な契約とすべ

き性質のものも指名競争の形式にとらわれていま

した。随邸契約の範圃については、皆さんの御協

）） を得て ‘1111年としては大IP，りな改怖をしたつもりで
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す。

ポ業団が最初に上_,p;を発注した頃は鋼材が極度

に不足した時期で、理事の方々の努力で新II鉄の

格別の協力を得て1岨調に工事が進み、それ以降「棒

鋼のあっせん制度」が発足した。団体間の信頼関

係を持続するため、会計検杏院とも協議し、 制度

の定ィf化に努めたが、私の転出後いつの頃か、こ

の制度を1沌l|―したと ll:flいて残念に息っています。

（元契約課長）

こうした状況に対応して取られた政府の公共事業の執行は、上昇局面にあった51年度上

半期は「自然体」であったが、 52年度と53年度はいずれも 「施行促進」となり、閣議にお

いての上半期契約目標は両年度とも 73％という高い数字が設定さ れた。上昇のピークを迎

えた54年度は 「機動的な施行」とし上半期 目標を65-70％とやや緩め、55年度上半期には

「抑制的な施行」に変わり、目標を60％程度としたか、長期的な後退局面が明らかになっ

た下半期は「機動的な施行」としたのである。

事業団の建設工事の受注などは、そうした政府 （建設省）の示す執行指針を受けて、上

半期の契約LI標を設定し、その実施に努めてきた。また、その的確な実行を図るため、受

託事業の実施、 職員の採用、事務費の執行を一体とした「受託建設業務執行計画」を51年

度から作成して きた。

第 4次五箇年計画におけるこの計画の事業翡ベース (51年度のみ発注ベース）の上半期

契約日標の計画と実頼は次のとおりである。実績は、はほ計画に月ljした執行にな っている。

年度 閣議決定 建設省執行指針 業務執行計画 業務執行実紐 備 考

51 61% 67% 自然体

52 73% 75%1::1途 85% 88% 促進

53 73% 78%bl途 84% 85% 促進

54 65-70% 70%H途 70% 76% 機動的

55 60％程度 72%H途 72% 70% 抑制的
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「促進」の52年度と53年度の下半期においては、国の補正予算を受けて事業団の事業費が

増額された。建設工事について、 52年度当初809億円を832億2,000万円へ23億2,000万円、

53年度当初1,007億円を1,050億7,900万円へ43億7,900万円それぞれ増額した。このため事

業団の予算 ・事業計画についてそれぞれ、 53年 2月 1日付と53年10月21日付で変更認可を

受けた。これらの変更後の事業計画に対してもおおむね執行した。

4 下水道の整備に関する行政監察など

下水道事業センターから日本下水道事業団に衣替えしたばかりの事業団は、昭和51年度

から55年度にかけて、行政管理庁（現 ・総務庁）や建設省など外部から何度かの評価 ・提

言を受けた。

(1) 行政管理庁の行政監察

行政管理庁行政監察局は51年度に、国、地方公共団体及び事業団を対象に 「下水道の整

備に関する行政監察」を行った。事業団は、 5月13日には執行体制、技術者の育成・確保、

さらに調査研究についてのヒアリングを受けた。

監察結果は、 12月に建設大臣に対して勧告され、翌52年 5月、建設大臣は行政管理庁長

官あてに回答した。 この勧告は、下水道に関する整備計画、 事業執行、管理、実施体制、

関連事業調整と多岐にわたっており、事業団に関しては、中小都市の実施体制が弱体であ

るとして、建設省に対して、 2つの点について事業団を指導するよう勧告している。

①維持管理の技術者の養成が十分でないので、維持管理などの資格者養成の研修コース

の充実を図ること。

②工事の受託に際しては資格者の少ない中小都市の事業の施行に円滑を欠くことのない

ように配慮すること。
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「 ,’;•Kの森僻」とはまさにこのような＇ド態 をいう

のであろう か。それは昭和51年大晦 IIの午1ii1411非、

時ならぬ '9じ話のベルに起こされた。1如I盛さんの几

秘，lf• I‘,i松れか らである 。 Jllじ 1吐長が大火傷をされ、

広尾の II赤l矢旅センターに人院、危篤状態です

．．．．• と 。 次出の運転で暁間の街を駆け付けたが、

救急病棟ロビーに艮男の古Hilれと令夫人らが1心急

治板’令を 出たリ入 っ たリされており ·1 ~態は捉常で

建設省は、事業団の研修コースを拡充するな ど資格者確保に努力し、かつ、中小都市に

重点を四き工事を受託するように事業団を指迎する旨の回答を行った。事業団もまたその

ような指沿のもとに業務を推進してきている。

(2) 建設省の特別監察

事業団は建設省大臣官房の特別監察を受けて、51年12月に建設大臣に意見提示がなされ、

52年 5月、建設省都市局はその意兄への対応を同答した。

提示された意見の主な内容は、「事業団は..…業務執行体制についてなお整備充実の過程

にあり、職員数も限定されているという条件」のなかで、「事業をおおむね適正に執行して

いる」と評価したうえで、事業団の長期展望、業務の合理化の推進、職員の確保の方策な

どに検討を加えることが望ましいというものであ った。また、研修については、 中小都市

の事業団が実施す る技術者研修に対する期待がかなり大きくなっていると ころから、 研修

費川の一I}1の軽減、合理的カリキ ュラムの組立て、標準テキス トの作成などに検討を加え

ること が望ましいという意見であった。

これらの應見に対して都市局は、業務運営長期計画の作成に着手し、合理化などの推進

と検討、 研修野用の引下げ、 研修計画の充実などを図っていくよう事業団を指禅していく

旨を1ul答した。

業務運常長期計画を作成する意義は、①受託建設業務執行計画による短期の業務運営を

合理的なものにするためには長期的な展望が必要である こと 、②職員間の合意を確保し、

業務運常の能率化・「り滑・化を図 るうえで不可欠である こと、 ③地方公共団体、融査銀行な

ど外部から業務の兄通しを求められることが多くな ってきたこと、④地方公共団体の期待

に応えるために事業団の下水道整備五箇年計画に占める役割を明らかにする必要があるこ

と、などにあ った。業務迎営長期計画の索案は51年11月に作成され、 51年度から55年度ま
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あると直感した。ただちに全役員に招集をかける。

その間も当直外科医と看護婦の動きが激しくなっ

てきた。午前 6時40分、遂に臨終を告げられる。

間もな く胡子理事らが到着したが、 一同茫然 とな

る。信じられない ことが起こった。一体全体これ

はどうしたことなのであろうか ！！ 当直外科医は

私に、全身100％の火偽、それに炎を肺まで吸いこ

んで中が爛れてしまった。心殿の丈夫な患者だか

ら6時間以上もよく持ちこたえられたと述懐され

たのである。

地下の虚安室に移され、仮が明けるとともに尾

之内総裁（哨寺本四公団）はじめ弔間客が続いた。

その間、 t}1子君たちとその場で叙勲手続き 、葬儀

布の 卜1程をつめ、 」［月 2日御辿夜、 3日密葬、そ

して事業団葬は青山斎場で 1月10「lと内定、当 日

の友人代表弔辞は、特別に山村元先生、そして故

人の高岡中学以来の学友 ・小林典三次さんに後日

それぞれ快諾をいただく 。森から正J--jにかけ、ま

さに足が地につかない慌ただしい IJ々 の辿続であ

り、初代岬．’l'；長とはこのような1夢い訣別で私が後

での事業批を建設工事5,500億円、 160箇所、研修6,600名、技術検定 4万9,000名、試験研

究44テーマと予測し、構造改善のために支社の増設、総合事務所の設覆、事務の電算化な

どの業務執行の効率化、試験研修設備の拡充計画の作成、プロパー職員比率の引上げなど

を内容とするものであった。 しかし、この計画は策定手続きが中断され、正式決定をみる

には至らなかった。

(3) 第 4次下水道財政研究委員会の提言

54年 7月31日、第 4次下水道財政研究委員会（（財）日本都市センター、委員長 ・柴田護公

営企業金融公庫総裁）は、 53年 6月か ら検討を進めてきた下水道に関する整備目標、財政

のあり方、執行体制の整備などについて「下水道財政のあり方」と題する提言を行った。

第 1次石油危機後の高度成長から安定成長への急激な移行に直面した日本経済のなかで、

下水道事業はこのような経済社会情勢の変化に対して、いかに対応していくべきかという

観点からなされたものであ った。提言は下水道全般について多岐にわたったが、そのうち

事業団に関しては、執行体制の整備の項で、「地方都市などにおける下水道整備を円滑に推

進するため、日本下水道事業団が下水道の根幹的施設の建設などを有効、適切に受託でき

るよう事業団の体制の整備を図るとともに、地方公共団体と事業団との間における建設受

託に係わる業務の簡素化、効率化を図るための方策を検討する必要がある。

さらに、広域下水汚泥処理処分の実施等従来の制度では的確に対応しきれない新たな課

題に適切に対処するための方策について検討する必要がある」と述べている。事業団では、

これを受けて現行の委託方式に代わる事業の実施方式と広域下水汚泥処理処分について検

討した。後者は、やがて、 61年度にエースプラン制度として実現されることになる。
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をお引き受けする ことにな ったのである。

森れの281:lは御用納めの H、役職具の前で1葵l盛

さんは、強く正しく明る＜……とのこす文拶をされ

た。それが私たちに対する追言となっに。今にし

て想えばそれは新年の挨拶にこそふさわしい言葉

ではなか っ たろうか。天は、それを 1’•期してか、

その 3H後にこの人を召されたのである。当時の

H誌を糸番きながら、事業団史に残るこの強烈な出

来＇ドを誌し、在任 中の思い出としたい。

（元理事長）

t
,＇

”
ゾ
り

杖
俎
屡
ク
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事業団葬

5 初代理事長の死とトップ交代

昭和51年12月31日、初代理事長の関盛吉雄は不應の事故で急逝した。この事故は当時の

新間 ・雑誌に大きく報道された。52年 1月 1日の毎日新聞は、「関盛下水道事業団理事長、

壮絶な死」という見出しで 5段抜きの記事を掲載した。

「日本下水道事業団理事長の閾盛吉雄さん (63) が焼死した。火ダネの、燃えさかる石油

ス トーブを全身火だるまになりながら、自宅から道路中央に運び出し、延焼を未然に食い

止め、力尽きて倒れるという壮絶な死だっ た。……」 とその壮絶なまでの責任感の強さを

讃えている。

閲盛理事長は47年11月の下水道事業センター設立以来、 4年 2箇月の間センター ・事業

団発展の基盤を築いた人であ った。その手腕について弔辞のなかで、当時の長谷川四郎建

設大臣に、「他に類のない独特の事業体の経営を行うという困難な状況において、下水道事

業の促進に尽力され、大きな成呆をあげられました」と評価 されたように、その突然の死

は関係者に大きな衝撃と哀惜の念を抱かせた。葬1義は 1月10日、日本下水道事業団葬とし

て執り行われ、 建設大臣はじめ1:l]村元運輸大臣など多数の人々が参列して別れを惜 しんだ

のである。関盛理事長には、従三位勲二等旭 H重光章が贈られている。

関盛理事長の急逝によって52年 1月12日、後任として吉兼三郎副理事長が第 2代理事長

に就任した。吉兼は建設省都市局長、 H本道路公団理事を経て、 50年 8月に副理事長に就

任していた。

理事長はその後、 55年 6月 1nに吉兼＝一郎から副坪事長の久保赳に引 き縦がれた。久保

は建設省下水道部長を経て、 50年 8Hに事業団の理事に就任し、 52年 1月に副理事長に就

任していた。
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第 3節体制の強化と技術の蓄積

1 定員増と工事事務所の拡充

業務の急速な発展とともに、効率的かつ早期に業務目 的を達成するためには、 職員の増

強、とりわけ 「技術者集団」としての内部ポテンシャルの向上と技術の蓄積が緊急の課題

であった。そのため、昭和50年代前半において、職員の大幅増加、 工事事務所などの拡充、

「職員研修」の強化及び設計思想の統一、設計 ・施工業務の合理化 と省力化を目指 した設

計基準などの作成が開始された。

センターから事業団への改組により業務の中心 となった終末処理場などの建設工事の受

託が急速に伸長し、増大する実施設計及び建設工事業務に対応するため、受託業務関係の

定員は55年度まで毎年大幅に伸び続けた。50年度の段階で436名（うち役員 9名を含む一般

業務役職員83名）であったものが、 5年後の55年度には約1.8倍の775名 （同81名）に達し

た。定員だけをみれば、設立 8年目にして平成 4年度現在の規模(757名）を上回るほどに

拡大したことになる。増加した定員の大部分は設計、あるいは工事監督管理を行う要員と

して東京、大阪の両支社及び各工事事務所に配属された。

定員の要求に当たってはその査定には厳しいものがあ ったが、後述のように 「定員問題

等検討委員会」による検討結果を基にした枯り強い折衝の結果、このような定員の確保が

実現したのである（第 5節 l参照）。

建設工事の受託が急速に伸長することによ って、当然ながら、受託工事箇所が増加し、

それに伴って現場において終末処理場の建設工事の監督管理を行うための工事事務所も全

国的に増加してい った。初期の工事事務所は各工事現場に設置され、建設工事の監督管理
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を行っていたか、このように受託工事箇所が増加すると、業務を効率的に執行するため、

近隣で展!Jf.jされている複数の工事現場を所掌する事務所も出てきた。

この近隣の工事箇所には監督員現場詰所が設附され、工事の監腎管理が行われていたが、

52年度の規程の整備によって、現場詰所は出張所として組織上位附づけられた。そして、

各出張所には土木担当職員 l名が常駐し工事の監督管理に当たることになった。

53年当時の工事事務所設置基準によれば、 1工事箇所当たり 4名の専門職種の職員を配

附し、 一つの工事事務所が所掌する上事箇所は所要時間 1時間以内の 3箇所が限度とされ

ていた。そうした基準を背景として、 50年度には、 52筒所に対し、東京支社符内16事務所、

大阪支社悴内15事務所の計31工事事務所によ って建設工事の監督秤理が行われていたが、

55年度には、 117箇所に対し、それぞれ26及び24の計50工事事務所体制が敷かれた。

2 職員研修の充実と設計思想などの統一

昭和50年度までの職員研修は、新規採用職員を対象とした「新採研修」、技術系プロパー

職員を対象にした「技術職員研修」などに限られており、まだまだ十分ではなかった。そ

こで、職員全体の技術的な向上を図るために49年度、「技術研究発表会」を開始し、 50年度

からは「業務研究発表会」として技術 ・事務を含めた研究発表会へと拡充した。その後、

この発表会は委託自治体連盟の後援を得て、年々盛況とな ってい った。

忽激な事業贔と職員の増大に伴い、職員間における円滑な意思疎通と、職且が事業団業

務をできるだけ短期間に習熟することが求められる状況にな っていた。このため、出向職

員に対する「事業団ガイダンス研修」が51年10月に初めて東京と大阪で実施された。

53年度にはレクリ エーション活動の充実を図るために「レクリエーション研修」、 54年度

には将米、国際舞台で活躍する人材の養成のために「英会話研修」を開始するなど、職員
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初の技術研究発表会

初の「技術研究発表会」が、 50年2月7El午前

9時より午後 5時まで、東京都千代田区平河町の

日本都市センター講堂を会場として開かれた。発

表全は職員が業務に関する技術上の成果の発表、

創窓工夫の提案などを行い、業務運営の能率増進

と職員 ・研修員の査質の向上を図ることを目的と

したものであった。

発表会には、関盛理事長をはじめとして下水道

’li業センター技術職且、町田市、 長岡市などの自

治体からも多数の参加を得て、総勢約 130名が出

席した。発表は20題Hにわたって行われた。この

技術研究発表会は、 51年度には技術部門のみなら

ず市務部門も含めた業務研究発表会へと発展し、

毎年度 1回開催されて今日に及んでいる。

研修の充実が図られ、その後も中堅職員研修や会計事務職員研修などが加え られてい った。

こうして、平成 3年度までには22の研修プログラムが実施されるまでになっていった。

事業址と職員の増大が続くにつれて、 技術の各分野間の連絡 ・調整及び技術蓄積を一層

積極的に進める必要が出てきた。そのため、技術情報の交換や技術力の向上を目的とする

とともに、技術的な成果を記録して残すものとして、部内報の季刊「技術報」が51年11月

に創刊された。計画設計、実施設計、工事報告、新技術に関する技術情報を中心に掲載し

つつ、今 日に至っている。

50年度からは、「設計思想の統一」を図るとともに、設計の合理化、省力化を推進してい

くために、「設計基準」の作成に全力を挙げて取り組んだ。事業団の主要業務の一つである

終末処理場の実施設計は、土木、建築、機械、電気、水質など多くの専門分野が総合的に

かかわりあっていること、委託団体の自然条件や社会条件などの地域特性を配應して適切

な設計を行わねばならない ことなど、広い知識と経験が必要である。また、一面において、

事業団が全国的に数多くの下水処理場の設計 ・建設を受託していくうえで、処理場ごとに

基本的な設計思想において差異が生じないことが望まれた。そのためには、どうしても 「設

計思想の統一」を図ることが必要だったのである。

50年10月には、技術委員会に設計巷準部会（下部組織として基本設計、土木、建築、機

械、 屯気の 5専門委員会を設覆、さらに各専門委員会の横断的な調整を図る合同専門委員

会を持つ）を設置し、可能な分野か ら設計の基準化、標準化を推進することにな った。こ

うして、 51年 4月に「設計基準 （第 1次案）」を制定、その後、追加案を重ねて54年 4月に

は「設計基準（第 4次案）」を発刊し、当面の作業は完了した。その後は何度かの改訂を重

ね、この「設計基準」は事業団内外で広く活用されている。

50年代前半からは、事業団によ って建設された下水処理場が次々と供用開始を迎え始め

56 



第 1編総 A
Hfl 

二
110

た。下水処理場の連転笠理は、きわめて総合的で高度の技術を必要とするものである。 し

かし、 当時の公共団体は運転開始当初から維持管理に精通した技術者の確保が非常に難し

い状況にあ った。事業団は供用開始を迎える公共団体に対して、研修部による研修、 業務

部による初期運転技術指禅などによ って支援してきた。さらにこれを充実するため、 52年

2月には、事業団は供用開始に備えて公共団体がやらねばならない諸々の準備事項、運転

初期の業務の実施方法など、供用開始全般にわた ってわかりやすく解説した「供用開始の

手引」をまとめた。これは、供用開始を予定している公共団体では文字どおり「手引」と

して愛用されている。

建設工事の監督管理に関する基準もいろいろと整備された。監督 ・検査業務については

すでに48年度に「請ft上事監督要領」と「請負工事等検査要領」が制定されていたが、 53

年度からは、増大する建設工事に対応するため、技術委員会に施工基準部会を設け集中的

な審議を重ねた。その結果、 54年度に 「請負工事監督実施碁準（案）」、 「土木工事施工基準

（案）」、「請負工事施工基準（案）」などを制定し、工事監督管理の充実を図った。

53年度、通水箇所はすでに30箇所を超えた。この実績から、今度は供用開始を迎えた下

水処理場やポンプ場の総合試運転やアフターケアなどにおいて発見された施設上の不備、

不具合事項を積極的に設計にフィードバックし、より良い施設設計に反映するための検討

が行われた。

「実施設計のチェ ックポイント集」の作成もその一環であり、 55年度から設計基準の補完

的な資料として一部試行的に利用を開始した。続いて、設計に当たって基本的に把握して

おかなければならない重要事項や間違いやすい事項などについて、的確に確認ができるよ

うに「処理場 ・ポンプ場設計のチェ ックリスト」も作成した。これは、 59年 8月から設計

コンサルタン トの実施設計の提出凶書として位箇づけられ、設計業務の質の向上に寄与し
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ている。

さらに、維持管理の立場から出された問題点のうち、設計碁準などに取り入れるには至

らないまでも 、設計や施工段階で十分考應しておかなければならない事項については「設

計検討事例集」としてまとめていく方針をとった。作業は50年代前半から開始し、 58年 2

)-jには「処理場・ポンプ場の設計における検討事例集」として、共通、土木、建築、機械、

霞気設計編に分けて編集した。こうして設計思想の統一から監督管理の甚準が作成されて

いったが、基準などでは表現できない事項や統一化されにくい事項については、 「設計標準

図集」を作成し、設計の徹底した合理化を図 って いったのである。

3 注目された技術と主な事業

業務の急速な発展とともに半業団は、ジェ ットエアレーター付き深陪曝気法、酸索活性

汚泥法、 l1il転生物接触法、フローティング基礎、大規模並列ケーソンなど新しい処理技術

や施」こ法を消入し次々と技術の苦柏を進めた。これら技術的な挑戦と蓄栢は全国的にも注

11されるようになり、佐賀市厘外幹線をはじめとして相次いで全建買を受買した。

全建買とは、（初全 l―1本建設技術協会が建設事業実施による効果、設計及び施工上の特巽

点、設計 ・施工及び監督の良否、工事の難易などを総合評価して、優れた建設工事に対し

て伊える‘買のことである。

ポ業団が最初に受買した工事は昭和48年度に佐賀市から受託し、昭和49年度に完成させ

た内径 1万6,500mm、約4.5kmの泥水シールドで施工した厘外汚水幹線管渠工事であった。

1ヽ,1時まだ施工実組の少なかった泥水シールド工事の施工に当たって、軟弱地盤の克服に努

)Jし大きな技術的成果を挙げたことを理由に、 51年度に受ftした。

その後、54年度に野沢温泉村野沢温泉終末処理場、 55年度には新潟県信濃川下流流域下
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北九州市日明下水処理場

水迅新潟処理場と米 {lli皆牛浄化センターの建設工事の 2件に対して同時受‘itとなった。

新潟処理場では、柏＇『時の維持笠狸 への配應、周辺との調和、地震時の砂地盤流動化対策

が評価され、皆牛浄化センターは、皆生温泉に近いことから、周辺との調和、施工時にお

ける騒行、振動対策が，，平価されてのものであ った。全建賞の受‘貰は、下水道を含む都市部

門については1社年 2件程度であ ったが、下水道部門から、 しかも事業団から同時に 2件の

受買をしたことは111T1期的なものとして注目された。

こうした実績により 巾業団はその後、下水道事業の設計 ・施工及び監督に対して総合的

に高く評価され、 hi年のように受'i'tし、平成 3年度までに受買件数は20件に達している。

＊初の流域処理場の通水

流域下水道の処耶場のなかでは第 1号の通水処理場となった茨城県霞ケ浦湖北流域下水

道殴ケ浦浄化センターは、当初、 I-．浦市公共下水道としてスタ ート したが、事業団は昭和

47年度に実施設計を受託し、 50年度から工事を受託した。 水質汚濁と富栄蓑化が著しいi没

ケ浦の水質改善を II的とし、当II年としてはまだ珍しい高度処理 （砂ろ過）施設が設けられ

た工事であ った。受託規模は 2万7,700m'/R （全体計画50万m3／ 日）、事業骰70億円とい

う大規模な―卜水処耶場であ った。建設上事の過程では、当時の最新技術であ ったエアレー

ションタンクのDO（溶存酸素）白動制御技術を導入するなど実施設計の見直しも行われ、

53年度に無ボ通水した。49年度には千菓県江戸川左岸流域下水道江戸川第二終末処理場、

京都府桂川右岸流域ド水迅洛西浄化センター、島根県宍道湖流域下水道（東部）束部浄化

センターの 3箇所の流域下水道終木処理場の設計 ・建設工事を受託した。

＊ジェットエアレーター付き深層曝気法の採用

北九}|、Ir!Jll明下水処刑場は、 5市合併後に1日市の行政区の範囲を離れて計画された市最
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京都市吉祥院下水処理場酸素発生機

大の処理場であ った。この処理場は45年度に運転を開始したが、その後、計画の半分が完

成した段階で計画の見直しが行われた。その結果、当初計画に比較して1.6倍という大幅な

水祉増加が見込まれ、処理能力を増加させる必要が生じた。ところが立地条件から処理場

用地の新たな買収拡張が不可能となり、従来の敷地の中で施設の能力増加を図ることが必

要であ った。そのためには沈殿池を二層式とするとともに、 エアレーションタンクも水深

約10mのディープエアレーション法（深層曝気法）が採用されることになった。

さらに、送風機設備の設甜場所も、配管スペースの確保も困難なことが判明し、散気装

沼としては酸素溶解効率が良く、送風気量が少なくてすむジェット エアレーターを採用す

ることになった。ジェッ トエアレーター法は、ジェットノズルをエアレーションタンク内

に設置し、循環ポンプから送られてくるエアレーションタンク内混合液と圧縮空気をそこ

で混合し、強い噴液の状態と なってタンク 内に放出させるという方法であ った。 日明下水

処理場の施設はこうして50年度に着工し、 1年後の51年度に完成した。受託した施設は 5

万mゾ 日（全体計画36万2,000而／ 日）、事業骰約10億円であった。

＊酸素活性汚泥法の採用

50年度に京都市から受託した吉祥院下水処理場は、処理区に染色工場と醸造工場を多く

抱えていることか ら、 通常の活性汚泥法では処理が困難であった。そのため、事業団は試

験部の調査結果をもとに初めて酸索活性汚泥法を採用する ことにし、 4万而／ 日（全体計

画16万5,000m'/B)の酸素活性汚泥法施設を事業費約22億円で受託した。建設工事は50年

度に開始し、 52年度には通水した。

酸索活性汚泥法は、空気の代わりに高濃度の酸索を用いてエアレーシ ョンを行うもので、

エアレーシ ョンタンク 内の徽生物濃度を高める ことができ、染色排水、水産加工排水、皮

革排水などを多く含む高濃度の下水の処理や、処理場用地が狭小でコンパク トな施設を建
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長野県野沢温泉村終末処理場 広島県太田川流域下水道西部浄化センター

設する必要がある場合などに適している技術である。事業団の技術評価委員会では 3回に

わたリ技術評価がされており、吉祥院下水処理場では試験部において49年度から60年度ま

で12年間にわたって基礎調査から追跡調査までを実施した。

＊回転生物接触法の採用

|III転生物接触法の技術はもともとドイツで開発されたものであったが、 40年代の終わり

から50年代の初めにかけて 17本に紹介された。生物膜を円盤に固定しているため、活性汚

泥法のようにバルキングに悩まされることや汚泥の返送がないため管理が容易であるとし

て、 小規模川処理場の 2次処理施設として注目された。しかしながら、新技術であるため

設計手法な どの技術情報が不足していた。

そのため、小業団初の採用となった長野県野沢温泉村野沢温泉終末処理場の設計に当た

っては、プロジェクトチームを結成して、小型のパイロットプラン トを用いた処理実験を

行い、これをもとに基本設計を進めた。プロジェクトチームは、束京支社を中心に、試験

部、計両部、業務部で構成され、建設工事は52年度に間始、 54年度には無事に供用開始し

た。受託した施設は9,700m'/ 17 （全体計画 1万9,400m'／ 日）、 事業骰約27億円であ った。

この処理場は新技術を砕人した処理場としてその設計、施工が評価され、 54年度には事業

団として 2番IIの全建'i'tを受貨した。

＊フローティング基礎の採用

広島県太田川流域下水道四部浄化センターは、太田川放水路河口部に位置し、広島市の

デルタ地ヽ1サの軟弱地盤上の埋立地に計両された。 しかも、処理場の全体計画では、計画下

水姑6T)jmゾ l1、敷地而柏34haと大規模な下水処理場であ った。第 1期の施設規模におい

ても沈砂池は横81m、輻48m、縦27m、また、水処理施設は横229m、幅112m、縦27mと

いう超大型構辿物で、当時、このような大型桃辿物の軟弱地盤上での工事施工は、技術的
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戸'

江戸川左岸流域下水道江戸川第二終末処理場

に未解明な部分が多く含まれていた。

このため、事業団でぱ学識経験者や実務経験者を技術委員会設計検討部会に特別委員と

して任命し、基礎工法の検討からスタートしなければならなかった。その結果、杭碁礎と

フローティング基礎について技1府上の問題、施工性、経済性などが詳細に比較検討されて、

管理本館施設、水処理施設ともフ ローテ ィング形式が採用される ことにな った。

建設工事は50年度に開始され、 56年度に通水した。受託した施設は 5万7,300m'／日、事

業骰約192億円、フローテ ィング碁礎の前提となる軟弱地盤の事前圧密工法は世界でも類を

みない好成紐を収めた。そしてこの事実は、新しい設計及び施工技術の発展に大きく貢献

したと評価され、下水道事業としては初めての土木学会賞が委託者の広島県に与えられた。

＊大規模並列ケーソンの施工

49年度に千菓県から受託した処理能力 5万8,000m'／日（全体計画107万9,000m'／日 ）、

事業骰約230億円とい う江戸川左岸流域下水道江戸川第二終末処理場は、東京湾に流入する

江戸川下流テルタに立地する。地盤は軟弱で地下45~60m付近まで達する厚い沖積層に覆

われていた。しかも、処理場が設置される京莱工業地帯は、多祉の地下水汲上げが行われた

ところで、毎年10cmもの地盤沈下が進行していた。このため、施設建設は慎重に検討され、沈

砂池をポンプアップ後に設笠することとして地下構造物の縮小が行われたり 、施設の支持

杭のネガティブフリクションに対する検討が行われたりした。また、付近に大型住宅団地

があるため、沈砂池の大型並列ケーソンによる騒音を防止することとし、工事現場を高さ 13

mの防音壁で裂うなどの工夫も施された。56年度には無事建設工事も終了し通水した。

4 本・支社の移転、試験研修施設の拡充と団旗の制定

本社は11{｛和47年度に下水道事業センターが発足して以来、東京都港区西新橋3-23-5の第
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 移転当時の第18森ピル 団旗

24森ビルに設粧され、東京支社もそこに同居していた。 しかし、事業団に移行して業務が

急速に拡大するとともに組織も大輻に拡充し、それに伴う職員の増加から事務所として狭

硲にな っていた。このため、移転を検討することとした。

移転先の選定基準としては、

①受託業務を行う事業団の立場から、機能中心に考える。

②職員の通勤の便、職場環境（特に衛生面）に重点を箇く 。

③関係省庁及び委託団体との連絡に便利なところとする。

④将来の業務の変動に対処できるところとする。

という 4つの条件に該当するビルを物色した結果、現在の港区虎ノ門2-3-13の第18森ビ

ルに移転することが決ま った。52年 7月 1日と 2日の 2日間で引越しを行い、事務所の広

さは従来の1.3倍になり、これによ って職員ば快適な職場空間を確保できることになった。

試験研修本館用地は、 当初は埼玉県からの土地使用許可によ って使用していたが、 52年

3月14日にまず2,967而を、続いて 8月 1日に1,276面を埼玉県から取得した。その後、研

修需要や試験業務の増大に対処していくための総合実習棟、総合実験棟の建設用地が必要

になり、それらの建設用地として、 56年 9月 1日に隣接する旧堤敷地6,655面を埼玉県から

取得し、 57年 3月8日には未処理とな っていた国有地287面を取得した。この結果、試験研

修本部敷地は 1万1,185m'とな った。

52年10月には「団旗」が制定された。すでに48年 3月に決定していたシンボルマークと

事業団名を白地に水色で描いたもので、この団旗は、平成 4年 7月まで約16年間試験研修

本部、 工事事務所及び事業団の各種行事の際に掲げられてきた。4年 8月CI導入に伴い、

新しい団旗に変更された。
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第 4節 受託業務におけるサービス向上と改善

1 委託団体とのコミュニケーション、工事保証と短期立替払制度

昭和51年12月、事業団と流域下水道の建設工事委託団体との コミュニケー ションを目的

として「流域下水道事業委託都道府県事務連絡会」が発足した。その前月の11月に開催さ

れた全国流域下水道主管課長会議の席上での提案に基づき、まず、 15の府県からスタート

した。流域下水道の設計及び建設工事を委託し、または委託しようとする都道府県の担当

課長と受託する側の事業団の関係部長によ ってメンバーを構成し、相互の連絡協調と工事

の1リ滑な執行を図ることを目的とするものであ った。加盟団体はその後、年々増加し、 61

年11月現在では35都道府県が参画した。この連絡会は51年度から61年度まで毎年会議を開

き、意兄交換を行ってきた。

この時期、 事業団は委託団体に対する工事保証と短期立替払いの制度を確立した。

事業団が地方公共団体から建設の委託を受けた終末処理場などについて、工事の施工、

あるいぱ完成した施設の性能を保証するには、工事中及び引渡し後の一定期間について、

その補修などを行う 必要がある場合がある。このため、その特用に充てる査金を48年度か

ら建設工事や実施設計の受託工事収入金額の1000分の 1 (52-55年度においては1000分の

2) の範岡内で毎年引き当てることとした。この工事保証の対象、範囲、期間など制度の

迎用については、当初、 明確に定められていなかったが、 52年 5月に 「工事保証引当金取

扱要領」を定め、その運用方針を確立した。

短期立替払制度の実施も工事を円滑に進めるうえで重要な対策であった。受託工事代金

の建設業者への支払いは、委託団体か らの受託建設工事査金の納人をもって行われるが、

64 



記念植樹

昭和52年 3月411、辿水した処狸場の第 1サで

ある沖縄県本部町浄化センターで、 1り業1ヽti初の記

念植樹が行われた。1',．菜団の施 l：した終木処郎場

の如成を記念して、樹本を奇lli（Iしたのである。‘11

IIは、本部町から、l□1安t11i町艮ほか関係者、＇ ド業

団か らは古油三郎理’l'，Lと、大阪支社長 らが出席し、

第 1編総論

奇贈のナンヨウスギが町長と理事長の手によ って

槌えられた。これ以後、事業団は施工する終末処

理場 (55年度からはポンプ場も）の建設が完成し

た際に樹木を奇JIiりし、敷地内に植樹してきている。

ただし、地方公共同体の長か ら植樹以外の記念，’,，’，

が希望された場合においては、植樹に代えて、絵

両、沼物等をがJIi(Iしてきている。

委託団体か らの壺令の納人が遅延した場合に、事業団が独自 の資金として銀行からの借入

を行い、建設業者へ支払う「短期立替払い」という制度である。事業団は51年度に この制

度を迎人した。対象は、政令指定都rli及び収益的事業を実施して いる都市を除く公共下水

道建設委託団体の新規発注工事の前金払頷を立て替える場合とした。事業団の借入限度頷

は、 15億円、立秤期間は30日、 立替利息は、短期プライムレー トを基準として委託団体が

負担し、受託工事査金の納付と同時に支払うこととしている。

2 完成施設のアフターケアと優良工事の表彰

事業団は供用開始後の処理場など施設の維持管理に支間を米さないよう万全の処置を図

るために、受託して建設した終末処理場、ポンプ場について、最終工事が終了する際に総

合試述転を行うように、 昭和51年度に「終末処理場の総合試運転実施要領」とその細則 を

制定 した。

災領と細川」の じな内容は、実施する施設の内容、実施体制、 準備期間 を含めた実施期間、

試辿転に必災なtt)1位の区分並びに半業1ヽt|．委託団体及び建設業者の業務分担に1及lするもの

である。総合試辿転は、設備や機器の連携運転による機能のテス ト、調整と維持管理を行

う地）j公共団体職員に対する迎転操作及び保守点検の方法の基礎的指舜を基本的内容とし

て実施することにした。

尖施体制は、 ーじ仔監督員を総括責任者とし、各専門職員による監督員を分担責任者とし

て1リ沿な尖施を行うこととした。その実施期11-¥Jは、水処理施設及び汚泥処理施設で30II、

ポンプ施設で10「111¥Jとした。

52年度、 ＇ド業団は受託して建設した施設で、すでに運転を開始 しているものについて、

通水年度とその翌年度の 2l_11|ili後点検を実施することにした。事後点検は、運転、保守状
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況、水質管理状況及び維持管理の効率化に関する調査を実施し、委託団体に対して適切な

技術指導を行うとともに、その結果を将来の計画、設計、施工に反映させるなど、業務の

充実に査す ることを 1]的とするも のであった。

52年度に事後点検が実施された委託団体は、小山市、鹿沼市、佐野市、長岡市、春日井

市、丸亀市、及び今治市の 7箇所である。本社業務部援助課、支社の関係課（当時は試運

転調整調査役）、さらに担当工事事務所の職員で「事後点検チーム」を編成し、その任務に

当たった。 派追された職員は、現地で委託団体の下水道担当課と処理場において維持管理

の概況を聴取した後、実際の施設を点検し必要な指禅と助言を行った。当時はまだ補修工

事制度が設けられておらず、不具合なと ころがあ った場合には、次期増設工事のなかで必

要な対応をすることにした。

事後点検の結果は「処理場・ポンプ場の設計における検討事例集（案）」や「終末処理場

の初期運転に係る技術指舜参考資料」としてまとめ られるほか、さらに一歩進めて、設計

基準や施工基準の兄直しの際の参考とされている。

援助課では事後点検に伴って生じた技術的問題について調査 ・研究を実施し、 52年度か

ら平成 3年度までに88件もの問題解決に当たってきた。事後点検の結果については、毎年

度「事後点検報告書」としてまとめられ、事業団職員に配布され、設計施工に生かされて

きた。

事業団は52年11月の設立 5周年を迎えるに当たり、 事業団が発注した工事のうち、その

施工が優秀であ って、他の模範とするに足るものを優良工事として選定し、工事に当たっ

た施工業者を表彰することにより、施工業者の育成及び事業の円滑な推進に寄与すること

を目的として、 52年lOJ-l1日に「優良工事選定実施要網」を定めた。優良工事は、前年度

に完成した工事について、支社長が低良工事推薦書で上申したもののなかから、優良工事
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っ```巳 、

第 1回優良工事表彰

選出委員会で土木建築 l・事と設f/i1，i［事に区分して、それぞれ審杏、調査して選定され、優

艮 l□liを行った施工業名は、紐年、 II本下水道事業団表彰規程により事業団の創立記念「l

から 711以内に表彰されることにな った。

第 111,111の優艮t:j-iの表彰は、 50年度及び51年度に完成した 8工事について、創立記念

11の52年llJl 1 11に尖施された。 '|勺戎 3年度までに表彰された優艮工事は土木建築部門で

48件、機械設備部門で301'|•、屯気設備部門で18件を数え、事業団が実施する建設上事の質

的向 I．．に貞献してきた。

3 技術情報管理システムと工事費積算プログラムの開発

受託＇ド業の大輻な拡大に伴い、 土ド業団には下水道施設の計画、設計、建設及び維持笠耶

などの業務から多くの1't市な技術梢報が牛み出されてきた。これらの情報は得てして、発

牛箇所にJ1|！もれ、事業団内で広く活川されることが少なくなりがちであった。下水迅技術

は約検 I□i・'：的な側面が多く、業務を辿して発牛した技術・Ii'!'報を次の業務に活川することは、

よリ質の晶い ド水道施設を建設するうえで、きわめて可［要である。

そのため、ポ業団は昭和53年度から、「スティックス」 (STI CS =Sewage Technical 

Information Control System) と呼ばれる技術惜報竹•Bl！システムの間発を計両部計両課

のシステム 1＿開発担刈調杏役を中心に進めた。基礎調杏、基木計両などの調杏を経て、技術

• Ifi報は llIii像梢報をマイクロフィルムで保存し、データ梢報を技術査料台帳で整理保怜し、

必災に応じて検索できるシステムを完成させた。56年度にはそれをもとに「技術関係賓料

作成の丁引」が作成された。

55年度には崩加する受託’li業に対処し業務の効率化を図るべく、同じ計両部計両課によ

って、 いli発注設計閃の作成業務へのコンピューター舜人のためのシステム設叶を1-}fl始し
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昭和51年 7月7日、当時の竹下登建設大臣は中

村清建設省都市局長らとともに、事業団が受託建

設中の束京都森ケ崎処理場、烏山幹線工事現場を

視察した。建設大臣は活性汚泥処理のパクテリア

を顕微鏡で観察するなど、当時の関盛吉雄理事長

の説明に熱心に耳を傾け、第 4次下水道整備五箇

年計画の閣議決定を間近に控え、下水道整備の推

進に慈欲がうかがえた。

52年 5月9日には、当時の長谷川四郎建設大臣

が高橋弘篤建設事務次官らとともに、事業団の試

験研條本部を視察した。建設大臣は当時の吉兼三

郎理事長による研修や技術開発状況の説明に熱心

に耳を傾け、汚泥の肥料化の実験場では、汚泥の

資源化に栢極的な姿勢を示していた。当 日、大臣

は隣接の埼玉県荒川左岸南部流域下水道処理セン

ターも視察した。

た。まず、発注設計の栢邸業務に関するアンケート調査、禎算業務の現状分析などを実施

し、システムの要件、システムの方法が検討された。その検討の結果、積算システムの基

本としては、毎年度の単価更新、歩掛変更に対応するための積算甚準データベース方式の

採用、漢字による計邸結果の出力、対話型システムの採用、整備方針などが決定された。

これに碁づき、 55年度と56年度には、積算システムの中心となる基準プロセ ッサ、代価

プロセッサの開発が行われ、土木工事の代価表の作成を可能にするシス テムカ弔尋築された。

58年度までには、バッチ方式による土木工事の租算システムの開発が完了し、 59年度と60

年度に運用のためにオンライン処理の機能が追加された。開発されたシステムは、「日本下

水道事業団積算援助システム」とし、略称「スウェッツ」 (SWEATS=Japan Sewage 

Works Agency's Estimation Assist System) と呼ばれている。

4 新技術を確立させた技術評価

新技術が下水道事業のなかで実用化されていくためには、公平な技術の評価が必要であ

った。事業団の行う技術評価は昭和49年 5月に理事長の諮問機関として発足した「技術評

価委員会」を通じて行われてきた。諮問は理事長が行い、委員会は各専門委員会か らの調

査、審議事項の報告をもとに審議を行い、議決された事項を技術評価書として理事長に答

申するという体制が敷かれた。答申の内容は広報資料などによって内外へ発表されるほか、

新技術に関する機能の特徴や適用範囲、設計諸元などが設計基準などに取り入れられた。

この時期、諮問・答申のあ ったものは次の 6件である。

＊下水処理場の自動制御についての諮問 (49年 7月）

下水処理について、 40年代後半からは溶存酸素計、汚泥濃度計などの水質計測機器の開
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建設大臣の視察

発が1」党ましく行われた。さらにコンピューターの開発と相まって大規模な下水処理場を

中心に運転管理の適正化、省エネルギーなどを目標とした自動制御技術が導入されるよう

になってきた。

技術評価委員会は誇間に碁づき、稼働中の下水処理場の実態調査をもとに、 50年10月に

ポンプ場、水処理システムについての第一次答申、 55年 6月には汚泥処理システムについ

ての第二次答申をそれぞれ行い、自動制御の目的、導入に当たっての問題点、碁本的な考

え方を JIJjらかにした。

58年 8月には、第三次答申としてエアレーションタンクの溶存酸素の制御法の沿入につ

いての基本的な考え方、その効果などを明らかにした。この技術評価はその後、わが国の

下水処理場における自動制御に関する碁本的な考え方に大きな影響を与えた。

＊酸素活性汚泥法についての諮問 (49年 7月）

40年代後半から50年代にかけて、人口の集中する大都会では土地価格の上昇などのため

下水処理場の拡張用地の確保は年々困難となった。このため、下水処理にもできるだけ用

地を必要としないコンパク トな処理法が求め られるようになってきた。そうした情勢の下

に登場したのか、アメ リカか ら導人された酸素活性汚泥法であった。この技術は空気の代

わりに酸索によるエアレーシ ョンを行う方法で、活性汚泥濃度を嵩く 維持できるため、従

米の空気法に比べて省スペースな処理法である。

技術評価委員会は50年10月、 53年11月、さ らに56年 6月と 三次にわたる答申を行い、酸

索活性汚泥法をわが国の下水処理に適用するうえでの処理機能、特徴、設計維持管理上の

留意点、経済性などについて報告した。事業団はこの成果を踏まえて、京都市吉祥院処理

場をはじめとして、石巻市東部下水処理場など計 7箇所の酸素活性汚泥法施設を設計建設

してい った。
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昭和52年4月26Rから2811までの 3LI問、東京

を舞台として「第 5回17米下水処理技術委員会」

が1}il催された。委員会には、アメリカからミドル

トン環境保護上級科学審議宮を団長とする 8名、

II本か らは、井前勝人建設省下水道部長を団長に

久保赳'lt業団副理事長を含む 8名の委員が参加し

て、熱心な討議が行われた。全議に先立ち、アメ

リカ側一行は東京、京都、大阪などの下水道施設

を視察し、大津市にある事業団の 3次処理に関す

るパイ ロットプラン トでは、実験経過などを詳し

く聴取するなど強い関心を示した。 日米両者は活

発な討議を通して、 下水道技術の交流を図リ、今

後の一階の進展について合意した。

＊既存の汚泥焼却設備についての諮問 (50年 7月）

40年代の初め頃か ら始められた下水汚泥の焼却は、 汚泥の減贔化、安定化を図 る有力 な

処理法として注目さ れる ようになっ ていた。53年 3月末におけるわが国の下水汚泥焼却炉

の設附状況は、立形多段炉68基、流動焼却炉10基、回転乾燥焼却炉 （ロータリーキル ン）

6基、階段炉床式焼却炉 6基、その他機種 5基となっていた。 しかし、この方法は焼却に

要する補助燃料骰の増大、焼却に伴う大気汚染などの問題が提起されるようになり、焼却

設備の選定に当たっては慎重に考應しなければならない時代にな ってきた。

そう した環境の変化を考胞しながら、技術評価委員会は、 立形多段炉、流動焼却炉及ぴ

阿転乾媒焼却炉の 3機種について試験調査と 実態調査を行い、機種選定のあり方、 設計及

び維持管理上の留意事項、経済性などについて55年 6月に答申をした。

＊回転生物接触法についての諮問 (52年 8月）

50年度に特定環境保全公共下水道が制度化され、 52年度に決定された「第三次全国総合

間発計両」 では、 定住基盤の確立を図ることが提唱された。下水道整備の重点は次第に中

小都市へと 移行し、建設さ れる下水処理場も年々小規模化していく傾向が出てきた。そう

した状況のなかで、回転生物接触法は一本の軸に合成樹脂などを成形した複数の円盤を取

り付けたlnl転体を反応タンクに設置 し、下水と 空気と に交互に接触する こと で生物処理を

行う 方法で、汚泥の返送を行う 必要がない こと、プロワ など を用いて送気する必要がない

ことから、維持管理の容易な小規模処理法と して注目された。

しかし、わが国では公共下水道施設と しての実績がなかったこ とから、技術評価委員会

ではパイロ ットプラン トの結果に基づき 、53年11月の第一次答申 を発表 し、処理機能と特

徴を明らかにした。

この答巾をもとに事業団は、野沢温泉村野沢温泉終末処理場、永平寺町志比浄化セ ンタ
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その後、技術評価委員会はこれら完成した施設の実態調査を踏まえて57年12月に第二次

答l|！を報告した。事業団はこの 2つの施設を含めて、計10箇所の処理場で1111転生物接触法

の施設を建設した。この技術評価の成采は事業団の設計基準だけでなく 、（初日本下水道協

会の設計指針にも取り人れられた。

＊回転炉床焼却設備についての諮問 (52年 8月）

1111転炉床焼却設備は別名ルーカス式焼却設備とも呼ばれ、イギリスで開発された。わが

1,」では51年度に前橋市で本格的な施設として舜入された。炉床がl111転するとともに、排ガ

スが旋1111気流となる構造を持つたもので、産業廃棄物、古タイヤの焼却などに用いられて

きた。技術評価委員会はその牛が徴、 設計、維持管理上留意事項についてまとめ、立形多段

j;J i、流動焼却炉と の経済1•生の比較などを 55年10月に答申した。

＊蒸発乾燥焼却設備についての諮問 (52年 8月）

古泥蒸発乾燥焼却設備は多重効川佑を応用して下水汚泥の水分を約20％までに乾燥し、

これを焼却する一辿の処理システムで、アメリカにおいて産業排水の分野で用いられてき

た。51年 1月に幅知山市荒河ド水処刑場においてわが国最初の施設が稼働した。技術評価

委員会は流河下水処I用場での実態調杏に基づき、下水汚泥の適用性、運転管理性、安全性、

設，；1こI：留、な事項、経済性などについて54年 8月に答中した。

第 5節業務改善と職員福利厚生の充実

1 定員問題等検討委員会と業務改善委員会

ll({fll52年 3月、事業団の出員が小足している状況を改善するため、「定且問題等検討委員
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標準作業量

青木 弘

私は昭和52年 7月から 1年 9箇月事業団へ出向

した。長い公務員生活のうち下水道事業に関係し

たのはこの期間のみであり、それだけに印象が強

い。経理部長への発令当日、久保副理事長から「今、

事業団最大の課題は設計要員の不足だ。職員 1人

当たりの標準作業批について財政当局の理解が得

られないことが原因だが、このままでは将米に影

響する。これを是正するのが君の最大の仕市だ」

と言われたのには院いた。全く 索人の新任経理部

長に定員のことを言われても、と思ったが、そこは

根が楽天家、「努力します」と不得要領なお答えを

した。その後事情を調ぺてみると、確かに受託事業

の伸ぴと定員の伸ぴには乖離があり、事業団運営

上深刻な問題だった。このため53年度予邸要求で

は定員是正が大きな課題となったが、これは前記

の標準作業批をどうみるかがポイントであり、財

政当局と何回もの折衝を重ねることとな った。幸

い大筋の理解を得たため、90名余の培員を確保し、

胸を憮でおろしたが、爾米、事業団と標準作業址

の文字は私の脳裏から消えない。 （元経理部長）

会」が設置された。副理事長を委員長に、理事、本社各部長及び支社長を委員とし、関係

課長など11名を幹事として、業務菰の把握と必要人員などについての検討を行った。10月、

委員会は検討の結果、各部所において過重な業務を執行しているという結論を得て、理事

長に対して人員増が必要であるとの報告を提出したのである。

この検討を受けて、 53年度認可予算における定員要求説明が行われ、支社設計要員の拡

充などが認められるとともに、その後、 2箇年間にわたって増員が行われる成果を得た。

当時事務局 を担当した石川忠男（計画課）は 「問題は 『基準人員でもらっている工事事

務所の人員を支社設計要員としている実態があり、設計要員の増員を要求しても工事事務

所の人員が切られるだけで総数は増えないjという主張をする人があり、議論が進まなか

ったこと である。そ こで、その実態を示したうえで、なお人員が不足するという説明のス

テラテ ジーを作成し、検討をすすめた。膨大なテータを背景にした説明に大蔵省も理解を

示し、最終的に 3箇年で不足を解消するという決着になった」と当時を振り返っている。

任務を果たし終えたこの委員会は、翌53年 6月に発展的に解消し、広く事業団における

業務改善に関する重要な事項について調査、審議を行うため、改めて 「業務改善委員会」

が設箇された。

委員会は、副理事長、理事、本社及び試験研修本部の各部長、支社長をもって構成され、

関係課長11名からなる幹事会が置かれることになった。当面の課題としては次のような事

項が掲げられ検討に入った。

①プロパー比率の引上げと嘱託制度の在り方

②契約権限の支社、本部への委譲の可否

③設計のプロジェクトチームの編成の仕方と管理体制の確立

④工事の管理体制の在り方
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赤坂分室

⑤支社の設潰、強化及び事務所の在り方

⑥適正な事務翡率

⑦終未処理場の維持管理及び管渠工事の管理と管理体制

第 1編総論

このうち、⑦の終末処理場の維持管理については、 54年 3月に中問報告を行い、その結

果、 55年 8月から新潟県で試行が開始され、現在の維持管理の技術的援助のスタイルが形

作られてい った。その他の項日については、 56年 4月に試案の形で報告がなされた。報告

後、改めてテーマを、①効率的な業務執行のための職務分析調杏、②設計業務の合理化及

び③技術開発の組織体制の 3点に再編成して検討を続けることにな った。

これと並行して事業阿は、 53年度から業務の効率的執行と経営基盤の強化を図るための

業務分析調査を実施していた。調究は52年度及び53年度 2年間を対象として、終末処理場

などの建設工事及ぴその設計に係る業務の定最的把握（業務足分析）と、 業務に係る経費

把握（コスト分析）について行い、その結果は55年 2月に「業務址分析調査報告書」とし

てまとめられた。同様の調査は、 63年度及び平成元年度の 2年間を対象としても行い、 2 

年 3J-jに 「業務分析調査報告書」として報告された。

2 進む職員の福利厚生

多忙な職員にと って福利厚生の充実が望まれた。昭和50年11月には本社内に医務室が設

四され職貝の健康保持に利用 されることにな った。初代の嘱託医は東京慈恵会医科大学の

小池慎弓氏に、 55年11月か らは同大学の小原誠氏に委嘱している。

設立 4周年の51年11月 1日には、かねてより職員から要望のあ った宿泊 ・会食ができる

本格的な厚生施設がオープンした。束京都港区赤坂 1丁目に開設された「赤坂分室」がそ

れで、玄関には関盛理事長（当時）の直箪による看板が掲げ られた。木造平屋約200面の建
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霊南坂分室 第 1回全国レクリエーション優勝の大阪支社チーム

物で、会食用の部屋として 8悩と 6昼があり、宿泊用の部屋にはベッドが 3台罹かれ、娯

楽室にはマージャン卓 4台が設囲された。

待望の施設とあって、開設当初から大変な盛況で、会食の予約がなかなか取れない状況

であ った。間設後 1年間の利用状況は会食で延べ2,303名、宿泊で344名の数字が記録され

ている。この「赤坂分室」は54年 6月に、より 一）粋の福利厚生充実のために建て替えるこ

とになり、 2年 8箇月で1U-l鎖 した。

55年11月17日同 じ場所に新分室が誕生した。名前も「霊南坂分室」と命名され、鉄筋コ

ンクリー ト4階建て703.87而として甦った。会食、宿泊施設も一段と充実し会議室も新た

に設けられた。

53年度からは、職員の気分転換、休養、健康増進に、あるいぱ家庭サービスのために、

年間を通して利用できる保旋所の開設を実現した。

事業団初の保養所は、関束地区では箱根に、関西地区では有馬温泉に設置され、職員の

利川に供された。その後、職且の利用状況、要望などを加味して保壺所の契約は変遷し、

平成 4年 4月現在、 全国で 5箇所となっている。

昭和54年 5月23日には東京都11黒区にある第一勧業銀行の碑文谷グラウンドにおいて、

第 11111全国レクリエーシ ョン大会を開催した。競技種日は軟式野球とし、明治神宮外苑審

判協会か ら審判員を派造しても らっ ての戦いが繰り広げられた。当 nは絶好の野球n和に

忠まれ、熱戦が展開された結朱、大阪支社チームが優勝に輝いた。その後、全国レクリエ

ーション大会は軟式野球のほか、バレーボール、ソフトポール、卓球、テニス、バドミン

トン、ポウリングと多様化し、平成 3年度までに191111開催している。
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第 1編総論

第 4章 緊縮財政に揺れた試錬の時代
（昭和56年度～60年度）

第 1節苦境を迎え る

1 第 5次下水道整備五箇年計画とモデル事業

第 5次下水道整備五箇年計画（昭和56-60年度）は、 54年度を初年度とする国の新経済

社会 7筒年計画を踏まえて、鈴木内閣の下で56年11月27「lに閣議決定された。

第5次五箇年計画は処理人口稗及率を30％から44％まで高めることを目途とし、総投脊

額11兆8,000億円（うち調整野5,900億円）をもって下水道の整備を行うというものであった。

計両策定の背景には、①水質汚濁防止法の改正により 54年から実施された水質総批規制

への対応と②52年に決定された第 3次全国総合開発計画（三全総）による地方定住圏構想

の推進があり、これらに対応するため、計画は水質環境基準の早期達成、地方都市の下水

道整備の推進などが重点項Uとされた。

この計画を達成するため、 56年 4月には第 2種流域下水道が創設された。従米の第 1種

流域下水道が計画人口の比較的大きい地域（計画人口10万人以上）を対象にしていたのに

対して、地方都市における下水道整備の拡大を図るため、計画人日が 3万人以上のものに

ついても事業を実施できる ことにしたのである。事業団が建設工事を受託した第 2種流域

下水道は、青森県馬淵川流域下水道など 6箇所（平成 3年度末現在）に及んでいる。

建設省は一般の人たちの下水道に対する理解を深め、効果的で経済的な下水道整備を図

るために、各種のモデル事業の設定を積極的に推進した。モデル事業に選定された事業に

ついては、重点的に投資を行い、その効果を早期に発揮できるように配慮した。モデル事

業は昭和54年度に設定した 「下水処理水循環利用モデル事業」から始ま ったが、 57年度か

ら新たに「アピール下水道」と「アイデア下水道」が加わり、その内容を充実 してい った。
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3年間の思い出

角田正経

副理事長として在任した 3年間の出来事のなか

で記憶に深く残っているのは次の点です。

(1)は入札不調の続出でした。当時土エ協はその

機関紙で下水道処理場では赤字が大きい、特に栢

雪寒冷地ではそれが著しいと大々的にキャンペー

ンを張り、それを行動に移したものと思われまし

た。そこで問題点を検討した結果、処理場の構築

物に営繕の柏罪基準を単純に適用していたところ

に無理があ ることが分かりましたので早速専門委

員会を発足させ、急ぎ結論を出してもらい、工事

骰の一部址」．［を行って再発を防止しました。

(2)は談合1::1叫です。M社の内部査料が朝日新聞

に洩れて談合問題の火付け役となりました。

以後 1年以上にわたるこの問題は、心身ともに

大変なマイナスでした。この対策として、建設省

では指名業打数を大輻に増やし談合しにくくする

との方針を打ち出しました。ところが当・1i業団の

入札には、 4t前に相当の調査を必要とし、急に指

「アピール下水道」は、市民の蓉らしと下水道との結びつきを強めることによ って、短期

間で下水道事業の効果を発揮することができ、地域住民や国民に対してアピール効果が大

きい下水道整備のことである。「アイデア下水道」は、建設骰又は維持管理費の低減ができ

る新技術を禾翡極的に採用した下水道整備のことである。

事業団が建設工事を受託したものとしては、「アピール下水道」では小菅村の 「都民の水

ガメを守る下水道」 (61-63年度）、束大阪市の「浸水のみ込む河内の地下貯留作戦」 (60年

度～平成元年度）などがあり、「アイデア下水道」には田沢湖町の 「住民参加による廃棄物

利用浄化センター」 (57-60年度）、西条市の「新輸送システム」（平成 2年度）などがある。

モデル事業の設定はその後も続き、昭和58年度か らは「都市下水路雑排水対策モデル事

業」が、翌59年度からは「雑排水対策緊急モデル事業」と住民と清らかな水との結ぴつき

を深めることを目的とした都市づくりのための「アクアトピア」が実施された。「アクアト

ピア」のうち、事業団が終末処理場の建設工事を受託したものには、松島町（松島湾 ．62

年度～平成 2年度）、仙台市（広瀬川・ 元年度～）などがある。

さらに、昭和60年度からは、処理水を有効に活用することにより、市民生活をより快適

なものにするための「アメニティ下水道モデル事業」が実施された。そのうち事業団が受

託した建設工事には長岡京市 (63年度～平成元年度）、大分市 (61年度）などがある。

2 財政の硬直化のなかで達成できなかった計画

この時期、国は財政難に直面することになった。昭和48年10月の第 1次石油危機を契機

とする世界的な不況によって税収が大きく落ち込んだため政府は、特例公債（いわゆる赤

字国伯）を含む大量の公｛責発行を行い、 50年代前半は歳入の30％以上を公｛責に依存すると

いう異常な状態が続いた。このような財政収支の赤字を栢み重ねることは、いうまでもな
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名されても人札価格が刃定できないとの業界の意、

兄 と、 ＇ド業団の事務処理にも難点があ ったため苦

肉の策として人札辞退制度を採Jllすることとしま

した。業界も納得され比較的円滑に＇ド務処理され

ましたが、 建設省か らは大変お叱り を受けました。

しかし後に 自民党の委且会で合理的だと の決定

を受け、実のと ころはっとしたものでした。

（元副理事長）

第 1編総論

回想

久保 赳

私の 4年間の理事長在任中、事業団が新聞一般

各紙上で大きく報迅されたのは、(1)過1翌の 9ド業阿

発註．ー、ド業の談合疑惑、(2)職員の汚職市件の 2つで、

そのI:il責任者 として大変辛い息いをしました。そ

れらの対応 に時間 とエネルギー がとられたもの

の、 角119,［経乱ll:fl[：ド長以下職員各位の協力の下、

新発愁の業務版間がなされたことを想起します。

昭和40年代、 公古と環橙対策として下水道が札全

く財政の硬直化を招き、インフレーションの要因になる。このため、政府は、 54年 9月に

は、 59年度に特例公伯依存か ら脱却することを財政再建U標として打ち出した。56年度を

「財政再建元年」として57年度予算では概算要求段階で一律にゼロシーリングの枠がはめ

られ、58年度予罪か らはマイナスシーリングが採用された。

この結呆、公共事業骰についても抑制され、 55年度は1.7％の仲びに、 56年度から58年度

までの 3年間、予舞額は前年度並みにそれぞれ抑制された。にもかかわらず、 54年に生じ

た第 2次石油危機後の長期にわたる攘気の停滞で、税収のイl|lびは一段と鈍化 し、大幅な歳

人不足をきたした。当初の59年度に特例公｛責依存から脱却するという予定も大輻に狂い、

58年 8月政府はその脱却の時期を65年度に延ばすと同時に、 59年度予算からは緊縮財政の

徹底が図られた。公共事業骰についても59年度から62年度までは前年度を 2％程度下回る

水準にと どめられたのである。

その結果、 下水道事業骰は大輻に落ち込み、 57年度か ら3年間は減り続けた。その後、

60年度に国投が前年度を下1IIlってはいたものの、 補助率の一律カッ トにより 地方負担を拡

大して、前年度を上1uIる事業祉を確保することができた。 しかし、 56年度から60年度まで

の最終的な実紅tは8兆4,781億円となり、調整野5,900億円を除いた計画額に対する達成率

は75.6％に終わった。また、処理人「l将及率も目標の44％に対し36％にとどまった。

ド水道ij,;業の促進 と国骰投人の平準化を図るため、 50年度か ら特別の地方｛責制度が栢極

的に活川されてきており、 55年炭にはその発行額が1,394億円に達していた。それに対する

棺遥額か1,348億円となり 、下水道国骰6,810億円の20％を占めるに至った。さらに、 55年

度以降は財政再建のための歳出抑制によって国の下水道事業特が仲びず、下水道国骰の相

1ヽ,1部分がこの特別の地方伯の1立遠に充て られていったことは、下水道事業を円滑に推進す

るうえで大きな閃吉とな った。そのため、 57年度以降は特別の地方伯の発行は抑制 されて
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問題となリましたが、 1i業の振興には財源、技術、

人材の確保がポイントで、地方団体にと っては、

そのいずれも難問でした。この解決法が全国規校

でのド水道＇ド業振典策として提案されたボ業同設

立の原点でした。したがって、在任中、常に私の

胸中から離れなかったことは、新しい発想の下に、

いかにして技術の桔栢と人材育成の環境づくりを

するかにありました。職場環境を賂えて、いかに

して国内での経験技術の交流を図り、国際的にも

技術交流の場を拡大して、人材の森成と訓錬を実

いった。

施に移すかに腐心したわけです。試験研條本部の

名称を技術開発研修本部として充実しようとした

り、新発想の北海道総合事務所を設立したり、 U

SEPA、米国イリノイ大学とシンシナティ大学

との技術交流基本協定、独国アーヘンエ科大学と

の定期的技術者交流計画の基本協定の締結などに

踏み切ったのはいずれも、 ,j,;:業団設立の原点への

|IIII)磁線卜.のものであ りました。20周年を迎えて、

当時を1Ill想して感慨ー入であります。 （元理事長）

こうした状況のなかで、事業団の事業骰もまた伸悩みを余儀なくされた。予算において

は、事業団の建設工事（国庫補助対象）の事業翌の伸びは56年度以降は横ばいの1,350億円

前後の水準となっていたが、実施額では、 57年度から 3年間は前年度を下回る結果にな っ

た。57年度1,255億円、 58年度1,232億円となり、 59年度においては1,162億円と下落したの

である。もっ とも、 60年度以降は、下水道総事業骰が伸びて、事業団の事業跨も再び増加

した。が、それまでの期間、事業団の経営はまさに苦境を強いられていたのである。

急速に拡大してきた役職員の定員も頭打ちとなった。56年度に定員が 4名増加し779名に

達したのをピークに、 57年度と58年度の定員増はゼロとなり、 59年度以降平成元年度756名

までは定員削減計画に碁づく職員の減少が、増員査定を上回ることになり、 2年度に定員

1名増加に転じるまで定員は減り続けた。

この時期には、不幸な事態も生じている。56年10月26日午後山田睦郎計画部長は、本社

で執務中突然床に倒れた。ただちに、本社隣の虎の門病院へ救急車で入院したが、薬石効

無く、 11月 4日不帰の客とな った。診断は、脳梗塞である。行年47歳であった。

山田睦郎は、建設省下水道部在職中に下水道事業センターの設立を推進したほか、 56年

6月計画部長に就任してからは事業計画案のとりまとめを推進してきていた。当時は、各

省庁に対して57年度予算要求にゼロシーリングの枠がかかるという困難な時期であり、こ

のような状況のなかで事業団の57年度事業計画案をとりまとめた山田睦郎の努力と手腕

は、高く評価された。

3 行政改革への取組みなど

鈴木内閣が内閣総理大臣の諮問機関として第 2次臨時行政調査会（第 2次臨調）を発足
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事業団10周年のころ

鈴木省三

昭和55年6月から 3年間介圃総務部企11伽即長

総務諜長を務めました。当II非は、公共 '1,>文＇伐が抑

制されていたために事業団の 1り業伐が1巾びす、経

i月の合理化か大きな問題とな っていまし た。1t業

団のなかに設置された業務改杵委員会で 6つのテ

ーマについて検討をしました。

なかでも、初めて赤字決院になるのではないか

という時期であったので、 1t務1か枠の改土もテー

マのひとつでした。幸いにも在職中は赤字を免れ

ましたので議論だけで済みました。

また事業の効率化ということで、事務所のあり

)iについても議論を玉ね、 58年度f罪で、北海道

総合事務所の設附が認められました。総合事務所

制度の評価は気になるところです。

また、総務課長在任中に 1i業団の10周年に当た

りましたので、記念 ’l~文も、思い出のひとつです。

10年史編簗、 10周年パーティ 1井］催、記念品配布な

どを行いました。

その時からもう 10年経ったのですね。

（元総務課長）

させたのは昭和56年 3月のことである。相次ぐ石油危機後の経済の低成長と国の財政赤字

に対処し、増税なき財政再建を達成するため、第 2 次臨調は行政•財政制度全般にわたる

兄直しを開始した。58年 3月までの 2年間に、わが国の行政実態を綿密に調査検討し、行

政制度及び行政運営の改善に1葵lする答申を 5回にわたって行った。

その内容は、嵩度経済成長の時代に構築された行政•財政制度を安定成長への移行とと

もに改革するため、財政支出の削減を中心としての行政機構の減鼠・削減による合理化で

あった。この答中をもとに国鉄、屯電公社、専売公社の民営化が実現された。

さらに、第 2次臨調は改革課題として特殊法人などの整理・合理化を取り上げており、

第 2次1泡調第 4部会がその検討に当たり、 57年10月から11月にかけて、閃係各省庁に対す

るヒアリングを行った。

建設省に対する所管の特殊法人の問題点についてのヒアリングは、 57年11月1OHに行わ

れた。そこでは、住宅、道路関係の各公団とともに、事業団の民間法人化について説明が

求められた。これに対して建設省の豊蔵一官房長から 「事業団の責務として行う事務には、

コンサルタント業務とは全く性格を界にするものがあることなどから、民間法人化になじ

まない」旨説明がなされた。その後、第 4部会内で審議が繰り返され、 58年 3月の最終答

l|Iにおいて特殊法人などの整理 ・合理化に関する提言が出されたが、事業団の民間法人化

は盛り込まれなかった。

56年 9月、公正取引委員会は建設工事の取引分野における競争を実質的に制限している

として、静岡県建設業協会ほか 2団体に立入調査を行った。57年 9月、 3団体に対して勧

告審決を行うとともに、 58年 3月には 3団体の会員111社に対して課徴金納付命令を行っ

た。いわゆる静岡談合事件である。この間、公共工事に関する発注疑惑がマスコミによっ

て大きく取り上げられた。
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業務改善計画と下水汚泥広域処理事業

内藤 勇

在職中の思い出といえば、業務改善計画と下水

汚泥広域処理事業に関わるものでしょう。前者は

公共4i業骰が抑制される一方で、小規模な処理場

の現場が全国的に拡散するという厳しい状況のな

かでの全社あげてのいわばQC活動であ ったとい

えましょう 。総合事務所や巡回施工方式がこのな

かから生まれました。全国の自治体への技術的支

援と採院性の確保という 二律背反的な要素を調和

させるために、本支社各部とも担当の業務点検を

迫 られました。下水汚泥広域処理事業は、事業の

今日的必要性はいうまでもありませんが、財源の

確保、下水道管理者の位罰づけ、事業団の性格等

整理すべき：ド項が多かっ たため、 当初やや難解な

イメージがありました。部長会議室でこの要請事

業の実施フ ローを各部 と詰めるなかで、建設協定

等の具体的手続きを確定していったものです。ど

ちらも、下水追という社全的インフラ整備を変動

するその時々の社会経済情勢のもとで、どのよう

に推進していくかという 問いに対する事業団とし

ての対応であ ったと思います。 （元総務課長）

この事件を契機として、 56年11月、建設大臣から中央建設業審議会に対し 「建設工事の

入札制度の合理化対策について」調査審議を行うよう依頼がなされた。中央建設業審議会

は57年 3月、審議項目のうち 「公共工事に係る入札結果等の公表について」のとりまとめ

を行い、関係省庁に第 1次建議を行った。58年 3月には、 ①契約方式、 ②予定価格、最低

制限価格等及び③使命審査等について第 2次建議がなされた。

事業団は このような状況のなかで57年 6月に入札結果の公表を、 59年 7月には指名停止

等取扱要領の改正を実施し、入札制度などの改善を図ってき た。

4 景気の動向と業務執行

公共事業が景気の動向に合わせ、景気対策の手段として 「促進」、「機動」、「抑制」とい

った所管官庁の指針によ って執行されるということについてはすでに触れた。

その視点から昭和56年度から60年度までの 5箇年間の暴気の動向についてみると 、初め

の 2年間が後退期、次の 2年間が上昇期、そして最後の 1年間が再び後退期となった。

まず、 55年 2月の景気の山以降、過剰在庫が表面化してか ら婿気は後退を続けた（第 2

次石油危機不況）。その後、石油輸出国機構 (0PE C)による原油の値下げ、レーガン米

大統領のもとにおけるアメリカの景気上昇による輸出の好調もあって、景気は36箇月 ぶり

に1!!]復した。58年 3月から60年 6月までの上昇局面がそれであ った。

しかし、60年 7月をピークに景気は再び下降の気配をみせ、 9月22日にニ ュー ヨーク の

プラザホテルで開催されたG5 （先進 5箇国蔵相 ・中央銀行総裁会議）によ ってなされた

ドル高是正の合意（プラザ合意）を契機として生じた急激な円高が、景気後退に拍車をか

けることになった。60年 9月 1ドル242円が63年 1月には120円45銭まで高騰したこともあ

って「円高不況」 といわれた。
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赤字決算と業務の合理化

t}丑‘火

昭和47年12月に出,,,)を命ぜ られ、セ ンター技術

部に勤務。それか ら＇l',菜lヽt[となり束ぶ支礼、本社

1こ務部と13年イi余奉職させていただいた。その間、

一貫して設備のあるべき姿、狸想を追い求めた毎

IIであ ったと息 う。

56年頃より）＇・菰枠厳 しく 、ゼロシーリ ング、マ

イナス シー リングが続 き、Illの中不況に。’li業［ヽtl

も業務の見 l'tしと合狸化を図るために、業務改仰

委員会がスター トした。

59年には決祁が赤ヤに。建設上＇ド の施工形態と

監督 ・検介体制のあり）jを議論、施図理業務の

一部を訥負業名の菜務の一端として位附付ける）］

策を採川した。

設備では工場検介の一部を民間委託に。

支社設計部1"lは職種別制か ら地域別制へ。

特殊な設備の設計には付託設計システムを消人

した。これは艮い勉強とな った。

今、 J'・葬と業務れしが増大し合理化を図るとの話

を間 ＜と、昔 IIの感を深めるも のである。

（元工務部次長）

政府はこの間、財政改革で歳出を抑制せざるを待ず、景気対策の手段も限られたものと

なった。娯気低迷と認識されていた56年度か ら58年度までの各年度の当初において、公共

事業については上半期に「促進的」な執行を図ることを閣議決定した。その上半期の執行

|」標を56年度70％以上、 57年度75％以上、そして58年度においても70％以上とした。

59年度と景気」ー．外局111iにあ った60年度当初においては、公共事業について上半期「機動

的 ・弾力的な施行」を図ることとして執行目標率は特に定めなかった。その後、円高不況

が明らかになるに至って、 60年10)-j及び12月に経済対策閣僚会議が 「内需拡大に関する対

策」を決定し、国］屯仙務負担行恥による事業骰の確保を図った。

事業団はこうした政府の方針に沿った建設省の執行指針を受けて、上半期の契約目標を

業務執行計両に定め、おおむね達成することができた。事業骰ベースの計画と実納は次の

とおりである。

年度
閣議決走 建改省執行指針 業務執1i,iI価 業務執行尖紐 備 考

(11({,f、II)

56 70％以 l •• 81％程度 81% 81% 促進的

57 75％以 1 •• 83％程度 83% 87% 促進的

58 70％以,_ 80％程度 80% 83% 促辿

59 80% 83% 機動的 ・りit)J的

60 80％程度 80% 79% 機動的 ・'；'ii)J的

5 設立10周年を迎える

昭和57年 11 月 1 「l 、 ’I~業団は設立10周年を迎えた。 理事長以下60名 (47年度末）でスタ

ートした事業団も、役職員779名と実に10倍以上の規模になっていた。
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設立10周年懸賞論文表彰 設立10周年記念植樹

この10年間 (47年度から56年度まで）において事業同は、受託建設業務において187箇所

の終末処理場などの建設を受託し、そのうち、通水した処理場は、 50年の沖縄海洋博開催

に合わせて建設された本部町浄化センターを第 1号として、全国各地に及び、 57年10月通

水の広島県宮島町の処理場をも って遂に100箇所に達した。

計画設計業務では延べ144件、技術的援助業務では延べ185件の業務を完了して地方公共

同体支援の実をあげていた。研修業務にあ っては実践的な研修課程を修了した8,299名の技

術者を世に送り出し、技術検定業務においては5,910名の合格者を数えるに至った。また、

試験研究業務では時代の先端をいく研究に取り組み、 64件のテーマを完了し、下水道技術

の発展を図ってきた。

設立10周年を記念し、「あすの下水道を考える」をテーマに懸買論文が一般募集され、吉

本国春氏（当時、環境庁水質保全局勤務）はか 4名が入選し、 11月 5日理事長より表彰が

行われた。また11月17日試験研修本部正門脇には記念植樹が行われ、埼玉県の県木「けや

き」が久保赳理事長の手で植えられた。さらに、地方公共団体など関係各方面への広報の

助とし、部内においても業務用査料として活用するため、 11月 1H『10年のあゆみ』(10

年史）が1:1J行された。

この年、事業団は建設省大臣官房の特別監察を受け、 57年 8月に建設大臣に意見提示が

なされた。提示意見は、工事規模の中小化に対応して、 ①施工管理体制の合理化などによ

る採罪性の確保及び②設計の標準化と積算業務の合理化を進める必要があるということで

あった。 58年 3月都市局はこれらに対して、提示事項の推進と検討を図るよう事業団を指

森する旨Iul答した。

それを受けて事業団はその後、総合事務所設置による巡1111施工管理、プレハプOD標準

図制定、事業団統一積算歩掛の作成、積算の電葬化などを行ってきた。
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59年6)-J16日、55年 6月から 4年間にわたって理事長の職にあった久保赳が退任し、新

たに大富宏が理事長に就任した。大富新理事長は計画局長を最後に建設省を退官し、本州

四IEI辿絡橋公団理事、同副総故を経て、 58年 6月に事業団副理事長に就任した後、理事長

に就任した。

第 2節 公共事業 「冬の時代」への対応

1 業務改善から一転経営改善ヘ

昭和57年 4月、事業団の角IllIじ経副理事長を委員長とする業務改秤委員会は次の 3点に

ついて検討した結果を報告し、業務改善についての提言を行った。

①効率的な業務執行のための職務分析調査

②設計業務の合理化

③技術開発の組織体制

これらの報告を踏まえて関係部），＇ iで検討した結果、提言の一部を具体化 し、北海道総合

’li務所の設置 (58年度）、支札設計体制の職種割から地域割への再編成 (59年度）、試験部

の技術間発部への移行 (59年度）などが行われていった（木節 2、第 3節 l参照）。

また、これらの報告では、今後のボ業団の事業鼠の仲びをゼロとする前提を附くなど厳

しい兄方をポしたか、財政難に伴う公共事業費の冬の時代が続いたことから、現実問題と

しても＇ド業団の事業環境はきわめて多難な状況になっていった 。

57年度は建設工事（国府補助対象）の事業計画1,325億円に対して1,255億円の執行に終

わリ、続く 58年度もまた1,350億円の計両頷に対して1,218億円程度の執行にとどまること

が ］’・想され、 58年 1月には、急速、経常改善研究会を設置した。ここに至り、事業団は従米
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意識の改革（受動から能動姿勢へ）

島田 一功

‘‘頼まれた仕事をする”ことから生じる事業団の

持つ仕事への受動的姿勢から、主体的 ・能動的姿

勢への脱皮のために我々の取り組んだ 4点セット

は、次のとおりであった。

(1) 事務手続きのマニュアルを作成し、交代職員

の不馴れから生じる無駄を徹底的になくす。

(2) 総合事務所では設計と工事の両方を担当する

が、 早期発注 （従来は 7~ 8月を 5月発注）を

実施することにより 1年間 ・12箇月を有効に使

えるような事務の流れを作る こと。

(3) 委託都市会議を設け、事業団と委託都市との

信頼関係を強め、お互いの意思の通う仕事ので

きる関係を作る こと。

(4) 委託都市に喜ばれる仕事をすること。

小森庶務課長と二人三脚、段々の理解を得て、

当時の大型補正、事業費の大幅な伸びによる倍

増した業務に耐え切れたのは、この意識の改革

と、みんなで札幌マラソンで培った気カ ・体力

によるものであったと思う 。

（元北海道総合事務所長）

の事業量の増大と定員増を前提とした積極的な経営構想から、一転して事業量縮減を考應

した経営の検討を行うことになった。主なテーマは定数の見直し、合理化、事務費率の改

定、新規業務の開拓などであった。

幸い、58年度の受託勘定の赤字決算は回避されたものの、翌59年度には、建設工事の執

行額は1,162億円とさらに縮減し、ついに受託業務について 1億8,600万円（繰入前収支差）

の赤字決算を余儀なくされた。

この苦境脱出のため、 60年 3月から 6月にかけて 6回にわたって大富宏理事長をはじめ

全役員、全部長及び支社長をメンバーとする役員懇談会を開き、対策を検討した。その結

果、 60年 6月11日には「長期業務運営指針について」を役員懇談会で決定し、①60年度以

降年率 2％程度の事業喪の伸びの確保、②65年度までの70名程度の削減、 ③管理諸費率の

見直しなどを定めた。 ところが、 60年度に入ると、国の当初予算で下水道事業費の増額が

図られ計画額は1,370億円と微増だったが、執行額は1,310億円と回復した。続く 61年度と

62年度は、 景気対策の観点から、当初予算に加えて補正予算で公共事業費の増加がなされ

た。このため、 事業団の事業背実績も再び好転し、確実な増加傾向を示すようになり 、経

営収支に関する限り、 「長期業務運営指針について」 の決定の背景は雲散霧消した。

しかし、この当時の経営上の危機意識は、永く 事業団役職員の記憶にとどまり、その後

の事業団の堅実な経営を推進する要因となっている。

2 受託事業の掘起しと執行体制の合理化

この時期、 事業団は受託事業の掘起しと執行体制の合理化に取り組んだ。

経営環境が悪化し始めた昭和57年 5月、事業団は受託事業の推進を図るために受託事業

推進会議を開催して57年度における受託事業の伸悩み傾向は58年度以降も続くとの認識に
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北海道総合事務所開所式

立って、その対策を検討した。

その結呆、その下部組織として、業務部長を 中心とする連絡会を設置し、受託業務の租

極的な拡大とその実施体制を整備した。連絡会においては、受託情報の収集 ・整理、業務

拡張重点箇所の選定及び出張計画の調整を行い、結果について受託事業推進会議に報告す

ることとし、積極的な実施に結びつけていった。

北海道においては広範な地域に点在する小規模の受託事業が増加し、事業団はそれに対

応するために、 58年10月 1日をも って、道央工事事務所と北海道工事事務所を統合し、札

幌市に北海道総合事務所を設置した。ここでは、 事務所から 出張により工事監督を行う巡

匝監督方式を初めて採用した。後にこの巡回監督方式ば受託工事箇所の増加に伴い他のエ

事事務所においても広く実施される ことになる。

実施設計業務は58年度までは、束京、大阪の両支社の設計第一課、設計第二課、建築課、

機械課及び電気課の各担当者が受託箇所ごとにプロジェクトチームを編成して行ってい

た。この実施体制は、同一職種の職員が同一課内に配附されているために、専門分野ごと

の技術情報の共有化、 設計方針の一元化が容易である反面、受託施設の基本的な設計方針

を各専門分野ごとの設計へ有機的に反映させることが難しいという欠点があった。そのた

め、設計に対する一貰した責任体制が不明確となる恐れがあった。

このような問題点を解消するとともに増加が予想される実施設計業務に対応するため、

従米の職種別の組織体制から受託箇所に応じた担当地域別の業務体制への改組が行われ

た。大阪支社では59年 7月 1日から、東京支社では10月 1Rから改組 ・再編成に踏み切っ

た。改組後の設計第一課から第五課までの各課には、土木、建築、機械及び電気の各職種

が配附され、それによって、実施設計を担当地域ごとに一貫して担当する ことになり、責

任体制の明確化と委託団体の窓口の一本化が図られた。
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赤字解消対策とエースプラン

中川 幸男

2度1」の1i業団勤務は、昭和60年から63年まで

の約 3年間でしたe この60年という年は、市業団

にと って忘れられない年でした。と いう のは、事

業団創立以米初めて赤字決算となった年であった

からです。杓任早々から、赤字解消対策に追われ

慌ただしい毎IIでした。新規受託事業の掘起し、

事業団内部の業務改善、人員配匹の兄直し、経営

安定化のための新規事業の創設など、この時ほど、

事業団の使命を果たすために、どう事業団という

組織を運営していくべきかを議論した時はないの

ではないでし ょうか。

事業団全体の 1年間の苦しい努力の結果と受託

事業の増大により、赤字は解消できましたが、根

本的な問題点は短期間で解決できるものではあり

ませんでした。しかし、そのなかからエースプラ

ンという新ボ業が誕生したことは、千想外の大ヒ

ットであったと思います。

現在、エースプランは大きく成長して事業団に

なお、大阪支社は設計第五課が61年度に事業部建設課に振り替えられた結果、設計は四

課体制で実施している。

3 設計基準の再編成と技術情報管理システムの始動

昭和55年度からは、新しい技術的知見に基づく設計碁準の見直しとともに、各設計部門

別の加除式分冊製本や機械設備標準仕様書の分離などを実施し、設計甚準の再構成の作業

を開始した。従来の設計基準が制定年度ごとに製本されていて内容の検索の利便に欠けて

いたからである。基準類の内容の構成も「設計基準」、「設計指針」、「設計要領」などに区

分して、厳守事項、道守事項、参考査料などの定義づけが行われた。こうして、設計基準

の体系化が図られた。

53年度から開発を進めていた技術情報管理システム ・スティックス (STICS) は、

56年 6月 1「l付でマイクロフィルム文書取扱規程と技術関係資料取扱要領が制定され、い

よいよ本格的に始動した。これによ り、事業団が実施した計画設計と実施設計の成果品、

建設工事の完成図書などが、マイクロフィルムと技術資料台帳の形態で系統的に収集 ・保

管されるようになった。「STICS」は当初、計画部計画課で運用されていたが、 59年 4

月にエ務部工事検査課が工務部技術管理課へと改組されたのに伴い、その運用も技術管理

課へと引き継がれた。

しかし、実際には「STICS」を運用してみると、記入方式が煩雑であったり、スム

ーズな引継ぎが行われないなどの不備が明らかとなり、 62年度 (1987年）には、検索、活

用しやすいシステムヘと改善が行われ、新たに「STIC S'87」として、 63年度から運用

された。現在はさらに収集すべきデータ項目など、「STICS」の運用の改善について検

討が続けられている。
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とって中心の柱となる＇卜業にな っていますし、受

託 ＇lり梨も1立近ば快調の様:r-、ゞ｛ばしいこととお祝

いl|lし1．げます。今後もますますの発版をお祈リ

いたしておリます。 （元計画部長）
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スウェッツ説明会

小業団か‘火施する建設主卓ドの発注設計柑作成業務を効率化するために、 55年度から開発

されていたコンピューター埒入の柏邸援助システム ・スウェッツ (SWEATS)の最初

の説明会が、 58年 4J J 2711と2817の 2日間にわたって、日本アイ ・ビー・エム（約のデータ

センターにおいて丈施された。束以、大阪両支社の設計担当者20名が参加し、 土木工事の

代価システムの概娑、利川方法の説JIJjとその実習を行った。「SWEATS」は、データシ

ートによる一方向バッチ方式により、 I BMのホストコンピュータ ーで涸罪し、結果がア

ウト プッ トされるものである。59年度から 山形、埼玉、愛知、岡山、 愛媛の 5県で 「SW

EATS」の試行が1}｝l始され、プログラムの改良、機能の追加及びシステムヘの習熟など

を行いつつ、 62年度まで試行が続けられた。そしてこの間に、システムの数多くの問題点

の抽出、改苦を行った。その結果、特に各県の歩掛変更に伴う柏鉢基準テ，.ータベースの更

新に相‘りの作業時間と＇伐川が必要であることが判明した 。これを解決するために、土木歩

掛を統一する方策がさまざまに検討され、 63年度にようやく統一歩掛が制定された。こう

して「SWEATS」は平成元年度から正式な述用が開始された。

その後のコンピューター技術の拷・しい発展を背梨にして、より簡便で実用性の高いシス

テムヘの改苦を行った結果、あらかじめ作成された省略単価をフロッピー化 し、パーソナ

ルコンヒューターにより、対話形式で設計習を作成する方式を 3年度から砕人した。

4 通水100箇所達成と主な事業

事業斌足踏みの時代ではあったが、 昭和57年度には発足10年にして通水した 卜水処理場

数は遂に100箇所に逹し、技術開発についても、高度処理、 回分式OD法、 iii化ガス発電設

備、コンポスト 化設備などを実視してい った。また、 施工法においても 沈設工法による下

水処即場の建設、大ItJh(lii)ビ水加圧シールド工事の完成、 相次ぐ全建買の受買など、技術的

87 



第 4章 緊縮財政に揺れた試練の時代

宮島水質管理センター 滋賀県琵琶湖流域下水道湖南中部浄化センター

には決して足踏みの時代ではなかった。

広島県宮島町は、厳島神社で有名な広島湾西岸に位置する島で、ー島で行政区域を構成

している 。 島全体が自然公園法の特別地域、文化財保護法の特別史跡 • 特別名勝、さらに

都市計画法の風致地区に指定されているため、下水道施設も景観上の制約を受けた。事業

団は54年度に宮島町から宮島水質管理センタ ーの設計・建設工事を、施設規模5,000m'／日 、

事業費約18億円で受託 した。

水質管理センターの施設は最観、とりわけ厳島神社との調和を配慮して、寄棟造 りにす

るなど造型的にもふさわしいものとし、 57年度に通水、完成させた。事業団が通水させた

100箇所目の下水処理場であり、同年度は奇しくも事業団発足以来10年目に当たる。

この時期には、次のとおり新技術の開発と実用化が行われている。

＊活性汚泥循環変法の実用化

琵琶湖の富栄養化の主因物質である窒索 ．燐の人為的発生源に対し総合的な削減対策を

行い、その流入量を減少させる趣旨で54年10月琵琶湖の富栄養化防止条例が公布された。

このため、滋賀県琵琶湖流域下水道湖南中部浄化センターは、全窒索で20mg/P,、全燐で

1 mg/ P,の排水基準を全うせねばならなくなった。それによって、事業団はすでに53年度

から受託して建設中であ った標準活性汚泥法の処理施設を、高度処理施設へと改造するこ

とを迫られた。事業団の試験部はかねてより建設省と滋賀県からの委託でほぼ 6年間にわ

たって 「下水の高度処理技術の開発調査」に取り組んでいたが、いよいよその成果を全面

的に活用する ことにな った。この浄化セ ンターは57年度に完成し、活性汚泥循環変法を迎

入したわが国最初の下水処理場となった。事業団はこの処理場について56年度の全建買を

受賞した。

ちなみに、 この間、下水道事業を含む琵琶湖総合開発に対して住民訴訟が行われていた
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近江八幡市沖の島浄化センター

ため、処理法に対しても慎重に検討され、当時の栗林宗人試験部長は法廷において下水処

理法の妥当性を証言 している。

＊回分式OD法の導入

同じ時期に事業団は滋賀県近江八幡市沖の島浄化センターの設計 ・建設工事を受託した

か、ここでは事業団初の阿分式オキシデーションディッチ法 (OD法）を採用した。沖の

島は琵琶湖に浮かぶ周岡12km、面積150ha、人口630人の小さなi魚村で、島にはし尿処理施

設などがなく、島民はそれぞれ肥桶に入れて船で対岸の農地に運ぴ、処分していた。この

ため島には嫁に米る人がいないという話もあり、生活改善の一環として近江八幡市の市街

地よリ 一足早く下水道を整備することになった。

沖の秘浄化セン ターは琵琶湖の富栄養化防止条例により、放流水の窒素・燐濃度の規制

を受けていた。また、小規模処理場でかつ離島であるところから、維持管理費を低廉にし、

運転管理も容易なものとするなどの制約条件かあり、それに最も適した処理法として、回

分式OD法を採用することにしたのである。

運転に際しては、生物学的硝化・脱窒を確実に行うため回分運転とし、硝化と脱窒を交

互に行い、燐除去については凝集剤をディッチ内に直接注入して処理するというわが国で

は他に例を見ないものであ った。施設は、54年度に着工 し、建設地が島であ ることから、

資材、機材、労務などがすべて湖上輸送になることに加え、冬季の厳しい気象条件などを

克服しての工事施工であった。57年度には事業骰約 3億円で210m'／日（全体計画420m'/

日）の施設が完成した。この施設もまた、優れた施設設計と困難な工事の完遂を評価され

57年度の全建質を受買した。

＊汚泥コンポスト化施設の完成

下水処理に伴って発生する汚泥を、資源として有効利用する方法の一つとして、汚泥の
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日立市滑川処理場汚泥コンポストプラント

コンポスト（堆肥）化がある。55年度、茨城県日立市は、汚泥を自然の循環サイクルに乗

せ、資源として有効利用するため、汚泥 コンポス トプラントを建設することとし、その設

計 ・建設を事業団に委託した。

受託した施設は、設罹された装囲が立型多段落し戸式と呼ばれるもので、発酵槽は10段

で構成され、添加物として破砕樹脂（バーク）を混合して 3日ないし 4日のサイクルの切

返しで、35日間で発酵させるというものであ った。

施設そのものは添加物を含め40m3／ 日の処理能力を有し、 事業費約10億円で57年度に完

成した。

＊消化ガス発電設備の導入

消化ガスの利用については、すでに欧少11に多くの消化ガス発電の事例があ ったが、わが

国では消化タンク内汚泥の加温用熱源、汚泥焼却炉、乾燥炉の補助燃料として利用 されて

いるだけであ った。 しかし、種々の実験や調査から消化ガスの廃熱を高効率に利用 してガ

ス発電を行うことにより 、下水処理場での需要電力のほは30％を賄えることが明らかにな

った。

そこに注日した沖縄県は省査源 ・省エネルギーを目的として中部流域下水道那覇下水処

理場において、常用の消化ガス発電設備の建設を事業団に委託した。

事業団試験部は、 「沖縄県中部流域下水処理場における消化ガス発電に関する技術調査」

を、 55年度と56年度にわた って受託し、計画 ・設計諸元などを明らかにした。これを受け

て、58年度か ら建設工事に着手し、消化ガス発電機 (410PS、270kW)1台と廃熱回収に

よる泊化タンク内汚泥加温設備 l式が59年度に完成し、稼働した。ちなみに、 60年度当時、

那覇処理場で必要な電力の約13％がこの消化ガス発電設備で賄われていた。

＊下水処理場の沈設工法による施工
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沖縄県中部流域下水道那覇下水処理場消化ガス発電設備

この煩、伯'9|iI'，l限熱洵・Ihでは熱洵後楽I点lホテルの地ドに設けられている第 1浄水竹手1［セン

ターの堺成のため、第 2浄水怜狸センターを建設することにな った。 ところが適‘片な処理

場JIJ地が兄つからす、やむなく後楽園ホテルの前の海而を埋め立てて建設することにな っ

た。 しかし、そのためにホテルの命ともいうぺき眺叩や梨観を柏なうわけにはいかず、設

社施 ！―．には）j令の配｝恵が求め られた。

’li業 1ヽtiではさまざまな施 I：法の検討に人ったが、最終的には、__[期の短縮と建設に伴う

公‘'りの抑制などを与I恵して、含/i1lj殻鉄筋コンク リー トケーソン沈設工法を採）廿することにし

た。この 「法は辿船］所のド ックとi怜墜で下水処耶施設船体を製作し、それをタグポー トで

現地まで曳航した後、あらかじめ現地に構築しておいた基礎の上に沈設するというこれま

での 卜水道［：ドでは発想されなかったt法であ った。

この ［法の採川に‘191つては、＇ド業 団内でもさまざまな懸念の表明や議論がなされたが、

lヽ,111炉の中本ポ計画部奴、 仲内季彦束ぶ支社長らの技術陣の決断によ って実施に移されたも

のである。

さらに、 t木構築物への軽凧コンクリー トの使JIJ、プレストレス コンク リー ト部材糾立

方式による建築 I士せの建設、あるいはまた、 ド水処理施設のコンパク ト化など、数々の創

怠［火と間発か行われた。こうして56年12月の杵エから23筒）lで沈設を完 rさせて処理施

設の地ド部分を完成させ、 60年5月に第 2浄水管狸センターは無半に供用開始とな った。

この丁．法は離島やItii，海部などで類似の間題をかかえている地域での処理場建設にきわめ

てイi効な 丁法であるとして、 60年度の令建判と上木学会‘i’tを猥得した （第 2編第 1咲第 2

節 4の(2)参照）。

ところで、熱海lli第 2浄水怜FI1センターの建設に ‘1,1たって、熱海市と熱海後楽園ホテル

の間で紛争が生じ、 「． ＇ドが f•定どおり行われるかどうか危ぶまれたことがあ っ た。 ‘1,' 時の
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熱海市第 2浄水管理センター 東京都南部汚泥処理プラント連絡施設

状況を中本至（当時・建設省公共下水道課長）は次のとおり述べている（季刊 『水すまし』

No.68)。

「熱海後楽園としてみれば 『海を臨んだリゾートとして売り出したのに、役所側は妥協点

も兄出さぬままに強引に者エした』 と言うのである。

この争いは、 もし 『浮上式処理場の本体の鋼殻函体を曳航してくるなら、住民は筵旗を

立てて抵抗する』 という情報と、 『政治的介入がある』 という替告が入ってきたのである。

私が昭和56年 6月、建設省の公共下水道課長になってからしばらくして、内田熱海市長

が訪ねてこられた。そして 『このまま裁判ざたが続き、政治介入があればお互いに損失で

あり、また昭和60年内の通水が間に合わぬので、調停に入ってほしい』と要請されたので

ある。

その後、熱海後楽園と 51叫にわたり、東京あるいは現地で打合せを行い、親身になって

後楽園側の言い分も間き、補恨なども含めて、熱海市と全ての点で合意点に達したので、

両者の弁護士を呼び、訴訟の取下げを了解してもらったのである。

幸いにして、熱海後楽園側 も熱海市の観光環境や熱海港の水質保全を常識的に考えて、

裁判の長期化を避けてくれたのである」

＊大断面泥水加圧シールド工法による海底部連絡渠の貫通

55年度に抒工した束点都南部汚泥処理プラント連絡施設は、日本最大の下水処理場であ

る森ケ崎水処理センターと南部スラ ッジプラント間の約3.3kmを結び、送泥管、送水管、排

水管などを収納するために計画された海底連絡施設である。この連絡敷設は、森ケ崎及び

芝浦処理場で発生する汚泥のうち、計 2万9,700m'／ 日（含水率98.5%）を、南部スラ ッジ

プラントヘと集中処理するために送泥する施設である。外径9.5m、仕上がり内径 8mで、

施工部分は京浜運河の中央部を通るため、ほぼ全線が海底に築造された。工事は路線を 2
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一 一石巻市東部下水処理場

、．
栃木県巴波川流域下水道巴波川浄化センター

分割し、両端の立坑から大断面泥水加圧シールドエ法により掘進し、中央部で海底結合す

るという両期的なものとなった。しかも、軟弱地盤での施工であり、下水道事業はもとよ

り、他の事業においても過去にあまり例のないものであ った。55年度に着工し、建設骰144

億円をも って59年度に完成した。

＊全建賞の受賞

この期間、 4i業団か受託した設計・建設工事は毎年のように全建買を受賞してきた。す

でに述べたもののはか、受牧したものとしては、石巻市東部下水処理場（宮城県）、栃木県

巴波）1|流域下水道巴波川浄化センター、烏取県天神川流域下水道天神浄化センター、大分

市）｝；i）II処珊場がある。

宮城県石巻市束部下水処理場は、下水に高濃度の水産加工排水が含まれるため酸索活性

柑泥法を採用したこと、地姦時の砂地盤流動化対策などが評価され、琵琶湖流域下水道湖

南中部浄化センターとともに56年度の全建賞を受賞した。この施設は52年度に工事に着手

し、 56年度に完成した。受託した施設は 1万而／n（全体計画 2万而／ 日）、 事業骰約65億

円であ った。

栃木児巴波川浄化センターの特徴は、省査源 ・省エネルギーという時代背景のなかで、

エアレーシ ョンタン クの散気方式に全面曝気方式を採用して消骰電力の軽減を図ったとこ

ろにあ った。工事面においても地下水の異常湧水、周辺の井戸枯れ、建設査材の搬入道路

の制約などを克服し、周辺環燒との調和に留應して、臭気、騒音、振動などにも万全を期

したことが評価され、近江八幡市沖の島浄化セ ンターとともに57年度の全建貨を受けた。

受託し た施設は、 53年度に許エし、 58年度に完成し、処理能力 1万5,000m'／ 日（全体計画

4万2,000m'/11)、事業骰約47億円であった。

砂取児天神川流域天神浄化センターは、 58年度の全建貨を受貨した。砂丘の飛砂対策等
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鳥取県天神川流域天神浄化センター

周辺環境との調和、初期対策の配應等が評価されたものである。

大分市原川処理場は、処理能力 2万6,000m'／日の施設である。 問題は市街地に立地する

ため用地を十分確保できないという制約であった。そこで、事業団はできるだけ施設をコ

ンパクトにするため管理本館と沈砂池ポンプ棟を合棟にし、水処理施設にも技術評価を行

った省面積型の純酸素活性汚泥法を採用した。沈殿池も同じ理由から、 2層式の構造をと

った。酸素活性汚泥法施設であるため、コンクリートの耐食性向上に配慮して、 富配合（強

度270kg/mりのコンクリートを使用し、また、クラ ック発生の低減、水密性の向上などQ

C活動を活発に行い、 60年度に完成させた。こうした一連の努力が評価さ れ、 60年度の全

建貨の受賞となった。

第 3節 技術開発部門の強化と技術的援助の充実

1 技術開発元年と共同研究

先にも触れたように、国の財政事情は昭和56年度からの数年間は緊縮予算が組まれるほ

ど厳しく、下水道事業も他の公共事業と同じく事業骰の伸悩みに遭遇しなければならなか

った。

しかしながら新しい技術の開発に対する要請は一段と強く、事業団も従来にまして強力

に技術開発を促進する姿勢を示した。

まず、施設の整備・拡充が推進された。58年 9月14「lからは試験研修本部（現 ・技術開

発研修本部）構内に鉄骨 ・軽irkコンクリート構造、建築面栢900m'、延面積1,596而の総合

実験棟の建設に着工し、翌59年11月15日に完成させた。総合実験棟においては、設備相互

の有機的結合が図 られ、隣接する埼玉県荒川左岸南部流域下水道荒川処理センターか らパ
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大分市原川処理場 総合実験棟

イプによって下水とi―Iji)訟の提供を受けられるようになっており、パイロットプラントを用

いた多角的な実験が可能にな った。 また、外気・水温などの屎境条件を人為的に制御でき

るうえ、雨天時の調査も叶能となった。従来は、技術評価のための調杏は実際の建設施設

を川いて行われていたが、これによ って、パイロットプラントによる調杏結果を碁にした

技術評価が可能になり、評価対象技術の拡大、評価期間の知縮か図られることになった。

建設伐には試験研修施設等拡充準備金から 3億6,975万円が充てられた。

59年度においては「試験部」を「技術開発部」へと名称を改めるとともに、技術評価担

lヽ,1の総括主任研究員を賄き、技術間発とその実用化をより積極的かつ強力に実施すること

にした。 まさに「技術開発元年」と呼ぶにふさわしいはど、技術1}fl発体制を増強した時代

だったのである。

さらに、民間活力の活川という、いわゆる「民活」の時代を背梨として、事業団は官民

共同の技術開発にも積極的に釆り出した。59年 8月には共同研究規程を定め、「共同研究」

では、ボ業団の業務で活川できる汎）Il性、実用性の嵩いテーマを頂点的に取り上げていく

ことにした。

初年度に当たる59年度は、小規校向け下水処理施設の開発について（共同研究者・（ネ0日

本卜水道施設業協会）など 3テーマに取り組んだ。平成 3年度木現在までの実施テーマは

累計16件に上っている。

共同研究規程の整備と並んで、特許など工業所有権についても規程の整備を図った。事

業団職員による技術開発の奨励、慈欲の向上を図るとともに、共同研究の促進、事業団や

共同研究相手の権利の保護という観点から、昭和59年 7月に「n本下水道事業団特許取扱

規程」を制定し、職務発明に関する発明の届出、特許権の帰屈や登録などについての取扱

いを定めた。
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回転生物接触法技術評価委員会第一次答申

平成 2年度末現在、職務発明による特許は出願中のものを含めて17件、実用新案は 4件

に上っている。

これらの改革に精力を傾けた栗林宗人技術開発部長は、 61年 3月退職した。

2 小規模処理場の技術開発など

昭和50年代に入って急速に拡大しつつあった小規模な下水道施設に対する調査研究・開

発は年を追って活発化した。なかでも「回転生物接触法」と「オキシデーションディッチ

法」 (OD法）は、小規模処理場に最も適している技術として50年代前半から研究が進めら

れていた。

匝転生物接触法は53年11月に技術評価委員会から、事業団理事長に第一次答中が出され、

その後、 3箇所の実施設における調査結果に基づき、 57年12月、その除去特性、特徴、経

済性などについての第二次答申が報告された。計画部では、この答申を受けて設計指針化

の作業に入り、 59年 4月に「回転生物接触法設計指針」を制定した。事業団が建設した回

転生物接触法施設は54年度に通水した長野県野沢温泉村、福井県永平寺町、愛知県岡崎市

をはじめ、平成 3年度末までに10箇所に上っている。

OD法は日 本での実紐も少なく、 処理機能も明確でなかった。そのため、 57年12月に理

事長は技術評価委員会に 「オキシデーションディ ッチ法に関する技術評価」についての諮

問を行った。これを受けて、技術開発部ではその運転性能、処理特性、運転管理性及び経

済性などの調査を実施し、技術評価委員会はこの調査結果を審議し、 58年10月に、まず、

有機物に関する第一次答中を行った。これに引続き技術評価委員会は60年 9月に、有機物

除去だけでなく、窒索除去特性、設計手法、維持管理などについて、第二次答申を行った。

計画部は、これを受けてOD法の設計指針化の作業を開始した。
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琵琶湖水質保全のための高度処理の調査

柏谷 衛

’li業1ヽtl受託の最初の高度処理施設が滋賀県湖南

中部浄化センターに建設されることになり、昭和

49年より 54イトまでの間、大津I|i|｝、］でパイロ ットプ

ラントを］llいた尖験が行われた。この調杏により

活性汚泥循環変法の適用が最 も効呆的、経済的で

ある ことかわかリ、さ らに埼 I;．県姫川／1：岸浄化セ

ンターの2次処狸施設 l系列を1{,i川して、フォロ

ーア ップのための実験が2年間紬けられた。

本変法の施設設計では、大阪支社と試験部とで

炭市なる打合せを行った。この議論の中味は1及lIIlj

の 卜水の有機物、栄促塩類の負荷変動から始まり、

{i)/)J学的）又｝，心論、タンク内の混合と1党拌、硝化液

の追送、施設の制御）j法まで多岐にわたった。

晶度処理施設は箪名が辿職してから1共）IIを開始

したが、処理効率、設備などについて満足すべき

成呆が得られた と1Ulき、 当時の担当諸氏の努））が

報い られたと始しく，息っている。 （元試験部長）

小規模下水処理場のあり方、これに適したプロセスの選定などについては、 54年度以米、

技術委員会において本格的に取り組んできたが、 58年 3月にはその集大成として「小規模

下水処理場設計指針（案）」を作成した。この指針では小規模の定義を 1万8,000m'/n以

下とし、処狸方式として標準活性汚泥法、長時間曝気法、 OD法の 3方式を定めた。加え

て、指針とともに小規模処耶場川の「標準設計図集」 (600-1万8,000m3/Hを20段階に分

割したもの）を作成して、より合理的な設計と設計の省力化 を1廿指 した。

「小規模下水処理場設計指針（案）」は、平成 3年 3J-jに改訂され、 小規模の定義を5,000

而／ 日以下、人日 1万人以ドとし、さらに処理方式としてこれまでに技術評価がなされた

プ ロセスや、あるいはまた、すでに実用化されているプロセスなども加味して、 9方式が

盛り込まれた。

小規模処耶場に関する技術のはか、次の技術評価・技術開発を行った。

酸索活性汚泥法については、すでに50年度、 53年度にそれぞれ第一次答申、第二次答巾

が出されていたが、さらに、 56年 6月には第三次答中が出された。計画部はこれらの答中

を受けて、指針化の作業に人り、 59年 4月には 「酸索活性汚泥法設計指針」を作成した。

下水氾泥を肥料や有機資材として利用しようとする研究は、下水道事業センターの試験

所時代か ら継続して実施されてきた。これらの研究は、汚泥コンポスト化技術のソフト面

だけでな く、装箇的なハード面か らの調査研究へ と発展してきた。その結果は、 60年 9月

に出された技術評価委員会の報告や63年10月の設計指針の作成に布効に活用された。

この研究の過程を論文にまとめた森忠洋は束北大学より t群士号を授与された。

3 新たな技術的援助とアフターケアの充実

事業団はまたこの時期、委託団体の強い要請に応えて 「常駐型維持管理」の技術的援助
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信濃川下流流域下水道新潟処理場

の実施に踏み切った。維持管理の技術的援助については、昭和50年度に終末処理場の運転

開始に伴って実施して以米、毎年続けていた。ところが、それは原則として現地 3日程度

の短期的なものであ ったことから、委託団体の間には、せめて維持管理技術者が旋成され

るまでは事業団職貝が現地に常駐して、技術指舜をしてほしいという要望が強くなってき

がし-0

そうした要請に応えて、 55年度には新潟県の信濃川下流流域下水道新潟処理場において

業務部援助課分室を設甜して、堺好雄らを駐在させ初めての常駐型維持管理の技術援助を

実施した。試行的なものであ ったが、それ以降、事業団は原則として初めて供用開始する

流域下水処理場及び高度な技術力を必要とする処理方式などを採用した下水処理場を対象

として毎年 1~ 2筒所において実施してきた。平成 3年度末までの実績は、 6県 9流域下

水処理場に及んでいる。

事業団は受託して建設した終末処理場やポンプ場施設などを引き渡した後に、委託団体

が円滑に維持管理に移行できるように、また、維持管理で得た知見をそれ以後の設計 ・施

工に反映させることを II的として、事後点検、初期運転技術指導などのアフターサービス

を実施してきた。

事後点検は、すでに52年度から実施してきたが、 56年度にはその運営要領が定められ、

制度化された。同運営要領は、事後点検の内容を終末処理場等の施設の運転及び保守状況、

水質管理状況、さ らには、維持管理の効率化に関して現地で調査を行い、委託団体に対し

て適切な助言 ・技術指砕などを行うというものとすると定めるとともに事後点検の結果、

収集整理されたノウハウなどは、以後の計画、設計、施工に反映させる旨明らかにしてい

る。

57年度から初期運転技術指群の実施が開始された。それまでも、初めて終末処理場を供
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山鹿市の災害復旧を支援

昭和57年 7J J 2311から24IIにかけての集中菜I:ll

は、長崎市で538mm(/1が1!il蔽人:153mm)、山鹿1h（態

本県）で351mm (II 、Ir|l:li成人•5 1 mm) と未行有の雨批で

あり、）しナl・Iを中心にh|irIiの根幹的施設であ る下水

道施設にも多人の被，りをりえた。なかでも、山）鹿

市終末処理場は、最初沈殿池とエアレーシ ョンタ

ンクの上部を除き仝1(1i冠水し、約 41意1月の被古と

なった。このため、 7月2711には山鹿rh及ぴ建設

省から串業阿に対して災，h伐 ILI支援の要請が，＇1]さ

第 1編総論

れた。これを受け、当時の辿山啓且1じ11はただちに

山JJ.も1Iに対し栢極的に復1「I対策に11,I，)Jすることを

'"し人れ、濱宏大阪支社長を 中心に救援対策会議

を成けた。支援活動は翌2811から開始され、 8月

12 IIまでの16日間、本社、支札、工事事務所及び

閃係請負業者との昼夜を1iilわない共同作業を行っ

た。こうして、処理場の機能役Jじのための応急復

III L41と災害杏定設計苦の作成を、 f想以上に短

期I:：l、かつ経済的に行うことができた。

川開始する地方公共団体は、維持管理の担当職員を事業団の維持管理研修に参加させ、技

術の取得・向上に努めてきた。しかし、運転開始に際しては維持管理の実務経験がないた

め、戸惑いなから試行錯誤しつつ行われることが多かった。そこから、初期運転時におい

ても事業団による技術指導を望む声が多くなって いたのであった。

この技術指心は、維持瞥理について未経験団体の終末処理場を対象として、初期運転時

に事業団職員を事業団の費用で現地に派逍し、当該団体の職員を直接指導するものである。

終末処理場の適切な供用開始、水質管理など維持管理への円滑な移行を図ることをその目

的として実施したのである。

それはまた、建設から維持管理まで、委託団体との信頼を深めるうえで大いに寄与して

いる。

4 補修工事の制度化と保証工事の実施

事業団は昭和56年度において 「補修工半実施要領」を定め、工事保証引当金に基づく 補

修工事制度を実現した。

補修工事とは、事業団が受託して建設した施設の不具合なところを補修するための工事

で、一定の条件が協jたされたものに対して事業団の費用で実施するものである。それまで

は、事後点検において、当初に予期することができなかった施設の機能上の不具合なもの

について指摘される場合があっても、予鉗的措箭がされていなかったことから、十分な対

応ができなかった。補修工事制度は、工事保証期間を経過した施設に係る過去の積立金を

還元するという方法に代えて、補修という形で、広く委託団体の要請に応えようとするも

のである。補修」ご半として採択すべき工事は、事業団が受託して建設した施設のうち、引

き渡した「lから2年を経過していない施設に生じた機能上、あるいは安全保安上の不具合
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水没した山鹿市下水処理場管理本館 研脩生 1万人達成記念植樹

を補修するものであ った。これらの不具合は、事業団と施工業者の責任に属さないもので

あり、それを補修することにより施設の機能の回復などを図るものである。この制度は平

成 2年度に支出限度額が増額され、より一層の充実が図られた（第 2編第 1章第 6節 3参

照）。

保証工事制度は、 52年度に工事保証引当金取扱要領が定められて制度化されたが、同要

領はその後 4回の改正が行われ今日に至っている。

保証工事とは、工事の施工に伴って生じる損害又は完成 した施設に係る瑕疵の回復を目

的とする補修などの工事のことをいい、事業団が地方公共団体から建設の委託を受けた終

末処理場などで、工事に粁手した日から施設の引渡しの日に 2年を加えた日までの期間に

生じたものを対象としている。

56年度、初めて鹿児島市南部処理場の処理施設の腐食に対し保証工事が適用された。そ

の後、 中野市中野浄化管理セ ンタ ー（長野県） の流入管渠施設の損傷 (62年度）について

保証工事が行われ（第 53筐第 3節 4参照）、平成 3年度までに適用された事例は合計 2件に

なっている。

第 4節 研修生 1万人逹成と各界との交流活発化

1 研修生 1万人達成

昭和47年センター発足と同時に始まった研修事業は、施設 ・体制の整備と相ま って順調

に推移し、 12年目の58年 8月29日の終了式で延べ 1万人の研修生を送り出した。

1万人の内訳は、実施設計コースで62%、維持管理コースで22%、残りがその他の 3コ

ース分である。実施設計の割合が高いことが目につく 。研修生 1万人達成を記念し、 58年
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厚生棟
WPCF名誉会員の表彰
を受ける久保理事長

9 J=J 3日には東洋大学荻原国宏教授の記念講演、同13日には久保赳理事長出席のもとで記

念植樹が行われた。

研修事業が安定したこの時期に、厚生施設・宿泊施設等の改善が図られた。

荒川左岸処理場内にあ ったプレハブ施設を本部敷地内に移築し、 1厚生棟として使用して

いたが、老朽化が著しくな った。このため、軽量鉄骨 2階建ての匝生棟を60年 3月に完成

させた。 1階部分には管理本館より食堂を移転させ、 2階部分には娯楽室、売店等を設け

た。同時期には、運動施設としてテニスコート 2面、卓球室も整備され、研修環境が向上

した。

2 活発化する国際交流

昭和50年代後半は、事業団にと って内外各界との交流が活発化 した時期でもあった。56

年度には久保赳理事長がアメリカの水質汚濁防止連盟 (WPCF) 第54回総会において、

1981年度WPCF名養会員に選出され表彰を受けた。

この名誉会員はWPCFの活動で卓越した業績のある人の中から毎年の総会で 3名以内

の範囲で選ばれるもので、久保理事長の受賞は、日米下水処理技術委員会をはじめ、さま

ざまな国際交流への功績を闇く評価されてのものであり、日本の下水道業界全体にとって

もきわめて名誉なことであ った。総会は56年10月 4Hから9Elまでの 6日間にわたって開

催され、10月 7Hにデ トロイト プラザホテルで開かれた受賞祝賀会で、 WPCFのガ リー

ノ全長から久保理事長に記念の楯が贈られた。

なお、 WPCFは平成 2年10月、新たに水環境連盟 (WEF) と改称された。

下水の生物処理の権威 ・エ ンゲルブレク ト米国イリ ノイ大学教授が事業団を訪問したの

は59年12月のことであ った。この訪 Hは日米下水処理技術委員会の技術交流計画に基づい
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「第 2回下水道展」事業団初出展

て、事業団とイリノイ大学との技術者交流の一環として実現したものである。 12月10日、

エンゲルプレクト教授は事業団本社において 「下水処理におけるバイオテクノロジーの活

用」についての講油を行った。購演には、大富宏理事長はじめ60名を超える参加者が詰め

かけ熱心に耳を傾けた。さらに教授は、翌11日と12日に技術開発研修本部を訪問し、技術

者との意兄交換、討議を重ねたのであった。

翌年の60年 5J-j 15「lには、下水道展の技術セミナーに出席のため来日していた西ドイツ

のクンツ栂士 （ハンプルク Tli前下水道局長） の購演会が事業団本社で開催された。 クンツ

博士の講油は「ハンブルク市における最近の下水道技術」 という演題により、ハンプルク

市の下水道計画の変造、小規模下水道への圧力管式の採用事例などが語られ、事業団のみ

ならず建設省土木研究所、東京都、横浜市等からの参加者と活発な意見交換が展開された。

3
 

相次 ぐ博覧会への出展と下水道問題懇話会

昭和57年 6月1411から18日までの 5日間、（初日本下水道協会は束京・晴海の東京国際貿

易センター束館において 「第 2回下水道展」を開催した。折しも事業団は設立10周年に当

たり、 その記念行＇ドの 一環として 「伸ばそう下水道、躍進する事業団」をメーンテーマと

して初めて出展、 パネルや万真を展示した。試験研究では、下水汚泥のフローやガス発電

の技術調杏をわかりやすく解説したほか、広報映画をピデオ化して終日放映するなど、好

評を博した。会期中約 5万人を超える来場者があ ったが、 その多くが事業団コーナーで足

を止め、深い関心を示していた。その後事業団は、下水道展に欠かさず出展してきている。

59年 7月12日から 9月1611まで 3箇月間にわたって栃木県宇都宮市で開催された「'84と

ちぎ博」には、建設省関束地方建設局とともにパビリオ ン「豊かな国づくり館」の一角に

「新技術と明日の下水道」をテーマに電飾パネルなどを出展した。
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「'84とちき博」 「'86豊のくに、テクノピア中津大博覧会」

事業団としては拇覧会への出展はこれが初めてのことであり、 難解な新技術の平易な説

明方法などを勉強する絶好の機会であ った。続いて、61年 3月21日から 5月11日まで大分

県中津市で開催された 「'86豊の くに、テクノピア中津大博覧会」には、建設省九州地方建

設局と 日本道路公団とともに出展した。事業団 コーナーでは、業務紹介、大阪支社管内受

託工事のパネル、ブロ ック、下水処理場の仕組を解説した電光板などを展示し、下水道へ

の理解を求めた。

57年 1月から58年 3月まで、事業団は下水道に関する経済学、社会工学などの研究促進

等をLI的として 「下水道1:：l}岨懇話会」を設けた。構成は学識経験者 として、 野口悠紀雄一

橋大学教授、黒川和美法政大学助教授、 肥塚文博毎日新聞社エコ ノミス ト編集次長、杉山

武彦一橋大学助教授、武藤t肌道 「1本経済研究センター副主任研究員、 薬師寺泰蔵埼玉大学

助教授を、建設省か らは下水道企画課専門官、事業団からは久保理事長（役職は当時のも

の） らで、 事務局は事業団が担当した。

懇話会は10阿にわた り1姐催され、講演を含めて活発な討議が展開された。この成果は、

黒川和美法政大学助教授を殷長とする 「下水道効果計最化研究委員会」に反映 され、58年

度か ら3箇年度にわたる建設省からの委託調査 「中小都市における下水道事業の効果の計

址化に関する研究調杏報告開」に結実された。

4 職員に関すること

昭和57年 4月1Flからカウ ンセリング制度が発足した。この制度は、職員の中からカウ

ンセラーを選定し、 職員の職場内または職場外において生じた悩み、 心配事について、 職

貝の相談に応じ、これらの間題を解決に導くことによ って、勤労意欲の高揚に寄与す るこ

とを II的と する ものであ った。
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美術展風景

58年10月27日か ら11月2Hまでの間、本社 3階会議室において美術展を開催した。事業

団初めての美術展ということで、出展作品が果たして出揃うのかと心配されたが、関係者

の努力の結果、絵画20点、工芸 3点、書道 5点、写真24点の合計52点が寄せられ、まずま

ずの美術展となった。美術展はその後、毎年開催されることになり、平成 4年度は10回目

を迎えることになった。

事業団は昭和59年 2月 1日をも って、日本道路公団及び首都高速道路公団との 3法人で

「建設関係公団厚生年金基金」を設立した。その後、平成 2年 9月1日に、住宅 ・都市整

備公団等の 4法人が編入された。

厚生年金基金制度は、原生年金保険のうち老齢厚生年金の一部を同基金が国に代わって

給付する制度で、国が行う給付水準を上回る給付を行うものである。これによって加入員

とその家族の生活の安定 と福祉の向上が図られることになる。
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第 5章 事業躍進とエースプランの創設
（昭和61年度～平成 2年度）

第 1節再び躍進の時期を迎えて

1 第 6次下水道整備五箇年計画と事業団の躍進

第 5次下水道整備五箇年計画が昭和60年度に終了したことに伴い、新たに計画総額12兆

2,000億円をも って、昭和61年度を初年度とする第 6次下水道整備五箇年計画がスタートし

た。同計画は60年 8月の都市計画中央審議会答中を踏まえ、61年11月28日に中曽根内閣の

下で閣議決定された。

計画の目標は処理人l_1普及率を60年度末の36％から65年度 （平成 2年度）末に44％に、

下水道雨水排水整備率を35％から43％に、それぞれ引き上げることにあった。そのため、

次の 4項 I」を重点事項として下水道整備を推進することにした。

①主災都市の整備水準の欧米先進国並みへの引き上げ、地方都市の普及拡大及び農村漁

村などの生活環境の改善

②市街地などの浸水の防除

③水質環境基準の早期達成と自然環境の保全

④下水処理水の有効利用、下水汚泥の査源化などの推進及び下水汚泥の処理処分の適正

化

第 6次五箇年計画時代には、 事業団の下水汚泥広域処理事業が発足し（第 2節）、モデル

事業も多様化 した（次項）。第 6次五箇年計画は、最終的に実績額11兆6,913億円で調整費

2兆2,200億円を含む計画額に対して達成率も95.8％となった。これによ って処理人口普及

率は平成 2年度末で44%、下水道雨水排水整備率は43％となってほぽ目標を達成して終了

した。これには昭和62年度の大型補正予算から禅入されたNTT査金無利子貸付金制度が
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大きく寄与している。

第6次下水道整備五箇年計画の期間は、事業団にとっても 、緊縮財政と円高不況下での

低迷を乗り越え、再び躍進した時期であった。受託工事では、事業費実績で60年度1,310億

円から平成 2年度1,791億円と約37％の増加をみた。 この間、通水を迎えた受託施設は208

を数え、センタ ー設立以来の累計で昭和63年度末には303を、平成 2年度末には403をそれ

ぞれ記録した。それらのうちには、新技術を活用したものが数多く 見受けられる。

昭和61年 4月の 日本下水道事業団法改正を受けて、 事業団は61年度に、初の自主事業で

ある 「エースプラン」（下水汚泥広域処理事業）を開始 した。 5箇年間で事業費700億円で

3地域 4処理場を建設し、平成 2年度 までに全箇所供用開始した。また、新たに管理技術

者認定と民間技術審査証明制度がこの頃から発足した。

一方、定員は昭和60年度から平成 2年度にかけて増加は見られず、 771名から757名へと

むしろ減少傾向にあるなど、事業費の急速な増加に対 して業務効率化の課題が急激に表面

化する時期でもあ った。

2 モデル事業の多様化、フレ ックスプランなど

昭和61年度に特定環境保全公共下水道の採択基準が緩和されて、処理対象人口がおおむ

ね1,000人未満の下水道が「簡易な公共下水道」として実施される こととなった。事業団は、

62年度着工の群馬県中之条町 （沢渡地区）をはじめとして、多数この事業を受託してきて

いる。

この期間には、従来のアメニティ下水道モデル事業などに加えて、 モデル事業の多様化

が進められた。

62年度から 「下水道水緑景観モテル事業」が、次いで63年度か らは、下水汚泥の建設査

106 



第 1編総論

東海市浄化センター 日高浄化センター

材の利用を促進するため、下水道事業に下水汚泥製品を積極的に利用する「下水汚泥資源

利用モデル事業」が実施された。後者で事業団が建設工事を受託したものには東海市浄化

センター (59年度～平成 3年度）の壁面汚泥タイルがある。

元年度からは「未来都市下水道モデル事業」が、続く 2年度からは 「梢雪対策下水道事

業」と「アクアパークモデル事業」が出発した。なかでも「アクアパークモデル事業」は、

公園事業において下水道施設や下水道資源を利用したり、下水道事業を行うについて景観

に配應した施設整備を実施するなど、有機的 ・一体的な整備を推進して、潤いのあるオー

プンスペースを確保する事業である。事業団が受託したものには、埼玉県 H高市の日嵩総

合公園へ用水供給する日高浄化センタ ー （昭和60年度から受託）がある。

平成元年11月、 建設省の通達が出され「フレックスプラン」という新しい建設方式が採

用された。通常の下水道整備方式では管渠の接続までに10年以上の年月を要する地域であ

っても、団地間発などの社会的要因によ って緊急に下水道を整備する必要がある。この方

式は、そうした地域に対しては全体計画に定める終末処理場とは別に中間的な処理施設を

設四するなど、柔軟かつ機動的に対処して下水道整備を実施するというものである。事業

団がこの方式によ ったものとしては、 2年度に郡山市（福島県）、 3年度に花巻市（岩手県）、

足利市（栃木県）、志賀町（滋費県）からの処理場の建設を受託し、その実施を支援している。

3 過去最高の前倒し執行と大型補正予算

昭和60年 9月のプラザ合意 (G5)以降、急激な円高に伴って60年 7月頃から後退して

きた景気は、翌61年11月にその谷を迎えた （円高不況）。その間、 61年 4月の経済対策閣僚

会議による総合経済対策を受けて、政府は61年 5月 9日、公共事業の上半期執行割合を過

去最高を上回る可能な限りの促進的な施行をすることを閣議決定した。
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これに合わせて、事業団は上半期の契約率（事業費ベース）の執行目標を88％以上と決

定し、実績は86％を達成した。さらに、下半期においては、 9月19日の経済対策閣僚会議

で 3兆円の公共投資などの追加を含む 「総合経済対策」が決定され、その実施のための補

正予算が組まれた。それを受けて事業団は11月に予算 ・事業計画を変更 し、受託建設事業

特を当初の1,413億円か ら1,457億円へと増額するとともに、債務負担額を610億円から682

億円に増額する措置を講じて、おおむね実施した。

続く 62年度は、内需拡大の効果から年初において景気は緩やかに回復したものの、その

足取りは重かった。政府はベネチアサミットを目前に控えて経済対策閣僚会議を開催し、

5月29日に「緊急経済対策」を決定した。

緊急経済対策は公共事業の繰上発注と NTT株の売却収入のほか、建設国債の増発を含

めた 5兆円の財政措置によ って、公共投資を拡大することを柱にしたものであった。この

ため、 62年度公共事業などの上半期執行割合は「過去最衛を上回る80％の促進的な」執行

を図るべく閣議決定された。これを受けて事業団は上半期契約率の執行目標を90％と決定

し、実績では当初予罪に対して92％を達成した。

緊急経済対策を決定すると政府は補正予算の編成作業に入り、 一般公共事業（国費ベー

ス） 1兆2,000億円を含む補正予算を成立させた。 この補正予算の財源の一部には、先に民

営化 した日本電信電話（松 (NTT) の株式売却による収入を活用し、公共事業に対し無利

子貸付を行う新制度が創設された。いわゆる「NTT資金無利子貸付金制度」である。

事業団においても補正予算編成に合わせて 7月には、予算 ・事業計画を変更し、受託建

設事業費を当初計画の1,490億円に対して273億円追加し1,763億円に増額するとともに、 受

託建設工事箇所も213箇所に14箇所追加して227箇所にするとい った過去に例を見ない大型

の変更予算を編成する措置を講じた。 NTT査金は63年度以降は当初予算か ら活用されて
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きている。

政府のこうした一連の経済対策によ って景気は次第に上昇気流に乗ることができた。 63

年を経て、平成年代にな っても好娯気が続き、 「平成景気」と呼ばれ、昭和40年から 6年間

に及んだ「いざなぎ景気」を超えるのではないかとさえいわれて注目された。

その結果、 63年度から平成 3年度までの 4年間について、事業団には促進的な事業の執

行は求められていない。

第 6次五箇年計画における事業団の上半期執行割合 （事業骰ベース）の計画と 実績は、

次のとおりである。

年度 閣議決定 建設省執行指針 業務執行計画 業務執行実紐 備考

昭和61 過去最高を上[Iiiる 85％以上 88% 86% 促進

62 過去最高を上阿 る80% 87% 90% 92% 促進

63 85% 83% 

'|i成元 85% 77% 

2 85% 80% 

この間、事業団に対して総務庁による行政監察が行われた。平成元年 8月、総務庁は「下

水道に関する行政監察の結果に基づく勧告」を建設省、原生省及び農林水産省に対して行

った。この勧告は、下水道と下水道類似施設との調整、下水道整備の合理的・効率的推進、

下水道及び下水道類似施設の維持管理の合理化・適正化並びに下水処理の有効利用の促進

からなっていた。このうち、維持管理の合理化・適正化に関しては、 「維持管理業務に関す

る技術を担当する者の捉成及び訓練を行うための日本下水道事業団の研修について、小規

模市町村からの参加促進を図る見地から、研修の実施方法などの改善を図るよう同事業団

を指禅すること」とされた。
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下水道事業の新段階へ

大富 宏

私は、事業団に就任直後、久保理事長のおすす

めにより、 r三股市下水道挑戦20年』を読みました。

俣師出身の鈴木平三郎市長の市政の基本は、市民

の健康を確保するための下水道建設にありとする

信念に基づき、ひたすらその推進に邁進し、 三鷹

市が ド水道将及率100％実現の第1号自治体にな

るまでの苫淵史です。私は、その高邁な見識と不

屈の＇兵行）］に感激するとともに、長期かつ相 当の

'）＿t業骰を要する下水道事業が中小市町村の行財政

力にと って容易な らざるものであることを理解し

ました。

私が理事長に就任した59年の普及率は33%、人

ロ5万人未満の自治体では僅かに 4％でしたが、

当時建設省は、 2000年の普及率90％を目標として

いました。国家財政事情もさることながら、大都

市の密集市街地と異なる農山村を含む中小市町村

の実力から見ても、あまりに非現実的なものと思

われました。

私は、丸 4年の在職中、 北海道から沖縄まで、

約50の市町村を巡回しましたが、各市町村長から

2年 3月、建設省はその監察に沿う旨の回答をし、事業団は 3年度から一部専攻コース

の期間短縮と小規模都市向け専攻コースの新設を行った。

ところで、 この第 6次五箇年計画の期間中に 3回のト ップ交代が行われている。

まず、昭和62年 6月 1日に、大富宏理事長が退任し、遠山啓副理事長が第 5代理事長に

就任した。遠山新理事長は、下水道部長を最後に建設省を退官し、その後は事業団におい

て工務担当理事となり、 59年から副理事長に就任していた。

翌63年 6月 1日には、遠山啓埋事長が退任 し、 吉田公二副理串長が第 6代理事長に就任

した。吉田新理事長は、大臣官房総務審議官を最後に建設省を退官した後、住宅 ・都市整

備公団理事を経て、事業団に移り 62年から副理事長に就任していた。

そして、平成 2年 7月 1日には、 吉田公二理事長が退任 し、玉木勉副理事長が第 7代理

事長に就任したのである。玉木新理事長は、 下水道部長を最後に建設省を退官した後、 事

業団において工務担当理事となり 、昭和63年から副理事長に就任していた。

第 2節 エースプランの創設

1 エースプラン

昭和50年代に入り急激な下水道の整備に伴って、処理場から発生する汚泥量も増加の一

途をたど った。特に大都市やその周辺地域では、処理費用の増大や処分地の確保難が深刻

さを増してきた。このような事態に対応するため、広域的かつ長期的視点に立った下水汚

泥処理処分事業の実現が強く望まれていた。

61年度の第104回国会（通常国会）において、 日本下水道事業団法の一部が改正され、 2 

以上の地方公共団体が管理する終末処理場から発生する下水汚泥の処理を、事業団が事業
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i't屯なお話をお間きすることを楽しみにしたもの

です。そして 卜水逍')i業のす（（辿が市町村長の決断

と強））なリーダーシップに大きく 依イfしてしヽる こ

とを知リ ました。1政近のテータによれば、令11!の

沖及'f44%、人115 Jj 人オ~i他の I’ l 治体で 9 %、'火

施行lldi数で31％となっているのに怨きました。令

|9:1にわたって、第 2、第 3の「鈴木1iik」さんが

虹！吸っておられることを）J強く感じ るととも に、

「成人」となった＇）＇,業lヽり も、いよいよ新段階への

展1}f1期に人ったことをうれしく 息います。

（元理事長）

じ体とな って実施することとな った。

ド水朽泥広域処理事業は、半業団に初めて財政投融資査金が溝入された、念顧の独自事

業である。 また、この事業によ って同時に創立以米初めて下水道事業費補助金の直接交付

がなされることにな った。事業団は、下水汚泥対策の 「切札」としての意味を込めて「エ

ースプラン」と命名し、 61年度に近畿圏の兵庫地域（兵庫西、兵庫束）に、 翌62年度には

大阪北東及び大阪南地域で事業着手 した。

エースプランの最大の特徴は、下水汚泥を一括処理することにより、汚泥処理コス トを

引 き下げ、下水汚泥の査源としての流通性を高め汚泥の リサイクルを効果的に推進できる

ことにある。処理技術に も、大幅な減羅化と再資源化 を図るため、汚泥浴融炉を本格的に

採川している。

エースプランに携わる関係者らの昼夜を分かたぬ努力により、平成元年度から 2年度に

かけて 4箇所のエースセンターか次々と供用を開始し、現在、より効果的な運転管理の追

求に全）j投球している。 また、首都圏、中部圏などにおいて一層深刻さを増している下水

汚況対策のエースとして、大さな期待が寄せられている。

2 エースプラン制度化の経緯

建設省は、水質総姑規制の禅入に対応するため、昭和54年度に東京湾、 翌55年度に大阪

湾流域について広域的な下水道整備に関する基礎調査 を行った。その結果、総紐規制の禅

人を契機として急速な下水道の蒋及とそれに伴う下水汚泥の増大が予想され、大都市圏の

下水汚泥対策は、広域的かつ長期的な視点に立った抜本的な計画を策定し促進してい く必

要があるとの結論を得た。

引 き続いて56年度からは事業団も加わり 、東京湾及び大阪湾流域を対象とする下水汚泥
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処理処分の実態と計画策定上の諸課題に関する調査を行った。 57年度までの調査では、各

公共団体とも処分事情が悪化してきており、将来は地域特性に応じた有効利用システムの

確立を図る必要があるとの調査結果をまとめ、首都圏及び近畿圏を対象に下水汚泥広域処

理処分事業構想が提案された。

58年度にはこの提案に甚づき、構想の具体化、実現化を図るため技術的検討に加え、財

政的、制度的な検討が行われた。 59年度には広域汚泥処理の施設建設及び運転管理に伴う

周辺環境への影響について基礎調査など実施したうえで、 60年度には、近畿圏における各

公共団体の意向調査を実施し、その結果を踏まえ構想をより現実的かつ具体的なも のにま

とめ、下水汚泥広域処理事業創設のための基本方針を確立している。

60年代に入ると、近畿圏の主として阪神間の大阪湾・播磨灘の流域では、下水道の普及

が急速に進んだが、これに伴い大塁に発生する下水汚泥の処理処分の問題が深刻な状態に

なってきた。

ところで60年 8月都市計画中央審議会は、建設大臣からの諮問に対して今後の下水道整

備のあり方について答申した。答申は、第 6次下水道整備五箇年計画を策定すべきことに

加えて「流域下水道事業の遅延により施設間に跛行性が生じる等の歪を解消するため、新

たな財源対策等を含め、 事業の促進方策について、総合的な対策を講じるべきである」と

述べるとともに、下水汚泥の広域処分に関しては、「豊富な技術力と経験を有する日本下水

道事業団のより 一層の強化と積極的な活用を図る必要がある」とした。

これより先、 60年 7月第 5次下水道財政研究委員会 (58年 9月（財）日本都市センターに設

茜。委員長 ・首藤登公営企業金融公庫総裁）は「下水道と財政」を提言 した。同提言では

「緊急的に下水道整備が必要な箇所について集中的に下水道事業を行うための財源を調達

すること」、広域的な下水汚泥の処理処分事業について事業団の技術力を活用しつつ事業の
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「近畿圏下水汚泥広域処理事業促進期成同盟」の陳清

具体化を図ること等について検討する必要がある旨述べている。

これらを受けて、建設省は、 61年度予算において第 6次下水道整備五箇年計画の実施と

あわせて流域下水道事業への財政投融資資金の消入を要求した。現下の財政状況では困難

な財源の確保と歳出の平準化を図るため、事業団が受託する緊急に整備を要する流域下水

道事業に財投査金及び地方公共団体の保証を付した民間査金を導入するというものであ

る。61年度は財投資金200億円、民間借入金100億円を予定した。

しかしながら、 60年度、 61年度と補助率が引き下げられたのを受け流域下水道事業を含

む下水道整備骰に一定の仲びが確保された経緯もあ って、流域下水道事業への導入は見送

られた。

この折衝過程において流域下水道絆から生ずる下水汚泥を広域的に処理する必要のある

ことが諭議され、その対策としてこれまでの調査結果や答申 ・提言を踏まえて、財投資金

を川いて事業団に収益性のある広域的な下水汚泥処理を行わせること（下水汚泥広域処理

事業）とする案が浮上した。60年12月に入ってからは、財投資金の要求は、下水汚泥広域

処理事業に的を絞って精力的に折衝が続けられた。

一方、 60年12月5|]地元公共団体では戸谷松司姫路市長を会長とする 「近畿圏下水汚泥

広域処理事業促進期成同盟」を設立し、建設 ・大蔵 ・白治各省をはじめ政府関係機関と白

民党に下水氾泥広域処理事業の創設の陳情を繰り広げた。このような状況のなかで12月28

nの閣議において、下水杓泥広域処理事業の創設と財投資金の導人を含む予罪の政府原案

が決定された。

なお、この促辿期成同照は、下水汚泥の問題を長期的に、かつ安定的に解決するために、

大阪府 ・兵庫県 ・姫路市など大阪湾 ・播磨灘流域の23の関係地方公共団体が結集し、近畿

圏の下水朽泥広域処理事業の整備促進を図ることによ って、地域の健全な発展に資する こ
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とを目的にして、設立されたものであり、 61年 5月に下水汚泥広域処理事業が事業団によ

り実施に移された後も、毎年 2回の割合で下水汚泥広域処理事業の財政、執行体制などに

ついて政府、自民党に対し陳情活動を実施 している。

3 日本下水道事業団法の一部改正

事業団が下水汚泥広域処理事業を行うことができるものとする旨の 「日本下水道事業団

法の一部を改正する法律案」は、第104回通常国会に提出された。同法案の主な内容は次の

とおりである。

①新たな業務として、「2以上の地方公共団体の終末処理場における下水の処理過程にお

いて生じる汚泥等の処理を行うこと」を追加する。当該業務については、関係地方公

共団体の要請をま って行うものとする（法第26条第 1項第 4号、第 3項）。

②本業務に要する費用については、 「予算の範囲内において、事業団に対し、下水道法第

34条の規定による補助金の額に相当する金額の範囲内で、政令の定めるところにより、

補助することができる」とする（法第37条）。

③事業団は建設大臣の認可を受けて、下水道債券を発行することができ（法第34条第 1

項）、政府は、国会の議決を経た金額の範囲内において、本業務に要する費用に充てる

ための事業団の下水道債券に係る業務について保証することができることとする（法

第35条第 1項）。事業団は、毎事業年度、下水道債券の償還計画を立て、建設大臣の認

可を受けなければな らない こととする（法第36条）。

国会審議では、事業施行と地元と の調整、 地方公共団体の下水道管理と事業団の下水汚

泥広域処理事業との関係、下水汚泥広域処理事業の効用、下水道債券の発行対象と 制約、

処理料金等について質疑 ．答弁がなされた。このうち、下水汚泥広域処理事業の効用につ
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エースプランの料金決定とプレハブ処理場

辿Ul 啓

私の在任期間は 1年であ ったが、 II記を紐って

みると、今さらながら課辿の多さに梵く 。エース

プランの料金尊定、 プレハプ処狸場の1共｝Il|｝il始、

民間 1)il発技術帝介証明制度の発足など、 •：l ,； 一業団の

将米へ屯災な関わりをもつ大'liな菜務が新たに誕

生している。

エースプラン については建成1i菜が進捗し、処

理料金の決定II年期が迫っていた。複数の処理場か

らそれぞれ1生状の択なる的泥が送られてくるの

で、 一律料金は無理であり、かつ都市間のパラン

スにも配｝恵を要する。また、料金水準が将来の物

価変動にも対応可能でなければならないなど難題

が多く、処理科金を決める碁本的な考え方をまず

整理する必要があった。そのため、学識経験者と

」災請地方公共団体職員による料金問題検討委員会

を設附し、報告をまとめてもら った。結果的には、

25年先で収支バランスをとるという政策的な決老f

によらざるを得なかったが、裏で活躍された担当

者には大変な苦労をかけた。

プレハプの第 1号となった群馬県中之条町の沢

いては、個々の公共団体が朽泥処理する場合に比較してスケールメリットがあり、建設 ・

維持管理とも 10-20％程度骰川が軽減する旨の牧野徹都市局長答弁がなされている。また、

事業施行と地元と の調整については当時の中本至下水道部長が 「事業団がこれからやって

いく場合には、公共団体の意兄を間くことは当然でございますし、 地元の協力なくしては

実現しない事業でございますので、今後事業化に当たっては関係地方公共団体の協力を十

分得ながら実施してまいりたい。」と 答弁している。

同法案は、賛成者多数で可決成立し、昭和61年 4月25日に公布し、同日か ら施行された。

なお、 同法律案に対して、衆議院建設委員会は汚泥処理業務の実施に当た っての関係地

方公共団体の意向の蒻重、下水道労働者の雇用条件の悪化の防止、汚泥処理技術の開発 ・

実用化の促進、 業務執行の円滑化・効率化及び環境保全対策に万全を期すことを内容とす

る附帯決議を全会一致で決議した。参議院建設委員会もほぽ同旨の附帯決議を決議してい

る。

法律改正を受けて、 7月 4Flに日本下水道事業団法施行令が改正された。同令では、補

助金の鉢定方法（補助対象施設の範佃、補助甚本額、補助の割合）に関する事項が盛り込

まれた（令第 5条）。

4 実施体制の整備

これらに対応して事業団は、建設大臣の認可を受けて、昭和61年 4月25日に定款を、同

年 5月14日に業務方法曹をそれぞれ改正した。これらの改正の主な内容は、以下のとおり

である。

①法と 同様に業務に下水汚泥の広域処理を加える。

②下水汚泥広域処理事業を兵施す るために必要な次の手続きを定める。
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渡処理場の通水式に参列した。現在も順調に運転

されていると 聞き 、嬉しく息っている。全国で今

年度の施工予定を加えると、プレハプが30箇所近

くなるという 。小規模施設が増える これからは、

ますます有用となるであろう 。

まことに多忙な 1年であ った。国際会議の途中

で急速建設大臣が交代 し、 1週間のIiflにヨーロ ッ

パを 2度往復したこ とも 忘れ難い息い出のひとつ

である。 （元理事長）

イ 事業実施基本計画

ロ 建設協定

ハ維持管理協定

③事業団が本業務を行うときは、汚泥等の処理料金を受領することとし、処理料金の額

は、建設、維持管理その他汚泥等の処理に要する骰用（国の補助金及び建設資材の冗

却代金等による収入に相当する額を除く）を依うことを碁準として定めるものとする。

下水汚泥広域処理事業、いわゆるエースプランは受託事業 と異なって事業団が事業主体

として、汚泥処理施設の整備のための用地買収、 実施設計、建設工事等を実施する。事業

団は工事の施工に当たっては、独自の施工計画をもち、国庫補助金の直接交付を受け、財

投資金を借り入れて実施す る。 国庫補助金において通常の下水道と異なる点は、 ①公共下

水道と流域下水道の両方の補助率のアロケーショ ンによ って決まること及び②収益の見込

額を勘案 して定め られる「調整率」を乗じること の2点である。

また、 エースプラ ンでは、要請地方公共団体の行政処分権限に属さないすべての他機関

との調整 ・協議及び地元対策を、 事業団が自らの責任で実施する。特に送泥管工事におい

ては、道路管理者、河川管理者、港湾管理者、鉄道、文化財、 菩察、他の地下埋設物等の

管理者に対して、協議、申請、届出、立会及び説明等の業務を発注工事ごとに実施してい

る。

汚泥処理施設の完成後、事業団は、地方公共団体か ら下水汚泥を受け入れて処理を行う。

地方公共団体か らの処理料金と処理によ って生ずる建設資材等の売却収入をも って、財投

資金の償遠と維持管理役に充てる。

エースプランの実施に当たって、 事業団はその組織体制の整備を図ってきた。エースプ

ランは61年度において兵庫地域の 2箇所、兵庫東プロ ック と兵庫西プロックの事業が採択
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兵庫広域処理工事事務所
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された。これを受けて、大阪支社内に事業部 （調整課、建設課）と兵庫広域処理工事事務

所が新設され事業に着手した。関係職員数は18名であ った。業務の内容は要請団体との調

整、各種事業管理者との協議、 地元住民への事業説明、監督官庁との各種調整等々多岐に

わたった。 したかって、事業部の発足当初の業務は工事事務所も含めて各課の所掌事務に

は関係なく 一丸とな って取り組まなければならない状態であ った。藤本忠利支社長、村田

秀太事業部長、木村淳弘建設課長らの束奔西走が続いた。

62年 5月8□、エースプラン最初の工事事務所である兵庫広域処理工事事務所が、兵廂

東ブロックの尼崎市丸島地先に移設された。当該事務所では兵庫地域の 2箇所 （兵庫東、

兵庫西）の建設工事を実施することにな った。

62年度において、大阪府下の大阪北東と大阪南の 2地域が事業採択された。エース事業

は兵庫地域の 2箇所と合わせて 3地域 4箇所が事業化され、事業醤 も大幅な増加となり、

これに対応するため、本社も含めて執行体制を再編成した。62年 6月計画部広域処理担当

調査役を廃止し、計画部計画第二課を新設した。さらに、淀川左岸流域下水道渚処理場用

地内に大阪広域処理工事事務所を新設し、建設業務定員は30名体制とな った。

63年度は平成元年当初の供用開始（兵庫東、大阪北東）に向けて、維持管理業務に対す

る体制の調整を行い、事業部管理課を新設するとともに大阪広域処理工事事務所と兵庫広

域処理工事事務所を大阪広域処理事務所と兵庫広域処理事務所に改組し、それぞれの広域

処理事務所に管理課を設置した。

平成元年度になり、 3箇所のエースセンター （兵庫東、大阪北東、兵庫西）が供用開始

したのを機に、本社、支社、広域処理事務所の一貫した維持管理執行体制 とするために、

計画部計画第二課を広域処理計画課に名称変更し、計画部広域処理管理課を新設した。

その後、 2年度に大阪南エースセンタ ーが供用開始し、現在 4箇所のエースセンタ ーが
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'̀タンクロ"

村田 秀 太

エースプランの供用開始を目指して処理料金の

策定作業を進めていたときのことであ った。交通

事業のような労働集約型の事業と異な り、エース

プランは典型的な設備経営型事業として固定資産

回転率がきわめて低く、このため一般的に収益 ・

費用をバランスさせるには長期間を必要とする。

また、原価だか らといっ ても 高レベルの料金は公

共団体側として も認め難い。 したがって、供用開

始後25年間の計葬期間を設定し初期の野用を後期

へ送る収支計画としてま とめ、本社で理事長（当

時は吉田理事長）以下関係者へ説明していた。席

上、毎年度の維持管理役にすら充当できないよう

な料金としてぱ決め られないなど種々議論が出る

なかで、理事長が一言「タンク ロ（単年度黒字）

は何年になるのか」と尋ねられた。その瞬間、私

の心にはこの収支計画に定める料金について了承

いただけるものとの確信が生じ、勇躍、説明を続

けたことは申すに及ばない。 （前事業部長）

本格的な操業を行っているが、並行して汚泥量の増加に伴う第 2期の増設工事を実施して

いる。 3年度末現在、本事業は51名の体制で執行している。

5 料金問題の検討

下水汚泥広域処理事業に係る料金改定は重要事項である。料金改定に関する碁本事項に

ついて審議することを目的として、「日本下水道事業団料金問題検討委員会」（委員 6名、

委員長 ・黒川和美法政大学経済学部教授）を昭和62年 2月事業団に設箇 し、 6回にわたる

審議を経て、 63年 3月に報告が出された。その概要は、以下のとおりである。

①基本認識

下水汚泥広域処理事業は、 地方公共団体と事業団との実質的な共同事業であり、事業の

実施に当たっては、 地方公共団体の下水道事業との整合性を確保し、 地方公共団体との信

頼関係と事業運営に関する共通認識の下での協調が望まれる。事業団は、団体間の費用負

担の公平性を確保し、独立採算を前提として、自己の責任と計算の下に、健全で安定した

事業運営に努めなければならない。 処理料金は、客観的に妥当なものであると 同時に、経

済事清の変動等に対し体系として安定的に維持されるものであることが求められる。

②処理料金対象経特

資本費は、元利支払いに過不足が生じないよう、財投資金の借入償還額を基礎とすべき

である。維持管理費については、必要かつ十分な経費がすべて料金によ って賄われるよう

にすべきであり、合理的、効率的な維持管理体制を前提として、人件費、動力費、薬品費、

用水・排水費、処分費、施設補修費、機械器具費、委託費、その他を適正に見込むことが

適当である。

本事業では、焼却灰等を建設資材等として売却することを予定している。汚泥の有効利
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私は昭和62年 6月か ら平成 2年 6月まで約 3年

’l',・菜団に勤務しましたが、在職中ずっとIE!民の期

待を担った追い風を受けて仕＇t辺をするという本‘1,'

に恵まれた哀境にありました。在職の間、 I'翔は

順調に1巾び、将手箇所、辿水箇所も年を追って増

加 しました。ま た、中之条に始ま るオキシテーシ

ョンディッ チ方式の将及をはじめ数々の技術開発

が具体化しましたし、なにわ大放水路や椛谷のポ

ンプ場など大部市の中で一般の人のIIに触れない

第 1編 総論

ところでの超大型")~業の進捗も兄られる等目党ま

しい業禎がホされてきました。

しかし、私にと って最も 印象に残るのは、永年

の懸案であ った汚i}砂処理の決め手となるエースプ

ランの 4プロジェクトが次々と操業に至ったこと

でした。エースプラ ンについては、わが国の最高

のレベルの方々の叡利を集めて進められてきたわ

けですが、世界で初めてという大型炉の建設から、

大賊の汚泥の搬入、処理の各プロセス、公害対策

に至る未知の領域について苦心の禎み重ねで操業

開始に至ったわけでした。平成元年 4月、尼崎で

川を積極的に推進しつつ、その売却益の実現が確実となる時点で、収益に計上しその額を

料令対象経四から滅ずることが適当である。

③収支計画

短訓閉で料金対象経野を料金収入とバランスさせようとすれば、初動期の搬入汚泥量が

少ない段階では、単位当たりの汚泥処理原価が割高となる。このため、合理的な範囲内で

長期的に収支の均衡を図ることとし、それを経済事情、搬入汚泥拡等の諸条件の変動に応

じて絶えず兄直していくことが望ましい。施設の平均耐用年数、汚泥羅が安定する時期等

を勘案した期間において、収入と支I~, 11とがバランスする計画を作成し、併せて、資産と負

1点の状況等の見通しを把捏しておくことが必要である。

④処理料金体系......対象経骰の配賦

料金対象経費は各事業区域ごとに、対象となる処理場に配賦することを原則とすべきで

ある。固定特は原則として要請汚泥祉が碁準となり、変動費の配賦は、搬入汚泥鼠を基礎

として、各処理場に配賦することが適当である。経営の安定性を確保するためには、固定

骰部分は、実際の搬入汚泥批に関係なく、要請汚泥量に基づく料金とすることが有効であ

る。

⑤見直し

長期的な収支バランスを絶えず見直し、これに碁づき安定的に処理料金を改定すること

が必要である。新たな地方公共団体が汚泥処理の要請を行うことも予想されるが、新規の

汚泥受入れは積極的に検討されることが望ましい。新規参入団体がある場合には、既存団

休との公平性に配應して、処理料金も兄直すことが必要となる。

以上の報告を受けて、事業団は、平成元年度から 2年度にかけて要請地方公共団体と締

結した管理；協定において処理料金を決定した（第 2編第 3章第 2節 4参照）。
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行われたエース第 1号の竣工式の感激は私にと っ

て終生忘れ難い思い出となっています。いろいろ

難しい問題をかかえて発足した事業だけに、 ‘‘エー

スの運転はトラプルなしに行われているだろう

か',9‘経営的に困難に直面したりしていないだろう

か’＇といった心配が今でも私の脳裏を去来します。

エースプランが所期の効果をあげ、わが国の汚泥

処理の中核的役割を果たしてもらいたいと切に念

願致します。

事業団を去って 1年半も過ぎました。時々事業

団に関する話題が出る機会もありますが、 地方公

6 供用開始ヘ

共団体の皆さんの強い信頼を受けている ことがよ

く分かります。事業団の皆さ んは地方公共団体の

期待に応え、さらに新 しい展開を区lっていかれる

ことを心から希望する次第です。 （元理事長）

前述のとおり、 事業団は昭和61年度からエースプランに着手した。昭和時代に終わりを

告げ、平成へと移り変わ った年に、エースプランはまず兵庫東エースセンターから処理を

開始した。

4月14日の式典には福井経ー建設省下水道部長をはじめ、野草平十郎尼崎市長、藤井崇

弘兵庫県土木部長ら来賓が出席された。吉田公二理事長は、深刻さを増す下水汚泥問題を

背景 としてエースプランが誕生 した経緯 を説明し、「……事業団の技術を結集して建設した

施設であり 、安心して任せていただける もの と確信 しております。今後と も一層の支援を

お願いいたします」と挨拶した。

約半年遅れて、大阪北東、兵庫西が相次いで供用開始し、 1年後の 2年 4月には、大阪

南が供用開始したことにより、エースプランは第 1期事業を終了し、本格的な維持管理を

迎えることにな った。これらのうち、 兵庫東エースセンターは昭和63年度の、大阪南エー

スセ ンタ ーは平成 2年の全建貰を それぞれ受賞した。

これらのう ち兵庫西エースセ ンタ ーにおいては、元年10月、「世界最大の下水汚泥溶融炉」

が稼働し、 大 きな注目と熱い期待を集めた。兵庫西エースセ ンターに建設された 2甚は、

約1,500℃に灼熱したコークスベ ッドを有する 1基 1日当たり 40tの乾固形分汚泥量（脱水

ケーキでは約150t)を処理する能力を誇 り、下水汚泥用としては世界最大規模のものであ

る。

兵庫西地域はわが国で最大の皮革産業があり、加工製造工程で大鼠のクロムを使用する

ことから、下水汚泥を処理する 際には六価クロムを生成しない強力な還元作用を有し、か

つ重金属を生成物（溶融スラグ）に封じ込めること のできる浴融技術の導入が不可欠とな
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兵庫西エースセンター竣工式典 大阪南エースセンター竣工式典

った。そのため、事業団は昭和61年に平岡正勝京都大学教授を委員長とする 「近畿圏下水

朽泥広域処理計画調杏委且会」を設沼し、溶融プロセスの森入に伴う技術的課題を 中心 と

しての調杏及び検討を行うとともに、 モデルプラントを使用して実証試験を紐り返し、 ま

た、随所に新しい」こ夫も 加え、 設計 ・施工されたものである。

これら3地域 4箇所の概要は第 2編第 3章に述べるとおりである。

第 3節 開花する数々の新技術と主な事業

小規模下水道に関する新技術群

地方都市への拡大、 小規模下水道の増大、処理水の話度化、処理水や汚泥の有効利用、

省賽源 ・省エネルギー化の促進、 合理的な汚泥処理処分の推進、より 一層の快適な生活環

境を形成するために既存施設の機能改善と質的な向上、下水道施設の多目的利用など、下

水道に対する期待はますます多様化してきた。

このような状況に対して事業団は積極的に新技術の開発と実用化に取り組んできた。昭

和50年代後半には試験部を技術開発部へと改組し、共同研究制度など制度面からも、総合

実験棟の整備など施設の面からも技術開発の弛化を図ってきた。昭和60年代から平成時代

の幕開けにかけて、 これらの成果が次々と新技術の開発と実用化 として開花した。

こうして新しく間発されたり 実用化された新技術は、プレハプOD法をはじめとした小

規模下水道に適したさまざまな技術、浮体式処理場、 トンネル式処理場、 多段式エアリフ

卜循環法などの高度処理技術、 BEST法などの汚泥処理技術、 雨水対策技術など、 まさ

に枚挙にいとまがないほどであ った。

＊接触酸化法の採用
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秋田県田沢湖町生保内浄化センター 山梨県早川町赤沢宿浄化センター

事業団が小規模下水道の下水処理法である接触酸化法を最初に採用した処理場は秋田県

田沢湖町から受託して建設し、昭和60年度に完成させた500m'／ 日の施設である。接触酸化

法は、接触ろ材に付着した微生物を用いて下水処理するものであるが、田沢湖町では街の

美化運動で回収したプラスチ ック廃材を接触ろ材に用いた。これは 「住民参加による廃棄

物利用浄化センター」として57年度にアイテア下水道に指定された。次いで平成 3年度に

は岩城町でも建設に行手し、続いて由利町でも実施設計を行っている。

＊好気性ろ床法の実用化

小規模下水道に適したものとして、昭和57年度からパイ ロットプラン トなどで処理性、

運転管理性、経済性などを調査していた「好気性ろ床法」は、平成元年度に山梨県早川町

で建設に着手し、翌 2年 5月に230m3/Hの施設が完成した。これは「村おこし下水道」と

して元年度にアピール下水道に採択された。好気性ろ床法は、 3年度末現在では、福島県

削i山市、 三重県二見町でも建設中で、 三重県烏羽市でも 実施設計を行っている。

＊回分式活性汚泥法の実用化

l且l分式活性汚泥法はコンピューターや運転制御装閥等の技術進歩 • 発展により、 小規模

下水道に適した処理技術として昭和50年代後半から見直されてきた。技術開発部では京都

府舞鶴市と協力して、日本海に而する野原地区にわが国最初の回分式活性汚泥法を採用し

た下水処理場 (600而／ 日）を59年度に完成させた。この下水道事業は 「野原海水浴場クリ

ーン作戦」として57年度にアイデア下水道に採択された。

厠分式活性汚泥法は60年 8月に理事長から技術評価委員会に技術評価についての諮間が

行われた。これを受けて前年に完成した総合実験棟でパイロ ットプラン トを用いて調査が

行われ、 61年11月に第一次答申、 63年 5月に第二次答申が技術評価委員会によ って行われ

た。事業団が建設したも のとしては63年度に、千葉県小見川町、愛知県日進町、高知県伊
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舞鶴市野原終末処理場 近江八幡市沖の島浄化センター

野町で次々に通水し、平成 3年度末現在では、全国23箇所通水またば夷施設計 ・建設中で

ある。計両部では技術評価委員会の答中や実紐の調杏から 2年 2月に「阿分式活性汚泥法

建設指針（案）」を制定した。

＊オキシデーションディ ッチ法の設計指針化

小規模処理場のオキシデーションティッチ (OD)法は、昭和60年度に技術評価が出さ

れたのを受けて、計両部では指針化の作業に人り、 62年11月にはOD法の「設計指針（案）」

を制定した。平成 3年度末現在では、第 1号の滋質県近江八幡市の沖の島浄化センターは

じめ北海道当別町など約 140箇所で通水または実施設計 ・建設中であり、その評及が蒋し

し、

゜
＊プレハブ式下水処理場の開発

小規模処理場の設，~·+ ・施工を促進す るために、技術開発部において昭和56年度から実施

してきた「小規模下水道に適した施設の開発に関する調査」の成果の一つが（ネf） 日本下水道

施設業協会との共同で1非l発した同心円状オキシデーションディッチ法のプレハプ式下水処

理場 (POD) である。この方式は建設工期か短く、経済的かつ品質がよいなどの特徴が

ある。このプレハプ式下水処理場は、処理能力が300-1,200m'／ 日で100m'ごとに標準図、

仕様苫、社鉢書類が作成されており、規格化されている。

61年10月には群馬県中之条町沢渡水質管理センターでわが国最初のプレハプOD式処理

場として工事に許エし、 63年 3月に竣工した。同工事は、 62年度の全建買を受買している。

PODは平成 3年度末視在、通水または実施設計 ・建設中が27箇所となって いる。 POD

は、特に小さ な町や村にも 簡単に採川できる下水処理施設として、今後の需要が期待され

ている（第 2編第 1拳第 2節 4の(3)参照）。

＊ツービート法の開発
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群馬県中之条町沢渡水質管理センター 西条市真空式下水システム

回分式活性汚泥法やOD法などの実績を基に開発した「単槽式嫌気好気法」（ツービー ト

法）は、 一つの反応槽で嫌気 ・好気状態を交互に作り出すことにより安定した処理を行う

技術として注目されている。維持管理に重点をおいた小規模下水処理プロセスであり、パ

イロットプラン トでの実証を経ての実用化である。平成 3年度末現在、兵庫県御津町、滋

賀県志賀町及び島根県加茂町において建設中であり、 3箇所において実施設計中である。

2 狭溢地対策と高度処理

起伏の多い地形に立地する集落や家屋密度が低い地域などでは、従米の自然流下方式を

採用すると管渠建設骰がかさみ不経済となって、事業の実施が困難な場合がある。下水道

事業がそうした狭樅の地域とか小さな町や村に拡大するにつれて、 このような地域での下

水道システムとして、汚水の集水を重力に よらず、真空ポンプによって強制的に集水する

真空式下水道システムが注目される ことになった。

＊真空式下水道システムの実用化

愛媛県西条市において、平成 2年度に公共下水道としてわが国で初めての実施設 （対象

地域12ha、215戸、管渠延長2,781m)の建設に着手し、 3年 4月に一部供用を開始するに

至った。この真空式下水道システムは 2年度に「新輸送システム」としてアイデア下水道

に指定された。今後、このシステムは地形などの条件に応じて採用されることが多くなる

ものと予想される。

山間部の街とか海岸に面していて背後に山地が迫っている街とか、また修景を大きく変

化 させる ことが許されない地区等では、処理場用地の確保が難しく 、下水道事業の促進の

障害になる場合がある。事業団では、 このような街にも下水処理場が可能なように「 トン

ネル方式処理場」や「浮体式下水処理場」を開発した。
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島根県鹿島町恵蜃処理場

＊トンネル方式下水処理場の開発

トンネル内に処理施設を配附する 「トンネル方式下水処理場」（クリーンカプセル）の開

発は、昭和62年度にトンネル方式下水処理場研究会（国、事業団、民間の共同研究）を設

沼し検討をはじめ、技術的にも経済的にも可能であるという結果を得た。これを受けて、

事業団は平成元年度、島根県東部島根半島のほぽ中央に位附する鹿島町において、海岸に

面した山岳斜面にわが国最初の「トンネル方式下水処理場」、恵鍼処理場の建設に着工した。

トンネルは馬蹄形で、輻llm、高さ 12m、延長57mで、この中に下水処理施設が格納され

る。 4年10月に通水した（第 2編第 1章第 2節 4の(4)参照）。

＊浮体式下水処理場の開発

臨海向けの下水処理場として船舶建造用のドックで、処理施設本体を製作し、あらかじ

め沈設予定地に築造した基礎上に曳航し、沈設した後、周辺を埋め立てる沈設工法が開発

された。事業団ではすでに60年 4月に静岡県熱海市第二浄水管理センタ ーで採用したが、

その後、事業団はこ の方式をさらに発展させて、 61年度には海洋施設として最も有利な形

態である浮体構造を取り入れた「浮体式下水処理場」を開発した。これは船舶建造用ド ッ

クで建造さ れた下水処理プラン トを現地まで曳航し、係留する方式であり、経済的かつ短

7こ期で、環境 ・公害問題に十分対応できるということにその特長がある。

事業団は窒素 ・燐の除去の技術開発についても積極的に取り組んできた。

＊活性汚泥循環変法の導入と評価

琵琶湖や霞ケ浦のような閉鎖性水域における富栄養化現象の進行は相当古くからみられ

たが、これに対する具体的な対策が講じられるようになったのは54年頃からである。この

年、環境庁は瀬戸内海について燐の削減指溝方針を示した。さらに同年には滋賀県、 56年

には茨城県がそれぞれ富栄捉化防止条例を制定した。57年12月には湖沼の窒素、燐に係る
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こ一r：てで竺-LZ

-疇璽璽滋賀県琵琶湖流域下水道湖南中部浄化センター 滋賀県琵琶湖流域下水道湖西浄化センター

環境基準、 60年 5月には湖沼の窒素、燐に係 る排水基準が告示されたことで、下水処理場

での窒索、燐の除去は一挙に現実の課題とな った。事業団は滋賀県琵琶湖流域下水道湖南

中部浄化センターにおいて、活性汚泥循環変法を消入し、 6万3,500m'／ 日規模の施設を56

年度に通水させた。この処理場はわが国最初の本格的な窒索除去を行う下水処理場となっ

た。以米、この方法は琵琶湖流域下水道湖西浄化センター、茨城県霰ケ浦水郷流域下水道

潮来浄化センター、岡山県児島湖流域下水道児島湖浄化センターなど計 5箇所の下水処理

場で採用された。このうち、湖南中部浄化センターは56年度に、児島湖浄化センタ ーは63

年度にそれぞれ全建買を受買した。後者は岡山県と共同の受買である。

技術評価委員会は59年11月に出された諮問に応じ、実施設における調査結果を碁に、活

性汚泥循環変法の除去特性、特徴、経済性などについて61年11月答申した。これによって

循環変法は名実ともにわが国における代表的な窒索除去法として定着した。

＊循環変法による窒素除去

循環変法は、下水からの窒素除去法として一応確立したが、その後も技術開発部では滋

賀県との共同で、この方法の改善のための技術開発に取り組んだ。循環変法では初沈流出

水に対し窒素除去率60％から70％が可能であ ったが、そのためには標準活性汚泥法の約 2

倍の生物反応槽が必要であり、施設規模も大きいものにならさるを得なかった。さらに、

硝化槽から流入下水批の 2倍程度の混合液を脱窒槽へ循環することが必要なため、これに

要するポンプの動力骰がかかるという欠点があ った。

そこで、循環変法を多段化することによ って窒索除去率の向上を図ること 、循環ポンプ

の代わりにエア リフ ト効果を利用することで省エネルギー化を図ること、この 2つのアイ

デアを組み込んだ二段式エアリフト循環法の実用化に成功した。これによ って、窒索除去

率は80％程度に向上し、生物反応槽における消骰電力量を35％程度削減することができる
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茨城県霞ヶ浦水郷流域下水道潮来浄化センター 岡山県児島湖流域下水道児島湖浄化センター

ようにな ったことが、平成 2年 3月に出された技術評価委員会の答申でも明らかにされた。

＊循環変法による燐除去

閉鎖性水域における富栄捉化防止のためには、窒索だけでなく、燐の除去も必要である。

燐除去については物理化学的な方法が採用されてきたが、活性汚泥法の施設に簡単な改造

を加えることで、燐の除去が可能な嫌気ー好気活性汚泥法が開発された。技術開発部でも

昭和57年頃からこのプロセスの基礎実験、実証試験を繰り返し、わが国の下水処理でも適

用できることを確かめた。これらの結果をもとに63年 5月、技術評価委員会はこのプロセ

スの除去特性、特徴、設計、維持怜理上の留意事項などを答中し、下水中の燐濃度が 5mg/ P 

程度の下水処理において、処理水燐濃度 1mg/ R.以下にすることが可能なことを明らかに

した。

3 下水汚泥処理への対応

事業団はこうした新しい建設工事技術や水処理技術と並行して汚泥処理技術の開発にも

余念がなかった。実験 ・研究はすでに昭和50年代から積極的に進めていたが、 60年代にな

るとそれらの成果が一気に開花した。

＊汚泥コンポスト化施設の設計指針化

「下水朽泥コンポスト化施設設計指針」が制定されたのは63年10月のことである。先にも

触れたが、下水汚泥のコンポスト（雉肥）化は、処分先の確保と、資源として下水汚泥を

再利用できるという観点から注目された技術である。事業団が建設したコンポスト 化施設

は茨城県 Fl立市滑川処理場が第 1号であり、 57年度に稼働した。当初、この施設は、付託

設計で発注されたが、コンポスト化施設の技術評価及び設計指針のための貴重な資料とし

て活用された。平成 3年度末現在では、 6箇所のコンポスト化施設が、事業団によって建
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川崎市加瀬終末処理場

設され、稼働している。

＊自燃焼却システムの設計指針化

下水汚泥の焼却処理は、処分汚泥盤の減容化を目的として、最終処分地の確保が困難な

東京都など大都市を中心に採用されてきた。下水道統計によれば昭和63年度にはわが国の

発生汚泥固形物の約58％が焼却処分されているが、従来の下水汚泥焼却は、補助燃料を多

く消骰しており 、その省エネルギー化に関する系統的な検討と 実現のための手法の提示が

望まれていた。

こうした要望に対して、 60年 8月に技術評価委員会に 「自燃焼却システムについて」が

諮問され、その答申が62年10月に行われた。この答申を受けて、計画部は 「下水汚泥自燃

焼却システム設計指針（案）」を平成元年12月に制定した。この設計指針は、））見水汚泥の含

水率と有機物含有率から補助燃料なしで自然に汚泥が焼却する領域を多段炉、流動炉及び

階段炉の炉形式ごとに示しており、省エネルギー的な汚泥焼却システムの計画、設計に利

用できるものである。

＊汚泥溶融システムの評価と建設

焼却システムと比較してさらに減容できて、かつ汚泥の安定化、無害化、さらに資源化

を図れる技術としては、「下水汚泥溶融システム」がある。昭和56年 4月、事業団が受託し

て建設していたアーク溶融炉が川崎市加瀬終末処理場で稼働した。わが国最初の下水汚泥

の溶融炉である。その後、大都市を中心に汚泥溶融技術の導入が検討されるなかで、世界

でも他に類を見ない汚泥溶融技術の適正な導入を図るために、 62年 2月に、下水汚泥の溶

融システムについて技術評価委員会に諮問がなされ、その答申が平成元年 4月になされた。

並行して技術開発部が汚泥溶融システムの技術評価のための調査を進めるなかで収集さ

れた技術的知見に基づいて、事業団は富山県小矢部川流域下水道二上浄化センターに表面
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ベスト システム

溶融炉を建設し、昭和63年度に稼働させた。平成元年度には、滋賀県琵琶湖流域下水道湖

面中部浄化センターで旋Iul溶融炉と、事業団兵庫西エースセンター及び大阪北東エースセ

ンターでコークスベッド溶融炉が稼働し、 2年度には、事業団大阪南エースセンターで表

面溶融灯が稼働した。これらのうち大阪酎エースセンターについては 2年度の全建買を受

買した。

＊高効率造粒濃縮調質法の開発と 導入

技術間発部は、昭和62年度と63年度にわた って栗田工業（松と「高度処理プロセスに適し

た汚i)び処刑技術の間発」についての共同研究を行った。この目的は、生物学的燐除去プロ

セスにおいて問題とされていた汚泥処理系統からの返流水に含まれる燐濃度を低くするた

めに、余剰汚泥から再放出される燐を封鎖する汚泥処理方法を開発することにあ った。

その結果、この」し同研究では、燐を含む汚泥に特殊なポリマーを添加して造粒調質し、

濃縮プロセスを省略した脱水システムの間発に成功した。汚泥を造粒、濃縮するシステム

は、 tり泥からの燐の放出を抑制し、各種の汚泥にも十分に適用できることが実証された。

このシステムは1』内外に特許出願されるとともに、実川の第 1号機が事業団によ って東京

都町111111鶴兄川クリーンセンターに建設され、平成元年度に稼働を間始した。 3年 4)-lに

は長野県佐久下水道糾合佐久終未処理場でも実施設が稼働した。

この処J:用法は、 flji)いを球状塊（Ball)にする効率的な (Effective)汚泥濃縮システム

(Sludge Thickening System)であるところか ら 「BEST（ベスト）システム」と命名

された。

＊汚泥焼成設備の建設

埼1、．．児は、焼却灰の布効利川に関する基礎調査を昭和51年度から開始し、 63年度には（財）

埼玉り!.下水道公社に委託して焼却灰の建設沢材化の調杏を行った。その結果、下水汚泥焼
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BESTシステムの機構
BESTシスネムの汚泥処理は次のような手頗で行われます。

汚泥 ➔

金霞塩系
・-・ コ

C祠電中

マイクロフロックの形成
リン日定9ヒ

祠電中和

0フロックの粗大化 〇ベレットの成畏

追粒

④ベレットの緻密化
水の分順
汚泥遭縮

濃縮

却灰をプレスで圧縮成型した後、焼却炉で焼成し、最終的にレンガを生産する汚泥焼成設

備の採用を決定した。

埼玉県から委託を受けて、事業団は平成元年度と 2年度に荒川右岸流域下水道新河岸処

理センターに汚泥焼成設備を建設した。同設備は、翌 3年 4月に稼働したが、生産された

レンガの品質は従来のレンガ以上であることが確認された。この設備は、汚泥を100％原料

としたレンガを生産する世界でも最初の実用施設となった。この設備については、埼玉県、

東京都とともに事業団は 2年度の全建買を受牧した。

＊ペストシャトルの製作

受託件数が急速に拡大している小規模下水処理場の汚泥処理方法としては、維持管理要

員が十分に確保できないという現状から簡易な処理方法が必要とされ、天El乾燥床などの

導入に頼らざるを得なかった。現在でも、この課題を解決するための技術開発を進めてい

るが、移動式の脱水車などによる複数の処理場の巡回処理方式も有効な方法である。

現実に事業団大阪支社では、鳥取県西伯郡内の日吉津村、大山町及び西伯町の下水処理

場の汚泥処理方法として移動脱水車の採用を決めた。その理由は、①3町村の処理場の処

理方法がOD法であること、②汚泥処理の運転開始時期がほぽ同じであること、③日吉津

村ひえづ浄化セ ンターを 中心に片道約15kmに他の 2つの処理場が位囲していることなどで

ある。移動脱水車は付託設計で行われたが、事業団が共同研究で開発したBESTシステ

ムとベルトプレス脱水機を組み合わせた「BESTシステム搭載型汚泥脱水車（愛称 「ベ

ストシャトル」）が、 3年度に製作に着手され、 4年 5月から稼働している。

4 雨水対策、全建賞受賞など

雨水を速やかに排除し、浸水の防除を行うことは下水道の基本的かつ本質的な役割であ
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る。近年は、公共用水域の水質保全に果たす下水道の役割がますます高まり、地域によ っ

ては1：卜i天時の汚濁負荷の削減策や既存の整備地域の対応策が重要な課題と なっている。こ

れらの対応策として、事業団は 「スワール分水槽」、「雨水滞水池」、「大規校幹線によ る雨

水貯留」 などを建設している。

「スワール分水槽」は、合流式下水道の越流水対策の具体的な手法で、浮遊性物質だけを

除去対象にする、動力を必要としない省エネルギー型の施設である。昭禾ll60年度に愛媛県

松山市か ら既存施設の能力不足の対策に係る業務が委託され、 付託設計を行ってスワール

分水槽の採用を決定した。この施設（計画流入祉3.427而／秒、内径29.6m、水深7.4m、

1槽） は、 61年度に工事に抒手し、 63年度に供用を開始した。同施設は「雨天時合流下水

の省エネ処理作戦」 として61年度のアイデア下水道に採択された。

「I:|：J水滞水池」は、既存合流式下水道の浸水防除能力の向上と水質汚濁防止対策として、

,；十両されているものである。川崎市か ら京町雨水滞水池 (1万8,000mり、渡田雨水滞水池

(2万4,OOOmり、観 音川雨水洲｝水池 (2万6,OOOmりの 3箇所の雨水滞水池の建設を62年度

に受託し、事業団は平成 3年度末現在、建設工事を行っている。

「大規模幹線による雨水貯留」には、「なにわ大放水路」として大阪市の東南部地域の都市

刑水害の抜木的な対策として計両されているものがある。大阪湾への速やかな排除ととも

に、大容祉の貯留能力 を活川 して雨水時下水を近くの処理場に送水して処理することも検

討されている。事業団は、まず、 昭和60年度より平野・住之江幹線（延長8.5km、内径35-65

m)の建設工事を受託した。さらに、平成元年度か らは住之江抽水所（計画排水品73而／

秒）の建設工事を受託しており、 7年度を完成予定としている。この一連の事業は昭和60

年炭のアピール下水道に採択されている（第 2編第 1章第 2節 3の(4)参照）。

神奈川県鎌倉市七星ケ浜水質浄化セ ンターは、すでに20年前、標準活性汚泥法によ って
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松山市スワール分水槽 「なにわ大放水路」

運転開始されたが、 当時はいわば山の中の処理場であり、住民からの苦情は皆無であった。

ところがその後、近隣の開発が進め られ、住宅や小学校など境界に隣接して建てられると、

鎌倉の都市化はいよいよ激しくなり、処理場の拡張が困難になって七里ケ浜の水質保全に

支障を来しつつあった。そこで 「古都鎌倉の七里ケ浜浄化作戦」 として、既存の下水処理

場の用地内0.7haに約 4万而／日の処理施設を増設することにな った。周辺環境との調和

を図るため、処理施設は完全地下式にし省面梢型の深層曝気法が採用された。55年度に着

工し、建設骰75億円をも って60年度に完成した。この事業は57年度のアピール下水道に採

択されている。

第 6次下水道整価五箇年計画の期間は、 事業団が建設した終末処理場が続々と供用を開

始し、 57年度に100箇所の大台を突破した通水箇所は、 61年度に200箇所、 63年度には300箇

所に達した。ちなみに、通水300箇所日は、岐阜県中津川市の下水処理場であ った。前述し

たも ののほかに全建買を受賞した施設は次のとおりである。

61年度の受貨は、高知市瀬戸下水処理場の建設工事であ った。この工事は59年度に着手

した。瀬戸川下流の住居地区に囲まれた工事現場は、表層が軟弱地盤、下部が圧縮強度が

270-1,SOOkg/c而（平均500kg/c而） の硬岩という複雑な地層であ った。このため、事業団

は工事騒音を極力抑えることに留意し、静的破砕剤を使用しながら岩盤掘削機やプレーカ

ー付きセミ シールド機を使用して岩盤掘削を行い、 61年に工事を無事完了させた。それが

評価されての受貨であ った。

62年度の受買には、 兵庫県揖保川流域下水道揖保川浄化センターの建設工事がある。全

国ワースト 5以内に常にランクされる揖保川の水質浄化を図ることを目的とした計画であ

った。揖保川浄化セ ンターの流域には多くの皮革産業があるため標準活性汚泥法での処理

は難しいことが予想された。そこで、技術開発部が実験検討を行い、その結果をもとに酸
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中津川市下水処理場 高知市瀬戸下水処理場

索活1生汚泥法を採用することを決定した。また、流入幹線は 2条管として施工し、皮革排

水地区とその他の地区とを分離して下水処理ができるように工夫した。工事は58年度に開

始し62年度に完成したが、臨洵部であるために地下水の海水混入を防止するため、当時は

まだ珍しかった復水工法を採用し、付近の井戸への塩水混入防止に大きな効果を上げるこ

とができた。こうした一連の工事が評価されて受買した。

平成元年度は、熊本北部流域下水道事業について熊本県と共同で受賞した。管理棟など

が周辺景観と 一体となるようデザインされていること、初期投資額の節減が図られている

ことなどが評価されたも のである。

昭和62年10月に事業団は長野児中野市浄化管理センターに対して保証工事を実施した。

この浄化センターは59年度に建設工事を開始し、 60年度に通水したものである。受託した

施設は7,400而／ 日（全体計画 2万2,200m'／日）、事業野約47億円であった。しかし、供用

開始後、浄化管理センターの流入管渠施設の管渠支承部が破損してしまった。そのため中

野市は、 事業団にその原肉究lりlのための調査を依頼した。事業団は62年に副理事長を委員

長とする工事保証委員会において、その原因を調査するとともに対策案を検討した。その

結果、原因は処理場用地内の地盤未改良部分に生じた地盤沈下に伴って発生した付加土圧

により、流入管渠支承部に許容応力度を超える応力が発生したためであることが判明した。

このため、 62年10月に開かれた工事保証委員会で、事業団がこの施設の保証工事をする

ことを決定し、工事保証引 当金を充当して保証工事を行った。

第 4節 新事業と円滑な事業推進への対応

1 水質・汚泥分析と生物診断
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維持管理技術援助の幕開け

1 1J村正雄

維持管理担当の初代調杏役（昭和59年設附）と

しての初仕’ltは、 ：Ji業団として維持管理技術援助

にどう対処していくかということでした。

まず内部のコンセンサスを得るため、稲場援助

課長発案による「維持管理研究会」を設け、中村、

浜両理~JJの御指導と助言の もと、関係各課長を交

え序i'i)）的な検討を行い、次年度か ら本格的な維持

管理技術的援助が始まりました。

しかし限 られた人且で多 くの要語に応えるに

は、従米の巡lril方式の技援だけでは限りがあり、

その対案として委託団体から活性汚泥や水質分析

用試料を送付しても らう「水質診断」を始めまし

た。これは私が滋質県の分室に単身赴任していた

とき、病院の診断手法か ら思いついた方法です。

新しい業務なので実施までには総論賛成、各論問

題ありでいろいろ紆余曲折しましたが、発足して

みると委託団体のニーズにも合致し、業務祉も順

調に仲ぴ、発案名・としてホ ッとしたものです。改

めて当時協力していただいた皆様にお礼中し上げ

ます。 （元業務部調査役）

昭和61年度からは維持管理に関する技術的援助に、水質 ・汚泥分析及び生物診断を新た

に加えて開始した。これは、下水処理場からサンプル試料を定期的に事業団に送付しても

らい、これを分析 ・診断して、その結果を文書または電話で委託団体へ報告するという方

法で、分析項目、数品などについては協定を結び実施する。供用開始した下水処理場が増

加するにつれて、簡易でしかも継続的かつ経済的な維持管理の技術的援助が求められたこ

とに応じたものである。この方法は排水基準などに基づいた重金属類の水質検査を事業団

が補佐するという役割もあり、委託団体の総合的な水質管理に大きく寄与している。

2 管理技術者の認定と民間開発技術の審査証明

昭和61年度末の下水道牲及率は37％となり、下水道事業に着手する都市も加速度的に増

え、整備の進捗に伴い建設段階から維持管理段階へ移行する地方公共団体も増加してきた。

そうした状況のなかで、維持管理の執行体制について地方公共団体は担当職員の簑成及び

確保に努めてきたが、業務の相当部分を民間業者に委託する傾向も強ま ってきており 、そ

れにあわせて、民間では維持管理業務の受託を専門に行う業者も増えつつあ った。

下水道の役割を考應すれば、維持管理を民間に委託した場合においても、適当な維持管

理が常に行われるのが肝心なことであり、そのためには、維持管理に係る一定水準以上の

技術力を持ち、かつ経営的にも安定した民間業者に委託する必要があ った。

そのため、 60年 7月 4「lの第 5次下水道財政研究委員会の報告において、維持管理業務

における委託方式の活用とともに民間業者の有査格登録制度の創設が提言された。さらに、

同年 8)-jl l1の都市計画中央審議会の答申においても、「下水道の目的、機能などを十分に

発揮させるためには、適」［かつ効率的な維持管理が必要不可欠であり、そのための体制の

整備を図るべきである。この場合、民間業者への円滑な委託を、必要に応じて図るため、
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和気町と備前市の災害復旧への技術的援助

杓成 2年の台風19りによリ、岡lll県束部の禾II気

町、 ii『jIiij巾などで 9J l 1711から1911にかけて、辿

紐 1: | ：j りし466nlnl 、 11年間最大57mmの 大 l.I•i が降 っ た。 この

ため河川 氾濫による内水が排水施設能力を l・.1111

リ、和気浄化センター周辺の一り間を投い、平',、:Jll!，棟、

沈砂池、ホンフなどの一部を残して令1(1i冦水し、

約 1｛意5.000 hiリの被内を受けた。

このため、和気町Kから9J l 2711、＇ド業1ヽt|lil'，1111

I ・・サl~務所に対して復 Illの依粕があリ、大阪支礼

と[,',,i］iiI L．．」ドl';務所が協力して復111作業の技術的援

第 1編総 論

助をllf]始した。技術的援助は、仮復Illと↑灼：且1!.）j法

の指群、本1及l|l)j法の指牡、県へ提出す る被古状

況説明沢料などの作成及び災',h腹 111L ·]~の発注な

どの内容であ った。 2年10月 1洲 Jには似旧上上ドが

発注され、 3年 3Jl2011にぱ元令,;Ii)立しを実視で

きた。また、 1Ji1，iI-jiiliilいからも 1li]様の依頼を受け、

片」．由水ポンプ場の被，1［に対する災古杏定設計 ， 1 :•·

の作成 を行った。

民間業者の布査格登録制度を創設するほか、維持管理委託基準を作成する必要がある」と

している。

そうした背梨のもとに事業団は、下水道の維持管理業務に携わる民間技術者を対象に、

その技術力を公平に判断 し証明するため、 「下水道管理技術認定試験」を行うことにした。

この試験は、事業団にと って新規事業となるため、 62年 6月29日には、試験の実施及びそ

の実施方法について建設大臣の認可を得た（法第26条第 1項第 9号、業務方法臀第38条）。

また、 7月9日付建設省告示をも って、下水道処理施設維持管理業者登録規程が制定さ

れた。この規程では、登録を受けようとする業者は、常業所ごとに下水道処理施設管理技

-1：を ittくこととし、袴理技士は主として学歴に応じて一定の実務経験を有し、事業団が実

施す る下水道笠理技術認定試験に合格し、かつ（朴）日木下水道協会が実施する下水道処理施

設管則技士壺格者認定購柑1を終了した ものとした。第 1同の認定試験は、 第131[11技術検定

と同 じIIの、 62年11月8「lに実施した。

民間において 「Il:．的に間発された技術の尊人を図ることは、今後の下水道事業を効率的

に進めるうえでィ呵欠のことにな っていた。 しかし、下水道ポ業が公共事業であることか

ら、 祈技術森入に起因する失敗は決して許されない。埒入に当た っては、公的機閾の評価

によ って適 l［化を図らなければならない。このような評価制度は、建設省の建設技術評価

制度や事業団の技術評価制度があ ったが、民間で開発された技術は数多く、従米の制度だ

けでの対応が困難 となり、 制度の充実が求められてきた。

そこで、 ')•;業団では62年度から新たに民間技術評価制度を発足させた。 民間で n 主的に

間発された新技術を評価し、 事業への適正な舜人を図るとともに、民間の一／爵の技術開発

を11的としたものであり、従米の評価制度を補完す る新しい制度であった。

民間のIhi打者は、その所有する新技術の審査研明をボ業団理事長に申請し、理ボ長はそ
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消費税の導入と事業団

昭和63年12月未にii'j骰税法案が国会を通過成立

した。消骰税は、ほとんどすべての国内取引 ・外

国貨物を課税対象として、 3％の税率で課税し、

税金分を事業者の販売する物品やサーピスに上釆

せし、最終的には泊骰者に転嫁しよ うとするも の

である。

1t業同が委託団体に提供する建設 ・設計などの

業務も 当然、消枝税の課税対象となった。前例の

ないタイ プの新税であり、事業団のどこにどう影

響するのか、また、その対応はどうした らいいの

かについての検討を全社的に行った。i肖毀税師を

内税方式で表示するよう工事請負契約書等の規程

などを改正するとともに勉強会を開催して、 i肖骰

税について周知徹底を図った。その甲斐あってか、

平成元年 4月の導入まで、公布か ら3箇月余とい

う短期間にもかかわ らず、業務を円滑に進行させ

ることができた。

れが下水道分野への溢入効果が期待でき、 しかも、技術資料が十分であるという受理基準

に照らして、審査対象とするかどうかの判定を下して通知する。受理した技術については、

申請者との間で審杏証明の実施に関する協定締結が交わされ、技術評価委員会に諮問し、

審査のうえ、理事長名で審査証明書を申請者に発行するとともに公表する。

第 6次五箇年計画期間中、審査証明瞥を発行した技術は、 62年度に 5件、 63年度 7件、

平成元年度11件、 2年度11件、 3年度 8件の合計42件となっている。

3 共同企業体のあり方と業務の効率化

事業団はこの時期、円滑な事業推進を目指してさまざまな措置を請じている。

昭和61年度「建設工事施工対策委員会」が設囲された。61年度の工事受託箇所は前年度

に比べ15％増大した。このため、急増する発注件数に対応し迅速な事業の執行を固ること

を目的として設箇したものである。委員長にはエ務担当理事が就任、経理、業務、計画、

工務の各部長が委員となり、課長級職員による幹事会も罹かれた。委員会では、協定事務、

契約事務の所要期間の短縮方法、契約の障害となる原因の解消などについて審議が展開さ

れた。この委員会における検討を契機として、監理業務の合理化措覆 (63年度）等が講じ

られた。

事業団は、平成元年 3月31日、 建設共同企業体の対象工事を、大規模であ って、技術的

難度の高い工事や技術の結集を必要とする工事などに限定する内容にするよう「工事の請

負契約に係る共同企業体取扱要綱」の規程を全面改正した。

建設関係の共同企業体は、わが国において昭和26年に制度として初めて森入されて以来、

建設工事において広く活用されてきたところである。当初その活用の目的は大規模工事の

安定的施工の確保や建設業者の施エカ、経営の強化であ ったが、その後、不良 ・不適格業
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東海総合事務所

者の建設市場への参人、いわゆる「ペーパージョイント」の出現、施工の非効率などの間

題が顕特にな ってきた。そこで62年 8月、建設大臣の諮問機関である中央建設業審議会が

「共同企業体の在り方について」答中し、その改蒋策を提言 した。

これを受けて建設省は「建設共同企業体運用準則」を通達し、 事業団は要綱改正に踏み

切ったのである。

平成 2年 9月、事業団役員会に「日本下水道事業団業務運営長期計画（案）」が提出され

た。同計画（案）は、次の第 7次下水道整備五箇年計画に予想される事業批の増大に対応

し、人材の確保 ・育成の対策を購ずるとともに、それまで以上の業務運営の合理化、 効率

化が必災であ ることを確認した ものであった。同計画（案）の正式決定は第 7次下水道整

備五箇年計画の決定を待って行うものと し、 当而は合理化・効率化を推進することとして、

同月「業務運営効率化委員会」を発足させた。

委員会の下には幹事会が設晋され、さらにその下部機構として 4つの分科会が置かれた。

委員会は発尾と同時に業務運営効率化の提案を全社的に募集したが、集ま った提案件数は

実に270件に逹した。第 1分科会（契約、協定） 29件、第 2分科会（設計、工事監督） 89件、

第 3分科会（研修、技術開発、技術的援助） 12件、第 4分科会（エース） 7件、その他分

科会に配布できない提案133件が幹事会頂かりとな った。委員会は、それらすべてを検討

し、実施1:rJ能なものから改善していくことにした。その後、 4年度までに改善した主な事

項には設計協議の簡略化、SWEATSの改善、検査業務の平準化（以上 3年度）、協定事

務の簡略化 (4年度）がある。

同じ 2年10月 1日には、名古屋市内に東海総合事務所を設置した。広域的に工事監督な

どを行う総合事務所を試行的に設囲してきたが、岐阜県、愛知県、 三重県の 3県において、

業務絨が増大した ことから、 北海道に次いで 2番日の総合事務所となった。また、従来、
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総合事務所以外の工事事務所は工事現場に設置してきたが、 2年度から秋田工事事務所は、

交通 ・通信の便利な場所に常設することになった。

2年10月 9日、全国市長会の理事会の承認を得て、 3年度からの補助金交付都市の基準

が改められた。従来、 人口基準は昭和45年国勢調査によっていたが、 これを60年国勢調査

によるものとした。また、あわせて、補助金分担区分が人口 8万人以上10万人未満の都市

と10万人以上との 2区分で分担してきたものを．、人 口8万人以上10万人未満、10万人以上

30万人未満、30万人以上の 3区分に改めた。 この結果、事業団が補助金を受けている都市

の数は、それまでの187市であったものが、平成 3年度からは252市に拡大された。

長期の好最気を反映した民需の拡大は、公共事業の資材、労務 コス トの上昇と供給不足

を招いた。それに伴い、公共施設の建設工事請負企業の採罪性の低下が社会的問題となっ

た。特に都市域での悪条件による工事を主としている下水道工事にその傾向が著しく 、日

本土木工業協会の調査によれば、元年度、下水道土木・建築工事の粗利益率は 4％であり、

通常の採鉢ラインをかなり下同 っていた。

事業団においては、発注工事のなかで処理施設の占める割合が大きく、かつ最も採算性

が悪いとされた建築、建築設備が含まれていることから、事業団の発注業務は厳しい状況

を迎えた。建設省は、 2年度に業界団体、事業団、地方公共団体の意見を調整し、採算性

改善のための作業を事業団に委託した。その結果、管渠、ポンプ場、処理場について、土

木、建築、機械、電気工事の広い範囲にわたり、単価や経骰の大幅な改正が行われ、 3年

度からこれが適用されることとなり、採算性問題は一応の解決をみた。
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「標語」の表彰 広報映画のパンフレット

第 5節 親しまれ愛される事業団を目指して

1 イメージアップ作戦と注目される広報活動

1i業団は白らのイメージアップを図り 、その活動を広く 一般の人々にも理解してもらう

ため、 昭和61年度に標語と愛称を勢集した。その結果、標語に219点、愛称に46点の応蒻が

あり、選定の結果、 6月1011に大富宏理事長から表彰状がJ!,（lられた。

椋諮での秀作には、束京支社 lご小課勤務の秋山勝の作品「お手伝いします あなたの街

の 卜水追」が選ばれた。ほかに佳作10点が逗ばれた。愛称については、秀作、佳作ともに

該‘片なしで、努力買に、「 JASWA」「TASWAN」「 JSWA」「みずすまし」などが

選ばれた。標語は「街」を「まち」にしてパンフレットや職員の名刺に印刷するなどして

‘|所）成 4年 7月までイメージア ップに活用されて親しまれてきた。

広報誌 ・季刊 『水すまし』は62年 9月で第50号に逹した。この号から 『水す まし』は政

府「lj行物として取り扱われることになり、「政府刊行物月報」に掲載されるとともに、政府

刊行物センターと同サービス ・ステーションで展示頒布されることになった。同誌はこれ

を機会に装いも 一新させ、内容の充実を図った。さらに、 63年 7月発行の53号からは国立

川会図代館によ って米国議会図且：館など海外 8箇所の中央図翡館などに配布されることに

なり、いよいよ 国際的に愛読、利1llされることにな った。

卜`業団の広報活動でもう 一つ注IIすべきことは、平成 3年 2月に事業団の映画 『徴生物

による 卜水処理』（平成 2年製作）が科学技術庁推奨作品に選定されたことである。事業団

の広報映両、ビデオは業務広報はもとより、下水道事業を計両、推進している市町村の住

民説明川 としても貸し出され、 輻広い利用が行われてきた。事業団が製作してきた映画は、
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国際花と緑の博覧会「スポッ ト・ガーデン」

次の 7本である。

①『下水道をつくる• ••• • •事業団の活動』 （昭和54年製作）

② 『海をゆく下水処理場』(60年製作）

③『あなたのまちに下水道を……事業団の活動』(62年製作）

④ 『プレハプ式下水処理場』(63年製作）

⑤ 『 よみがえる汚泥••…• クリーン作戦のエー ス 』 （平成 2 年製作）

⑥ 『徴生物による下水処理……活性汚泥法』 (2年製作）

⑦ 『21世紀への辿産づくり 』(4年製作）

2年 4月 1日から 9月30日まで開催された国際花と緑の博覧会に、事業団もその会員で

ある「下水汚泥資源利用協議会」が出展した。出展物は下水汚泥の有効利用製品を使用し

た「スポ ット・ガーデン」であ った。事業団は大阪北東エースセンタ ーのコークスベ ッド

溶融炉で溶融した溶液を水で急冷して生成した水冷スラ ッグと下水汚泥の資源利用調査で

嵩分子系焼却灰を成型した焼成レンガを提供した。水冷スラッグはインタ ーロ ッキングブ

ロックの軟砂として、また焼成 レンガはスポッ トガーデンの外周のプロック塀と して利用

し、米場者に格好の休憩の場を提供した。

2 「親しまれ愛される下水道施設」

平成 2年 7月、事業団は「親しまれ愛される下水道施設実施指針」と「美観を考慮した

仮設囲いなど実施指針」を決定し、「デザインレビュ ー制」 と 「美観を考慮した仮設囲い」

などの制度を導入した。近隣住民から必ずしも望まれぬ施設として協力の得られにくい下

水道施設が、近隣と環境調和し、地域の特性を生かすことなどに よって、 「親しまれ愛され

る下水道施設」 として受け入れられることを期待しようとするものであった。
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下水道の夢を拓く事業団

佐藤 治

［務部長を務めたのは 6次 li,i「の後‘r'期であっ

た。小規模施設の箇所数が.;,i;:しく仲び、 卜・水道建

設の中心が中小市町村へとシフトしつつあった。

新たに行上した施設のなかには川地小足や低地処

狸区の ド水収集問題を解決したクリーンカプセル

や真窄式ド水道、処理施設上部への文化体育施設

の建設などかあリ、いずれも •j~業団の技術））を結

集して版間した下水道技術の成米であった。建設

を進めてきたエースセンターの仝箇所も供川開始

となった。汚i)以処理は困難で技術革新の著しい分

野でもある。汚i]ビの沢源化は地球にやさしい下水

逍への道を拓く 一里塚であり 一）竹の発展が期待さ

れる。「FL活動」も始ま った。鎌われる下水道施

設を建設段階から PRし、親しまれ愛される下水

道施設にするために始めた活動である。地域環境

に溶け込み、 -{-1jしたちのIIJ]るい笑い声や、コーラ

ス、楽器などの音があちこちの下水道施設から1廿l

こえて くるよう にしたいものだ。 （元工務部長）

デザインレビュー制は、基本設計完了の段階で支社などに設けたデザインレビュー検討

会が建築と土木のデザインの仕上げについて組織的に取り組むものである。積極的に地域

環境を検討考應して、その場所にふさわしいデザイン、例えば管理棟のモニュメント化、

緑化ゾーンの設固、地盤の媒上げなどを取り人れていくことにした。

美観を考應した仮設囲いは、交通祉・人通りの多い所で美観を考胞したデザインによる

弔装工事を行うというものである。デザインの決定はあらかじめ定めたデザインリストに

よるもの、児童•生徒たちが描くもの、専門家が描くものなどさまざまであった。また、

このほかにも工事現場において「PRパネル ・覗き窓の設置」と「PRパネル周辺の仮設

届根 ・意見書箱の設匹」も行うこととした。 これらの事業はいずれも、国庫補助対象とし

て認められている。

その後、事業団は、 2年12月「FL (Friendly and Lovely)活動」の方針を決定し、 翌

3年 5月か ら実施した。

この活動は「親しまれ愛される下水道施設」を発展的にさらに輻広く、総合的な活動と

して位置づけたものである。下水道施設と下水道事業が、①開かれている (Access)、②心

地艮い (Amenity)及び③楽しい (Amusement)の 3Aを満たすことと魅カアップを図る

ことを目的としたのである。具体的には FL活動連絡会議を設けて次のような活動を推進

することにした。

① FL魅カアップモデル工事の実施

すべての甚本設計についてデザインレビュー制を実施する。 また、条件の適合したも

のについて美観を考應した仮設囲いを実施する。

② FL魅カアップ仮設問いコンテストの実施

事業団の「FL魅カア ップ仮設岡いコンテスト委員会」が選定し、同委員長が仮設囲
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F L住民参加

いを設四した施工業者を表彰する。

③設計コンクールの実施

設計が優秀であり他の模範とするに足るものを優良設計として選定し、設計コンサル

タントを表彰し設計業者の育成と下水道技術の向上を図る。元年度に東京支社が実施

した設計コンクールを引き継いだものである。設計コンク ールは、施設のデザイ ンを

中心に評価する FL活動部門と設備の性能と施設全体を評価する総合設計部門につい

て行っている。事業団の 「設計コンクール審査委員会」が審査し、理事長が表彰する

もので、第 1回設計コンクールは 3年度に行われ、 FL活動 2点と総合設計部門 2点

が表彰された。表彰式は11月 6日に行われた。

④FL住民参加

工事事務所が委託都市 ・建設業者と協力して工事見学会を開催する。また、小 ・中学

生による美観を考應した仮設囲いを推進する。

こうして、 事業団は、魅カア ップを強力に推進すべく動き 出したのである。

3 新技術に「愛称」を

技術開発や技術評価を行った新技術を これか ら下水道事業に着手しようとする地方公共

団体などに広く理解してもらうため、新技術に愛称をつけることにした。愛称は新技術愛

称選定委員会の検討を経て、だれからも親しまれるものを定め、平成 2年12月25日から使

用することにした。愛称は表に示すとおりである。この愛称設定は、当時の奥井英夫計画

部長がこれを桔極的に推進した。
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新技術の愛称

新技術名 ・友"'・ 称 .flI!. 1!1 

生物］又）心槽と最終沈澱池よりなる小規校向け

単槽式嫌氣好気法 ツービー ト法 の処狸）j法である。「ツーピー ト法」は、牛物

反応槽と •最終沈澱池の 2 段陪をよ視 した。

ド水処狸場をiifj:I-．に浮かぺたものである。「ア

浮体式処理場 アクアポー 卜 クアポート」はアクア＝水 (AQUA)、ボー

ト＝船 (BOAT)から成って いる。

OD法の生物）又］心槽と蔽終沈澱池を1iil心ドlr. 
に咽を共布させたもので、プレキャス トコ ン

クリート部材で現地で糾み立て建設するもの

p 

゜
D 

である。「 POD」の「 P」は、プレハプOD

フレハプ 0 D 法 法の形状がスライスしたパイナップルに似て
（ピー ・オー ・ディー）

いることから採った「Pineapple」の 「P」、

「プレキャストコンクリート (Precastcon-

crete)」及び「プレハプ (Prefab)」の「 P」

である。

フレソクスプラン JIl
フ レックスプラント

フレックス (11廿l度）という苫菜の走柑性か

処 刑 施 設 ら、 1it純に「フレソクスプラン ト」 とした。

生物J又／，四槽 と最終沈澱池を 1槽 (|l11分槽） で

1111分式泊 'It汚泥法 ワンポックス法 兼川する処理）j式である。「ワンポ ックス」と

はこの 1槽のことである。

牛物芹的にII見窒を行う処理法である。エヌ卜

活性 iiji)ビ循環変法 工 ヌ 卜 ｝レ ールはN （エヌ ＝宅索）をとる（ トル）とい

うことに行Hした。

3 -5 mm程度のろ材を允堀したろ槽の ド部か

ら曝気し、汚水を 1‘.li1)流で流 卜させる処狸法

奸氣，1’’I：ろ I木法 BF  (ビー・エフ）法 である。「 BF法」 は「BIOのいるろJ木（フィ

ルター）」からBIOのB、FILTERの Fをと っ

ている。
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第 5章 事業躍進とエースプランの創設

新技術名 ● 友 称 理 由

各処理場を定期的に往復する 脱水車（シャ ト

BEST搭載移動脱水車 ベストシャトル ル＝定期往復交通機関） のシャ トルと、 BES

Tシステムのベス トとを組み合わせて いる。

エース (ACE)プランは、下水汚泥処理分の

切札（エース）という意味と 、下水汚泥の査源

―|、水 汚泥広域処理事業 エ ースプラン
利用方法の頭文字を取ったものである。

Agricultural Use（緑農地利用）

Construction Use（建設査材利用）

Energy Recovery（エネルギー利用）

ク リーンカプセル
トンネル内に水処理施設等を収納 した周辺に

トンネル式 ド水処理場
処 理 場

影饗を与える ことの少ないクリーンなカプセ

ル形式の処理場である。

BEST （ベスト ）
汚泥を球形 （旦all)にし、効率的に但ffective)

高効率造粒混縮調質法 脱水する汚泥濃縮（国udgeエhickeing)装四
シ ス テ ム

である。

さらに、 3年 6月13日には第 2弾 として次の愛称を定めた。

新 技術 名 愛 杓、 理 由

限られた職員で効率的に維持管理を行うため

に、 小規模下水処理場用のAl（人工知能）を利

小規校 1‘• 水処理場 Jlj
月jした維持管理のエキスパートシステムであ

維持管理支援 システム
AIM（アイム）システム る。人工知能(AI: Artificial Intelligence)を

持った維持管理(Mamtenance)のためのシス

テムということか ら、これ らを連結して命名

した。

ノ、イ ク リー ン
負荷変動の大きい小規模処理場の処理水質の

邸述 ろ 過装骰 安定化や維持管理の省）J化を図るために、最
フ イ lレ 夕

終沈澱池の後段に設囲す るコンパクトで高速
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新技術名 愛 称 理 由

包話固定化徴生物を 用

いたアンモニア除去施 Iペ ガ サ ス

設及び窒索除去施設

のろ過装囲である。高速（ハイレート； High

Rate)で、 二次処理水の水質をよりきれいに

（クリーン； Clean)するためのろ過装臨（フ

ィルター； Filter) という窓味でその合成語

を使った名称であ る。

微生物を大きさ 3ミリ角はどの有機高分子ペ

レットに包括固定化し、硝化細面を高濃度に

保ち、アンモニア、 窒索除士を効率的に行う

ことの できるシステムである。ペ ガサス

(PEGASUS ; Poly Ethylen Glycol Pellet 

Aided System for EUtrophication Stop)は、

ギリシャ神話に登場する炭を持った天空を駆

ける馬で、力強さ、俊敏さ、迅速さをイメー

ジでき、こ のシステムの持つ安定性や効率性

を表現できることで命名した。

ペガサスで利用する硝

化 ペ レ ット
バイオエヌキュープ

3ミリ角ほどの有機靡分子材料製のペ レット

でペガサスで使用される。生物学的な（バイ

オ ；Biological)方法を利川した窒索（エヌ；

Nitrogen) を除去するための立方体（キュー

プ）という意味で、それらを連結したもので

ある。

4年現在、これらの愛称はすでに、マスコミ な ど に 頻 繁 に登場して、関係者の間に広く

浸透しつつある。
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第 6章 大いなる飛躍に向かって
（平成 3年度～）

第 1節 長期ビジョン策定とその実施

1 公共投資基本計画と第 7次下水道整備五箇年計画

第 7次下水道整備五箇年計画が発足する前年の平成 2年 6月28日、今後10年間の公共投

査の長期ビジョンを明らかにした 「公共投資基本計画」が閣議了解された。

「公共投資基本計画」が作成された背景には、元年 9月から始ま った日米構造協議がある。

アメリカは、 日本の貿易黒字がアメリカの貿易赤字の主な原因であるとの認識に立って、

日本の貿易黒字を減らすため、輸出増につながらない公共投資の増加を強く求めてきた。

これが原因とな って計画が作られたもので、計画の骨子は次のとおりである。

①今後10年間 (1991-2000年）の公共投資の枠組み及び基本的方向を示したものであ っ

て、個別分野の具体的な姿については、五箇年計画などの各種公共事業関連長期計画

と各年度の予算で示される。

②1991-2000年の10年間の公共投資総額をおおむね430兆円とする。

③公共投資のうち、下水道、都市公園、廃棄物処理施設などの生活環境と文化機能に関

するものの割合を、 1981-1990年度の50％台前半から、1991-2000年度には60％程度

を目途に増加させる。

④下水道については、整備の遅れている中小市町村での積極的な展開を図って、 2000年

を目途に総人口普及率を 7割程度 (1988年度末40%）とする。

3年11月29日、第 7次下水道整備五箇年計画が宮沢内閣の下で閣議決定された。 3年度

から7年度までの間に、総事業骰16兆5,000億円（調整跨 1兆9,700億円）を投資して、 2

年度末の処理人口普及率44％から 7年度末には54％までに引き上げるとともに、下水道雨
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水排水整備率を同じく 40％から49％まで引き上げることを目標にしたのである。計画の重

点事項としては次の 5つが掲げられた。

①中小市町村の下水道整備と未着手市町村の新規着手の促進

②浸水防除のための下水道事業の促進

③水質保全のための下水道事業の推進と高度処理の積極的実施

④大都市などにおける下水道の機能の改善と質的向上を図るための事業の推進

⑤下水道の資源、エネルギー、施設などの多目的活用の推進

この調整特を除 く総投資額14兆5,000億円は、第 6次五箇年計画の1.46倍で大幅な伸びと

なった。この 5年間、事業団の事業費は相当の増大が見込まれよう。中小市町村と未着手

市町村の下水道整備の促進が計画の重点項日となっており、これらの市町村に対する事業

団の技術的支援の役割がますます増大することとなろう 。

2 最近の事業動向と その対応

平成 3年度は、第 7次下水道整備五箇年計画の初年度として総事業翌 2兆3,872億円（前

年度比1.04)、国府8,763億円（前年度比1.06)の予算が確保された。

予算では公共投査基本計画の考え方を受けて新たに総額2,000億円の生活関連重点化枠

が設けられ、その配分に当たって下水道整備には375億円が確保された。それらは、供用開

始が遅れている町村の公共下水道に200億円、町村の特定環境保全公共下水道に200億円と

割り振られ充当された。

新しい制度としては、過疎市町村の下水道整備を促進するため、都道府県が市町村に代

わって下水道の根幹的施設の建設を行うという「都道府県代行制度」がスタートした。財

政力指数・人口規模が一定水準に満たない過疎市町村で、自然公園、 リゾート地域など広
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事業量の飛躍的拡大期に遭遇して

玉木 勉

平成 2年 7月 1日から 3年 9月20Elまで、 1年

余の間、理事長を務めさせていただいた。在任中

は事業祉が飛躍的に伸ぴた時期であり、第 7次下

水道整備五箇年計画の初年度である 3年度の事業

団の予葬は、前年度の23％増と大幅に増加した。

7次五計に備えての事業団の体制整備の指針とし

て「業務運婆；長期計画」が 2年 9月に成案をみた。

一方、現楊事務所の体制整備の一環として同年10

月か ら東海総合事務所が発足した。さらに、 3年

度予冥では、事務所職員の増員策として業務対策

要員の制度が認められた。

下水汚泥広域処理事業では、 2年11月28日に大

阪南エースセ ンターの竣工式が、金子建設政務次

官と エース事業の創設に御尽力いただいた戸井田

三郎先生を迎えて盛大に行われた。これによ って、

近畿地区の 4箇所のエースセンターがすべて稼働

することにな った。

2年11月19日には、綿貰建設大臣が事業団本社

に来訪され、事業団の業務について説明し、大臣

と事業団幹部が親しく懇談する機会を得た。綿貰

域的な水質保全の必要性が高いところがその対象とされた。代行する都道府県のうち後進

地域にあるものについては、補助率の嵩上措置が講じられた。

また、元年度に発足した「特定地域緊急下水道基本計画策定黄補助制度」をさ らに拡大

させ、 3年度からは人口 5万人未満（財政力指数0.7％未満）で新たに下水道碁本計画を策

定する市町村を、その対象に加えて補助する こと になった。このほか、中小市町村に係る

管渠の補助対象範囲の拡大が図 られ、 「特定水域高度処理甚本計画策定費補助制度」も創設

された。

続く 4年度は、総事業費 2兆5,030億円（前年比1.05）、 国骰9,195億円（前年比1.05)の

予算が確保された。新規事項としては、 「全県域下水道化構想策定指針」の作成経費が認め

られ、都道府県がその全域を対象として下水道・下水道類似施設の整備区域、 手法、スケ

ジュールなどの構想を策定するための指針を作成することにな った。

2年度から 4年度までの事業団の事業特は次のとおり大幅な増大 となった。

年 度 平成 2年度 平成 3年度 平成 4年度 （当初計画）

事 項 事業骰等 箇所数 事業骰等 箇所数 事業骰等 箇所数

億円 箇所 億円 箇所 億円 箇所

建設工小 1,852 287 2,045 339 2,560 410 

実施設計 65 230 81 296 105 330 

計画設計 11 117 17 165 26 160 

技術的援助 7 115 10 119 10 

下水汚泥広域処理事業 148 4 210 4 304 4 

研修 （研修者） 1,423人 50回 1,451人 1,350人 51回

技術検定 （受検者） 5,397 II 第16回 5,28111 第17回 第18回

管理技術者認定（同） 3,514" 第 4回 3,494 II 第 5回 第 6回

試験研究 30テーマ 34テーマ 20テーマ＋地方受託等

建設工事の箇所数も、 2年度から 4年度にかけて287箇所、 339箇所、410箇所と急増しつ
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大臣は、 卜水迅には格別の御狸解をいただき、 束

求、大阪の ＇ド業 lヽtiの現場の御祝察もいただいた。

私の在任中のもうひとつの 記念すぺき 出米’lt

は、研修部の研修生 2Jj人が達成されたことであ

り、 3年 7J l 2611にその記念式典に出席 し、 2 Jj 

人LIの研修生に記念＇＂＼ を渡すとともに記念植樹を

行った。 （前理事長）

第 1編総論

北九州総合事務所

つある。これは、人口規模の小さい市町村か らの受託が増えてきたことによる。計画設計

の数も増大してい るが、これは、先にも述べた「下水道碁本計画策定曹補助制度」の創設

もあ って、小規模の市町村からの要望が著しく増えたためである。事業団の計画設計は、

基礎調査、基本計画及び事業計画の 3段階からなるが、この補助制度の創設にあわせて、

3年度からは、下水道碁本構想、公共下水道全体計画、下水道法事業認可設計、都市計画

決定図魯及び都市計画事業認可申請図書の 5段階に分けて実施するようにな った。

受託箇所増加の傾向は当分の間続 くと考えられたため、 3年度から新たに、工事事務所

の業務対策上必要な要員の確保措晋がとられた。

4年度からは、工事監督業務を効率的に行うため、工事事務所の常設化が図られた。エ

事事務所は一般に工事現場内に仮設建築物として設附してきたが、 常設化によ って、交通・

連絡に便利な場所に設置することが促進されたのである。すでに常設化 している北海道総

合事務所、東海総合事務所、秋田工事事務所に加えて、熊本、沖縄、宮城、岡山、北九州

総合の工事事務所が常設化された。このうち熊本は 3年 9月、台風19号によ って従前の事

務所が全壊してしヽたものである。

北九州総合は、山口県、福岡県、佐質県、 長崎県、大分県について広域的に工事監督業

務などを行うもので、 北海道総合、東海総合に続く 3番目の総合事務所 (10月 1日発足）

となった。

4年度からは、職貝宿舎の購人が行われた。従来、職員宿舎は事業団が賃借して、職員

に貸与していたが、この措囲によ って新たに事業団が所有する職員宿舎が用意されること

となった。

また、試験研究では、従来の調杏 ・評価とは別に新たに実用化重点開発調査が開始され

がヽ0
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船
団
方
式
事
業
と
は

「船団方式」のパンフレット

3年 9月20日、事業団は玉木勉理事長が退任して、台健副理事長が第 8代理事長に就任

した。台理事長は昭和59年に建設省計画局長を最後に退官し、住宅・都市整備事業団など

を経て、平成 2年 7月に事業団の副理事長に就任していたも のである。

3 「船団方式」と業務運営長期計画の決定

事業団は平成 3年度から「下水道集団整備事業」を導入した。この事業は事業団が水先

案内人となって、船に見立てた中小都市が船団を組むような形で下水道事業を推進する方

式であ ることか ら、 「船団方式」 の名称が付けられてい る。

具体的には、事業団が近接す る一定地域の市町村に対してはほ同時期に下水道の根幹的

施設の計画から設計、施工などまで支援するもので、船団内の処理施設の一部か全部の共

通化や汚泥処理、運転監視、水質試験の一部か全部を共同化することによ って、 市町村の

経済的、効率的な事業の推進を図ることにしている。 4年 1月には、全国で初めて大分県

国東半島の 6市町村（杵築市、 国見町、姫島村、国東町、武蔵町、 安岐町）が大分県の支

援のもとで、「大分県下水道船団方式事業連絡会」を設立して、その導入の可能性の検討が

なされており、 この方式の定着に期待がかけられている。

第7次下水道整備五箇年計画の推進に対して事業団としても積極的に応え る必要がある

ため、 4年 5月19日「日本下水道事業団業務運営長期計画」を決定した。この計画は 2年

9月役員会に計画（案）として提出されていたものを修正したものであり、第 7次五箇年

計画における事業団の役割を明 らかにする とともに、 3年度から 7年度までの業務運営の

指針とするものである（第 5章第 4節 3参照）。事業団が正式に決定した長期計画としては

最初のものである。

事業の重点には、中小市町村における下水道整備の誘消及び促進、大都市などにおける
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雨水対策の推進、高度処理、下水汚泥の広域処理 ・資源化、処理水の有効利用、施設の多

目的利用など下水道システムの高度化並びに地方公共団体の維持管理業務の適正化への貢

献を挙げており、事業の展間に当た っては、船団方式を推進することにしている。この計

画では、建設工事の事業祉と事業箇所数について 3年度339箇所、 2,045億円（実績）か ら、

7年度540箇所、 3,020億円へと、事業骰で1.48倍、事業箇所数で1.59倍になると予測 して

いる。そのため適切な対策を購ずる必要があるとして取り組むべき措罹に、次に掲げるも

のを定めている。

①業務辿常の効率化

②人材の確保、育成

③本社、 支社、 事務所間の平務配分の見直 し

④外部支援機関の活用

⑤工事事務所の辿正配謹 OA化などの執務環境の確保

4 エースプランの料金改定と景気対策

下水汚泥広域処理ボ業の処理料金の兄直しは、 3年ごとにすることにしていることから、

元年度に供）11開始した兵廊束、 兵庫西及び大阪北束地域については、平成 4年度の改定に

向け 3年度；1,'初に料令単価の見直しを行い、 3年 8月下旬から要請地方公共団体と料金単

価の協議を行った。施設の建設に行手した昭和61年度（大阪北東は62年着手）以降の物価

上昇や梢勾方法の兄泊しによる上昇分に加えて、建設計画、維持管理計画の見直しによ る

上昇により 、建設事業骰及び維持管理骰が大幅に増加し、見直し単価が大幅ア ップとなっ

たため、料令協議は難航したが、平成 4年度の予尊内示直前に合意にこぎつけた。

この結果、 4年度には、 脱水ケーキ 1t当た りで兵庫東地域は 1万4,914.4円が 1万9,980
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円（改定率34%）に、兵庫西地域は 1万4,193.4円が 1万9,000円（改定率34%）に、大阪

北東地域は 1万6,892円が 2万7,160円（改定率61%）となり 、生汚泥 1面当たりで1,483.2

円が2,334円（改定率57%）に改定することとな った。 2年度に供用開始した大阪南地域の

料金単価の見直し及び協議は、 4年度に行うこととしている。

2年に入るとそれまで上昇を続けた株価が急落し、続いて地価 も下落傾向になるといっ

た、いわゆる「バブルの崩壊」が生じた。しかし、昭和61年11月から 3年近く上昇局面に

あった景気「平成景気」はなお底堅く、平成 2年度の後半から「成長のテンポの減速を示

す指標が現れて」 (91年経済白書）はいたが、 3年度第 1四半期までの段階までは、景気後

退期とはいえないと一般に判断されていた。このため、政府は 3年度の公共事業の執行に

ついては特段の促進も求めていない。事業団は独自に 3年度上期執行率を84％と定めたが、

その実績は77％であった。

4年度に入る直前の段階においては、景気の後退は歴然たるものになった。民間の経済

研究機関のなかには、 3年 1~ 3月期を山として後退局面に入ったと判断したところもあ

り、政府は、景気対策の実施に乗り出した。

4年 3月31日の経済対策閣僚会議は昭和62年 5月以来、 5年ぶりに緊急経済対策を決定

した。このなかで平成 4年度の予算成立後の公共事業など については、上半期の契約済み

の割合について75％を上回ることを目途として執行の「促進」を図ることにし、 4月14日、

同趣旨の閣議決定が行われた。 6月、事業団は政府の方針に沿い、上半期前倒率85％を内

容とする業務執行計画を決定し、その実施に乗り出した。

続いて 8月28H経済対策閣僚会議は、新たに 8兆6,000億円の公共投資等の拡大を含む総

額10兆7,000億円の総合経済対策を決定し、これを受けて公共事業を含む大型の補正予算措

置が購ぜられる こととなった。
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なお、補正予猟による事務鼠の増加に対応するため、協定事務の簡素合理化を図 った。

協定半務のうち、実施設計、計画設計及び技術的援助（実施設計の見直し等に限る。）に関

するものは、 11月 1Hから支社長の専決事項とすることにした。

第 2節 21世紀を目指す技術開発と研修生 2万人逹成

1 次代を担う先端技術の開発

わが国の下水道技術を リードしてきた事業団は、今、次代を担う先端技術の開発と実用

化へ．R夜努力している。

平成 3年 6月技術委員会の下に「新技術導入専門委員会」を発足させ、より栢極的に新

技術の開発と導入を図る姿勢を打ち出した（第 2編第 1章第 2節 5参照）。

技術評価・ 技術開発の状況は、次のとおりである。

*BEST法の評価

3年 4月25日には、開発を進めていた 「効率的な汚泥濃縮法について」の技術評価の第

一次答申がなされた。その答申において造粒濃縮法 (BESTシステム）は、下水汚泥処

理の安定性に優れ、かつ、速やかな処理と高い経済性が評価 された。BESTシステムに

ついては、汚泥の濃縮性の悪化に悩まされていた公共団体からの関心は高く、今後の栢極

的な採用が期待されている。

＊膜分離法による超高度処理

下水処理水は、 都市部において手近な水資源として工業用水の原水 として、また、ビル

雑用水、修景用水などへの再利用が進められており、多様な再利用が期待されている。そ

うしたなかで、技術開発部は、 2年度から膜分離法による下水二次処理水の超高度処理に
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膜分離法

関する開発調査に着手した。逆浸透膜 (RO膜）を中心に膜分離法の処理特性を把握する

とともに、前処理方法、膜の洗浄方法などの検討を行い、多量の下水を可能な限り低コス

トで処理するシステムの開発を行う予定を立てている。最終的な開発目標は、逆浸透膜の

適用により、水道水レベルの衛生的で快適な水質を実現することにある。アメリカにおい

ては、デンバー市水道局がEPAの補助金を用いて下水の飲料水化の実験を10年以上にわ

たって実施してきたが、この実証プラントに逆浸透膜が用いられ、良好な処理水質が得ら

れたとも報告され、技術開発部の調査研究には一層の拍車がかかっている。

*AIMシステムの開発

小規模下水処理場においては、維持管理の専門技術者を十分に確保できないため、きめ

細かな運転管理が困難なうえに、経済的にも割嵩になるという問題点が指摘されていた。

しかも、今後、わが国で建設される処理場は小規模下水処理場が圧倒的に多くなるものと

予想されており、この問題点を早急に解決することはきわめて重要なテーマとな って いる。

技術開発部はこの問題に対処するため、複数の小規模下水処理場を対象にした遠方監視

制御による維持管理システムの実用化を目指している。このシステムの中心は、人工知能

を持つ コンピューターシステムであり、そこに維持管理の専門技術を移植し、複数の処理

場に維持管理の熟練者が常駐しているのと同じ効果を期待するというも のである。このシ

ステムは、人工知能 (AI = Artificial Intelligence)を利用した維持管理 (Maintenance)

システムであるというところから、「AIM（アイム） システム」と呼ぶことにした。

3年度には、事業団技術開発部（埼玉県戸田市）と600km離れた京都府舞鶴市野原終末処

理場（回分式活性汚泥法）と の間で、 AIMシステムの実用化調査が実施されており、数

年後の実用化が見込ま れている。将来、このシステムは事業団が展開しようとしている船

団方式の下水処理場計画のなかで、複数の処理場の運転管理を支援するものとして、活用
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ペガサス

が期待されている。

＊ペガサスの開発と実用化

世界でも最初の試みとして注目されていた「省面梢型窒素除去バイオリアクター」の第

1号機が事業団大阪北束エースセンターに建設され、下水汚泥の乾燥工程から発生する高

濃度のアンモニア性窒索を含む排水の処理を開始したのは 3年 2月 1日のことである。

この微生物の包括固定担体を用いたバイオリアクターは、昭和60年度から平成元年度に

かけて実施されたバイオフォーカスWT（建設省総合技術開発プロジェクト）の一環とし

て、日立プラント（松との共同研究として開発したものであった。硝化細菌を高濃度に封じ

込めた包括固定担体（硝化ペレット）を従米の活性汚泥循環変法の硝化槽に投入して必要

な処理時間を半分にして、必要而柏が少なくてすむという画期的な特徴を持ち、今後の高

度処理方法としての活用が期待されている。愛称は「ペガサス (PEGASUS）」と命名

され、 3年10月29日にはアメリカにおける特許（事業団と日立プラントの共同出願）が成

立した。さらに「ペガサス」については、 3年度の日本水環境学会技術賞を受貨した。

＊高速ろ過装置の導入

小規模下水処理場は、流入水砿や汚濁負荷の変動が大きいために、最終沈殿池から浮遊

物質が流出しやすく、処理水質の悪化を招く場合がある。そのため、 OD法を採用する小

規模下水処理場の設計では、最終沈殿池の水面積負荷を 1日当たり 8~12而／面程度に軽

滅する方向にあるというのが実情である。 しかし、この方法では、最終沈殿池の広い施設

面柏を必要とし、建設野も増加するという短所があった。

このため、 技術開発部では、従米程度の水面積負荷 (15~25m3/m2・日程度）の最終沈

殿池の後段に、特殊ろ材を用いた新しいろ過装箇を組み込み、処理水質の安定化と水質の

向上を U的とした調査を平成 2年度から実施してきた。このろ過装置は、従来のろ過装置
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宮城県中新田町中新田浄化センター

に比べて大きいろ過速度を得られることから、嵩速ろ過装四と呼ばれることになった。調

査では、従来の重力式砂ろ過法と比較して損失水頭が小さく、 2倍以上のろ過速度が確保

され、同程度の水質が得られることが明らかとなってきた。この新しい型のろ過装四は 3

年度に宮城県中新田町中新田浄化センターで建設され、水処理の再利用に活用される予定

である。

＊コンクリート防食指針の作成

下水管渠や終末処理場などの下水道施設では、環境条件によ って比較的早い時期にコン

クリート構造物の耐久年数が著しく低下している事例が、最近になって報告されるように

なった。主な原因は、下水道に含まれる硫酸塩が、硫酸塩還元細菌によって還元されて発

生する硫化水素にある。その対策として、事業団は、コンクリートの腐食防止の設計指針

として、昭和62年 3月に「コンクリート防食塗装指針（案）」を作成したが、その後の調査

研究の成果に基づき、平成 3年 3月には、それを大幅に充実改定 した 「コ ンクリート防食

指針（案）」を公表した。

なお、この硫化水索によるコンクリートの腐食対策については、技術開発部ばかりでな

く、多くの機関で調査研究されている。したがって、この指針もまた、それらの研究成果

を踏まえて、今後、増加すると予想される下水道施設の改築、更新事業にフルに活用でき

るように改定されてゆくことであろう。

2 「めがねシールド工法」の採用と全建賞受賞

事業団は、千葉県習志野市から菊田川 2号幹線の整備を受託し、 昭和60年度から建設工

事に取り組んでいる。そのうち、平成 2年度に発注された延長600.9mの幹線管渠建設工事

では「横 2連型泥土圧重合「り式シールド工法」が採用された。通称「めがねシールド」と
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「めがね」シールド機

呼ばれる工法である。

この幹線ルー トには JR総武線などの線路下横断が数箇所あり、含水比の高い腐食土層

が存在し、かつ交通鼠が非常に多いことなどから、まず、泥土圧シール ド工法が採用され

た。 しかも、下流部の分水人孔の越流堰が潮位の影響を受けるので堰項 レベルを低くでき

ず、さらに、幹線断面柏が20而以上の大断面であるため、管底高が浅くかつ大断面を確保

するエ法として 「めがねシールド」が採用されることになったのである。

「めがねシール ド」工法は、広島市新交通システムの鯉城シールド工事、東京臨海部の有

明共同溝に続き、わが国で 3番目に導入された新工法であり 、大深度地下利用など今後大

いにその活用が期待されている （第 2編第 1章第 2節 4の(5)参照）。

4年 4月、愛知県矢作川境川流域下水道矢作川浄化センター (4万面／ 日）が供用開始

した。昭和62年度に着工したもので、造成直後の軟弱地盤においての迅速な施工、工事排

水による海域汚濁の防止等が評価 されて平成 3年度の全建賞を愛知県と共同で受貰した。

3 研修生 2万人達成と（財）下水道業務管理センタ ーの設立

下水道事業実施都市の増加に伴い、 研修参加希望者の数もまた増加の一途をたどってい

る。それにあわせて事業団もまた研修施設と内容の充実に努めてきた。

平成元年12月、寮室の改良工事が竣工した。管理本館 4階部分 （従来は食堂などに利用

されていた）を寮室スペースとして活用し、それによって、従来の 2段ベッ ドの解消が図

られた。

「ベッ ドのマッ トに人型ができて、スッポ リはまってしまい寝返りもできない。特に、夏

の研修は地獄だ」といわれた研修生の不満も、これによってようやく解消できた。同時に

バス ・ト イレ付きの女性専用寮室も用意し、女性技術者の研修参加をより容易にした。
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研脩生 2万人突破

公共投資基本計画が策定された 2年には、都市計画中央審議会が 「今後の下水道の整備

と管理はいかにあるべきか」についての答申を出した。そのなかでは、 2000年までに下水

道蒋及率を70％にする日標を掲げ、実現のキーポイントとして、下水道未着手の市町村が

1,900余あり 、事業団の研修の活用によ って技術者の育成を固り、執行体制の強化に努める

べきである、と述べている。

このような社会的ニーズの変化に応え、期待される研修を目指して、事業団は研修人員

の増員を図るとともに、研修コースに新たに計画設計コース基礎実務、維持管理コース小

規模処理場管理を設けた。

研修事業を開始してから20年目 の 3年 7月26日の修了式をも って、研修生の数が延べ 2

万人を突破した。研修修了者の内訳は、 実施設計コース58%、維持管理コース26%、その

他16％であり 、 1万人達成時と 比較して維持管理コース受講者の割合が増加している。事

業団はこの 2万人達成を記念して、 7月15日に埼玉県日高町の駒野昇町長の記念講演、 7 

H26Hには玉木勉理事長出席のもとに記念修了式及び記念植樹が行われた。

研修施設は、質の向上については改善に努めてきたが、抜本的な収容能力増加対策はこ

れまで行われて こなかった。 しかし、研修ニーズの急激な高まりと変化に対応し、同時に

技術開発部門の施設充実を図るため、 3年 1月総合実習棟の新築を中心とする整備拡充計

画（案）を策定し、その実現に向けて努力 中であ る。

3年 8月26日、財団法人下水道業務管理センターが設立された。第 7次五箇年計画にお

いて、 事業団の事業規模拡大が兄込まれるなかで、事業団とそれを取り巻く業務執行体制

を拡充 ・推進し、確固た るものとする必要性が認め られてのもので、昭和49年か ら任意団

体として事業団の業務を援助してきた下水道事業団業務普及協会を発展的に再編成し、設

立した法人である。
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下水道業務管理センターの役割は、下水道の建設や管理の計画、手法、評価に関する調

査研究を行うとともに、事業団の業務の支援、広報などを行い、下水道業務の円滑な推進

に貢献し、生活環境の改善と公共用水域の水質保全に寄与することにある。主たる業務は、

調査研究、講習会の開催、図書の販売、事業団業務に関する資料収集や資機材などの供給

である。

執行体制は、役員として理事長、専務理事のほかに非常勤理事 5名、監事 2名を箇き、

さらに理事長の諮間に応じて重要事項を審議する 9名の評議員を学識経験者及び建設省・

事業団関係者から選任している。理事長には吉兼三郎（元事業団理事長）が就任した。ま

た、事業団組織に合わせ、本部のほか、大阪支部、戸田支部をそれぞれ設四し、事業団業

務の支援を円滑に行うことができる体制を整えている。

センターはこれまでに事業団が業務の経験により蓄積した下水道事業に関する知識、情

報やそれらを活用した調査研究による結果等を、講習会や図書の頒布等によって一般に提

供して きた。下水道事業の重要性を広く世に普及啓蒙させるといった、 事業団ではさまざ

まな制約から効果的に行うことができなかった分野を担っての発足であった。特に、これ

から下水道事業を始めようとする市町村には、各地の条件に合った処理方法や最先端技術

等を知るための情報源として大いに期待されよう。

センターは、事業団が行う業務の執行に当たってさまざまな面から事業団への協力、支

援を果たすことが期待されている。
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テレピ朝日「プレステージ」出演

第 3節設立20周年を迎えて

1 マスコミを賑わす事業団

平成 4年の事業団設立20周年に向けて、事業団の広報活動にも熱が入ってきた。写真雑

誌 『フォト 』3年 4月 1日号には、全国初の トンネル方式下水処理場「クリー ンカプセル」

（島根県鹿島町）に情熱を燃やす山陰工事事務所の若い技師がカラーで登場した。この「ク

リーンカプセル」は10月31日付読売新聞にも掲載され、用地の確保などに悩む地方自治体

からの照会、見学が相次いだ。

このはか事業団に関しては、朝日新聞が 7月23日付で、下水中の窒素を効率良く除去す

るシステム「ベガサス」、 12月18日付で電話回線を使って下水処理の遠隔操作を行う新しい

「AIMシステム」について、それぞれ全国に報道した。さらに、 12月11日付毎日新聞に

は、一面カラー写真入 りで東京都森ケ崎水処理セ ンタ ーの深さ63mの巨大な立坑が紹介さ

れた。

テレビではテレビ朝日 の人気番組 「プ レステージ」 (10月 9日）に中本至副理事長が24時

55分からの長時間生放送に登場し、活発な下水処理場についての討議を展開した。 この生

放送は深夜にもかかわらず、事業団が関係する建設省の記者クラプの「建設クラプ」や 「日

本下水道事業団記者クラプ」の人たちも延々早朝まで視聴し、 事業団の活動が一般の人々

にも知られる良き機会とな った。

2 C I活動始まる

事業団は、 設立20周年を期して、イメージア ップのためのCI (Corporate Identity)活
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口
10□贔9_J：三―とクのアキ0.85

／ ← I,シ:‘□1--,＿"'了05mm" 
I 

シンホルマークと

外枠（左右）とのアキ0.3

こ
新記章 新団旗授与式

囮］を行うことにした。

C Iとは「企業体が望むべきイメージを意図的、計画的、戦略的に作り上げ、自らにと

って最適な事業運常の環境を社内外を通じて生み出していこうとする手法」である。

平成 3年11月か ら、CIの指針であ る 「基本理念」、「CIメッセージ」(CIの標語）、

「シンボルマーク」の社内募巣を行うとともに、企画総務部長を委員長とし、事業団の各

層から構成される シン ボルマーク等選定委員会を設け検討を開始した。検討は 6回に及び、

その結果、次のように、事業団の果たす役割、目指すイメージを作り上げた。

①清流...…清 らか、 快適l生

②躍進・・・…実行）J、躍動感

③ネ ッ トワーク・・… •水環境を守る、循環

この 3つを テーマとして、 JS (Japan Sewage Works Agencyによる）を基本にし

たシンポルマークをデザインした。細い シャープな線が幾重にも重なり Jsを形成するテ

ザイ ンは、 水の流れが繰り返し循環し、やがて清流となって いく姿と、線の一本一本が事

業団の役職員を表し、その高い技術力が個性盟かに寄り集ま り、豊かで快適な社会の実現

に向かって貢献していく姿を表現している。シンボルカラーはライ ト・ブルーとした。

C Iの根幹とな る 「基本理念」は 「日 本下水道事業団は、水と人のかかわりを考え、白

然にやさしい下水道シス テム を築き、豊かで美しい環境の創造と健康で快適な街づくりに

貢献します」に、 CIメッセージは「水に新しいいのちを」に決ま った。バッジは平行四

辺形で、 つや無しの銀地に シンポルマークを金で刻んだ。団旗はシンボルカラーであるラ

イト ・ブルー地にシンボルマークを臼抜きにした。名剌や封筒等も斬新なデザインで統一

し、事業団のイメージを社内外にアピールすることにした。

これらは 4年 7月14日の役員会承認、 7月30日の公表を経て、 8月 1日から使用されて
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新団旗

いる。

なお、これに伴って、従前のシンポルマーク バ ノン、団旗及ぴ標語は廃止された。

9月28日新団旗は台健理事長 より技術開発研修本部、東京支社、大阪支社に対して授与

がなされた。

3 設立20周年と事業団の将来

(l) 最近 5年間の事業拡大の分析

これまで述べてきたように、事業団は設立後20年間、時代の要請の変化を把握しながら、

地方公共団体等の期待に応えてきたところであり、日本国内に多くの下水道迫産を残して

いる。

とくに、ここ 5年ほどの間に事業団が行ってきた事業の範囲の拡大と事業羅の伸展は、

目を見張るものがあり、設立後20年にして、執行体制などの一部の問題を介在しながらも 、

ようやく順調な時代に入ったとい ってよい。

すなわち、 5年前の昭和62年度（実紺）と平成 4年度（見込）の事業範囲と事業量など

を比較しても、その伸展の度合いの著しさがよくわかる。

昭和62年度（実績） 平成 4年度（当初計画） 倍率

通水箇所数（箇所）
(246) (504) 

1.63 
32 52 

建設工事（億円） 1,708 2,560 1.50 

建設箇所数（箇所） 223 410 1.84 

実施設計（億円） 61 105 1.62 

実施設計箇所数（箇所） 215 330 1.53 
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160 

(904) 

215 

(22,424) 

1,350 
1.10 

（参考）

全1:I:「卜水道予鉢（億pj) 24,191 25,007 1.03 

注：エースは「下水汚泥広域処flII'ド業」

（ ）の数字は累計

特箪すべきことは、ここ 5年間の全国の下水道予尊が1.03倍とはとんど伸びていないの

にもかかわらず、事業団の建設工事の事業特が1.50倍にもな っていることである。また、

実施設計や計画設計の事業骰と箇所数が蒋しく イIIlびていることは、今後の受託業務の拡大

につながるものとみてよい。

通水箇所も20年間で累計504箇所という 実績をあげてきたが、そのうちの約50％の258箇

所が、この 5年間で通水している。

さらに、 エースは昭和61年度か ら新しく始めたのであるが、 ここ 5年間で確実に施設を

拡大し、本格的な運営に人ったことを示している。

このような事業団の事業姑拡大の事由は、碁本的には国全体の下水道事業骰はほとんど

仲びていないのに実施箇所が年々増大してきたことにあるが、 地方公共団体が委託す る背

梨をそれぞれ分析してみると、次のようになる。

第 1は、下水道技術者のいない中小地方公共団体が、 多数の専門技術者を活用できる事
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業団の実績を信頼し、また、補助申請の助言、援助が得られると認めていることによる。

第 2は、すでに下水道を実施している地方公共団体でも、技術職員の一時的増員を避け、

管渠の整備に専念するために、処理場の設置に関して、全面的に事業団に委託することに

よる。

第 3は、処理場の設置後も事業団がきめ細いアフターケアすることを認識してきている

ことによる。

第4は、 事業団が開発した新しい技術や改良した技術とか、環境対策を考慮した技術を

導入してくれると認めていることによる。

第 5は、大都市などにおいて、自ら保有している技術力と事業団の技術力を併合して駆

使することによ って、より高度な機能の施設建設が可能となることによる。

第 6は、国あるいは一部の都道府県において、地方公共団体に対して事業団実施の場合

の早期完成等のメリ ットを啓発 ・指森したことによる。

第 7は、大都市を含めた地方公共団体と事業団の間における対人関係によ って、システ

ム的なメリ ットを考えて委託することによるものである。

これらの委託事由のうちで、今後事業団の事業量確保にと って内在する問題は、第 4と

第 5の純粋な今後の技術の向上いかんによ って委託の可否が左右される事由と、第 6と第

7のように組織的、対人的によ って支配される事由のそれぞれのシェアが、かなり高いも

のであることを認識しなければならないところにある。

(2) 事業団の将来展望

前述したように、平成 4年 5月に決定した「日本下水道事業団業務運営長期計画」にお

いても、建設工事費の伸びは 7年度には3,020億円、 540箇所とさらに増大することか予測

されている。
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その後においても、公共投資基本計画のなかにおける下水道整備目標70％とともに、下

水道整備に対する雪崩現象によ って、国全体の下水道事業費は引き続き上向きに推移し、

とくに遅れている中小市町村での事業が活発に行われることが確実化している。

すなわち、 長期展望 として、 3年度末における人口規模別下水道実施状況調査から未実

施市町村を分析してみる と、人口10万人以上では 1市のみであるが、 5 ~10万人では15市

が、 5万人以下では1,800強の市町村という多きを数えている。

これらのなかで、社会環境や自然環境等からみても、近い将来においても下水道を必要

としないであろう町村は、わずか300町村くらいであるから、約1,500の市町村はなるべく

早く下水道整備に着手することが望まれている。

さらに、これらのうち流域下水道に接続する関連公共下水道を実施する市町村もあるの

でこれを除くと、処理場を設附する市町村は1,300くらいと予測できる。

おそらく、これらの市町村は、先に述べたような事由によって、ほとんどが事業団へ委

託することになるので、将米は毎年新しく 80~100程度の市町村の事業が増加していくこと

になるのである。

別の見地からすると、わが国の下水道整備の地域格差は極めて大きい。普及率でみると

東京都が90％であるのに対して、和歌山県 4%、 三重県、徳島県の両県が 9％という低さ

である。また、 着手状況か らみると、神奈川県が県下全市町村が着手しているのに対して、

徳島県は市町村数50のうち 2だけが、佐賀県は市町村数49のうち 6だけしか下水道を実施

していないのが実状であるが、これら普及率、 実施率の低い県においても、やはり下水道

の必要性を認識して、 急速に事業団へ委託することが予測される。

しかしながら、前項で指摘したような「大都市等 との技術提携や組織的、対人的関係」

が、どのように展開されるかによ っては、 事業箇所数の拡大は別にして、事業費の増大に
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かげりが生じることも懸念される。

具体的に述べると、現在、都道府県や指定都市その他の大中の都市から委託されている

大規模事業のうち、束京都の有明処理場や東糀谷ポンプ場をはじめとして、大阪市のなに

わ大放水路、横浜市、 川崎市、名古屋市、広島市などのポンプ場、貯留施設、大型管渠な

どが、それに類するものであ って、今後このような大規模の受託工事が導入されるかどう

かが大きな問題である。

一方において、 仙台市の広i頼川処理場のように放流基準がBODで3ppmに規制 されて

いるために、 仙台市と事業団の技術力の提携によって、より優れた機能を保持す るために

委託されたもの、島根県鹿島町や神奈川県葉山町の トンネル方式処理場（ク リー ンカプセ

ル）のように、純粋に事業団の技術力導入に期待して委託されたもの、鎌倉市の大船処理

場のように周辺環境に対する事業団のノウハウ導入を信頼して委託されたもの、西条市の

ように真空式管渠システムという新しい技術導入のために委託されたもの等、事業団の技

術力に期待して委託してきた地方公共団体が増加していることも見逃せない現象である。

したがって、将来展望に当たっては、数字上の トレ ンドだけでなく、全国の地方公共団

体が今後の事業団に何を期待し、事業団がそれに対して、どのように対応できるかが、事

業団の安定につながるのである。

(3) 将来への安定を目指して

今後、将来に向かって事業団の事業運営の安定を図るためには、次のような下水道整備

の方向や事業団をとりま く社会経済の変化を確実に認識しなければならない。

第 1に評及率が50％に近づ き、 一部の下水道先進諸国を射程距離においたことと、わが

固の下水道整備の地域格差是正のムードが高ま ったことで、 一層下水道事業の加速が高め

られている。
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第 2に下水道ストックとその副産物が急増し、その適正な管理、有効利用や施設の改築、

更新が求められている。

第 3に清らかな水環境が、かもし出す豊かで潤いのある生活が都市、地方を問わず求め

られている。

第 4に安全な街づくりとして、浸水対策の推進も急務である。

第 5に急速な老齢化、情報化が進んでいる。

これらの変化に対して、より信頼性の高い技術を提供することが求められ、施設建設等

直接的に地方公共団体を支援する分野では、水質保全の視点からの高度処理、既存施設の

増設•更新、都市構造の高度化に伴う雨水対策、下水汚泥の広域処理、資源利用、施設や

処理水の多目的利用等の面で事業団への要請が高まってくることは必至である。

また、これらに合わせて、より新しい高度な技術の情報、アイデアや知的所有を個々の

地方公共団体等へ提供する事とか、さらに、地方公共団体では対応困難な業務や非効率性

の業務の実施を事業団に求めて くる ことも考えられる。

一方において、地方公共団体の技術力の蓄積が着実に進んでいることも併せて考慮する

ならば、今後さらに数多くの課題が事業団にもたされることを意識しなければならない。

そして、この課題に的確に対応するならば、事業団の将来への安定が確保できるのである。
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第 1章終末処理場等の受託建設

第 1節 受託建設事業の概要

1 受託建設事業

事業団は、下水道の諸施設のうち、その建設に当たって土木、建築、機械、電気等の広

い分野にわたる専門的な高度の技術と 豊富な知識を要求される次の施設について市町村ま

たは都道府県から受託して建設している（建設工事業務）。

①終未処理場

②終木処理場以外の処理施設

③ポンプ施設

④終末処理場に直接接続する幹線管渠

建設工事の受託に当たっては、法律によって水質環境基準が定められた公共用水域の水

質を当該水質環境基準に適合させるために必要な下水道施設の建設を優先するものとされ

ている（事業団法第26条第 2項）。

このため、 昭和50年 8月建設大臣認可に係る業務方法書において、

(1)水質環境基準達成上必要があるものを優先して受託すること

(2)地方公共団体の下水道事業執行体制の状況を勘案して受託すること

(3)上記のはか、緊急に整備する必要がある特別の事情があるものを受託することができ

ること

としている。

また、 事業団は施設の設箇、改築等に必要な実施設計書の作成を市町村または都道府県

から受託している（実施設計業務）。
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事業団は、通常実施設計を受託した後、引き続き建設工事を受託することとしているが、

地方公共団体において実施設計書の作成を終わ っている場合には、建設工事のみを受託す

る場合もある。

これら 「建設工事」と 「実施設計」に関する事業（あわせて以下 「受託建設事業」とい

う）の事業費は、年々拡大碁調にあり、平成 3年度には2,000億円を超えるまでにな ってい

る （表 2-l -l)。

表2-1-1 日本下水道事業団受託事業費 （実績） の推移 （単位 ：億円）

事業年度 昭和47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 

事業団受託総事業股 4 115 219 439 628 841 1,053 1,178 1,271 1,372 

公共下水道 0 5 109 193 360 524 629 746 810 860 1,022 
・-------. -----.. -------------------- - - - - - - - - ・↓ _ - —·- ~··----- --------------------------.. ---- - - - ,.,~ + - + -

＊ ＊ → -―-＊士一一 ------←---

I 
流域下水道 17 64 92 193 280 342 377 310 

----------------

都市下水路

小計 0 5 109 210 424 616 822 1,026 1,152 l,237 1,332 

実施設計 3 6 6 ， 10 ， 13 24 23 27 33 

計 4 115 219 434 625 835 1,050 1,175 1,264 1,365 

巣独事業般 5 3 6 3 3 7 7 

57 58 59 60 61 62 63 平成元 2 3 4 （計）

1,306 1,278 1,202 1,362 1,469 1,768 1,708 1,661 1,917 2,126 2,665 

1,013 1,013 947 1,036 1,012 1,177 1,150 1 089 1,252 1,453 1,895 

---------●--
-----------------------------------------------------------------------------------------------

一響•---- - - ----
------------

242 218 215 263 376 480 419 406 429 429 499 
------------------------------------+ - - - - -幽幽•- --- --------------------------------------------------------. --幽心~―- • • -----ナ --←---------

11 18 23 50 78 llO 96 89 

1,255 1,231 1,162 1,310 1,406 1,680 1,619 1,573 1, 791 1,978 2,483 

34 35 28 40 48 61 59 57 65 81 105 

1,289 1,266 I, 190 1,350 1,454 1, 741 1,678 1,630 1,856 2,059 2,588 

17 12 12 12 15 27 30 31 61 67 77 

］．前年度紐越額は含まない 2.平成 4年度は、事業計画である

全国の下水道事業予算と対比すると、 事業団受託分は、補助事業費の約14% （予算ベー

ス）を占めるに至っ ている （表 2-l -2)。

受託箇所数についてみると、 3年度までに事業団で受託した建設工事は累計727箇所に達

し、 このうち終末処理場にかかわるも のは約 8割の580箇所である（表 2-1 -3)。さら

に、このうち 3年度までに452箇所 （増設を含む）が通水している。全国の供用開始してい

る処理場のうち事業団施工によ って通水させたも のは平成元年度末で約 3割に及んでい る

（表 2- 1 - 4)。

172 



第 2編 各 論

表2-1-2 全国下水道事業費に対する日本下水道事業団受託事業費の推移とシェア（予算ベース） （単位億円）

事業年度 昭和47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 

全国総'lt業骰 5,307 5,459 4,766 6.961 7,505 11,630 14,577 16,909 18,052 18,349 

補助事業骰 3,354 3,487 3,102 4,530 5,044 7,869 9,858 11,428 12,152 12,251 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

単独事業骰 1,953 1,972 1,664 2,431 2,461 3,761 4,719 5,481 5,900 6,098 

事業団受託総事業骰 5 120 240 5 l O 654 852 1,081 1,253 1,327 1,379 

(829) (1,035) 

公共下水道 0 5 114 200 368 535 648 766 850 895 968 
- - - - + - - - - - - - - - -- -------------------- - - -ヤ→ - - - -言 ~.ー ~―------ ---------------------------------------------~ -• ----~---·-···· 
流域下水道 30 129 99 184 285 370 395 371 

補
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

助 都市下水路

対

> 小計
0 5 114 230 497 634 832 1,051 1,220 1,290 1,339 

(809) (1,007) 

骰
尖施設計 4 5 6 10 13 16 (16) 16 (23)25 28 32 35 

計
5 120 240 510 650 848 1,076 1,248 1,322 1,374 

(825) (1,030) 

単独事業骰 4 4 5 5 5 5 

全国シ ェア

総事業骰 0 1% 2 2% 5 0% 7 3% 8 7% 7 3% 74% 7 4% 74% 7 5% 

補助事業骰 0 1% 3 4% 7 7% 11 3% 12 9%  10 8% 10 9% 10 9% 10 9% 11 2% 

57 58 59 60 61 62 63 平成元 2 3 4 

17,097 16,047 16,007 17,280 19,860 24. 191 23,952 24,488 24,422 23,,872 25. 030 

10.648 10,114 10,096 10,956 12,338 16,213 15,273 15,629 15,650 16,288 17,110 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6,449 5,933 5,911 6,324 7,522 7,978 8,679 8,859 8,772 7,584 7,920 

1,365 1,393 1,398 1. 418 1,462 1,768 1,790 1,758 1,876 2,284 2,665 

(1,418) (1,495) 

1,054 1,080 1,080 1,082 999 1,169 I. 180 1,129 1,275 1,643 1,895 
------------------------.. -------------------------・・-----------------------------------------------------------幽--------------------

271 270 270 270 392 505 475 484 421 438 499 
------------------------------・ ---.. •- -----—〒ー→ ＿ ＿ ------------------------------------------------------―ーー・▼呵一------------------------

18 18 24 55 65 104 93 89 

1,325 1,350 1,350 1,370 1,409 1,698 1,710 1,678 1,800 2,174 2,483 

(1,370) (1,440) 

35 38 43 43 (43)48 (50)65 70 70 65 84 105 

1,360 1,388 1,393 1,413 1,457 1,763 1,780 1,748 1,865 2,258 2,588 

(1,413) (1、490)

5 5 5 5 5 5 10 10 11 26 77 

8 0% 8 7% 8 7% 8 2% 7 4% 7 3% 7 5% 7 2% 7 7% 9 6% 10 6% 

12 8% 13 7% 13 8% 12 9% 11 8% 10 9% 11 7% 11 2% 11 9%  13 9% 15 1% 

補正に伴う変更後の値。（ ）内は当初予窃である
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第 1章 終末処理場等の受託建設

表2-1-3 建設工事受託箇所の推移 （実績）

事業年度 昭{1147 48 49 50 51 52 53 54 55 56 

受託箇所数 1 16 26 52 63 75 89 99 117 121 

公共下水道 1 16 23 45 55 64 73 82 99 101 

公共 l 16 23 45 55 64 71 79 96 98 
.．．.．..．．．. -. + - - - - - - ----• --------そ........-----------------------------------------------------------------------------------

特棗 2 3 3 3 

流域下水道 3 7 8 11 16 17 18 20 

都市下水路

累Jt 17 43 95 158 233 322 421 538 659 

内、新規箇所数 15 11 26 12 19 21 25 27 27 

幽•--------------------
---------------------------------. -. -..... -----------------------幽 -------------------------------------------

累計 16 27 53 65 84 105 130 157 184 

57 58 59 60 61 62 63 平成元 2 3 4 (it・) 

127 141 153 172 197 223 247 267 287 339 410 

103 1 14 129 141 161 175 196 208 229 286 354 

98 108 122 133 147 155 172 183 202 246 286 
,.~ ~..... * • - - - - ---・-------- - - - - - + - - - - -

-........... -------------ャ ・r- - • • - - - - - ------. -.... -・-・-------------------------------------------
5 6 7 8 14 20 24 25 27 40 68 

24 27 24 27 31 38 38 43 41 39 45 

4 5 10 13 16 17 14 11 

786 927 1,080 1,252 l. 449 1,672 1,919 2,186 2,473 2,812 3,222 

19 29 39 42 48 53 57 75 72 109 152 
-------• ---• ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

203 232 271 313 361 414 471 546 618 727 879 

新規箇所のうち

処理楊
............. 

系計

管渠、ポンプ楊
..... 

系i1』

0
-
0
 

15 
---

15 
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... 
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25 
--
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-
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0
0
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ー

18 
---

118 

12 

27 
---

145 

o
i
2
 

ー

24 
--

169 

3 
--

15 

19 
... 

188 

゜●ー・

15 

25 
．． 

213 

31 
ャ←

244 

19 

8

-

7
 

2
 

30 
... 

274 

40 
---

314 

12 
.~. 

39 

8

-

7
 

4
 

38 
---

352 

15 
．．． 

62 

46 
--

398 

11 
．． 

73 

57 
---

455 

18 
.. 

91 

54 
---

509 

18 
----

109 

71 
ーー・

580 

38 
.... 

147 

114 
．．．． 

694 

38 
.. 

185 

符渠、ポンプ場 ：処理場受託を伴わないもの

処理楊：処理場受託箇所、処理場と同時に受託した管渠、ポンプ場は処理場としてカウント

’I1成 4年度は計画である
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表2-1-4 全国処理場数と事業団受託処理場数（実績）

事業年度 昭禾1150 51 52 53 54 

全1―fl処理場数 累，i1・ 363 373 398 406 429 ． 
1i業1寸Ij虹水処理場数 累計 1 ， 22 32 46 

:li業卜ti新規・通水処理場 箇所 1 8 ， 10 14 

系計 1 ， 18 28 42 
------------------------------------------------------------------

全国比 0 3% 24% 4 5%  6 9% 

57 58 59 60 61 62 • 63 

522 548 588 63] 662 703 736 

116 141 163 195 214 246 303 

17 13 15 22 18 24 40 

93 106 121 143 161 185 225 
----ヤ------• ● ● . -..  -.  - - - - -----------------------------------------------．．．．士―------

17.8% 19 3% 20 6% 22 7% 24 3%  26 3%  30 6% 

’li業団通水処理場数： ，li業団で受託し、通水 した処埋場（増設J.:'ドの通水箇所を含む）

91じ業団新規通水処狸楊： ，ド業団で当該処理場の第 1期＿1？ltを受託 し、通水 した処理楊

平成 4年度は，n・1,ff1である

平成元

788 

346 

31 

256 
-・・・・・・・・・・・ 

32.5% 

9 8% 

2 

836 

403 

38 

294 
* - ~ ＊ ~ - - - - - - -

35 1% 
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55 56 

457 494 

73 94 

22 12 

64 76 
---------------------. 

14 0% 15 4% 

3 4 (計）

452 504 

30 42 

324 366 
.. - - ~ - • *』 - - - --~ -------~ -

また、実施設計は、 3年度末までに919箇所で実施している（表 2-1 -5)。

受託建設事業は、下水道事業を実施する地方公共団体の技術的支援という点では事業団

業務の最も重要な柱であり、平成 3年度において事業団の総事業骰の約 9割を占める根幹

的事業となっている。

受託建設事業は、センター発足時から事業の増大のみならず技術の闇度化を図り、さま

ざまの新技術を溝入してきた（第 2節）。

受託建設事業のうち実施設計については設計思想の統一を図 ってきており （第 3節）、建

設工事については監督碁準の整備、積算の合理化などを図ってきている（第 4節）。

このような設計思想の統一化を図るほか、嵩度な技術的問題に対処するために、事業団

には技術委員会が設置され、活動してきている（第 5節）。

さらに、建設工事については、その完成後、事業団はアフターケアとして初期運転技術

指導、事後点検等を行っている（第 6節）。
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第 1章終末処理場等の受託建設

表2-1-5 実施設計 （実績） （屯位 ：百万円、（ ）箇所）

こ 昭和47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 

公共下水道
(9) (12) (16) (21) (18) (33) (51) (65) (84) (99) 

361 487 665 634 597 919 1,659 1,721 2,057 2,518 

流域下水道
(2) (4) (7) (4) (8) (12) (14) (17) (26) 

112 253 354 252 430 678 552 656 793 

都市下水路

計
(9) (14) (20) (28) (22) (41) (63) (79) (101) (125) 

361 599 918 988 819 1,349 2,337 2,273 2,713 3,311 

こ 57 58 59 60 61 62 63 平成元 2 3 4 （計）

公共下水道
(99) (107) (ll8) (136) (149) (172) (173) (175) (189) (261) (292) 

2,725 2,736 2,180 3,021 3,543 4,470 4,694 4,579 5,386 6,911 8,850 

流域下水道
(22) (23) (27) (32) (33) (30) (34) (30) (34) (31) (34) 

686 731 686 971 1,138 1,232 988 827 850 1,050 1,620 

都市下水路
(5) (13) (11) (9) (7) (4) (4) 

84 370 276 262 216 107 60 

計
(121) (130) (145) (168) (187) (215) (218) (214) (230) (296) (330) 

3,411 3,467 2,866 3,992 4,765 6,072 5,958 5,668 6,482 8,068 10,530 

平成 4年度は計両である

実施設計受託箇所の推移（実績） いli位：箇所）

事業年度 昭和47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 

実施設計

箇所 ， 14 20 28 22 41 63 79 101 125 

新規 ， 14 16 16 11 21 25 33 34 41 

累計 ， 23 39 55 66 87 112 145 179 220 

57 58 59 60 61 62 63 平成元 2 3 4 （計）

121 130 145 168 187 215 218 214 230 296 330 

24 34 47 49 61 70 77 80 108 149 162 

244 278 325 374 435 505 582 662 770 919 1,081 

平成 4 年度は~t両である
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2 協定業務の推進

建設工事、実施設計、計画設

計及び技術的援助の 4つの受託

業務において は、事業団と地方

(（'「数）

1,600 

公共団体との関係は委託協定が 1,200 

基本となる。委託の要請があれ

ば、これらの受託業務の内容、

完了の時期、普用等について、

委託を要請する地方公共団体と

個々に協議のうえ委託協定が締

結される。協定締結により、事

800 

400 I 463 

業団と地方公共団体との間に委 。

図2-1-1 協定締結件数の推移

782 

姓，没じ!WI•数

昭和60 61 62 63 .,減元 2 

1,558 

847 

託に関する法律関係が成立し、 （年度）

それ以降請負契約、資金請求、工事監督笛理の実施、引渡し、精算と業務が進むこと になる。

平成 3年度において締結した協定の総数は、 1,558件であり 、その内訳は、建設工事が847

件で最も多く 54％を古め、続いて実施設計が23％の358件、計画設計229件および技術的援

助124件が全体の23％程度となっている。また、協定件数の35％が変更協定である。

受託業務の中心である建設工事の受託は、数年次にわたる ことが多い。このため、昭和

50年度から原則 として、数年次にわたる工事全体の事業骰その他基本的事項を定めた基本

協定を当初締結し、各年次には細目事項を定めた年度実施協定を締結するという方式、い

わゆる新方式を採用するようにしている。この方式であれば、協定締結に議会の議決が必

要とされる場合（地方自治法第96条）でも、基本協定について議決を経ると、次年度以降

議会の議決なしに年度実施協定を締結す ることができ る。このため、旧方式（基本協定に

は工事全体の事業般を定めず、毎年度実施協定を締結するたびに議決を得る方式）や単年

度協定方式に比べ、第 2年度以降事業着手が早くできることになる。平成 3年度において
※ 

は、協定締結が必要な317箇所のうちおおむね64％の202箇所（うち新規協定締結50箇所）

が基本協定方式（一部単年度協定方式等併用も含む）を採用している。

※平成 3年度建設工事尖施箇所数339箇所のうち、22箇所は前年度協定で締結された伯務負担のみの-L事

であるため、 協定を締結する必要がないものである。
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第 1章終末処理場等の受託建設

近年、協定件数は事業団の受託数の増加に伴い、年々増加している（図 2-1 -1）。し

かも、協定締結は、年度上半期に集中する傾向があるので、協定事務について従来にもま

して迅速かつ的確な処理を行う必要がある。 このため、標準協定文（昭和51年 2月作成）

や基本協定方式の活用による協定の定型化、簡索化の推進はもちろん、 OA化の推進など

事務の効率化に努めているとこ ろである。

3 下水道事業委託自治体連盟等

地方公共団体との連携は、 事業団にとって存立にかかわる重要性をも っている。 建設工

事等の受託業務の推進に当たり、その連携を強化するため、昭和49年 7月「下水道事業委

託自治体連盟」が発足した。

委託自 治体連盟の目 的は、下水道の建設工事の委託及び実施について調査研究するとと

もに、加盟団体間との連絡協調を密にし、 下水道事業の促進を助けることにあ った。具体

的な活動としては、全国市長会の開催時期などに合わせて総会を開き、決議を採択し、関

係官庁 ・国会への陳情を行うことのほかに、毎秋、加盟団体のうちから会場を選んでの実

地研修会、予算の政府原案可決時に合わせての研究会、 事務担当者の研修会など を開催し

ている。発足後、受託業務の拡大とともに加盟団体は次第に数を増やし、平成 4年 5月現

在では140市47町 2村 5組合の計194団体となっている。役員は、会長を中心に 2名の副会

長、 20名の理事、 2名の監事で構成されている。

また、昭和51年12月、流域下水道の設計及び建設工事を事業団に委託し、または委託し

ようとする都道府県の担当課長と事業団の関係部長により構成される「流域下水道事業委

託都道府県事務連絡会」が発足した。同連絡会は、相互の連絡調整と受託事業の円滑な執

行等 を図ることを目的としている。

第 2節 受託建設事業の変遷と現況

1 受託建設事業の動向

〔建設工事の推移〕

受託建設事業は、下水道事業センタ ー発足から現在に至るまでの間、国の財政事情にそ

の事業野が敏感に反応して推移している。建設工事の事業骰（補助事業費と単独事業費の
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合計）についてその推移をみることとする（表 2-1 -1、表 2-1 -3)。

第 3次下水道五箇年計画期間は、事業団に とって立ち上がりの時代である。

下水道事業センターとして発足した昭和47年度においては、建設工事は川越市の月吉ポ

ンプ場（公共下水道） 1箇所5,000万円のみを受託した。その後、建設工事は、年々拡大・

発展を続け、 48年度には初の終未処理場建設を春日井市から受託し、 49年度には江戸川左

岸流域下水道等 3箇所の流域下水道を初めて受託し、受託26箇所、事業費210億円（補助事

業骰と単独事業曹の合計）とな った。50年度にはセンターから事業団への移行に伴い、建

設工事は事業団の中心的事業に位囲づけられた。

第 4次下水道整備五箇年計画期間 (51-55年度）に建設工事は急速に発展した。

51年度には619億円、 53年度には1,029億円とそれぞれ500億円、 1,000億円をはじめて超

えた。53年度からは永平寺町等特定環境保全公共下水道 2箇所の受託も始まった。

第 5次下水道整備五箇年計画期間 (56-60年度）は、足踏みの時代である。

発足以来順調に拡大してきた建設工事は、 56年度受託121箇所、 1,339億円をピークに57

年度以降受託箇所数は増加するものの、事業毀は減少してい った。59年度は受託箇所153箇

所、 1,174億円と事業費では最も落ち込んだ年度となった。これは、赤字国債を解消すべく

財政再建のため政府が公共事業等の歳出を抑制したことによる。受託箇所の増加は、 中小

都市からの受託が増加したためである。事業団をあげて受託建設事業確保の努力がなされ

60年度か らは都市下水路の受託も行っている。 同年度か ら事業骰は回復しはじめた。

第 6次下水道整備五箇年計画期間 (61年度～平成 2年度）には、再び建設工事は進展し

が‘-0 

61年度、 62年度と相次いで政府の不況対策のため補正予罪が組まれ事業団も建設工事等

の事業費を増額変更している。この結果、早 くも61年度にはピーク時の56年度水準を超え

ており、 62年度には受託223箇所、 1,707億円とな って初めて1,500億円を超えた。公共投査

の増加の財源としてNTTの株式売却資金による無利子貸付制度の活用が開始されたのは

62年度の大別補正予算からである。また、 61年度に特定環境保全公共下水道の採択基準が

緩和されて人口1,000人未渦の「簡易な公共下水道」制度が発足するなど地方小都市の下水

道整備促進策がと られ、これに伴って特定環境保全公共下水道の受託箇所が増加すること

となった。
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その後、事業費は、 63年度と平成元年度に若干停滞したも のの、 2年度は対前年比15%

を超えて増大した。

第 7次下水道整備五箇年計画期間 (3~7年度）に入って建設工事はさ らに大幅に増大

しつつある。

3年度は受託339箇所、 2,045億円を実施し、 2,000億円を超えた。4年度は受託410箇所、

2,560億円を計画している（表 2-1 -1、表 2-1 -3)。

〔全国の下水道事業般に占める割合〕

全国の下水道事業般に占める事業団の受託建設事業費（建設工事 と実施設計の事業費の

合計） の割合は、総事業骰（予算）ベースでは、昭和47年度から50年度まで上昇した後50

年度から平成 2年度までほとんど 7％台である。そのなかで昭和51年度と財政再建のため

に事業団の事業骰が落ち込んだ57年度から60年度までは、全国の下水道事業自体がより大

きく落ち込んだため、かえ って8％台に上がっている。平成 3年度以降は従来の安定した

状況から脱却する傾向がみられ、 3年度9.6%、 4年度10.6%（見込み）と上昇してきてい

る（表 2-1 -2)。

〔下水道の事業種別の動向〕

受託工事について下水道の事業種別動向をみてみよう （表 2-1 -1、表 2-l -3)。

公共下水道は、センター発足以来受託箇所 ・事業費ともおおむね増大してきている。但

し、前述のとおり財政再建のため抑制された昭和57年度から59年度までと 61年度及び一時

的に停滞した63年度と平成元年度には前年度に比較して事業毀が減少している。

公共下水道の事業骰（補助対象事業骰）は、昭和48年度の109億円 (16箇所）から51年度

には500億円を超え (524億円55箇所）、 56年度には1,000億円を超えた (1,022億円99箇所）。

その後940億円から1,100億円台までを推移していたが、平成 2年度に1,200億円台 (1,252

億円229箇所） 、 3年度1,400億円台（1,453億円286箇所）と順調に増大してきた。 4年度に

は1,800億円台 (1,895億円354箇所）を見込んでいる。

このうち特定環境保全公共下水道は、昭和53年度か ら60年度までは10箇所未満であった

が、 61年度14箇所、 62年度20箇所と増加して平成 3年度には前年度の 5割増40箇所を実施

した。 4年度は68箇所を見込んでいる（表 2-1-6)。その増加は極めて顕著である。

流域下水道は、昭和49年度17億円 (3箇所）か ら始ま って52年度100億円 (193億円11箇

所）、 53年度200億円 (280億円16箇所）、 54年度300億円 (342億円17箇所）をそれぞれ超え
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て急増し、 55年度には377億円 (18箇所）にな った。その後は、60年度まで低迷を続け、400

億円台は62年度 (480億円38箇所）にようやく実現した。平成 3年度は429億円 (39箇所）

を実施したところであり、 4年度は499億円 (45箇所）を見込んでいる。

都市下水路は、昭和60年度11億円 (4箇所） の受託から始まって平成 2年度110億円 (17

箇所）まで増大したが、その後は、伸び悩んでいる。 3年度は、 96億円 (14箇所）である。

3年度のこれらの事業種別の下水道の建設工事に 占める割合は、 補助事業骰（実組）ベ

ースで公共下水道73.5%、流域下水道21.7%、都市下水路4.9％である。また、それらの箇

所数では、公共下水道84.4%、流域下水道11.5%、都市下水路4.1％となっている（図 2-

1 -2)。

〔中小都市からの受託の増加〕

センター発足か ら現在に至るまでの間、 中小都市か らの受託は増加してきてい る。建設

工事を受託した公共下水道 ・特定環境保全公共下水道の受託箇所のうち人口 5万人以下の

市町村の占める割合は、昭和48年度から55年度までは20％前後であ ったが、 56年度31.0%、

57年度40.7％と年に10％増加し、 5年後の62年度には50.3%、さらに 5年後の平成 4年度

には65.3%（認可）とな ってきて いる（表 2-1-7) （図 2-1 -3)。

受託内容についてみると、事業団発足当初においては大都市または地方の中核都市の終

末処理場や、大規模な流域下水道の終末処理場等の建設工事が主であったものが、ここ数

年来大都市における下水道整価内容が多様化する一方、新規に地方の中小都市が下水道に

表2-1-6 公共下水道、特定環境保全公共下水道別受託箇所数の推移（実績）

'）I菜年度

"If業団公共 ド水道

/J-、、オ/t‘ 

特gi

全国特g•i

57 58 

103 114 

98 108 

5 6 

84 86 

全国 ：II本の卜水道

,1,業団：箇1所表

昭和47

l 

1 

゜
5゚9 

129 

122 

7 

94 

48 49 50 

16 23 45 

16 23 45 

゜゜゜
゜゜

10 

60 61 

141 161 

133 147 

8 14 

104 115 

51 52 53 54 55 56 

55 64 73 82 99 101 

55 64 71 79 96 98 

゜゜
2 3 3 3 

25 36 49 57 68 74 

62 63 ＇杓成尤 2 3 4 （認99[）

175 196 208 229 286 354 

155 172 183 202 246 286 

20 24 25 27 40 68 

141 ] 72 206 249 297 390 
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着手する こと などを反映し、大都市における既設処理場の増設工事、中継ポンプ場、幹線

管渠の建設工事や、地方中小都市における比較的小規模な終末処理場の建設工事が主 とな

りつつある。

わが国の下水道の普及状況を地域レベルでみる とかなりの格差があり、 中小都市の下水

道整備は遅れている。特に、 1,900にのほる下水道未着手都市の大部分が人口 5万人未満の

都市であり、 こうした都市の普及促進が主要な政策課題の一つと されて いる。 中小都市は

表2-1-7 人口規模別受託地方公共団体 （公共下水道）

,1i業年度 昭和47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 

2万人 箇所

゜
2 3 2 1 3 4 7 6 8 

未 ii:,:i ％ ％ 12 5% 13 0% 4 7% 2 0% 4 9% 5 7% 9 0% 6 2% 8 0% 

2万～ 5 箇所

゜
l 2 7 ， 11 13 ， 16 23 

)j人未満 ％ 0 0% 6 2% 8 7% 16 3% 17 6% 18 0% 18 6% 11 5% 16 5% 23 0% 

5)j~10 箇所

゜
5 7 7 12 15 16 27 32 30 

万人未満 ％ 0 0% 31 3% 30 4% 16 3% 17 6% 24 6 % 22 9% 34 6% 33 0% 30 0% 

10万～20 箇所

゜
6 ， 12 10 15 15 13 18 18 

万人未満 ％ 0 0% 37 5% 39 1% 27 9% 19 6% 24 6% 21 4% 16 7% 18 6% 18 0% 

20万人 箇所 1 2 2 7 ， ， 15 16 20 18 

以 Iこ ％ 100% 12 5% 8 7% 16 3% 17 6% 14 8% 21 4% 20 5% 20 6% 18 0% 

指定rh
箇所

゜゜ ゜
8 10 8 7 6 5 3 

％ 0 0% 0% 0% 18 6% 19 6% 13 1% 10 0 % 7 7% 5 2% 3 0% 

合計
箇所

1 16 23 43 51 61 70 78 97 100 
系計

57 58 59 60 61 62 63 平成元 2 3 4（認可）

12 15 23 25 33 38 40 43 51 76 110 

10 6 % 13 8% 18 5% 18 2% 21 0% 23 0% 21 9% 22 1% 24 3% 30 8% 36 3% 

34 29 30 34 43 45 58 59 67 74 88 

30 1% 26 6 % 24 2% 24 8% 27 4% 27 3% 31 7% 30 3% 31 9% 30 0% 29 0% 

36 34 36 42 42 36 38 47 42 46 47 

31 9% 31 2% 29 0% 30 7% 26 8% 21 8% 20 8% 24 1% 20 0% 18 6% 15 5% 

12 13 14 12 13 18 19 22 22 20 32 

10 6% 11 9% 11 3% 8 8% 8 3% 10 9% 10 4% 11 3% 10 5% 8 1% 10 6 % 

16 13 16 17 20 22 22 17 20 23 18 

14 2% 11 9% 12 9% 12 4% 12 7% 13 3% 12 0% 8 7% 9 5% 9 3% 59% 

3 5 5 7 6 6 6 7 8 8 ， 
2 7% 4 6% 4 0% 51% 3 8% 3 6% 3 3% 3 6% 3 8% 3 2% 30% 

l 13 109 124 137 157 165 183 195 210 247 303 
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図2-1-2 建設工事受託（実績）シェア（補助事業）

昭和57年度事襲費

tllrli下水路
(0.0%) 

平成 3年度事集贄

都市下水路
(4.9%) 

公共 ド水道
(80. 7%) 

公共下水道
(73.5%) 

昭和57年度受託箇所

都市下水路
(0 0%) 

平成 3年度受9モ箇所

都市下水路
(4.1%) 

公共下水道
(BJ.!%) 

公共 F水道
(84 4%) 

゜゚100 
図2-1-3 受託公共団体の中に占める人口規模別市町村の割合（公共下水道）
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第 1章 終末処理場等の受託建設

下水道事業の執行体制が充実しておらず、事業団に委託されるケースがますます増加する

傾向にある。

事業団では、近接する地域の市町村をはほ同一時期に受託する「市町村下水道集団整備

事業 （船団方式事業）」を平成 3年度より導入した。これは、中小都市を船に見たてて、事

業団がパイロ ット（水先案内人）とな って、地域合体で船団を組むような形で下水道事業

を実施し船団全体の下水道の一体的整備が促進できるよう名づけたものである。

この船団方式を採用すれば、船団内の処理施設などの一部または全部の共通化、汚泥処

理、運転管理、水質試験を共同化することによ って、経済的かつ効率的な事業実施が図ら

れることになる。

このように事業団は、中小都市の増大に対応した的確な措置を講じて、下水道事業の支

援機関としてのその使命を果たすべく努力しているところである。

2 処理方法の多様化

下水の処理とーロにい っても、その処理法にはさまざまな方法がある。

下水の処理法は大きく分けて、終末処理場に流入した下水を浄化して水と汚泥に分離す

る「水処理」と水処理の過程で分離された汚泥を濃縮、脱水、焼却等によって減量化する

「汚泥処理」に分けられる。

〔水処理〕

下水中の好気性微生物は、下水中の汚れの原因である有機物を栄簑として利用する。有

機物をエネルギーとし（酸化）、あるいは自己増殖に用いる（同化）。増殖した徴生物はプ

ロック（塊）を形成して沈降する。下水道の水処理は、 一般に好気性微生物に空気を供給

してその活動を活発化させ、有機物の酸化と同化を促進し、形成されたプロ ックを除去す

ることによって下水を浄化するものである。

現在採用されている「水処理」は、活性汚泥法を代表とする浮遊生物法と生物膜を主体

とする固粋生物法に大別され、各種の変法が実用化されている（図 2-1-4)。

浮遊生物法は、下水に空気を接触させて下水に酸素を供給すること（エアレーシ ョン）

によって下水中に浮遊している好気性微生物を利用する方法である。エアレーシ ョンには、

空気の吹込み、下水の攪拌による空気の取込み、下水の空中散布などがある。

固着生物法は、板、砂、礫などの表面にゼラチン状の生物膜を形成させ、その生物膜の
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好気性微生物を利用する方法である。生物膜に下水と空気を接触させて下水を浄化する。

事業団が建設工事を受託してきている終末処理場の代表的な処理法は標準活性汚泥法

で、そのほか回転生物接触法、酸索活性汚泥法などがあり、下水処理場の規模が小さくな

るにつれて回分式活性汚泥法、オキ シテ'‘ーションディッ チ法の占める割合が増えてきてい

る（表 2-1 -8)。

〔汚泥処理〕

水処理によ って発生する汚泥は、次に掲げる操作過程を組み合わせて処理する。

①濃縮：自然の重力による沈降、動力による遠心力などの方法を用いて生汚泥の固形

物濃度を高める（含水率を下げる）操作である。汚泥の減量化のために行う 。

生汚泥（含水率99%）を含水率97％に濃縮すると汚泥祉は 1/ 3になる。

②消化：汚泥を酸素の存在しない状態に置くことによって、汚泥中の複雑な有機物を

嫌気性細菌でメタン、 二酸化炭素、アンモニアなど、単純なものに分解して

安定化する操作である。消化を促進す るため攪拌し、加温することもある。

メタンなどにガス化する結果、汚泥中の固形物が25-35％減少する。

生物処狸法

図2-1-4 代表的な生物処理法の分類

浮遊牛物法 1 標準活性汚i}ビ法（標準法）
（活性汚泥法）

ステップエアレーション法

長時間エ アレーション法

頁委弄計舌‘~I: 汚 i}以去

オキシデーションディッチ法 (OD法）

回分式活1’IIオサ泥法（阿分法）

嫌気好気活性汚泥法（嫌気好気法）
〔単槽式妹気奸気活性汚泥法〕

超深｝杓曝気法（ディープシャフト法）

凝集剤添加活1’It汚泥法

その他の活性汚泥法、変法

固c
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③脱水：汚泥中の水分を除去する操作である。汚泥の減量化のために行う。 含水率75

％まで脱水す ると、生汚泥に比べてその試は 1/25に滅量される。方法には、

次に掲げる ものがある。

I天日乾燥 汚泥乾燥床に汚泥を流し込んで太隔熱、風などで蒸発させて乾

燥させる。

u機械脱水 機械力を使用して、汚泥をろ布でろ過する方法と遠心力で分離

する方法がある。

④焼却：汚泥を700-900℃で燃焼して有機物や水分を除去する操作である。無機物の

灰にすることによ って、汚泥の最終処分籠の減少と質の安定化を図る。焼却

によ って生汚泥に比べ 1/270程度にまで減聾される。

⑤汚泥コンポスト化： 空気を吹き込み攪拌するなどの方法によ って、脱水汚泥を好気

表2-1-8 事業団が建設を受託した下水処理場の水処理水量別箇所集計表 ('11位 ：箇所）

水処理方式 ＼ 水批（千m') 5未満 5 -10 10-50 50-100 100以上 i 1△ 

標準法 7 ， 132 76 85 309 

ステップエアレーション法 1 2 3 5 11 

長時間エアレーション法 2 3 5 

コンタクトスタピリゼーション法

酸索活性汚泥法 1 l 3 2 2 ， 
循環変法 1 4 4 ， 
回分法 16 2 5 23 

オキシデーションディッチ法 57 32 31 120 

プ レハプオキシデーションディッチ法 20 20 

単槽式嫌気好気法 3 1 4 

回転生物接触法 5 2 3 1 11 

接触酸化法 2 1 3 

好気性ろ床法 3 3 

媛気好気ろ床法 1 l 

担体投入型活性汚泥法 l 1 

深陪曝気法

高速エアレーション沈殿池 2 2 

その他、 2 1 3 

計 121 49 185 83 96 534 

昭和47年度～平成 3年度に、実施設計または建設工事を受託した処理場の内訳である
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性醗酵させて堆肥化する操作である。有機物分解に伴う温度上昇で殺菌、水

分減少等の効果がある。発生す るコンポス ト（堆肥） は、土壊改良剤 ・有機

肥料として使用可能である。

⑥溶融 ：汚泥を1,300-1, 500℃で溶液化して冷却する。有機物は熱分解し、溶融して

できたスラグは容粕が大きく減少し、生汚泥の屈の 1/430程度になる。また、

有害成分の溶出もほとんどなく、建設査材としての使用が可能である。

事業団が今までに受託 して きた下水処理場におけ る汚泥処理法では、消化プロ セスを紺

み入れて処理しているものが全体の40%、消化せずに脱水しているものが全体の47％を占

めている（表 2- 1 -9)。ii'i化プロセスを採用している場合は比較的大きな下水処理場で

あるが、下水処理場の規模が小規模になればなるほど、濃縮脱水処理が最終処理過程とな

っている。

表2-1-9 事業団が建設を受託した下水処理場の汚泥処理水量別箇所集計表 （単位：箇所）

汚i)じ処Fl!.）i式 ＼ 水批（千m') 5未満 5 -10 L0-50 50-100 100以 I・. i I• 

他処理場芥で処理 3 l 2 6 12 

(，＇K 』9，. 30 4 I l 36 

浜＋火屹 ， 3 I 13 

沢 ＋II見 72 29 77 I 7 ， 204 

沿 ＋ii'i+R乾 2 I 3 

洪＋ii'i+1l見 1 5 64 35 30 135 

i農十il'i+II化（未設沼） I I 2 

浜＋脱＋焼 1 2 4 5 12 24 

浜＋ii'i+II見＋焼 1 1 6 19 29 65 

濃＋11)t十コン 2 4 14 l 21 

沿＋iri+JJJI.十コン 2 2 4 8 

混＋脱＋浴 3 3 

浜＋コン l 1 

濃 ＋II兒＋機屹 1 1 

濃 ＋ii'i十脱＋機乾 1 1 

業名委託

その他、 ］ l 2 

計 120 49 184 82 96 531 

昭和47 年 1及～ ’I'・成 3 年度に実施，没，汁または建設 1 : • l i を受託した処狸場の内訳である
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汚泥処理についても水処理と同じように、生物処理によってその安定化を図ることがエ

ネルギー的に有利であると思われるが、スケールメリットが生かせないため、小規模な下

水処理場では直接脱水するものが多い。

また、直接脱水するにしても、初期運転をしている下水処理場や小規模な下水処理場で

は、脱水機の選定などが難しく、広域での汚泥処理を考えていく必要がある。

3 大都市における受託建設事業

事業団はその発足当時から、 指定都市とい った大都市と密接な関係にある。過去数年に

わたる受託箇所数における大都市の占める割合は 3~ 5 ％にしか過ぎないが、事業費の占

める割合は17~18％で安定している。

大都市では下水道の質的向上が緊急の課題となっており、高度処理施設の整備、合流式

下水道の改善、雨水対策、老朽施設の改築などの事業促進が求められている。

建設工事の内容においても特色のある工事を数多く受託している。

大規模な下水処理場やポンプ場のほか、雨水滞水池や雨水貯留管な どの合流改善事業も

手掛けている。下水処理場やポンプ場では、上部利用施設を併設した施設や卵形消化槽、

大深度 ・大規模シールドエ法などの特殊工法を用いた施設など、これからの下水道事業に

欠かせない技術を数多く取り入れた施設が多い。

以下、各都市から受託してきた施設のいくつかを紹介する。

(1) 卵形消化槽（横浜市）

横浜市の下水道計画では市域を 9処理区に分け、 11の処理場で下水を処理し、それらの

処理場から発生した汚泥を南北 2箇所の汚泥処理センターに集約して処理している。これ

ら2箇所の汚泥処理センタ ーでは、嫌気性消化法を碁本として汚泥の減量化を図っている。

横浜市では、嫌気性消化システムを採用するに当たって、大拭の汚泥を効率的に処理す

るために、わが国で初めて PC卵形消化タンクを採用し、北部汚泥処理センターで昭和62

年度から供用開始した。

卵形消化タンクは、通常のタンクと 比較してより効率的な処理が行われるよう考えられ

た構造となっている。その主な利点は、小さなエネルギーで攪拌でき、死水域が生じにく

く熱損失が少ない、 上部についてはスカムの除去が容易で、底部については砂分も集まり

やすいなどである（図 2-1 -5)。
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事業団では南部地区の汚泥処理センターの消化槽を横浜市から受託して、 59年度から建

設開始した。北部方面の卵形消化槽に続くもので、その容最は約6,400面のものを 6基完成

させ、平成元年11月から稼働している。

卵形消化槽の構造は基礎は支え壁式巷礎で、 地盤の関係で直接甚礎のものと杭基礎のも

のとがあ る。壁面は PC構造で、その建設には、ディ ビダーク式クライミングエ法を用い

て施工した。

(2) 大深度地下辿続壁工法による多角形立坑（東京都）

地下空間の有効利用を図るために、大深度シールド工事や大深度掘削工事などが脚光を

浴びてきている。大深度掘削工事については未経験の部分が多く、施工例も少ないなかで

下水道工事への応用については、あまり 一般的ではない。こうしたなかで、事業団は昭和

62年度から東京都より 受託した建設工事において、大深度立坑の築造を行った。その工事

は、東京都の東糀谷ポンプ所と森ケ崎水処理センターとを結ぶ送水管 (1,630m)の工事で

ある。

この送水管は、森ケ崎水処理センターの既設構造物の基礎、海老取川、東京モノレール、

首都高速 1号線など重要構造物の下を抜けていくため（図 2-1 -6)、それらの構造物に

影響を及ほさないように、 地下深 く布設する必要があ った。その結果、シールド機の発進

立坑としては土被りがG-52mという過去に例をみない深さとな った。

立坑の建設に当た っては、立坑を22角形の多角形とし、支保工をリングビームで保たせ

るという、作業性のよい施工方法で行った（図 2-1 -7)。

立坑としての機能を十分に発揮するためには、連続中壁の鉛直方向における精度を、 1 

/1,000以上に保たなければならなかったが、その精度を確保するために、超音波による掘

削面の測定を行い、当初の精度が得られるまでその都度修正を加えていった。

連続地中壁の施工後は、掘削においても第 1次掘削、第 2次掘削、第 3次掘削というよ

うに、その掘削の深さに合わせて掘削方法を変えてい った。

63年 3月に連続地中壁の施工に入り、平成元年 7月に床付深さ63mの掘削を無事完了し

た（図 2- ]-8)。今回の施工例は、下水道における大深度施工の先駆けになるものと思

われる。

なお、本工事は 4年度末にその一部完成を予定している。
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図2-1-5 卵形汚泥消化タンク概略図
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図2-1-6 現場位置図
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第 1章 終末処理場等の受託建設

(3) 二段階循環変法（仙台市）

仙台市では、清流として市民に親しまれている広瀬川の環境を保全するために 「広瀬川

の清流を守る条例」及び 「広瀬川の清流を守る条例施行規則」を定め、広瀬川への放流水

の水質としてBOD値 3mg/ R,以下を達成しなければな らない こととしている。事業団は

この広瀬川の清流を守るために、仙台市か ら受託 した広瀬川浄化センターの建設工事にお

いて、処理の容易性、既存の類似施設における放流水質の実績、経済性などを検討した結

果、 二段循環変法による水処理方式を採用した。

二段階循環変法は、反応槽を図 2-1 -9のとおり 4分割して、最初沈殿池からの流出

水をそれぞれ第 1嫌気槽と第 2嫌気槽に 2分して流人する方式である。これによ って反応

図2-1-8 立坑断面図及び土質柱状図
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図2-1-9
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て通常よりもより硝化が進むことになる。

この水処理方式は従来、窒素や燐除去のためのプロセスとして開発されてきたもので、

その目的のための施設は何例か設計されてきているが、 BOD除去という観点から、 この

方式を採用した例はなか った。そこで、事業団では設計検討委員会を設箇し、最適設計法

及び設計に対する留意事項等について評価 ・検討を行った。

広瀬川浄化センターの工事は、平成元年度に着手し、 4年度から供用開始の予定である。

仙台市・広瀬川は、建設省のモデル事業 「アクアトピア」に元年度指定されている。

今後、 自然環境保護や生活環境の保全に対する住民意識の高揚に伴い、広瀬川 と同じよ

うな厳しい放流水質が課せられる施設が増えてくることも予想されるが、 このような場合

でも、本方式の採用は可能であり、水処理システム選択の際の有力な代替案の一つになる

ものと思われる。

(4) 大規模シールド工事（大阪市）

大阪市はその大部分が、淀川、大和川などの土砂が堆積してできたデルタ地帯であり、

上町台地など一部の地域を除くと土地が低く、平坦な地形とな っている。そのため、雨水

排水は古 くからの懸案となっており、大阪市では浸水の防除に果たす下水道の役割は重要

である。

昭和54年と57年に大きな浸水に見舞われた市南東部の抜本的な浸水対策として、大阪市

はこの地域一帯に降った雨水を住吉川 を通じて大阪湾に放流する計画をたて、平野～住之

江下水道幹線を建設することとした。事業団は60年 3月からその本格的な建設に着手した。

同幹線は60年度、建設省によりアピール下水道「なにわ大放水路」 として採択された。
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第 1章 終末処理場等の受託建設

「なにわ大放水路」は、平野区瓜破交差点を起点として、都市計画道路敷津長吉線（長居

公園通・住之江通） を通って住之江区に建設する住之江抽水所に至る幹線8.5km及びこの幹

線に接続する準幹線3.7kmの総延長12.2kmの大下水道幹線である。幹線の最大仕上がり内径

は6.5mと大阪市で最も大きく、 また、地下鉄の御堂筋線・四つ橋線の下をくぐるため、最

も深いところでは、地下30m余りとなる （図 2-1 -10)。

全体計画の完成は平成 7年度を予定しているが、少しでも早く効果が発揮できるよう、

2年 9月から完成したトンネル内に雨水を一時貯留し、浸水の緩和に役立てている。

4
 

特長ある受託建設事業

事業団は、各地で特長ある建設工事を数多く手掛けている。処理場の小規模化が進展し

てくると、プレハブ式オキシデーションディッチ法やトンネル式処理場などコンパク トで

建設効率の良い方法が開発されてきている。下水処理場の持つ独特のイメージから、周辺

環境との調和を考えて、 地下式の処理場の建設や上部を毅菟しての運動公園の建設、市民

プラザの併設、 あるいは武道館の建設によって、市民に親しまれる市民利用施設として位

置づけることなども行っている。下水管渠の幹線工事では、大深度のシールド工事や大規

模貯留幹線、複合断面シールド工法など最先端の土木工事にも実績を持っている。

過去20年間に手掛けてきた建設工事の中から、特長ある工事をいくつか紹介する。

図2-1-10 なにわ大放水路
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(l) 』）J}［密工法による地盤改艮

大阪府梓j大阪湾岸流域下水道の南大阪湾岸北部処理場は、 その処理場用地を大阪府南港

木材港地先に、全体而柏約5lhaの埋立造成地 として計両された。事業団は大阪）付より埋立

造成」；事か ら受託してエ期昭和51-55年度で完成した。

埋立J―― ’liは、工事着手後約 1年という短期間内で約550万而という途方もない大拡土砂の

投入を終えたものである。土質‘I生状については粘上やシル トを含むが、全体的には礫分の

多い飽和砂質（海底砂礫材）で平均N値が 3~ 5程度と緩い地盤であるため、 地盤の沈下

や地震II-、『にお ける地盤の液状化を生じる恐れ もあり、 地盤強化と液状化防止のために建設

予定地の地盤改良工事が計画された。

地盤改良上事は、動圧密上法という施工方法で行った。動圧密工法は大きな巫拡のハン

マー（外側を鋼製で包むコンクリートでできた約 2mの立方体で重砿20t、あるいはそれ

より小さい12t) を高い所から白 由落下を繰り返し行うことにより 地盤を圧縮固結させる

方法である。簡単に表現すれば、古米より行われている「ヨイトマケ」ないし「タコ突き」

と原狸的には変わらないが、次のような工夫により従米の突同め工法に比べ深い所まで改

良できるのが大きな特徴といえる。

① 1 41繋当たりのエネルギーが従米の 「タコ突き」などに比べて圧倒的に大きい。

②従米の突固め方法は、 地表面付近をどちらかといえば無計両にべた打ちするので地表

面付近のみが締め固まり、打撃エネルギーが深部に伝わり難く、結果として地表面のみ締

め固まることになる。動圧密工法では深部から締め固め、）I阻次上部の改良を行うよう打撃

点間1{，府 を含む打撃仕様を改艮条件に基づいて定めて、計両的に施工を進めることとした。

以上により、当初の改艮 11標値N~ 10 を満たす地盤改艮を短期間で、 しかも経済的に施

工した。

(2) 定行）j式下水処理場

従米 、 洵域に処理施設を建設する場合は、海而 を J•lI ！ め立て、その後に基礎 I .. ’l',·、仮設工

事、本体築造工事、設備工4iと」：程が続き、長い上期が必要であった。

定許）j式の下水処理場は、銅殻コンクリート製の処即施設を造船ドックや工場で製作し、

現地まで曳航して沈設する方式である。

このため埋立て工事に先行、あるいは埋立て工 ’l＇.を行わずに建設することができる 。

事業団は、 昭和56年度に，静岡県熱海市第 2浄化竹判センター建設工事において、このエ
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第 1章終末処理場等の受託建設

法による日本で初めての処理場を建設した。

現地での基礎工事では、直径12.5mのセルを24基、直径11.5mのセルを 6甚計30基を配

置している。セル甚礎とは、大日径の コルゲートセルを外殻に使用した一種の場所打ちコ

ンクリート杭である。

造船所内のケーソン製作に当たっては、 ドライド ックで鋼材により、最初沈殿池、 エア

レーションタンク等に区画された鋼殻と称されるトラス構造の箱を組み立て、底のコンク

リー トを打設後、艤装ヤードで残りの コンクリートを打設した。ケーソンの設計に際して

特に配慮した点は、ケーソン曳航時のバランスである。曳航時に鋼殻全体に一様な荷重が

かかるように、最初沈殿池、 エアレーションタンク等の区画割、 鋼材の配置等に注意した。

これら現地での基礎工事と造船所内のケーソン製作を同時に実施できるのが本工法の特色

で、 56年12月の着工以来、沈設完了まで約23箇月で、処理施設の地下部分を完成させ（図

2 -1 -11)、60年 5月から供用開始している。

(3) プレハプ式下水処理場

固2-1-11 定着方式施工概要
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事業団は、 昭和57年度以来、建設省の指導のもとに小規模処理場を経済的かつ効率的に

建設するための調査 ・研究を行い、その成果を踏まえてプレハブ式オキシデーションディ

ッチ施設を開発し、標準化を図 った。プレハプ式オキシテーシ ョンディッチは、プレキ ャ

ストコンクリ ート部材を工場製作し、現地でそれらを組み立て、オキシデーションティッ

チ施設を建設する方式である。

この方式は、処理能力300-1,200m'／ 日までの施設の標準化を行っている。プレハブ式

オキシデーションディッチには、次のような利点がある。

①標準図が作成されているため、設計の費用 ・時間を大幅に削減できる。

②汎用品を使用するため、建設費の削減 ・エ期の短縮が図れる。

③点検及び補修の省力化を図ることができる。

④池槽にプレキ ャス トコ ンクリー ト部材を使用するため、品質の信頼性が向上する。

⑤施設が簡便なので、運転管理が容易である。

数多くの町村で、 プレハプ式オキシデーションディッチが採用され、平成 3年度末まで

は12箇所で運転されており、計画中の施設を含めると27箇所を数える。

日本で最初にプレハブ式オキシテーションディッチが採用されたのは、群馬県中之条町

の沢渡温泉にある 「沢渡水質管理センタ ー」で、 62年 9月に着工し、 63年 3月に竣工して

いる（図 2-1 -12、図 2-1 -13)。

(4) トンネル方式下水処理場

町村の下水道整備の遅れの大きな原因として、 施設用地の不足が挙げられる。特に狭陰

な地形の山間部や、前面が海に面して後背地に山が迫っている地域では、処理場の建設に

必要な用地の確保が難しい。

このような地区にも下水処理場を建設することができるように、事業団は建設省の指沿

のもとに民間企業の協力を得て、昭和62年度から 「ト ンネル方式下水処理場研究会」を設

立して検討を行った結果、 トンネル方式下水処理場を開発した。

これは、下水処理場のうち主要な水処理施設などをトンネル内に収容する方式で、通常

の下水処理場に比べて次の特長が挙げられる。

①水処理施設はトンネル内に設置するが、管理棟や機械棟は人間の作業環境を考應して、

原則としてトンネル外部に設ける。トンネル外部のスペースは、 1,OOOm'ほど必要とな

るが、通常の処理場面積と 比較して約 3分の 1程度となる。
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図2-1-12 P.C.プレハプ処理槽は、こうして出来上がります
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図2-1-13 プレハプ式オキシデーションディッチ法の下水処理

図2-1-14 トンネル方式処理場
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②幅約10mの道路トンネルの形状を用いる場合、汎用性の高い掘削機械の活用ができ、

すでに確立された掘削技術の利用が可能である。

③一般に、 トンネル内に設ける施設には、碁礎や覆蓋を考應する必要がない。また、塩

害による腐食の発生や寒冷地域における水温低下による処理機能への影響を、極力抑

えることができる。

トンネル方式下水処理場は、そのクリ ーンなイメージから「クリ ーン・カプセル処理場」

と称し、日本で最初の実施設として、島根県鹿島町の恵編 ・古浦地区の特定環境保全公共

下水道において建設した。

恵曇処理場の水処理能力は、日 量2,150而で、処理方式は水産加工排水の流入があるため、

酸素活性汚泥法を採用している。 トンネルのサイズは、幅llm、高さ12mの馬蹄型で奥行

きは56mである。

本事業は、平成元年 9月に着手し 4年10月に通水した（図 2-1 -14)。

(5) 複合断面シールドエ法

事業団は、千葉県習志野市より菊田川 2号幹線の整備を昭和59年度から受託している。

このうち延長約710mの区間について、複合断面シールドエ法を採用し、平成 2年度から 4

年度までの予定で工事を進めている。

本工法は、 二連一体の一体型マシンにより同一平面で相互のカッターを歯車状に噛み合

わせ、同一平面上で互いに反対方向へ回転させ掘削を行っていく工法である。

同一断面積の単円シールドと比較して土被り、軌道横断、土質など特殊条件に対しての

適合性がある点が主な特長である。

当幹線の排水面積は60lha（習志野市219ha、船橋市382ha)で、途中京成津田沼駅前の分

水人孔を分岐点として、上流部は合流式、下流部は分流式となっている。合流式排水地域

の計画雨水量は毎秒42而である。当工法の採用された幹線は、京成津田沼駅か らJR津田沼

駅に至る県道津田沼 ・停車場線に布設されるも ので、流下能力毎秒42而の合流幹線である。

当幹線のエ法選定に当たっては、次に掲げる項目について検討を加えた。

①駅前の分水人孔内の越流堰項レベルを、潮位の関係か ら低く設定できない。

②前述の理由から、京成電鉄軌道横断部での土被りを大きく取ることができない。

③排水区上流域の地盤が低く、伏越しなどの水頭損失の大きい構造は、浸水対策上好ま

しくない。
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図2-1-15 複合断面シールド工法

④交通祉が非常に多い。

⑤鉄道の軌道横断が 2箇所ある。

⑥施工部分に腐食土）蜀がある。

以上のように、地形上、施工上の諸条件に鑑みて、総合的に俊れた複合断而シールドエ

法（その中のDOT工法）を採用するに至った。 4年 3月に発進し、現在一次毅工を施工

している。

当工法についての実粕は少なく、本工事における施工監理を通じて、技術」ー．の知見につ

いての検証と評価を行っている（図 2-1 -15)。

(6) 処理場等施設の多目的利用

近年、下水道施設の高度利用として、処理場の上部を覆蓋し、 多11(1勺利fllを区lろうとす

る試みが全国各地で行われている。

その利用方法としては、公園・スポーツ広場とい ったレクリエーション施設、公民館 ・

記念館などのコミュニティー施設、あるいは災害時における緊急避難広場とい った防災施
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設など、主にオープンスペース としての利用が行われている。

このような施設面での多目的利用が図られる一方で、処理水を利用したせせらぎ復活、

処理水の持つ熱を利用した地域冷暖房への活用など、処理水の資源 としての有効利用も進

められている。

ここでは、施設上部利用及び処理水利用について事業団で受託 した施設を紹介する。

①神奈川県鎌倉市（施設上部利用）

山崎下水道終末処理場～古都鎌倉の武道館

山崎下水道終末処理場の建設用地は、 JR大船駅か ら徒歩10分程度の距離にあること

から、その立地条件を生かした一般利用施設との併設が検討され、市民ニーズ、公共施

設の適正配置、古都鎌倉にふさわしい施設として、屋内総合体育館と武道館 (2階延面

積約5,700m’) を水処理設備棟の上部に併設した（図 2-1 -16)。

建設期間は平成元～ 5年度である。

く施設概要＞

ア．剣道場 ・薙刀道場 ：2試合場 ・師範室 ・大会連営室 ・控室 ・控席など（バレー

ボールなど球技も可）

イ．弓 道場 ：6人立 ・師範室 ・観院スペース

ウ．多目 的ホール ：約360m'

工柔道場 ：2試合場 ・師範室 ・大会運営室 ・控室 ・控席

オ．コミュニティーホール ：約200m'

カ．会議室 ：和 ・洋室

キ．そ の 他 ：事務室 ・医務室 ・資料室 ・応接室

②千葉県大網白里町（施設上部利用）

大網中継ポンプ場～町第二分庁舎としての活用

大網白里町は近年、首都圏のベ ッドタウンとして飛躍的に発展している町である。

大網中継ポンプ場は、大網地区の中心部に位置し、周辺環境とも調和している。町で

は近年の人口増加によって町役場の増設が必要となっており、ポンプ場に町の第二庁舎

が併設されたものである（図 2-l -17)。
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図2-1-16 上部利用スポーツ施設（武道館）詳細図

・r 1(1i 1・x1 1 F 2F 

断 1f1i1・;11 

図2-1-17 大網中継ポンプ場 (2~ 4踏）・役場分庁舎

← ~— 

し．．
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ア．構造： RC造

イ．規 模： 4階、延面積1,630m' 

③宮城県中新田町（処理水の利用）

中新田浄化センター～あゆの里の水族館

平成 2年度建設省からアピール下水道の採択を受け、処理水を利用したあ ゆの展示場

を設置した（図 2-1 -18)。

建設期間は 2~ 4年度で、第 1期の1,240m'／ 日については 4年度通水予定である。

く施設概要＞

ア．処理場面積： 1.74ha 

ィ．処理水量 ：5,100m'／ 日

ウ．処理方式：オキシデーションディッチ法

工 展示場： 1階延面積約220m'

(7) 処理場施設の増築 ・改築

事業団は従来から地方公共団体において計画、実施された処理場について、効率的な施

設能力の確保を図るうえでの機能の診断、調査等の技術的援助を行うとともに、それらの

増築・改築工事を受託している 。近年の水質保全や社会的要望の高まりなどによ って、既

図2-1-18 飼育設備フローシート
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存施設の見直し、改良等の業務についての事業団への委託は今後増えるものと考えられる。

これまで実施した例は、 表 2-1 -10のとおりである。

5 新技術の導入

下水道分野における新技術の開発は、建設省、地方公共団体、事業団、大学及び民間に

おいて活発に行われている。これら新技術を柏極的に導入するため、建設省、事業団の技

術評価制度及び民間開発技術審査証明制度等により開発技術の信頼性の評価を行 って き

がし一 〇

事業団は、その開発し、または技術評価をした技術を受託建設事業に積極的に活用して

きた。

水処理技術の主な活用の実紐は、次のとおりである（資料 8参照）。

〔大中規模の処理方式〕

表2-1-10

都市名 施設名 分 類 概 要 建設 1こ期（年度）

徳島市 中央ド水浄化センタ ー 増設Il,¥―：に伴う既存施設の改良 放流水の水質向 l．のため阿分式生 昭禾1159~60

物膜接触池の流出水について終沈の

一部に機械ろ過施設を設ii'iしBOD

除去効率を高めた。

太田市 第一浄化センター 坪／設時に伴う既存施設の改良 水骰保全面より高辿エアレーショ 58-59 

（群馬県） ン沈砂池（中級処Fl!.）の分配槽で水

址のfl荷変動を緩和する流乱制御等

を行い処理能力の向上（高級処理）

を図った。

岡崎市 八帖終木処理場 施設の兄直しによる一部施設 水質保全面より阿分式生物膜接触 58-59 

（愛知J札） の増設 池の逆洗水増大による水t'tの悪化に

ついて終沈等を妍設することで処理

効率を高めた。

上越市 上越r|i終木処理場 ＇i|両 の兄直し 1fii整備計画の変更に伴い処理場の 59～平成元

（新潟J¥―!) 経済的、効率的な建設を行うため第

一期計両、配沼計画等を兄直した。

北九州rli Illりl終未処理場 斯波に伴う計両と施工 敷地面梢に余裕のない中で将来の H Il)l ll{｛禾1158-60

（福岡県） 北湊終末処理場 斯波についても考）忍し施設を地下方 北湊 56-57 

新町終木処理場 向に伸ばす「深／i1曝気槽」「二階陪最 新町 58-60 

初沈殿池」「二階I砂娃冬沈殿池」を計

圃、施工した。

石川市 石川終木処理場 施設改造に伴う調査 既設構造物の改造II寺にコンクリー 56-59 

（沖縄県） ト構造物の老朽化についての調査を

行った。
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① 酸索活性汚泥法（昭和49-60年度調査）

事業団の受託建設事業の最初の適用は、京都市吉祥院処理場 (4万面／ 日）で52年度

に通水した。平成 3年度までに 7箇所の建設実績がある（第 1編第 3章第 3節 3参照）。

② 深層曝気法（昭和51~52年度調査）

北九州市新町下水処理場 (2万3,000m'/B) と同市日明下水処理場 (8万4,000m'/

n) で適用し、それぞれ54年度と55年度に通水した（第 1編第 3章第 3節 3参照）。

③ 活性汚泥循環変法（昭和49-54年度調査）

わが国最初の実施設として事業団が滋賀県琵琶湖流域下水道湖南中部浄化センター

(6万3,500m'／ 日）を建設し、 56年度に通水した。平成 3年度ま でに 5箇所の建設実績

がある（第 1編第 4臨第 2節 4、第 5章第 3節 2参照）。

〔中小規模の処理方式〕

① |~I I転生物接触法（昭和54~56年度技術評価）

事業団の受託建設事業の最初の適用は、野沢温泉村野沢温泉終末処理場 (9,700m'/ 

Fl.長野県）で54年度に通水した。平成 3年度までに10箇所の建設実頼がある（第 1編

第 33彰第 3節 3参照）。

② オキシデーションディ ッチ法（昭和57-59年度技術評価）

事業団の受託建設事業の最初の適用は、近江八幡市沖島浄化センター (210而／ 日・滋

賀県）で57年度に通水した。平成 3年度までに60箇所の建設実績がある。現在多数の建

設を予定している。近年中小都市の下水道の処理方式としての普及が著しい（第 1編第

4意第 2節 4、第 5章第 3節 1参照）。

③ |II1分式活性汚泥法（昭和60年度技術評価）

事業団の受託建設事業の最初の適用は、小見川町小兄川浄化センター (2,500m'／ 日・

千菓県）で63年度に通水した。平成 3年度までに11箇所の建設実績がある（第 1編第 5

章第 3節 1参照）。

④ 好気性ろ床法（昭和57-60年度調査）

わが国最初の実施設として事業団が早川町赤坂宿浄化センター (230m'/n ・山梨県）

を建設し、平成元年度に通水した。現在更に 2箇所を建設中である（第 1編第 5章第 3

節 l参照）。

⑤ 単槽式嫌気好気法
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事業団の建設工事では、兵庫県御津町など 3箇所で 3年度末現在建設中である（第 1

編第 5意第 3節 1参照）。

〔その他特長ある処理施設〕

① プレハブ式オキシデーションティッチ法（昭和56-59年度調査）

中之条町沢渡水骰監理セ ンター (440m'／日・群馬県）で最初に建設され、 62年度に通

水した。平成 3年度までに12箇所の建設実績がある（本節 4(3)、第 1編第 5章第 3節

1参照）。

② トンネル方式下水道

鹿島町恵曇処理場 (440m'/ 11 • 島根県）で最初に建設され、 4年度に通水した。現在、

葉山町（神奈川県）でも設計中である（本節 4(4)、第 1編第 5章第 3節 2参照）。

③ 高速ろ過システム（元～ 3年度調査）

現在、中新田町（宮城県）で建設中である（第 1編第 6章第 2節 1参照）。

また、汚泥処理技術については、次に掲げるとおり活用している。

〔濃縮 ・脱水〕

① 高効率造粒濃縮調質法（昭和62-63年度調査）

事業団の受託建設事業の最初の適用は、町田市鶴川第二下水道処理場 （東京都）で元

年度に稼働した。平成 3年度までに 3箇所稼働しており、現在さらに 3箇所建設中であ

る（第 1編第 5章第 3節 3参照）。

② ベストシステム搭載型移動脱水車（ベス トシ ャ トル）

事業団の受託建設事業の最初の適用は、日吉津村等 3町村（烏取県）で平成 3年度に

供用した（第 1編第 5章第 3節 3参照）。

〔消化〕

③ 消化ガス発電設価（昭和55-56年度調査）

事業団の受託建設事業の最初の適用は、沖縄県中部流域下水道那覇下水処理場（発電

270kW)で59年度に稼働した。平成 3年度までに 2箇所稼働している（第 1編第 4章第

2節 4参照）。

〔その他〕

④ 汚泥コンポスト化施設（昭和50-59年度調査）

事業団の受託建設事業の品初の適用は、茨城県 11立市滑川処理場 (15t／ 日・茨城県）
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で57年度に稼働した。平成 3年度までに 7箇所稼働している。現在さらに 1箇所建設中

である（第 1編第 4章第 2節 4、第 5章第 3節 3参照）。

⑤ 汚泥溶融施設（昭和62～平成元年度技術評価）

事業団の受託建設事業の最初の適用は、富山県小矢部川流域下水道二上浄化センタ ー

で昭和63年度に稼働した。平成 3年度までに 2箇所稼働している。現在さらに 2箇所建

設中である（第 1編第 5章第 3節 3参照）。

⑥ 汚泥焼成設備

事業団の受託建設事業の最初の適用は、埼玉県荒川右岸流域下水道新河岸処理センタ

ーで 2年度に稼働した（第 1編第 5章第 3節 3参照）。

事業団は、中小都市で活用できる新下水輸送システムとして真空式下水道システムを

受託している。

事業団の受託建設事業の最初の適用は、西条市（愛媛県）で 2年度に稼働した（第 1

編第 5章第 3節 2参照）。

このように事業団は関係機関と協力しながら機能の向上、建設費の低減、省力化、省エ

ネ化等を目指して、さまざまな技術を開発するとともにその活用を心掛けてきた。しかし、

前述した開発技術の信頼性の評価のみでは実施設への適用が十分に進むまでに至らないの

が実情であった。その原因の一つは、新技術の実用化に際しての信頼性と確実性に対する

不安の解消を担保するものが不足していたことにある。

そこで、事業団では従来より進めてきた新技術の開発と禅入をさらに積極的に進めてい

くことを目的として、技術委員会に「新技術導入専門委員会」を3年度に設置した。

この委員会では、新技術を適切に溝入するために、①導入した新技術のフォローアップ

を行う 。②委員会が認めた場合は補修工事費を用い改善できることとし、新技術導入に伴

う関係者の負担を軽減し、もって下水道事業の健全な発展を図ることとした。

山而の新技術として導入予定の技術は、次のとおりである。
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① 担体投入型エアレーション

② 粒状担体移動床好気性バイオリアクター

③ 固定化微生物を用いた窒素除去技術

④ 嫌気性ハイブリ ッド型リアクター

⑤ 圧力式下水道システム
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なお、前述した技術のうち、好気性ろ床法、単槽式嫌気好気汚泥法、 トンネル式下水道、

高速ろ過システム、 高効率造粒濃縮調質法、 tり泥焼成設備、 真空式下水道システム等は、

委員会発足前に実用化していたが、遡及してここにいう

こと にした。

「新技術」 としての取扱い をする

以上に掲げた技術の概要は、 表 2-1 -11及び表 2-1-12に示す とおりである。
表2-1-11 処理方式の概要 水処理

処理フローシート概 要 適 H I 性

酸

索

活

性

汚

泥

法

アメリカで開発されたもので

あり、徽生物の必要とする酸索

を酸索発牛装匹により高濃度で

供給する処耶法である 。

< 処岬 9ド
l 占 ！ ~ I沈殿池 l

こ
エアレ ーション クンク_|

●J11地にある程度制約がある楊

合に適する 。

• f.i産排水、水産JJIIl：排水等の

高濃度排水処理に適合してい

る。

●,::ii農度酸索の供給により、

MLSSを高浜度に維持できるた

め、エアレーション時間の短縮

とタンク容乱の削滅が図れる。

深

層

曝

気

法
（
ジ
ェ
ッ
ト
エ
ア
レ
ー
シ
ョ
ン
法
）

活性汚i／ビ法における エアレー

ションタンク部を深／杓化するこ

とによ って 、詞一而梢で処理能

カの向卜.を図るものである 。

ただし、 J` 也常よりも、深い位

匹での気液接触となるため、酸

案溶解効斗！は 1：昇する 。なお北

九州rlIの IIIIJJ処理場の深附曝気

では、散気装沼として、ジェ ッ

トエアレ ーターを用い、空気と

圧））水を1rilII炉にII[［出す ることに

よって溶解効9半を高めることに

より、能））増によるプロワー附

を低滅したものである 。
断 面

ジェット エアレータ

徴糾Ittiaのクンクl勺滞ftl

n
□」

← 圧縮空'A

← 1王力水

アレータ

一

水•,,シェソト jit I l

●深附化により、同一面積での

処理能力が向上する。ジェッ

トエアレーターの採JI]により、

酸索浴解効率が邸いため、通

常の散気方式より空気品を低

滅できる ことから、能力培に

伴う、プロワ ーの台数を削減

で彦る。反而、圧 ．＿/J水は、常

時必要となるため、その動力

を別途必要 とする。
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単
段
式
活
性
汚
泥
循
哀
変
法

概要

生物反応槽と脱窒槽と硝化槽

に仕切り、反応槽末端から硝化

した混合液を媒気状態を保った

前半部の脱窒槽へ循閃返送する

ことにより、下水中の窒索化合

物を除去する生物学的処理方法

である。

処 理 フ ローシート

硝化液循只

適 用 性

●反応槽流入水中の全窒索の平

均70％程度を除去できる 。

●処理水の BOD及ぴ SSを10

mg/Q程度以下に処理できる 。

●脱窒槽におけるアルカリ度回

収により、処理水のpHの低下

をある程度防ぐことができる 。

●標準活性汚泥法に比較して生

物反応槽の容抵が大きく、ま

た、攪拌機等が必要となるた

め、建設骰は標準活性汚泥法

よりも高くなる。

二
段
式
活
性
汚
泥
循
哀
変
法

単段循環変法における窒索除

去率の向上を目的として、脱窒

槽、硝化槽及ぴ硝化液の循環の

糾合せからなる生物反応槽を 2

つ直列につなぎ、各脱窒槽に一•

次処理水をステップ注人する処

埋方法である 。

紅 ／沈殿池流出水

ステニ~I「

“口第 1段

込必i'註JiR3 

日

●単段式活性汚泥循環変法と同

程度の生物反応槽滞留時間で、

反応槽流入水中の全窒索の平

均80％ を除去できる 。

●単段式活性汚泥循環変法に比

較して、 循環ポンプの増加や

ステップ注入の実施に伴い、

運転管理項目が増加する 。

旧

転

生

物

接

触

法

ドイツで開発されたもので、

わが国でもかなり実紐がある 。

円板の一部が水Viiドになるよ

うに円板を設附し、ゆ っくりと

回転させ、円板」．．に形成される

生物膜によ って下水を処理する

ものである 。

処理水中に徽細なSS分が流出

し透視度は劣る 。

水

一
n, 処

]□l
 

1
 

＇ ，
 
＇ ＇ ＇ ＇ ＇ ＇ ＇ ＇ ＇ ＇ ＇ ＇ 

.,人り
＇
＇ ＇ 
，
 ＇ ＇
 

公

＇

9
"
 

＇ 
』＂，池

加

欺

r' 

沈ー

・i 

ーヽ・＇始

u

●用地にある程度制約がある楊

合に適する 。

●要管理機械は標準法と 同筈で

あるが、運転管理上の採作が容

易である 。

●処理過程で硝化反応が進行し

やすく、適当な脱窒工程のiり入

により、脱窒を区lることもでき

る。

オ
キ
シ
デ
ー
シ

ョ
ン
デ
ィ
ノ

チ
法

近年小規模下水処理場に適し

た方式として注17され、採用が

増えている 。

無終流水路、すなわちディ ッ

チを設けて、ロ ーターにより下

水を循環させながら機械式エア

レーションを行 うものである 。
デ i・人チ` 三□□□ご’K

↓疇

●デ ィッ チの容拡が大きく、時

間変動についての対応性にi憂
れている 。

●要管狸機種が少なく、維持符

理が容易である 。

●汚泥の発牛址は少ない。

●槽内の溶存酸索にi農度勾配が

生ずるため、脱窒効果が高い。

●小規校で尖紹が多く、信頼性

も高し‘o

囮
分
式
活
性
汚
泥
法

最近にな って小規模向きの処

理方式と して注11されている 。

活性汚泥法における流入、沈

殿、排水の各上程を同一の反応

タンクで行うも のである 。

また、オキ シテーションデ ィ

ソチ等の構造においても、本法

の運転が可能である 。

” 流ヽ人

鴨二三三抜き

●用地制約が厳しい場合に適す

る。

●間］欠述．公のため、時間的な溶

存酸索濃度の変化が生 じ、高れ

荷法では脱リン、低fl荷法では

脱窒効果が高い。
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概 要 処 理 フ ロ ーシート 適 用 竹

1970年代にフランスで開発さ

れたものである 。

好 処理の原理は 2-3 mm程度の

気 ろ材を充填したろ床の上部より

性
汚水を流下させ、ろ床の下部か

らは必要な空気を吹き込み 、S

ろ s分はろ材間に抽捉され、有機

床 分は生物II葵により処理される。

法
ろ材については定期的な逆洗

をする 。

k
 

9
’
 

即処

槽k
 

：
ロ

ヘ
殿

-
C-

・ヒ11
外
沈

r

>

 

系
初

杓

比

●ill地にある程度制約がある場

合に適する。

●汚泥発生址はろ辿を小さくす

れば標準法よりも少なくなる。

最近小規模処理場向けに開発

単 された方式であり注目されてい

式
槽 る。完全混合式の反応槽に嫌気

鎌 女子気運転ができる水中機械式樅
A 

丸拌機を設附し、同一槽を時系列
好
気 的に妹気槽、好気槽とすること

法 で、媒気ク（気 運転が可能で処理

の安定化と窒索除去ができる 。

回転生物接触法と同様に固抒 ●朽泥発生祉は標準法と同程度

性生物膜法で曝気槽内にプラス

差三舌全ご；；l喜ご二竺戸ごご 二］：：□］→［：〗：：：二十］／□：〗:こIK
もしくはやや少ない。

理用として現在採Illされつつあ

る。

流人
反応用 Jん終；尤骰池

●川地の制約がある場合に適す

る。

●時間変動 ・シ ョッ クロ ー ドが

ある場合に適する。

●奎索除去が必要な場合に適す

る。

●リン除去対応も可能である。

水中の浮遊粒子を繊維状の担

高体内部に付沼あるいは、絡ませ
速
ろ て除去したり、水より軽い担f本： 粒子を用いたろ過方法である 。

蔽終沈殿池＋高速ろ過装附

処坪9K

●従米の砂ろ過と比べてろ過速

度を品速に設定できる 。また、

ろ材はいずれも軽いため、装

附構造も簡易なものにするこ

とができる。

建設省のパイオフォーカス

WTで開発された処理法であり、

高効率桔Ii夜分離槽、担体投入型

担ェアレーシ ョンタン ク、上向流
体
投ろ過池で構成される 。担1本投入

入 型エアレーシ ョン タンクでは、
型
ェ 微生物が[il沿した円筒状の微小 1

フラスチ
ろ材
ック↓9

ア プラスチ ック担体を曝気により
レ
1 浮遊状態とし処理を行う 。この

シ 担体により槽l)..］の徴生物濃度を
ョ
ン 上げた運転ができ、また返送汚

泥は不要である 。高効半固液分

離槽で発生する汚泥割合が大き

硲ク）J’ギ
|A1伐分離槽

/11.(ト•投入り’
エアレ ー シゴン タンク

iit（ト分離装i1i

I』I;,1流ろ過i也

ー

＇ 
ーー

＇ 
ー

．＇ ＇ ＇ 
ー

.,
 

ー

＇ ＇ 
ーーーー-119 

●中大規模の処理楊に適する 。

●施設のコンパクト化が凶れ、

川地の制約がある楊合に適す

る。

●iiり化プロセスを組み込むこと

処9I99KI によりエネルギー自立度を品

めることができる 。

●ろ過法を仕上げ工程とするた

め、パルキング等に対して安

定した処理水質を得ることが

できる 。
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概 要 処理フローシー 適 用 性

いことから嫌気性消化すること

によりエネルギー回収を店める

ことができる。

粒
状
担
体
移
動
床
好
気
性
パ
イ
オ
リ
ア
ク
タ
ー

建設省のパイオフォーカス

WTで開発された処理法であり、

反応槽内に微生物が固抒しやす

いアンスラサイトなどの粒状物

を充埴し、 これに下水を供給す
沈砂池

流出Wk 洗浄排水

るとともに直接曝気して担体表

面及ぴ間隙の微生物による生物 ス［し］

学的処理と担体をろ材とするろ

過処理を同時に行う下向流式好沈閃ピ］ 胃
気性生物処理方法である。担体 F水移送ポンプ 原水タンク／点水供給

の洗浄は、反応槽中心に設薩し L和尼ボンプ

た内筒部の下部に送り込んだ空

気のエアーリフト効果を利用し

て行う 。

最初沈殿池移動床パイオリアクター 粒状担体

●中小規模の処理場に適する 。

• 最終沈殿池及ぴ逆洗排水槽が

不要でコ ンパク ト化が図れる。

●ろ過機能があるため安定した

処理水質が得 られる。

●処理工程数が少ないため維持

管理性の向上が図れる。

固
定
化
徴
生
物
を
用
い
た
窒
索
除
去
技
術

建設省のパイオフォーカス

WTで開発された処理法であり、

微生物を包括固定したペレ ット

を用いて効率的にアンモニア性

窒索並ぴに窒索を除去できる 。

硝化細菌は増殖速度が遅く、浮

遊汚泥中では高濃度に維持する

ことが比較的困難な細歯である。

この自然環境では弱い微生物を

ポリ エチレングリコールなどの

高分子材料で包括固定し、 3mm 

角程度の硝化ペレットとして反

応槽内に嵩濃度に保持すること

で、その能力 を十分発揮させる

ことを可能とした。

流人水

送Ill機

循閃9k

ヽ
‘.

0゜
0
0
 

-
0
 a

ククア

o

o

i
 こ

~

●高濃度のアンモニア性窒索に

対応可能。

●滞留時間を大幅に低滅でき 、

処理時間は従来の生物学的ア

ンモニア性窒索除去法の15%

程度。

●反応槽の構造は低部に散気装

覆を設箇するだけでシンプル。

●返送汚泥、余剰汚泥の引き抜

きが不要で、維持管理が容易。

媒
気
性
ハ
イ
プ
リ

ッ
ド
型
リ
ア
ク
タ
ー

建設省のパイオフォーカス

WTで開発された処理法であり、

嵩濃度の有機物を効果的に処理

するとともに、メタンガスの回

収が図れる省エネルギー、省ス

ペース型の鎌気性プロセスであ

る。上方にろ材を充埴した反応

槽に下部より原水を投入し、下

部のグラニュ ール汚泥により有

機物の除去およぴメタンガスの

生成を行い、上部のろ材を充埴

した部分で気固液の分離を行う

ものである。

発生ガス

接
触
材
元
填

●好気性処理法の10倍以上の高

負荷に耐える 。

●処理水乱の変動に強く、安定

した処理性能を有する。

●爆気を必要とせず、省エネル

ギー型の処理法である 。

●余剰汚泥の発生址が少ない。

●エネルギーとして有効なメタ

ンガスが得られる。
循
日

処
理
水
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汚 泥処理

概 娑 処理 フ ローシート 適 li l 性

事業団が民間との共同研究に

高
より llfl発したものである 。

効 原汚i／いを金属塩助剤で調質し

率 たのち造粒濃縮槽で、両性高分
造
粒和疑集剤とともに混合 し、造粒

濃 させる 。造粒汚泥は、直接ベル
縮
調 トプ レスII見水機に供給でき、そ

質の脱水性は大輻に改苦される 。
法

(BESTシステム）

汚泥湖質柑 造粒濃縮槽 ●汚泥脱水性の改善効果が大き

く、従来のベルトプレス脱水

ペルトプレス 機ても高効半に脱水できる 。
P) 1 脱水

叫畑汚i/t|．リンを汚泥中に封銃できるた

め、特に生物‘や的脱リン法を

採用する処理場での汚泥処理

に有効である 。

全はJ込助剤;1：人ボンプ Iり付硲分0（；辻集剤il・人ポンプ

金属J~助 Ii<l貯 !ff I山i性品分 （—；は集剤浴糾柑

●設備がコン パクトなため、場

所をとらなし、 0

BESTシステムをベルトプレ

ス／j兒水機と組み合わせて車輛に

ベ搭載 したものである 。複数の小
ス
ト 規模処理場を巡回して汚泥脱水

シする 。
ャ
ト BESTシステムの効呆で広範

ル な性状や濃度の和1ビを凶効率に

脱水できる 。

ペス トシャ トル 的分(・；辻凩剤

三三崖
［ ／ ニニエは集削

I 
’’h1収 r;•f,//1' I

●的泥濃度、水処理方式、季節

を問わず、巡1111可能な範囲の

小規模処理場に適用できる 。

●述転管理が容易なため、特に

熟練した技術者はイ；要である。

il'i化タンクから発化する消化

ガスを燃料として発屯し、品級

閤ェネルギーとして1nl収するシス

ガ テムをいう 。冷却水｀ ijトガスの

裔虎熱を温水、または、蒸気とい

屯 う低級エネルギーと111せて回収
シ
7、 するコージェネレーシ ョンシス

flテムで利用するこ とが多い。

発屯効率 30-40%、紐合熱

効率 70-85％が得られる 。

●脱水ケーキを好気的に発酵さ

汚 1 せ、土壌改良材あるいは肥料

泥 として緑牒地に遠元させるも

[
 

スガ巾

咋

レ＇）

ヮ

f
 

交い

切

.. 
9
 

ー.‘i
 

ぃ（ 
>

●流入 卜水のイ―i機物含有率が1fh
い場合。

コ
ン
ポ
ス
ト
化
施
設

のである 。

ぶ鉛｝ぶ1i

ガスホルダ脱硫装；t

●消化タンク ヘの投入汚泥渫度

が高い場合。

• ii'i化ガス発生1, tが安定して得

られる場合。

排ガス

,1_ l) • l． 艇添加）i式では．添加物は1史Illしなし、‘’

21 • 2. 2次梵Mlょこれを行わなし、場合や．梵酵冷をIllしヽな

し、で届JA)に積み 1-．げてirう場合 もある。

●周辺に緑農地の多い農山村地

域における処狸場において有

効な汚泥処狸）i法てある 。

●肥効成分を含布したコンポス

トを適宜施JI!することによ っ

て、農用地の地））回復が可能

である 。

浴紬炉に投入される ilji)との含

水率を適正な範囲にする乾燥プ

ロセス、 1,200-1,500℃の炉内

汚 温度で汚泥を浴融する浴融プロ

隠セス、排ガスの熱益を乾媒機等

融 で有効利川する l~t熱皿収プロセ
ン
ス ス、 Il兒硫 ・脱硝 ・媒じん除去の

テ 排ガス処理プロセス、及ぴi容融
ム

炉か らの融液を水冷または徐冷

してスラグを生成するスラグ生

成プ ロセスから構成される 。

r---------,-------―̀  
; （位） ： （絨） ： 
， 

ヽ
， 

← 乾燥和 I(――媒 溶

二」~

占
丁スラグ

く{i効和1111>

・占泥の処分地確保が難しい場

A 
"o 

●汚泥に重金）屈＾序が含まれてい

る場合。

●森源の有効利川を図る場合。
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概 要 処理フローシート 適 nl 性

汚泥焼却灰の有効利用法とし ●焼却灰の処分が困難な場合。

て開発された。
燎J•II灰

●森源の有効利用を図る場合。

焼却灰を圧縮成形し、約1,000

“三腐i ℃で焼成してレンガを製造する

技術。

焼却灰を付加価値の高い二次 ⇒田
製品に加工する 。

lf,i9 Hホソ’ゞ プレス 焼成炉 製，~.1111 包

表2-1-12 下水の輸送システム

概 要 フロー シ ー ト 適 l I l 性

真
空
式
ド
水
道
シ
ス
テ
ム

管路内に真空を発牛させ、 t刃
水を空気と混合して真空の）Jに

より搬送するシステムで、真窄

ポンプ場、真空 FIk↑f、兵空弁

付き汚水ますの 3つの部分で構

成される新しい ド水の軒釦送技術

である。

●真空式下水道システムとは

真空の吸引力に より汚水を輸送する管渠システム

ミヽ＇
郊

ぐヽ•

バ水ク ンク

的ん号ニジ咤＊ポ , 7
仁

ド水処珂Jtまたは公共ド9K心9↑線へ

真空式下水道システムの例

平坦でl'ー！然流 F方式では 1：被

りが大き くなり 、配1貿Ii，没・tりが

大き くなるようなと ころに適す

る。また、次のようなエリアに

も適）11nf能である 。

(1) 地形的 ・地理的条件、地他、

上質特性のためド水道．各備の

遅れているところ

(2) リゾートのような季節的人

II変動の激しいところ

(3) 初期投沢を抑え、経済的な

建設，ll1,h・Iを立てるところ

(4) 卜水追の吊期供）Ill}tl始を望

むとこ ろ

(5) 人II密度の低 いところ＾序

圧
力
式
ド
水
道
シ
ス
テ
ム

破砕機付き小型水中ボンプ（グ

ラインダーポンプ）を川いた[I:

送システムである 。家庭等から

排出された汚水を11'i'水タンクに

溜め、水位スイ ッチによるボン

フの 自動運転により、処理場 も

しくは自然流下管まで圧送する

汚水収集 ・愉送システムである。

圧力式下水道システムの例

上記(1)-(5)のエ リアなどに適

する 。

本システムの特徴

●自然流卜式に比ぺ小 II径符を

川い ることができる 。

II送屈副 ●地形に沿 って本管を浅く JII!，没

することがr'［能なため、 1灼梨
の布設期間の短縮が図れる 。

●下水符への地ド水の投入がな

し‘°
●自然流 ド式に比ぺて維持符PI!

骰が，1/IJ,:':jとなる。
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第 3節 実施設計

1 実施設計の概要

実施設計は工事を実施するために必要な設計図、計算書、仕様瞥等を作成する事業であ

る。これによ って建設に必要な材料、構造、製作の方法、費用、エ期等が決定される。

実施設計は、「基本設計」と「詳細設計」の 2段階に分けて実施される。「基本設計」は、

施設の規模、配茜計画、 主要機器等の検討及び図曹の作成を行う 。「詳細設計」は、各施設

の構造、機器の形式、施工方法の検討及び図曹の作成を行う。

事業団は、委託地方公共団体の希望、意見、事業計画の内容、現地条件等を十分調査し、

基本設計を行う 。この階段において、 必要に応じて委託地方公共団体の条件に合致した新

技術を柏極的に採用してきた。基本設計を終了した後、詳細設計を実施する。処理場、ポ

ンプ場等の実施設計に要する期間は、 3 ~ 4年にわたるのが通例であるが、近年小規模な

ものはその期間が短くな っている。

事業団は、委託したすべての下水道施設が経済的で、かつ維持管理性に優れ、委託団体

から喜ばれる施設になるよう、次のような碁本方針によって設計を行っている。

① 施設機能の確保

② 糸佳持管理性の確保 （安全かつ容易）

③ 全体建設費の低減化

④ 維持管理骰の低減化

⑤ 地域特性の重視と周辺環境との調和

⑥ 住民要望の尊重

⑦ 初期投資効果の優先

⑧ 省賓源、省エネルギーの優先

⑨ 創壺源、創エネルギーヘの取組み

⑩ その他、施設の多目 的有効活用など

2 実施設計の実績と執行体制

〔実施設計の実納〕
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第 1章終末処理場等の受託建設

受託箇所数は、おおむね順調に増加してきており、昭和55年度に100箇所、 62年度に200

箇所を超え、平成 3年度には296箇所と300箇所に近いものとなった。4年度には330箇所を

予定している（表 2-1-5)。

受託箇所の増加に伴い、前述したとおり、委託地方公共団体の小都市化が進んでいる。

受託した設計の内容も終末処理場の新設に加えて、増設、合流改善、高度処理、都市下

水路のポンプ場、管渠と広範囲にわたってきている。

〔執行体制〕

下水道事業センター設立当初は本社の受託工事課で業務を行ったが、昭和49年 5月の関

西支所設罹に伴い同支所に受託工事課が設置され、東京（本社）と大阪（支所→支社）で

業務を行う体制とな った。50年 6月には東京支社が設囲されたことによって、東京と大阪

での担当地域別の業務体制が確立された。

49年 5月には、受託工事課が工事課と設備課の職種別に分かれ、実施設計業務を専門職

種別の組織で分業して行う体制となった。その後、順次専門職種ごとの課が設置され、 53

年 4月には設備課が機械課と電気課に分かれた。これで両支社に設計第一課、設計第二課

（土木職）、建築課、機械課、屯気課の 4職種の課からなる体制が確立された。この体制に

よって個々の受託施設の設計は、課を横断して支社の土木 ・建築 ・機械 ・電気の専門技術

者からなる箇所ごとのチームを編成して行われるようになった。

職種ごとの課の体制は、同一職種の技術職員が同一課内に配属されていることにより、

各々の分野における技術的情報の共有化、あるいは設計方針の一元化が容易であるという

利点を有していた。一方、各受託施設の設計に注目した場合、基本的な設計方針を各専門

分野ごとの設計に有機的に反映させにくい状況になり、ひいては各施設ごとの一貰した責

任体制が不明確になるという欠点を有していた。さらに、委託地方公共団体にと っては、

事業団側の担当課が分散していることとなり、不都合も生 じていた。

以上のことから、 59年度に一つの課に各職種の職員を配属し、実施設計業務を区域ごと

に分担する課制が導入された。すなわち、職種ごとからなる課制はなくなり、各受託施設

の設計は各職種の担当者を有する一つの課のもとに行われるようになった。これにより各

施設の設計が一貫して行われることとなり、責任体制も明確にな った。また、委託地方公

共団体との窓口も一本化され、委託地方公共団体の要請に速やかに対応できる体制が整え

られた。
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この組織改正に伴って、各職種内の情報の共有化、設計方針の統一化を確保するため、

両支社内に各職種ごとの専門委員会を設沼した。

3 設計基準の整備経過と今後の方向

事業団は下水道の根幹的施設の設計を行うことを主要な業務の一つとしており、数多く

の施設の設計を並行して実施する ことから、その施設の設計に当たっては、施設の I」的、

構造、機能等を把握し的確に実施することが求められている。このためには、事業団内部

の設計思想の統一化 と設計業務の省力化を図る必要があり、設計基準類の整備を進めてき

t~ ヽ 0

下水道施設の設計の基準としては、「下水道施設設計指針と解説」（建設省都市間下水道

部監修 ・(1-0日本下水道協会発行）がある。一般的にはこれに準拠して設計が行われている

が、設計者の判断によって決定される部分が少なくない。このため、事業団はこの 「指針

と解説」に定める原則を基本に、 必要な項目についてはより実務的な充実を図ることによ

り設計碁準類（表 2-1 -13参照）を整備してきた。現行の設計基準類は、「基本設計→」、

「上木設計」、「建築設計」、「機械設計」及び 「電気設計」の 5つの分野について、それぞ

れ設計における技術上の方針を示した「設計指針」、設計の標準として技術的内容を示した

「設計標準」、設計を効率的に運用するための手段として定めた技術的水準を示した「設計

要領」、設計における各種の技術資料を編集した「設計資料」の 4つの水準に分類されてい

る。また設計碁準類の改定作業は技術委員会の設計基準部会の下部組織である各専門委員

会が行ってきた。

これら設計基準類の原型は、昭和51年 4月発行の「設計基準（第一次案）」とその追加版

である第二次案 (52年 1月発行）、第三次案 (53年 3月発行）、第1IL1次案 (54年 4)-j発行）

及び第五次案 (55年 6月発行）である。これらの基準（案）は現行と同様、山日本設計、 ヒ

木設計、建築設計、機械設計及び電気設計の 5編に区分されているが、その適用範問は、

当時の受託が大中都市中心であったことから、処理水足が 3万m3/Hから30万m3/llの終

末処理場であり、かつ標準活性汚泥法を基本とした内容となっていた。

その後、この設計基準も各専門単位の分冊化 (56年度以降）が行われ、新しい技術の間

発と採用、受託都市の小規模化、設計内容の多様化などとともに、実務に応じた細分化と

それぞれの改定が行われ現在に至っている。
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今後は、設計内容の充実と設計業務の省力化をより一層進めるため、社会的動向を見極

め時代の変遷に適応した改定を随時行うと同時に、各基準類の整合を図り 必要に応じて統

表2-1-13 設計基準類

項 H 取扱い方針 基 本 土 木

設計指針 設社における技術上の方針を示し ・基本設計指針 (H2. 4) •土木設計指針 (H 2. 4) 

たもの （迫守事項） ・小規模処理場 ・回転生物接触法設計指針

設計指針 (H3. 3) (S59. 4) 

・地域特性設計指針 (S61. 3) ・酸索活性汚泥法設計指針

・塩害対策設計指針 (S62.11) (S59. 4) 

・オキ シデーシ ョンディ9 チ設計

指針 (S62.11)

・マンホールポンプ設計指針

(S62.11) 

・回分式活性汚泥法設計指針

(H 2. 2) 

・コンクリート防宜指針

(H 3. 3) 

・構造物設計指針（建築を含む）

(H 3. 10) 

改計椋準 設社の標準として、技術的内容を ・POD標準 (H3. 4) . 2次製品及ぴ同製品の標準図

示 したもの （這守事項） ・現場打ち OD標準 (H4. 1) (H 3. 7) 

設計要領 設計を効率的に辿用するための手• ・下水道施設改築、修繕設計要領

段として定めた技術的水準を示 し （案） （H 3. 3) 

たもの （選択遅守事項）

設計査料 設計におけ る各種の技術査料 ・設計のチェ ックリスト ・設計のチェ ソクリスト

（参考事項） 地域特性 (S61. 3) 土木 (S59.5) 

・下水汚泥処理処分方法選択指針

(S59. 9) 

・終末処理場に係る初期対策

(S 61. 4) 

ー は平成 4年度制定または兄直 し）’・定
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合化も進め、設計者が使いやすい設計基準類を整備することとしている。

整備状況一覧表 (＇9'・成4年4JI現在）

建 築 機 械 屯 気

・建築設，；1指針 (1-14 4) ・機械設，汁指針 .'，じ気，没，汁指針

ポンプ場設備 (S606) 受変屯設備 (S62,4) 

送風機設備 (S594) I、1家発屯設備 (S624) 

建築機械，没hiii，女，iI指針 (l-1 4 4) 水処理設備 (S62 5) 特殊・，じ源設備 (S624) 

川水設備 (S618) 負荷設備 (S62. 4) 

汚i／ビ処理設備 (1-1)じ7) 計装設備 (H2 4) 

・建築屯気設備，没計指針 (H 4. 4) 汚泥焼却設備 監悦制御設備 (S624) 

脱臭設備 梢報処PII設備 (S624) 

コンポスト化施設設，汁指針 施設の計装制御設備 (1-1 4. 4) 

(S63.10) 

・自然焼却システム，ょ，汁指針

(H元 12)

・建築什 !・It椋準 (1-14 4) ・機械設備設計標準図 (S636 l ・小規校処理場用受変屯設備椋準l:.xl
・建築標準l'Xl(，ボ糸Ill) (H 2 4) ・機械設備標準仕様，1;-(H 3 6) （新MJf多受変氾設備） （H 4 4) 

建築 ・建築、女,,m編 (H2 4) ・機械設備特記仕様，1::(1-1 3 6) ・小規校処理場用監視制御設備椋準l火1

(M形CRT監視装甜守） （SG2 4) 

．述転楳作）j案 (S634) 

．屯気，没fiiiL事特記仕様，It(H 4 4) 

・建築工9lt，没，ill'Xl,1:: ・小規模下水処理楊機械設備設計要領 ．屯匁設 ，tl図 Jt作成要領 (S60)
作成要領 (II4 14) (H 3 3) 屯気，没，•i 1 要領 (H 3 3) 

・建築設備 I•Ii ，・女性図 ，1:: ・施 I：区分要領 (S624 l 
作成要領 (II4 4) ．屯奴設備哀境対策要領 (S63 4) 

・設計のチェ y クリスト ・設計のチェックリスト機械設備 ・設，i「のチェッ クリスト屯気設備

建築 (S62 4) (S62. 5) (S61 8) 
建築設餅i(1-1 3 4) ・小規1及処理場屯気設備参考図

・下水処理施設（建築） の構造設社）j (S62 4) 
針 (S62 3) 

・鉄骨製作「．（I:選定沢科 (H3. 7) 

・処理場建築施設森料集 (H2. 3) 
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第 4節建設工事

1 建設工事の概要

建設工事は、次の手順で実施されている（図 2-1 -19)。

①栢罫

地方公共団体と事業団が建設工事の委託協定を締結すると事業団は直ちに実施設計書を

基にして建設工事の柏鉢を行う。

建設工事の積算は、委託地方公共団体と調整し締結した年度施工計画及び年度実施協定

に基づき、工事発注の内容、時期を勘案のうえ通常支社の設計担当課において行われ、エ

事設計書の形式に整えられる。現行の下水道事業における梢罪体系は、土木、建築、機械

設備、屯機設備に分類されており、請負工事工事費栢算に際しては、エ種ごとに適用する

積諒基準及び標準歩掛について委託地方公共団体と協議し、運用している。

②＿丁かの発注

処珂！場、ポンプ場及び幹線管渠の各個別の施設は、年度ごとに作成される施行計画に従

って、原則として土木建築、機械及び電気のエ種ごとに工事が発注される。工事の受注者

は通常、 上木建築工事であれば総合建設会社、機械工事や電気工事であればメーカーなど

専門の建設業者である。最近実施箇所が増加してきているプレハブ式処理場のような小規

模のケースでは、地方公共団体から受託した 1箇所の工事全体を 1件の工事にまとめ、 1 

つの建設業者に発注する ことも行われている。

③工事の監督

契約された工事は、ただちに着手される。終末処理場等の建設には、土木、建築、機械

及び屯気の相互に密接に関連する施設が多岐にわたり、ひとつの工事箇所での工事件数や

建設業名も複数となり工事現場の取扱いも複雑である。そこで、工事箇所ごとに各エ種の

専門技術者からなる監腎職員でチームを構成し、協議を行いながら工事を進めてい る。エ

事の実施に当た っては、発注工事ごとに定められた契約書、図面、特記仕様苫等の契約図

書、」：木、建築、機械、電気のエ種ごとに定められた一般仕様書、標準図等を基にして施

工されるが、工事の監腎に当たっては、事業団が定めた「請負工事監督要領」（昭和48年達

第17サ）に巷づき実施する。
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④総合、点検

施設のじ災機器の据付けが光了した時点において総合点検を行

う。総合点検は、総合試運転の準備の一環として建設した施設が設

計の意図を反映しているか、維持管理に利便性を持たせた施工とな

っているかについて、プラントのみならず土木、建築及び建築設備

を含めて調杏を行う。

⑤総合試辿転

建設した終末処理場の水処理施設、汚泥処理施設またはポンプ施

設について、その最終の引渡しを行うに際し、各施設の総合試運転

を行う 。これは、実負荷またはそれに近い負荷で一定時間施設を述

転し、各施設及び各機器の連携状況の確認、当初流人予想水紐運転、

委託団体職員に対する運転操作、保守点検方法等の基礎的指消を兼

ねて行うものである。その実施は、「終末処理場等の総合試運転実施

要領」（昭和53年逹第 2号）に碁づき、土木、建築、機械、電気の各

分野ごとに発注された各種施設の辿携運転を事業団、建設業者及び

委託団体が体となって行う。

⑥工事の検杏

個々の施設の建設工事がそれぞれ完成した都度、事業団の「訥負

工事等検杏災領」（昭和48年達第18号）に基づき検査員か任命され、

完成検杏を行って請負契約の版行を確認する。

⑦完成認定

完成検杏合格後事業団は、「日本下水道事業団業務引渡要領（昭和

55年達第11号）」に基づき完成調開を作成して委託団体に提出する。

その後委託団体の完成認定を受けて、施設の引渡しを行う。この後、

施設の供川I}｝J始となる。

2 工事監督基準等の整備

工事の監督は、「請負工事監腎要領」に碁づき行われる。

本要領は、各エ種に共通な部分を定めているが、 エ種ごとの監督

図2-1-19 業務フロー
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表2-1-14 積算 ・施工に関する基準類等

積鉢基準、標準歩廿卜表 工 'j~の仕様，1::等 施「管理基準

|ュ． 木 I：木工事設計，1::作成の手り1 0 I:木T-ili一般仕様，1:: ;l'i負工事監督尖施基準（案）

I'.^木工事積刃沢料及ぴ標準歩掛の 〇土木工事施I符理基準

辿用（案）

1：木工事栢互碁準 ・椋準歩掛

建築 建築工事 ・ 建築，没 (ii 「: '!},Jl:Jj·;•::作 〇建築＿t•It、建築設備工 ’li一般仕 〇建築工事共通仕様，It（岱繕協会）

成の手引 様，1::

機械 設備工事設計 ，り作成の T• ,}| 〇機械設備T→;li一般仕様，1：： 〇機械設備工 ’l渭施［指針

〇機械設備工 ’li施「ガチェ ソクシー

卜

,，―じ~\ 設備t事設計，1::作成の手り1 〇屯気設備工 •:lt一般仕様，1 :: 〇屯気設備工’li施［指針

〇電気設備工•11施 I→チ． チェ ッ クシー

卜

印は． ＇般に公開されて＼ヽ るものである

の留、意事項を まとめた ものが 「請負工事監督実施碁準」である。同基準は、監督の方法を

検杏、立会、観察密杏、指示、承諾、協議及び調整の 8項目に分け、各エ種ごとに具体

的な監督実施項目を記したものである。施工管理に関しては、工程管理、出来形管理、品

質管・理、 出来高管理筈があるが、これらについてもエ種ごとに具体的な管理方法を定めて

いる。以上の各種の基準については、新たな材料、機器、施工方法の開発等に伴い、逐次

その整備、拡充に努めている（表 2-1 -14)。

3 積算の合理化

昭和55年度に、設計すli邸 業務の省力化と租算ミスの減少等を 目的としてシステム設計に

若手した。システム名称は、 「日本下水道事業団積算援助システム」とし、略称を 「SWE

ATS」（スウェ ッツ）としている。このシステムは、電子計箕機による工事骰柏算の援助

システムであり、土木［事 ・建築工事 ・設備工事に分けて構成されている。以米、種々の

検討を屯ね、 59年度に 1疇．木工事柏尊システムの開発を終えているが、建築工事と設備工事

のシステムについては、 別途パソ コンによ り運用している。

① |：木工事積算システム

本システムは、年度‘り初に労務骰、査材骰、機械器具担料及び歩掛をホス トコンピュー

ターに登録し、オンラ インに よって涸邸処理する方法である。さら に電算利用のメ リット

を出すには使用歩掛の統一が不可欠なため、関係方面との調整を図ったうえで、 63年度か

ら事業団編集「土木工事柏罪基準標準歩掛」と各委託団体の単価を使用して柏罪を行うこ
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ととした。

平成元年度からシステムの運用を開始したが、 2年度までの実績を碁に、より 実行性を

高めるための検討を行い、 3年度からはパソコンによって積算作業が行えるシステムに改

良した。それは、各県の省略単価をあらかじめ作成しておき、パソコンで対話形式によ っ
しようたん

て設計書を作成するシステムであり、親しみやすいように 「省単くん」と呼んでいる。

このシステムは、当初設計書作成、変更設計書作成、出来高計算等の機能を持っている。

②建築工事積算システム

事業団は、 （初営繕協会が所有している単価表作成等の ソフト プログラムを使用して (N

TTのDEMOSホストコ ンピューターを電話回線で利用す る）、 資材等の単価データを人

力し、演籐処理する ことによ って各地域ごとの複合単価表を作成している。設計者はこの

複合単価表を見て設計書を作成している。このシステムは、昭和63年度から一部使用し、

平成元年度からは全面的に使用している。

③設備工事積算システム

本システムは、元年度か ら2箇年をかけて開発した。汎用のパソ コンに 「機器費」等の

金額を入力することによ って、率で計算される「共通仮設費等」の算出を自動的に行った

後に設計書を作成するシステムである。継続工事等の諸経費の調整、設計変更等もあわせ

て計算ができ、工事台帳管理能力をも有している。

4 技術清報の管理

事業団の業務によって発生した技術関係資料の保管場所が各所に分散されており、時間

の経過とともに散逸、汚損発生の危険性があるため、昭和53年度から技術情報の管理手法

等について検討を重ね、 55年度に技術情報管理シス テムを「STICS （スティ ックス）」

として開発した。

STICSは、事業団内でこれまでに実施して きた施設の画像及びデータ情報を登録 ・

管理し、検索 ・活用するための技術情報管理システムである。56年度には資料の円滑な活

用を目的 として、 技術関係資料取扱要領（昭和56年計計発第56号）、同細則 （昭和57年計計

発第17号）を定めて制度化 し、運用を開始した。

技術関係資料は、計画設計 ・実施設計からの成果品と 建設工事の完成図書のうちから作

成する技術資料台帳とマイクロフィルム資料(35mm・ 16mmのジャケッ ト）である。これらは、
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表2-1-15

技術梢報｛麟麟 ー （／マT:CククSロロ8フ：イイl：レムム技術食料1--l録）

データ梢報-{（新方式の技術査料台帳とコンピューターによる登録 ・検索）

技術査料台帳

（手検索）

「技術関係資料作成の手引（緑色）」及び「マイク ロフィルム作成仕様書・同作成の手引」に基

づいて作成されており、支社工事課を経由して本社技術管理課に収集、管理されている。

さらに62年度 (1987年度）データ情報の検索 ・活用を早期に実施するため、屯子計算機

を使）11したデータベースシステムである 「簡易 STICS」を開発した。システムの名称

を「STIC S'87」とし、運用を開始している。

技術情報管理システムは表 2-1-15のとおりである。

第 5節技術委員会の活動

1 技術委員会の役割

技術委員会は、事業団における下水道の技術に関する重要事項を調査審議することを目

的として、昭和50年10月に設洒された。以来、新しい下水処理方式や機種の選択などの新

技術の設計、大規模な建設工事の設計、設計基準や施工基準の策定などの高度な技術判断

を公正な立場で実施してきた。

技術委員会の審議事項は、次に掲げるとおりであり、各々に対して（ ）内に示す部会

を設附している。

①実施設計の碁準に関すること。（設計碁準部会）

②建設工事の管理基準及び検査基準に関すること。（施工基準部会）

③高度の技術的判断を要するプロジェクトの設計（重要な設計変更を含む）に関する

こと。（設計検討部全）

④ ド水汚泥広域処理事業にかかわる設計に関すること。（下水汚泥広域処理事業設計検

討部会）

⑤前各号に掲げるもののほか、技術に関する重要事項に関すること。 ＜技術委員会審議
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事項＞

表 2-1 -16に技術委員会の構成を示す。

技術委貝会の委員は、技術関係の役員、常任参与のほか技術系の関係部長、次長等で構

成されており、計画担当理事が委員長を務めている。これらの委員は、各部会に分担して

所屈している。

部会の下には、専門委員会を設附しており、各々の業務にかかわる専門事項を審議して

いる。専門委員会の委員は、各々専門に対して深い知識を布している事業団の技術系職員

である。

技術委員会及び部会は、ヽl,1初、年数lul開催されていたが、基準類の整備とともに、近年

は年 2'"'程度開催されている。 専門委貝会は、委員会によ って異なるが年 2~ 4同程度開

催されている。

技術委員会では、設計基準や施工基準のような定常的事項の審議のはかに、この20年間

にわたり、多様な内容の杏議を行ってきた。

水沌加工排水、皮革排水、染色排水等の特殊な排水に対する処理方法に関する審議、新

技術を採用する際の審議筈である。後者で審議した主なものとして、酸索活性汚泥法、皿

表2-1-16 技術委員会

じlt検杏基準専門委は全

|-..9卜監理）訊いりI''］委員全

新技術袢人専門委員会

ト水汚泥広域処理：lt業
設，；「 ＇、1il"l委は全

),［本設，寸専l"l委員会

I •• 木'，'il" I 委員会

建築叩'’l委員会

機械専l"）委ii会

，，じ気専1"1委は会

システム開発専I"!委且全

技術l}t1発専/"I委は会
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転生物接触法、オキシデーションディ ッチ法、接触酸化法、回分式活性汚泥法、循環変法、

単槽式嫌気好気法、好気性ろ床法、ペガサス、プレハブOD法、海に築く処理場（定着方

式処理場）、クリーンカプセル、 コンポスト 化施設、消化ガス発電設備、汚泥溶融施設、造

粒濃縮設備、常圧浮上濃縮設備、汚泥焼成設備、真空式下水道システム、担体投入型エア

レーシ ョン設備等がある。

大規模な施設の設計の審議も行ってき た。これには、太田川流域下水道西部浄化セ ンタ

ーの基礎工法、南大阪湾岸流域下水道南大阪湾岸北部処理場の地盤改良工法、なにわ大放

水路、習志野市めがねシールド工事等がある。

技術委員会の審議内容は、事業団の技術の歴史を凝縮したものと言っても過言ではなか

ろう 。

2 設計基準部会

設計基準部会では、実施設計合理化のため、設計に関する指針、標準、要領、資料の碁

準類の作成を行っている。これらは、表 2-1 -16に示す碁本設計、土木、建築、機械、

電気の各専門委員会で審議し、設計甚準部会、技術委員会の審議を経て、施行して いる （第

2編第 1章第 3節 3参照）。この20年間に整備された基準類は膨大であり、その成果は、事

業団の業務の合理化に寄与するのみならず、事業団外部でも広く使用されてい る。

昭和54年度には、システム開発専門委員会が発足し、設計、施工、調査、実験の情報を

設計積算の自動化に結びつけようと検討を開始した。その成果が、 STICSとSWEA

TSであ る （第 2編第 1章第 4節 3、 4参照）。

さらに、 61年度には、技術開発専門委員会が発足した。これは、技術開発部で行う研究

課題を専門委員会で審議することにより、研究課題が実務のニーズに合ったものとなるよ

うに努めるとともに、研究成果を実務に普及活用させることを狙ったものである。

3 施工基準部会

建設工事の監理基準 と検査基準に関する重要事項を審議するため、昭和52年度に設罹し、

部会の下に次の 2つの委員会を置いた。各委員会の下には土木、建築、機械、 電気の各専

門職種よりなる 4小委員会を罹いた。

①工事監理基準専門委員会
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適切な監督業務の実施を図るため、請負工事監督実施碁準と施工監理碁準類を策定し

ている（第 2編第 1意第 4節 2参照）。

②工半検査基準専門委員会

建設工事の検査の適切な実施を図るため、請負工事検査甚準と検査事務についての請

れ工事検査事務の手引類を策定している。

4 設計検討部会

設計検討部会は、 個々の実施設計において高度の技術的判断を要するものについて審議

する場であり、具体的には、次の内容について審議している。

①基礎工法、新工法の検討を必要とする大規模な処理施設の設計

②大規模処理場の段階的施設築造計画の検討

③新技術の導入にかかわる事項

④その他支社長が設計検討部会の審議に付すべきものと判断した設計事項

その審議に当たって、必要に応 じて事業団の外部に特別委員（学識経験者）を委嘱し、

似爪な審議を行ってきた。

なお、平成 3年度には新技術母人専門委員会を設罹し、個々の設計において新技術の溝

人を促進するよう、体制の強化を図 った（第 2編第 1章第 2節 5参照）。

5 下水汚泥広域処理事業設計検討部会

ド水汚泥広域処理事業にかかわる設計に関する専門の事項を調査審議するため、昭和61

年度に本部会、その下に下水汚泥広域処理事業設計専門委員会を設罹した。

また、半業を慎重に実施するため外部の特別委員（学識経験者）を加えた次の特別委員

会を設賄した。

①近畿圏下水汚泥広域処J:1|！設備特別委員会 (61-63年度）

広域汚泥処理設備の適切な選定を図るため、調査審議を行った。

②近畿圏広域汚泥処理査源利川特別委員会（平成元年度設置）

広域汚泥処理事業における最適な下水汚泥の建設資材化方法を検討し、実用化するた

め、調査審議を行う 。

③近畿圏広域汚泥処理返流水対策特別委員会（昭和62年度設附）
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広域汚泥処理事業から発生する返流水を適切に処理するため、その方法について調査

審議を行う 。

本部会によって、わが国最大規模の下水汚泥溶融炉や、わが国で最初のペガサスの森入

を図った。また、浴融スラグや焼却灰を利用した建設査材（路盤材、インターロ ッキング

ブロック、タイル等）の実用化の検討を進めている。

第 6節 建設工事のアフターケア

事業団は、建設工事の事業の一環として、事業団が受託して建設した施設を対象に初期

運転技術指導、事後点検及び補修工事を実施している。

また、終末処理場の供用開始をおおむね 2年後に控えた地方公共団体を対象に、下水道

施設の建設から維持管理への円滑な移行を図ることを目的として、毎年度下水道供用開始

都市会議を開催している。

1 初期運転技術指導

事業団は、受託建設した終末処理場で初めて運転を開始する場合や高度な処理技術が要

求される施設を有する終末処理場を対象に、昭和57年度から初期運転技術指導を実施して

いる。これは、 事業団負担で職員を終末処理場に短期間派逍し、地方公共団体の維持管理

職員等に対して下水の処理及び汚泥の処理処分に関する技術指舜を行い、も って事業団の

業務の充実に査することを日的としている。平成 3年度までの実施箇所総数は182箇所であ

る（表 2-1-17)。

初期運転技術指森は、業務部援助課、東京支社、大阪支社及び北海道総合事務所が中心

に実施している。実施時期は、原則として 当該処理場の総合試運転終了後または運転を開

始した日以降としている。通常、 1回目は処理場運転開始時または活性汚泥育成時期に、

2回目は汚泥処理施設稼働時期に地方公共団体と協議して実施している。

2 事後点検

事業団は、昭和52年度から建設工事を受託した終末処理場等を対象に、運転開始後 2年

以内にその維持管理状況を事業団負担で現地で調査し、委託団体に対して適切な技術指舜
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を行うとともに、今後の計画、設計及び施

」こに反映させることによ って業務の充実に

賽することを目的とした事後点検を実施し

表2-1-17 事後点検等の実施状況

ている。

初期運転 ’l 炸後、'•9•'：検 補修工事

年度 技術指祁
工事骰(fl) (i'1 •) 件数
（百万円）

昭和47

48 

49 

50 

51 

52 7 

53 7 

54 ， 
55 13 

56 16 19 27 

57 10 25 26 28 

58 7 18 25 28 

59 10 17 19 28 

60 15 17 21 28 

61 19 25 17 25 

62 15 16 7 11 

63 21 27 10 16 

平成元年 33 40 13 19 

2 23 32 18 33 

3 29 34 22 41 

合計 182 303 197 284 

事後点検は、事業団職員（本社、支社、

工事事務所で構成したチーム）を原則 とし

て年 1回の割合で 2年間に 21111現地へ派追

して実施している。

その調査内容は、終末処理場筈の①運転

及び保守の状況に関すること、②水質管理

状況に関すること及び③維持管理の効率化

に関することである。平成 3年度までの事

後点検実施箇所は303箇所である（表 2-

1 -17)。

半後点検時に委託団体から提訴された施

設 ・設備の不具合点については、委託団休

と協議して①支社で検討のうえ拮岡するもの、②工事事務所で対処するもの及び③維持管

初期述転技術指＃及ぴ'li総，り，検f'I数は、第 ll19| 1_1尖施箇1所数であ る

理上で対処するものに処置分類している。

半後点検の結果、見いだされた施設の問題点及びその措置方針については事業団内に設

附された「事後点検連絡協議会」に諮っている。その審議結果は、関係部課に対する周知

を図っている。特に、設計基準等の改善にかかわる事項は技術委員会に送付 して設計基準

や什様書の改善に努め、今後の計画、設計及び施工に反映できるようにしている。

また、事後点検に関連した1!il題点や委託都市から提起された問題点のうち、主として維

持怜狸にかかわるもので、 当該都市だけでなく、 他都市でも共通の問題点とな っているも

のは、事業団の特用でさ らに詳細な調査を実施している。これらの調査査料は広く 他都市

においても利用され、維持管理の適正化に寄与しているところである（資料II-3参照）。

3 補修工事

串業団は、受託して建設し引き渡した施設に生じている引き渡し時に予想されなかった
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機能上または安全管理上の不具合を補修することとしている。補修の対象となるも のは、

総合試運転を行うも のにあっては総合試運転にかかわる施設を一つの単位として、その単

位のうち最終の施設を引き渡した日か ら、総合試運転を行わないものにあ っては施設を引

き渡した日から、それぞれ 2年を経過していない施設である。

これらの不具合は、 事業団及び施工業者の責に帰さないも のであり、その不具合を補修

するこ とに より施設の機能の回復等が図られることが前提とされている。

補修工事は、事業団内に設固された補修工事協議会において補修工事採択基準に照らし

て公正かつ公平に審査さ れ、その採否が決定される。

補修工事は、昭和56年度に「補修工事実施要領（達第20号）」が定められて制度化された。

この制度は、平成 2年度に改訂が行われ、従来の 1件当たりの支出限度額200万円か、「特

別の事由」がある場合には500万円になり 、 1箇所当た りでは 2件合計1,000万円までのエ

事が可能となった。

平成 3年度までの補修工事の実績は197件、工事費総額 2億8,400万円であ る（表 2-1 -

17)。

4 下水道供用開始都市会議等

下水道供用開始都市会議は、終末処理場の供用開始をおおむね 2年後に控えた地方公共

団体を対象に下水道施設の建設から維持管理への円滑な移行を図る ことを目的として、昭

和50年度から毎年度開催されている。

会議は、60年度から建設省と共催で、午前中は建設省が行財政関連を 中心に、午後から

は事業団が終末処理場の供用開始に 当たっ ての事前準備や初期運転のトラプル事例の紹介

及び供用開始経験都市による講演を行っている。地方公共団体が抱えてい る疑問点にも答

えており、これらの疑問屯に対して平成 3年度には 「実務担当者のためのQ&A」という

形で整理している。

また、事業団単独主催の下水道供用開始都市実務担当者会議がある。これは、 事業団委

託の地方公共団体等の情報交換等を目的として、供用開始をおおむね 1~ 2年後に控え、

初めて処理場を供用開始する都市などを対象としている。開催は、東京ブロ ック 、大阪プ

ロック、 北海道ブロ ックに分けられ、それぞれ東京支社、大阪支社及び北海道総合事務所

が中心に実施してい る。
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第 2章下水道の整備に閃する計画の

策定と技術的援助

第 1節計画 設 計

1 計画設計の概要

下水道事業を始める場合は、 一般に基本構想、 全体計画及び認可設計を定め、都市計画

法に基づく都市計画の決定と都市計画事業の認可、下水道法に基づく事業計画の認可の手

続きを行い、これらに碁づき実施設計を行う。

計画設計とは、この碁本構想、全体計画及び認可設計に関する図書を作成する事業であ

る。

事業団の計画設計は、平成 2年度までは①基礎調査、②基本計画及び③事業計画の 3段

階に分けて実施されてきたが、平成 3年度より建設省の歩掛の制定に伴い、 ①下水道基本

構想、②公共下水道全体計画、 ③下水道法事業認可設計、④都市計画決定図書及び⑤都市

計画事業認可申請図書の 5段階に分けて業務を実施するようになった。

これらの業務の適否は、その後の事業の施行に大きな影響を及ぱすので、極めて重要な

業務である。このため、各委託地方公共団体と密接な連絡を保ちながら最善の計画を立て

るように努めてきた。

2 計画設計の実績と執行体制

計画設計の実績についてみると、昭和57年度まではおおむね15箇所内外で、比較的増減

の少ない受託箇所数であ った。 しかし、近年地方の小さな市町村が下水道事業に着手する

ようにな ったのを背景に、計画設計の段階から事業団に委託する団体が多くな ってきた。

58年度に前年の約 2倍の27箇所を受託したのを契機に、その後着実に箇所数が増加し、平
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成 3年度には実に10年前の10倍を超える169箇所を受託するまでに至っている（表 2-2-

1)。

増加した委託団体のはとんどが人口規模の小さい町村である。計画設計の委託団体の多

くが実施設計及び建設工事を委託するので、今後の実施設計、建設工事の委託団体に占め

る町村の数が増加するものと考えられる。

このことは、専門技術者の少ない地方公共団体の下水道事業の推進のために、事業団が計

画段階から建設工事段階まで一貫して支援するようにな ってきていることを示している。

下水道事業センター設立当初、計画設計は受託工事課の業務の一部として実施されてい

た。その後、組織の改編に伴い工事課の業務の一部として行われるようにな った。

委託団体の増加に伴って、執行体制の充実を図るため、昭和58年 4月に大阪支社、 59年

4月に東京支社にそれぞれ計画設計担当調査役が設置された。さらに、平成 2年 6月計画

設計業務を工事課から切り離し、計画設計を専門に行う計画設計課を両支社に設置し、計

画設計から建設工事まで一貫して行う体制を整えた。奇しくも 2年度には受託箇所が100箇

所を超え、計画設計課の設箇は、 このような急激な委託要望箇所数の増加に対応したも の

であ ったといえる。

表2-2-1 計画設計の実績 （総括）

実施年度 件 数 事業骰（百万円） 実施年度 件 数 '）i業骰（百万円）

昭和47 2 27 57 14 137 

48 15 206 58 27 381 

49 26 248 59 21 209 

50 15 114 60 47 352 

51 13 156 61 40 380 

52 12 86 62 41 372 

53 ， 58 63 64 741 

54 21 211 平成元 73 677 

55 16 207 2 117 1,094 

56 15 182 3 

計画設計受託

昭和47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 

計両設，ii

箇 所 2 15 26 15 13 12 ， 21 16 15 

新 規 2 15 21 ， 6 8 5 12 8 10 

累 計 2 17 38 47 53 61 66 78 86 96 
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第 2節技術的援助

1 技術的援助の概要

技術的援助は、下水道全般にわたる技術上の問題について、すべての地方公共団体の照

会や要請に応じて調査、検討、助言等を行う事業である。

技術的援助業務の種類は、次のとおりである。

①実施設計の見直し等に関するもの

②維持竹理に関するも の

③調介 ・試験に関するもの

④施T.)j法の検討等に関するもの

⑤簡易な技術的援助

技術的援助に関する事務は本社業務部で行っており、 地方公共団体か らの技術的援助要

請案件を定期的に開かれる「技術的援助業務連絡会」に諮って、業務分担の調整を行い、

実施している。

技術的援助は通常、協定を締結して実施しているが、 内容によ っては「簡易な技術的援

助」 と称して協定を締結しないで実施する場合もある。

技術的援助の実施に当たっては、 地方公共団体の要請により職員を直接現地へ派造する

場合と職貝を派遣せず、必要に応じて建設コンサルタン トを利川し、問題によ っては学識

経験者の協力を得ることもある。

平成 3年度までの技術的援助の実納の推移をみると、実施設計の兄直しに関するものは

4561牛、事業骰39.1億円、調査 ・試験に関するものは63件、総事業骰6.1億円、施工方法の

検討などに関するものは17件、事業野約0.6億円及び維持管理に関するものは350件、事業

骰7.1億円となっている。これらは合計886件、総事業＇投約 52.9億円にのほ‘っている（表 2-

箇所の推移 ('I'-位：箇所）

57 58 59 60 61 62 63 平成Jじ 2 3 4認

14 27 21 47 40 41 64 73 117 165 160 

， 18 II 34 20 18 39 42 67 91 

105 123 134 168 188 206 245 287 354 445 
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2 -2)。

技術的援助は、昭和59年度か ら飛躍的に増加している。近年では実施設計の見直しに関

するものと維持管理に関するものが著しく伸びている。調査 ・試験に関するものは、安定

した実績を示しており、逆に施工方法の検討等に関するも のは減少している。これらは、

終末処理場の通水箇所が増加していることや地方公共団体の維持管理に対する重要性が認

識されたことによると考えられる。また、時代の変化に伴って下水道事業に対する要望が

多様化してきており、それらにかかわる検討が増加してきていることも大きな原因である。

こうしたことか ら昭和59年度には業務部に維持管理担当調査役が新設され、執行体制の

充実が図られた。今後、施設の維持管理に関する諸問題が、ますます地方公共団体の大き

表2-2-2 技術援助の実績 （単位 ：千円）

： 年度

実施設計の兄直 し 調査 ・試験に1紺す 施工方法の検討等 維持管理に1対する ＾ ロ

計
等に関するもの るもの に1対するもの もの

件数 事業骰 件数 事業骰 件数 事業骰 件数 事業骰 件数 事業骰

昭和47 2 6,800 

゜゜ ゜゜ ゜
2 6,800 

48 3 9,910 

゜゜ ゜゜ ゜
3 9. 910 

49 2 3,080 2 4,300 1 9,790 

゜ ゜
5 17,170 

50 29 80,890 4 36,690 

゜ ゜
7 16,920 40 134,500 

51 27 50,730 

゜ ゜゜ ゜
3 5,930 30 56,660 

52 12 78,310 

゜ ゜
1 740 4 4,140 17 83,190 

53 19 145,090 1 5,500 2 5,260 3 2,950 25 158,800 

54 19 152,740 

゜ ゜
1 670 5 3,590 25 157,000 

55 10 78,280 3 50,230 1 5,830 4 22,740 18 157,080 

56 14 87. 950 2 18,550 

゜ ゜
4 27,780 20 134,280 

57 18 151,060 3 29,290 

゜ ゜
l 26,910 22 207,260 

58 18 83,100 2 18,000 3 2,410 3 29,849 26 133,359 

59 29 245,160 2 11,290 1 9,800 6 27,500 38 293,750 

60 29 214,850 2 10,500 4 20,420 21 49,080 56 294. 850 

61 29 297,850 2 15,000 2 2. 450 37 75,870 70 391,170 

62 31 245,300 8 116. 700 1 3,770 40 77,110 80 442,880 

63 31 243,680 8 62. 210 

゜ ゜
48 71,970 87 377,860 

平成］ 31 389,467 7 60,840 

゜ ゜
49 75,397 87 525,704 

2 49 551,196 10 105,024 

゜ ゜
56 93,680 115 749,900 

3 54 792,296 7 67,445 

゜ ゜
59 100,172 120 959,913 

合計 456 3,907,739 63 611,569 17 61,140 350 711,588 886 5,292,036 
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な関心事になるとともに事業団への期待も多様化、複雑化していくものと思われる。

2 実施設計の見直し等

実施設計の見直し等に関する技術的援助は、 下水道事業センターの設立された昭和47年

度から実施してきた。

この技術的援助の主な内容は、計画設計の見直し、実施設計（基本設計 ・詳細設計） の

見直し、更新計画の作成、計画設計に先立つ碁本構想の策定等である。

この技術的援助は、近年は件数、金額とも飛躍的に増加し、項目も多岐にわたっており、

内容も多様化してきている。

下水道のライフサイ クルが、①調査・計画段階 ②施設の建設段階 ③維持管理一 の流

れから③①②の流れへ変化 してきていることに伴って、施設の更新計画や処理能力改善、

さらに腐食対策、臭気対策及び省エネ対策が増加している。

また、下水道を取り巻く社会環境の変化、すなわち下水を単に処理するのみでなく有効

利用す る方向へ移行してい ることから、処理水の高度化と有効利用、 汚泥の効率的な処理

処分及び有効利用、下水道施設空間等の有効利用といった下水道の多目的活用に関するも

のが増加してきてい る。

3 維持管理

終末処理場の維持管理に当たっては、処理場への流入水局、水質に合わせて設備を適正

かつ効率的に運転す る必要があり、特に、供用開始当初は流入水量 も少なく熟練した技術

者による専門的な判断が要求される。また、機器の初期トラブル、活性汚泥の育成等経験

が乏しい地方公共団体にと っては、維持管理の技術的援助を活用することによって供用開

始当初から終末処理場の効率的な運転が確保され、処理経費の低減や業務の平均化が可能

となり、将来にわたる合理的な運転管理が可能となる。

この技術的援助は、次に掲げるとおり 3つに分けられる。

①巡回方式

事業団職員が要請のあ った処理場を巡匝し、終末処理場等の維持管理について助

言・指導を行っており、昭和50年度から実施している。主な内容は、施設の保守管理、

メンテナンス委託の方法、活性汚泥の固液分離障害及び効率的な施設の運転方法に関
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する指溝及ぴ助言、維持管理体制の相談等である。

②常駐方式

事業団職員が要請のあっ た処理場に常駐し、下水道の維持管理について助言 ・指導

を行ってい る （表 2-2-3)。

昭和55年度に新潟県の要請を受けて信濃川下流流域下水道新潟浄化セ ンターの供用

開始に伴い技術的援助を実施したのが分室を設固 した常駐型維持管理の始まり であっ

た。本格的な維持管理業務実施のための試行を兼ねて始められたものであり、 その後

表2-2-3 常駐型維持管理の実績

箇 所 期 I :il 分室の設沼内容 技術援助の概要

1. 新潟県 自 S55. 7. 16 業務部援助課新潟分室 5名 本格的な維持管理業務実施のための試

信濃川下流流域下水道 至 S57. 3. 31 （常駐5名） 行を兼ね、初めての長期にわたる維持符

新潟浄化センター S 56. 8. 1以降は 3名 理に1関する技術的援助として実施した。

2.滋買県 「I S 57. 4. 1 大阪支社琵琶湖分室 3名 供用開始に伴う維持管理に関する技術

琵琶湖流域下水道 至 S59. 3. 31 （常駐 3名） 指荘のほか、わが国で初めて採川された

湖南中部浄化センター 活性汚泥循環変法の維持管理に必要な各

種データの収集を行った。

3.滋買県 |、I S 59. 4. 1 大阪支社琵琶湖分室 5名 当初、琵琶湖分室を沿JI南中部浄化セン

琵琶湖流域下水道 至 S62. 3. 30 （うち常駐 4名） ター内に設け、供用開始池備を行ったが、

湖西浄化センター S 61. 4. 1以降は、 3名 昭和59年11月1日から湖西浄化センター

（うち常駐 2名） が供Hlllll始し、分室も移した。富栄焚化

防止のため、嫌気 ・好気活性汚泥法及ぴ

同時凝集処理を採用しており以後の業務

の充実に査する査料を得た。

4. 山梨県 !'I S 61. 4. 1 東京支社 山梨分室 3名

窃士北麓流域下水道 至 S63.3. 31 （うち常駐 2名）

'ぶ士北麓浄化センター

5.山形県 fl S 62. 5. 6 束京支社 山形分至 4名 村1|J浄化センター内に山形分宅を設i在

最上川流域下水道 -f I-I1. 3. 31 （うち常駐 3名） した。

村山浄化センター

6.山形県

最上川流域 ド水逍

置賜浄化センター

7.岡山県 白 1--11. 4. 1 大阪支社岡山分室 4名 高度処理として活性汚泥循閃変法及ぴ

児島湖流域下水道 -f H 3. 3. 31 （うち常駐 2名） 同時i廷集沈殿を採用しており、 1切度な技

児島湖浄化センター 術力を必要とした。平成 2年度は効’梓的

な窒索除E方式の確立のための技術的援

助を行った。

8.岐阜限 fl H 3. 4. l 束京支社岐1;1分室 3名

木曽川右j社流域下水道 ゼ H4. 3. 31 （うち常駐 2名）

各務原浄化センター

9.山形県 l'I H 3, 12, l 束）れ支社 山形分至 2名

最上川流域 ド水道 災 1-14. 3. 31 （うち常駐 1名）

山形浄化センター
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毎年度 1~ 2箇所で流域下水道の終末処理場で実施されてきている。 1箇所当たり約

2年程度の期間にわたって行われており 、内容も供用開始に当たり維持管理の経験が

ないとい った場合と高度な技術力を必要とする処理方式を採用した場合がある。平成

3年度末までの実績として 6県 9流域終末処理場で実施されている。これら維持管理

から得られた知見は、重要なものであり、以後の業務充実に資する資料を得ることが

できた。

③水質診断

終末処理場で行われる水質 ・汚泥分析項目のうち、法的項目の重金属類の分析には

高価な分析機器が必要となる。そのうえ、検体数が少ない場合は消耗機器や試薬が不

経済になる。さらに、下水中の重金属等の含有量が微鼠なため、正確な分析値を得る

ことが難しい。

また、終末処理場の処理状況を判断するためにはエアレーションタンクの活性汚泥

の生物相が重要な指標となる。この生物相を診断するには微生物の同定（種 ・属の決

定）から処理状況の的確な判定をする必要がある。

以上のようなことから、事業団では水質診断に係る技術的援助を昭和60年度から実

施している。検体試料を事業団へ送付してもらい、それを長年の経験と高度な技術力

を有する専門技術者が分析 ・診断することにより、分析結果の提供と運転操作 ・管理

等の助言を行っている。

4 調査・試験

調査 ・試験に関する技術的援助は、昭利49年度から実施している。この技術的援助は、

下水道全般にわたっており、その内容も複雑化 してきている。調査方法も各種試験や実験

を行い、そのデータを解析 ・検討していくものから、既存の維持管理データや各種文献調

査を通して検討を加えていく方法まである。

近年では、将来にわたる下水道整備方針（甚本構想）の策定に関するもの、終末処理場

の機能診断に関するもの、処理施設の改築 ・修繕に関するもの及び下水道経営診断 ・経営

計画に関するものが増加している。これらのほか、この技術的援助には、特殊排水の処理

方法、腐食原因及び対策、下水汚泥の処理・処分、合流式下水道の改善等に関する調査が

ある。
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5 施工方法の検討

施工方法の検討に関する技術的援助は、昭和49年度か ら実施している。この技術的援助

は、幹線管渠の施工方法の選定や終末処理場、ポンプ場の施工管理、終末処理場の総合試

運転に関するものがある。

6 簡易な技術的援助

簡易な技術的援助は、協定を締結しないで実施する技術的援助業務であり、原則 として

無料で実施しているが、事業団職員を現地へ派遣する場合には旅費相当の必要実費を要請

先で負担してもらう場合がある。これ以外にも電話などによる技術相談にも応じている。

内容は、 処理場の維持管理全般に関する助言・指導等が多いが、下水道計画策定の助言、

実施設計の検討、施工方法の選定に当たっての助言 ・指導もある。

第 3節 その他の受託事業

事業団は、前節までの事業のほか、次の事業を地方公共団体の委託に基づいて行うこと

ができる（事業団法第26条第 1項第 1号）。

①下水道の工事の監督管理

②終末処理場等の維持管理

しかしながら現在までのところ、これらについての実績はない。

また、事業団は、支障のない範囲内で、特別の法律により設立された法人の委託に基づ

き建設、実施設計等を行うことができる（事業団法第26条第 1項第 8号）。

事業団は、平成 3年度ま でに次に掲げる箇所について実施設計と建設工事を実施してい

る。

①住宅 ・都市整備公団（東京都） 1箇所

②地方住宅供給公社（高知県住宅供給公社＜南国市〉） 1箇所
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第 3章 下水汚泥の広域処理

第 1節 エースプランの概要

1 エースプランの由来

エースプラン (ACE PLAN)というネーミングは、汚泥対策の「切札」という 意味

のほか、有用な資源として下水汚泥のリ サイ クルを推進するため、各種有効利用の用途、

すなわち農業への利用 (AgriculturalUse)、建設資材としての利用 (ConstructionUse)、

エネルギー回収 (EnergyRecovery)の頭文字をとって名づけたことによる。

昭和63年 9月19日には、各下水汚泥広域処理場の名称も「エースセンタ ー」 と称するこ

とに決められた。

また、エースプランでは各種ステ ッカーなどに「龍」のイラストを63年10月18日に採用

し、マスコットとして使用している。龍は炎を吐く想像上の動物で、中国では「四霊」と

呼ばれ、雷神・水神からの使いとされており、日本でも祥瑞のしるしとする信仰 もある。

下水汚泥は水処理から発生し、エースプランではこの汚泥を溶融あるいは焼却することか

ら、水 と火に関係が深く、天翔ける龍に汚泥処理新時代の未来を託している （図 2-3 -

1)。

2 制度と仕組み

エースプランの建設財源には、国庫補助金及び財政投融資査金が充てられ、財投査金の

償還と維持管理費は地方公共団体からの処理料金及び建設資材等の売却収入などをも って

充てるものである。このため、 必要な施設は、財投資金を活用することで短期間の建設が

可能となり、 しかも長期間で (25年間） 1賞還するため、 地方公共団体の負担を軽減するこ
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臼色

とができる。

図2-3-1 エースプランのマスコ ッ ト

黒色

茶色

国庫補助金は特別の地方｛責制度と同様に分割交付 (5年間）され、その間の立て替えた

利息相当分は利子補給されている。

財投資金は、資金運用部資金 (5年間据置き25年間元金均等償還）に加え、平成 4年度

から郵政省簡易保険資金 (3年間据置き 10年間元金均等償還）が新たに溝入された（図 2-

3 -2、図 2-3 -3)。

3 エースプランの事業実施

エースプランは図 2-3-4に示すフローに従って実施される。

①基本構想調査

基本構想調査はエースプランの実施に先立って、 当該地域における処理処分の現況

や見通し、事業実施範囲や実施時期、汚泥輸送や処理方式、経済性や地方公共団体の

参加意向などについて調査 し、基本的な構想をまとめるものである。費用は、地方公
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図2-3-2 事業制度の概要

財投資金

②ii'i人

↓ 
⑤償遠

③建設 —___-, ②補助金
l 

I 

’li 業 団t-----------， 

＇ ④管fil!. ----J 

↑ 
⑤処理

科金
①災i,'i ヽ

⑤」：地売却代または

建設森材等売却骰

都道府県
＼ 

| 
I Ii 町 村 民 間

① 都道府↓＼l·市町村は、汚泥処理施設の建，没及ぴ維持管狸を 1-1 本 1‘•水道事業回が行うことを災i ,ifi する 。

②③ 11本ド水道1り業団は、国）w.補助金及ぴ財投森金により施設を建設する。

④ '='本ド水追’ll業団は、建設後当該施，＆について管理を行う 。

等

⑤ El本 1、水近li業団は、財投沢金の11t遠を、 (1)汚泥処分地及ぴ建設査材等の売却収益、 (2)都迅府県、市町村か らの処理料金、

等により行う。

共団体の単独費を充てる。

②基本計画調査

基本構想調査の結果に基づき、 地方公共団体の調査要請によって事業団が実施する

ものである。碁本構想で明らかとなった事業対象地域について、将米にわたる汚泥批

を踏まえ、有効利用を含む処理処分方法、施設計画、財政計画など基本的な事項につ

いて検討を行う 。この調究はエースプランの一環として実施され、調査費には財政投

融査賓金を活用する。

③事業の要請

巷本計画調査の結果を受けて、 地方公共団体は要請を行う （事業団法第26条第 1項

第4号）。要請書には、汚泥等の処理開始要望時期、各処理場の汚泥等の種別及び処理

汚泥姑の概要を記載する。

④事業実施基本計画

事業の要請を受けて事業団は、事業実施基本計画書を作成する。本計画は要請地方
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図2-3-3 下水汚泥広域処理事業の概要

水処理施設内容

下水

放流

: 公共下水道処理楊

I 混縮脱水施設 I 
流域下水道処理場

r-----------------------------------------------

’ ’ ； 輸送施設 ↓ ， 
l

』

二—~ I 
生汚泥 送泥管

脱水ケ ー キ

トラッ ク輸送

＇ l 
l 

: ! 

' 
＇ 処理処分施設 ： 
＇ ＇ ------------------------------------------------------------------

公共団体と協議し、事業予定区域、要請地方公共団体、汚泥等の処理に必要な施設の

配箇 ・構造及び能力、汚泥等の性状及び量、事業に要する費用の概算額、工事の着手

及び完成予定時期、その他必要な事項について計画を定め、建設省に報告する。

⑤都市計画決定

エースプランは都市計画事業として実施されるため、都市計画決定が必要である。

要請地方公共団体における既存の下水道計画を変更して行う 。

⑥下水道法事業計画認可

エースプランは下水道事業として実施されるので、要請地方公共団体の既存の下水
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図2-3-4 エースプランの事業実施フロー

,,---------------------―̀ 
ヽ
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:l-， 業 の 要 訥 ●↓ ,久油'iの受狸

協議 ・調整
●爾 し，1;業実施基本計11Jりの作成口）

f 
都市 ，；l 両 の 決定

↓ 
ド 水 道 法

4t 業 ,l | 両認 "r 

／: 一Mil di計 画 事 業 ）f¥認、

↓ 
尖 施 設 ,ti 

•◄ 

・◄

G 設協定締結/） 

1i業用地 の 取 得 等

l 建 設 」： ’l i 
l 

(1年理協庄締結)

処 理開 始

叩）以処理施設等の辿転1やJ:II!

汚 ilt再生製品 の販、）＇C

i―Ii i)じ処理料令 の 徴収

道計画変更として行う 。

⑦都市計画事業承認

事業団は事業主体として、建設大臣から事業計画の承認を受ける （都市計画法第59

条第 3項）。

⑧建設に関する協定
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建設工事等の実施に当たっては、事業団と要請地方公共団体との間で建設に関する

協定を締結する。協定では、目的、建設すべき施設の内容及びその範囲、建設の開始

及び完了時期、要請地方公共団体において行うべき措罹、その他必要な事項を定める。

⑨建設工事等の実施

事業団は事業主体として、用地買収、 実施設計、建設工事等を実施し、その財源で

ある国庫補助金の交付を受け、財投資金を借入する。

⑩管理に関する協定、処理開始

処理開始に当たっては、事業団と要請地方公共団体は管理に関する協定を締結 し、

目的、維持管理の内容及びその範囲、維持管理の開始の時期、受け入れる汚泥の性状

及び量、負担する汚泥等の処理料金の額及びその受領方法、要請地方公共団体で行う

べき措囲、その他必要な事項について定める。

供用開始後には事業団及び要請地方公共団体で運営協議会を設罹し、当該地域における

エースプランの運営に関する協議を行う こと となっている （図 2-3-4)。

第 2節近畿圏のエースプラン実施

1 背景

広域的閉鎮性水域の水質保全を強力に推進する必要から、瀬戸内海環境保全臨時措慨法

及び水質汚濁防止法が改正され、昭利54年 6月12日か ら水質総量規制制度が禅入された。

建設省では総量規制行政に対応した新たな下水道事業の展開のため、東京湾、伊勢湾及び

瀬戸内海を対象として、広域的な下水道整備に関する調査を実施している。

瀬戸内海水域においては、燐及びその化合物の削減方針が示され （瀬戸内海環境保全特

別措囲法第12条の 3第 1項）、対象となる 2府 8県のうち大阪府と兵庫県を除く他の府県は

現状より増加させないとされたのに対し、大阪府及ぴ兵庫県については現状より 削減させ

るとの目標が設定され、高度処理の導入を含む積極的な下水道整備の推進と 、増大する下

水汚泥の効率的な処理処分が不可欠であると結論された。

大阪湾 ・播磨灘流域を対象とする下水汚泥広域処理処分構想は、こうした背景から提案

され、この構想を具体化するための対応技術の開発、あるいは制度 •財政面の検討を繰り

返し、近畿圏におけるエースプランが実現された。
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事業の要請（各地域） と事業実施基本計画

平成 4年度現在、近畿圏では 3地域 4箇所で事業を実施しているが、各地域における事

業の要訥は、昭和61年 7月から平成 3年 3月までの間になされている （表 2-3-1)。

各地域の事業実施基本計画に記載された概要は表 2-3 -1のとおりである。兵庫西プ

ロックについては、龍野市及び太子町からの新たな要請を受け 3年度に事業実施基本計画

の見直しを行い、変更している

①汚泥の輸送方法

（図 2-3-5)。

エースプランでは、汚泥の トラック輸送に伴う臭気や交通障害問題の解消と、汚泥を集

約することによる濃縮 ・脱水工程のスケールメリ ットの増大を図るため、汚泥の輸送は原

則として生汚泥のまま圧送する方法を採用している。

生汚泥の長距離圧送は、名古屋市や横浜市で実績があるものの、研究・開発すべき 点も

多いため、

る。

設計諸元や管理計画の立案に役立てることを目的として、送泥実験を行ってい

図2-3-5 下水汚泥広域処理事業実施箇所
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第 3章下水汚泥の広域処理

表2-3-1 下水汚泥広域処理事業概要

兵 庫
地域名 大 阪 北 東 大 阪 南

束 西

所在地 尼崎市平左衛l"l町 姫路市網干区 枚方術者内野 忠岡町新浜、岸和田市木材町

要請自治体名 兵1庫県(S61. 7 14) 兵庫県(S61. 7. 14) 大阪府(S62. 12. 22) 大阪府 (S 62 12 22) 

（要請年月H) 尼崎市（同） 姫路市(S61.6.27・ 枚方市（同） 堺市 (S 62 3 20) 

H 3. 3. 29) 交野市（同） 泉北哀境整備施設組合 （同）

龍野市(H3. 2. 5) 泉大津市 （同）

太子町 (H3. 2. 6) 岸和田市 （同）

対象下水道名 武渾川流域ド水道 揖保川流域下水道 淀川左岸流域下水道 南大阪高岸流域下水道

尼崎市公共下水道 姫路市公共下水道 枚方市公共下水道 堺市公共下水道

龍野市公共下水道 交野市公共ド水道 泉大津 ・和泉 ・高石公共下水道

太子町公共下水道 泉大津市公共下水道

岸和田市公共下水道

対象処理場名 武庫川上流処理場 揖保川処理場 渚終末処理場 南大阪箔岸流域北部処理場

武庫川下流処理楊 飾磨終未処理場 北部終末処理場 南大阪湾岸流域中部処理場

東部（第 1、 2) 西部終末処理場 香里終末処理楊 三宝処理場

処理場 中部終末処理場 郡津処理場 石津処理場

北部処理場 束部終末処理場 津久野処理場

邸木削処理場 泉北処理場

四郷fjij処理場 邸石処理場

輻井Hij処理場 汐兄処理場

邸木川西前処理場 磯ノ上処理場

松原前処理場

巻lfl前j処理場

沢田前処理場

太子前処理場

対象処理区域 約1,000 約430 約210 約1200 

人口（千人）

計画生汚泥祉 9, 700m'/ 11 15, lOOm•/ 日 l,600m'/ fl 8, 900m'/ R 

II 脱水ケーキ祉 24 t /日 64 t / II 

エースセンタ一面積 約47 約126 約41 約67 

(ha) 

主要既存施設 乾留炉 l基 溶融炉 2碁 溶融炉 2基 焼却炉 1基 (40t/El) 

(H 3年度末） 040t/ n) (40tDs/ El) OOtDs/ n) 溶融炉 3基 (25tDs/LI X 2基）

排水処理施設 排水処理施設 排水処理施設 (12 5tDs／日X I基）

汚泥貯留施設 汚泥貯留施設 汚泥沿縮脱水施設 排水処理施設

汚泥貯留施設 汚泥濃縮脱水施設

汚泥貯留施設
●ー・・....・....-..... 9 ·~ ·~ * •士—• --------・ • ・ • ·~響• -9• ・ • - - ＊ - - - • * • • 士―← ....．．-----------------------------------------------------------------------

将来施設 汚泥混縮脱水施設 汚泥混縮脱水施設 汚泥濃縮脱水施設 汚泥i&'t縮脱水施設

流動床炉 2基 溶融炉 3基 浴：融炉 l)＆ 溶融炉 1基

(200t/ H) (40tDS/ El) (15tDS/ 11) (50tDS／日）

送泥施設 送泥施設 査源利用施設 送泥施設

査源利用施設 沢源利用施設 穴源利用施設

建設 4t業骰 約370憶I―,J 約1000億円 約llO億111 約260億円

(S61-Hl7) 

供用開始年度 平成元年度 平成元年度 平成元年度 平成 2年度
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送泥方式は、直列圧送、サイク リック圧送及び多重圧送の 3方式に分類できるが、運転

管理の容易さ 及び経済性を考胞して直列圧送方式を採用している。送泥濃度 1%、管内の

流速は 1111/ sを標準とし、最小口径を150mm（最大は450mm)、一部を除き一条で布設する

計画とした。布設位涸は同時施工のできる道路や歩道のはか、下水道幹線内に添架するこ

とによ って工事費の低減に努めている。また、管種は、原則としてダクタイル鋳鉄管を採

用している。

②処理プロセスの選定

処理方式の選定に当たって、基本事項と して、

ア．安全かつ安定した汚泥処理が行えること

イ．大規模であるメリ ットを十分に考應したものであること

ウ．返流水の処理に対して十分考應したものであること

を考應し次のようなプロセスを採用している。

| （農縮（機械） I → ［三:□→ 1 焼却（l容融） I →処分または有効利用

〔濃縮及び脱水方式〕

濃縮及び脱水方式については、

ア．大容歴機種が採用できること

イ．コンパク トであること

ウ．臭気対策や腐食性の強い汚泥に対する対応が容易であること

工 ろ布洗浄水など返流水品が少ないこと

を勘案していずれも遠心濃縮、遠心脱水方式を採用した。

〔焼却方式〕

処理の主体となる焼却工程には、

ア．クロムなどの重金属浴出に対する最終生成物の安定性が闇いこと

イ 最終生成物の減散化及び査源化利用が図れること

を勘案し、近隣に埋立処分場のある兵庫東は多段焼却方式の乾留炉を採用しているが、

皮革汚泥中に大量のクロムが含有される兵庫西は強力な還元作用により六価クロムの生成

を抑止することのできるコークスベ ッド溶融炉としたほか、大阪北東も同機種、大阪南は

表面溶融炉を採用している （図 2-3-6、図 2-3-7)。
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第 3章下水汚泥の広域処理

図2-3-6 コークスペ ッド溶融炉

安全弁（スタ ック）

原料投入口

フリーポード部

ポイラ（水管）

ダプルダンパー , 2次空気

3 建設事業

スラグ

コークスペ ッド溶融炉の原料投入口から、汚泥（乾煤状態にした

もの）とコークスを交互に投入し、炉の底部で通気性のある森温（約

1300-1500℃)のコークスペ ッドを形成し、浴融を行う 。強力な遠

元能力を有することから、酸化による六価クロムの生成を防止する

ことができる 。

事業の要請後ただちに事業実施基本計画が作成され、この計画に基づいて建設協定が締

結され、施設の建設に着手した。兵庫東及び兵庫西地域は昭和61年11月15日、大阪北東及

び大阪南地域は63年 2月8日にそれぞれ建設協定が締結された。

4 維持管理業務

兵庫東エースセンターは平成元年 4月から、兵庫西エースセンタ ーは同年11月からいず

れも脱水ケーキを受け入れ、大阪北束エースセンタ ーは同年 4月から生汚泥を、 10月から
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図2-3-7 表面溶融炉

表面浴融炉は、内筒に l・・ ト動機構、外筒には阿転機能を備えており、炉のk.JI：部には/Jil

熱用のパーナが組み込まれている。j-l;i)ビ（乾媒状態にしたもの）は外筒のゆ っく＇）とした

iul転によ って全1月から均・に供給され、炉心に対しドーナツ状に定i1iされる。これをパー

ナで加熱すると ・秤の反射炉を形成 し、 輻射及ぴ揮炎効朱によ ってiりilt表面令）、けで連続(Iり

に溶融（約1200-1300℃）が起こる 。定常状態になった後は炉Tjiを I・.ドし てilji)との供給址

及び温度を調整し溶融を維持する。

脱水ケーキを受け入れて供J1l|」廿始 した。さらに、大阪南エースセンターは 2年 4月に生汚

泥を、 12月には脱水ケーキを受け人れて供用開始し現在に至っている。

①管＇判協定の締結

施設の供川に当たり、下水朽泥広域処理事業の管理に関する協定を要請地方公共団体と

締結した。兵庫東、大阪北束については元年 4月 1日、兵庫西については同年10月31日、

大阪南については 2年 4月 1日に行った。協定では、処理料金の単価については原則とし

て3りごとにその兄泊しを行い、また、これにかかわらず経済事附の著しい変動、補助金

の変更及び計両した汚泥筈の著しい変更その他の理由により、必要が生じたときも見直し
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第 3章下水汚泥の広域処理

表2-3-2 搬入汚泥量と処理量 （脱水ケーキ： t、生汚泥： rn')

平 成 元 年 度 平 成 2 年 度

地域
脱水ケーキ 宅汚泥 処理梵 脱水ケーキ 生汚泥 処理拭

兵hli求 40,975 58 39,100 00 39,020 65 39,800 00 

兵I,li西 25,130 46 23,950 25 61,467.68 61,437 89 

大阪北束 6,245 20 40,787 5 6. 764 94 13. 605. 51 79,583 0 17,527 44 

大阪南 10,829.75 240,982 7 4,190 00 
13,179 90 

大阪南の「処理:lit」欄の l→．段は焼J.II •ht 、 ド段は溶融｛，しである

を行うこととしている。

処理料金の単価は、事業の着手年度から施設の供用開始後25年までの期間における総収

入と総支出がバランスする収支計画を作成し、これに甚づき算定している。当初 3年間の

処理料金の単価は、兵庫東 ：脱水ケーキ 1tにつき 1万4,480円、兵庫西 ：脱水ケーキ 1t 

につき 1万3,780円、大阪北東：生汚泥 lm刈こつき1,440円、脱水ケーキ 1tにつき 1万

6,400円、大阪南 ：生汚泥 1面につき 1,095円（一部の処理場では973円）、脱水ケーキ 1t 

につき 1万5,530円である。

②管理体制

維持管理の実施に当たっては、事業団が費任をもって適正かつ効率的な維持管理体制を

とることを前提として、職員の配岡、民間委託等を行っている。管理の重要な部分につい

ては事業団自ら実施し、運転操作等の継続、反復的な業務については事業団の管理のもと

に民間業者に委託して実施している。

平成元年度の事業団の体制は、本社計画部に広域処理管理課、大阪支社事業部に管理課、

兵庫束 ・兵庫西広域処理事務所（エースセンタ ー）に管理課、大阪広域処理事務所北東出

張所に設備課を設囲し、維持管理を実施した。 2年度は大阪南地域の供用開始に伴い、大

阪広域処理事務所を大阪北東広域処理事務所と大阪南広域処理事務所に分離し、それぞれ

管理課を設笠した。汚泥処理業務を直接担当する各広域処理事務所の人員は所長を含めて

4名であり、 3年度も同様の体制である。維持管理業務に直接関係する定員は全体で20名

で、 n羅約450tの汚泥（脱水ケーキ換算）を処理している。

③運転管理の状況

平成元年度から 3年度までにおける兵庫束及び兵庫西地域の汚泥の受入れについては、

送泥管及び処理場内の生汚泥受入れ施設が完成していないため、 地方公共団体から終末処
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岬場で脱水したケーキのトラック搬人を受けている。

元年度 ・2年度の搬人汚泥址及び処理拡は表 2-3-2のとおりである。

く兵廊束エースセンター＞

乾留炉（処理能力： 140ケーキ t/「l碁） 1基で焼却処理を行っている。発生した焼却灰

は、これを20-30％程度に加湿のうえ全祉を兵庫県環境事業公社に委託して、広域臨海環

境整備センター法に基づく尼崎市地先の広域処理場へ処分している。

く兵廂西エースセンター ＞

コークスベッド方式の溶融炉（処理能力： 40DS t /Fl基） 2基で溶融処理を行ってい

る。搬人された）l見水ケーキのうち低水分ケーキは 1系溶融炉で、邸水分及び邸分子ケーキ

は2系溶融炉で処耶している n

く大阪北東エースセンター ＞

供ffJIHJ始時には生汚泥の受入れにより濃縮・脱水処理をもってスタートし、元年10月か

らは 3処理場からの トラックによる）l見水ケーキの搬入を受け、コークスベッド方式の溶融

炉（処狸能力： lODS t/「l碁） 1基で浴融処理を開始し、現在は必要に応じて 2基稼働

させている。）l見水は高分イ凝集剤を使川し、ベルトプレス脱水機 2台により処理している。

く大阪南エースセンター＞

2年 4月の供用開始には 2処理場の生汚泥の搬送を受け、立形多段焼却炉（処理能力：

40ケーキ t/11基） 1J店で処理を開始し、同年12月か ら表面溶融炉（処理能力： 25DS t 

/1-,基） 2拮の完成に伴い、上記処理場に加えさらに 2処理場からの送泥 （生汚泥）と、

3処岬場からのトラックによる）l兄水ケーキの搬入を受け、本格的な溶融処理を開始してい

る。

脱水は高分＋凝集剤を使用し、ベルトプレス脱水機 3台、遠心脱水機 l台により処理し

ている。

④絣持刑判漕 と料金収人

維持狩理に必要な役川と建設財源である財政投融査査金の償遠は、処理料金その他の収

入（以ド「処理料金」という）をも って賄うこととしている。維持管理骰と料金収入の実

紹は 4地域合計で平成）じ年度がそれぞれ約10億600万円、 12億2,400万円、 2年度がそれぞ

れ約22億7,100万円、 24億6,200万円であり、この差頷は財政投融壼衰金の1伐遠に充当する

ものである。1買遠財源 としては、供｝IJ開始して1iilもないので十分ではないが、今後処理汚
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泥の増加に伴い順次増えていくものである。

⑤下水汚泥広域処理事業運営協議会

下水汚泥広域処理施設は下水道施設として位晋づけられており、当該施設の下水道管理

者は下水道法上、地方公共団体である。 エースプランは、この意味で要請地方公共団体と

事業団の実質的な共同事業といえるものであり、要請地方公共団体と事業団との信頼 ・協

調関係のもとに実施していく必要がある。このため、広域処理事業にかかわる碁本的事項

について協議し、その円滑な運営を図る ことを目的として、それぞれの実施地域ごとに府

県の下水道課長、市の下水道局（部）長、事業団の計画部長、上席調査役、大阪支社事業

部長を構成員とする下水汚泥広域処理事業運営協議会（会長 ：事業団計画部長）を設置し

ている。

5 資源利用

エースプランでは、発生する溶融スラグ等を建設資材として有効利用し、その売却益に

よって処理コス トの低脈化を図ることとしているが、そのためには、有害物の溶出に対す

る安全性や査材としての品質、あるいは経済性などについて十分調査、検討する必要があ

る。

事業団では、品質確認試験、査材化製品の試作、試験施工、製品の製造原価の試算など

を行うとともに、最適な建設資材化方法を策定するため昭和63年 8月に平岡正勝京都大学

教授を委員長とする「近畿圏広域汚泥処理資源利用特別委員会」を設立し、主として技術

的事項の検討、審議を行っている。

①溶融スラグの品質

空冷スラグは、一般のコンクリート用砕石や粗骨材に関する物性試験を行った結果、 J 

I S （日本工業規格）の規格にはすべて適合した。ただし、コンクリ ート 用骨材としての

「すり減り減益」の値を満たしていないため、道路の舗装板用として用いることはできな

いが、スラグを粒度調整する ことによ って、その他の道路材料（アスファルト用材、路盤

材、道路用スラグ等）としては利用が可能である。その他、水砕スラグを埋戻し材として

使用する場合、 J I S等に規格はないが、 一般山砂のCBR値10％は十分満足することが

確認されている。

溶融スラグの長期溶廿＿i試験結果では、「金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める
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総理府令」別表第 4 （海洋投人処分）の基準を大きくクリアしており、資源利用を行うう

えでの安全性が確認されている。

②有効利川製品の間発

溶融スラグを骨材とした透水性インターロッキングブロック（大阪市N形 10-50％混

人の 5種類）を製作し、その品質を確認するとともにエースセンター内で試験施工してい

る。1||lげ強度は全体的に規格を大きく上回り、寒冷地への適応を示す耐久性については、

スラグの混人率が上昇とともに向上するなどの特長があり、製作した 5種類のブロックす

べてが規格を満足している。

また、水砕スラグを磁器原料と混練し、みかげ石風のタイルを炉材メーカーとともに開

発した。混人率を10％程度とすると焼成後の変形も少なく、外観上も優れた製品となるこ

とが確認された。

③試験施工と利川

窄冷スラグを場内道路の路盤、水砕スラグを路床材として使用した試験施工を実施し、

使用材料の品質、施ー［中の締固めなどについて試験するとともに、 比較のため並行して実

施した在米材質のものを含め施工後の平坦性などについて確認している。また、テニスコ

ートの支持盤に空冷と水砕の混合スラグを使用して試験施工を行ったが、施工性及び浸出

水の水質についても全く問題のないことが明らかとな った。

第 3節今後の課題

エースプランでは、 昭和61年度の制度発足以来、近畿圏 4箇所の広域汚泥処理施設が稼

働しており、地域の発生下水汚泥を適正に処理しており、エースプランは地域の環境保全

へ大きく奇与している。エースプランを今後ますます発展させ、効率的な事業とするため

には、次のような課題を解決してゆくことが必要であろう 。

1 有効利用の促進

汚泥資材の売却はエース事業の柱の一つである。今後のスラグ販売先としては、次のよ

うなものを考えている。

①スラグ発生地近隣の下水道事業団受託工事
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写真ー1 空冷スラグ

写真ー2 水砕スラグ

込 ．：．r．：・・̀．・ • 、”
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写真ー3 インターロ ッキングプロ ック

写真ー4 スラグを用いた歩道タイル
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写真ー5 スラグを用いた舗装状況

②エース事業要請団体の下水道工事

③エース関係工事

④タイル ・レンガ等二次製品原料

⑤一般の建設工事

①及び③について、水砕スラグの用途としては、比較的規格のゆるやかな埋戻し材ある

いは仮設材としての用途を主に考えている。現在、アンケー ト調査を行い、需要量を調査

しているところであるが、タイルメーカーなどか らはすでに多くの引合いがきている。溶

融スラグ建設資材化には多様な技術がある。建設資材製品の販売単価は無加工製品は安く、

二次製品は高いが、反面、加工野がかかるため、 売却利益は需要羅、加工費、単価を十分

に勘案 して判断する必要がある。下水汚泥広域処理事業では、 当面、 最 も単純な形態であ

る無加工のスラグの販売により、スラグ使用の実績を作っていきたいと考えている。

また、将来的には、より付加価値の高い二次製品の販売に移行し、より大きな収益を上

げることを目指してい る。汚泥建設資材の有効利用を促進するためには、以下の事項が重

要であ る。
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①公共14業における使川促進をはじめとする需要の拡大

②流辿ルートの整備

③技術1-Jil発

④PR活動

⑤その他

第 2編 各論

特に',1且要の拡大は最大の課姐であるが、これには汚泥建設査材を公共工事において栢極

的に使川することが非常に効果的である。また、汚泥の焼却（溶融）工程から発生する

40-50℃沿［排水から豊富な熱エネルギーの旧収が可能である。この排熱を温水プールや温

奎など近隣の熱需要に応えることについても検討を行っており、 エースプランの新たな狩

源利川に期待が祁ま っている。

2 新規事業の展開

エースプランは、現在、近畿樹の 4箇所で事業化されているが、首都圏 ・中部圏におい

ても新規事業を展開するため、基本構想調査等を実施している。これらは、以下の箇所で

ある。

①神奈川西部地域：昭和63年度～平成元年度に基本計画調杏を実施

②h争岡東部地域 ：昭和63年度に基本構想調査を実施

③千虻湾片地域 ：平成元年度に基本構想調査を実施

④茨城地域：平成 2年度に基本構想調査を実施

新規箇所の事業化に当たって、最大の問題と なるのは広域処理場の立地場所選定であ り、

関係各団体とも広域汚泥処理構想には基本的に賛成であ るが、広域処理場の立地場所とな

るのは避けたいという意詢がある。これには、他都市の切泥を搬入されることに対する抵

抗感があることも大きな災因である。したがって、基本構想調杏→甚本計画調査への移行、

また、基木計画調査→事業化への移行に際しては、広域汚泥処理場用地が最も重要な調整

＇ド項となる。この場合、調整に‘i!'たっては、複数の公共団体をまとめる意味から県が中心

的役訓を担うことになる。

通常、 下水汚泥広域処狸事業を新規に実施しよう とする 箇所は、すでに汚泥処理施設を

イTしている場合が多く、その増設計画等をめぐ って、複数の地方公共団体と調整をす る必

災があるが、新規事業展間には今後より 一層の努力を傾注していきたい。
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第 1節研修の概要

事業団は、 地方公共団体等の要請により下水道技術担当職員の養成及び訓練を目的とし

て研修事業を実施している。

下水道事業センター設立から平成 4年 3月までに研修を修了した者の数は延べ 2万

1,074名に達する。これらの人々は全国で下水道事業推進のために活躍中である。

事業団が実施する研修は、 業務の種類によって、①計画設計、②実施設計、③工事監督

管理、④維持管理及び⑤監督指導の 5コースがあり、これをさ らに具体的な専門に細分し、

かつ研修生の経験 ・知識に合わせて専攻を設置し、研修を効率よく実施してきた。

研修方式では、講義と 同様に、 実習 ・演習を重視しており、理論と実務をあわせて習得

し、研修修了者がただちに第一線で活躍できるよう配應をしている。

また、全寮制をとっており、授業時間外にも十分な討議や公共団体間の情報交換を図る

ことができるよう配應してきた。

専攻の中には、下水道法22条（設計者等の資格）の規定に甚づく指定講習が設けられて

いる。建設大臣の指定を受けた実施設計コース「管きょ II」、「処理場II」、 工事監督管理コ

ース 「工事管理II」及び厚生大臣と建設大臣の指定を受けた維持管理コース 「処理場管理

II」がこれに当たる。

研修期間は 2週間から 3週間のものが多いが、維持管理コースの「総合管理 I、II」の

研修は終末処理場において実地研修を行うため、足掛け約 5箇月にわたる長期研修とな っ

ている。

センター設立の昭和47年度から 3箇年は、外部の研修施設及び仮設の研修所で研修を行
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ってきたが、 50年 3月に試験研修本館が完成し、以降はこの本格的な施設において研修を

行っている。

設立当初は小規模であった研修執行体制は、 50年に試験研修本部が設躍 され教授等のス

タッフを充実して体制を整え、今日に至っている。ただし、研修1回数の増加、内容の多様

化に対応し、建設省及び下水道先進都市にも協力を依頼しているのが現状である。

※指定講習とは ：下水道法第22条によると、下水道の設計、 工事監仔管理または維持管理を行 う名は政

令で定める査格が必要である。この査格は、一定の実務経験を持つ者については、建設大臣（糸it持管

狸に関しては建設大臣及び］厚生人1屯）が指定した講罰を修了することによって生ずる こととされてい

る。 指定講料とはここ にいう講習のことである。

第 2節実績と傾向

平成 3年度までに実施した研修は 5コース26専攻であり、 4年度は 5コース21専攻を実

施している。研修修了者数をみると、実施設計コースの割合が全体の58％と大きな割合を

占め、次に維持管理コースが26％を占めている（表 2-4-1)。

特に実施設計コースの管きょ I、II及び設計専科専攻（推進工法及びシールド工法専攻）

は51％を占めており、地方公共団体の技術者需要が管渠関辿に比重がかかっていることを

裏付けている。

また維持管理コース参加者はほほ‘―貰 して増加しており、供用開始都市の増加に伴い今

後も漸増傾向か続くと思われる。

計画設計コースは近年の新規着手都市の増加と 比例 して参加者数が増えている。またエ

事監督管理及び監督指尊コースは、はほ‘一定の参加者とな っている。

指定講習は昭和48年から行っており、平成 4年 3月まで延べ7,990名の修了者を送り出し

ている。その数は全修了者の38％に当たり、‘'資格取得”に対する需要の嵩さがうかがえる。

これまでの参加団体は 2省庁、 2公団、 47都道府県及び1,298の市町村である。 全国には

3,200余の都市がある ので、 4割弱の都市が参加していることになる。

都道府県別の研修参加者数をみると、参加者が多いのは埼玉県、北海道、千薬県、東京

都、神奈川県などである（表 2-4-2)。
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過去 6年間の都市規模別の研修生の割合についてみると、 10万人以上の都市か らの参加

者数はほほ一定であるが、全研修生に占める割合は51％から44％に下がっている。一方10

万人未満の都市か らの参加者は毎年増加しており、この傾向は下水道事業着手都市数と一

定の相関がみられる（図 2-4 -1)。

研修の計画人員は、 昭和47年度の100名から始ま って急激に増加 し、 50年度には1,200名

とな った。その後平成 2年度までの14年間1,200名としていたが、研修需要の増大に対応す

表2-4-1 コース別
コース ； 47 48 49 50 51 52 53 54 55 

基礎尖務

設 可

計画設計 設 IIf I 

設 ,if II 64 28 35 48 42 49 46 
流域総合 61 44 31 24 16 20 15 14 

管き よ I 69 163 206 271 238 256 305 248 211 
※管き よ II 32 103 115 150 172 201 283 261 
設計専科 134 234 160 159 

実施設計 処理場 I

※処刑楊 ll 62 33 48 39 4 0 20 54 39 

処狸場 Ill 8 ， 7 

処理場設備 16 27 34 43 32 

工 •’ l.i監督管理 ※エ ,,i管理 II 28 46 56 50 45 66 62 

管きょ管理

小規校処理楊管理

処狸楊符理 l 30 31 27 16 47 43 55 54 

※処理楊符理 II 29 35 32 69 56 92 109 119 

総合符理 l 23 16 12 11 26 13 
維持管理 総合符理 II 12 8 8 4 10 7 

水質符理 I 14 10 13 17 20 26 

水質符理 II 21 46 66 61 68 
水 質符理 Ill 17 22 19 27 

管理専科

指 ＃ ！ ， 15 11 8 8 
監腎指砕 指 祁 II 63 49 21 23 21 

指 牡 Ill 7 8 6 

研 條 回 数 2 12 15 29 40 40 45 45 45 

計 両 100 600 738 1.100 1,200 1,200 1,200 1,200 1、200

実 絨 69 405 516 656 776 1.010 1. 201 1,249 1.180 

尖； 紐 梁 ,1 1. 474 990 1,646 2.422 3,432 4,633 5,882 7,062 

］ ※は法定沢格が取得できる指定沿料を示す

2 IAI監ff符狸コースの尖紹は、現在実施している l?li符理II専攻にま とめて;lt上した
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るため、 3年度1,300名、 4年度1,350名としている。

実績は、昭和52年度までは、計画研修人員を下匝lっていたが、 53年度以降おおむね計画

人員を上回ってきている。特に、平成元年度以降は計画人員を100-200名と大きく上回る

傾向にある。この結果、研修修了者の実組累計は、 5,000名を研修開始 8年目（昭和54年度）、

1万名を12年目 (58年度）、 1万5,000名を16年目 (62年度）、 2万名を20年目（平成 3年度）

にそれぞれ達成した（表 2-4 -1)。

研修実績の推移 ('Ii位 ：人）

56 57 58 59 60 61 62 63 jじ 2 3 ;；「 ％ 4 ~I両

47 47 0 2 45 

88 88 0 4 70 

25 47 48 120 0 6 

58 61 60 75 55 69 63 63 75 57 948 4 5 

11 15 ， ， 10 11 6 8 ， 13 ， 335 l 6 10 

258 222 227 199 182 196 232 235 254 276 280 4,528 21 5 245 

249 312 298 289 264 264 291 251 312 301 315 4. 463 21 2 320 

133 108 91 98 95 99 84 86 97 90 107 l 775 8. 4 90 

13 10 13 10 23 29 98 0 5 15 

39 39 40 39 3] 33 22 28 30 30 28 694 3 3 20 

II 13 15 7 70 0 3 

44 51 54 29 32 29 28 30 39 34 37 559 2 7 30 

80 68 83 76 66 64 56 78 63 66 73 1,126 5 3 60 

71 80 75 86 99 86 98 595 2 8 90 

13 13 0 1 20 

70 62 65 109 59 45 64 70 76 70 69 I, 062 5 0 50 

102 110 1 I O 114 90 104 110 100 110 118 98 1,707 8 l 100 

16 12 13 19 20 ， 11 15 7 JO 6 239 l l 10 ， 8 2 13 13 6 7 17 3 6 8 141 0 7 10 

33 30 24 41 34 31 33 29 3] 33 27 446 2 I 30 

48 46 33 28 28 29 22 30 30 39 31 626 3 0 30 

46 54 49 25 259 1 2 

48 6] 68 55 61 70 57 420 2 0 60 

7 11 ， 11 12 ， 7 5 10 132 0 6 

14 2 1 19 11 39 35 41 26 27 26 19 455 2 2 30 ， 16 14 JO 12 17 17 12 128 0 6 15 

45 45 47 47 47 47 47 51 50 50 50 51 

1,200 1.200 1,200 I, 200 1,200 1,200 I, 200 1,200 1,200 1,200 1,300 1,350 

1,237 l,259 1,200 1.210 l,156 I, 187 1,230 1,262 1,397 1,423 l,151 21,074 100 0 1. 350 

8,299 9,558 10,758 11,968 13,124 14,311 15,541 16.803 18,200 19,623 21,074 
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千人

I. 6 

図2-4-1 都市規模別研修者数の推移

1. 4 

1. 2 

0.8 

0.6 

0.4 

0.2 

゜

1,439 

62 63 杓成元 2 

言lい 10万以上の都市 -5-10い鵬 5Jj人未満

注 ］ 国の行庁 ・公団研條生は含まない

注 2 10万人以上には 、都道府l＼り分を加えている

注 3 5万人以上には、公社、系ll合等を加えている

昭和61 3
 

第 3節 研修施設と実習設備の整備

仮設の研修所は昭和48年 5月に埼玉県荒川左岸南部流域下水道荒川処理セ ンター内に建

設された。プレハプ平屋建て延床面積580m’であり、本館（うち教室 l室含む）、 厚生棟、

寮棟 (4人室 X 8室）から構成されていた。これらは、研修本館完成とと もに順次撤去さ

れた。

現在の試験研修本館は50年 3月に完成した。鉄筋コ ンク リート造り 6階建て、延床面積

5,234m’であり、 1階及び 2階は事務室、図書室、実験尖習室、講師控室、 3階は 5教室、

講堂兼視聴覚教室、製図室、 4階は食堂、浴室、 5階及び 6階は寮室(4人室X38室＝152

名収容）が設置された。

総合実験棟が59年11月に完成し、コ ンクリート・ポ ンプ実習 はこ ちら に移った。

平成 2年 3月には研修本館の改修が終わり、 517面の増築がなされた。寮室の収容人員は

変わ らなかったが、研修生 1人当たり の寮室面租が4.7m’から6.6m'と1.4倍にな り、 二段ベ

ッドの解消を図ることができ た。
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表2-4-2 年度別研脩

;ド竺 昭fl/47年度 48年11 49年度 50年度 51年度 52年度 53年度 54年度 55年度 56年度

北湘 道 3 17 37 49 45 63 58 79 91 61 

i't 森 1 6 8 12 11 20 26 21 17 23 

沿 手 3 ， ， 7 13 13 17 22 16 18 
,,9.·•, 9 -- 城 l ， 10 21 31 35 30 33 36 35 

秋 1-l l 3 2 11 ， 26 15 12 17 12 

山 形 6 3 5 6 15 15 21 18 16 

輻 .f "•U • 、 2 7 ， 11 12 17 22 11 22 23 

茨 城 2 l6 I 6 23 35 37 33 57 52 33 

栃 木 I 6 ] 3 24 25 31 32 32 24 47 

郡 馬 2 11 7 10 15 23 29 25 ] 7 19 

埼 -|; 13 28 27 42 57 66 67 75 103 102 

千 葉 3 13 17 26 27 36 48 59 60 63 

束 -)i''， 4 3 24 31 28 32 48 51 57 46 54 

神奈川 3 16 21 24 23 37 47 56 58 53 

山 禾木9 J 3 5 5 6 13 13 ， 12 

新 潟 4 16 16 15 22 33 29 33 36 
. 的•. 111 l 6 8 ， 7 16 13 14 10 13 

石 Jil l 6 5 4 8 7 27 30 18 13 

長 野 3 10 12 14 13 30 43 34 37 30 

岐 ゃI’’ ， 15 21 14 21 24 17 20 15 

静 岡 1 12 12 10 15 22 24 27 24 36 

愛 知 1 12 11 22 31 30 34 41 41 59 

三 煎 1 8 ， ， 6 6 6 ， 7 5 

福 JI' 2 6 5 7 8 4 8 18 8 10 

滋 箕 6 ， 6 14 27 26 27 18 30 
;＇勺Jヽ~ 都 1 3 11 12 12 13 20 26 23 22 

人： 阪 5 ， ， 13 17 13 28 23 29 24 

斤．．．． ． 廂． ？ 6 1 3 18 27 33 33 29 25 29 

奈 良 10 18 22 20 14 20 19 23 20 

和 歌 山 2 5 2 5 6 14 13 2 13 

,r．:9 ＇ 取 5 4 7 8 5 17 15 11 10 

島 根 2 2 4 4 ， 7 14 15 16 

岡 11」 2 I] 13 8 10 13 24 22 6 15 

広 /. b I 6 8 ， 8 14 23 27 30 43 

111 II 1 6 ， 13 23 31 33 30 33 39 

徳 "(" ,- 3 I J 4 6 4 3 1 

香 ) 1 1 1 6 8 1 8 JO 17 18 11 13 ] 4 

mょ• 媛 4 10 14 12 16 17 1 ? 叩 14 

晶 知 1 4 J l 4 ， 8 8 3 3 

幅 岡 1 8 12 20 15 22 22 21 17 26 

佐 9只999 3 4 2 6 5 12 10 6 7 

艮 崎 1 7 8 8 14 19 21 25 20 23 
ム，II．9ヒc ．、 本 2 8 8 15 25 31 41 41 29 23 

大 分 8 6 II 18 13 15 20 20 20 

・,,，-・' -, - 崎 2 3 4 1 3 6 5 8 8 II 

鹿児，（：J I 8 3 3 6 7 7 7 ， 
i'I' 縄 2 11 16 15 16 22 28 23 15 19 

小計 69 376 493 633 741 981 1,158 1,226 1,158 1,218 

i詫都I澄低斜i 6 6 15 ， 10 8 

地姐澳整訟•t| 11 13 14 7 5 3 

建設省 27 23 21 17 10 14 7 7 8 

北海道 l~I 発庁 2 2 1 

小社 29 23 23 35 29 43 23 22 18 

合計 69 405 5] 6 656 776 1,010 1,201 1,249 1,180 I, 237 
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実績（都道府県別） (ili位：人）

57年度 58年度 59年度 60年度 61年度 62年度 63年度 平成元年度 2年度 3年度 合，t1-

88 72 79 74 73 68 62 76 73 84 1,247 

24 19 17 ] 3 17 19 12 23 25 24 338 
13 11 10 14 13 22 16 18 21 30 295 
32 20 27 23 19 25 25 29 20 28 489 
15 13 16 20 22 15 20 33 24 26 312 
13 15 11 ， 19 24 16 18 19 21 269 
15 14 21 15 16 23 29 38 37 38 382 
31 21 33 31 28 24 32 31 27 26 588 
39 36 31 26 28 27 39 34 29 27 550 
15 19 19 15 20 23 13 28 21 23 357 
111 108 118 93 98 107 109 98 93 92 1,602 
79 91 76 76 76 67 60 59 67 60 1,064 

60 65 58 66 56 63 53 48 45 46 933 
65 62 67 51 64 56 46 57 65 60 931 
10 13 7 6 8 16 19 15 22 13 195 
57 36 41 41 37 43 39 47 47 45 638 
14 14 12 13 11 17 17 20 20 15 250 
15 11 14 11 12 14 27 30 21 26 300 
24 31 35 35 30 37 32 44 58 62 612 
19 19 20 19 25 22 20 30 34 37 402 
37 33 32 44 28 37 40 42 33 39 549 
46 49 44 39 44 51 56 67 74 71 823 
7 8 ， 7 8 ， 13 30 32 43 232 
14 17 14 15 23 11 13 12 16 14 226 
19 21 16 22 30 30 30 20 36 30 415 
27 24 29 30 24 35 30 25 26 31 424 
35 32 39 33 30 28 34 40 45 47 533 
31 36 34 28 30 28 40 47 43 43 574 
18 16 10 18 16 13 19 23 19 14 332 
6 5 5 ， 6 3 5 3 4 4 112 
13 ， 8 ll 8 ， 4 7 6 ， 166 ， 10 6 ， 6 7 ， 12 ， 13 163 
18 19 16 19 17 16 34 18 25 22 328 
32 32 37 28 40 34 41 45 54 47 560 
31 24 29 25 23 31 29 31 24 32 497 
I 5 2 l 

゜
4 36 

11 ， ， 8 12 10 12 13 14 13 227 
13 10 17 13 18 18 16 19 19 22 285 
1 3 3 4 7 7 13 14 8 11 112 

23 20 22 20 26 17 18 22 26 24 382 
5 7 4 4 4 ， ， 12 10 ， 128 
12 12 19 11 11 16 18 13 17 21 296 
35 27 24 26 23 20 24 29 24 22 477 
17 18 15 19 19 17 17 17 21 25 316 
]2 13 ， 10 10 10 8 II 16 11 161 
17 17 15 12 14 15 10 16 19 13 199 
12 16 18 22 21 19 22 18 20 22 356 

1. 241 1,182 1,195 1,139 l, 170 1,212 1,250 1,383 1,408 l,439 20. 672 
10 10 10 10 II 12 8 11 12 10 158 

3 3 3 2 2 2 1 2 2 73 

5 5 2 5 4 4 3 l 1 2 166 

5 
18 18 15 17 17 18 12 14 15 12 402 

1.259 1. 200 1.210 1.156 1.187 1,230 l.262 1,397 1,423 1,451 21,074 
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表2-4-3 演習実習用機器一覧

秤 りlj 機 岱 名 称

測 :,:: . 製似l| '1;../1.i.illll ht悩15台、レペル11台、 トランシット 4台、ポール20本、スタッフ21本、テーフ 12本、 トレ

ース台 l台、製図台51台、 ドラフター46台、大邸複'i機 3台、定規、製図）11具台、フラニメーター

2台

1・. 質 、J¥ 験 I '屯{i）J式 I,1仙，記録装；；り付ー釉11:縮、試験機 4台、 三柚II潅ii試験機］台、液性限界測定装ifi7台、定水位

透水試験機］台、変水位透水、式験機 2台、 ーlhiせん断試験機 2台、椋準II・・密試験機 l台、椋準闘人

試験機 l台、 Jt屯測庄器 l台、乾燦悩 2台、 I：質試験JIj標準ふ るい 2糾

コンクリート，式験 I Jj能材料試験機］台、小刑定温・,じ気屹嵌機］台、 il|III：式モルタルll潅ii試験機 1台、コンクリート透

水，式験機 l台、ヒーヒーコンシストメーター l台、ポアソン比illIl祉装i府］台、ロサンゼルス試験機

］ 台、令 19 1 動•恒温水供給装；；，t ]台、 't,i温 ・ 十Iii:II!•槽 l 台、洗い分析試験装 ；li l台、 ミハエリス1111げ抵

菰式験機 l台、モルタルミキサー l台、締!,'iiめ係数試験機 l台、比ふf1i札't試験料］台、 i1!111:．降 F式

ピガー針装；fil台、モルタルフロー試験器 l台、束ll骨材比if（測定装iiiI台、＂［搬傾胴刑 ミキサー 2

台、砂のイi機イ浄屯物illll迩装；在］台、スランフ試験器 3台、 1、1，記温湿1文社 1台、エアメーター 4台、

尺1枠邪、塩分il:'l度，n・2台、その他

恥 'i・叩）J・ガス 1 公，り:Jilt輝 J，汁 4台、騒叩,.2台、周波数分析岱 1台、［濡校 Il忍］台、高辿1文レペルコーダ 2台、

雑(',発'1：悩 l台、 1',.：j低域オクタ ープフィルターユニット 各 l台、携幣JI!,『［燃性ガス測定岱 1台、ガ

ス検‘A11悩］台、一酸化炭ぷ検知付酸索 ・メタン秤報岱］台、スヒーカー、コード、その他

水 1't ,J¥ 験 1 大叩9I襲年 4台、 ドラフトチャンパー2台、 FL珈＇l：ぷ犬秤 2台、ダプルピーム 1‘1,1じ分光光1文，i|・］台、

分光光1文，i|・1台、 pHメーター 6台、 DOメーター 6台、 BODふらん器 2台、アンモニア桑留装；社

(6辿） 1 台、辿心悩 3 台、屯気炉 ］ 台、屯気•tn温岱 3 台、高純水製造装 iii I台、機材JIl分光器］

台、低温，:・:;温槽 l台、 II［ぶ火秤 2式、 I.JIil)く秤 1台、恒温水浴槽 l)ぷ、超行波洗浄悩 3台

牛物細 l'U'"し験 渕微錢 9 台、 ,:·:ill:蒸気滅 [[i}怜 l 台、•恒温悩 2 台、 i(ii牧錢カラーテレピ装；tiー式

イi・＇i;物質 illll迩 ダプルピーム 2チャンネル1);ir・吸光光1文，l!-1台、ダプルピーム 1チャンネル、シングルピーム］チ

ャン不ル1!；!f吸光光I又，fl・ I 台、 1以 r·吸光光1災，i I • 4 台、原 f•吸光川水銀 ・ ひ索分析装iit 2台、 TCD

付ガスクロマトグラフ 1台、 FID付きガスクロマトグラフ 1台、 TCD・FID付きガスクロマ

トグラフ 1台、 FPO付きガスクロマトグラフ 1台、 FPD・FIDガスクロマトグラフ 2台、 E

CD付きガスクロマトグラフ 3台、全水銀分紹Ill遠流装iti3 式、 II[ ）く秤 l 台、 ,:·:ii 弗．＇•'．，:，式料飢化袢入

公；府 4台、ガスクロマトグラフデーター処刑装ifi2台

処狸尖料 JIl I 辿続パッチ式暉Ji11•rti り油改験装 i対 3 台、処FLL！場辿§靡 FLL！シミュレーション装 ; ;,1 4台、 1JIl圧脱IK試

験機 4台

設 1胤i丈料 JIl I ホンフ，女hi1，i （流： ， t• "［変ホ ンフ、 屯磁流枯，i|、水槽） 1式、ボンフ楳作盤 (i命1it.|911 転数指ぷ，凋節 ，i I •

竹；） ］式、，i1．複l|熊（屯II・・，廿、屯流，i1、抵抗社） 1 式、ロジ ソクトレーナー（無接 ．＇.'.,:iじ i’•IIIl 路） 4台、

翡じ諾熊（イi接．＇.',,:iじ氣IIII路） 2台、 ，i|恨11機悩類（屯流，汁、屯II..，汁、抵抗，i|．、オシロスコーフ、 X-

Y記録，iI・) 4式、イ ンターフェース弁俎 1台

計装‘必料 JIl 1,il装謬il式、ノイ ズ，式験装iiiI式、尖料JIll菜 ，il僻 IJ.°\ 、流 : , ::,n·. 水位 ，tI• シミュレーター 1 式

視聴覚設備一覧

公 '’Y’’’ ・ 名 台数 」I,'< irt 名 台数

16ミリ映’げ機 4 台 カセソトデッキ 2 台

8ミリ映''J機 1 fI; I オープンテーフテソキ l 台
スライド映＇げ機 4 台 モニターテレビ 7 台

ピデオデ ッキ (VIIS) 2 台 オーパーヘソドフロジェクター 3 台

II ((J） 1 台 9 、99: '(，9 ヤじ",.,'’ ’,'’i’9 ・ l 式

ビデオカメラ I 台
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第 5章 下水道・除害施設の技術開発と実用化

第 1節技術開発の概要

事業団技術開発部は昭和47年11月、下水道事業センタ ー試験所として発足し50年 4月試

験研修本部試験部を経て59年 4月に現在の名称に改めており、これまで下水道と除害施設

に関する技術を開発し、その実用化を促進するための研究 ・調査 ・試験を行うとともにそ

れらの成果の普及を行ってきた。

このうち 「除害施設の技術開発」と「研究 ・調査 ・試験の成果の普及」は、 50年の事業

団移行後開始した。

これらの試験研究は、国の下水道整備五箇年計画における重点整備目標、地方公共団体

の下水道事業、事業団の業務の動向などに沿いながら進められている。

1 研究基本目標と試験研究テーマ

技術開発部における試験研究には、 事業団が全国的な視野か ら自主的に試験研究テーマ

を定め、国及び主要地方公共団体か ら支出される業務運営補助金によっ て実施する固有研

究(47年度開始） 、地方公共団体等が新技術の採用などに当たって事業団に委託する地方等

受託研究(48年度開始）、国が緊急を要するため事業団に委託する国受託研究(49年度開始）

及び下水道に関する新技術の適切な導入を図るための調査としての技術評価(54年度開始）

の 4つがある。

個々 の試験研究テーマは、 50年度から研究基本目標によ って統括している。50年度から

平成 2年度までの甚本目標は、次のとおりであ った。

①汚泥の処理処分に関する技術
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②湖沼等の富栄養化防止に関する三次処理等の技術

③二次処理施設の改良に関する技術

④除害施設に関する技術

⑤下水道施設の合理的設計 ・施工に関する技術

⑥バイオテクノロジーの活用による新しい下水処理技術の開発

⑦新技術評価のための調査

これらの研究碁本目標に沿って水処理、汚泥処理、高度処理、設計 ・施工等に関する試

験研究を実施した。 3年度末までに終了した試験研究は165テーマである（資料 5-1)。

3年度からは国の第 7次下水道整備五箇年計画が始まること及び地方公共団体からの要

請と社会ニーズの高度化・多様化に対応していくことから、研究甚本目標を次のように改

定した。

①小規模下水道に適した技術

②利用目的に対応した下水再利用技術

③汚泥の効率的処理と有効利用のための技術

④社会ニーズに対応した下水道システムの高規格化のための技術

⑤新技術評価のための調査

⑥下水道施設の合理的設計施工に関する技術

表 2-5 -1は平成 3年度及び 4年度に実施し、または実施予定の試験研究テーマを示

している。

①小規模下水道に適した技術

今後の下水道整備における 当面の課題である小規模下水道を効率的に整備していくため

に必要な処理技術の開発や広域的な維持管理システムの開発などを中心に技術開発を行

゜
、つ

②利用目的に対応した下水再利用技術

下水処理水の多様な利用に対応するため、従来から行われてきた浮遊物、 窒索、燐除去

技術の効率化に加えて、膜分離技術を応用した処理技術の実用化を進める。

③汚泥の効率的処理と有効利用のための技術

下水汚泥のコンポスト化等による有効利用を一層促辿する技術や焼却炉等から発生する

排ガスの合理的な処理技術のIこ｝fl発を行う 。
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第 5章 下水道 ・除害施設の技術開発と実用化

表2-5-1 新研究基本目標による試験研究テーマ （平成 3年度～）

研究基本目標 試験研究テーマ（調査年度） 固有 ・受託の別

1小規模下水道に (1)簡易な汚泥処理手法の開発に関する調杏(H元～ 3) 固有

適した技術 (2)水処狸 ．汚泥処理一f本型施設の開発に関する調査(3-7) 岡イI

(3)小規模 I"水道システムに適したユニットプロセスの開発に関する調査(3 同有

~ 5) 

(4)簡易な処理施設の開発に関する調査（元～ 3) 国受託

(5)小規校処理場の広域維持管理システムに1対する調壺(3-6) 国受託

2利用目的に対応 (6)処理水の多様な利用に応じた仕上げ処理法の開発に1対する調査（元～ 3) 固布

した下水再利HI (7)パイオテクノロジーを活川した効率的な窒索、 リン除上・技術の尖用化に関す 固有

技術 る調11'(3-6)

(8)膜分離技術の下水処理への適用性に関する調11:(4-6) 国受託

(9)淀川左ii！流域下水道渚処理場に関する技術調査(S62-H3) 地｝］受託

(10)淀川左岸流域下水道渚処理場の店度処理の評価に1対する技術調査(H2~3) 地方受託

(11)パイオテクノロジーの利用による酸索活性汚泥法の高度処理化に関する調査 地方受託

(3 -4) 

(12)二次処理水の脱色処理に関する調査(3-5) 地方受託

(13)二次処刑水のオゾン処理法に関する技術的澗:t.'(3) 地方受託

3汚泥の効率的処 (14)ド水汚泥長期貯留とその性状変化に関する調-ti:(4-6) 固布

理と有効利用の (15)汚泥処理返流水からの査源阿収に関する調究(4-6) 固有

ための技術 (］6）卜水 汚泥の裳地等への利用の適正秤理に1刻する調森（元～ 4) 同受託

(17)汚泥浴融システムの運転管理の適正化に1対する調介(2~5) 国受託

(18)排ガス処理システムの合理化に関する澗査(3-6) 11,J受託

(19)琵琶湖流域下水道に適した汚泥浴融システムの設計方法に1対する調査(3 地）i受託

~ 4) 

(20)沖縄J＼ー！流域下水道の効率的な汚泥処理に関する技術調1¥:(3-4) 地方受託

4社会ニーズに対 (21) f水道施設における硫化水索によるコンクリートの劣化機構 と防止対策に関 固布

応した下水道シ する調11(3-5)

ステムの嵩規格 (22) 下水符路施設の酎久性の向上と再生 • 更新に関する調森（元～ 4) 国受託

化のための技術 (23)下水道施設における生物脱呉技術の開発に関する調査(2-4) 国受託

(24)加買沿i因流域下水道（大聖寺川処理区）施設の防食設計に関する調査(2-3) 地方受託

(25)手賀沼流域下水道の防食対策に関する調査(3-4) 地）i受託

(26)八王（・市北野 F水処理場構造物に1関する調杏(3) 地方受託

(27)藤i)も11南部処理区の合流改普に関する調査(2-4) 地）］受託

(28)西宮rII西宮処理区の合流下水道改蒋に関する調査(3-4) 地方受託

(29)荒川右／jl流域下水道新河岸川処理センターにおける火気対策に1対する技術調 地）］受託

杏 (3-5) 

(30)印旅沼流域下水道のコンクリート耐久性調森(3) 地方受託

5新技術評価のた (31)汚泥述心濃縮技術の評価に1紺する調:ti:(2-5) 技術評価

めの調査 (32)高速ろ過法の評価に関する調査(3-5) 技術評価

(33)新技術祁人の1i後評価に関する調介．（3～） 技術評価

(34)‘J;'.Jll化llt.99月開発調査(4-) 技術評価

6下水道施設の合 (35) F水道施設の設，11基準に関する調査(S61-) 国受託

理的設計施T．に (36)ド水道_c,1i設計梢鉢施工の適正化に1対する湖介(52~） 国受託

I対する技術 (37) F水道施設維持符理毀梢葬基準の適正化に1対する調:t.'(4) 国受託

その他 (38) T-虻J¥H内岸プロ ソク 下水汚泥広域処理’lt業基本構想調杏(H元～ 4) 地方受託

(39)玄海地1><:ド水汚泥広域処理事業基本構想調令(3) 地）j受託

39テーマ

A n i t・ （括lイI8テーマ、技術評価 4テーマ、国受託11テーマ、地）j受託16テーマ）

ほかに 'l勺&-.4年度地方受託 81牛を予定
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④社会ニーズに対応した下水道システムの闇規格化のための技術

硫化水素によるコンクリート腐食の機構解明や防止技術の開発を行い、下水道システム

の耐久性の向上を図るとともに、周辺環境と調和した下水処理場の設計・建設を行うため

に生物脱臭技術の効率化のための試験研究を行う。

⑤新技術評価のための調査

汚泥遠心濃縮技術や嵩速ろ過法の技術評価を行うための調杏を実施するとともに、これ

まで技術評価を行い実施設に森入されてきた新技術の一層の向上を図るための事後評価の

調査を開始した。また、 4年度から下水道事業を推進するなかで緊急に解決すべき課題を

取り上げ総合的な視点から重点的に研究開発を行いその実用化を図るために、実用化重点

開発調査を開始した。

2 試験研究体制

下水道事業センター試験所として発足した昭和47年度には、試験所長、試験課長、課員

2名のわずか 4名、試験研究骰約180万円という小さい組織であったが、下水道事業の進展

とともに次第に拡充が図られてきた（表 2-5 -2)。

50年度は試験部が大きな発展を遂げた年である。 4月に試験所はそれまでの港区御成門

の第24森ビルから埼玉県戸田市に新築された試験研修本部へ移転し、名称も試験所から試

験研修本部試験部と改められた。さらに、この年度より建設省からの下水道事業調査費に

よる調査を継続的に受託実施することになり、試験研究テーマ数と試験研究費が大幅に伸

びた。こうした予算の伸びに対応して、水質担当の総括主任研究員の新設、土木、衛生工

学、化学等の技術職員の大幅な増員がなされた。

51年度には、汚泥処理処分に関する試険研究の充実のために汚泥担当の総括主任研究員、

53年度には、下水道施設の設計施工技術に関する試験研究強化のため、基礎構造担当の総

括主任研究員が設置された。

こうして、ほぼ現在の研究体制の骨格が形成されたが、技術開発に対する要請が多様化

するなかで、より積極的に新技術の開発を行い、下水道事業へのより効果的な尊入を図る

ため、 59年度に組織等の大幅な拡充を行った。すなわち、試験部という組織名称を技術開

発部へと改め、技術開発とその実用化をより強力に実施する姿勢を打ち出した。また、技

術評価を充実して新技術の導入をより円滑に進めるため、従来の基礎 ・構造担当の総括主
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表2-5-2 試験研究の実績（総括）

： 固有 研 究 国受託 地 方受託 技術評価調査 計

テーマ 庁費等 テーマ 調査校等 テーマ 調査毀等 テーマ 調査骰 テーマ

数 （千円） 数 （含人件潰 T刊） 数 （含人（惰 ffl) 数 （千円） 数 （千円）

昭和47 1,800 1,800 

48 15,039 4 13,800 4 28,839 

49 3 38,863 1 70,000 4 7,900 8 116,763 

50 6 96,390 6 191,000 3 4,000 15 291. 390 

51 6 86,663 7 225,000 6 14. 039 19 325,702 

52 7 79,394 8 238,300 7 28,000 22 345,694 

53 ， 79,253 8 219,000 13 74,600 30 372,853 

54 8 91,093 8 195,000 13 60. 100 2 25,000 31 371,193 

55 7 79. 133 8 178,000 18 90,805 2 25,000 35 372,938 

56 7 80,268 ， 210. 327 11 98,900 2 25,000 29 414,495 

57 7 77,053 7 191,000 11 106,930 2 25,000 27 399,983 

58 6 73,860 7 190,000 ， 124. 329 2 25,000 24 413. 189 

59 6 72,752 8 180、000 12 194,200 2 25,000 28 471,952 

60 6 70,496 ， 190,044 14 152,820 2 25,000 31 438,360 

61 6 71,118 ， 191, 739 11 118,750 2 25,000 28 406,607 

62 6 69,992 ， 192,567 13 205,880 2 25,000 30 493,439 

63 6 69,968 10 195. 039 15 234,630 2 25,000 33 524,637 

平成元 6 65. 494 10 192,000 15 275,254 2 25,750 33 558,498 

2 6 65,953 ， 179,000 13 228,677 2 25,750 30 499,380 

3 6 65,143 ， 177,000 16 245,520 3 41. 200 34 528,863 

任研究員から技術評価担当の総括主任研究員への振替えを行った。

さらに、近年、バイオテクノ ロジーが著しく進歩し下水道分野への応用が期待されてお

り、その消入を図るため60年度にバイオテクノ ロジー担当の総括主任研究員を新設 した。

3 実験施設と設備の整備

試験研修本館をはじめ技術開発部の実験施設は、国と地方公共団体か らの出査金 ・補助

金に よって整備されてきた。

試験研修本館の建設は、昭和47年度に着手し49年度に完成したが、 本館内には事務室の

ほか、 一般分析室、機器分析室、天秤室、生物実験室及び恒温実験室が設置された。
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表2-5-3 総合実験棟の汚泥利用建材

製 I : J I i l 名 寸法 (mm) 使川箇所 数 姑： 使）II汚泥

1. 透水性平板 300 X 300 X 60 本部正l"l歩道 23m' 水砕浴融スラグ

2. テラゾプロソク （輻木 として） 900 X 150 X 25 1階実料宅 65m 徐冷溶融スラグ

3. インターロノキングプロノク 222 X 110 X 60 尖洲棟北側歩道 82m' イi／火系焼却灰

4. 陶料質タイル 80Xl60Xl2 玄1¥¥1ホール壁 5 m' 石灰系焼却灰

5.吹付材 本部旧"11"1扉 90m' 人［軽批糸IIl粒材

6.プランター 200 X 900 X 4 70 X 60 本舟＇：東側 6台 l ol 」••

7. 芝 I；IIl砂利 尖験棟北側 6 t 詞 ．I.

8. l'l．陶怜 ¢, 150、660 配水管 6m 高分 f系焼却灰

49年度からは、下水の高度処理に関する各種処理方式のパイロ ットプラン トを琵琶湖に

近接する大津市終末処理場に建設し、 54年度まで実験を行った。

50年度から試険研修本部内で実験施設の整備が始まった。51年度には水処理実験棟、 53

年度には汚泥処理実験棟か完成し、内部には二次処理実験設備、闇度処理実験設備等を設

置し、本格的な実験が開始された。

59年度には900面の総合実験棟が完成し、一層実験施設の充実が図られた。総合実験棟の

建設に当たっては、これまでに開発された下水汚泥利用の建設資材を一部使用している。

表 2-5 -3はその覧を示している。

62年度から平成元年度にかけては微量物質分析や糾•I菌微生物実験の充実を図るためクリ

ーンルームを新設し、 2年度と 3年度には小規模下水道に対応した試験研究を一層推進す

るため恒温実験室を新設した。

4 共同研究の推進

昭和59年度に総合実験棟が完成し、これらの実験施設を利用して試験研究を強力に進め

ることができるようにな ったことから、これを利用 して民間企業等との共同研究を行い、

事業団と民間企業等の双方の蓄積された技術力を有効に活用し、技術開発の効率化 と開発

された新技術のより速やかな実用化を進めることになった。

まず、 59年 8月に共同研究規程が定められた。これと並行して共同研究の公募がなされ、

応募者のヒャリング等を経て、 59年度 3課題が決定した。選定の過程においては、他の機

関とすでに共同研究がなされている もの、 開発が終了段階にあるも の、実施設への適用が

時期尚早と思われるもの、独自技術と 言い難いものなどが検討の対象から外された。
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表2-5-4 共同研究の実施状況

テ マ 名 実 施 年 度 共 同 研 究 者

小規模向下水処理施設の開発 昭和59 （U) I―1本下水道施設業協会

微生物を利月1した硲度処理プロセスに適した汚泥処理技術の開発 59-60 栗田ー［業淋

阿分式活性汚泥法の装骰の開発 59-60 三）ヤ造船淋

阿分式活性汚泥法の装；社の開発 59-60 昧西原g1境衛生

鎌気 ・好気兼用水巾攪拌機の周波数変換機による運転制御システム開発 60 阪神動力機械淋

固定化微生物を[llいた窒索除去技術の開発 昭和60～平成 4 H立プラント建設仰

固定化徴生物を用いた心ii農度有機物除去技術の開発 昭和60～平成 2 久保田鉄 ［淋

好気性ろ床法の施設の開発 昭和60-61 佳原インフィルコ（松

三機工業（株

「1 本叫—卜（材

三槽切替式生物脱窒 ・脱リン法の開発 61-63 川崎頂 ［業恨

接触ろ過脱 リン法の開発 昭和61～平成元 水道機エ（掬

邸度処理プロセスに適した汚泥処理技術の開発 昭和62-63 栗IIlt業仰

汚泥脱水工程での高分布疑集剤注入制御法の1)t1発 平成元～ 3 佳原インフィルコ（仰

生物脱呉装甜の開発 2 ~ 4 日本碍子仰

膜分離法による超邸度処理技術の開発 2 ~ 5 新 l1本製鉄（掬

新 しい固液分離装沼を用いた小規模下水処理システムの間発 2 ~ 5 オルガノ（株

小規模処理場の広域維持管理システムの開発 3 ~ 5 三袋屯機（株

共同研究課題は事業団の技術委員会と理事長の諮問機関である技術評価委員会で審議さ

れ、最終結果は役員会に報告され、共同研究の進捗状況は適時技術評価委員会に報告され

ている。

表 2-5-4は59年度から平成 3年度までの共同研究の実施状況を示している。

5 試験研究成果の刊行

技術開発部は、昭和49年度から試験研究の成果を「技術開発部報」として毎年刊行する

ほか、必要に応じて 「技術資料」 等を発行している。さらに、技術開発部の年度ごと の活

動の概要をよりわかりやすく紹介するために、組織と 予算、年間の活動状況、各試験研究

テーマの概要、施設の概要等を収録した「技術開発年報」を61年度から刊行している。

表 2-5-5は平成 3年度までに発行した主な技術資料の一競表である。
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①西ドイツの下水道技術

②試験研究成果の要約

表2-5-5 主な技術資料一覧

③バリューエンジニアリング及び有甜物質除去に1具lする研究

④圧力式下水道と真空式下水道

⑤下水汚泥のコンポスト化設備に関する技術調査

⑥オキシデーションディッチ法の技術資料

⑦接触酸化法による下水の二次処理に関する技術調査

⑧嫌気性処理プロセスの開発と下水処理への適用

⑨活性汚泥循環変法の技術資料

⑩岡分式活性汚泥法の評価に関する技術査料 (1次）

⑪好気性ろ床法による下水の二次処理に関する技術査料

⑫徴生物を利用した窒索及びリン除去プロセスに関する技術衰料

⑬回分式活性汚泥法の評価に関する技術査料 (2次）

⑭晶析）lJもリン法及び接触ろ過脱リン法の技術査料

⑮接触ろ過脱リン法の開発に関する共同研究（中間報告）

⑯好気性ろ床法に1関する技術資料（設計の考え方）

⑰効率的な汚泥濃縮法の評価に関する技術資料（第 1次）

⑬品濃度有機物除去バイオリアクターの開発に関する技術査料

⑲スウェーデン、デンマークの下水道技術と水質汚濁防止対策に関する技術衰料

⑳効率的な汚泥濃縮法の評価に関する技術査料（第 2次）

第 2節技術評価委員会の活動

第 2編各論

事業団は、下水道及び除害施設に関する技術の開発及び実用化のための試験研究の一環

として、内外で開発される新技術の適用性を評価するための調査・試験を行っている。新

技術は事業団ばかりでなく、広く学識経験者、利用者としての地方公共団体の技術者によ

る公正な評価が必要と考えられ、理事長の諮問機関として昭和49年度に技術評価委員会が

設罹された。

技術評価委員会は、国または地方公共団体の下水道所掌部局の長、学識経験者、事業団

理事等から構成され、理事長の諮問に応じ、下水道に関する新技術の実用化のための評価

その他下水道技術の研究、調査及び試験に関する重要事項を調査審議している。さらに技

術評価委員会の下部機構として、専門の事項を調査するために専門委員会を設けている。
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表2-5-6 技術評価委員会の構成

技 術評価委員会

水処理専門委員会

下水汚泥処理処分専門委員会

高度処理専門委員会

民間技術専門委 員 会

表2-5-7 技術評価委員会の委員

平成 4年 3月24日現在

氏 名 所 属 職 名

左合 正雄 束京都立大学名誉教授

井前勝人 前佐賀大学教授

松本順一郎 日本大学教授（工学部土木工学科）

柏谷 衛 束京理科大学教授（理工学部土木工学科）

村上 健 建設省都市局下水道部長

安中徳二 建設省土木研究所下水道部長

藤谷典司 仙台市下水道局長

村田恒雄 束京都下水道局長

宮 腰 繋 樹 横浜市下水道局長

加藤 隆夫 大阪市下水道局長

西口 勇 日本下水道協会技術部長

松崎茂樹 日本下水道事業団理事

村上 仁 日本下水道事業団常任参与
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表2-5-8 技術評価委員会審議内容

諮 l:：I’It iii 帝 ＇，義 lJ、l 容 答，,, 第 l編該‘片

稼働中の 1、水道処FIl場の制御に関する実態調査等により、 ht(l{J,．iIiUIli二．体の
昭和

F水処狸のI'直J制 視l1寺，9.’•'：での I, 1 動制御方式と、質的，：「illI)や解析技術の進歩した将来時点での ( I
50年10月

御について 動制御）i式の提案を第二次答Iドまでに報告。 i'I動制御のうち標準活性汚泥法 P68 
55年 6JI 

(II{｛禾1149イド 7 JI) によるエアレーションタンクのMLDOの制御の）＃人についての），日本的な考
58年8JI 

え）jなどを第三次答IIIとして船I;。

稼侃1,の尖施設による述点公湖介火紐により、処理機能や実施 I．．の留邸'|紅ii

陪ぷ活性杓泥法に の解JI)!を第二次答IIiまでに終 f。 50年lOJI 
P69 ・ 

ついて ヽ求／廷ド水を i :• とする一般処f1|！場への同法の適川性を，罪価するため、施設 53年1l) 1 
P97 

(49イl:. 7 } l) 装；荘の耐久性、維持符理'it布について、空気法との比較検討を第三次答1|Iと 56年 6JI 

して報作。

既作の叩I収焼却；＆ 脱水ケーキの焼却炉として尖紐の多い 1•L邸多段炉、流動燃焼炉、ロータリ

備について ーキルンの 3機種について、維持竹判！性などの技術 Iの比較と経済性の比較 55年 6)) P70 

(50年 7JI) などについて報布。

阿転焼ill炉設備に わが国で昭和51年に FIK処刑場で実！11化された炉で、既存の Uヽ利多段炉、

ついて 流動燃焼炉との経済性の比較と設計の指標、維持符理 1の留窓’li項邪につい 55年10)1 P71 

(52年 8JI) て報告。

蒸発乾燥焼却設備 わが1叶の 卜水道で初めて尖川化された、流動油を媒体として汚i)ビの脱水と

について 焼却を一l'［して行う設備について、 ド水道処理への適応性、維持符Pl1性、安 55年IOJI P7! 

(52年 8JI) 全性、成，fi・ Iの留慈’1i項芥について報告。

田内での実紐がなかったため、諸外[i:1での巡転及び兵験結栄と、 ’lヅ文［寸［で
小規校 ド水処Fl！場

行ったパイロソトプラントによる尖験結呆から、処理機能、設，汁 lの留応．＇・＇i
川阿転生物桜触装 53 イ「•IJJ I

守を第一次答巾として報1'i。その後、実施設における調杏結果に）よづき、現 P70 
沼について 57年12}1

II寺．点で明らかになった[191転生物接触法の除l；特性、特徴、経済性などについ
(52年 8JI) 

て第二次答IIIとして報布。

詑原和1/11のための湘/~コ ド水汚i／じの肥料及ぴイi機質沢材としての価値にィYi11した lご水汚泥コンボス

ンボスト化装府について ト化設備に1対して、尖際に稼働している設備の調介、 h名析により判明した'Ii 60年 9JI P97 

(56年 6JI) 項をまとめて、設計諸Jじ及ぴ維持符理について報1't。

オキシデーションディッチ法について、従米の）i法を含めて連転性能及ぴ

オキシデーション 処理性に1対する調杏、辿転符理性 ・経済性の湖森を行い、オキシデーション
58年lOJJ

ティッチ法につい ディッチ法のイi機物にかかわる除 l;•1,\•性並ぴに設，;JI I、維持符理 1の留．図li P96 
60年 9JI 

て (57.ィl':12JI) 項について第一次答LIIとして報告、その後、イi機物除l：に加えて、本法の宅菜

除l；特性及ぴそれを考J息した設，汁、維持笠理について第二次答II！として報1'i。

微生物を利JIIした 微生物を利） I J した窒索及ぴリン除l;•プロセスについて、総括的に比較及ぴ 61年11)1

宅索及ぴリン除l; 評価するために、実施設で各プロセスの述転を行い、処珊特性、維持符理」．．． 63年 5JI P 126 ・ 

プロセスについて の特徴の湖介，を行った。iI秤l:tijiJtj盾ぢ！変法の i：として窄¥除去特性、特徴に 平成 P 127 

(59年11}]) ついて第一次答1|lとして報作。嫌気 ・好気活性汚i)ビ法の主としてリン除l：特 2年 4)l 
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諮 l}ll'li 項 審 議 内 容 答中 第 1編該当

性、特徴等について第二次答Iれとして報告。その後、調査を継絞し、単段式

及ぴ二段式活性汚泥循哀変法の窒某除去特性、特徴について第三次答申とし

て報告。

パイロ ッ トプラントを用いて、回分式活性汚泥法の除去特性、特徴等の調

肘分式活性汚泥法 森を行った。本法の除去特性、特徴、設計及ぴ維持管理に当た っての留慈事 昭和

について 項及ぴ設，Jt手法について、椋準活性汚泥法と同程度の高負荷について第一次 61年11月 P 122 

(60年 8月） 答IIIとして報告。その後オキシデーションディ ッチ法と同程度の低負荷の範 63年 5月

岡で得られた成果を追加し、第二次答中として報告。

脱水汚泥性状の変化と焼却技術の進歩により補助燃料を要しない汚泥焼却

の'if能性が生じた。そこで実現性を以下の事項について定性的、定砧的に検

|'l燃焼却システム 討し、これを）よに 1•1 燃焼却の条件を明確化して報告。

について (I) 脱水汚泥の熱（I勺性状を知る実用式の提示。 62年10月 P 128 

(60年 8JI) (2) 現状の多種多様な焼却システムを系統的に分類し、モデルを用いて自然

条件を求める手法の開発。

(3) 運転条件、 t所尼性状、炉形式の相互1対辿での経済性の検討。

ド水汚i)との溶触シ 脱水汚泥を対象とする表而浴触、旋回浴融、コークスペッド溶触の各シス
平成

ステムについて テムの特性、 卜水汚i}ビの溶触特性について調査し下水汚泥溶触システムの計 P 128 
元年 4月

(62年 6JI) 両、設計及ぴ巡転符JJI！における留意事項を報告。

下水汚泥の効冷i(Iりな汚泥浜縮法として、パイロソトプランによる実験結果

効冷i(lりな汚iJti農縮 を用いて、造粒浜縮法の混縮特性、造粒濃縮汚泥の脱水性、設計及び運転因
3年 4月

法について {-、経済性、設計 Kの留泡'lt項について第一次答叶．Iとして報告。その後、遠 P 153 
4年 4月

(’lZ成 2年 8月） 心i農縮法の処狸機能 I．．の特徴、管理性、他のプロセスヘの影押、経済性、哀

埴影弊について第二次答,,,として報告。

表 2-5-6は技術評価委旦会の構成を示したものである。表 2-5 -7は平成 3年度に

おける技術評価委員会の委貝を示している。

1 技術評価を受けた技術

昭和49年 7月に諮問された「下水処理場の自動制御」をはじめとして、平成 3年度まで

に理事長から13件の新技術について諮問されており、延べ23回の答申を行っている。表 2-

5 -8はこれまでの審議内容の概要を示したものである。

2 民間開発技術審査証明の実施

事業団は、62年度から新たに民間開発技術審査証明制度を発足させた。本制度は民間で自
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表2-5-9 民間開発技術審査証明のなされた技術

火施年1文 1 1 1 ,h'i ,1:・ I I I J1'/ 技 術

I 
IIMl162 1FiiJ~ I：業（掬 小規1及 卜水処Fl！場川多叩lj板It'111JI.水機

（掬ヘリオス
l 

2 II本iil'ir-（掬 ト水叩Iビの高効準:・:;脱IM！ペルトフレス脱水機 (NB l)氏'')
l 

3 
II｛［金1成（掬 ト水汚i／ビの 高 ク）J ＇的':i 脱l~J\'I ペルトフレス脱水機 (NF P月'')

（悧新潟鉄 ！：／；}t

＇ 
4 ィ，hi機 l:（株 ト水汚i／しの屯解，Jり'it.1JIIII・脱水システム (lS Kil兒水法）

l 
5 菜I・II I コ〗業（掬 フレキシプルチュープ牙,1 散氣装 i~i （ホ ラリスー U F) 

6 63 コスモ I．．機淋 l‘•水逍川特殊押蛉 (CMAI\，J及ぴCMB 氏'J)

＇ 
7 コスモ I．機（松 鋳鉄製仲縮IIrt尭笠（ II邸）及ぴ銅製仲縮11[撓符 (V月IJ)

l 
8 II本鋳鉄符（株 I‘•水迅） I I ねじ込み式 1 ,1,j フランジ 11、 1万？：

l ， （掬ノリタケカンハニーリミテト’ lヽ~水逍川コンクリート 11Jj 食被投材

三汁＇；化成 1 〗業（仰 （ノリタケセラミックライニング材）
l 

lO （仰菜本鉄 1.IiIt ド水道推進 1・法JIIDS)f多ダクタイル鋳鉄符
l 

ll 
フジワラ廂業（掬 無動）J水深，淵烹各流人沿とし込み）j式スカム除li装；r；

（フジフロート l'l!li)Jスカム除1；システム）
I 

12 三協 I：業（松 横型湿式脱臭装ir; （ニュートラマンII見臭装iri)

13 
f•成）じ 中川ヒューム符 l―業（株 ト• IK逍 J I!’'［松符 (11f撓性 ヒューム符） （11f撓性推進符）

西武ホリ マ化成（掬
l 

14 
大成機 IW府 ト水道Il1特殊押輪

（ワイド (TN-30W1¥，J)） （ロングワイド (TN-30R1';'l))

＇ 

15 
人―1戎機「．（掬 l‘•水逍 JII ダク タイル鋳鉄製仲絲i[』［撓↑？： （タイ ・フレックスシング

ル邸 (TF-80S)) （タイ ・フレソクスダブル尺'1(TF-80W)) 

＇ 

16 
（掬クポタ ト水道推進 l.ilJIIGS If多ダクタイル鋳鉄",；:

(IllネI:名 久f.'（:111鉄 1・・（株））
l 

17 II,［機；じ l：業（樹 沿泥かぎ岱せ機辿動形Iki:r.追従式 (1動スカムスキマ

＇ 
18 ィ，hi機 l.（樹 浮 I．．ろ材式 I.I{,）流急述ろ過装i1,＇（スパー i9濯i.lk s w-B) 

19 
アタカ l業（掬 ト狛I流ドラフトチュープ式隊氣装iii

（ドラフトチュープエアーレーター）

20 )1島機械（株 ト水逍終水処Fl！場沈殿池のローフ式沿泥かき岱せ機

21 
（掬椿本チェイン チェーンフライト式沿泥かき岱せ機の本1本）Ilチェーン及ぴスフロ

ケソ トホイル

22 （掬クポタ 令水位令辿述転ホンフ（ヒューポンパ及ぴヒ ューポンパII)

23 II I,L機 屯 I・・文（松 スカム発＇ 「防 11-.JIJI瀑氣機能付樅拌機（水1|lスハロータ）

24 
2 ティヒュー（困 ド水迅川防食ヒューム怜及ぴ辿心））成形防食マンホールIl'訊や

（株）ノリタケカンパニーリミテド （ヤラト 1 ームハイ 7)

25 ティヒュー（掬 ト水迅川折iii 防 ll •• "f撓紺手（マンホール11j紺手及ぴ",i5接介川紺T・)

26 
⑱IKi/f ダクタイル鋳鉄製 99r撓伸縮符

（スーハーフレキペンダー（シングルタイフ、ダプルタイフ））

EX笠路協仝 i、水符の史＇［技術 (EXハイフおよぴEx |．il;) 

27 （掬人阪防水建，没

筒中フラスチック l'業（株

II本 インシチュフォーム 1iI，仝 l、水符の四I：技術

28 （インシチュフォーム l‘•水川ライナー及ぴインシチュフォーム 1 :

法）

29 II本ホースライニング協会 ド水符の史牛技術（シールハイフ及ぴホースライニング 1法）
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第 5章 下水道 ・除害施設の技術開発と実用化

実施年度 中 聞 杏 中 訥 技 術

2 淋神戸製鋼所 チェーンフライト式汚泥かき寄せ機の合成樹脂製部品

30 （主務用NMCノンメタリ ックチェーン、スプロケ ソ トホイル、

フライト及ぴシュー）

31 コトプキ技研工業淋 辿心脱水機（並流式スクリューデカンター型遠心脱水機）

昭和ユノ ックス昧 オゾンi距炸 ・脱色装凶

32 （酸索原料，幻濃度オゾン発生機 (PSA 02オゾナイザ）を用い

た下水二次処理水の泊品、脱色）

33 侑タダモト、 1紺西巧況（掬 lt1欠式自動除じん機（伸縮アーム式自動除じん機）

34 翌平製鋼淋 辿続式自動除じん機 (Uーチェーン自動除じん機）

3 淋凜本鉄工所 小 日径推進管

35 （小 日径推進工法用強化プラスチック複合管＝クリ モト ポリコン

FRP管＝）
＇ 

36 
三片金属エ ンジニアリング（材 下水道）II複合符

（下水道川ポリ エチレン複合管＝WEET、WEET M=) 
＇ 

ティヒュー淋 コンクリート防食被狡工法

37 シーアイ化成（掬 (「BKUシステム」を利用したコンクリート構造物及ぴコンクリ

ート ニ次製品の防食複裂工法）
l 

38 
淋）クポタ シールドニ次裂エ

(FW管によるシールドニ次裂エ＝FW-L工法＝）
＇ 
39 聡イトーヨーギョー マンホールJ.11可とう紺手（プーツ）

l 

40 H本ヴィク トリック（掬 マンホールJII,＇［とう組手 （ヴィクテクター B型及ぴ新D型）
l 

41 
石垣機上（樹 立軸スク リュー付 き斜流ポンプ

（プルスピン ＝2枚羽根 ＝）
l 

42 
H立機屯工業化 スクリーンかす洗浄脱水装ill.

（圧砕機能付き l：部排出形スクリーンかす洗浄脱水装社）

図2-5-1 事業団民間開発技術審査証明制度フローシート

([I本下水血li業[Jり） （審査等の車翡者）

|1本 FI這 li業団1- ビ/三巴□

技術評価委ii全に誇 I~!

278 

技術評価委は全

審査等の基準の検討
審査究の項IIの検討

帝令等の作業

答III

審査証IIJI,1Fの作成

I帝査等の公表I

必要な追加データの提出

I実地調査の園施 I

審査証fl)!心の送付
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第 2編各論

主的に開発された新技術を評価し、 事業への適正な迎入を区lるとともに民間における技術

開発を促進させることを目的としており、これまでの技術評価制度を補完するものである。

民間から申請のあった技術について理事長は技術評価委員会に諮問し、民間技術専門委

貝会で詳細に審査した後、技術評価委員会の審議を経て理事長に答申される。その答叶lを

受けて、理事長名の審査証明古が申請者に発行されている（図 2-5 -1)。

表 2-5 -9は62年度から平成 4年 4月までに審査証明密が発行された42件の申請技術

一腕を示している。

第 3節 開発技術の実用化

事業団における技術開発は技術開発部を 中心に実施されており 、これまでに多くの新技

術が開発されるとともに、実施設に導入されてきた（資料 4-2参照）。

開発された技術の埓入は、 事業団の①受託建設事業（第 1章第 2節 5参照）や②広域下

水汚泥処理処分事業においてなされている。

また、事業団が開発した技術を地方公共団体が独自で下水道施設を建設するに当た って

翌入することも少なくない。

表 2-5 -10は、試験研究の成果を基に、わが国で最初の実施設として建設された技術

を示している。

表2-5-10 試験研究の成果をもとに、わが国で最初の実施設として建設された技術

① 窄氣酸化低温熱処理装ift(ll麻1153-54年度潤杏） 桐牛IIj撹野 1、水処狸場（昭和56年1及稼働）

② 活性i.9ji)狐蹂陵法 (49-54年1虹湖介） 滋賀J＼ぽ琵琶湖南中部i’f9化センター (56年度辿水）

③ III1分式オキシデーションディ 9 チ法 (52-56年度湖杏） 近江八幡rli沖，島浄化センター（57年度通水）

④ [11[分式活性朽泥法 (57年度，凋森） 舞鶴rli野原ト・水処FI!．場 (59年度j虹水）

⑤ 
小規校 1；水道狩来施設 (56-59年度謁在） ti!手村公共卜水逍 (60年度供III)

（小II径符、簡易人{L)

⑥ フレハプ式処理場 (56-59年度調森） 中之条町沢渡I)＜質↑1PI!．センター (62年度辿水）

⑦ 
硲効率造粒i農縮調質法 (BESTシステム） 町1lh1i粕川第二 l、水処刑楊（平成元年度辿水）

(62-63年度調在）

⑧ 好気性ろ床法 (57-63年/Ji'.) 早川町赤坂'（ii浄化センター（元年度通水）

⑨ 
省[fii{j't型窒索除去パイオリアクター（ヘガサス 1け） II本卜水道 ’li業1サ大阪北束エースセンター (2年度辿水）

(60-.,鳴［元年1幻紐）
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第 6章 下水道技術者の技術検定と

下水道管理技術者の認定試験

第 1節技術検定

事業団は、昭和50年度から毎年 1回、下水道の設置等の設計、工事の監督管理または維

持管理を担当する者の技術検定を行っている。

技術検定は、今後にわたる下水道の飛躍的な発展に備え、下水道事業の執行体制の一層

の拡充を図るため、特に下水道と技術的に共通性のある他の技術部門の技術者について、

下水道に特有の技術的事項に関する知識、理解の程度を試験することにより、 他部門から

下水道部門への技術者の森人を 1リ滑に促進し、下水道技術者の確保を図ろうとするもので

ある。

技術検定の対象は、計画設計（第 1種技術検定）、実施設計または工事の監督管理（第 2

種技術検定）及び維持管理（第 3種技術検定）の 3種類がある。これらについてば学科試

験により技術検定を行っている（表 2-6-1)。

公共下水道または流域下水道を管理する市町村または都道府県は、下水道の計画設計、

実施設計、工事の監督管理または維持管理については、政令で定める資格を有する者に行

わせなければならない（下水道法第22条、第25条の10)。

表2-6-1 技術検定の区分等

検定の区分 検定の対象 試 験 科 II 試験の方法

第 1秤技術検定
ト水道の，n1,li1設計を行うために必要 ド水道計画、 ド水道設計、施 l-．管 記述式及ぴ多技選択式

とされる技術 理法、 卜水処理及ぴ法規

第2種技術検＇産
ト水道の尖施設計及ぴ「:•Iiの監1'f 管； ド水道設計、施―I―＿符理法、 ド水処 多枝選択式

狸を行うために必要とされる技術 理及ぴ法規

第3種技術検屯
ト水道の維持符Fl！を行うために必要 9‘•水処理、 T．場耕：水、述紅符理、 多技選択式

とされる技術 安令符理及ぴ法規
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政令で定める資格は、学歴に応じた下水道に関する技術上の実務経験年数が要件 とされ

ている。 しかしながら技術検定の合格者には、 この特例が定められ、上水道等類似部門の

技術 1-．の実務経験年数と 一定の短い下水道に関する技術上の実務経験年数とが合わせて葬

人され、また学歴要件が必要とされない（表 2-6 -2)。

技術検定は、毎年11月に全国主要10都市（札幌市、仙台市、東京都、新潟市、名古屋市、

大阪lII、広島市、高松市、福岡市及び那覇市） で実施している。平成 3年度までの17回の

技術検定の累計で、受検者数10万9,653名、合格者数 1万7,389名、合格率15.9％となって

いる（表 2-6 -3)。受検者数は、第 1種が600名前後、第 2種が5,000名弱となっている

が、第 3種は認定試験の発足した昭和62年度に、従前の約3,000名から約280名に激減した

後、さらに減少してきている。受検資格については制限がなく、だれでも受検することが

できることから、民間からも多数の受検者があり、下水道技術者全体の レベルアップにも

頁献している。

表2-6-2 技術検定合格者の資格取得に必要な実務経験年数

区 分 種 )｝ lJ 尖務経験年数

,:1・111,I設計 5年 (3年）

第 1種技術検定合格名
尖施設，t 1及ぴ「． •Jiの監秤管理

処理施設またはポ ンプ施設 2年 (l iF-) 

排水施設 1年

処理施設またはポ ンプ施設
第 2秤技術検定合格者 尖施設，11・及ぴ I?liの監fが管理

2年 (l年）

排水施設 1年

第 3種技術検定合格名 維持符理 2年

火務粁験年数は、第 1種及ぴ第 2種にかかわるものは 卜水道、 ［水道 1ゴと111水道、河川及ぴ近路に1関する技術，．．の実務経験年数を、第 3秤

にかかわるものは 1、水道 1 •水逍、 l'．業Ill水迅及ぴし1永処理施よの維持1灼；理に関す る技術 l．．の実務経験年数を lヽい、（ ）内に掲げる年数以

Lの卜水直に関する技術 Iの‘及務紆験年数が必要とされる

表2-6-3 技術検定の実績

検迫Ix:分 年度 受検III込打数（名） 受検者数（名） 受検'{~ (%) 合格者数（名） 合格'-¥-f(%) 

昭和50 3.020 2,388 79 I 121 5 I 

51 2.099 1,228 58 5 123 10 0 

第
52 1.675 908 54 2 48 5 3 

53 1,299 737 56 7 42 5 7 

54 1.266 660 52 l 49 7 4 

55 1.145 633 55 3 50 7 9 

56 I, 151 596 51 8 50 8,1 

I 
57 1,077 575 53 4 52 9 0 

58 97l 491 50 6 52 10 6 

59 942 514 54 6 48 9 3 

60 792 4l7 52 7 60 14 4 

61 809 413 51 I 55 13 3 

種
62 767 421 54 9 54 12 8 

63 677 390 57 6 50 12 8 

’li成）じ 574 332 57 8 44 13 3 

2 591 339 57 4 54 15 9 
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第 6章 下水道技術者の技術検定と下水道管理技術者の認定試験

検定区分 年度 受検巾込者数（名） 受検者数（名） 受検率(%) 合格者数（名） 合格率（％）

第 1種
平成 3 617 359 58 2 54 15 0 

計 19 472 11,401 58 6 1,006 8 8 

昭和50 5,624 4,566 81 2 535 II 7 

51 6,291 4,303 68 4 254 5 9 

第
52 5,971 3,905 65 4 416 10 7 

53 6,158 4 196 68 1 216 5 I 

54 6,657 4,269 64 1 618 14 5 

55 6 096 4,125 67 7 498 12 1 

56 7,833 5,304 67 7 824 15 5 

2 
57 7,409 5,025 67 8 288 5 7 

58 7,706 5,228 67 8 865 16 5 

59 5,851 3,909 66 8 896 22 9 

60 4,992 3,284 65 8 787 24 0 

61 5,612 3,857 68 7 784 20 3 

種
62 6,551 4,711 71 9 770 16 3 

63 6,643 4,789 72 I 564 II 8 

平成元 5,922 4,322 73 0 559 12 9 

2 6,443 4,796 74 4 784 16 3 

3 6,258 4,732 75 6 741 15 7 

計 108,017 75,321 69 7 10,399 13 8 

昭和50 842 743 88 2 189 25 4 

51 925 736 79 6 171 23 2 

第
52 1,067 847 79 4 196 23 I 

53 1 395 1,146 82 2 216 18 8 

54 1,925 1,567 81 4 383 24 4 

55 2,213 1,832 82 8 312 17 0 

56 2,566 2,107 82 I 599 28 4 

3 
57 2,471 2,054 83 1 649 31 6 

58 2,925 2.372 81 1 554 23 4 

59 3,095 2 596 83 9 704 27 1 

60 2,964 2,442 82 4 658 26 9 

61 3, 7l4 3,098 83 4 920 29 7 

種
62 358 279 77 9 101 36 2 

63 454 362 79 7 59 16 3 

平成元 374 298 79 7 87 29 2 

2 316 262 82 9 103 39 3 

3 260 190 73 I 83 43 7 

,1 1- 27,864 22,931 82 3 5,984 26 l 

昭和50 9,486 7,697 81 1 845 II 0 

51 9,315 6,267 67 3 548 8 7 

合
52 8,713 5,660 65 0 660 11 7 

53 8,852 6,079 68 7 474 7 8 

54 9 848 6,496 66 0 1,050 16 2 

55 9,454 6,590 69 7 860 13 I 

56 11,550 8,007 69 3 1,473 l 8 4 

57 10 957 7,654 69 9 989 12 9 

58 11,602 8,091 69 7 1,471 18 2 

59 9 888 7,019 71 0 I 648 23 5 

60 8 748 6,143 70 2 1.505 24 5 

61 JO, 135 7,368 72 7 1,759 23 9 

計
62 7,676 5,411 70 5 925 17 1 

63 7,774 5,541 71 3 673 12 1 

平成几 6 870 4 952 72 I 690 13 9 

2 7,350 5 397 73 4 941 17 4 

3 7,135 5,281 74 0 878 16 6 

計 155. 353 109 653 70 6 17,389 15 9 
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第 2節管理技術認定試験

ポ業団は、地方公共団体の職員を対象とした下水道技術者の技術検定のほかに、昭和62

年度から下水道管理技術認定試験を行っている。

認定試験は、事業団の目的を達成するために必要な業務として建設大臣の認可を受けて

火施 して いる （事業団法第26条第 1項第 9号、第4項）。

認定試験は下水道の維持管理業務に従事する民間技術者の技術力の向上を目的として、

表2-6-4 管理技術認定試験の区分等

、式験のIX．分 試 験 17) 対 象 試 験 科 l」 試験の方法

処狸施設
ト水道管理行か らの委託を受けて行われる処理施設 F水処理、 Tり場排水、 J運転管.fll!、

多枝選択式
の維持管理を適切に行うために必要とされる技術 安全管狸及ぴ法規

符路施設
下水道管理者か らの委託を受けて行われる管路施設 |-＿場排水、維持符JlI!、安全管理及

多枝進択J.-1::
の維持管理を適切に行うために必要とされる技術 ぴ法規

表2-6-5 管理技術認定試験の実績

検＇，L区分 年度 受験III込行数（名） 受験者数（名） 受験't-¥(%) 介格名数（名） 合格率(%)

昭和62 4,880 4 234 86 8 581 13 7 

63 3 086 2 673 86 6 19 l 7 I 

1布父冗 2 925 2 549 87 I 448 17 6 
処狸施，女

2 2 680 2 318 86 5 515 22 2 

3 2 826 2 428 85 9 679 28 0 

計 16 397 14 202 86 6 2. 414 17 0 

昭和62 2,698 2,301 85 3 687 29 9 

63 1,600 I 299 81 2 367 28 3 

上v成元 1,660 I, 401 84 4 416 29 7 
1沼格施設

2 I 432 I 196 83 5 290 24 2 

3 I 331 I 066 80 1 291 27 3 

計 8 721 7 263 83 3 2,051 28 2 

昭和62 7 578 6 535 86 2 I 268 19 4 

63 4 686 3 972 84 8 558 14 0 

平成元 4 585 3,950 86 2 864 21 9 
合 ': I 

2 4 112 3. 514 85 5 805 22 9 

3 4 157 3,494 84 1 970 27 8 

計 25 118 21.465 85 5 4 465 20 8 
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第 6章 下水道技術者の技術検定と下水道管理技術者の認定試験

民間技術者を対象に維持管理についての技術力を学科試験により認定するものである。こ

の試験は、「処理施設」と「管路施設」に区分されてい る（表 2-6-4)。

認定試験の合格者は、それぞれの試験区分に対応する維持管理技術について、 一定水準

の技術力を有していることが認定される。

認定試験は毎年 1回行うものとし、技術検定と同一日程、同ー場所で実施している。平

成 3年度までの 5回の認定試験において受験者数 2万1,465名、合格者数4,465名、合格率

20.8％となっている（表 2-6-5)。

受験者数は 「処理施設」は2,500名前後、 「管路施設」は1,200名前後で微減傾向である。

下水道処理施設維持管理業者が、建設省の登録を受けるには、営業所ごとに下水道処理

施設管理技士を箇くことが必要である（下水道処理施設維持管理業者登録規程＝昭和62年

建設省告示第1,349号＝第 3条）。

この下水道処理施設管理技士は、学歴に応じた年数の実務経験を保有し、建設大臣の指

定試験合格及び建設大臣の指定講習修了をもってその査格を得る（表 2-6-6)。認定試

験のうち「処理施設」の区分は、この建設大臣の指定試験に指定されており（昭和62年建

設省告示第1,349号）、下水道処理施設管理技士の資格取得の要件となっている。平成 3年

度末で1,512名がこの資格者となっている。

表2-6-6 下水道処理施設管理技士の資格要件

．＇斧 歴 ： 実務経験期間 建設大臣の指定試験 建設大臣の指定講刑

大学卒業者 7年以上

原 11本下水道事業l̀tlが実施 （社）日本下水道協会が尖施
短期大学または高筈~'/:!"/学校卒業名 9年以上

する下水道符理技術認定 する下水道処理施設特理

ll lj 
邸等学校卒業者 11年以上 試験（処理施設）の合格 技士査格認定講料の條 f

上記以外の者 14年以上

大学卒業者 :ヽ ＇ 7年以上

昭和61年以前（第12 短期大学または邸
9年以上例

圃まで）の第 3種技 官専I"!学校卒業者

術検定合格者 硲等学校卒業者 : ＇ 11年以上 必要なし 同 上

上記以外の者 ＇ : 14年以上

外 下水道法施行令第15条の 3 （第 1号～第 7号）の沢格者

技術七第 2次試験水道部門、衛牛 I-^学部門合格者

実務経験とは` 卜水近の終求処珊場邪の維持符理にかかわるものをいい、その年数は、認迫試験または第 3種技術検定のriii後の経験年数をilli

院できる
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第 7章 国際交流

地球環境問題は、 1990年代の最重要課題の一つとして、脚光を浴びている。これらの環

境問題には、先進国の経済活動の拡大に起因する地球の温暖化、オゾン層の破壊等がある。

水についても、地球上で大きな循環を形成していることから、他の地球環境問題と切り

離して議論することはできない。このため、水質保全対策の切札である下水道は、地球環

境問題においても重要な対策となる。

わが国は、かつて国内における著しい公害を克服してきた経験と優れた技術力、査金力

があり、これを生かして、地球環境問題の解決に向けて積極的な取組みを行う必要がある。

このような背景の下、国際交流は先進諸国と協調しだ情報交換、技術開発と、開発途上

国の水質保全への支援を両輪として推進していかなければならない。

第 1節 開発途上国に対する技術協力

1 技術協力への取組み

間発途上国からの経済 ・社会基盤施設等の整備に関す るわが国への協力要請は、件数の

増加とともに、内容的にも複雑化 ・高度化して きており、下水道の整備においても例外で

はない。下水道は、開発途上国では、生活環境の改善、水質保全ばかりではなく、乾煤地

域では水査源開発の目的からも重要視されている。さらに、途上国の大都市での浸水がク

ローズアップされている。

事業団としても、従前からの専門家、 作業監理員などによる技術協力の実績を生かし、

J I CA（国際協力事業団）、交流協会等を通じて、今後も技術移転に協力していくことと

している。

なお、海外協力に関する体制整備の一環としての日本下水道事業団法等の改正について
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第 7章国際交流

は昭和58年度において建設省を中心に検討が進められてきたが、当面、「関係方面との調整

が未了である」との理由により、提案が見送られ、引き続き関係方面との調整が進められ

ている。

2 技術協力の実績

開発途上国への技術協力は、 J I CAを中心に闘国際建設技術協会等を通して実施され

ている。技術協力は、研修生の受入れと専門家の派遣に大きく分けられる。

① 集団研修への協力

J I CAは、昭和48年度より下水道技術に関する集団研修を実施しており、事業団から

はコースリーダーや講師を数多く派遣している。平成 3年度からは、大阪市と共同で集団

研修都市排水コースを新設して集団研修の充実に努めている。 JI CAの集団研修コース

による研修生の受入れは、 3年度末で230名にも達し、 JI CA以外でも38名に逹している

（表 2-7 -1①、②)。

② 専門家等の派遣

専門家の派遣は、開発途上国へ技術者を派遣し、下水道や水質保全のための現地調査、

助言、セミナー等を通じて技術移転を実施している。事業団職員が参画している技術協力、

役職員の派遣は昭和52年度から行っており、平成 3年度までに83名に達している（表 2-

7 -2)。

第 2節 先進諸国との技術交流

1 技術交流への取組み

わが国の下水道は、国際的にもその優れた技術力、活力が高く評価されており、さらに

これらを一段と高めるためには、先進諸国間の技術交流を進めることが双方にとって有益

なこととなる。

事業団は、日米 ・日独間等での専門家の長期相互交流を行うとともに、国際会議に参加

して広く調査研究等の成果を公表している（表 2-7 -3)。
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表2-7-1 ①J I C Aペースによる集団研修受入れ実績

［口文 昭和

48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 

アラフ. i,1• 長 国

アルゼンチン

イ ラ ク 1 l l 2 

イ ラ ン 1 J l l 1 1 

イ ン ド l l 1 I I 1 

インドネシア J l l l l 1 l l 

工 ジ フ 卜 2 l 

エチオ ヒア I 1 

オ マ ン

韓 国 1 l 1 1 1 1 

グアテマラ l 

クメール（カンポジア） I J 

ケ 二 ア l 

コ ロ ン ピア I 

サ イ プラ ス

サウディアラピア l 1 I I 

シエラレオーネ l 

ジ ヨ ルダン

シ リ ア l I 2 

シンガポール 1 1 1 1 1 l l 1 1 l l 

ス ダ ン

ス ') ラ ンカ l 

夕 イ 1 1 I 1 l I 1 I 2 2 

夕 ンザニア

,1, 佳l l 

チ リ 1 

卜 Iレ コ I 1 

ネ ノぐ Iレ l 

パキ スタ ン 1 

パプアニューギニア 1 l 

パラ グアイ 1 

ノく ）レ ノ‘, ドス

パングラデシュ 1 1 l l 

ミャンマー（ピルマ） l l 2 1 

フ イ ージ一 l 

フ イ リ ピン 1 1 2 l l l 1 1 1 1 

プ ラ ジ 1レ 1 I J 1 l 2 2 1 2 

ヘ Iレ l l 

ポ ') ピ ア

香 港

マ レーシア l l ＊ 1 1 

マ Jレ 夕

南 ペ 卜 ナム I 

メ キ シ コ I ］ ＊ 

モ ロ ツ コ l 1 

,n- 8 10 10 ， ， 11 11 10 II ， 14 15 

＊ ：米 II したが、途中帰国し、 Cenificale を出していない 。 （昭和60年度までの系，il•は 5 名）

（）はfl!Iが1枠で参加した。

60 6l 

1 

l 

1 I 

l 

l 1 

I 

J I 

1 

1 

＊ 

］ 1 

(1) 

1 

l 

l 

1 

(I) 

I 1 

l l 

I 

12 13 

第 2編各論

(11lf;L ：人）

62 63 
平元成

2 3 ;n-

1 l 

l 

1 l 8 

6 

1 9 

l (1) I I 13 

I l 1 1 l 10 

I I l 1 7 

l l 

6 

l 

1 3 

l 

l (I) 1 4 

1 l 2 

l I l l JO 

l 

l 

4 

12 

l J l J 4 

J 

1 1 2 I 2 19 

I 2 3 

1 1 5 

l 3 

3 

l ］ l 4 

1 3 

2 

2 

1 1 

l l 7 

1 6 

1 1 3 

I 2 15 

l l 1 2 19 

I I l 2 1 10 

l j 

1 l 2 

1 1 1 1 1 10 

1 l 

1 

2 

2 

14 16 l 5 14 l9 230 
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表2-7-1 ②JICAペース以外の研修生等の受入れ実績 （単位 ：人）

国～忍～迎竺 昭和54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 平成元 2 3 計

アメリカ 1 2 2 1 2 1 1 2 1 13 

韓 国 1 1 2 

プラジル ］ 1 

西ドイツ 1 1 1 1 1 1 1 7 

中 国 l 1 2 

エ ジプト 1 I 

夕 イ 3 3 

台 湾 2 3 2 7 

プルガリア 1 1 

コロ ンピア l 1 

計 3 2 2 2 4 1 4 2 3 6 3 3 3 38 

表2-7-2 J I CAを通した専門家派遣

年度 相 手 国 対象プロジェクトの概要 派造人i1 備 考

昭和52 マレーシア ペナン市下水道計画 2 作業監理委且

モ ロ ツ コ 技術協力計画 1 

韓 国 帰国研條此巡r,,1指＃ 1 

インドネシア

フィリピン

53 マレーシア ペナン市下水道計画 1 作業監理委且

マレーシア ァロースター市ド水道計画

54 シ リ ア パラダ川水質汚濁防止計画 1 長期専門 家派逍

(54-55) 

マレーシア ァロースター市下水道計画 2 作業監理委且

夕 イ パン コック ド水迅計画 2 

夕 イ パン コック下水処理計画 1 

55 マレーシア アロースター rI1F水道計画 3 作業監理委且

夕 イ パン コック下水道計画 2 作業監理委且

マレーシア ポー トクラン下水道計画 4 作業監理委且

56 夕 イ パン コック下水道計画 2 作業監理委ii

マレーシア ポートクラン下水道計画 5 作業監理委貝

57 夕 イ パンコック 都市排水計画 1 作業監理委且

58 夕 イ パン コック都市排水計画 1 長期専門家派逍

(58-60) 

59 夕 イ パン コック 者lirI1排水計画 2 作業監理委且

60 工 ジプ 卜 エル ・アリシュ市下水道計画調査 2 作業監理委貝

61 マレーシア、タイ 帰国研條員巡同指森公開技術セミナー 1 

工 ジ プ 卜 シアルキア下水道整備計画調査 1 作業監理委且

夕 イ パンコック都市排水計画 1 長期専門家派逍

(61-63) 

62 パングラデシュ 下水道綱整備計画事前調査 1 

工 ジプ 卜 シアルキア下水道整備計画調査 1 作業監理委且

夕 イ パンコック市クローン水質改善計画事前湖査 1 

パングラデシュ 下水追組整錨計画如iり調査 1 

インドネシア 下水迅専門家 1 長期専門家派逍

(62-H 1) 

夕 イ パンコック市クローン水質改善計画4i前調究 1 作業監理委且

工 ジプ 卜 シアルキア下水道整備計画調査 2 作業監理委且

パラグアイ イバカライ湖流域水質汚濁対策計画湖査 l 作業監理委員

プラジル、ペルー 帰国研條且フォローア ソプチーム （下水道技術） 1 
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年 度 相 手 I El 対象プ ロジ ェクトの概災 派造人員 備 名

II召{11 6 2 工 ジ プ 卜 シアルキア F水道整備，汁両調査 ］ 作業監理委Li

夕 イ パンコ ックIIi洪水管理センター機材整備計両’liliii調杏． I 

63 ペ Jレ F水道技術 ・処理水布効利!II,11-l"I家 1 長期専1"1'求派逍

(63-1―11) 

夕 イ パンコ ソクrli洪水管判！セ ンター機材整(，ili計1叫l研i調査 l 

南イエメン アデ ン市ド水直施設改善計111'11哺j調杏 I 作業監狸委且

夕 イ パンコ ッ ク rI1洪水怜理センター機材整紺iiI•JIIirliiiij調令 I 

パラ グ アイ イパカライ湖流域水傾汚濁対策計JlliJ調杏 I 作業監狸委は

ペ 1レ リマ市南部 F水迅整備;1世叩lHiii調杏． ］ 作業監理委且

夕 イ ト水道計画専門‘求 l 長期専門家派逍

(63~ H 2) 

インドネシア ジャ カルタ I•I1 ド水迅整備計画 •J(1 iり調杏 l 

夕 イ パ ンコック市タロ ーン水質改善計11lil'柏j,j調杏 ］ 作業監Fl!_委且

夕 イ プー ケッ トrliIウド・排水改善計111,11嘩調．杏 l 作業監理委は

平成元 南イエメ ン アデ ンr1jド水道施設改i年計111,I l 作業監F19委此

フ ィ リ ピ ン ド水符網整備計画専門家 1 

夕 イ プーケ ッ トrliド水排水改善，1-111Ii1:J砂 ． 1 作業監理委は

夕 イ パンコ ソクrliクーロン水四改袴計画 l 作業監FII．委此

中箭人民共和国 中りじ人民共和国祁肱湖水質規制保護対策調杏 l 作業監理委ii

南イエメン アデ ン市ド水道施設改善計画 I 作業監狸委ii

夕 イ プーケ ソ ト市下水排水改1窮計1Ili1調杏 l 作業監狸委員

夕 イ ド水処Fl！楊符理:¥'1-1"1'求 I 作業監理委且

インドネシア インドネシア国下水道4.t業セ ミナー 1 

ペ 1レ リマ市南部ド水追整備計画調令 ］ 作業監理委は

インドネシア ド水道専1"1'家 1 長期割＂ぽ派逍

(2 -3) 

2 フ ィ リ ピ ン パギオ市ド水管網整備計画基本設計調杏 2 作業監理委ii
（延ぺ Ait)

インドネシ ア ジャカルタ市都市排水下水逍整備，汁両調査 2 作業監理委且

（延ぺJI.ii)

夕 イ プー ケッ トrIiド水排水改善，計画調壺 1 作業監理委此

ポ リヴ ィ ア ラパスrIIIk質朽濁対策計画間杏 l 作業監理委此

イ ン ドネシア t地区両整理技術 1 

夕 ィ 下水道水質分析技術向」•• 1 

インドネシア デンパサールIIi下水迅整(iiii計画調介 1 作業監理委且

夕 イ ド水追計画JJi-1"1'求 1 長期専1"l'求派逍

(2 -3) 

3 イ ン ド ヤムナ川水既改善・ilt業視地調査 1 

インドネシア デ ンパサール市下水道整備計画調杏 l 作業監狸委は

夕 イ チャオ ピア川下流域ド水道整備計画 l 

計 82 
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表2-7-3 国際会議等への出席実績

年度 相 手 国 対象プロジェクトの概要 派遣人且 備 考

昭和48 ア メ リ 力 H米下水処理技術委は会 2 国際会議出席

50 ア メ リ 力 日米下水処理技術委且全 2 国際会議出席

52 アメ '} 力 R米下水処理技術委且会 2 国際会議出席

53 アメ リ 力 H米下水処理技術委は全 2 国際会議出席

55 ア メ リ 力 H米下水処理技術委は会 3 国際会議出席

56 ア メ ') 力 日米下水処理技術委旦全 2 国際会議出席

57 中 国 R本下水処理訪中団 1 政府海外調査団

への参加

西 ド イ ツ H独排水及ぴスラ ッジ処理についてのワークショップ 4 国際会議出席

58 ア メ リ 力 H米下水処理技術委且会 2 国際会議出席

韓 国 H韓都市開発技術協力会議 1 政府海外調査団

への参加

59 スウェーデン 都市域の雨水排除に1剥す る国際会議 l 国際会議出席

西 ド イ ツ Fl独排水及ぴスラ ソジ処理についてのワークショップ l 国際全議出席

60 ア メ リ 力 R米下水処理技術委且会 3 国際会議出席

韓 国 日韓都市開発技術協力会議 1 国際会議出席

61 アメ リ 力 米国水質汚濁防止連盟年次総会 2 国際会議出席

西 ド イ ツ R独排水及ぴスラソ ジ処理についてのワークショップ 1 国際会議出席

オースト ラリア オーストラリア上下水道協会年次総会 1 国際会議出席

62 西 ド イ ツ 地下公共施設の非litl削施工技術に関する国際会議 1 国際会議出席

韓 国 H韓都市開発技術協力会議 1 国際会議出席

アメ リ 力 R米下水処理技術委且会 4 国際会議出席

アメ リ 力 米国水質汚濁防止研究協会 l 国際会議出席

ア メ リ 力 国際水質汚濁防止研究協会（生物学的リン） 1 国際会議出席

アメ リ 力 国際水質汚濁防止研究協会（窒索除去） 1 国際会議出席

63 西 ド イ ツ n独排水及ぴスラ ッジ処理についてのワークショップ 2 国際会議出席

アメ リ 力 米国水質汚濁防止研究協会 1 国際会議出席

ア メ リ 力 地下公共施設の非IJ}j削施工技術に1対する国際会議 1 国際会議出席

オ ラ ン ダ 下水汚泥の処理処分と再利用に関する会議 1 国際会議出席

平成元 韓 国 日韓都市開発技術協力会議 1 国際会議出席

ア メ リ 力 H米下水処理技術委此全（第12回） 2 国際会議出席

ア メ リ 力 米国水'1'i:汚濁防止辿盟年次総会（第62回） 2 国際会議出席

ア メ リ 力 アジア ・哀太平洋水質汚濁防止国際会議 2 国際会議出席

ア メ リ 力 汚泥処理処分国際会議 1 国際会議出席

西 ド イ ツ エッセン会議（第23回） 1 国際会議出席

2 アメ ') 力 米国水質汚濁防止連盟年次総会（第63回） 2 国際会議出席

タイ 、マレー シア 都市排水 ・汚水処理技術の適用指針策定業務現地調森 1 

オース トラ リア オーストラリア水道協会年次総会 l 国際会議出席

3 韓 国 第9In! R韓都市開発協力会議 1 

オーストラリア アジア ・太平洋公共lli業会議 1 

ア メ ') 力 米国水質汚濁防止辿盟年次総会（第641111) 3 

ア メ ') 力 MW  R D G L / J SW A技術交流ワークショップ 1 

ド イ ツ 非開削国際学会 1 

計 65 
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2 技術交流の実績

① 下水道に関する日米ワークショップ

公杏に関する日米隊］僚級会議 (n米公害会議）の合意のもと、昭和46年に日米環境保護

協力協定に碁づき日米下水処理技術委員会が設立され、平成元年の第12回まで日米交互に

開催された。

第12回委員会以降は、より密度の高い技術交流を図るため、委員会の運営をワークショ

ップ（特定課題を少人数で集中的に研究する会議）に変更し、 「下水道に関する日米ワーク

ショップ」を設立した。この ワークショップも平成 3年度まで 2回開催され、事業団から

も委員を派遣している。

技術者交流、研究交流についても、日米下水処理技術委貝会の合意に基づいて実施され

ている。

② 日独環境保護技術パネルと日独排水及びスラッジ処理についてのワークショップ

昭和50年以来、日独環境保護技術パネルが開催されており、こ のパネルのなかで排水処

理、汚泥処理の分野でワークシ ョップの開催が提案され、 57年より平成 3年までに 5回開

催されている。

③ 交挽技術者の交流

事業団の設立以米、技術交流の一環としてアメリカ、 ドイツに交換技術者を派遣してい

る。派造先はアメリカではロサンゼルス郡、シカ ゴ市、 EPA（米国環境保護庁）、イリノ

イ州立大学であり、ドイツではアーヘンエ科大学である。派追実紡は、アメリカには13名、

ドイツには 4名となっている。 ドイツについては、交換技術者の受入れも実施しており、

現在までの累計は 5名である。
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第 3編 分析 と展望

第 1章 実績の分析

第 1編では、時の流れに沿って、第 2編では、受託建設事業、研修、技術開発等の分野

別に、事業団の事業を紹介してきた。

本編では、こうしたタテとヨコの視点のはかに、可能な限り統計的事実を甚として、「ナ

ナメ の視点」と、わが国の ド水道界における位四づけ、すなわち「ソトか らの視、'•Ii」を提

供す る。

事業団の創設時は、まだ特定環境保全公共下水道事業もなく、一般の小規模市町村が下

水道整備に着手することはほとんどなかった。昭和48年度には320ほどの市で実施されてい

たが、町村は僅かに40であり、今 l1とは隔世の感がある。このような時代の変化を碁底に、

実紹を分析し よう 。

第 1節建設工事と実施設計

1 全国の下水遺事業に占める割合

全匡の下水道事業 と事業団の事業との関係は一概には言い難いが、 両者の総事業骰を比

較す ることにしよう 。維持瞥理骰や行政的な経費を除く投資的な経費のうち、事業団がど

のくらい担っているかという指標である。

「事業同は全下水道事業骰のおおむね 7%」とよくいわれるが、確かに総事業費に対して

おおむね 7％前後で推移してきている（第 2編第 1章表 2-1 -2)。また、昭和61年度以

降、新たに下水汚泥広域処理事業が発足したが、その建設骰も加えると 8％程度となる （表

3 -1 -1)。

各年度の下水道事業費は単調な妍加ではなく、意外に変動が激しい。事業団としては全

事業骰に対す るシェ ア目標などは設定 してお らず、委託団体からの要望に応えた結果にす
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第 1章 実績の分析

表3-1-1 事業団の年度毎総事業費と全国の下水道総事業費に占める割合 （シェア）

年度 公共計 流域計 都下路 特公計

昭利61 15 778 3,202 609 21 

事業団 1,021 385 20 1 

シェア 6 5% 12 0% 3 3% 4 8% 

62 18,642 4,411 785 13 

事業団 1,195 490 28 

゜シェア 64% 11 1% 3 6% 0 0% 

63 18,855 4 013 709 6 

4i業団 1,183 441 53 

゜シェア 6 3% 11 0% 7 5% 0 0% 

平成元 19,219 4 141 718 10 

事業団 1,123 424 78 

゜シェア 5 8% 10 2% 10 9% 0 0% 

2 19. 066 4,123 686 21 

事業団 1,237 436 109 

゜ン̀エ／- 6 5% 10 6% 15 9% 0 0% 

l 令国の―卜水直糸令’l，；文校は J'祁ペース（ 日本の 卜水逍）。

2 ,,,業団の＇1;業骰は、業務統i1年 m1.の_[,1,（当年度補助十当年度施赳

＋前年度f,'t務＋地方りi独。紐越しを含む）と実施設計の実施顛。

年度 公共管渠 公共処理場 公 共 計

昭和60 4,776 2,864 7,640 

事業団 176 832 1,008 

シェア 3 7% 29 1% 13 2% 

61 5,347 2,804 8,151 

事業団 221 660 881 
ン.／エ.I—フ 4 1% 23 5% 10 0% 

62 5,729 2,756 8,485 

ポ業団 257 720 977 

シェア 4 5% 26 1% 11 5% 

63 7,052 3,250 10,302 

41業団 271 911 1 182 

シェア 3 0% 28 0% 11 5% 

•F成元 7,593 2,961 10 554 

1だ業団 348 786 1,134 
ンヽエこっ／ 4 6% 26 5% 10 7% 

2 7,581 2,928 10,509 

1)(業団 367 906 1 273 

シェア 4 8% 30 9% 12 1% 

3 8,120 2 917 11 037 

れ業団 461 1,141 1,603 

シェア 5 7% 39 1% 14 5% 

怜渠計、処理場，i「は、それぞれ公共、流J戎、特5;、特公の管渠、処狸場の計。

合社には、調介骰 を含む。

II本の 卜水道、業務統計ハ ンドブック。
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(Ill位：億円）

特環計 広域汚泥 総合計

250 19,860 

40 50 1,523 

16 0% 7 7% 

340 24,191 

46 140 1,899 

13 5% 79% 

369 23,952 

37 201 1,915 

10 0% 8 0% 

400 24,488 

34 182 1,841 

8 5% 7 5% 

526 24,422 

50 125 1,957 

9 5% 80% 

表3-1-2 処理場事業費に

流成管渠 流域処理場 流域計

1,282 1,100 2,382 

゜
265 265 

0 0% 24 1% 11 1% 

1,487 1,235 2,722 

12 365 377 

0 8% 29 6% 13 9% 

1,620 1,267 2,887 

19 385 404 

1 2% 30 4% 14 0% 

1,925 1,616 3,541 

25 463 488 

1 3% 28 7% 13 8% 

1,897 1,785 3,682 

22 482 504 

1 2% 27 0% 13 7% 

I, 788 1,918 3,706 

19 414 433 

l 1% 21 6% II 7% 

1,771 2 06] 3,832 

11 442 454 

0 6% 21 4% 11 8% 



第 3編分析と展望

ぎないが、相当安定 した比率を保っている。

2 処理場に特化している事業団

建設工事の受託は、法律で根幹的施設に限られている（事業団法第26条第 1項第 1号）

が、なかでも処理場に特化 している。

表 3- 1 -2は、 60年度～平成 3年度の予算ベースでみた管渠、 処理場の補助対象事業

特の割合である。事業団事業骰の占める割合は、全国の補助対象事業費に対 しては12-15

％ほどであるが、処理場の比率が圧倒的に高く、最近では公共下水道で 4割近 く、 特定環

境保全公共下水道で約 7割を占めている。これは、下水道技術全般の中でも 処理場の分野

が技術的に最も高度であり、その面で事業団に対する期待が高いからといえよう 。特に、

特定環境保全公共下水道のような性質上小規模なものについては、平野部の大都市を 中心

に発達してきた従来の下水道技術はそのままでは適用しにくいことから、技術開発の成果

占める事業団の割合 （単位： i，il'1’l) 

特ぢ岱屎 特環処理場 特屈 ，•t 1 ― 管渠計 処狸場，11• 都 ド エース 合計

63 60 123 6,127 4. 034 535 

゜
10.696 

3 17 20 183 1,124 19 

゜
l,326 

4 8%  28 3% 16 3% 3 0% 27 9%  3 6% 0 0% 12 4% 

84 93 l77 6,923 4, 140 571 35 11,678 

I 39 40 234 1.070 13 35 1,352 

12%  41 9%  22 6% 34% 25 8% 2 3% 100 0% ll 6% 

119 96 215 7,473 4. 120 595 122 12,319 

l 38 39 277 l. 143 20 122 1,562 

0 8%  39 6% 18 1% 3 7% 27 7% 34% 100 0% 12 7% 

187 90 277 9,166 4,956 701 182 15,014 

2 50 52 298 I, 424 58 182 1,962 

I 1% 55 6% 18 8% 3 3% 28 7% 8 3% 100 0% 13 1% 

179 121 300 9,672 4,8G9 7IS 1S7 lS. 422 

゜
41 41 370 l 309 68 157 l. 904 

0 0% 33 9% l3 7% 3 8% 26 9% 9 5% 100 0%  12 3% 

252 142 394 9,627 4,994 685 114 15. 429 

゜
54 54 386 1,374 105 114 1,979 

0 0% 38 0% 13 7% 4 0%  27 5% 15 3% 100 0% 12 8% 

422 152 574 10,322 5, 140 610 173 16,254 

゜
107 107 472 1,690 94 173 2. 431 

0 0%  70 4% 18 6% 4 6% 32 9%  15 4% 100 0% 15 0% 
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を応用する ことが可能な事業団に対する期待が高くなるのは当然であろう。

3 中小市町村との関係

事業団が建設を受託する都市のうち中小規模のものの増加が著しい。

55年度においては、 5万～20万人の都市で50％以上を占めていたが、平成 4年度（予定）

では、その割合は26.1％に低下し、代わって昭和55年度には20％余にすぎなかった 5万人

未満の市町村が60％を超えるようになった （第 2編第 1章表 2-1 -1)。

第 2節計画設計 計画設計と建設工事との関係

計画設計を委託する地方公共団体は、その後の実施設 表3-1-3 計画設計と工事受託

計、建設工事についても技術的能力の制約か ら、事業団

に委託する可能性が高いと考えられる。

表 3-1 -3は、各年度に受託した計画設計の件数と、

平成元年度までに建設工事の受託に達したものの件数を

ホすものである（差は、事業団の受託抜きで実施された

か、あるいは工事そのものがいまだできていないもので

ある）。

471件中263件が工事受託につながっている。工事受託

は団体数だが、計画設計件数は地区別の受託、数年度に

かかる受託、分割受託をすべて 1件として算入している

ので、実際に工事受託につながった割合は さらに高くな

る。 昭和63年度以降の割合が低いのは、まだ工事実施段

階に至らないものがあるからである。

第 3節 下水汚泥広域処理事業

年度 設計数 1こ小li受託

昭和47 2 2 

48 15 8 

49 26 8 

50 15 II 

51 13 10 

52 12 8 

53 ， 7 

54 21 14 

55 16 II 

56 15 13 

57 14 12 

58 27 25 

59 21 16 

60 47 21 

61 40 24 

62 41 22 

63 64 29 

平成元 73 22 

計 471 263 

I JI両設，al•(＇卜改エ,1,受託件数と b it柑あり

2 業務統，i1年報

最近における全国の下水汚泥拭（下水処理場か ら排出される段階）の推移とその処理（焼

却等の汚泥処理後の段階）の概況は、図 3-1 -1、表 3-l -4のとおりである。
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全国の下水処理済み人口約5,400万人に対して、 事業団が兵庫県及び大阪府で実施してい

る下水柑泥広域処理事業の 4地域の対象処理区域人口は約280万人であるので、事業団処理

鼠の総姑に 占める割合は、いまだ非常に小さい ものである。

下水汚泥広域処理事業は、単独の処理場、単独の地方公共団体内での処理よりもスケー

ルメリ ットがある ゆえに、創設されたものである。数字がやや古いが、表 3-1 -5は、

複数処理場を有する都市のうち集約処理している都市数を示している。同一市町村内で も

この程度の実施状況であ り、 異公共団体間を集約処理する下水汚泥広域処理事業の思想の

図3-1-1 発生汚泥量の推移

250 244 

240 ／ 237 

230 222 
ヽ

220 212 
210 

I1 
200 

198 
)j 194 
立 190 }j 182 

'" ' 180 

170 I 166 

160 昭[和55

150 
150 

140 

130 

56 57 58 59 60 61 62 63 ‘l’成，元

年度

I I‘• 水処Fl！場から排出される生 tljiJじ の 1,t

2 ド水直統計より作成

表3-1-4 汚泥処分量の推移 (1 1i位 1,000m•)

り 1文 脱水ケーキ 焼却灰 屹燦汚i)ビ ii'i化、i農縮

昭t¥151 1.477 164 16 l63 

52 I 842 201 4 152 

53 1,910 246 45 209 

54 1,952 233 16 182 

55 I. 924 267 21 185 

56 1,870 277 60 180 

57 l. 761 301 82 I 77 

58 1,658 334 40 174 

59 I.587 316 147 179 

60 I, 521 279 158 180 

61 1,398 303 160 204 

62 l.456 310 l 66 198 

63 1.317 303 123 203 

・ド成）じ 1.300 290 I 18 203 

ト水直統，i1
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第 1章実績の分析

表3-1-5 汚泥収集処理の実施都市数と輪送方法 （昭和63年度）

輸送方法

複数処理場有都市数 集約処理＇共施都市数

送泥管輸送 1 脱水汚泥述掛;| i夜状汚泥運搬 I そ の 他

95 55 19 11 24 

ト水追年鑑 1992年版建設省 t木研究所佐藤和明汚泥研究室長のペーパーによる。

表3-1-6 下水汚泥溶融システムの建設状況（稼働順） ('I碩，成 3年 3JI,Is) 

処理場名 システム型式 規 模 汚 泥 性 状 運転状況

JI I崎市 アー ク溶融炉 12.St-D S／ 日 含水率60% ll{1禾11561-jc4月稼（り）J

加瀬終未処理場 ］基 ＂「燃分46%

高位発熱乱2,OOOkca I/kg-DS 

大阪府 コーク スペッド炉 8t-DS／ 日 含水率80% 改條後昭和60年 6

安威川流域 （湿ケーキ40t／ 日） J~ より実験炉より

中央処理場 1碁 木施設に変更

T→灼I了 旋l191浴融炉 湿ケーキ ］5t/H 含水率80% "{｛禾1162''f・ 6月t辰fり）J

中央ド水処理場 1基 ’'「燃分57%

低位発熱屈3.lOOkcal/kg-DS 

h l I I Ii) l | I.11 抑制燃焼溶融炉 15t-D S/B 含水率65% 抑制燃焼プロセス

尾 1-_F水処理場 （湿ケーキ 50t/ Fl) ＂［燃分 46% は本施設。溶融プ

＜旋1111溶融）j式＞ l基 低位発熱乱2,500kcal/kg-DS ロセスは実証設

(iii。II召禾1162if8 JI 

稼働

• 9, ；i | l l県 表面溶融炉 5.3t-D S／ 日 ペルトプレス 含水率76% II{｛禾fl6351°8 J-J f.ゑ付｝J

小矢部川流域 l基

二 1:.浄化センター

•Iり柊 Iii コークスペ ッ ド炉 40t-D S/B 含水率66% 平成元年11月稼働

兵I,It西広域処理場 2基 "［燃分57%

発熱紐3,300kcal/kg-DS 

’li業1ヽti コーク スペッ ド炉 lOt-D S/EI ペル トプレス 含水率76% 杓成元年11月稼働

大阪北束広域処理場 2基 真空脱水含水率77%

述心脱水 含水率83%

滋伐県 抑制燃焼溶融炉 湿ケーキ 40t/H 含水率70% 平成 2年 4月稼働

琵琶湖流域 1基 "「燃分60%

湖南中部浄化センター ＜旋IIII溶融方式） 高位発熱批3.200kcal/kg-DS 

k阪府 コークスペッ ド炉 湿ケーキ 70t/B 含水率80% 平成 2年 7月稼S)J

安威川流I戎

中央処理場

＇ ） ~X: I ＿ヽtl 表面溶融炉 25t-D S/EI 含水半78% 9F成 2年12月稼（り）J

人ヤ反南広域処理場 1基 1引燃分70%

邸位発熱批4,OOOkcal/kg-0S 

束ボtII 旋回溶融炉 湿ケーキ 160t/H 石灰系高分子系 平成 3年 4月稼働

南部スラ y ジプラン ト (32t-D S／ 日） 含水率 80% 80% 

＂［燃分 45% 65% 

湿並喫ー出遥 2.500 3.900 

ト水道年鑑 1992年版建設行上木研究所佐藤.f11明汚泥研究宅長のペーパーによる。
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第 3編 分析と展望

先進性がわかる。

平成 2年度末現在、溶融系汚泥処理場は、全国で11箇所しかなく、そのうち 3箇所を事

業同が占めている。これらの諸元は、表 3-l -6のとお りである。

第 4節新技術開発

表 3-1 -7は、 ホ要な処理方式についてみたも のである。事業団は、標準活性汚泥法

の処岬場も数多く建設しているが、白ら試験研究 ・技術評価を行った酸索活性汚泥法から

IIII転牛物接触法までの方式については、その相当数を建設している。

第 5節職員の出身別構成

4t業団は、多く の国や地方公共団体からの出向者を擁している。平成 3年12月末現在で

の職員の出身別構成は、下の図 3-1 -2のとおりである。これと「10年のあゆみ」所収

のII間1157年 7月 1日現在のものを比較すると、プロパー職員（切替えも含む）の比率が37.7

％から40.8％へと 3ポイントほ ど上がっている。他方、地方公共団体出身職員の比率も32.6

％から36.6％へと 4ポイン トほど上がっており、地方の実情に詳しく面的整備にも熟逹し

た地方公共団体出身職員の存在は、 一／稽重要かつ有益となっている。当の地方公共団体出

身職且にとっても、 ［［I|身団体以外の下水道整備や技術開発などに携わることによ って、技

術交流や職務上の新しい発兄の効用が当然あろう。 4,•菜団は、研究や技術開発という面ば

かリでなく、出向という面でも期せずして技術水準の向上に貢献しているといえる。

表3-1-7 処理方式別処理場数('I紐文几年度末）

. ,,-r・, ・ 性 iり 泥 法 1111 接 烈)j式
わ 触

椋 ス iと 酸 循 [11/ オ ''" 
工 i f 

準 テ 時 ぷ 屎 分 キ 物 ア , メ:＼ 

＇ 
r::, ;(9 r.-9 変 式 シ 按 レ ろ

フ ヤL 法 デ 触 I 床

iり I 泣、 シ 法
i)じ 7--ー4 ン‘／ ヨ

法 イヨ ン

ッン 法

チ

令[E[ 580 54 16 7 5 12 59 24 4 I 

＇l;菜[・ti 7 5 4 44 10 

111ゞの 1、水必 酸索i甜牛泊It法～［Il l+l；牛物桜触法以外の • j (梨団の建設数は省略。
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第 1章 実績の分析

図3-1-2 事業団の職員構成 （平成 3年12月 1日現在 職員総数726)

都道府県 111名 (15.3%)

プロパー職員 国か らの出向者 指定都市 137名 (18.8%)

296名 164名 一般市 18名 (2.5%)

(40 8%) (22 6%) 地方公共

団体計 266名 (36.6%)

平成 2年度
60人↑↓ 93人↑↓

53人 96人

国 地方公共団体

平成 2年度の 1年間で、国か らの出向者、帰任者は、それぞれ60名、 53名、 地方公共団

体か らは93名、96名であり、それぞれの平均をそれぞれの在籍者で割ると 、 1年間で34.5

%、 35.5％が入れ替わり 、双方とも平均 3年弱の在籍と推定される。
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第 3編分析と展望

第 2章 事業団の社会的な役割

第 1節委託の効用

委託団体にと って、事業団委託の効用は、専任職員の生涯雇用 コストの合理化であると

いわれる。

表 3-2 -1は、①単独公共下水道だけの市町村で、②人口 5ブj~10万人、 ③同程度の

普及率（ゼロは除く）、の建設但当技術者数を、事業団への委託団体とそうでないものとの

平均を比較したも のである。

表3-2-1 建設担当技術者数の比較（平成元年度）

：三：；f本I i/7::i..(:：: I l:50:：／以:1:： 1 :2／ごし［［

ド水直統計による 括弧l人］ は l•tlf本数

25％未満

6.8人 (27)

7. I人 (12)

職員の多森は、個々の団体の事情による ので比較し難いが、 事業団への委託は職員数の

合理化に査しているといえるのではないか。

第 2節技術開発と実用化

事業団の技術開発の中で、 その効果が趨勢的に拾えるものとして、オキシデーションデ

ィッ チ法（以下、 「OD法」 という）がある。

事業団は、昭和56年12月に、 OD法について技術評価委員会に諮問し、58年12月に第一

次答申、 60年 9月に第二次答中を得た。これ以降OD法についての技術上の知見が増した

ため、特に表の計画晴天時日最大処理水量5,000m'／ 日未満の小規模処理場における OD法
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第 2章 事業団の社会的な役割

表3-2-2 オキシデーションディ ッチ法終末処理場の箇所数

年度 全体 -5  OOOm•/ EI うちOD 5, 000-10, 000 うちOD 10,000- うちOD

tJ召和49 337 69 31 237 

50 349 69 35 245 

51 363 66 1 37 

゜
260 

゜52 384 70 2 37 

゜
277 

゜53 406 68 4 46 

゜
292 

゜54 429 92 4 56 

゜
281 

゜55 457 73 4 45 

゜
339 

゜56 494 69 4 52 

゜
373 

゜57 522 76 6 61 

゜
385 

゜58 548 75 6 74 1 399 

゜59 588 90 8 55 1 443 

゜60 631 94 12 59 2 478 1 

61 662 99 14 62 6 501 

゜62 703 115 23 73 6 515 

゜63 736 123 31 74 11 539 

゜平成元 788 147 46 89 11 552 2 

LI本の下水道

OD法の処理場の箇所数に年度により滅少があるのは、能力の増，；虹や、他の処理方式との1)f用で、 他の処理方式の方の能力が上回る場合

があるため。

の採用が急増している （表 3-2-2）。これらのうちの半分以上は、事業団の受託にかか

わるものであるが、それ以外でも OD法の採用が続出していることは、 事業団の技術評価

の成果として、こ の技術が下水道界の共有財産の位置を得ていることを示している。

第 3節研修 と 技 術 者

1 技術者中の研修受講者

平成 2年度末現在、事業団研修を修了した地方公共団体職員は、延べ 1万9,234人であ る。

3年11月、こ れらの修了者につ いて調査を行ったところ、延べ総数の32.3％に相当する

6,200人が下水道部門の現職者である ことが判明した（表 3-2-3)。

これは、地方公共団体及ぴ下水道公社に在職する下水道技術者 2万3,444人の26.5％を占

めている。

この研修修了者数を地方圏の37県 （東京都 と政令市を含む道府県を除く県）についてみ

ると 、38.8％となり 、文字通り 研修受講者が技術者の大宗を占めている。
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第 3編分析と展望

表3-2-3 県別の研修生と処理人口 （＇ド成 2年度木現在）

都道府県 処理人 17 A 延ぺ研修11=. B うち現職者 C 技術者 D 

北海道 355 1,168 500 1,324 

青 森 35 314 101 310 
岩手 24 265 68 162 
宮城 96 461 103 443 
秋 Ill 17 285 81 168 
l.l l Jf多 29 249 76 200 
輻，（：i 36 344 117 259 

茨城 69 562 104 484 
栃 木 50 524 160 279 
群 馬 51 331 120 301 
埼 1,. 293 1. 515 478 975 
千虻 222 1,003 303 911 
東兄 1,023 888 268 3,584 
神奈川 555 871 372 1.853 
山 梨 l6 182 53 164 

新 附 45 592 165 405 
9晶辛9 山 31 235 74 204 
石 川 34 274 94 197 

長野 56 552 183 292 
岐，；t 58 364 98 297 
静岡 92 509 156 519 
愛 知 264 752 210 1.007 
二 爪 l6 189 70 1 7l 

幅 JI2 28 211 67 205 
：じサは ，L＇―↓ ＂ 34 387 140 219 
点都 157 393 120 784 
大 阪 556 486 286 2,294 
兵 Illi 328 532 218 1,057 
奈艮 47 318 58 241 
和歌111 4 108 34 127 

烏 取 12 157 42 136 
島 根 8 150 21 98 
岡山 42 306 128 360 
広島 100 512 144 539 
山 II 49 465 138 387 

＇f.曲¥"'.ヽ 山r,i 8 32 

゜
97 

香 川 19 214 62 134 
愛緩 34 263 90 166 

高知 8 101 37 99 

福 岡 244 359 135 660 
佐 賀 10 119 41 78 
長 崎 42 275 114 217 
熊 本 54 455 124 304 

大 分 25 291 76 162 
宮 崎 22 150 35 120 
鹿児島 47 186 61 219 

、（中礼！ 56 335 75 232 

計 5.401 19. 234 6,200 23,444 

注 1 処理人日は万人単位

2 F水道部門での視職名は、所屈団体への！！（1会 ・回答による。也I答があ ったのは、 19,234人I―I-1、16,013人分 (83.3%）で、 ここか ら、

屯複、死亡、池部1"1点云II'ぷ、不明を除し、た。

3 他の欄は、 H本の ド水必、 ド水道統9il • 、 • 1z成 2 年度研修報告から作成。
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第 2章 事業団の社会的な役割

2 処理人口との相関

処理人口の多い県で技術者が多いのは当然である（AとDの相関係数R2=0.981)。

しかし、処理人口と研修修了者数とは全国ベースでみると相関関係を見いだすことはで

きない（相関係数R2=0.393)。

これは、大都市を抱える都道府県では事業団研修の職員 も多くいるが、それよりも自前

で育成した技術者が建設 ・管理に携わ っているからであろう 。

そこで地方圏の37県を取り出すと、強い相関を示す (R2=0.895)。

まさしく、地方圏では研修受請者が下水道の整備 ・管理を支えていることがわかる。
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第 3章 事業団の課題と今後の展望

第 1節 中小町村からの期待

平成 2年度未の人ロランク別の市町村の状況は、下の表 3-3 -1のとおりである。

言うまでもないが、人 IIが少ないほど、普及率と着手済み（供用または建設中） の団体

の割合は低い。

2年 1月28Hの総理府の下水道に関する世論調究によると、「下水道を利用したいか」と

いう問いに対する 「ぜひ利用 したい」の回答は、大都市58%、中都市52%、小都市47%、

町村38％である。小規模な町村の住民になるほど、下水道整備に対する期待がやや低いか

のように兄受けられるが、今後、従来以上に期待が高まると予測される。

住民にと って、事業団に委託するか否かは通常はさして重要な関心事ではないだろうが、

人口 5万人木満の各ランクでみた場合、そのランクのなかの着手済み団体のうち20-40%

表3-3-1 人ロランク別の市町村の状況

人IIランク I、I[（本数
ィyi,T•済み オイt手 1り文1ヽtl委 :lf及'f 人口 木処FI!

団体数 団体数 託団体数 ％ （万人） 人 II

100)J~ 11 ll 

゜
10 90 2,477 238 

5U万一 ， ， 
゜

6 57 585 253 

3 0)j ~ 43 43 

゜
21 51 1.661 807 

l 0)j - 146 145 1 54 47 2.439 l.298 

5)J~ 229 213 16 87 33 1. 569 1,057 

4 Jj- 93 83 10 25 20 417 337 
3)」-~ 170 134 36 47 15 588 502 

2Jj- 281 162 119 45 10 688 618 

l Jj ~ 757 271 486 64 6 1.057 995 

5, 000~ 895 193 702 40 3 647 629 

-5 000 605 48 557 19 2 188 185 

合，：r 3. 240 1.312 1. 928 418 44 12,316 6,919 

l、水追統i l • 、 II 本の 卜水直全国市町村＇炭＇此
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第 3章 事業団の課題と今後の展望

の団体が事業団に委託している。

人口 5万人未満の市町村のうち未着手は、 1,911の多数にのぽるので、事業団に対する中

小市町村か らの期待には、極めて底固いものがあると思われる。

第 2節事業団自身の体制

事業団に対する強い期待、要望に着実に応えるためには、事業団自身の能力、体制を検

証する必要がある。

過去20年間の事業量の順調な増加（一時低迷した時期はあ ったが）にもかかわらず、昭

和59年度以降、 増員ど ころか減員 している（図 3-3-1)。建設勘定は、受託勘定から定

員を分与する形で創始されたため、その後の受託事業の増加、箇所数の著増にもかかわら

ず、受託勘定は従来より少ない人員で対処している。

一方で、全国の下水道関係職員は、図 3-3-2にみるように確実に増加しており、そ

の差は大きい。全国の地方公共団体等の下水道担当職員数に対して、その 2％弱 （受託 ．

建設両勘定の技術者と同図の技術者中の建設担当とを比較しても 4％強）程度の人員であ

る。これで、維持管理は別として、 第 1章第 1節でみたように（事業費の嵩む処理場を中

心にしているせいもあるが） 8％になんなんとする事業を実施している。

また、労働時間の問題がある。受託勘定部門の63年度における一人当たり年間実総労働

時間は、 2,010時間と推定された。同年度の全国の年間実総労働時間は2,100時間（労働省

調査）であ った。その後平成 2年度には、全国の年間実総労働時間は2,052時間に減少して

おり、 事業団の方も軌をーにして減少している。政府は、今後、欧米並みの年間実総労働

時間1,800時間達成を目標としている。事業団においても、 4年度からの週休 2日制の採用

と、世間一般に歩調を合わせた有給休暇消化率の向上により、 実総労働時間が漸減してい

くことは、不可避であろう 。

少ない人員と漸減していく 実総労働時間をも って、堅実に推移するとみられる事業盤を

消化 していくためには、より一層の効率性の追求が求められる。
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図3-3-1 勘定別定員の推移
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200 亨113/: 
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. • 666 665 64 9 63 7 .．．．． 
630 626 626 
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,'482 

.. 426 
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100 15/  ••••148 74 84 89 
.・77 47 _.--・ 
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0.J.28 36 

747 
766 770 770 770 767 762 ~ 750 749 747 748 748 
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18-
30-4l-46--5i咋 1
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年度

ー一ー全体-••…一般 ..・ ・受託 ー一建設

図3-3-2 下水道関係職員数の推移

50 
（単位 ：千人）

45,911 
46,775 48,167 48,167 

44,828 

40→ ---- - /  

---ー一宝，550~36,366 36,422 
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第 3章 事業団の課題と今後の展望

第 3節新分野への挑戦

これまで多少の曲折はあ ったにせよ、事業団の事業はおおむね順調に推移してきたとい

える。

平成 3年度を初年度とする第 7次下水道整備五箇年計画（平成 3年11月29日閣議決定）

は総事業費16兆5,000億円を投査し、かつ中小市町村の事業若手の推進による普及率の向上

を計画の眼目 としている。これと軌を一にして、 3年度予算から生活関連枠が設けられ、

下水道は道路と並んで、連続して最大のシェアを占めている。事業団に対する期待は高ま

りこそすれ、低下することはない。

この五箇年計画の終了時点の整備率目標は、 54％である。さら に次の五箇年内で70％の

整備率を目指すことが、 2年 6月の公共投資基本計画で定められている。表 3-3-1の

未処理人口の欄からわかるように、中小市町村には未処理人口の層が厚く堆積している。

第 7次五箇年計画の期間中の、 中小市町村の着手数の拡大傾向は、その次の五箇年間には、

より 一層顕著となると思われる。また、下水汚泥広域処理事業も 、下水処理の増加により、

需要の増大は不可避である。

このように事業団の事業環境は、今後少なくも 10年は従来の延長線上にある、安定した

ものと考えてよい。事業団が 4年に策定した 「日本下水道事業団業務運営長期計画」にお

いては、基本的には従来型事業の羅的拡大を予期している。

上記計画では、受託工事について技術力と経験の蓄積を生かして、中小市町村における

下水道整備、大都市等での雨水対策、高度処理等の分野で地方公共団体の要請に応えると

ともに、下水道の多目的利用など新たなニーズに的確な対応が図れるよう、そのための技

術、ノウハウを開発 ・蓄栢するとしている。

また、 こうした技術やノウハウを積極的に活用して、技術情報の提供、広域プロジェク

トの実施等の新規業務の可能性について、検討を行うとしている。
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資料編・年表





ロロロ
圃 業務

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

（注） 1．表中の数字は当該業務委託の年度である。 ゜
2. I頓9字は都道府県、組合等、市町村の順とした。

3.流域下水道の位甜は都迅府県庁の所在地とした

都道府県名 都市名等 計画設計 実施設計 建設工事 技術援助 試験研究

北海道 56-3 61-3 59-60、62

苫小牧市 55-57 

室i&i市 57-59 4 9 ~ 53、58-60 51 

登別市 54-55 6l -Jt 62-3 

網走市 54 

伊達市 54-59、 2-3 56-62、元、 3 54、 3

留萌市 61-2 63-3 

三笠市 元～ 3 3 

夕張市 3 

当別町 56-60、62、 3 57-61、63～元

芙瑛町 56-59、61-62 58-63 61-3 

治水町 56-60 58-62 61-3 

虻田町 54-62 54-62 

新得町 56-60、62、Ji:. 58-63、 3 61-3 

京極町 56-60、62~ 63 59-63 6l~ 3 

斜星町 57-61、 3 59-63 

標茶町 57-62、 2 59-63、 3 63 

上川町 2 ~ 3 57-62 61-63 JC~ 3 

静内町 59-63、 3 61~ 3 2 ~ 3 

留辺薬町 59-63、 3 61-2 2 ~ 3 

石狩III[ 59 60-61 

長沼町 60-63 61-2 

和寒町 60-63、 2 62～元、 3 2-3 

津別町 60-63、 2 62～元、 3 2-3 

栗山町 61~)じ 62-3 2-3 

沼田町 61-63 62-2 

愛別町 61～元、 3 63~ 2 3 

門別町 61 ~jじ 62~ 3 

上富良野町 62~JC 元～ 3 3 

盟浦町 62-2 九～ 3

長万部町 63-3 2 ~ 3 

栗沢町 63-3 元～ 3

浦河町 63-3 元-3

別海町 63 63-3 63 

八誤町 63 元～ 2

H邸町 2 ~ 3 

美深町 3 
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都道府県名 都市名等 計画設 計 実籍設 計 建設工事 技術援助 試験研究

北海道 洞爺村 3 

青森県 55～元 56-2 

八戸市 53 

粁森市 60-61 

十和田湖町 3 

鶴田町 3 

岩手県 54~ 3 50-3 54 

盛岡市 47 

宮古市 59～元 59-63 

花巻市 2 ~ 3 3 

遠野市 2 ~ 3 3 

大船渡市 2 3 3 

陸前高田市 3 

柴波町 3 56-60、3 57-61 

岩泉町 63、 3

雫石町 2 ~ 3 3 

花泉町 2 

前沢町 3 

大槌町 3 

九戸村 3 

宮城県 石巻市 49-53、62-63 52-56、62、元～ 2 62 53 

気仙沼市 53-58 54-59 57 54-55 

古川市 53-58、62～元 55-59、62-2 57、61

仙台市 59、61-3 59-3 61-63 

松島町 58-59 61～元、 3 62-2 56、58

女川町 56 

秋保町 58 59-61 61 

中新田町 60-61 63-3 元～ 3

宮崎町 61-62 63 元

迫町 62-63 2 ~ 3 3 

小野田町 63 2 ~ 3 3 

七ケ宿町 2 ~ 3 62-63、3 63～元

山元町 元～ 3 3 

矢本町 3 3 

嗚子町 3 

秋田県 52-54、58~ 3 53-3 56、58 58-60 

能代市 53-58、62 55-61、63 59 

湯沢市 元～2

本荘市 60-2 62-3 60 

田沢湖町 56-59、62～元、3 57-60、元ー 3 61-62 

岩城町 61-62 元～3

仁賀保町 2 

金浦町 2 
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口口El

都遭府県名 都市名等 計 画 設計 実 施設 計 建設 工 事 技術援助 試験研究
l 

秋田県 象潟町 2 

由利町 3 

協和町 3 

西仙北町 3 

山 形 県 55-3 56、58-3 58-62、元～ 3 

山形市 53-54 

酒田市 59、61-63、2~ 3 51-55、59~ 3 50、53、58-59

鶴岡市 63 58、60-62、元～3 51-55、59-3 50、52、63

米沢市 56-62、 3 57～元 2 ~ 3 

天竜市 55 

新庄市 55-56、JC~ 2 59-63 60～元

寒河江市 54-57、 3 55-58 

上山市 52-55、60-61 53-57、60-62

長井市 56-61 58-63 63-3 

遊佐町 Jt~ 2 3 
トー

八幡町 元

温海町 3 59-63 60～元 63 

櫛引町 2 ~ 3 

小国町 3 

最上町 3 

福島 県 56-61、元～ 3 57-3 

会津若松市 53-56、62、元～2 54-58、63-3 

臼河市 54-55 63-3 3 

喜多方市 54-56、61-62 元～ 3 3 

福島市 元～ 2 3 

二本松市 元～ 3

相馬市 59-3 61-3 

いわき市 60 58-59 

郡山市 2 2-3 元

猪苗代町 54、）じ 57-62、 2 59～元、 3 62-3 

双葉町 55、60、63、 2 5 9 ~ 6 ?．．? ～ 3 60-63、 3

浪江町 58-59 62～元、 3 元ー 3

邸岡町 60-61 62-2 63-3 

広野町 61～元 2 ~ 3 3 

塩川町 63、 3

安達町 元～ 3

楢葉町 尤～ 2 2 ~ 3 3 

小高町 元～ 2

本宮町 61-62、 3 63 

棚倉町 57 

大熊町 2 ~ 3 

磐梯町 2 ~ 3 

会津高田町 2 
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都道府県名 都市名等 計 画設 計 実 施設計 建設工事 技術援助 試 験研究

福島県 鹿島町 2 ~ 3 

三春町 3 

田島町 3 

西郷村 54-55 

昭和村 3 

茨城県 58-59、62-2 50-53、59-60、62-3 58-59、 2

行F方水道,Ii部糾合 55 

広友部墳下・笠水間道組合 2 ~ 3 2 ~ 3 元

水戸市 57-58、61 55-61 52-53、60

日立市 54 55-57 

土浦市 47 

勝田市 52-53、56-59 51-55、57-58、3 50、55、 2

下館市 51-53 52-56 

つくば市 62 62～元

岩井市 63-3 元～ 3

結城市 61-3 

鹿島町 54-59、元～ 2 56-61、元～ 3 59-3 

総和町 54-58 55-60 

神栖町 51 

潮来町 49-50 4 8 ~ 4 9、51 48-55、59 50-53、57-58

友部町 62-63 63～元

波崎町 3 2 

栃木県 51-61、63-3 52-3 56、62

宇都宮市 48、55-59、61-3 49-3 50-51、53、57、59、2

足利市 47、54-56、元～2 48-53、55-58、2-3 50-52 

小山市 55-57 48-51、56-59 49 

鹿沼市 49-50 47、58-59、62 48-51、59-60、63～元 50-51 

佐野市 47、60、62-63 48-51、61～元 50-51 

真岡市 53-56、61、 3 54-58、61-2 63 

黒磯市 49-50、元、 3 51-55 52 

H光市 50 49 

矢板市 61～元 63-2 

那須町 54-58、元、 3 55-59、 2-3

塩原町 56-60、63～元 58-61、63-2 57、62

益子町 60-63 61-3 

藤原町 63、 3 元 57 

氏家町 63-3 元～ 3

野木町 60 57、59

小）1 |町 2 ~ 3 3 

高根沢町 2 ~ 3 2 

二宮町 3 

河内町 3 

栗山村 63 53、元 54-57、元～ 2 63 53 
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口国El

都道府県名 都市名等 計 画設計 実施設計 建設工事 技術援 助 試験 研 究

群馬県 50 53-57、59-60、62-3 54-3 50、59-62 57 

前橋市 50-51 

桐生市 53 ~ 5 4、57、 3

太田市 56、61、 2 57～元、 3 58-3 53 

館林市 61-63 61~ 3 60、 3

嵩崎市 3 

中之条町 60、63-2 56-61、 2 58-62、 2 60-3 

草津町 63 

伊香保町 3 

埼玉県 50、52-55、6l、元、3 52-58、60-3 62、元～ 3 63一元、 3 

坂ドI水.9追・鵡紐合ケ秘 54-56、63-3 55-59、63-3 プじ

鳩毛呂山下Ul,J<越iul’Il'l介 56-58、60-63 60～元 元～ 3 

川越市 53-55、59-62 47-49、53-56、60-63 59、 3

所沢市 55-56 56-58 

越谷市 52-53、61～元 53-55、59-2 58-61 

春日部,fj 49 

熊谷市 49 50-53 50-51 

深谷市 51-52 49-50、54-58、元、355-60、ブし、 3 60-3 

行田 Iti 48、57-60 49-53、58-62 50-51、54、58

束松山市 47、53-56、58-60 48-52、54-61 50-52、55

秩父市 48、62-63、2~ 3 52-55、62-2 52、54

飯能市 50-51、54 51-55 2 

鳩ケ谷市 53-54 54-57 

本片市 56-60、63 ̀ 2 ~ 3 57-61、元～ 3 61～元

羽生市 49 55-60、62、元 57-62、元 61-3 

加須市 54-57、 3 55-58 54 

草加市 58-59 

大宮市 61-62 62-63 

浦和市 60-61、63

岩槻市 2 ~ 3 3 

H高市 58-3 60-3 63-3 

吉川町 62-63 62~j¢ 

騎西町 J--L ． 几：～ 3 

奇居~J 2 

松伏町 3 3 2 

庄和町 3 

千葉県 49~50、52、54、56、59---3 49-3 49、51、54、 3 61-62、元～ 2 

千葉市 3 2 ~ 3 3 49 

松戸市 5 4 ~ 55、57 55-57 53-54 

市原市 55 

習志野市 53-58、60-3 55-59、61-3 59 

佐原市 56 

束金市 58 54-58、63～元 56-60、元～ 3 3 
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都道府県名 都市名等 計画設計 実施殷計 建設工事 技術援助 試験研究

千 葉 県 旭市 57 

館山市 63-2 

八日市場市 フじ

鴨川市 元～ 3

船橋市 58、60、62一元、3 59-2 58 

木更津市 63-3 元-3 2 

銚子市 58-62 

袖ケ浦市 63-2 元ー 3 58 

天津小湊町 49 

大網白里町 58 61-3 61-3 57、61、63～元、3

関宿町 63、元 63、2-3 元～ 3 元

小見川町 元 61-63、 2 61、元～ 3 

九十九里町 2 

睦沢町 2 

長南町 3 

大原町 3 

長生村 元～ 3

東京都 50-3 55 52、61-63

八王子市 49~50、53~54、61~63、250-57、60、62-3 60、 3 3 

町田市 49、56、59 53-55、57、59-3 48-58、60-3 50-51、57、62、2-3 52 

小平市 2 ~ 3 

神奈川県 61-62 

横浜市 50-54、58-3 62-63 

川崎市 50-54、59-3 53、55、62 48、53、55、60-61、63～元

鎌倉市 55-57、59、62-3 55-61、63-3 54、57-60、62-63、2-3

大和市 50、53、55、59-3 52-56、59-3 52-53、元

秦野市 52-54、61 53-56、62-63

綾瀬市 62-3 

茅ケ崎市 3 3 2 元-2

藤沢市 3 

箱根町 58 58-62 61-2 

松田町 2 

葉山町 2-3 

山梨県 60-3 

甲府市 59 58 59 

韮崎市 60、62

白根町 59-60 

双葉町 60、62

敷島町 60 

竜王町 60-61 

昭和町 60-61 

玉穂町 60、63

田富町 60-61 
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口国El

都道府県名 都市名等 計 画 設計 実施設計 建設工事 技術援 助 試験 研 究
...• 

山 梨県 三珠町 60 

市川大1"1町 60 

鰍沢町 60、JC:

増穂町 60、62

甲西町 60-61 

若草町 60、62

櫛形町 60 

小淵沢町 63 3 

早川町 63 ）じ

身延町 2 ~ 3 2 jじ、 3

高根町 62-63 

六郷町 2 -3 

小菅村 56 58、60-62、 3 61-63、 3

丹波山村 56 58-61、2 60-62、 3 62 

Al:1-1中9| 60 

新潟県 50-53 52-55 53-56 54-56 

新潟市 48 

長岡市 47 48-51 50-51 

上越市 55、58-63、3 59～元

三条市 55-57、59、63-2 56-61、元～ 3 

柏崎市 50-51、53-54、62-2 52-56、63-3 60 

新津市 51-52、55-57 52-61 58-59 

十日 町・市 2 52-57、3 54-58、 3 58 

加茂市 56 ~ 63 59~ ？ 

栃尾市 56一元 58-62、元～ 3 61-3 

新井市 56-63、3 60一元 2 

糸魚川 I•「j 62-3 }C~ 3 

妙高邸1原町 55-62 56-63 

湯沢町 58 6] ~ 3 62-3 

中里村 2 

富 山県 48 56-63、 2~ 3 58-3 58、61

4中菜祈川糾公合共卜水追 56-58 Jじ～3 3 

氷見市 50、60-61 52-56、2~ 3 54-58、 3 56 

魚津市 48、59、61-62 62 ~ 2 62~ 3 3 

小矢部d・i 48-49 

新湊市 59 59-61、元 60-63、2~ 3 58、62

黒部市 60-61、3 63-3 63-3 62 

滑）11市 59-63、 2~ 3 61 -jじ、 3 2 62 

富山市 2 -3 3 2 

高岡市 2 ~ 3 3 

武生市 3 

朝日町 49 

福野町 48 
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都道府県名 都市名等 計画設計 実施設計 建設工事 技術援助 試験研究

富山県 宇奈月町 50、52 54-56、58-62 56-62 61 

大門町 62-63 3 

大島町 63 

婦中町 62 62-63 

大沢野町 63~ 3 元～ 3

上市町 2 3 3 2 

入善町 3 

山田村 59-60 62-63 63-元

上平村 3 

石川県 60-63 61一元 3 

す下：水ノ道気組・七合塚 60-2 63-3 

松任市 55-60、62-63、3 56～元、 3 60-2 63一元

内灘町 60-62、 3 59～元、 3 58-62、 2~ 3 

鹿西町 3 

長野県 50、55-56、59-3 50-3 59 58-61 

臼措湖下水道組合 52-56、59、63 53-59、63-2 

佐久下水逍組合 2 ~ 3 2 ~ 3 2 

長野市 52-55、58-61、63-3 53-56、59-3 60 

松本市 54-56 58～元、 3 60～元

塩尻市 52、56-58、元 57-60、元～ 2 55、62-3 

小諸市 56-58、 3 59-63 61～元

中野市 54-57、59、元～2 56-60、63、2~ 3 59-60、62

伊那市 58、63一元、 3 元～ 3 2 -3 

駒ケ根市 61-63、 3 2 ~ 3 

大町市 63-2 3 

上田市 62-2 元ー 3

飯山市 63-2 元～ 3

山ノ内町 2 ~ 3 55-60 59-62、元、 3

丸子町 57、元、 3 59-61、元～ 2 60-63、 2-3 62～元

束部町 57-58 60～元 62-3 

軽井沢町 58-59、62 63～元、 3 63-3 

辰野町 60、62、 2-3 63-2 元～ 3

穂高町 61、63～元

箕桧町 61、63 2 ~ 3 3 

御代田町 61-62、元～ 2 3 

高遠町 62-2 元～ 2 2 ~ 3 

波田町 63～元 2 ~ 3 3 

信濃町 63～元 2 ~ 3 3 

南木曽町 63 

飯島町 元

型科町 元、 3

立科町 2 ~ 3 

真田町 2 3 
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都道府県名 都市名等 計画設計 実施設計 建設工事 技術援助 試験研究

長野県 松川町 2 ~ 3 

望月町 2 ~ 3 

高森町 3 

池田町 3 

木曽福島町 3 

長門町 3 

佐久町 3 

野i／れ温泉村 51-52、55-56 52-54、56-57

函田村 60-62、2~ 3 63-2 2 ~ 3 

安位村 61-62 63-2 元～ 3 

白馬村 62~Jじ 元～ 3 2-3 

木島平村 63-2 3 

i'f木村 ）じ～ 2 3 

南箕綸村 Jじ～2 

山形村 2 ~ 3 

朝 El村 2-3 

南牧村 2 ~ 3 

浅科村 2-3 

戸隠村 2 ~ 3 

北御牧村 2 ~ 3 

盟丘村 3 

喬木村 3 

H義村 3 

小谷村 3 

阿智村 3 

岐阜県 48 3 61-62 

大垣市 51-55 52-57 

土岐市 49-50、55 55-60、2~ 3 55-57、元～ 2 

高山市 48 49-54、56-57、59-60 50-51、54-55

中津）ii市 55、59-63 61一元 50-52、63-3 

忠那 I•I子 57-58 49-50 51-53 62 

芙濃市 62、2~ 3 

羽島市 63-2 3 

"［児rh 62 62～元 Jじ

安八町 63-3 

岩村町 Jじ 2 ~ 3 3 

南濃町 2 ~ 3 3 

旋老町 2 ~ 3 

古川町 3 

海津町 3 

池田町 3 

笠原町 3 

下呂町 3 
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岐阜県 上宝村 63-2 63～元、 3

高鷲村 元～ 2 2-3 

白川村 3 

静岡県 53-58、61-3 53-3 3 54-59、63

清水市 60 51-55 50 

富士市 50-52、57～元 50-54、59～元、3 2 

沼津市 元～ 2 48 49-53 50-52、元～ 2 53 

富士宮市 51-54、60 52-56、61-62 53 

藤枝市 55-59、 3 56~ 2 60-61、63～元、3

伊東市 49、61-63 55-56、60、63～元、3 53-55、57-3 50、52-54、60、63、3

熱海市 52-54 55-60、62 55-63 53、55、57、62、元～3 53-55 

下田市 58、 2 62~ 2 元～ 3

静岡市 60-61 

湖西市 62-63 

島田市 元～ 3 3 

御殿場市 元～ 3 2-3 

袋井市 63 

新居町 60-63 

土肥町 55-59、63 56-63 55、57-58、61-63

佐久間町 63～元、 2

東伊豆町 元～ 3

細江町 元、 3

修善寺町 2 2 ~ 3 元

御前崎町 2 

天城場ケ島町 3 

浜岡町 3 

引佐町 3 

愛知県 59~ 2 61-3 2 61-63 

尾下西水地道管方行珂定糾公合共 61、 2~ 3 

名古屋市 50-52、元～ 3 61-62 

豊橋市 53-54 

岡崎市 58 57-58 53-54、58-59、61-2 53 

春 日井市 54 48-51、55-5663-3 50~5]、55-58、元～3 元、 3

半田市 53-54、元～ 3 54-56、 2~ 3 2 ~ 3 

蒲郡市 48-52 52 

知多市 51 52-56,5炉60,62~63、254-58、60-3 

尾張旭市 55、59-61、元～2 56-60、 3 57-61 60-3 

津島市 58-59 59-62、元 60～元 62-63 

豊田市 58-61 60-61、 2~ 3 60-62、 2~ 3 59-60、元、 3

瀬戸市 59 59～元、 3 61-2 60、 2

常滑市 58、元～ 3 

一宮市 57-3 58-3 2 ~ 3 

束海市 2 59、60～元、 3 59-3 58、元～ 3 
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愛知県 H進町 58、63、3 59-62、 2 60～元、 3

長久手町 59-60、63-2 2 ~ 3 3 3 

田原町 60-61 62～元 63-3 62 

三好町 元 元～ 3 63 

西枇杷島町 元 元～ 3 63-3 

南知多町 3 

美浜町 3 

三重県 元～ 3 元～ 3 60-63 61-62 

四日市市 53、55、57、62、元、3 53-59、62-3 53-58、元

鈴鹿市 49、51、54 3 48 

松阪市 48 62-63 61-2 

名張市 60-62、 3

上野市 元～ 2 3 2 

烏羽市 3 

川越町 58-62 59-63 61 

二兄町 3 3 2 

長島町 3 

木曽岬町 62-63 元～ 3 3 2 

福井県 武生市 61-63 50-53、61-62 51-55、62～元 62～元

鯖江市 52-55、60-63 54-58、61～元 63-3 元～ 2

勝山市 55-58 56-60 2 ~ 3 

小浜市 60-3 62-3 

朝日町 56-59、62 57-60、63

永平寺町 52 55 52-53、55-61、?～ 3 53-51、58-62、元～3 63～元

美浜町 2 ~ 3 

南粂町 2 3 

清水町 2 ~ 3 

織田町 3 

宮崎村 62-63 59、61

滋賀県 48、52-3 53~ 3 47、57-61 48、51-3 

近江八幡市 54 55-57 54 

大津市 元～ 2 2 

八日市市 60 

土山町 JL~ 2 

志賀町 2 ~ 3 3 

朽木村 jじ

京都府 48-49、56-3 49-3 54、56

京都市 50-52、58-3 49-3 

宇治市 50-51 55~ 3 57-3 59-60、63、 2

1し岡市 54、57、60-61、63、352-54、57、5炉62、元～354 ~ 5 7、60-3 2 ~ 3 

八幡市 61、63 60～元、 3 51、61

福知山市 48 61 61-63 54、61 49-51、55、58

綾部市 59-61 元～ 3
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京都府 舞鶴市 58-3 59-3 57 

長岡京市 62 63～元

加茂町 62-2 62、元～ 3 

大山崎町 63 59-61、元～ 3 58 

田辺町 62 62～元

丹波町 2 ~ 3 3 

瑞穂町 3 

日吉町 3 

蜂山町 3 

丹後町 3 

久美浜町 3 

大宮町 3 

大阪 府 50-51、54-2、56-2 51-3 60～元、 3 56-60、 3

施泉4設t曰組壌合笠ほ 55-59 53、56

堺市 元、 3 60-62、 2~ 3 59-62、元～ 3 55、57

河内長野市 60-61 

束大阪市 59-62 60-元 2 

岸和田市 61～元、 3 62-3 62、 2

松原市 62～元 63-2 

貝塚市 63-2 元～ 3 2 

大阪市 60~ 3 3 

藤井寺市 60-62 59-62 

柏原市 3 

田尻町 元～ 3 2 ~ 3 

島本町 62 

兵庫県 55-61 56-62、 3 58-59、 3 55、63-2 

神戸市 50-55 54、56

姫路市 53-56、58 54-59、61-63 61 53-55 

西宮市 56-57、61-3 60-3 59-61、 3 54、 3

高砂市 63～元 55-3 54-56、59-2 

相生市 59-62、元～ 3 60-3 60、元～ 3 

尼崎市 60-63 61-63 元～ 2

洲本市 60-61、63-3 元～ 3

龍野市 3 

氷上町 56 

御津町 元 2 ~ 3 3 

上郡町 元、 3

関宮町 元～ 2 2 ~ 3 

山束町 元～ 2 3 2 

猪名川町 元 ］じ

篠山町 2 3 

和田山町 2-3 

三原町 2-3 
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兵庫県 吉川町 3 

八鹿町 3 

中町 3 

朝米町 3 

丹南町 3 

一宮町 3 

春 B町 3 

八千代町 3 

三H月町 3 

五色町 3 

日嵩町 3 3 

奈良県 6]～元 62-2 

榛原町 49 

和歌山県 56-58、九；～ 2 62-63 

御坊市 60 

橋本市 61-62 

新宮市 63-）じ

串本町 52、2-3

高野町 49 51-53 52-55 48 52 

吉備町 ）じ～ 2 

本宮町 3 

白浜町 6J 61-62、元～3 2 ~ 3 2 

鳥取県 48 49-50、55-56、63、253-58、Jじ、 3 63 

烏取市 49 3 

米子市 49-50 50-56 

境港市 57 60～元 62-2 2 ~ 3 

大山町 57 59-61、2 61-62、 2-3

北条町 59 

西伯町 6l 62 63～元

郡家町 63~)じ 3 

岩美町 元～ 2 3 

河原町 八； 2 ~ 3 

大栄町 元～ 2 3 

鹿野町 2 ~ 3 

三朝町 2 

青谷町 3 

気高町 3 

日吉津村 58 60-61、 2 61-62、 3 60 

島根県 47-49 49-51、53、55-3 49-57、59-3 48-49、60-61

出雲市 52、54

安来市 49-50 

平田市 56-57 JC 63~Jじ

益田市 3 
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島根 県 束出雲町 49-50 

玉湯町 49 

多伎町 59 60-62、 3 61-63 

八束町 60 62、元、 3 63、 2~ 3 

鹿島町 62-63 63~ 3 元～ 3

加茂町 元～ 2 2 ~ 3 

三刀屋町 3 

木次町 3 

仁摩町 3 

岡 山県 56-58、60-3 58-3 57-58、62-2 59-60、元～ 2 

津山市 56-58、60、63-3 57~ 3 62、 3

玉野市 50-51 51-55 50 

笠岡市 53、55-62、2~ 3 54～元、 3

井原市 56-62、 2 58～元、 3 59 

備前市 56-60、 2~ 3 57-62、 2~ 3 62-3 

姦梁市 60 56-61、元、 3 57-63、 2 3 

岡山市 62～元 60～元 60-2 元～3

倉敷市 62-63 61 

金光町 2 ~ 3 53 55 

佐伯町 61-62 62-63 2 ~ 3 

芳井町 62 

吉氷町 62-63 

寄島町 63~ 3 

赤坂町 63 

山隔町 63 

熊山町 元

牛窓町 元、 3

成羽町 元～ 2

鏡野町 元

美作町 59-62、3 61-63 

和気町 60-3 62-3 元～ 3

長船町 60-61、63-3 元ー 3

船穂町 61-63 

日生町 63-2 元、 3

瀬戸町 2 ~ 3 

英田町 2 

里庄町 2 ~ 3 

作束町 2-3 

大佐町 2 

矢掛町 2 

鴨方町 2 ~ 3 

久世町 2 

落合町 3 
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岡 山 県 大原町 3 

哲西町 3 

哲多111r 3 

八束村 2 ~ 3 

沿音村 3 

中和村 3 

川上村 3 

広島県 50、53-54、56-61、3 50-63 60-62 

広島市 2 55-56、60-62、2~ 3 55-58、60-63、2~ 3 57、60-61 57、}じ

福山市 61-3 63~ 3 51 

呉市 50-51 50 

尾道市 48 58-63、 2 60~ 3 ）じ～ 3 

束広島市 55、57-60、63 55~ 3 54、57、59～元

竹原市 ｝じ 2 ~ 3 3 63 

府 1|―I市 元～ 3 3 

廿 El市市 2 ~ 3 3 

三次市 3 

大野町 63-2 63~ 3 56、62、 2

宮島町 50、53-55、6l 54-57、62

川尻町 62～元 63~ 3 61、63-2 

千代田町― ］じ 2 

御調町 2 

能美町 2 3 

安浦町 3 

大朝町 3 

山 口県 61-3 

宇部・阿知牙淵合 3 

山口市 50-51、53-54 52-57 61-2 

岩国市 50、52-55、元 52-56、 2~ 3 

防府市 51、55-57、 2 5 0 ~ 5 4、56-59、3 50-52 

萩市 51-52、58 54-58、61、 3 56-62 59-63 

光市 53 

新南協市 49-50、52 50-54 51、63-3 

柳井市 59-60、 2-3 63~ 3 3 

宇部市 63 

美祢市 57-60、62、 3 59-63 元～ 3

徳山市 58～元、 3 60-2 62、元

1M易町 54 ~ 56、60-62、2 55-2 57 

小郡町 55、元 55-59、 2~ 3 55-57 

由宇町 52 

菊川町 60 

山万川町 61 

阿知須町 61-63 
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山 口 県 豊田町 62 

平生町 63 

田布施町 63～元

束和町 63-元 3 

徳地町 63 

豊浦町 2-3 

秋穂町 3 

豊北町 3 

徳 島県 3 62～元

徳島市 49-52、 3 52-54、57~58、61-63、353-55、58-59、61-3 50、56、60、62 56-57 

小松島市 元、 3

鴫門市 3 63～元 元～3

石井町 63 

松茂町 3 61-63 60-3 59-61、 2

鴨島町 63-3 2-3 

日和佐町 2 2-3 

羽ノ浦町 2 

池田町 2 

板野町 3 

藍住町 3 

北島町 3 

香川県 52-56、58-3 54~58、62～元 50 

高松市 62～元 52-57、63-3 

丸fu市 47、58-60、63 48-61、元 50-51、53、61-3

坂出市 53-54、63 元～ 3 63 

観音寺市 55、元～ 2 48、63～元、 3 48-53、 2-3 50-51、53

善通寺市 60 

多度津町 50-51 60 60 56-57 

大内町 50-51 61-63 62～元

牟礼町 48 49-53 50-51、54

臼馬町・ 54 

引田町 50-51、53

津田町 48、57、61 63 

愛媛県 公東共f•下9ド水・道丹組1点•合r 61-3 63-3 3 

新居浜市 48-49、52 49~55 50-52 

今治市 457 7-4958、5、360--543、 48-56、58-3 50-51 

西条市 55-58、63、2~ 3 56-60、63、 2 61-3 

八9番浜市 55-58,61-62、元～3 56-63、 2~ 3 60 

大洲市 48;:-49、60、62 2 ~ 3 

伊予三島市 50,52-53、58-62、2-352-56、59-62、2~ 3 

川之江市 4598--5509 、5641、~元55̀ 50-53、56-61、元～3 53 

宇和島市 62 3 2-3 61、63-3 

北条市 57-62、 3 59-63 63-2 
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愛媛県 松山市 60-61 61-63 

伊予市 3 

津島町 49 

内子町 63、 2

高知県 59-63、 2-3 61-3 60、 3

邸知市 54-56、58-60 54-57、59-61 55 

宿毛市 63 ~ JC、 3

中村市 59-61、元～ 3 61-3 

南国市 61-63 63~jC 

須崎市 62-63 63~ 3 2 

安芸市 2 ~ 3 

伊野町 58~62、元～ 2 60-3 元～ 3

夜須町 61～元 63-2 

越知町 3 2 

福岡県 柳川市・三橘町 54-56 59-60 

福岡市 52-53 50-55 

北九州市 50-60 51-52 

久留米市 53 

大牟1:U旧 48-49 60-63 

宗像市 54-58、63、 3 56-59、元-2

翌前市 63-2 2 3 

直方市 元～ 3

前原市 57-58 61～元、 3 63-3 3 

芦屋町 53-54、58 54 -59 60 

須恵町 52 

新宮町 55、58、 2 62-63 63-2 Jじ

大任町 54 

瀬邸町 62 

三栓町 元～ 3

岡垣町 61～元 61-3 59、 3

津屋崎町 2-3 

上肱町 2 

椎田町 3 

鞍手町 3 

水巻町 3 

志摩町 3 

朝倉町 3 

佐賀県 佐買市 48-49 48-53 51 

伊万里市 58-62 59-63 63-3 

島栖市 59-元、 3 61-3 2-3 

鹿島市 63~ 3 2 ~ 3 

浜玉町 2 ~ 3 

長崎県 49 50、59-63
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長崎県 長崎市 54、62 54-58 55-59 55-56、62～元

諫早市 63-3 2 ~ 3 

時津町 58-59 61-3 62-3 3 

長与町 61、元 62-3 

三和町 2 ~ 3 

熊本県 58-3 60-3 62 

松下ほ水迅・組ィ合知火 56-60、 3 57-62 

合ード志水道・組酉合合ぷ 3 元～ 3

熊本市 48 47 

八代市 54-58、60、 2 55-60、 3

荒尾市 49-52、56、元 53 ~ 58、 2-3 51-57 

玉名市 49-50、元～3 50-56、 2~ 3 

人吉市 52-55、60-61、63 53-56、6]～元

宇土市 49-50 50-55 

山鹿市 48、58 51 52-53 

水俣市 61-3 63~ 3 63 

大津町 57-62 59~ 2 

阿蘇町 58-60、 3 59-61 

鹿本町 62 

益城町 63、 2~ 3 3 

御船町 元～ 3 3 

松島町 元～ 3 2 ~ 3 

大分県 大分市 53 51-52、54、56~ 3 50-3 50-54 

日田市 57、59、63 53、59、61、元～3 53-55、60~63、2-3 53 

中津市 56-60、63～元 57-60、元～ 3 

佐伯市 56-60、 2~ 3 58-61、 3 62-63 

臼杵市 54-58、63 55-58、63

津久兄市 61-2 63-3 

宇佐市 62～元 元～ 3 58-59 

盟後話田市 63～元 2 ~ 3 

杵築市 2 ~ 3 

別府市 3 3 

日出町 54-59、62 56-60、63-2 61-3 

武蔵町 2 ~ 3 

鶴見町 2 

天瀬町 2 

挟間町 2 

国束町 3 

安岐町 3 

蒲江町 3 

山国町 3 

安心院町 3 

姫島村 3 
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宮崎県 日向市 55-56、58-2 58-62、元～ 3 

H南市 52-56 54-59 

西都市 54-55 59～元 61～元、 3 2 

都城市 3 

小林市 3 

佐土原町 63～元 元～ 3

高鍋町 3 

鹿児島県 I~ド水分逍・ 棗111 11令人公共 63 元～ 3 2 ~ 3 

姶ト水良町迅協・頂1，Il仝ifi木町 63 

鹿児島市 50-52、54-57、59-62 50-63 49 

鹿屋市 52-54、58、 2 57-62 60～元 元～ 3

名瀬市 49-50、62-63、3 53-56, 58、61, 63 ~ 3 54-59、61-3 60-3 

出水市 52-54、61 56-63、 2 58～元、 3 62-3 

指宿市 54-60、 3 56-61 61-3 

串木野市 51、56、59-60 62-2 63-3 

枕崎市 59-60、 3 53-57 55-59 59-62 

阿久根市 60 

国分市 60 

志布志町 53、55

伊集院町 63-3 

和泊町 2 ~ 3 

店尾野町 2 ~ 3 

宮之城町 3 

沖縄県 5 7、63 58、元、 3 62、元 55-56、6U~ 62、3

浦添市 55-56、元 56-57、 2~ 3 

名護市 51、53-54、61~62、2 48-49、60、62-元、3 49-53、61-3 51、54、61-63

糸満市 53-54、56、 3 56-57、59-3 59-63、 2~ 3 63 

石川市 55-58、ブt~3 56-59、 2~ 3 63-3 

石垣市 3 

本部町 47、56、63 48、60-62 48-50、60～元 50、 2

北中城村 56 

恩納村 63 

併 ・都市麟逗 2 3 59-60 
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圃 受託建設

工こ 年次別通水完了箇所一黄表

＼年市 ＼別、同年度通水 ・完了箇所 計 通水箇所 計 完了箇所 計
通水箇所 完了箇所

,／同累計 .／同累計

48 

゜
〇 川越市（ポ） 1 0/0 1/ 1 

49 

゜ ゜ ゜
0/0 0 / 1 

50 本部町 l 

゜ ゜
1 / 1 1 / 2 

鹿沼市 丸亀市 北九州市（日明）

佐野市 今治市

51 
小山市

長岡市

春 日井市

呉市 6 2 1 8/9 7/9 

束松山市 潮来町 今治市

蒲郡市 足利市 神戸市（束灘）

名古屋市（守山） 町田市（町田）

52 
京都市（吉祥院）（増） 防府市

福岡市（和白）（増） 大分市（弁天）

横浜市（緑）

川崎市（加瀬）（増）

5 北九州市（新町） （増） 8 2 13/22 7 /16 

室湖市（曲束） 宇都宮市（田川第 2) 足利市

沼津市（中部） 行田市（ポ）

恵那市 熊谷市（ポ）

観音寺市 山鹿市

53 牟礼町 大分市（弁天）

川之江市 北九州市（北湊）

佐買市

名護市

霰ケ浦（湖北） ， 1 6 10/32 15/31 

野沢温泉村 洒田市 岡崎市

邸山市（宮川） 新居浜市 防府rli

富士市 宇土市 横浜市（緑）

54 
永平寺町（志比） 鹿児島市（南部） 川崎市（加瀬）

新南悌市 神戸市（ポート） 北九州市（新町）

横浜rn（金沢） 北上川上流（都南）

諏訪湖（豊田）

6 桂川右岸（洛西） 8 5 14/46 11/42 

鶴岡市 下館市 酒田市

勝田市 八王子市（北部） 潮来町

黒磯市 秦野市 越谷市（ポ）

飯能市（増）
柏崎市 伊束市（ポ）

秩父r行（増）
新津市

新居浜rli

清水市（北部）
白樺湖下水道組合

宇土市
大垣市（増）

武生市（家久）
伊予三島市

神戸市（ボート）

55 高野町（高野山） 玉名市 北九州市 (H明）

米子市（皆生） 江戸川左岸 北上川上流

玉野市 鬼怒川上流（鬼怒川上流）

徳島市（増） 宍道湖（束部）

大分市（宮崎）（削）

日田市

福岡市（西戸崎）

信濃川下流 15 12 ， 27/73 24/66 

56 石巻市（東部） 上山市 下館市
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国国口

／年：：月：
同年度通水・完了箇所 計 通水箇所 計 完了箇所 計

通水箇所 完了箇所

／同累計 ／同累計

川越市（増） 栗山村（湯西川） 秦野市

松戸市（新松戸）（増） 町田市(ll'/) 柏崎市

大和市（中部）（増） 八 Eニf-rli（増） 半田市（ポ）

長野rn（東部） ｛日 H井市（.l¥'l) 今治市（ポ）

56 、高 1：宮市（星山） 1l11―l市 玉名 IIテ
岩国市(-文字） 小郡町（増）

伊予三島市（増） 芦屋町

人吉市 鹿児島IIi（増）

秋田浩 ・雄物川（臨海）

琵琶湖（湖南中部）， 太田川（西部） 12 6 21/94 15/81 

l',．；j山市（増） 会津若松市 上山市

（し岡市 兵岡市 日立市（コンポ）

近江八幡市 足利市(l¥"I) 栗山村

宮島町 加須市 鳩ケ谷市（ポ）

点松市（束部） 町田市（Jrj) 八王子市（増）

高知市（潮江） l-H町市 野沢温泉村（コンボ）

北）し、州市（新町） （l¥"'1) 氷兄市 大垣市

知多市（南部） 山口市
57 

鮎江市 浦添市（ポ）

姫路市（束部） 桂川右岸

荒尾市 宍道湖（束部）

鹿児島市（増）

巴波川

1!1JII 

7 天神川 15 11 22/116 18/99 

寒河江市 気仙沼1行 会津若松市

水戸市（水戸） （!¥'I) tiJllrt,(r,11iJJ.1) 勝田市

広，島市（旭町） （増） 宇都宮市（田川第二）（増） 真岡市

広，島ー市（千田）（増） 1JIS須町（湯本） 足利市（増）

臼杵市 束松山市(,;.5坂） 加須市

中讃 坂戸 ・鶴ケ島（増） 所沢市（コンポ）

習志野市 町田市（増）

鎌倉市(ll'I) 東京都（小菅）

四Elrn市(!¥"/) 十日町市

防府市（妍） 氷見市
58 

宗i象市（堺） 知多市

長崎市（三煎） 春 El井市（コンポ）

l=I南市 蛸江市

鹿児島市（増） 荒尾市

名瀬市 秋田洒 ・雄物川（臨海）

枕崎市 巴波川

石川市（削） 中川

北那須 天神川

江戸川左；；i（培） 太田川 （西部）

6 19 中部（ガス発） 20 25/141 26/125 

小山市 能代市 気仙沼市

芦屋町（増） 総和町 古川市

深谷市 潮来町（ポ）

59 束金市 那須町

松任市 東松山市

塩尻r|1 坂戸 ・鶴ケ島

土岐市 習志野市
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□ヰ澪区＼別、
同年度通水・完了箇所 計 通水箇所 計 完了箇所 計

通水箇所 完了箇所
／同畢計 ／同墨tt

熱海市（増） 白樺湖

伊束市（増） 岡崎市（増）

勝山市 四日市市

高砂市（伊保） 泉北環境（ポ）

萩市 姫路市

八¢番浜市 小郡町

西条市 防府市（増）

59 八代市 徳島市（増）

大分市（原川）（増） 宗イ象市

鹿児島市(lj"J) 長崎市

諏訪湖（増） 日南市

登琶湖（湖南中部） （増） 名瀬市

梵琶湖（湖西） 枕崎市

石川市

2 20 北那須 22 22/163 24/149 

室閾市（増） 伊達市 総和町

田沢湖町 当別町 鹿沼市

中野市 米沢市 深谷市

朝日町 鹿島町 越谷市（ポ）（増）

北九州市（北湊）（噌） 塩原町 束金市

北九州市（日明） （増） 宇都宮市（田川第二）（増） 八王子市

日出町 太田市（増） 塩尻市

中津市 中之条町（四万） 高山市（増）

霞ケ浦水郷（増） 本庄市 土岐市

羽生市 勝山市

鎌倉市(!¥'I) 多度津町（ポ）

60 藤枝市 西条市

土肥町 八代市

尾張旭市 大分市（原川• 宮崎）

笠岡市 鬼怒川上流（鬼怒川上流）

束広島rtI 宍道湖（東部）（増）

川之江市（増） 野木町（ポ）

阿森町

大分市（弁天）（増）

鹿児島市（培）

指宿市

狩野川（求部）， 木津川（洛南） 23 17 32/195 26/175 

紫波町 芙瑛町 当別町

丸(U市（増） 清水町 石狩町（ポ）

高知市（瀬戸） 新得町 能代市（処）（ポ）

佐伯市 京極町 水戸市

岩木川 宇奈月町 鹿島町

南大阪湾岸（北部） 永平寺町（中央） 宇都宮市（ポ）

宇治市（束字治） 塩原町

61 
H吉津村 中之条町

備前市 太田市

松橋・不知火下水道組合 束松山市（処）（ポ）

出水市 本庄市

北上川ヒ流(./と北） 鎌倉市（ポ）（噌）（管）

鬼怒川ヒ流（中央） 新津市（ポ）

三条市（ポ）

新湊市（増）

尾張旭市

334 



口国El

:年度 ：J 
同年度通水・完了箇所 計 通水箇所 計 完了箇所 計

通水箇所 完了箇所

／同累計 ／同累計

大山崎町（ポ）

点tII市（伏見）（ポ）

61 川之江市

阿蘇町

6 13 指約Ii 21 19/214 27/202 

虻Ill町 斜屯町 伊達IIi

上山市(hY1) 標茶町 泊水町

中之条町(i)＜渡） 長ー）1C,h 石巻1h

月波山村 猪苗代町 行1:ll,fi（ポ）

栃尼Ii 小＇iI：村 羽牛Ili

U I之l1、J町 長野市(hり） 宇余月町

翌11hli 丸(-町（西内） n,．＿1ご宮市（増）

大山町 一宮 1行（妍） 氷平寺町

多伎町 舞鶴市(hy!) 堺 I|i（ポ）（管）

I I l {，I I I j 叫梁111 藤井寺 市（ボ）
62 

揖保川 今治市（坪／） 11吉ilt:村

北条In 備1iり市

伊Jj里 III 宮秘町（妍）

名瀬rn（坪／） 萩III（堺）

秋Ill湾 ・ 雄物川（人• IIIl ) 伊 r•三紛市（坪／）

蔽上川（村1!1) 松橋 ・不知火下水道糾合

蔽 L川 (iW易） 大分I|i（中央）（ポ）

利根川」・流(lμ央） 本部Ill]（ポ）

江戸川左i;！（坪／） 北上川上流（花北）

小矢部川（二 I・.) 巴波川（ボ）

琵琶湖（湖南中部） （W1) 越谷市（ポ）

11 21 松戊町 22 32/246 33/235 

芙瑛町（増） 宮，片市 斜里町

新得町（増） 米i){，ド（坪／） 標茶町

点極11r（増） 温海町 長1|2,Ii

」-.)Illllf 佐野市（坪／） 富岡町 （泣；岡）

別海町(t¥"I) ji|け間（妍） 大宮市（ポ）

仙台市（秋保温泉） 館林1f1(J¥Y/) 横浜市（南部） （ポ）

富岡町（蛇谷須） II高Plf 横浜市（金沢） （汚i)ビ）

杖虻町 毛呂Il_1・越'le• 秦野市（堺）

4ヽ兄｝11町 鳩111ド水道系IL介 ,J ヽ •R：村

人• -fll rli（北部） /JllJ及'" 新淡IIi

妙，：9：j, ：9:i l !; t II I r |北．越 IIi 中野1―li(W1l

魚il!Il-i (f.（til1求部） 凶淮町 丸．イ• tl [ 

.i••i 崎中 •t 松本1h(li1,iiふ） 熱海1II

八束町 9 | 9 i l!） l l, l i 」:ll巳旧[(Hiilt) 
63 

多伎町（ II I.Li悌） "［児li 一窮~ ， 1.i （西部）

美作町

美祢 Ili i li i:) I~I i （増） 川越町

1) ！『f/1「 II辿町 朝 II町 （培）

11 Ill,Ii（耶） 鮎il̀・ ,h（坪／） h,i知11l1rli(f万ilt)

鹿児島Ih(hV) f[J.岡市（妍） 尼崎市（ポ）

糸満1|i 相牛,ti 姑湘IIi

阿武隈川 t．流（！し！中） 禾II気町 邸梁市

琵琶湖（湖西）（hY/) 尾道市 広ib I•I•j

f-:111川（瀬野川） 111m町 八輻浜市（坪'1)

l之＇j-町 (hYI) 今治市(Ji'/)（ポ）

人．iじ町 北条市（処）（符）

人，’れli(/l,1） 松山市

鹿／せIfi 西条Ili（JI'))

335 



ヰ＼度区＼＼ 別 同年度通水・完了箇所 計 通 水 箇 所 計 完了箇所 計
迪水箇所 完 f幽所

／同累計 ／同累計

秋田湾・雄物川（横手） 伊万里市

江戸川左岸（増） 臼杵市（増）

加賀沿岸 川越市（ポ）

63 淀川左岸 婦中町（ポ）

宍道湖（西部）

児島湖

24 熊本北部 33 31 57/303 55/290 

当別町（増） 長沼町 伊達市（設備）

津別町 静内町 宮古市

和寒町 留辺薬町 米沢市

七ケ宿町 沼田町 鶴岡市

鹿沼市（増） 栗山町 温海町

早川町 新庄市 猪苗代町

新井市 相馬市 つくば市（ポ）

湯沢町 益子町 佐野市（ポ）

松任市（増） 町田市（鶴川第 2) 藤原町（ポ）

上宝村 川崎市（加瀬）（増） 毛呂山 ・越生・

武生市（増） 箱根町 鳩山公共下水道組合（ボ）

宇治市（束宇治）（増） 柏崎市（増）

西伯町 滑川市 越谷市

井原市 小諸市 坂戸 ・鶴ケ島

南国市 富士市 下水道組合（北坂戸）（設備）

瀬戸市（増） 深谷市

境港市 上越市

徳山市 内灘町

烏栖市 山ノ内町

元
大分市（大在） 中津川市

西都市 可児市

名瀬市（増） 津島市

函館湾 日進町

磐井川 鯖江市

鬼怒川上流（鬼怒川上流）（増） 亀岡市（ポ）

江戸川左岸（増） 田辺町（管）

木津川（増） 長岡京市（砂ろ過）

浦戸湾束部 束大阪市（雨貯）

平田市（ポ）

笠岡市（ボ）

丸亀市（改築）（ポ）

人吉市

鹿屋市

秋田湾・雄物川（大曲）

霞ケ浦常南（焼却炉）

加賀沿岸

天神川（設備）

吉川町（ポ）

大内町（ボ）

15 28 大津町（管） 37 43/346 52/342 

愛別町 登別市 長沼町

別海町（幽春別） 門別町 沼田町

松島町 本荘市 留辺薬町

2 宮崎町 会津若松市（増） 石巻市（設備）

塩原町（増） 矢板市 新庄市

栗山村（増） 太田市 中之条町（終沈）

船橋市（増） 大網白里町 秩父市
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国国m
{年咲別、 同年度通水 ・完了箇所 計 通水箇所 計 完了箇所 計

通水箇所 完了箇所

／同累計 ／同累計
ヽ

iJ1IJI中寸 束金市（哨） 羽生市（ボ）

松本市（両島） （噌） 宇ノ気 ・ヒ塚m1,"計画 小兄川町（設備）

松本市（＇；匂渕） （増） F水道施設糾合 町田市（鶴川）

I,1樺湖ド水道糾合（増） 束部町 箱根町

夜須町 伊束rli（増） 小諸市

大分IIi（植HI)（増） ー＇：;れ11（束部）（J¥"'1） 塩尻市（設備）

11,'I',町（増） 束海1Ii 藤枝市（汚泥）

名，一護Ili（村瀬 ・年ぶ:n 知多 市（増） 瀬戸市

.!!~i1::1J11 田原町 呑F1井市（高J祓寺） （汚泥）

,'f野）ii 三好町 松原市（ポ）

中讃（令倉川） 小浜市 猪名川町（管）

舞鶴,,,（束）（増） 撹港市

西宮市 品梁市（設備）

八束町（遅江） 徳山市（束部）

津山市 山賜町（設備）

岡山市 西条市（ポ）

2 
佐伯町 宗i象市（設備）

長船町 大津町

束広幼市（増） 大分市（大在）

川尻町 本部町（ポ）

大野町 磐Jr川

今治11i（北部） 秋田i弯 ・雄物川（横手）

束 f• rti. fl•原町公共 FIk 中川（場内ボ）

道4.t務糸11合 北那須（設備）

岡垣町 淀川左岸（設備）

前1原町 八誤：町（ポ）

時津町 岡崎市（ポ）

利根川ヒ流（奥利根）（増） 松阪市（管）

小矢部｝ll(W/) 松茂町（広島） （ボ）

千LLLI川（ド流） 伊野町（技川第 2)

矢作川 ・壌川（衣浦西部）

琵琶湖（湖南中部） （堺）

琵琶湖（彦根長浜）

18 児秘湖（増） 39 37 57 /403 55/397 

上砧良野町 留萌111 登別市

新得町（増） 翌浦町 栗山町

岩城町 田沢湖町（増） 別海町（汚泥）

郡山市 浪江町 和寒町（設備）

身征町 窪岡旧r ,1;-111市（設備）

丹波山村（増） 友部・笠柑l広J戎ド水道組合 鶴岡市（七窪）（管）

魚津市 字都宮市(LII川第二）（増） 宇罰1宮市（鬼怒川上流） （ボ）

kiK野町 那須町（増） 真岡市（汚泥）

,,,野市 摂部市 矢板市

飯山市 長野1―li(l¥'/) 益子町
3 

安庇村 湯沢町（湯沢） （増） 騎西町（ボ）

)'｝波町 辰野町 東金市（設備）

千代Ill町 丸ー（-町（増） 袖ケ浦市（管）

硲松市（増） 下田市 大和市（中部）（設備）

川之江市(!¥"/) 加戊町 加茂市（汚泥）

症）•も Ii （培） 桐生I.1i（堺） 新湊市（汚泥）

玉名市（増） 和気町()('/) 字ノ気 ・七塚者llrli計画

大分市（南部） 幅iJ1rli 下水道施設糾合

‘iこi/CrI了 水保r11 東部町

i1女l・.Jll(tJ1)f多） 八幡浜市（増） 上岐市（設備）
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＼年度区＼別 同年度通水・完了箇所 計 通水箇所 計 完了箇所 計
通水箇所 完了箇所

／同累計 ／同累計

松島町 宴士市（設備）

合志西合志下水道組合 條善寺町（ポ）

津久見市 束海市

名護市（増） 日進町（電気）

米代川（大館） 田原町（処）（管）

利根川上流（県央）（増） 三好町（設備）（ボ）

諏訪湖（増） 半田市（束成岩）（ポ）

矢作川 ・境川（矢作川） 大津市（電気改築）

琵琶湖（湖南中部）（増） 八幡市（管）

大山崎町（ポ）

岸和田市（北部）（ポ）

大阪府（泉佐野市）（管）

邸砂市（伊保）（ポ）

吉川町（管）

八束町（江島）

貝塚市（ポ）

岡山市

津山市

井原市（井原）（設備）

井原市（向島）

備前市（設備）

佐伯町

3 大野町

徳山市（中央）（汚泥改築）

束予丹原紐合（東予丹原）

伊予三島市（伊予三島） （設侃）

岡垣町

時津町（処）（汚泥）

長与町（汚泥）

八代市（設備）

中津市（汚泥）

日向市(H向）（設備）

日向市（富高） （ポ）

浦添市（ポ）

最上川（村山野川）（ボ）

霰浦水郷（設備）

利根川上流（奥利根）

矢作川 ・境川 （衣浦西部）

南大阪洵岸中部（管）

仙台市（落合）（ポ）

越谷市（出羽堀）（ポ）

西枇杷品町（ニッf入）（ポ）
束海市（加家）（ポ）

大阪府（泉佐野田尻）（ポ）

（管）

20 29 松茂町（長原） （ポ） 64 49/452 84/ 481 
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口口El
2.！受託建設の実績 （箇所別）

"" 
下水処理 認可処理 受託処理 事叢贄

都市名等 施 設名 方 式 能 力能 力施設内容施工年度 （百万円） 施工 業 者名

千 m•/ A 千 m• し ／ Fl

〔北海道〕

室 面 市 蘭東下水処理場 標準活性 72 00 48 00 水処理施設 49-53 } 5,408 五洋建設、クポタ 、

汚泥法 汚泥処理施設 58-60 三菱屯機、西原環境

衛生研究所、 日立製

作所、太平工業、藤

川組

留萌市 留萌浄化センター 標準活性 7 70 7 70 水処理施設 63-3 2,341 鹿島建設、堀松、前

汚泥法 汚泥処理施設 沢工業、安川電機製

作所、 日立金属工業

三笠市 三笠浄化センター 長時澗エア 3 76 2 00 水処理施設 3 241 地崎工業、本堂

レーション 汚泥処理施設

登 別 市 若山浄化センター オキシデー 15 00 5 00 水処理施設 62-3 2. 442 太平工業、 藤川組、

ションティ 汚泥処理施設 H立機電工業、安川

ッチ法 屯機製作所

伊 達 市 伊達終末処理場 標準活性 6 70 6 30 水処理施設 56-63 
} 3,887 

H産建設、岩田建設、

汚泥法 汚泥処理施設 元～ 3 森本組、岩倉組土木、

酉島製作所、荏原イ

ンフィルコ 、石川島

播磨重工業、 日本碍

子、 東芝

有珠終末処理場 回分法 1 72 1 08 水処理施設 3 192 岩倉組建設、須藤、

汚泥処理施設 クポタ、 東芝

石狩町 花川汚水中継ポ 汚水 60、61 281 伊藤組土建、兜建設、

ンプ場 束芝、荏原インフィ

)レ コ

当別 町 当別下水終末処 オキシテ”— 9 20 1 53 水処理施設 57-61 
} 1,898 伊藤組土建、地崎工

理場 ションディ 汚泥処理施設 63、元 業、栗田工業、三菱

9チ法 電機

八雲 町 真萩ポンプ場 雨水 元～ 2 461 岩倉組土木、 松原、

横河電機、 H立プラ

ント建設

長 万 部 町 長万部終末処理場 オキシテ9- 3 06 1 02 水処理施設 2-3 708 岩田建設、吉田組、

ションディ 汚泥処理施設 三機工業、富士電機

9チ法

京極 町 京極町下水終末 オキシデー l 85 I 85 水処理施設 59-63 995 久保田建設、久保建

処理場 ションディ 汚泥処理施設 設、 日本碍子、 日新

ッチ法 屯機

栗 沢 町 栗沢下水終末処 阿分法 2 20 2 20 水処理施設 2 628 伊藤組土建、 三ツ輪、

理場 汚泥処理施設 H立プラン ト建設、

束芝

長 沼 町 長沼町浄化セン オキシデー 5 74 1 20 水処理施設 61-2 934 伊藤組土建、荏原イ

ター ションディ 汚泥処理施設 ンフィルコ、東芝

ソチ法

栗 山町 栗山町下水道管 オキシテー 4 20 2 28 水処理施設 62-3 1,355 伊藤組土建、中山組、

理センタ ー ションディ 汚泥処理施設 石川島播磨重工業、

9チ法 ；む士電機

沼田 町 沼田下水終末処 オキシテー 0 86 0 86 水処理施設 62-2 541 凌沼組、宮脇組、荏

理場 ションディ 汚泥処理施設 原インフィル コ、富

ッチ法 士電機

愛別 町 愛別下水道管理 オキシテー l 60 I 60 水処理施設 63-2 591 岩田建設、荒井建設、

センター ションディ 汚泥処理施設 前澤工業、 三菱電機

ソチ法

339 



下水処理
認可処理 受託処理

事巣費
都市名等 施設 名

方式
能力 能力 施 設内容 施工年度

（百万円）
施工 集 者名

千 m'／日 千m・／日

上川町 層雲峡終末処理場 オキシデー 3 20 3 20 水処理施設 61-63 1,141 岩田建設、北野建設、

ションディ 汚泥処理施設 川崎重工業、明電舎

9チ法

美瑛 町 美瑛下水道終末 オキシデー 3 94 1 97 水処理施設 58-63 1,828 地崎工業、川島工業、

処理場 ションディ 汚泥処理施設 栗田工業、石垣機工、

ッチ法 東芝

上富良野町 上富良野浄化セ オキシテー l 62 1 62 水処理施設 元～ 3 982 伊藤組土建、須藤、

ンタ ー ションディ 汚泥処理施設 クポタ、東芝

yチ法

和寒町 和寒下水終末処 オキシデー 2.10 1 60 水処理施設 62～元 ｝ 986 伊藤組土建、席畠建

理場 ションディ 汚泥処理施設 3 設工業、栗田工業、

ッチ法 三菱電機

津別 町 津別町下水道管 オキシデー 2 90 1 94 水処理施設 62～元 ｝ 825 久保田建設、 日本碍

王里センター ションディ 汚泥処理施設 3 子、 日立製作所

ッチ法

斜里町 斜里終末処理場 標準活性 5 46 5 46 水処理施設 59-63 1,468 大都工業、三共舗道、

汚泥法 汚泥処理施設 日本碍子、 三菱電機

留辺函町 留辺采町下水道 オキシデー 4 10 3 20 水処理施設 61-2 1,121 東急建設、三機工業、

管理センター ションディ 汚泥処理施設 安川電機製作所

ソチ法

豊浦町 豊浦下水終末処 オキシデー l 57 1 02 水処理施設 元～ 3 695 地崎工業、 須藤、ク

理場 ションディ 汚泥処理施設 ポタ、束芝

ッチ法

蛇田町 蛇田下水終末処 標準活性 12 00 12 00 水処理施設 57-62 6,291 佐藤工業、荒井建設、

理場 汚泥法 汚泥処理施設 フジタ工業、西原環

幹線管渠 <f,700-800 54-59 境衛生研究所、荏原

(I号、 20号） 4,200m 
インフィルコ、 三菱

電機、日立プラン ト

建設

日高町 日高下水終末処 オキシデー 1,90 0,95 水処理施設 3 156 不動建設、古郡、前

理場 ションディ 汚泥処理施設 澤工業

1チ法

門別 町 富川下水終末処 オキシデー 3.76 1 88 水処理施設 62-3 1,140 東海興業、磯田建設、

理場 ションディ 汚泥処理施設 川崎重工業、神鋼電

ッチ法 機

静内町 静内終末処理場 標準活性 8.20 4 20 水処理施設 61-3 1,978 地崎工業、米子組、

汚泥法 汚泥処理施設 岩田建設、出口組、

日本碍子、三菱屯機、

荏原インフィルコ

浦河町 浦河終末処理場 オキシデー 5.00 2 50 水処理施設 元～ 3 856 岩田建設、早坂、栗

ションディ 汚泥処理施設 田工業、 三淡屯機

9チ法

新得町 新得終末処理場 オキシテー 2.16 2 16 水処理施設 58-63 } 1,221 
小松建設工業、植村

ションディ 汚泥処理施設 3 組、岩田建設、 三機

ッチ法 工業、高岳製作所、

荏原インフィルコ

清水町 渭水下水終末処 オキシデー 3 74 l 27 水処理施設 58-62 1,097 三菱建設、泰進建設、

理場 ションディ 汚泥処理施設 前澤工業、三機工業、

ッチ法 三菱電機

標茶町 標茶終末処理場 オキシデー 2 80 2 31 水処理施設 59-63 } 1,312 
勝村建設、田中建設、

ションディ 汚泥処理施設 3 伊藤組土建、クポタ、

ッチ法 明電含

別海 町 別海終末処理場 オキシデー 2 30 2 30 水処理施設 63-2 ｝ 657 地崎工業、丸彦渡辺、

ションティ 汚泥処理施設 3 石川島播磨重工業、

ッチ法 束芝

340 



口国El

下水処理
認可処理 受託処理

事業贄
都市名等 施設名

方式
能力 能力 施設内容 施工年度

（百万円）
施工業者名

千 m'／ 日 千而／ 日

別海町 西春別終末処理場 オキシデー I 06 1 06 水処兜施設 元～ 2 462 地崎「．業、丸彦渡辺、

ションディ 汚泥処理施設 クポタ、東芝

ソチ法

函館湾流域 函館；弯浄化セン 栢準活性 91 10 50 00 水処理施設 61-3 12,457 清水建設、松木糾、

ター 汚i)ビ法 tりi足処理施設 椙1糾、高橋組、高木

建設、飛島建設、森

川糾、荏原製作所、

月秘機械、石川島播

磨前T．業、東芝、 ll
立プラント建設、明

屯舎、西原環境衛牛

研究所

〔青森県〕

岩木川流域 岩木川浄化セン 椋準活性 54 30 40 00 水処理施設 56-61 5,809 錢邸糾、若築建設、

ター 汚i／祉法 汚泥処理施設 鉄建建設、田中建設、

電業社機械製作所、

クポタ、 II立プラン

ト建設、 月秘機械、

H立製作所、 三葵祖

機

馬淵川流域 馬淵）1|；争化セン 標準活性 24 00 12 00 水処理施設 62-2 2,714 前rl―l建設工業、 111名

ター 汚泥法 汚泥処理施設 部糾、西原哀境衛生

研究所、クポタ、 三

浚屯機

（岩手県〕

宮古 市 宮古浄化センター 標準活性 l 4 20 14 20 水処狸施設 59ーJL 2,950 I:｝]組、陸中建設、 LI
朽泥法 汚泥処理施設 立プラント建設、西

原哀椛衛生研究所、

安川屯機製作所

紫波町 紫波浄化センター 標準活性 4 23 4 23 水処FI！施設 57-61 2,481 大翌建設、高弥建設、

汚i)此法 汚泥処理施設 前澤工業、荏原イン

フィルコ、 11立プラ

ント建設、釆洋屯機

製造

北上川上流 都南浄化センター 標準活性 117 60 40 00 水処理施設 50-55 
} 10,316 

鹿秘建設、西松建設、

流域 [lj i)ビ法 汚泥処理施設 2 ~ 3 高弥建設、石川島播

磨市工業、 II立機屯

-1こ業、 三変電機、 西

島製作所、 三機T二業、

太平工業、 三袋m.-T→

業、 三菱屯機

北上；争化センター 標準泊ヤI 23 00 23 00 水処理施設 56-62 5,212 佐藤工業、高惣建設、

汚泥法 汚泥処理施設 前田建設、佐々木糾、

三蕊重t業、 II本碍

f、クポタ、荏原イ

ンフィルコ、東芝

水沢浄化センター 椋礼ii舌性 6 50 6 50 水処理施設 Jじ～ 3 2,879 戸「II建設、丸伊、川

缶泥法 汚i}以処理施設 崎m工業、新 11本製

＄失、 酉r,．b夢iイ乍＂斤、 ；り；

1-:電機、石垣機T.

磐井川流域 ー関紐センター 標準活性 8 00 6 90 水処理施設 60-2 3,180 熊谷組、 1;•野建設、

iり泥法 汚泥処理施設 西恥製作所、石川島

播／料市「．業、新「9本

製鉄、 三機工業、 ：：：：：

袋屯機、 J1,r，h機械
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下水処理
認可処理 受託処理

事叢贄
都市名等 施設名

方式
能力 能力 施設内容 施工年度

（百万円）
施 工 叢 者 名

千 m’／日 千m’／日

〔宮城県〕

仙 台市 広瀬川浄化セン 循環変法 22 50 11 25 水処理施設 元～ 3 7,620 問組、 村本建設、奥

（宮 城） ター 汚泥処理施設 田工業、 竹中工務店、

丹野、 日本碍子、日

立プラン ト建設、酉

島製作所、川崎重工

業、富士電機

（南蒲生） 福田町ポンプ場 汚水 59~63 
} 5,461 

飛島建設、 橋本工務

雨水 元 店、五洋建設、 仙建

工業、荏原製作所、

束芝、クポタ、 日新

電機

（南蒲生） 今泉ポンプ場 雨水 元～ 3 1,363 西松建設、 深松、前

澤工業、クポタ、明

電舎

（秋保温泉） 秋保温泉浄化セ オキシデー 2 0 2 0 水処理施設 61-63 809 奈良建設、奥田工業、

ンタ ー ションディ 汚泥処理施設 大同特殊銅、束芝、

ッチ法 新日本製鉄、明電舎

（秋保温泉） 第 I・ 2中継 汚水 62、63
ポンプ場

（落合） 落合ポンプ場 雨水 63-3 2,628 三井建設、千田、水

道機工、 東芝、クポ

夕

（阿武隈川 雨水幹線 2, 200 X 2, 200 2 78 三井建設、千田、水

下流） 145m 道機工、束芝、クポ

夕

石巻市 東部下水処理場 酸索活性 19 80 10 00 水処理施設 52-56 j 6,909 
日産建設、丸本建設、

汚泥法 汚泥処理施設 62 クポタ、荏原イ ンフィ

元～ 2 ルコ、束芝、昭和ユ ノ

ソクス、三菱重工業

古川 市 師山下水浄化セ 標準活性 14 00 14.00 水処理施設 55-59 5,995 森組、橋本工務店、

ンタ ー 汚泥法 汚泥処理施設 元～ 3 束洋電機製造、荏原

インフィ ルコ、 日本

碍子、酉島製作所、

三菱電機、日立製作

所、クポタ、住友重

機械工業、

幹線管渠 cpl, 100-1,350 55-59 森組、橋本工務店

3,220m 

第 I.第 2中継 汚水 62～元 大木建設、 橋本工務

ポンプ場 店、住友諏機械工業、

三菱電機

気 仙 沼 市 気仙沼終未処理場 標準活性 30 00 15 00 水処理施設 54-59 5,414 日産建設、 小野良建

汚泥法 汚泥処理施設 設、大木建設、明電

舎、 日本鎖管、 石川

島播磨重工業、三菱

重工業、 住友重機械

工業

七ケ宿町 関浄化セ ンター オキシデー 0 24 0 24 水処理施設 63～元 227 浅野工事、住友重機

ションディ 汚泥処理施設 械工業、 日新電機

9チ法

松 島 町 松島浄化センター オキシテー 7 80 2 85 水処理施設 62-2 l 1. 563 
松村組、佐伯建設工

ションティ 汚泥処理施設 業、前澤工業、安川

9チ法 屯機製作所
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下水処理

認可処理 受託処理
事巣費都市名等 施設名 能力 能力 施設内容 施工年度 施工叢者名

方式
千 m'／日 千 m•／ 日

（百万円）

松島町 松島汚水中継ポ 汚水 元～2 j 三菱建設、吉永、神
ンプ場 銅パンテック 、甜岳

製作所

中 新田町 中新田浄化セ ン オキシテ．＿ I 24 1 24 水処理施設 2 ~ 3 613 大本建設、丸か、 H
ター ションディ 汚泥処理施設 本碍了・、 神銅電機

ソチ法

宮崎町 宮崎町浄化セン オキシデー 1 20 1 20 水処理施設 元-2 284 丸か、西原閑境衛't
ター ションディ 汚泥処理施設 研究所

9チ法

山元 町 山元浄化センター 標準活性 1 45 I 45 水処理施設 3 181 三炎建設、 橋本―「．務

汚泥法 汚泥処理施設 店、クポタ 、三袋屯

機

迫 町 佐沼環境浄化セ 標準活性 2 15 2 15 水処理施設 3 221 安藤建設、渡辺建設
ンター 汚泥法 汚泥処理施設

矢本町 中沢浄化センター 標準活性 0 74 0 74 水処理施設 3 29 アタカT．業、 小松建
汚泥法 汚泥処理施設 設 1：菜

〔秋田県〕

能代市 能代終末処理場 標準活性 32 00 14 50 水処理施設 55-61 6,893 中[「l建設、フジタ T.

汚泥法 汚泥処理施設 業、 荏原製作所、石

川島播I牡重工業、 (t
原イ ンフィ ルコ、 東

芝

中川原ポンプ場 汚水 55-59 中111建設、フジタt
63 業、代1点製作所、H 

本鑽管、東芝

本荘 市 本荘終末処理場 オキシデー 5 50 5 50 水処理施設 62-3 1,233 大都7こ業、 村岡建設
ションディ 汚泥処理施設 工業、 クポタ、 日新
ッチ法 電機、 H立金属工業

井戸尻中継ポン 汚水 63-3 大木建設、三井三池
プ場 製作所、高士電機

芙倉中継ポン 汚水 3 121 大都工業
プ場

岩 城町 道川終末処理場 接触酸化 0 88 0 88 水処理施設 元～ 3 386 三袋建設、三機工業、

法 汚i尼処理施設 明屯舎

田 沢湖町 田沢湖町浄化セ 接触酸化 I 50 1 50 水処理施設 57-3 789 液沼紐、束洋建設、
ンタ ー 法 汚泥処理施設 11新屯機、荏原イン

フィル コ

秋田湾 ・雄 秋田臨海処理セ 標準活性 120 00 30 00 水処理施設 53-58 8,404 西松建設、中田建設、
物川流域 ンター 汚泥法 汚泥処理施設 錢高糾、安藤建設、
（臨海） 三淡頂工業、 荏原製

作所、 佳原インフィ

ル コ、明屯舎、月島

機械

（臨海） 幹線管渠 <f,1,650 53-55 錢高糾、束北シール

232 8m ド

（大曲） 大曲処理センター オキシデー 7 50 7 50 水処理施設 59一元 1,733 不動建設、麻吉建設、
ションディ 汚泥処理施設 1-1立プラン ト建設、
ッチ法 三浚電機、クポタ

（横 手） 横手処理センター オキシデー 8 20 8 20 水処理施設 61-2 2,150 大林組、伊藤糾、 三
ションディ 汚i)じ処理施設 菱化工機、富士咤機、
ッチ法 石川島播磨重工業、

H 本碍—{-

米代川流域 大館処理セ ンター 標準活性 3 55 3 55 水処理施設 元～3 802 東洋建設、秋田土建、
汚泥法 汚泥処理施設 n立プラン ト建設、

El立製作所、石川島

播磨頂工業
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下水処理
認可処理 受託処理

事叢贄
都市名等 施 設名

方式
能力 能力 施設内容 媚工年度

（百万円）
施 工 集 者 名

千 m'／日 千 m'／日

〔山形県〕

米沢市 米沢浄水管理セ 標準活性 57 90 57.90 水処理施設 57～元 7,470 奥村組、醤貼建設、

ンター 汚泥法 汚泥処理施設 日産建設、後藤組、

前澤工業、明電舎、

三機工業、クポタ、

日立製作所

上新田中継ポン 汚水 60 佐田建設、金子建設、

プ場 屯業社、機械製作所、

水道機工、明電社

鶴岡市 鶴岡終末処理場 標準活性 21 40 20 20 水処理施設 51-55 8,686 奥村組、勝村建設、

（鶴岡） 汚泥法 汚泥処理施設 元 酉島製作所、 三菱重

工業、 日立製作所、

西原衷境衛生研究所

（鶴岡） 切添中継ポンプ場 汚水 53-55 奥村組、勝村建設、

日立機竜工業、荏原

製作所、 日立製作所

（鶴岡） 新形中継ポンプ場 汚水 61-63 安藤建設、鶴岡建設、

西原環境衛生 研 究

所、高岳製作所

（鶴岡） 鶴岡汚泥処理場 コンポスト 59-61 福田組、佐藤工務店、

施設 三菱化工機、 日新霞機

（湯野浜） 湯野浜浄化セ ン オキシデー 3 00 3 00 水処理施設 2 ~ 3 8,686 大末建設、佐藤工務

ター ションディ 汚泥処理施設 店、住友重機械工業、

9チ法 日立製作所

（湯野浜） 七窪雨水幹線 </, 1,650 2 ~ 3 日産建設、佐藤工務

530m 店

酒 田 市 酒田終末処理場 標準活性 17 90 17 90 水処理施設 51-55 8,936 鹿島建設、林建設工

汚泥法 汚泥処理施設 元～ 3 業、勝村建設、滑水

建設、港、荏原製作

所、荏原インフィル

コ、住友重機械工業、

H立製作所、アタカ

工業、明電舎

若浜中継ボンプ場 汚水 59-63 束亜建設工業、 林建

雨水 設工業、明鼈舎、 三

機工業、酉島製作所

船場町中継ポン 汚水 62-3 地崎工業、 丸高土建、

プ場 雨水 住友重機械工業、酉

島製作所、明電舎

新 庄市 新庄市浄化セン 標準活性 9 00 6 00 水処理施設 60-2 3,036 福田組、沼田建設、

ター 汚泥法 汚泥処理施設 池田建設、粟村製作

所、水道機工

幹線管渠 <f,1,000 61-62 前澤工業、明屯舎、

2, 117m タクマ

寒河江 市 寒河江終末処理場 標準活性 10 80 10 80 水処理施設 55-58 4,155 松村組、国井建設、

汚泥法 汚泥処理施設 住友重機械工業、石

川島播磨重工業、日

立製作所、酉島製作

所、 三菱重工業

上山市 上山市浄化セン 標準活性 14 40 19 20 水処理施設 53-57 } 4,575 
大都工業、升川建設、

ター 汚泥法 汚泥処理施設 60-62 粟村製作所、 三菱化

工機、東芝、西原衷

境衛生研究所、石川

島播磨重工業、大末

建設、山形組
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下水処理
認可処理 受託処理

事蠍賣都市名等 施設名
方式

能力 能力 施設内容 施工年度
（百万円）

施工叢者名
千 m'／ 日 千 m・／日

長井市 長井浄化センター 標準活性 9 67 6 20 水処理施設 58-62 4,479 泄池糾、 小笠原建設、
汚泥法 汚泥処理施設 竹中土木、渡辺建設、

幹線管渠
栗l丑工業、石川島播

¢,1,000-1.100 
焙重工業、東芝、荏

2,846m 
原インフィルコ、奥

村糾、那須建設、西

原印境衛生研究所

温海町 温海終末処理場 オキシデー 2.30 2 30 水処理施設 60～元 1,158 株木建設、 温海佐藤
ションディ 汚泥処理施設 糾、前澤工業、窃l:
ソチ法 屯機

最上川流域 村山；争化センター 標準活性 93 60 23 40 水処理施設 56-3 5,164 三井建設、奥村組、
汚泥法 汚泥処理施設 升）l|建設、山形組、

酋島製作所、 17立製

作所、富士屯機、 H
立プラン ト建設、 H
本碍子、 荏原インフ

ィルコ、石川島播磨

重t業

村山野川ポンプ場 汚水 3 34 Fl新電機、クポタ

置賜浄化センター 標準活性 21 00 21 00 水処理施設 59-3 2,702 戸田建設、松Ill建設、
汚泥法 汚泥処理施設 月島機械、住友iTI機

械t業、 束芝

山形浄化センター 標準活性 29 20 29 20 水処理施設 63-3 7,840 間紐、山形建設、 ,';-
i・サ泥法 汚i)ビ処理施設 木建設、升川建設、

氾；七電機、 クボタ 、

荏原イ ンフィルコ、

明屯舎、 11立製作所、

II本碍＋

〔福島県〕

会津若松市 会津若松市下水 標準活性 38 30 37 70 水処理施設 54-58 
} 6. 981 

三片建設、全津 1こ建、
浄化工場 汚泥法 汚泥処理施設 63-3 人「1本土木、安藤建

設、石川品1番）悟重工

業、富士竜機、粟村

製作所、屯業社機械

製作所、西原閃境衛

生研究所

郡山市 熱海浄化セ ンター 好気性ii; l 70 l 70 水処理施設 2 ~ 3 526 佐田建設、神銅詑機、
床法 汚泥処理施設 荏原インフィルコ

喜多 方市 喜多方浄化セ ン オキシデー 2 30 2 30 水処理施設 3 211 福田組
ター ションディ 汚泥処理施設

ッチ法

相 馬 市 相馬市下水処理場 標準活性 13 50 13 50 水処理施設 61-3 4.646 佐藤工業、佐藤T，業
汚泥法 汚泥処理施設 （福島）、熊谷糾、山

木上木、山木、大未
幹線管渠 ¢ l. 200 

建設、 田中．建設、 栗
1,830m 

rII工業、グ”ボタ 、束

乏、 電業社機械製作

所、石垣機工、機建

設 ［業、庄司建設工

業、西原哀境衛生研

究所

白河町 白河都市環境セ 標準活性 8 80 8 80 水処理施設 3 190 佐藤T．業
ンター 汚泥法 汚泥処理施設
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下水処理
認可処理 受託処理

事薬贄
都市名等 施設名

方式
能力 能力 施設内容 施工年度

（百万円）
施工集者名

千 m・／日 千而／日

猪苗代町 猪苗代浄化セン オキシデー 4 60 4 60 水処理施設 59～元 2,076 
大木建設、日束建設、

ター ションディ 汚泥処理施設 3 石川島播磨重工業、

ッチ法 忠岳製作所

幹線管渠 ef,600-800 
1,291m 

志田浜浄化セン オキシデー 0 84 0 84 水処理施設 2-3 189 大都工業、神鑽屯機、

ター ションディ 汚泥処理施設 住友煎機械工業

ッチ法

広野町 広野；争化センター オキシデー 0 90 0 90 水処理施設 3 280 大木建設、山木工業、

ションディ 汚泥処理施設 荏原インフ ィルコ、

9チ法 横河電機

楢葉町 南地区浄化セン オキシデー 0 70 0 70 水処理施設 3 33 加地和組

ター ションディ 汚泥処理施設

ッチ法

富岡町 富岡浄化センター 回分法 1 90 1 90 水処理施設 63-3 j 1,304 
坂田建設、 東北シー

汚泥処理施設 ルド、 三井不動産建

幹線管渠 ¢,600 設、栗田工業、加地

407m 和組、 日立プラント

建設、横河電機

蛇谷須浄化セン プレハプオキ 0.42 0 42 水処理施設 63 137 加地和組、栗田工業

ター シデーション 汚泥処理施設

ディッチ法

双葉町 双葉町浄化セン オキシデー 2 50 1.85 水処理施設 60-63 j 1,628 
大末建設、束海興業、

ター ションてィ 汚泥処理施設 3 アタカ工業、束鉄工

ッチ法 業、佐藤工業、束芝、

幹線管渠 秘00 2.300m 富士エ

浪江町 浪江終末処理場 オキシデー 2 30 1 00 水処理施設 元～ 3 618 三裂建設、横山、 El

ションディ 汚泥処理施設 立プラント建設、富

ッチ法 士電機

阿武隈川上 県中；争化センター 標準活性 80 00 40 00 水処理施設 57~ 3 6,776 大林組、加地和組、

流流域 汚泥法 汚泥処理施設 清水建設、石川島播

磨重工菜、 日立金）屈

工業、 三機工業、束

芝、富士電機

〔茨城県〕

水戸市 水戸下水処理場 標準活性 79 50 34 32 雨水ポンプ場 55-58 3,661 株木建設、大都工業、

（若宮） 汚泥法 雨水沈殿池 坂田建設、菅原工務． 塩索混和池 店、 三菱匝工業、 El

（束部） 水戸市公共下水道 ef,450-1,000 61 立製作所、日立プラ

マンホールポン 671m ント建設

プ場

日立市 滑川処理場 標準活性 好気性発酵処 55-57 929 液川組、日立製作所、

（コンポスト施設） 汚泥法 理施設 日立桔t電工業

下館市 下館市水処理セ 標準活性 11 10 9.60 水処理施設 52-56 4,667 清水建設、新日本土

ンタ ー 汚泥法 汚泥処理施設 木、 三蕊重工業、石

川島播磨重工業、富

士電機、日立製作所、

日立プラント建設

勝田市 勝田下水浄化セ 標準活性 20 90 27 15 水処理施設 57-58 } 5,417 
前田建設工業、株木

ンター 汚泥法 汚泥処理施設 3 建設、森本組、丸磯

建設、日立金屈工業、

日立製作所、 H立プ

ラント建設

岩井市 岩井浄化センター 標準活性 4 00 4 00 水処理施設 元～3 1,808 株木建設、大塩組、

汚泥法 汚泥処理施設 クポタ、日立金属＿t

辺田中継ポンブ場 汚水 業、明屯含、富士屯機
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下水処理
認可処理 受託処理

事巣贄都市名等 施設名
方式

能力 能力 施設内容 施工年度
（百万円）

施工槃者名
千 m'，／日 千m'／ 日

つくば市 小田橋汚水中継 汚水 62～元

］ 
474 

大塩糾、淡沼組、 ク
ポンプ場 ポタ 、安川電機製作

幹線管渠 ¢, 300 -1, 000 所

1,875m 

鹿島町 鹿島町浄化セン 標準活性 10 50 10 50 水処理施設 56-61 j 4,207 
li洋建設、常総開発

ター 汚泥法 汚泥処理施設 元～ 3 工業、住友建設、大

宮中汚水中継ポ 汚水 末建設、 粟村製作所、

ンプ場 神鋼ファ ウドラー、

H立金）属工業、住友

重機械工業、 日立製

作所、 安川電機製作

所、神鋼電機、ク ポ

夕

潮来 町 潮来終末処理場 標準活性 42 00 42.00 水処理施設 48-55 2,050 株木建設、住友重機
汚i／以法 汚泥処理施設 59 械工業、富士電機、

浪逆第 2中継ポ 汚水 月秘機械、小松建設

ンプ場 工業、 常総開発工業、

潮釆中継ポンプ場 汚水
三片造船

日出第 1中継ポ 汚水

ンプ場

総和町 総和水処理セ ン 標準活性 13 80 15 00 水処理施設 55-60 3,474 廿木建設、鈴縫工業、
ター 汚泥法 汚泥処理施設 西，島製作所、二菱重

-［業、 H立金属工業、

窪士屯機、タク マ

霞ケ浦湖北 霞ケ浦浄化セン 椋準活性 365 20 27 50 水処理施設 50-53 7,032 株木建設、 熊谷組、
流域 ター 汚泥法 汚泥処理施設 フジタ工業、大都工

業、11立製作所、 H

立金！属工業、 日立プ

ラン ト建設、荏原イ

ンフィルコ

霞ケ浦水郷 潮来浄化ヤンター 循肉変法 9 60 7 50 水処理施設 59、60
} 2,234 

株木建設、小松建設
流域 汚泥処理施設 62-3 工業、 常総開発工業、

住友瓜機械工業、 窪

士屯機、荏原製作所

霞ケ浦常南 利根；争化センター 標準活性 400 00 75 00 水処理施設 63～元 1. 417 大木建設、 H本碍子、
流域 汚泥法 汚泥処理施設 三袋屯機

友部 ・笠間 友部終末処理場 オキシデー 8 80 4 72 水処理施設 2 ~ 3 219 福ll:I組、 秋山建設、
広域下水道 ションディ 汚泥処理施設 住友旗機械工業、 東
組合 ッチ法 芝、 n新屯機
（友部）

（下市毛） 下市毛ポ ンプ場 汚水 3 20 佐111建設

〔栃木県〕

宇都宮 市 田川第 2終未処 椋準活性 161 10 124 00 水処理施設 49-60 
16,349 

泊水建設、H本国土
埋場 汚l}印去 汚泥処理施設 62-3 間発、株木建設、渡

今宮中継ボンプ場 汚水 辺建設、束鉄工業、

鶴田中継ボンプ場 汚水
国上総合開発、 H立

プラント 建設、ク ポ
大谷中継ポンプ場 汚水 タ、石川島播磨重工

業、店士電機、 西原

閃境衛生研究所、日

本碍子、 小松建設工

業、 H束建設、松井

建設、安藤建設、増

淵組、 日立製作所

茂原中継ポンプ場 汚水 2 ~ 3 400 束鉄工業、 日本碍千、

H立製作所

下栗中継ポンプ場 汚水 3 118 佐11]建設

347 



下水処理
認可処理 受託処理

事農費
都市名等 施設名

方 式
能力 能 力 施設 内容 施工年度

（百万円）
施 工 集 者名

千m'／ 日 千而／日

足利市 足利市水処理セ 標準活性 59.20 45 49 水処理施設 48-3 8,033 
大成建設、クポタ、

ンター 汚泥法 汚泥処理施設 荏原製作所、日新電

幹線管渠 ¢, 1.650-1,800 機、三機工業、 明電

1,641m 舎、 日立金属工業、

中継ポンプ場 汚水
佐田建設、 中川 ヒュ

ーム管工業、岩澤建

坂西団地水処理 標準活性 0 50 0 50 水処理施設 設、鉄建建設、 日本

センター 汚泥法 汚泥処理施設 ヒューム管、古久根

建設、三井建設、 前

田建設工業、 神鑽屯

機、 白石

佐野市 佐野市水質浄化 標準活性 54 00 54.00 水処理施設 61-63 6,867 奥村組、日立プラン

センター 汚泥法 汚泥処理施設 ト建設、東鉄工業、

渡辺建設、荏原製作

所、 日本碍子、 酉島

製作所

西部中継ポンプ場 汚水 63～元 西武建設、篠崎

鹿沼市 黒川終末処理場 標準活性 26 70 26. 70 水処理施設 48-51 5,268 鉄建建設、タク マ、

汚泥法 汚泥処理施設 三菱重工業、荏原製

作所、富士電機、束

鉄工業、 渡辺建設、

徳危建設

上殿中継ポンプ場 汚水 59～元 束鉄工業、束海興業、

幹線管渠 ¢, 600 -1, 000 神谷建設

2,168m 

小山市 小山水処理セン 標準活性 34 00 34 00 水処理施設 48-51 3,461 フジタ工業、邸岳製

ター 汚泥法 汚泥処理施設 作所、荏原イ ンフ ィ

ルコ、荏原製作所、

布士屯機

扶桑水処理セン 標準活性 3 86 3 86 水処理施設 56-59 1,430 久保田建設、磯部建

ター 汚泥法 汚泥処理施設 設、荏原イ ンフィル

コ、高岳製作所

真 岡市 真岡市水処理セ 標準活性 15 50 15 50 水処理施設 54-58 5,295 竹中土木、 若築建設、

ンター 汚泥法 汚泥処理施設 61-3 液川組、束武建設、

神戸製銅所、荏原製

作所、神銅屯機、 三裂

重工業、アタカ工業

幹線管渠 砂00 54-57 久保田建設、増加l組

2,690m 

矢板市 矢板市水処理セ 標準活性 8 00 4 00 水処理施設 63-3 1,679 鉄建建設、 浜屋、荏

ンター 汚泥法 汚泥処理施設 原イン フィル コ、明

電舎、タクマ

黒磯市 黒磯市終末処理場 標準活性 17 00 17 00 水処理施設 51-55 3,435 地崎工業、束急建設、

汚泥法 汚泥処理施設 荏原インフィルコ、

石川島播磨重工業、

クポタ 、 日新屯機、

三菱電機

益子町 益子；争化セ ンター オキシデー 1 50 1 50 水処理施設 61-3 

｝ 
福田組、日立機屯工

幹線管渠 ションディ 汚泥処理施設 977 業、 富士電機

ッチ法

野 木 町 野木都市下水路 雨水 60 511 大都工業、磯部建設、

ポンプ場 日新屯機、 荏原イン

フィル コ、荏原製作

所

栗 山村 湯西川浄化セ ン 回転生物 0 80 0 80 水処理施設 54-57 } 1,149 
久保田建設、坂田建

ター 接触法 汚泥処理施設 元～ 2 設、アタカ工業、邸

岳製作所
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T水処理
認可処理 受託処理

事巣費都市名等 施設名 能力 能 力 施設内容 施工年度 施工業者名
方式

千 m・／日 千 m'／ 日
（百万円）

藤原町 竹ノ沢中継ポン 汚水 元 92 大都工業、 H本碍子、

プ場 邸岳製作所

氏家町 氏家浄化センター オキシデー 2 90 1 45 水処理施設 2 ~ 3 360 束鉄工業、栗田工業、

ションディ 汚泥処理施設 束芝
．Jチ法

小川町 小川水処理セン オキシテー I 40 1 80 水処理施設 3 134 大都工業
ター ションディ 汚泥処理施設

．Jチ法

那須町 湯本浄化センター 標準活性 4 00 4 00 水処理施設 55-59 } 1,889 
佐田建設、三平興業、

汚iii:法 汚泥処理施設 2 ~ 3 前澤工業、三菱重工

業、神鋼電機

塩原町 塩原水処理セン オキシデー 2 70 2 35 水処理施設 58-61 } 1,847 束亜建設工業、束武

ター ションディ 汚泥処理施設 63-2 建設、大都工業、井

ッチ法 上工業、アタ カ工業、

富士電機

鬼怒川上流 鬼怒川上流浄化 椋準活性 35 10 24 80 水処理施設 52-60 5,955 三井建設、渡辺建設、

流域 センター 汚泥法 汚泥処理施設 62-3 村本建設、東鉄工業、

（上流） 白石、石川島播磨重

工業、タクマ、電業

社機械製作所、二菱

電機、クポタ

（中央） 中央浄化センター 標準活性 53 04 26 88 水処理施設 57-3 5.120 戸田建設、大塩組、

汚泥法 汚泥処理施設 間組、渡辺建設、佐

（中央） 南 l号・ 2号中 汚水
田建設、三機工業、

継ポンプ場
日本碍子、富士電機、

安藤建設、 神戸製鋼

所

巴波川流域 巴波川浄化セン 標準活性 42 50 28 40 水処理施設 53-58 j 5,459 
間組、大塩組、坂田

ター 汚i／じ法 汚泥処理施設 61-3 建設、石川島播磨重

思川中継ポンブ場 汚水
工業、 由倉工業、 三

機工業、三菱電機、

束芝

北那須流域 北那須浄化セン 標準活性 20 79 11 00 水処理施設 54-2 3,820 錢邸組、渡辺建設、

ター 汚i)ビ法 汚泥処理施設 前澤工業、三菱頂工

業、クポタ、束芝

（群馬県〕

太田市 中央第 1浄化セ 標準活性 16 90 9 90 水処理施設 58-61 1.154 佐田建設、石橋建設

ンタ ー 汚泥法 汚泥処理施設 工業、クポタ、明電社

中央第 2浄化セ 標準活性 12 00 10 50 水処理施設 62-3 3,978 佐田建設、石川組、

ンタ ー 汚泥法 汚泥処理施設 川崎重工業、株木建

幹線管渠
設、石橋建設工業、

水道機工、 三菱電機、

クポタ、日本碍子、

屯業社機械製作所

館林市 館林市水質管理 標準活性 33 90 13 55 水処理施設 61-3 4,482 Fl特建設、日立プラ

センタ ー 汚泥法 汚泥処理施設 ント建設、富士電機、

幹線管渠 ¢,600-800 
佐田建設、河本工業

1, 918m 

中之条町 四万水質管理セ 標準活性 2 30 2 30 水処理施設 58-61 ｝ 712 液川紺~、 田 中建設、
ンタ ー 汚泥法 汚泥処理施設 2 クポタ、高岳製作所

沢渡水質管理セ プレハプオキ 0 40 0 40 水処理施設 62 119 液川紐、田中建設、
ンタ ー シテーション 汚泥処理施設 クポタ、品岳製作所、

ディ 9チ法 池原工業
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T水処理
認可処理 受託処迂

事業費
都市名等 施設名

方式
能力 能力 施 設 内容 施工年度

（百万円）
施工 集 者名

千 而／日 千 m'／El

利根川上流 県央水質浄化セ 標準活性 232 25 100 00 水処理施設 54-3 16,664 鹿島建設、佐田建設、

流域 ンター 汚泥法 汚泥処理施設 大成建設、井上工業、

（県央） 石橋建設工業、前澤

工業、三菱電機、荏

原インフィルコ、荏

原製作所、三菱化工

機、フジタ工業、 田

中建設

（奥利根） 奥利根水質浄化 標準活性 18 19 10 05 水処理施設 63-3 1,830 束鉄工業、佐田建設、

センター 汚泥法 汚泥処理施設 沼田土建、三機工業、

月島機械、 日新電機、

荏原製作所、クポタ

〔埼王県〕

川越 市 月吉ポンプ場 汚水 47、48 147 西松建設、前澤工業、

束芝

滝ノ下終末処理場 標準活性 78 00 41 00 水処理施設 53-56 4,158 青木建設、佐田建設、

汚泥法 汚泥処理施設 クポタ、住友重機械

工業、日立製作所、

束芝

霰ケ関第 1ポン 雨水 60-63 1,394 東鉄工業、初雁工業、

ブ場 前澤工業、安｝l|電機

製作所、クポタ

熊谷市 荒川第 3雨水ポ 雨水 50-53 1,692 三菱建設、古久根建

ンプ場 設、 前澤工業、直島

製作所、 神鋼屯機

大宮 市 宮原ポンプ場 汚水 62、63 1,179 クポタ、前澤工業、

徳倉建設、 三ッ 和総

合、 東芝

行田 市 緑町ポンプ場 汚水 49-53 2,256 西松建設、前澤工業、

雨水 荏原製作所、富士電

機

谷郷ポンプ場 汚水 58-62 2,869 青木建設、小川工業、

雨水 安藤建設、荏原製作

所、前澤工業、甜士

電機、東洋雹機製造

秩 父市 中央下水処理場 標準活性 41 50 24 50 水処理施設 52-55 4,425 飛島建設、西武建設、

汚泥法 汚泥処理施設 安川電機製作所、 El

立金属工業、川崎韮

工業、荏原インフィ

Jレコ

中央影森漉水集 ¢,800-1, 350 62~ 2 1,756 白石、大林組

幹線 3,437m 

所沢市 所沢下水処理場 ステップエア 汚泥処理施設 56-58 1,010 西武建設、荏原製作

（コンポスト施設） レーション の一部 所

飯能市 飯能終末処理場 標準活性 25 00 20 00 水処理施設 51-55 4,879 鉄建建設、西武建設、

汚泥法 汚泥処理施設 アタカ工業、明電舎、

三菱重工業、電業社

機械製作所、 クポタ

原町川寺幹線管渠 ef,800 100m 54-55 鉄建建設、西武建設

加須 市 花崎終末処理場 標準活性 14 00 14 00 水処理施設 54-58 5,073 束急建設、丸磯建設、

汚泥法 汚泥処理施設 小松建設工業、清水

奥村機械、 H立金属

工業、安川咤機製作

所、クポタ、石川島

播磨煎工業、荏原イ

ンフィルコ
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下水処理
詑可処I型 受託処I型

事業贄
都市名等 施設名 能力 能力 施設内容 施工年度 施 工 業者名

方式
千 而／ H 千 m•/ 1::l

（百万円）

本庄市 本庄市水質管理 椋準i丙性 45 00 30 00 水処理施設 57~6l 
} 5.102 

大型建設、真 F建設、
センター 杓i／以法 杓泥処理施設 元～ 3 錢邸糾、 三井不動産

建設、 三浚巫エ来、

川崎巫工業、 1jii澤 1こ

業、 l]立金屈工業、

荏原インフィルコ、

安川屯機製作所、西

武建設、金—f建設

東 松山市 市野川終末処理 標準活性 10 40 10 40 水処理施設 48-52 6.651 熊谷糾、仕友重機械

（市野川） 場 沿i)じ法 汚泥処理施設 工業、「1立製作所、

三淡重工業、月 ，島機

械

幹線管渠 ¢,800 50-61 熊谷糾、 I―1本高圧コ

613m ンクリート、羽田ヒ

ューム管

コンポスト施設 59-61 西武建設、松井建設、

新江川第 1下水 株木建設、浦和上建

中継ポンプ場 汚水 t業、クポタ、 II本

僻子、 Il立製作所、

安川屯機製作所

（高坂） 高坂終末処理場 椋準i囚性 8 70 8 70 水処理施設 54-59 4,829 村本建設、井上 l：菜、

i'；i／じil; 沿i／ビ処理施設 粟村製作所、川崎重

r．業、住友重機械―[

業、 三没屯機

（高坂） 幹線管渠 ¢,600-800 55-56 小松建設工業

328m 

岩槻市 岩槻第 1中継ポ 杓水 3 50 松水建設

ンプ場

羽生市 羽生市水質；争化 標準活性 11 00 11 00 水処理施設 57-62 4,092 五洋建設、 浦和土建

センター 汚i／ビ法 汚泥処理施設 工業、石垣機工、川

幹線笞渠 ef,1500 
崎瓜工業新 Fl 本 —I

250m 
木、サイレキ建設工

業、石川島播店重工

業、西原閑境衛生研

究所、 東芝

羽生中継ポンプ場 汚水 元～ 2 387 i箋）1|甜l、,n-b中寸系11、ネ,,,

銅屯機

深谷市 深谷市浄化セン 椋準活性 21 80 21 80 水処理施設 55-60 8,719 池池糾、 古都工務I占、

ター iりi／じ法 ilii／じ処理施設 元、 3 Fl本国上建設、 Fl立

幹線管渠 <f, 1. 800 
金屈工業、 1-1特建設、

5, 780111 屯業社機械製作所、

H立製作所、東芝、

クポタ、 三袋重ーT．業

越谷市 越谷第 1ポンプ塔 切1)ヽ 53-55 
} I. 961 戊野Tーボ、 占久根辿

59、60 設、屯業社機械製作

所、 1jij澤工業、神銅電

機、安川屯機製作所

御料堀ポンプ場 由水 60-62 1.369 地崎―「業、和光建設、

前澤工業、 神銅屯機、

クポタ

東越谷第 1ポンプ場 汚水 62~）じ 1,072 村本建設、松水建設、

越谷第 2ポンプ場 汚水 前澤—T業、砧士屯機、
松下屯器産業

出羽堀ポンプ場 il'i水 ｝じ～ 2 1.632 松村組、 和光建設、

クポタ、 神銅屯機、

前澤工業
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下水処理
認可処理 受託処理

事 叢費
都市名等 施 設名 能力 能力 施 設 内容 施工年度 施工叢者名

方式
千 m'／‘日 -fm'／日

（百万円）

鳩ケ谷市 里ポンプ場 汚水 54-57 3,299 三菱建設、浦和土建

雨水 工業、前澤工業、ク

ポタ、 日新電機、 日

立製作所

日 高市 日高市浄化セン 標準活性 14 80 14 80 水処理施設 60-3 3,862 佐藤工業、 三菱建設、

ター 汚泥法 汚泥処理施設 アタカ建設、束芝、

不動建設、古郡、日

立金属工業、酉島製

作所、新日本製鉄

騎西町 上高柳汚水中継 汚水 2 ~ 3 565 大都工業、小川工業、

ポンプ 前澤工業、安川電機

製作所

松伏町 松伏汚水中継ポ 汚水 3 97 奈良建設、島村組

ンプ場

吉川町 高久雨水ポンプ場 雨水 62～元 1,057 株木建設、佐藤建設

工業、荏原製作所、

富士電機、住友重機

械工業、日 昇製作所

中 川流域 中川終末処理場 標準活性 85 00 85 00 水処理施設 52-58 
} 20,849 

フジタ工業 三井建

汚泥法 汚泥処理施設 60-2 設、清水建設、 日本

国土開発、西松建設、

不動建設、日立プラ

ント建設、月島機械、

前澤工業、 日立製作

所、東芝、飛島建設、

島村組

荒川右岸流 荒川右岸終末処 標準活性 汚泥焼却灰 元～ 3 2,070 東洋建設、 中外炉工

域 理場 汚泥法 再査源化設備 業

荒川左岸南 荒川終末処理場 標準活性 渚袋詰め装甜 3 173 日立金属工業

部流域 汚泥法

坂戸 ・鶴ケ 北坂戸水処理セ 標準活性 29 44 14 72 水処理施設 55-59 } 3,910 
アイサワ工業、福川

島下水道組 ンター 汚泥法 汚泥処理施設 63～元 建設、ア タカ工業、

合 荏原インフ ィルコ、

荏原製作所、明需舎

石井水処理セ ン 標準活性 20 75 20 75 水処理施設 2-3 J 3,589 
西松建設、初雁工業、

ター 汚泥法 汚泥処理施設 フジタ工業、 西武建

幹線管渠 </,1,650 1,540m 設

毛呂山・越 毛呂山処理セン 標準活性 41 30 5 15 水処理施設 60～元 3,062 村木建設、上尾興業、

生 ・鳩山公 ター 汚泥法 汚泥処理施設 石垣機工、消水奥村

共下水道組 機械、水道機工、栗

合 田工業、富士電機

鳩山第 1中継ポ 汚水 63～元 石垣機工、 神銅屯機

ンプ場

〔T菜県）

千葉市 南部浄化センター 標準活性 180 00 73 60 汚泥焼却炉 3 147 新井組、月島機械

汚泥法

船橋 市 西浦下水処理場 標準活性 48 70 16.30 水処理施設 59-2 
110,708 

フジタ工業、竹中土

汚泥法 汚泥処理施設 木、丸磯建設、飛島

幹線管渠 </,l,800-5,000 建設、清水建設、京

4,520m 成建設、五洋建設、

東洋建設、鴻池組、

村本建設、明電舎、

クポタ

木更津市 木更津下水処理場 標準活性 38 00 9 50 水処理施設 元～ 3 l 1, 341 
竹中工務店、 京成建

汚泥法 汚泥処理施設 設、白石、新日本製

畑沢中継ボンプ場 汚水 鉄、 三菱電機
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下水処理
認可処理 受託処理

事薬贄都市名等 施設名
方式

能力 能力 施設内容 施工年度
（百万円）

施工業者名
千 m'／日 千 m・／ 日

木更 津 市 幹線管渠 ¢350 元～ 3 J 
370m 

松戸市 新松戸終末処理場 ステップエア 9 60 4 60 水処理施設 55-56 960 西武建設、新l1本一1_--
レーション 汚i)以処理施設 木、神鉗屯機、 三袋

煎［業

東 金 市 東金市浄化セ ン 標準活性 19 30 15 80 水処理施設 56-60 
} 4,089 

泄池糾、内野13'1工務

ター 汚泥法 汚泥処理施設 元～3 店、 11、［令屈工業、

クポタ、東芝、月紛

機械、 人木建設

習志野市 津田漬浄化セン 標準活性 76 00 43.50 水処理施設 55-59 20、033 奥村紐、勝村建設、
ター 汚泥法 汚泥処理施設 61-3 大本組、白）1;建設、

幹線管渠 rt, 700-2, 200 
H立製作所、栗l:I_1」こ

2,325m 業、住友重機械_[業ヽ

4, 750X3,480 機ili/J建設［業、月 島

340m 機械、フ ジタ工業、

¢,3, 500 II産建設、佐藤1業、

1,205m 大爛建設、西松建設、

富 I;」こ りんかい建

設、イ<illJJ建設、佐伯

建設 l-．菜

袖ケ浦市 北部汚水幹線 </,500-700 元～ 2 1,055 束急建設、 窯士 「：

1, 380m 

関宿町 幹線管渠 </,400-1,000 元～ 3 2,371 機動建設 l]業、新）I'-
4, 630m 租ll、'，＇;［L• [ 

小見川町 小見川浄化セ ン 回分法 2 50 2 50 水処理施設 60-63 954 人行IIL．．業、新H本建

ター 汚i)り処理施設 設、 西1点珠椛衛生研

究所、常総IJf.l発工業、

I―l新・，じ機

大網白里町 大網白里浄化セ 標準活性 7 67 4 53 水処理施設 63~ 3 5,563 地崎工業、 内野屋 [
ンター 汚泥法 汚泥処理施設 務店、西原閑税衛生

研究所、・ぶ士屯機、

大旺建設

大網中継ポンプ場 汚水 元～ 3 東海典業、 横河電機、

雨水 神戸製鋼所

幹線管渠 ¢,1,100-1,500 61~Jじ 奥村糾、 H特建設、

8,360m 束急、建設、オ唯！］建設、

白石、 錢，切組

江戸川左岸 江戸川第 2終末 標準活性 665 60 300 00 水処理施設 49-3 

} 54,709 

大林糾、不動建設、

流域 処理場 汚泥法 汚泥処J1四施設 佐藤「．業、坂田建設、

幹線管渠 <{,4, 750 三機工業、 三俊重 ［

4, 326m 業、 三袋屯機、 クポ

タ、II立製作所、 佳

原インフィル コ、大

木建設、西武建設、

大木建設、国土総合

建設、池池組、飛['b

建設、液沼糾、白石、

鉄建建設、鈴栄紐、

幅［1|組、前Ill建設工

業、東急建設、n産

建設、西松建設、熊

谷糾

（車京都）

東京都 森ケ崎水処理セ ステップエア 1,810 00 665.00 水処理施設 50-61 1 97. 590 
奥村糾、鴻池組、 大

（森ケ崎） ンター レーション 汚泥処理施設 元～3 都工業、坂田建設、

大林糾、西松建設、

353 



下水処理
認可処理 受託処理

事集費
都市名等 施設名

方式
能力 能力 施設内容 施工年度

（百万円）
施工集者名

千 m• ／ 日 千 m•/ a

東京都 南部汚泥処理プ 汚泥処理施設 60～元 鹿島建設、日産建設、

（森ケ崎） ラント 大木建設、大成建設、

間組、大末建設、大

成建設、奥村組、鉄

建建設、鹿島建設、

熊谷組、西松建設、

戸田建設、東洋建設、

りんかい建設、坂田

建設、三井建設、富

士屯機

東糀谷ポンプ場 汚水 61-63 鹿島建設、西松建設、

大森東ポンプ場 雨水
大林組、清水建設、

大日本土木、大成建

設、大林組、間組、

東芝、 日本銅管、荏

原製作所、荏原イン

フィルコ、奥村組、

五洋建設、日産建設

（小 菅） 小菅処理場 標準活性 450 00 450 00 水処理施設 50-58 } 19,325 
大成建設

汚泥法 汚泥処理施設 62-3 

（砂 町） 有明処理場 循環変法 120 00 120 00 水処理施設 元～ 3 14,831 鹿幼建設、不動建設、

汚泥処理施設 束亜建設工業、大成

建設、清水建設、五

洋建設、大林組、 奥

村組、錢高組、共栄、

飛品建設、フジタエ

業、 竹中土木

八 王子市 北野下水処理場 標準活性 134 10 52 12 水処理施設 50-57 } 11,938 
I：り組、 村本建設、三

（北 野） 汚泥法 汚泥処理施設 60、 3 袋訊工業、三菱電機、

屯業社機械製作所、

前澤工業、 H立金屈、

三機工業、タクマ

（浅 川） 由井幹線 ¢1,650-1,800 62~ 3 2,392 三井建設、丸磯建設、

3,986m 西武建設、国土総合

建設、 竹中土木、太

平工業

町田市 町田下水処理場 標準活性 153 70 124 35 水処理施設 48-58 12,750 音木建設、 日立金屈

（町田） 汚泥法 汚泥処理施設 工業、電業社機械製

作所、三袋電機、 西

原因瑳衛生研究所、

月島機械、大林組、

小田急建設、古久根

建設、 トーア工業

（町 田） 幹線管渠 <P 1,500 ~ 1,650 50、51 大林組、間組、帝国

2, 770m ヒューム管、三井建

設、羽田ヒューム管

（鶴川） 鶴川第 2下水処 標準活性 23 50 23 50 水処理施設 60-2 12. 619 鹿島建設、佐田建設、

理場 汚泥法 汚泥処理施設 西松建設、 丸磯建設、

大本組、小田急建設、

荏原インフィルコ、

川崎重工業、前澤工

業、 F1本硯子、三菱

重工業、明電舎、酉

島製作所

（鶴川） 鶴川ポンプ場 汚水 63 小田急建設、日束建

設、タクマ
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口口El
下水処理

認可処理 受託処理
事祟贄都市名等 施設名

方式
能力 能力 施設内容 施工年度

（百万円）
施工巣者名

千 m'／日 千 m',／日

（鶴川） 幹線管渠 r/,1.800-2,600 63 人林紐、 I:：l糾、三）I'
2,050111 建設、帝[Ii[ヒューム

符、羽Illヒューム符、

西島製作）；)t

「神奈川氾` l

横浜市 緑下水処理場 標準活性 443 00 74 00 水処理施設 50-54 4,040 アタカ「．文、クポタ、
沿i)じ法 tIji)じ処理施設 三浚前 1]．業、 II立金

屈 ！3．業、）j島機械、

三JI建設、栗本鉄「．

所、水道機工、森III

鉄 •「.I祈、 II 本銅管

金沢下水処理場 標準活性 228 70 63 30 水処理施設 50-54 
} 17,489 

西松建設、奥村組、

沿i／じ法 r'iilt処理施設 59-63 クポタ、 ,i,j澤―［業、

丸蛉水l’'1製作所、 三

浚屯機、 II本鉗管、

アタカ了業、森[II鉄
ー「．1；）i、(tl点婆l｛乍P斤、
II立金1成「．業、錢，:・:;

糾、紅梅糾

北部第 1下水処 I:1,i水II‘j：水池 58-63 
} 14,615 

熊谷糾、住友建設

理場 3 東急建設、奈艮建設、

元宮ポンプ場 柑水
馬淵建設、 1-1立製作

l:Ii水
所、束乏、 11)1屯舎

万世ポンプ場 汚水 58-63 
} 9.622 

1iii「II建設 l.：業、 1J1jj!
1:I:J水 建設、屯業社機械製

吉野ポンプ場 沿水
作所、クポタ、 II立

I •I :j水
製作所、安川屯機製

作所、飛島建設、奈

艮建設、 三浚重工業、

束洋；じ気製造

平沼ボンプ場 沿水 62-3 7,719 清水建設、杓築建設、

l:h水 芦澤糾、クポタ、イ1
川秘1番1灼爪丁＿業、 II
本銅秤、 i,9；い屯機

川崎市 加瀬下水処理場 標準泊性 244 80 74 40 水処理施設 50-54 } 23. 103 
鹿島建設、 ＇9;-木建設、

沿泥法 焼却施設 59-3 人•本糾、 (t1点製作所、

荏1原インフィルコ、

束芝 、 人• In]特殊鉗

京町雨水滞水池 1小i水 62-3 9,885 ＇＇t木建設、奈良建設、
渡田雨水滞水池 I:11水 佐藤「．業、 束急建設、
観音川雨水滞水池 I.I.j水 トーア l．．菜、 II本銅

符、東芝

鎌倉市 七里ケ浜下水道 椋準iir'性 58 90 40 00 水処理施設 55-61 I 9.802 
熊谷糾、 奈良建設、

終末処理場 i lj i／ビ法 汚i／以処狸施設 神戸製鉗1iJt、川崎爪

幹線筈茉 ↓1.350 
r・文、 束芝、 荏1原イ
ンフィルコ、荏1点製

3.517m 
作1,Jt、西松建設、 ト

ーア 「．業、クポタ

山崎下水道終末 標準泊性 17 40 17 40 水処理施設 元～ 3
} 10,465 

鹿，怜建設、 イ通）J建設、

処理場 沿i)じ法 flj/)じ処理施設 余艮建設、祈水建設、

幹線管渠 </,1,350 
束急建設、松尾建設、

奥村糾、加藤建設、粟
1. 370111 

村製作所、 (tl原イ ン

フィルコ、クポタ、 三

袋爪 I二．業、 三浚屯機
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T水処理
認可処理 受託処理

事業賣
都市名等 施設名

方式
能力 能力 施設内容 施工年度

（百万円）
施 工 集 者 名

千 m・／ 日 千 m・／日

茅ケ崎市 今宿ポンプ場 雨水 3 317 大成建設、 {IJ,}卜［業

秦野市 秦野市浄化管理 標準活性 24 00 24 00 水処理施設 53-56 } 5,785 
消水建設、小田忍建

センタ ー 汚ilt法 汚泥処理施設 62、63 設、神戸製鑽所、 H

立製作所、口立プラ

ント建設

大和市 中部下水処理場 柑準活性 113 00 50 00 水処理施設 52-56 9,953 飛島建設、奈良建設、

汚泥法 汚泥処理施設 三機工業、日新屯機、

三菱重工業、「1本碍

子、広七電機

同分場 元～ 3 村本建設、東海興業、

日束屯機、明電舎、

屯業社機械製作所

北部下水処理場 標準活性 30 00 30 00 水処理施設 59-63 } 8,552 
西松建設、奈良建設、

汚泥法 汚泥処理施設 2 ~ 3 戸田建設、 n束建設、

荏原インフィルコ、

三機工業、「1本碍子、

日新屯機

箱根 町 強羅終末処理場 標準活性 8 75 8 75 水処理施設 61-2 3,466 小田急、建設、箱根建

汚泥法 汚泥処理施設 設、クポタ、勝俣組、

窃七建設

[1|l邸県` l

早川町 赤沢浄化センター 好気性 0 23 0 23 水処理施設 元 116 荏原インフィルコ、

ろ床法 汚泥処理施設 三機工業、 II本碍ー（-

身延町 帯金塩之沢浄化 プレハプオキ 0 31 0 31 水処理施設 3 174 長1:t1租ll」；木、 神銅パ

センター シデーション 汚泥処理施設 ンテソク

ディyチ法

小菅 村 小菅浄化センター オキシデー 1 41 l 41 水処理施設 61-3 614 西武建設、長田紐土

ションディ 汚泥処理施設 木、アタカ工業、高

ッチ法 岳製作所

丹波山村 丹波山浄化セン オキシデー 0 89 0 89 水処理施設 60-62 ｝ 922 
久保田建設、早野紐、

ター ションディ 汚泥処理施設 3 アタカ工業、 ,:';j岳製

ッチ法 作所

〔新潟市〕

長岡市 長岡第 1下水処 標準活性 96 80 55 80 水処理施設 48-51 4. 344 前田建設工業、福田

理場 汚泥法 汚泥処理施設 組、前澤t業、 IJ立

製作所、神鋼屯機、

荏原インフィルコ

三条 市 三条雨水ポンプ場 雨水 56-61 3.203 福田糾、加賀田組、ク

ポタ、前澤t業、束芝

三条市終末処理場 標準活性 28. 70 4 35 水処理施設 元～ 3 1,020 熊谷糾、本間糾

汚泥法 汚泥処理施設

柏崎市 柏崎市自 然環境 標準活性 30.00 30 00 水処理施設 63-3 10,841 前田建設［業、植木

浄化センタ ー 汚泥法 汚泥処理施設 組、前澤工業、東芝、

住友重機械工業、本

間糾、石ほ建設産業、

荏原製作所

八坂中継ポンプ場 汚水 54-55 前田建設工業、植木

組、前澤工業、束芝

柳橋中継ポンプ場 汚水 54-56 前lll建設t業、植木

組、前澤工業、東芝、

屯業社機械製作所

柏崎市雨水ポン 雨水 63 錢高糾、植木組、 Iiり

プ場 澤T→業
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下水処理

認可処理 受託処理
事棠贄

都市名等 施設名 能力 能力 施設内容 施工年度 施工巣者名
方式

千 m'／ 日 千 m・／ 日
（百万円）

新津市 新津終末処理場 椋準活性 5 70 5 70 水処理施設 52-56 7.354 福l-11糾、近藤糾、 1jij
i lji／じ法 柑泥処理施，＆ 澤T．業、屯業社機械

製作所、 三袋爪［業、

三機 L業、神鋼電機

北上ポンプ場 1村水 56-61 本lt]糾、近藤紺、 {f:

原製作所、前澤―r:業、

n石、 礼，・七屯機

加茂市 加茂市浄化セン 椋準活ヤI: 6 40 6 40 水処理施設 59-3 3.985 三井建設、本!UI糾、
ター iりilじ法 沿ilビ処狸施設 竹,,,I:木、）L述建設、

屯業社機械製作所、

西秘製作1祈、前澤 I:
業、 三機 r:業、アタ

力1：業、 束乏

十日町市 十日町市下水処 標準泊性 27 00 25 40 水処狸施，没 54-58 6,408 佐藤 「〗業、第一建設
理センター iり泥法 汚泥処理施設 工業、 三袋屯機、 Iiij

澤―［菜、荏原インフ

ィルコ、 II立製作所、

粟村製作所

水沢汚水幹線 ¢,600 452111 3 南店」こ建

栃尾市 栃尾市下水道処 椋準i,｛性 16 00 16 00 水処理施設 58-62 
} 2. 999 

熊谷糾、加賀IIl糸ll、
理センタ ー i Iji/ti1; 汚i／じ処理施設 JL-3 月秘機械、粟村製作

所、 三袋前 I~業、新

潟鉄T→所、前澤丁．業、

11)1'，じ令

糸魚川市 糸魚川浄化セン 椋準活性 4 70 4 70 水処）刑施，没 jじ～ 3 1,693 鉄建建設、谷村、神

夕一 i'j i} ¢ il; 汚泥処理施設 戸製銅所、アタカ r.
業、 三浚屯機

新井市 新井市浄化セン 椋準活性 18 96 6 56 水処兜施設 60~Jじ 2,078 ィ涌J)建設、 保坂糾、 II
ター i lji／ビ法 汚i)ビ処刑施設 本叫(•、川崎屯 r:業、

廿．友韮機械Tー業、明屯令

上越市 上越市終末処理場 標準泊性 26 00 11 40 水処理施設 59~jじ 5.968 佐藤 I：業、植木糾、

i lji/til; 沿i)以処理施設 鹿島建設、秘津建設、

奥村糾、高館糾、）ii
崎前 r：業、住友 用機

械「〗業、 月 ，約機械、
荏原インフィルコ、

三炎屯機

湯沢町 湯沢浄化センター オキンデー 62 50 7 20 水処理施設 62-3 2,046 本l:：．1糸ll、森ド糾、オ

ションディ i •Iji／以処理施設 ルガノ、 II新屯機

ッチ法

浅貝浄化センター オキシデー 3 78 3 78 水処理施設 3 321 西武建設、森ド系ll
ションディ 沿泥処理施，＆

ソチ法

妙高高原町 赤倉；争化センター [9ll卓公牛物 4 40 3 60 水処理施設 56-63 I. 433 束急建設、第一建設

接触法 i1fil以処 FIL!•施設 ［業、新潟鉄 l頂Ii、
神銅屯機

信濃川下流 新潟処理場 標準活性 202 80 47 00 水処Fl!•施設 52-55 8,273 大成建設、加賀Ill糸ll、
流域 iりilt法 缶泥処理施設 熊谷糾、本間糾、明

屯令、荏1瓜製作／i)i、
クポタ、 (t原インフ

ィルコ、石川秘播9怜

爪―「}・業、 II島機械
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認叫処埋受託処埋

都市名等 施設名 T水処理 能 力能 力施 設 内容施工年度 事秦費 施工集者名
方 式 千 m'／日千m'／日 （百万円）

［富山県］

富山市 水橋浄化センター 標準活性 7 60 6.30 水処理施設 3 225 鹿島建設、林建設工

汚泥法 汚泥処理施設 業

高岡市 松太枝浜浄化セ オキシデー 2.20 2.20 水処理施設 3 300 竹中工務店、岡部組、

ンタ ー ションディ 汚泥処理施設 日本碍子

ッチ法

新湊市 桜町下水処理場 標準活性 14 40 4.80 水処理施設 60-61 ｝ 633 石川島播磨頂工業、

汚泥法 汚泥処理施設 63-2 坂田建設、富士電機

魚津市 川の瀬浄化セン プレハプオキ 0 60 0.60 水処理施設 62-63 157 朝野工業、日立機電

（東部） ター シデーション 汚泥処理施設 工業

ディ ッチ法

（魚津） 魚津市浄化セ ン 標準活性 11 70 11. 70 水処理施設 63~ 3 3,827 熊谷組、関口、加賀

ター 汚泥法 汚泥処理施設 田組、 三機工業、日

本碍子、 日本鋼管、

松下電器産業

（魚津） 港町汚水中継ポ 汚水 福1:1:1組、朝野工業、

ンプ場 H立機屯工業、富士

電機

（魚津） 幹線管渠 ef,800 439m 加賀田組

氷見市 氷見市環境；争化 標準活性 13 60 13.60 水処理施設 54~58 5.629 住友建設、真柄建設、

センタ ー 汚泥法 汚泥処理施設 荏原製作所、荏原イ

ンフィルコ、富士屯

機、 三菱化工機

小境；争化センター オキシテー 0 4 0 4 水処理施設 3 石川島播磨重工業、

ションディ 汚泥処理施設 氷兄土建

ッチ法

． 滑川市 滑川市浄化セン オキシデー 11 60 3 00 水処理施設 61-3 2,398 浅野工事、林建設工

ター ションディ 汚泥処理施設 業、高士屯機、荏原

ッチ法 インフィルコ

第 3中継ポンプ場 汚水 63 三井不動産建設、朝

高塚ポンプ場 汚水
野工業、荏原製作所、

日本碍子、東芝

黒部市 黒部浄化センター 標準活性 4 30 4.30 水処理施設 63-3 1,679 束鉄工業、桜井、荏

汚泥法 汚泥処理施設 原インフィルコ、日

立製作所

大沢野町 大沢野浄化セン 回分法 2 30 2.20 水処理施設 元～ 3 1,060 兵柄建設、日本海建

ター 汚泥処理施設 奥、石川島播磨重工

業、 日立製作所

上市町 大永田浄化セン プレハプオキ 0 60 0 60 水処理施設 3 71 酒井建設、日本銅管

ター シデーション 汚泥処理施設

ティyチ法

宇奈 月 町 宇奈月浄化セン 標準活性 3 50 3 50 水処理施設 56-62 2,055 束鉄工業、松本建設、

ター 汚泥法 汚泥処理施設 店岳製作所、荏原イ

ンフィルコ

婦中市 婦中ポンプ場 雨水 62-63 252 束鉄工業、日立製作

所

山田村 山田浄化センター プレハプオキ 1 31 0 40 水処理施設 元～ 2 209 酒井工業、荏原イン

シデーション 汚泥処理施設 フィルコ

ティ ッチ法

小矢部川流 二上浄化センター 標準活性 46 00 22 80 水処理施設 58-3 l 15,53' 
佐藤工業、岡部組、

域 汚泥法 汚泥処理施設 前澤工業、束急建設、

幹線管渠 </,1.350-1.800 
砺波砂利工業、荏原

8,244m 
インフィルコ、錢高
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T水処理

認可処理 受託処理
事薬費

都市名等 施設名
方式

能力 能力 施設内容 施工年度
（百万円）

施工業者名
千 m• ／ 日 千 m• ／ 日

小谷部川流 糾、塩谷連愉、石桓

域 機「．、三袋旧T．業、
荏1原製作所、クポタ、

;,;,; 1:・;じ機、 1i：友建設、

氷兄 I'.．建、 人成建設、

松本建設、竹 1―I• Iこ木、

中越興業、束鉄「〗業、
松本建設、 II産建設

中新川公共 中新川浄化セン オキシテー 5 40 5 40 水処狸施；改 3 l38 鉄建建設、洒JI’L菜
下水道組合 ター ションディ 汚i)以処理施設

1チ法

〔石川県〕

松任市 松任中央浄化セ 皿転生物 34 10 8 53 水処FLL!•施設 56-Jじ } 5.414 
竹1|'-1：木、貞柄建設、

ンター 接触法 而i／ビ処理施設 3 神I；製銅／•Ji 、 三浚 屯

「．菜、 t;,； 1づじ機、 株

木建設、治111社、 三

機 t業

南部争化センター オキシデー 3 80 5 40 水処理施設 3 285 具柄建設、洒片 l...1i 
ションディ 汚i)以処理施設

ッ和1:

内灘町 内灘町浄化セン オキシデー l 7 30 ll 50 水処狸施設 59~）じ 3,580 株木建設、泊JI'＂［業、
ター ションディ 汚i]以処狸施設 3 川崎if(I'.．業、;;;,;I:屯

ソが1; 機、求，＇』建設、真柄

内灘ポンプ場 沿水 建設、 (t1原製作所、

幹線管渠
荏1原インフィルコ、

が，000 西I)ng1境衛',e研究
I, 443m 

所、奥村糾、明版

宇ノ木 ・七 宇ノ木 ・七塚浄 オキシテ9_ 6 00 3 00 水処理施設 63-3 1,931 t公中，tkJl、K支中寸刹l、イi
塚組合 化センター ションディ i1Ji／収処理施設 川島播府iii:I．．．業、 II

ソチ法 立製作所

加賀沿岸流 翌ケ丘浄化セン オキシデー 3 00 3 00 水処理施設 63-3 1.310 II本[TlI：建設、 H本

域 ター ションディ 沿泥処理施設 海建設、代1点インフ

9チ法 ィル コ、住友重機械

r．業、東芝

〔長野県）

長野市 東部終末処理場 椋準活rt 114 50 86 25 水処理施設 53-56 14.685 奥村糾、守谷商全、

iり・.i/t法 沿i)と処理施設 59-3 勝村建設、北野建設、

南部終末処理場 椋浄活性 29 00 29 00 水処狸施設 60-61 荏原イ ンフノ ルコ、

i lji)じ法 汚泥処理施設 荏原製作所、粟村製

作所、 ；’｛,• I7屯機、 Il 
、、［．製作所、 三袋重工

業、クポタ、森本糾、

地崎「．業、 佐「I1建設、

11,‘rプラン ト建設

松本市 両島争化センター 椋準i,r,、rt 49 30 24 65 水処理施設 60-2 6,537 奥村糾、野II建設、

氾泥法 沿i／以処Fl！施設 クポタ、住友煎機械

丁．業、 ii't小建設、松

本」力．建、イi川島播庖

iltT．業、 府； 1づ財機

宮渕争化センター 標準活性 133 75 84 94 水処狸施設 61-2 3,878 荏原インフィルコ、

沿泥法 沿i／必処理施設 竹1|11こ木、松本岡谷

糾、 三機［．業、飛恥

建設、；,;;;七屯機、人

閑建設、クポタ

上田市 上塩尻汚水ポン 汚水 ｝じ～ 3 719 名T．建設、 石川島播

プ場 ／抒屯 ―［業、 II新屯機、

束信、佐伯建設T＿業
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T水処理
認可処理 受託処理

事雙費
都市名等 施設名

方式
能力 能力 施設内容 施工年度

（百万円）
施工叢者名

千 m'／日 千 m'／ 日

小諸 市 小諸浄化管理セ 標準活性 5 40 5 40 水処理施設 61-2 2,271 三井建設、竹花工業、

ンタ ー 汚泥法 汚泥処理施設 新潟鉄工所、安川電

機製作所、三機工業

伊 那市 伊那浄水管理セ 標準活性 5 20 5 20 水処理施設 2 ~ 3 1,037 佐藤工業、宮下、神

ンタ ー 汚泥法 汚泥処理施設 鋼電機、石川島播磨

頂工業

中 野 市 中野浄化管理セ 標準活性 7 70 7 70 水処理施設 56-63 5,266 大林組、守谷商会、

ンター 汚泥法 汚泥処理施設 栗田工業、富士電機、

幹線管渠 ¢1,000 
アタカ工業、 月島機

207m 
械、i菱沼組

七瀬終末処理場 回分法 0 62 0.62 水処理施設 2 ~ 3 新潟鉄工所、三菱電

汚泥処理施設 機

飯 山市 戸狩終末処理場 オキシデー 4 14 2.31 水処理施設 元～ 3 4,315 浅野工事、第一建設

ションディ 汚泥処理施設 工業、三機工業、店

9チ法 士電機

塩尻市 塩尻市浄化セ ン 標準活性 43 20 7.20 水処理施設 57-60 } 4,315 
竹中土木、松本土建、

ター 汚泥法 汚泥処理施設 元～ 2 三機工業、電業社機

械製作所、日立機氾

工業、応士電機、ク

ポタ

軽 井 沢 町 軽井沢浄化管理 オキシデー 8 40 4 20 水処理施設 元～ 3 1,062 大未建設、北野建設、

センター ションディ 汚泥処理施設 前澤工業、明電舎

9チ法

丸 子 町 西内浄化センター オキシテ•一 3 30 3 30 水処理施設 60-63 } 1,283 
勝村建設、北野建設、

ションディ 汚泥処理施設 2 -3 クポタ、記士竜機、

ッチ法 大旺建設

東部町 東部町浄化セ ン オキシデー 2.34 2 34 水処理施設 63-3 1,000 大林組、 北野建設、

ター ションティ 汚泥処理施設 前澤工業、東芝

ッチ法

高遠町 高遠浄化セ ンター オキシデー 1 30 1 30 水処理施設 2 ~ 3 440 小田急建設、ヤマウ

ションディ 汚泥処理施設 ラ、前澤工業、窪士

ッチ法 屯機

辰野町 辰野水処理セ ン オキシデー 2 50 2 50 水処理施設 元～ 3 714 三井不動産建設、翌

ター ションディ 汚i)じ処理施設 田、石川島播磨重工

9チ法 業、 三菱屯機

箕輪町 箕輪浄水苑 オキシデー l 20 1 20 水処理施設 3 50 小田急建設、吉川建

ションディ 汚泥処理施設 設

ッチ法

宮 田村 宮田アクアランド オキシデー 1 25 1 25 水処理施設 2-3 366 名エ建設、吉川建設、

ションディ 汚泥処理施設 西原哀境衛生研究

yチ法 所、 II新屯機

波 田町 波田終末処理場 オキシデー l 52 1 52 水処理施設 3 63 大nIit業、吉川建設

ションディ 汚i)じ処理施設

yチ法

安曇村 上嵩地浄化セ ン 回分法 1 25 1 25 水処理施設 元～ 3 713 勝村建設、松本土建、

ター 汚泥処理施設 西原哀境衛生研究

所、窃岳製作所

白 馬村 白馬村浄化セ ン オキシデー 4 60 2 30 水処理施設 2-3 580 束海典業、松本岡谷

ター ションディ 汚泥処理施設 組、荏原インフィル

ッチ法 コ

山ノ内町 山ノ内終末処理 標準活性 4 60 4 60 水処理施設 59-62 
} I. 498 

三蕊建設、北野建設、

場 汚泥法 汚泥処理施設 元、 3 アタカ t菜、 日新電

機
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口国口
下水処理

認可処理 受託処理
事 業贄都市名等 施設名

方式
能力 能力 施設内容 施工年度

（百万円）
施工業者名

千m'.／日 千 m'，／日

野沢温泉村 野沢温泉終末処 |ul転1ヒ物 19 40 9 70 水処理施設 52-54 l 3.002 
三袋建設、守谷陪i会、

理場 接触法 汚泥処理施設 56-57 三蕊化工機、 H新屯
（含コンポスト施設） 機、東芝、栗本鉄工

所

信瀑町 信濃北部浄化セ lnl分法 2 JO 2 10 水処理施設 3 35 午谷商全
ンタ ー 汚泥処理施設

佐久下水道 佐久終末処理場 標準活性 17 70 8 87 水処理施設 3 234 ‘ぷ I:電機、栗田工業、
組合 汚泥法 汚泥処理施設 屯業杜機械製作所

白樺湖下水 白樺湖浄化セン 阿転生物 8 00 8 00 水処理施設 53-59 j 3. 264 人11本土木、村本建
道組合 ター 接触法 汚泥処理施設 63-2 設、新潟鉄T．所、高

（含コンポスト施設） 岳製作所、 三機工業、

徳介建設

諏訪湖流域 豊田終末処理場 標準活性 144 00 108 00 水処理施設 50-3 18.554 藤森＿l:.木、鹿島建設、
汚泥法 汚泥処理施設 大成建設、酉島製作

所、 三機1-．業、石川

島播磨重工業、前澤

T．業、富士電機、月

島機械、大日本土木、

池fII建設、地崎工業、

吉川建設、束鉄工業、

福田組、松本岡谷組

千曲川流域 下流処理区終末 標準活性 28 10 16 00 水処理施設 62-3 5.343 熊谷糾、森谷商全、
処理場 汚泥il; 汚泥処理施設 荏原インフィルコ、

三機―［業、 三菱屯機、

1j：友重機械工業、飛

,(b建設、北野建設

l・岐阜県 l

大垣市 大垣市浄化セン 標準iifit’I 89 10 31 90 水処理施設 52-57 8.066 泊池組、土屋組、鉄
ター 汚泥法 汚泥処理施設 建建設、岐建木村、

泊水奥村機械、屯業

社機械製作所、荏原

製作所、明屯舎、 H
本碍子

高山市 宮川終末処理場 標準活H 29 00 30 50 水処理施設 49-54 5.240 大成建設、 三機」：業、
i'nI¢法 汚泥処理施設 56-57 (t1点製作所、 H立製

幹線管渠 ¢,I 350-1.500 
59-60 作所、応士田＿T．務店、

大同コンクリートエ
351m 

業

中津川市 中津川市浄化管 酸索活性 20 10 10.00 水処理施設 61-1c 3,122 大II本土木、新H本
理センター iり泥法 汚泥処理施設 ,-．木、新井組、吉川

建設、荏原インフィ

ルコ、 三菱・,・じ機、 Fl 

本fiサーf-

恵那市 恵那市浄化セン 標準i,f；ヤI- 7 50 7 50 水処理施設 51-53 1.628 It:!系ll、大 11本土木、
ター 汚泥法 汚泥処理施設 荏原インフィルコ、

屯業社機械製作所、

硲岳製作所

土岐市 土岐市浄化セン 標準活性 13 20 13 20 水処理施設 55-60 } 6、271
佐藤―［業、徳倉建設、

ター 汚i/ti1; 汚泥処理施設 2 ~ 3 酉島製作所、 Fl立プ

ラント建設、 H本碍

i’・、束芝、 三機 1こ業、
{t1点製作所

可児市 久々利；争化セン プレハプオキ 0 44 0 44 水処理施設 62～元 196 小池上木、 n 本碍—f
ター シデーション 汚泥処理施設

ディ yチ法
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下水処理
鯰可処瑣 受託処珪

事叢費
都市名等 施設名

方式
能力 能力 施骰内容 施工年度

（百万円）
施工叢者名

千 m・／ 日 千 m•／ 日

南濃町 中南部浄化セ ン オキシデー 2 38 2 38 水処理施設 3 132 大日本上木、土届組

ター ションティ 汚泥処理施設

ッチ法

中南部第 2雨水 雨水 3 25 大橋組

ポンプ場

高鷲村 蛭ケ野浄化セン I191分法 1 96 l 96 水処理施設 2 ~ 3 390 浅野エ市、高岳製作

ター 汚泥処理施設 所、西原環境衛生研

究所

岩村町 岩村；鮒ヒセンター 阿分法 2 20 2 20 水処理施設 3 200 大日本土木、岐建木

汚泥処理施設 村

上宝村 福地浄化センター プレハプオキ 0 43 0.43 水処理施設 63～元 141 安部工業所、オルガ

シデーション 汚泥処理施設 ノ

ディッチ法

平湯；争化センター 好気性 2 20 2 20 水処理施設 3 530 金子工業、 東急建設、

ろ床法 汚泥処理施設 束芝、西原閑境衛生

研究所

（静岡県〕

沼津市 中部終末処理場 標準活性 24 10 24 10 水処理施設 49-53 3,410 竹中土木、竹中工務

汚泥法 汚泥処理施設 店、 西原閑境衛生研

究所、屯業社機械製

作所、 三菱重工業、

明屯舎

清水市 北部終末処理場 標準活性 30 00 30 00 水処理施設 51-55 5,839 住友建設、静和建設、

汚泥法 汚泥処理施設 安川屯機製作所、ク

ポタ、前澤工業、 月

島機械、北業社機械

製作所

熱海市 第 2浄水管理セ 標準活性 45 00 30 00 水処理施設 55-63 17,770 五洋建設、束洋建設、

ンター 汚泥法 汚泥処理施設 竹中土木、 lf木建設、

大成建設、明電含、

石川島播磨頂工業、

荏原インフィルコ、

荏原製作所、月島機

械

富士宮市 星山浄化センター 柑準活性 23 00 23 00 水処理施設 52-56 j 5,977 
戸田建設、日本国土

汚泥法 汚泥処理施設 61-62 開発、屯業社機械製

幹線管渠
作所、 三菱化工機、

明屯舎、 月島機械

伊東市 湯川終末処理場 標準活性 65 40 65 40 水処理施設 57-3 4,129 大木建設、斉藤組、

汚泥法 汚泥処理施設 束芝、荏原インフィ

玖須美中継ポン 汚水 53-55 
ルコ、アイサワ工業、

プ場
勝村建設、クポタ、

日立機屯工業、松下

湯川中継ポンプ場 汚水 61 屯器産業

雨水

島田市 島田浄化センター 標準活性 4 70 6 90 水処理施設 3 211 フジタ工業

汚泥法 汚泥処理施設

富士市 富士下水処理場 標準活性 40 00 40 00 水処理施設 50-54 6.664 飛島建設、石井組、

汚泥法 汚泥処理施設 屯業社機械製作所、

三袋重工業、月島機

械

東部浄化センター 標準活性 25 90 18 30 水処理施設 59-3 7,303 大成建設、井出組、

汚il¢法 汚泥処理施設 三井建設、中村建設、

束芝、荏原インフィ

ルコ、屯業社機械製
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下水処理

認可処理 受託処理
事業費都市名等 施設名

方式
能力 能力 施設内容 施工年度

（百万円）
施工業者名

千 m'／ 日 千 m'／ 日

作所、前澤 lー：業、 月

島機械

藤枝市 藤枝市浄化セン 標準;,-r,性 30 80 25 00 水処理施設 56-2 8,527 前田建設 1．．業、木内

ター i li i尼法 柑i)じ処理施設 建設、 1'｛木建設、新

日本」？ド、 II立プラ

ント建設、住友屯機

械工業、明屯舎、 H

本碍 r、II ．ヽf．製作所、

鼈業社機械製作所

御殿場市 御殿場浄化セン 椋準活性 8 00 8 00 水処埋施設 2-3 359 束忌建設、 小野建「
ター i •Iji)ビ法 汚i／じ処狸施設

下田市 下田；争化センター 標準話ft l0 80 10 80 水処理施設 元～ 3 勝村建設、 I.Iせ糾、
汚泥法 汚泥処理施設 3,971 住友建設、オ＇i築建設、

武ケ浜ポンプ場 汚水
河津、 II立製作所、

高岳製作所、 三機 I:
須崎ポンプ場 汚水 業、 小川島播磨頂 I

業、安川屯機製作所、

LI本碍(-

修善寺町 沖ノ原中継ポン iり水 2 ~ 3 431 村木建設、 1:/祖 ll、
プ場 松下泣器廂菜、代1点

インフィルコ

土肥町 土肥終末処理場 標準活性 4 80 4 80 水処狸施設 56-63 2.965 束 911i 建 設 1-．業、 ti,• I7 

汚i/ti去 沿i•It処理施設 T.、西原屎境衛生研

土肥汚水中継ポ 沿水
究所、神銅屯機

ンプ場

狩野川流域 東部浄化センター 標準活性 70 00 35 00 水処狸施設 53-3 10,344 住友建設、 小野建―I二
iり泥法 汚泥処理施設 鉄建建設、 東鉄―I'.．菜、

三機「．．．業、 三浚屯 r:
業、明屯令、浅川組、

屯業社機械製作／iJr、

安川屯機製作所、）1

島機械、 三袋屯「業、

西部浄化センタ 椋準活‘|fl: 27.00 27 00 水処J'1|！施設 62-3 6,419 西松建設、イiJI哨ll、
汚泥法 沿il¢処理施設 飛島建設、小野建T.、

西原森培衛生研究

所、荏原製作所、明

電含、石川恥播磨屯

工業

静清流域 静清浄化センター 標準活性 32 00 33 50 水処理施設 3 145 住友建設

汚泥法 汚i／収処理施設

［愛知県］

名古屋市 守山下水処理場 標準泊性 170 00 43 00 水処理施設 50-52 8,060 清水建設、鹿島建設、

汚泥法 汚i)じ処理施設 日立令！ふ 1こ業、 前澤

工業、西凡製作所、

明屯令、代原製作1iJi・

福徳ポンプ場 9.l i水 尤～ 3 2,066 前1:ll建設 1口．業、奥村

組、徳介建設

岡崎市 八帖処理場 厠転4．物 28 00 28 00 水処狸施設 53-54 ｝ 1.956 竹中＿l-．木、小原建設、

接触法 沿ii~処狸施設 58-59 三蕊化」ー．機、高岳製

作所、福Ill糾、太 ’lと

工業、 三没爪T．業、

前澤 r．菜、
赤渋ポンプ場 雨水 61-2 2.301 太平―lこ業、小原建設、

三袋屯lご業、 1jij澤「．

業、高岳製作所

363 



T水処理
認可処理 受託処理

事糠費
都市名等 施設名

方式
能力 能力 施設内容 施工年度

（百万円）
施工叢者名

千 m'／日 千 m・／日

一宮市 東部；争化センター 標準活性 56 20 36 00 水処理施設 58-3 6,295 西松建設、富士電機、

汚泥法 汚泥処理施設 川崎重工業、前澤エ

業、荏原インフィル

コ、荏原製作所、徳

倉建設、月島機械、

n本国土開発

観音寺汚水中継 汚水 元～ 2 大日本土木、富士屯

ポンプ場 機、荏原インフィル

コ

幹線管渠 が50 1.696m 元 三菱建設

西部汚水中継ポ 汚水 62、63 977 三菱建設、富士電機

ンプ場

瀬戸市 西部終末処理場 標準活性 16 00 16 00 水処理施設 61-2 2,724 鴻池組、水野建設、

汚泥法 汚泥処理施設 三菱重工業、 日本碍

子、安川屯機製作所、

月島機械、三菱屯機

半田市 北浜田排水ポン 雨水 54-56 2,466 名エ建設、徳倉建設、

プ場 荏原製作所、 日本碍

子、邸岳製作所

瑞穂排水ポンプ場 雨水 2 ~ 3 
} 1,814 

鴻池組、名＿工建設、

東成岩ポンプ場 雨水
フジタ工業、 七番、

奥村組、束海典菜、

府；七屯機、荏原製作

所、 13本碍子

吉野排水ポンブ場 雨水 3 314 奥村組、東海典業、

F1本碍子

春 日井 市 勝西浄化センター ステソプエア 57 95 49 55 水処理施設 48-51 j 6.410 
佐藤工業、三機工業、

レーション 汚泥処理施設 55-56 酉謁製作所、三浚屯

元～ 3 機、石川島播庖屯t
業、地崎工業、 El本

上建、クポタ、鉄建

建設、大末建設、新

「1本製鉄

嵩蔵寺浄化セン ステップエア コンポスト施 57-58 } 2,235 液沼組、名エ建設、

ター レーション 設 元～ 2 荏原インフィルコ、

三菱電機、久保HI建

設、 三機工業

大留ポンプ場 雨水 3 200 名T」建設、鈴中工業

津島 市 津島市下水終末 標準活性 22 60 15.40 水処理施設 60～元 2,834 淡：沼組、名エ建設、

処理場 汚泥法 汚泥処理施設 晶岳製作所、荏原イ

ンフィルコ、 日本碍

f-、東芝

豊田市 豊田浄化センター 栢準活性 8 45 8.45 水処理施設 60-62 j 2,958 
矢作建設工業、徳倉

汚泥法 汚泥処理施設 建設、大啓建設、前

元宮中継ポンプ場 汚水
澤t業、 H立製作所、

タクマ、荏原インフ

ィルコ

蒲郡市 蒲郡終末処理場 標準活性 97 70 48.90 水処理施設 48-52 6.634 鹿島建設、クポタ、

汚泥法 汚泥処理施設 n新電機、荏原製作

所、粟村製作所、 「l

本碍＋、安川屯機製

作所、鈴中工業

城山ポンプ場 汚水 48-51 飛島建設、前澤工業、

雨水 四島製作所、安川屯

機製作所、家治川采Jl
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事藻賣都市名等 施設名 能力 施設内容 施工年度 施工秦者名
方式

千 m'／日 千 m'／日
（百万円）

東海市 元浜第 2ポンプ場 雨水 59~62 8,065 太 ’Ii.［業、名エ建設、

II立製作所、新H本

製鉄

東海市浄化セン 榜準活性 13 00 13 00 水処理施設 62-3 五洋建設、日本起業、
ター 沿i／じ法 汚泥処理施設 佐藤工業、名エ建設、

日立製作所、石川島

播磨重t業、大同特

殊韻、新日本製鉄、

H本碍子

加家ポンプ場 雨水 62~ 3 2,246 1j,jfl:l建設工業、三井

不動産建設、明電舎、

クポタ、新日本製鉄

知多市 南部；争化センター 標準活性 44 00 15 00 水処理施設 54-58 8,464 飛，（ふ建設、太平工業、

•('i i／ビ法 汚泥処理施設 60-3 石川秘播磨重工業、

粟l{l工業、 H立製作

所、 H本碍子、電業

社機械製作所、大都

工業、りんかい建設、

n本起業

粕谷中継ポンプ場 汚水 60-62 太平工業、 りんかい

建設、水道機工、高

士屯機

尾張旭市 東部浄化センター 椋準活性 9 40 9 40 水処理施設 57~6l 3.003 人1-1本 L木、矢作建

汚i／じ法 汚泥処理施設 設T．業、 H立製作所、

西島製作所、栗田工

業、 11立機電工業、

H本碍子

日進町 北部浄化センター I 9 9 1分法 9 00 3 00 水処理施設 60~Jじ
} 1,784 

若築建設、鈴中工業、

汚泥処理施設 3 西原探境衛生研究

所、安川屯機製作所

長久手 町 長久手 1号汚水 汚水 3 190 新 Cl本t木
幹線

西枇杷島町 小場塚ポンプ場 雨水 元～ 3 1,277 安藤建設、 日立製作

所、明屯含

ニッ私ポンプ場 雨水 2 ~ 3 259 日立製作所、高岳製

作所、徳倉建設、鈴

中―［業

三好町 黒笠；糾ヒセンター /11/分法 l 40 1 40 水処理施設 元～ 3 977 太平T．業、神鋼パン

汚泥処理施設 テック、 神鋼電機、

三好ケ丘第 4. 汚水 大同特殊鋼、三浚霞

6中継ポンプ場 機

田原町 田原浄化センター 1111分法 4 32 4 32 水処理施設 63-3 1,479 名［建設、鈴中工業、

汚泥処理施設 西原因境衛生研究

田原中継ポンプ場 汚水 所、神銅屯機

圧送汚水幹線 <f,150-300 

2, 139m 

矢作川、境 衣浦西部浄化セ 標準話性 22 50 11 25 水処理施設 61-3 5.752 前田建設工業、徳倉
川流域 ンター 汚泥法 汚泥処理施設 建設、 三井建設、矢作

建設工業、月島機械、

三袋屯機｀川崎璽工

業、東洋電機製造、

II本碍子、不動建設

矢作川浄化セン 椋準活性 40 00 40 00 水処理施設 62-3 12. 726 戸l]l建設、 山旺、佐
ター 汚泥法 汚泥処理施設 伯建設t業、三機工

業、鹿島建設、矢作

建設工業、新日本製
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下水処理
認可処理 受託処理

事 業贄
都市名等 施設名

方式
能力 能力 施設内容 施工年度

（百万円）
施工業者名

千 mゾ 日 千 m'／日

鉄、石川島播磨重工

業、大本組、屯業社

機械製作所、 東芝、

H本碍子、 日立製作

所

〔三重県〕

四日市市 日永；争化センター 標準活性 89 00 16 20 水処理施設 53-59 4,710 株木建設、日 本土建、

汚泥法 汚泥処理施設 月島機械、 三菱化工

幹線管渠
機、住友重機械工業、

神戸製銅所、明屯舎

諏訪公園雨水調 雨水 元～ 3 2,383 五洋建設、中村建設

整池

松阪市 山室都市下水路 雨水 61-2 881 村本建設、倉口建設、

幹線管渠 <f,700-1,200 H本土建

1,053m 

雨水調整池 雨水

木曽岬町 木曽岬東部地区 [11［分法 1 40 1 40 水処理施設 3 334 三井不動産建設、 1JII

クリーンセンター 汚泥処理施設 藤、西原哀境衛生研

究所、明電舎

川越町 川越排水機場 雨水 59-63 2,977 鉄建建設、三井不動

産建設、クポタ、 1-1

本銅管、束芝

二 見町 茶屋ク リーンセ 好気性 2 00 2 00 水処理施設 3 30 矢作建設工業

ンター ろ床法 汚泥処理施設

中勢沿岸流 雲出川左岸浄化 標準活性 35 70 8 90 水処理施設 元～ 3 2,123 佐藤工業、日本土建、

域 センター 汚泥法 汚泥処理施設 五洋建設、三菱重丁．

業、束芝、日本鋼管、

日立金屈工業

（福井県〕

武生市 家久，争化センター 標準活性 25 00 12 50 水処理施設 51-55 
} 5,095 

熊谷組、浅野工事、

汚泥法 汚泥処理施設 62～元 木原建設、三浚重工

業、荏原インフィル

コ、 日立製作所、 屯

業社機械製作所

小浜市 小浜浄化センター 標準活性 6 25 6 25 水処理施設 62-3 1,969 三機工業、住友重機

汚泥法 汚泥処理施設 械工業、東亜建設T.

業、石黒建設、松ト・

電器産業

勝山市 勝山浄化センター 標準活性 9 75 13 00 水処理施設 56-60 4,482 日本国土開発、坂川

汚泥法 汚泥処理施設 土建工業、 仕友重機

械工業、月 島機械、

石川島播磨重T3業、
三菱重工業、 三袋屯

機

鯖 江市 鯖江市環境衛生 標準活性 55 00 18 30 水処理施設 54-58 j 9,411 
前田建設工業、木原

センタ ー 汚泥法 汚泥処理施設 6]～元 建設、荏原インフィ

幹線管渠 </, I. 650 
ルコ、荏原製作所、 束

1,659m 芝、住友重機械工業

永 平 寺町 志比浄化センター |III転生物 1 15 l 15 水処理施設 53-54 417 真柄建設、木原建設、

接触法 汚泥処理施設 栗田工業、神鋼屯機

中央浄化センター 圃転牛物 3 20 3 20 水処理施設 58-62 
} 1. 883 

新井組、 西村組、前

接触法 汚泥処理施設 JC~ 3 田建設、木原建設、

荏原インフィルコ 、

神鋼屯機
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ロロロ
下水処理

認可処理 受託処理
事集贄

都市名等 施設名 能力 能力 施設内容 施工年度 施工巣者名
方式

千 m・／日 千 m'／日
（百万円）

南 条 町 南条浄化センター プレハプオキ I 38 1 38 水処理施設 3 93 リんかい建設

ンデーション 汚泥処理施設

ティッチ法

朝 日町 朝日町；争化セ ン 椋準活性 6 00 6 00 水処理施設 57-60 
} 2. 357 

久保田建設、オ タ建

ター i’i i~Iビ法 汚泥処理施設 63 設、 神銅屯機、石川

島播磨重工業、 H本

叫子、 三裂重工業

宮崎村 宮崎；射ヒセンター オキシデー 0 835 0 835 水処理施設 62、63 352 勝村建設、 オタ建設、

ションディ 汚泥処理施設 クポタ、 三裂電機

9チ法

〔滋賀県〕

大 津 市 大津終末処理場 標準沿性 95 lO 95 10 水処理施設 2 ~ 3 527 箱••井糾、 三淡屯機
iりi)じil; 汚泥処理施設

近江八幡市 沖島，争化センター オキシテー 0 40 0 20 水処理施設 55-57 346 西武建設、住友煎機

ションディ 汚泥処理施設 械T．業、神銅化機

ソチ法

琵琶湖流域 湖南中部浄化セ 循屎変法 287 00 190 50 水処理施設 53-3 30,588 フジタ T．業、辻寅建

（湖南中部） ンター 汚泥処理施設 設、安藤建設、昭建、

荏原インフ ィルコ、

三井建設、森組、 三

束工業社、佐伯建設

工業、 三祓重工業、

住友屯機械工業、神

戸製銅所、 西村建設、

大成建設、 鴻池糾、

II本碍＋、屯業社機

械製作所、 U立製作

所

（湖 西） 湖面浄化センター 術屎’父法 55 00 30 00 水処理施設 55-63 20,585 三井建設、昭建、 h'i
汚泥処理施設 3 水建設、不動建設、

日本国土開発、 三束

1ご業社、粟村製作所、

クポタ、 三袋屯槻、

H新屯機、石川島播

庖前―I-．業、H本碍子、

U立プラント建設

（湖西） 湖西第 I.第 2 汚水 60-61 人• 日 本上木、クポタ、
中継ポン プ場 雨水 II新屯機、アイサワ

工業、安川電機製作

所

（湖西） 湖西木戸ポンプ場 汚水 3 松村組、東 レエンジ

雨水 ニアリング

（彦根長浜） 東北部浄化セン 循ggtil; 99 00 31 20 水処理施設 61-3 11,314 間糾、 三束上業社、

ター 汚泥処理施設 森本組、秋村、h'i水

幹線管渠 </,2,400 建設、本庄、 村木建

805m 設、 西武建設、荏原

インフィルコ、荏原

製作所、月島機械、

三袋重工業、 束芝、

11立プラン ト建設、

高士電機

〔京都府〕

京都市 吉祥院処理場 酸索活竹 165 00 80 00 水処理施設 50-52 } 8. 235 
奥村組、鴻池糾、吉

i1Ji)じil; 汚泥処理施設 62-3 村建設T．業、 昭和ユ

ノソクス、住友重機

械工業、 「1新電機、
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T水処理
認可処理 受託処速

事叢費
都市名等 施設名

方式
能力 能力 施設内容 施工年度

（百万円）
施工 叢 者名

千 m・／日 千 m・／日

荏原製作所、 三菱屯

機、神戸製銅所、前

澤工業、石川島播磨

重工業

京都市 砂）l|ポンプ場 雨水 58-61 2,635 鉄建建設、日新竜機、

日立製作所、 日立機

霞工業

福知山市 福知山終末処理場 標準活性 115. 40 47 00 水処理施設 61-63 370 安藤建設、西田建設、

汚泥法 汚泥処理施設 荏原インフィルコ、

束芝

舞鶴市 東終末処理場 標準活性 18 70 18.70 水処理施設 59-3 2,852 束洋建設、公成建設、

汚泥法 汚泥処理施設 日新電機、 荏原イン

フィルコ

西終末処理場 標準活性 27 00 9 00 水処理施設 2 ~ 3 529 フジタ工業、公成建

汚泥法 汚泥処理施設 設

宇治市 東宇治浄化セン 標準活性 63 50 7 00 水処理施設 57～元
6.803 

泄池組、西武建設、

ター 汚泥法 汚泥処理施設 森組、京阪コンクリ

幹線管渠 ¢,1,200-1,350 
ート、ユニチカ、粟

2,640m 村製作所、前澤工業、

日新電機、 日立プラ

ン ト建設、高士電機、

大型建設

頃島 1号汚水幹線 </,1.100-1,350 元～ 3 1,213 機動建設工業、 日特

680m 建設、森組、大林組、

奥村組土木工業

亀岡市 亀岡終末処理場 標準活性 40 00 30 00 水処理施設 54-57 4,743 三菱建設、青木建設、

汚泥法 汚泥処理施設 60~ 3 公成建設、住友重機

見晴中継ポンプ場 汚水
械工業、日新電機、

束洋鼈機製造、西原

哀境衛生研究所、石

川島播磨重工業、 前

田建設工業、金下、

金光建設、栗Ill工業

長岡京市 アメニティ下水道 その他、 63、元 176 飛島建設、東急建設、

公成建設、日新電機、

前澤工業

八幡市 橋本 ・川ロ ・上 </,1,350 60-3 2,950 日産建設、大型建設、

津屋汚水幹線 5,371m 日特建設、公成建設

大山崎町 大山崎町下植野 雨水 59-61 
} 1,288 

松村組、福川建設、

排水ポンプ場 2-3 荏原製作所、 束芝、

三菱化工機、 El立製

作所、 El立機屯工業

田辺町 三山木汚水幹線 ef,800-1,350 62～元 856 機動建設工業、木村

1, 188m 組、熊谷組

加茂市 加茂終末処理場 オキシデー 4 80 4.80 水処理施設 元～ 3 1.819 液沼組、中村建設、

ションディ 汚泥処理施設 高岳製作所、西原棗

ッチ法 境衛生研究所

丹波町 上豊田浄化セン オキシテー 0 75 0 75 水処理施設 3 296 前澤工業、横河屯機、

ター ションディ 汚泥処理施設 坂田建設、寺尾

9チ法

桂川右岸流 洛西浄化センター 標準活性 427 00 53 00 水処理施設 49-57 14.435 前田建設工業、飛島

域 汚泥法 汚泥処理施設 建設、 日新屯機、東

急建設、クポタ、 三

機工業、屯業社機械

製作所、荏原製作所、

三菱化工機
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口口El

下水処理
認可処理 受託処理

事薬贄都市名等 施設名 能力 能力 施設内容 施工年度 施工集者名
方式

千 m'／ 日 千 m・／日
（百万円）

木津川流域 洛南浄化センター 椋準i ,r,•rt 96 00 72 00 水処理施設 57-3 14. 980 飛／占建設、 91iI頓糾ll、
沿i／ビ法 i1ii}じ処FI！施設 II本国 1:1}卜1発、人:II

本 I:,!(、）;,:阪コ ンク

リート、人1戎建設、

Ii洋建設、 II立製作

所、 II新屯機、 Iiり澤
I→・文、 神） ；製銅I祈、

三浚屯機、月秘機械

［人阪府］

大阪府 中央ポンプ場 雨水 62-2 17,574 飛／心建設、束iII没i建，＆
（泉佐野田尻）

沿岸雨水幹線 3. 700m 「．業、村角建設、佐

伯建設工業、 三浚屯

機、クポタ、 (E原イ

ンフィルコ

（泉南沿岸） 中部ポンプ場 由水 jじ～ 3 西松建設、奥村希ILJ・. 
木典又、海原建設、

佐藤「．業、西島製作

所、壺III、 クポタ、

明屯令

（泉佐野市） 中央雨水幹線 雨水 Jじ～ 3 束911i建設 r：業、矢野、
村本建設、佐伯建設

lと：業、森糾、村角建
,9以,. 

（田尻泉南） 吉見ポンプ 柑水 2-3 人→1必建設、 i菱沼組、
粟村製作I祈、 II新・，じ

機、）L島アクアシス

テム

大阪市 平野住之江幹線 </,6. 500 60-3 27,116 熊谷糾、佐藤T．業、
10.300m 鉄建建設、前田建設

［業、住友建設、飛

ib建設、西松建設、

,';-木建設、奥村紐、

清水建設、戸FFL建設、

"り1-1_1建設 l_．．業、 仕友

建設、鹿島建設、 I:il
糾、 三JI建設

住之江抽水所 1中i水 63-3 大林糾、鴻池組、錢

硲糾、竹,j,_l•木

堺 市 浜寺下水ポンプ場 I I:j水 60-62 
} 4. 705 

勝村建設、クポタ、

JIJJ屯令、 II本碍＋

幹線管渠 </,4 000 1.118111 60-62 人林組、人灼建設

三宝下水処理場 標準活性 158 90 123 15 水処理施設 2 ~ 3 3.853 熊谷糾、 i'i築建設、

沿泥法 111)し、飛，(:,建設、真

柄建設、大容建設

岸 和田市 幹線管渠 汚水 62-3 j 2. 085 
社を）I l危ll、i't t1i、{tl点

（北部）
大北ポンプ場 iり水

製作所、 11）1屯令、 II

立製作所、 II立プラ
磯上ポンプ場 i片水 ント建設

（磯之上） 天の川下水ポン iり水 63-3 3,094 浅川糾、村角建設、
ブ場 l:|：j水 住友重機械［業、 三

浚ifi:「．来、 11)1屯令

（磯之上） 下野町下水ポン 沿水 明屯令、屯業社機械
プ場 l:Iilk 製作所、クポタ

（磯之上） 大北下水ポンプ l:I:i水 液川組、 II立製作所、

場 II立プラント建設
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下水処珪
認可処理 受託処理

事業賣
都市名等 施設名 能力 能力 施設内容 施工年度 施工叢者名

方式
千 m・／日 千 m'／日

（百万円）

（磯之上） 幹線管渠 </,2,700-3,200 

| 
束洋建設、南海建設、

550m 日本国土開発、機動

建設工業

（西之内西） 宮前別所雨水幹線 850m 3 413 日本国土開発、機動

西之内西汚水幹線 850m 
建設工業

貝塚市 二色ノ浜雨水ポ 雨水 元～ 3 2,751 日本国上開発、大llE

ンプ場 建設、石垣機lこ、邸

土屯機、ユニチカ

松原市 天美ポンプ場 雨水 63~ 2 1,899 大末建設、海原建設、

安川電機製作所、 ク

ポタ、住友重機械工

業

藤井寺市 小山雨水ポンプ場 雨水 60-62 2,464 竹中工務店、奥村糾

土木輿業、 ll立金屈

工業、 日立製作所

東大阪市 雨水貯留施設 雨水 60～元 3,073 日本国土開発、森糾、

荏原インフィルコ、

酉島製作所、神銅屯

機

田尻町 吉見ポンプ場 雨水 2 ~ 3 225 大成建設、 i菱沼紐、

粟村製作所、 II新屯

機、丸島アクアシス

テム

泉北環境整 羽衣ポンプ場 ． 汚水 54-59 3,000 オ公木寸租U、i没）ii希ll、ク

備施設組合 雨水 ポタ、 Fl立製作所

南大阪湾岸 北部処理場 椋準活性 364 00 45 00 水処理施設 51-61 26,406 敷地造成等工t),； :39 

流域 汚i)じ法 汚泥処理施設 社、処理場工4li．熊

谷組、錢高組、大林

組、森本組、鹿島建

設、福川建設、神戸

製銅所、 三袋爪T→ヽ

明屯舎、アタカ ―［業、

荏原インフィルコ、

中外炉工業

田尻 ・泉佐野幹線 700m 2 

淀川左岸流 渚処理場 椋準活性 364 00 45.00 水処理施設 58-2 11,397 青木建設、森建設、

域 切i／ビ法 汚泥処理施設 錢晶組、松村希ll、竹

中工務店、海1点建設、

不動建設、樋II廂IL、

；釘土電機、西，r,り製作

所、クポタ、 {tl!；［イ

ンフィルコ、電業社

機械製作所

（兵庫県〕

神戸市 東灘処理場 標準活性 350 00 88 00 水処理施設 50-52 863 熊谷紐、三淡化工機、

汚泥法 汚泥処理施設 三菱屯機

ポー トアイラン 標準活性 41 00 20.00 水処理施設 51-55 7,196 不動建設、錢，幻紐、

ド処理場 汚泥法 汚泥処理施，＆ 太平t業、屯業社機

械製作所、川崎煎T
業、佐藤T．業、新）1：
組、 三袋重T}業、 神

戸製銅所、 三蕊屯機

姫路市 東部終末処理場 酸ぷitヤt 59 00 59 00 水処理施，没 54-59 17,174 戸田建設、 神崎糾、

i1;i)ビ法 汚i)じ処理施設 鹿島建設、 古Ill糾、

新井糾、荏原製作1iJi・、
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口国El

下水処理
認可処珪 受託処理

事薬贄
都市名等 施設名

方式
能力 能力 施設内容 施工年度

（百万円）
施 工 業 者 名

千 m'／ 日 千m'／ 日

姫路市 三浚化工機、 三泌屯

機、神戸製銅1所、昭

和ユノ ックス、 H本

碍＋

大塩終末処理場 標4%r；•rt 6 90 6 90 水処理施設 61-63 1. 946 石垣機」：、神戸製銅

i’ji／じ法 汚泥処理施設 所、東芝

尼崎市 富松中継ポンプ場 汚水 61-63 4. 102 フジタ 1こ業、柄谷工

雨水 務店、粟村製作所、

クポタ、三蕊氾機

西宮市 甲子園浜浄化セ 椋準泊ヤI 146 00 73 00 水処理施設 60-3 

} 14,630 

東洋建設、阪神J.:.木
ンタ ー 汚泥法 汚泥処理施設 9こ業、 lt木建設、 フ

幹線管渠 rp2,000 3.050111 ジタ工業、新井角tl、
松田建設、三蕊屯機、

仕友頂機械工業、川

崎irl」：菜、石川島播

磨凪工業、屯業社機

械製作所、束芝、鹿

島建設、新井組、 II

特建設

洲本市 洲本終末処理場 税準i,riヤI 5 86 5 86 水処理施設 ）じ～ 3 1.129 新）t組、淡路、神銅

沿ì／じ法 汚泥処理施設 パンテック、明屯令、

三機化工機

相生市 相生終末処理場 椋準活ヤI 17 90 9 20 水処理施設 60-3 j 3 921 
大木糾、神椅組、森

i lj i/ ¢’il; 汚泥処理施設 糾、大谷建設、石川

幹線管渠 690m 品播磨重工業、束芝、

II本碍 f、人 l-1本 I:

木

高 砂市 伊保終末処理場 椋4{,・i,r,・性 32 20 16 00 水処理施設 55-59 3,421 竹中土木、塩谷運輸、

•I り iiじ法 汚泥処理施設 三淡重T．業、クポタ、

三袋屯機、神戸製鉗

所、 IJ本尉子

天川ポンプ場 トl:）水 63-3 l、567 森糾、 ':1根建設、 三

浚屯［業、神鋼屯機、

神戸製鋼所

高砂処理場 標準i,rl性 10'iO 10 50 水処理施設 2 ~ 3 1,439 大型建設、塩谷建設

i lji)じ法 汚泥処理施設

沖浜ポンプ場 雨水 60~Jじ j 4 383 
束急建設、 ';1根建設、

神銅屯機、神戸製鉗

幹線管渠 rp3 000 2.225m 所、 三淡iiiT．業、大

成建設

猪名川 町 野尻幹線 ¢,1.350 1.200m ｝じ～ 2 718 鴻池糾、大社'.

吉 川町 中吉川汚水幹線 400m 3 126 II特建設

御津町 室津浄化センター lj¥.柏；；U妹 0 80 0 80 水処理施設 3 64 村本建設、 9::,•本

女ih (・ ; iil; 汚i尼処理施設

篠山町 篠山環境衛生セ 標準i,f；ヤI: 3 50 3 50 水処理施設 3 265 栄IW[業、佐伯建設

ンター iりi!¢ il; 汚泥処理施設 「．業、 三淡屯機

揖保川流域 揖保川処理場 酸索活性 150 00 25 00 水処理施設 56-62 8,655 大成建設、古Ill紐、
,1Jill:'.法 汚泥処理施設 飛島建設、奥村組上

木T．業、 三蕊爪＿T．業、

イi川島播磨．屯T.業、
束之、 日本碍了→、 昭

和ユノ ックス

l余良県J

吉野川流域 吉野川流域下水 標4’9:i，府’1, 11 20 I 40 水処理施設 63-2 1,830 森紐、 三淡屯機、 it
道浄化センター i liilじil; 汚泥処理施設 友用機械T．菜、 II本

碍ー(-、丸島アクアシ
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下水処理
認可処理 受託処理

事甍贄
都市名等 施設名 能力 能力 施設 内 容 施工年度 施 工 業者名

方式
千m'，／日 千而／日

（百万円）

ステム

〔和歌山県〕

高 野 町 高野山下水処理場 回転生物 5 00 4 00 水処理施設 52-55 2,526 松村組、 i箋川組、 三

接触法 汚泥処理施設 菱化工機、松下電器

中の橋中継ポン 汚水
産業

プ場

白浜 町 白浜町終末処理場 椋準活性 7 50 7 50 水処理施設 2 ~ 3 1.016 日本国土開発、海原

汚泥法 汚泥処理施設 建設

〔鳥取県〕

米子市 皆生下水処理場 標準活性 31 70 31 70 水処理施設 50-55 5,782 熊谷組、美保土建、

汚泥法 汚泥処理施設 束芝、荏原インフ ィ

ルコ、粟村製作所、

｀ 
三菱直工業

境港市 境港下水処理場 標準活性 3 70 4.50 水処理施設 62-2 1,994 清水建設、 美保土建、

汚泥法 汚泥処理施設 日立金屈工業、東芝、

H立プラント建設

西伯町 東西町浄化セン プレハプオキ 0 78 0 50 水処理施設 61～元 163 美保土建、住友重機

ター シデーション 汚泥処理施設 械工業

ディッチ法

日 吉津村 ひえず浄水セン オキシデー 0 60 0 60 水処理施設 61-62 ｝ 295 大木建設、住友重機

ター ションディ 汚泥処理施設 3 工業、 日立製作所、

ソチ法 栗田工業

大山町 大山浄化センター オキシデー 3 30 3 30 水処理施設 61-62 ｝ 537 三井不動産建設

ションディ 汚泥処理施設 2 ~ 3 

ッチ法

天神川流域 天神浄化センター 標準活性 60 00 20 00 水処理施設 53-58 
} 7,825 

熊谷組、森本組、西

汚泥法 汚泥処理施設 元～ 3 松建設、浅野工事、

前澤工業、 三袋重工

業、荏原製作所、住

友重機械工業、束芝、

西松建設、不動建設、

クポタ、 小松建設工

業

〔島根県）

平田市 古土手汚水中継 汚水 63、元 360 東亜建設工業、 日新

ポンプ場 電機、クポタ

鹿島町 恵曇処理場 酸索活性 2 15 2 15 水処理施設 元～ 3 1,248 鹿品建設、カナツ、

汚泥法 汚泥処理施設 昭和ユノ ックス、日

立製作所

八束町 江島地区処理場 回分法 0 22 0 29 水処理施設 63、 3 237 森本組、中筋組、 三

汚泥処理施設 機工業、日新電機

遅江地区処理場 回分法 0 22 0 22 水処理施設 2 ~ 3 279 森本組、 三機工業、

汚泥処理施設 日新電機

多 伎町 田岐浄化センター オキシデー 0 50 0 40 水処理施設 61-62 192 安藤建設、福田組、

ションディ 汚泥処理施設 安川電機製作所、オ

ッチ法 ルガノ

口田儀浄化セン プレハプオキ 0 22 0 29 水処理施設 63 302 安藤建設、 福田組、

ター シデーション 汚泥処理施設 安川電機製作所、 n
ディッチ法 立プラント 建設、オ

ルガノ

宍道湖流域 宍道湖東部浄化 循哀変法 65.00 38.00 水処理施設 49-57 

1 17.565 

大成建設、森本組、

センタ ー 汚泥処理施設 60 青木建設、大本組、

幹線管渠
62-3 五洋建設、束洋建設、

cf,2.600 1,876m 
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事業贄
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千m'／日 千 m・／日

（百万円）

今岡、 II 本碍 f•、ク

ポタ、 Il立製作所、

松江 I：建、石川幼播

崩瓜1ご業、横河橋梁

製作所、 1-I立金屈「．

業、 '，,;;; 」•げ＇』機、 J I 島

機械、西松建設

穴道湖流域 宍道湖西部浄化 椋準泊性 34 00 17 00 水処理施設 59-3 7.325 h' i•水建設、福田、森

センター llji)以上 汚泥処理施設 本糾、 川崎爪．．「．業、
， 束芝、 (t原インフィ

ルコ、クポタ、 II立

金）属―lこ業

湖陵境橋中継ポ iサ水 元～ 3 松村糾、 中筋糾、ク

ンプ場 ポタ、束芝

湖陵中継ポンプ場 iり水 2、 3 松村糾、クポタ、 束

芝

宍道中継ポンプ場 汚水 ］じ、 2 アイサワ［業、東芝、

クポタ

西代橋中継ポン 汚水 63、元 不動建設、東芝、ク

プ場 ポタ

斐川中継ポンプ場 i―り水 63、Jじ 久保IH建設、福田、

束芝、クポタ

〔岡山県〕

岡 山市 岡東浄化センター 標祁活性 32 60 18 45 水処理施設 60-3 4,759 大本糾、荒木希ll、イ＜
汚i!ビ法 汚泥処理施設 動建設、鋒谷 I-．業、

アイサワ 「菜、月島

機械、神戸製銅所、

神鋼ファウドラー、

位； I:屯機

速山市 泡山浄化センター 標準活性 15 80 9 75 水処理施設 57-3 j 5. 145 
大本糾、荒木糾、神

ilji／ビ法 沿i／じ処理施設 戸製銅所、 三機工業、

幹線管渠 <P 1.500 2.166m 
クポタ、西，r,-;;製作所、

;,;；; 1づ電機、イ；動建設

王野市 王野；争化センター 標礼1,i甜'l 26 70 28 20 水処理施設 51-55 3,682 大本糾、アイサワエ

i lj i}t i1、. 沿泥処理施設 業、 ;,;,;I:屯機、クポ

タ、 JI島機械、 II立

製作所、 屯業社機械

製作所

笠岡市 笠岡終末処理場 標準活性 17 70 9 00 水処理施設 56-62 6.641 人•本糾、アイサワ T.

i lji)じ法 汚泥処狸施設 業、栗田工業、 月島

機械、高岳製作所、

神銅'，•E機、 西島製作

所、 II本鋼管：

笠岡ポンプ場 雨水 54-56 印・杓建設、吉本組、

H本鑽笠、クポタ、

硲岳製作所

入江ポンプ場 lc!'i水 62-3 森本糾、占本糾、安川

住吉ポンプ場 1'1'i水 屯機製作所、屯業杜

機械製作所、 Fl木銅

笠、束洋建設、吉本糾

井 原市 井原浄化センター 標準泊性 12 30 5 50 水処理施設 58~）t 5.007 戸田建設、志多木糾、

汚泥法 汚泥処理施設 3 石｝同機工、 屯業社機

幹線管渠 </,l.100-1 200 械製作所、 H新電機、

1,725111 II本銅管、 火洋建設、

向町ポンプ場 iり水
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下水処理
認可処理 受託処理

事業贄
都市名等 施設名 能力 能力 施設内容 施工年度 施工業者名

方式
千 m,／ 日 千m'／日

（百万円）

j 同和工常、 機動建設

工業、 中村建設

高梁 市 高梁浄化センター 標準活性 9 90 4.95 水処理施設 57-63 l 3. 4 88 
アイサワ工業、中村

汚泥法 汚泥処理施設 2 建設、西原曰境衛生

高梁ポンプ場 雨水
研究所、前澤工業、

H新電機、 11立金属

工業、 鋒谷工業、電：

業社機械製作所、ク

ポタ、神銅電機

備前市 備前浄化センター 標準活性 14 00 7 60 水処理施設 57-62 4,566 大林組、藤田建設、

汚泥法 汚泥処理施設 2 ~ 3 三機工業、神戸製鋼

所、東洋電機製造、

H新屯機、 A本銅管

浦伊部第 1中継 汚水 60、61 大都建設、佐伯建設

ポンプ場 3 工業、石垣槻＿T．、 H
新電機、液川組

日 生町 日生浄化センター オキシデー 3 12 1 20 水処理施設 3 181 アイサワ工業、藤田

ションディ 汚泥処理施設 建設

9チ法

佐伯町 佐伯浄化センター プレハプオキ 0 50 0 50 水処理施設 2-3 310 同和工常、 川崎重工

シデーション 汚泥処理施設 業

ティッチ法

和気町 和気浄化センター オキシデー 3 84 I 99 水処理施設 62-3 1,458 新井組、まつもと、

ションディ 汚泥処理施設 三菱屯機、石川島播

ソチ法 磨重工業、アイサ ワ

工業

長船町 長船；争化センター オキシデー 0 94 0 63 水処理施設 元～ 3 412 アイサワ工業、アタ

ションディ 汚泥処理施設 カ工業、神鋼屯機

ッチ法

美作町 美作；争化センター 酸索活性 5 40 3 60 水処理施設 61-3 1,228 アイサワ工業、同和

汚泥法 汚泥処理施設 工営、神銅フ ァウド

ラー、高岳製作所

児島湖流域 児島湖流域下水 循閑変法 79 00 59 25 水処理施設 58-3 16,298 鹿島建設、アイサワ

道浄化センター 汚泥処理施設 工業、西松建設、 前

田建設工業、吉本組、

大本組、荏原インフ

ィル コ、 三井造船、

三菱屯機、 H本碍子、

H立製作所

〔広島県〕

広島市 旭町下水処理場 ステップエア 118 20 29 60 水処理施設 55-58 3,606 液沼組、山耕建設］：

レーション 汚泥処理施設 業、三菱重工業、日

本碍子、 H立製作所

千田下水処理場 ステップエア 86 30 86 30 水処理施設 55-58 } 14、265
前田建設工業、増岡

レーション 汚泥処理施設 60-63 組、森本組、山隅建

設工業、酉，r，M製作所、

川崎重工業、 H立機

屯工業、荏原インフ

ィルコ 、束芝、月島

機械、 日本碍十

西部浄化セ ンター 標準活性 369 80 186 20 水処理施設 2 ~ 3 3,477 大林組、地崎工業、

汚泥法 汚泥処理施設 伏光組、荏原製作所、

三菱重工業、明屯舎

阜’‘ 市 広終末処理場 標準活性 51 90 17 30 水処理施設 50-51 991 H産建設、松本建設、

汚泥法 汚泥処理施設 三袋屯機、石川島播
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都市名等 施設名

方式
能力 能力 施設内容 施工年度

（百万円）
施工榛者名

+m•/ lal 千 m•/ 1:J

磨屯 1こ業、）1,灼機械、

1-1立製作所

尾道市 東尾道下水処理場 椋準i,rrI.，t 13 00 4 20 水処理施設 60-63 4,463 住友建設、堀FIi糾、
i1li)ビil、 沿泥処即施設 アタカ lこ業、 ({/ぶ！イ

ンフィルコ、クポタ、

1-1立プラント建設、

[I立製作／；}i

久保ポンプ場 汚水、 l:I:j水 元～ 3 大林糾、松栄、 H特

久保圧送幹線 </,300-800 建設、 1f1]束、機動建

1.890m 設丁．業、堀l1l糾、粟

村製作所、 II立プラ

ント建設、 rl立製作

所

福山市 松永；争化センター 椋；｛t,・i,r,・ヤI 27 00 4 50 水処理施設 63-3 l, 984 ,'；_木建設、 三秘産業、

i 1Ji)以法 汚泥処J1 1!•施設 佳原インフィルコ、

三袋屯機

相生ポンプ場 I Ii水 酉島製作所、 三袋屯

機

府中市 府中 1号汚水幹線 l.510m 3 252 H産建設、武田糾

東広島市 東広島争化セン 椋準活性 21 40 II 00 水処理施設 55-3 13. 100 奥村糾、鴻池組、フ

夕一 i lj i ／じi．1; 汚i)じ処理施設 ジタ「．業、増岡糾、

地崎「．業、 Fil戎、 ク

ポタ、 三袋屯機、神

戸製銅1所、 イi川島1番
磨前 1-．業、屯業社機

械製作所

西条汚水幹線 ef,l.650-1,850 人翌建設、鴻池組、

11,690m 日特建設、松本建設、

伏光糸ll、白イi、錦建

設、浅野 1→:,1i

廿日市市 廿日市浄化セン 椋準i舌'rt 7 40 7 40 水処理施設 3 1 3 1 斤洋建設、 ー！げI.
ター iりiiビ法 汚i／ビ処理施設

大野町 大野下水浄化セ 標準hr，1’I: 9 63 4 82 水処理施設 63-3 1,562 大木組、人成建設、
ンター iりi)じ法 汚i)以処理施設 石川島播／料遁1こ業、

H立製作所、住友重
機械―I]．菜

宮島町 宮島町水質管理 椋準i,tt’|： 5 00 5 00 水処狸施設 54-57 1,975 地崎T．業、松本建設、

センター 沿泥法 汚i)じ処理施設 オルガノ、 1:9:i/ii製作

所

能芙町 中田浄化センター プレハプオキ 0 90 0 88 水処理施設 3 20 上野谷建設
:・rーr-：・9ョ：＇ ilii／ビ処Jll'施設

ディッチ法

千代田 町 千代田浄化セン プレハプオキ 0 95 0 50 水処理施設 2 ~ 3 340 前澤 lこ業、武田糾
ター シデーション 沿泥処理施設

ディ 9チ法

川尻町 川尻終末処理場 椋準活't'1: 5 85 3 90 水処理施設 63-3 2,767 杓築建設、 増岡組、

i iji／ビ法 汚泥処理施設 小松建設l工業、大之．

木：建設、 tI1友重機械
川尻汚水幹線 ef,400-1. 600 t業、東芝、石川島

2.280m 播崩咽工業

川尻汚水中継ポ 汚水

ンプ場

太田川流域 西部浄化センター 椋準i，叶＇rt 548 00 57 30 水処理施設 50-58 19,206 フジタ I―：業、不動建

汚ilt法 汚i／以処理施設 設、鹿島建設、打ィi、
大林糾、「I本国土l}!I
発、 1:n糾ll、東亜建設、

竹中 「→務店、大木建
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方式
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施工集者名

千 m'／ 日 千 m'／ 日

設、 三菱屯機、荏原

インフィルコ、荏原

製作所、 Il立プラン

ト建設、石川島播庖

重工業、明電含、 三

菱重工業

太田川流域 東部浄化センター 柑準活性 98 40 24.60 水処理施設 58-63 9. 191 大之木建設、竹中土

汚泥法 汚泥処理施設 木、山9品建設T，業、
戸田建設、折本建設

フジタ工業、鴻池組、

安川屯機製作所、荏

原インフィルコ、荏

原製作所、三機 T→業、
三菱重工業、神戸製

鋼所、富上芯機

（山口県〕

山口市 山口浄水セン 標準活性 51 00 14 60 水処理施設 52-57 5,195 大林糾、技丁→RFL、安

ター 汚i)以法 汚泥処理施設 川屯機製作所、クポ

タ、 三菱化t機、 II立

製作所、 三蕊爪工業

幹線管渠 ef, 1.200-I,350 54-56 大林糾、技エ団

946m 

萩 市 萩浄化センター 標準活性 15 20 15.20 水処理施設 56-62 6. 101 
間組、協和建設工業、

汚泥法 汚泥処理施設 三菱建設、公成建設、

浜崎汚水中継ポ 汚水 57-59 
荏原インフィルコ、

ンプ場
三裂化工機、神紺電

機、石川島播庖重工
幹線管渠 ¢,1.500 486m 業、 R新池機、クポ

夕

徳山 市 徳山東部浄化セ 椋準活性 27 00 18.00 水処理施設 60-2 7,313 束亜建設T，業、洋林

ンタ ー 汚泥法 汚泥処理施設 建設、住友建設、秋

1:11紐、大林組、 三機

工業、荏原インフィ

ルコ、束芝、 II立プ

ラント建設、 II立製

作所~

徳山中央浄化セ ステップエア 42 00 42.00 水処理施設 2-3 324 三機―Iこ業、安川屯機

ンタ ー レーション 汚泥処理施設 製作所

防府市 防府浄化センター 椋準活ヤI: 52 60 39 50 水処理施設 50-54 j 5.188 
大盟建設、大本糾、

汚i)じ法 汚泥処理施設 56-59 中村建設、 11:iT機屯

3 t業、酉，fふ製作所、

11立製作所、束芝、

月島機械、アタカ T→
業

岩国市 ー文字終末処理場 椋準泊性 28 30 28.30 水処理施設 52-56 
} 7.589 

住友建設、藤JI改建設、

汚i/t法 汚泥処理施設 2-3 明屯令、荏原インフ

ィルコ、石垣機T.、
クポタ、屯業社機械

製作所、東亜建設T.

業

柳井市 柳井浄化センター オキシデー 2 85 2.85 水処理施設 3 200 森本糸fl、}F森
ションディ 汚泥処Fll施設

．／ チ法

美祢市 美祢市浄化セン オキシデー 4 60 2 30 水処理施設 59-63 1.182 浅野7?li、秋山建設、

ター ションディ 汚泥処狸施設 公成建設、神銅屯機、

•I チ法 荏原インフ ィルコ、

アイサワ t業
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下水処理

認可処理 受託処理
事巣贄都市名等 施設名 能力 能力 施設内容 施工年度 施工集者名方式

千m'／日 千 m• ／ 日 （百万円）

新南陽市 新南陽下水浄化 標準活性 15 60 15 60 水処理施設 50~54 4,081 奥村組、和泉建設、
センター 汚泥法 汚泥処理施設 森田鉄工所、 三菱重

［業、安川電機製作

所、オルガノ、クポ

タ、 日本碍＋、電業

社機械製作所、洋林

建設

小郡町 小郡町終末処理場 標準活性 21 30 21 30 水処理施設 55-59 
} 3,907 間紐、 H立建設、り

汚泥法 汚泥処理施設 2 -3 んかい建設、人平Jこ
業、安川屯機製作所、

三機工業、クポタ、

大都工業、 山崩建設

-Jー→業

山陽町 山陽町浄水管理 標準活性 21 50 10 00 水処理施設 55-63 j 1,787 
r1本国土開発、洋林

センター 汚i)じ法 汚泥処理施設 2 建設、 H特建設、 H

幹線管渠 ¢, 1.100-I,500 立金属工業、 高士屯

199m 機、アイサワt業

（徳島県）

徳島市 中央下水浄化セ [11［転生物 63 30 32 00 水処理施設 53-55 11,471 イ；動建設、姫野希tl、
ンタ ー 接触法 汚泥処理施設 58、59 森糾、 17新電機、東

洋電機製造、 タクマ、

クポタ、 三袋化工機

眉山ポンプ場 雨水 61-3 錢高糾、赤松上建、鹿

紛建設、飛，島建設、

幹線管渠 ¢,3,500 1.050m 三袋咤機、荏原製作

所、石川恥播磨重工

業

鳴門市 撫喪ポンプ場 l9月水 元～ 3 1,792 II本国」：開発、亀JI’
糾、住友重機械工業、

17立製作所

日和佐町 赤前ポンプ場 巾水 2 ~ 3 1 79 大旺建設

松茂町 笹木野ポンプ場 雨水 60-62 994 松村組、姫野組、 西

島製作所、II本碍子、

閃；七屯機

広島ポンプ場 雨水 63-2 727 安藤建設、 iiり澤工業、

酉紛製作所、'i匂十屯

機

幹線管渠 </, 1. 200-I. 650 63-3 

l 
;,;:; J:電機、前澤工業、

602m 658 西島製作所

長原ポンプ場 雨水

鴨島町 鴨島中央；争化セ オキシデー 7 70 3 50 水処理施設 2 ~ 3 l, ] 44 森本糾、姫野紐、西
ンタ ー ションディ 汚泥処理施設 I！印環境衛生研究所、

ッチ法 邸岳製作所

〔香川県〕

高松市 東部下水処理場 標準活性 165 50 JOO 00 水処理施設 52-57 
} 17. 300 

／1．洋建設、竹中土木、
汚泥法 汚泥処理施設 63-3 大成建設、錢高組、

フジタ工業、 りんか

い建設、アイサワエ

業、クポタ、屯業社

機械製作所、荏原イ

ンフィルコ、タクマ、

II新電機、安川屯槻

製作所、石坦機t
丸亀市 丸亀市浄化セン 標準活性 22 80 22 80 水処理施設 48-51 

110,761 
大林組、大木建設、

ター i’j i)ビ法

I 
汚泥処理施設 59～元 りんかい建設、荏原

製作所、 11/j屯含、イi
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下水処坦
認可処理 受託処理

事 聾 贄
都市名等 施設名 能力 能力 施設内容 施工年度 施工叢者名

方式
千m'／ 日 千而／日

（百万円）

川島播磨重工業 三

機工業、石垣機工

丸亀市 城西ポンプ場 汚水 51-53 大林組、石川島播磨

雨水 重工業、 三菱重工業、

明電含

城北ポンプ場 汚水 54-56 大林組、 りんかい建

設、アタカ工業、栗

田工業、日立製作所、

明電舎

塩屋中継ポンプ場 汚水 55、56、 大林組、 りんかい建

雨水 元 設、アタカ工業、明

電舎、月島機械、酉

島製作所

土器中継ポンプ場 汚水 57、58 若築建設、りんかい

建設、栗田工業、明

電含

清水中継ポンプ場 汚水 元 アイサワ工業、明電

舎、石垣機工

幹線管渠 </,l,000-1,350 56 大林組、 りんかい建

2,069m 設

坂 出 市 西部雨水ポンプ場 雨水 元～ 3
} 2,413 

大盟建設、川原、束

西部雨水幹線 </,2,800 160m 
芝、石垣機工、月島

機械、束洋建設、平

山

観音 寺市 観音寺終末処理場 標準活性 16 50 16 50 水処理施設 48-53 5,135 住友建設、前澤工業、

汚泥法 汚泥処理施設 電業社機械製作所、

荏原インフィルコ、

日立製作所、 日本碍

子、酉島製作所

第 lポンプ場 雨水 48-53 住友建設、前澤工業、

2、 3 屯業社機械製作所、

日立製作所

幹線管渠 ¢,1,200 5,630m 48-53 住友建設、有明土地

工業、日本ヒューム

管、帝国ヒューム管、

束海興業、日産建設、

日本ゼニスパイプ

大内町 落合ポンプ場 雨水 62～元 435 大末建設、石垣機工、

・ぶ士屯機

牟礼町 牟礼浄化苑 椋準活性 6 90 6 90 水処理施設 49-53 2,367 i箋沼組、大末建設、

汚泥法 汚泥処理施設 邸岳製作所、神鋼屯

機、荏原インフィル

コ、 三菱化工機、三

菱重工業、荏原製作

所

多度津町 新町排水ポンプ場 雨水 60 107 液川組、酉島製作所、

神鑽屯機

中 讃流域 大束川浄化セン 標準活性 54 00 15 00 水処理施設 54-58 6,992 熊谷組、穴吹工務店、

ター 汚泥法 汚泥処理施設 大林組、大型建設、

三菱重工業、石垣機

エ、 日立製作所、川

崎重工業、荏原イン

フィルコ、 三菱電機
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T水処理

認可処1里 父9t処理
事叢贄都市名等 施設名 能力 能力 施設内容 施工年度 施工叢者名方式

千m'／日 千m'／日
（百万円）

中讃流域 金倉川浄化セン 標準活性 20 22 4 50 水処理施設 62-2 1,665 戸田建設、西讃土建
ター 汚泥法 汚泥処理施設 工業、石川約播磨重

工業、束芝

〔愛媛県〕

松山市 中央処理場 標準活性 122 49 84 63 水処理施設 61-63 1. 749 日産建設、二神建設、
汚泥法 汚泥処理施設 日本鋼管、東芝

今治市 今治下水浄化セ 標準活性 34 40 34 40 水処理施設 48-51 10,102 問組、森本糾、四国
ンタ ー 汚泥法 汚泥処理施設 61-63 通信、 屯業社機械梨

2 ~ 3 作所、クポタ、安川

電機製作所、束亜 ヒ

ューム管、栗本鉄工

所、西原環境衛生研

究所

北浜ポンプ場 汚水 48-52 間組、安川需機製作

所、クポタ、 西島製

作所

立花中継ポンプ場 汚水 54-56 問糾、 安川屯機製作

所、前澤工業、 クポ

タ、アイサワ工業

近見ポンプ場 汚水 58-60 大本組、 前澤工業、

森本組、荏原製作所、

安川電機製作所、 H

立機電工業

天保山第 2中継 汚水 62-63 大盟建設、 四国辿信、
ポンプ場 森本糾、クポタ、安

川咤機製作／iJr

北部浄化センター 楼準活性 4 75 2 38 水処理施設 63-3 1, 718 日産建設、四国通信、
汚泥法 汚泥処理施設 西原環境衛生研究

所、 日立製作所

天保山排水ポン 雨水 3 35U 大翌建設、四l｛通信
プ場

北郷ポンプ場 雨水 3 195 三菱建設、河上工務

店

宇和島市 来雨水排水ポン 雨水 2 ~ 3 806 安藤建設、 日立製作
プ場 所、神戸製銅所、荏

原製作所

八幡浜市 八幡浜浄化セン 標準活性 26 60 6 65 水処理施設 56-63 
} 10,203 

不動建設、堀田組、
ター 汚泥法 汚泥処理施設 2、 3 大旺建設、大任建設、

=．井体設、荏1点イン

フィルコ、荏原製作

所、前澤工業、束洋

屯機製造、日新屯機、

日立プラン ト建設

新居浜市 新居浜下水処理場 標準活性 30 80 30.80 水処理施設 49-55 j 7. 922 
鹿島建設、高七電機

汚泥法 汚泥処理施設 製造、住友重機械工

幹線管渠 訟．300-2,500 業、荏原インフィル

428m コ、荏原製作所

西条 市 西条市浄化セ ン 標準活性 27 50 21 00 水処理施設 56-60 
} 5,382 

住友建設、白石、日
ター 汚泥法 汚泥処理施設 63 産建設、西条建設、

クポタ、森本糾、神

銅電機、西原探境衛

生研究所、 日立プラ

ント建設

港新地真空ポン 汚水 2 144 荏原製作所
プ場
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下水処理
認可処理 受託処理

事集贄
都市名等 施設名

方式
能力 能力 施 設 内容 施工年度

（百万円）
施工叢者名

千 m•/ R 千 m• / R

川之 江 市 川之江下水処理場 標準活性 3 60 3 60 水処理施設 50-53 5,535 五洋建設、井原工業、

汚泥法 汚泥処理施設 60-3 若築建設、荏原イン

フィルコ、クポタ、

日新電機、 H立製作

所

川原田汚水中継 汚水 57-59 地崎工業、佐伯建設

ポンプ場 工業、住友重機械工

業、クポタ、日新霜

機、 日立製作所

幹線管渠 ef,2, 400 198m 58、61 地崎工業、佐伯建設

工業、不動建設

伊予三島市 伊予三島終末処 標準活性 14 02 11 60 水処理施設 52-56 4,251 西松建設、井原工業、

理場 汚泥法 汚泥処理施設 59-62 電業社機械製作所、

村松汚水中継ボ 汚水 2、 3 高岳製作所、荏原イ

ンプ場
ンフィルコ、神銅電

機、 村本建設

北 条 市 北条下水処理場 標準活性 12 50 6 50 水処理施設 59-63 3,203 
住友建設、白石、日

汚泥法 汚泥処理施設 産建設、西条建設、

幹線管渠 ¢350-400 クポタ、森本紐、 神

534m 銅屯機、 日立プラン

ト建設、西原閲境衛

生研究所

東予市・ 丹 東予 ・丹原浄化 オキシデー 5 99 4 40 水処理施設 63-3 
} 1,227 

五洋建設、安藤建設、

原町組合 センター ションディ 汚泥処理施設 安川屯機製作所、ク

ッチ法 ポタ

幹線管渠

〔高知県〕

高 知市 潮江下水処理場 標準活性 36 90 35 80 水処理施設 54-57 5,513 鹿島建設、大旺建設、

汚泥法 汚泥処理施設 神戸製銅所、荏原製

作所、明屯舎、電業

社機械製作所

瀬戸下水処理場 標準活性 10.66 5 34 水処理施設 59-61 3,500 鴻池組、大旺建設、

汚泥法 汚泥処理施設 荏原インフィルコ、

神戸製鋼所、石垣機

エ、宴士屯機

南国市 十市浄化センター オキシデー 2 64 2 64 水処理施設 63、元 747 液沼組、香長、 日立

ションディ 汚泥処理施設 プラント建設、高岳

ッチ法 製作所

須 崎市 須崎市終末処理場 標準活性 10 90 3 55 水処理施設 63-3 483 大盟建設

汚泥法 汚泥処理施設

中村市 八反原排水ポンプ場 雨水 61-3 j 1,495 
森組、大旺建設、削

澤工業、日立製作所、

右山排水ポンプ場 雨水 束芝、轟糾

中央処理場 標準活性 21 60 1 80 水処理施設

汚泥法 汚泥処理施設

夜須町 夜須町；争化セン オキシデー 1 90 1.20 水処理施設 63-2 610 三袋建設、 ミタニ、

ター ションディ 汚泥処理施設 クポタ、明電舎

ッチ法

伊野町 伊野終末処理場 回分法 4 40 3 50 水処理施設 60-63 1,423 大盟建設、西原瑛境

汚泥処理施設 衛生研究所、石垣機

エ、面士屯機

呑呑雨水貯留施設 雨水 63-2 1,501 束亜建設工業、 日立

機雹工業、；店士屯機

枝川雨水ポンプ場 雨水 3 489 西松建設

浦戸湾東部 高須；争化センター 標準活性 20 00 8 00 水処理施設 61-3 3,860 鹿島建設、 品糾、束

流域 汚泥法 汚泥処理施設 洋建設、竹中建設、
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下水処理

認可処理 受託処理
事業贄都市名等 施設名

方式
能力 能力 施設内容 施工年度

（百万円）
施工謙者名

千 mゾ 日 千而／日

三炎屯機、タクマ、

荏原製作所、三袋化

［機、前澤工業

（福岡県〕

北九州市 日明下水処理場 ステ1プエア 362 00 50 00 水処理施設 50、51、
} 3,449 

奥村組、 日立金屈＿T．

レーション 汚泥処理施設 54、55 業、西原現境衛生研

58-60 究所、村本建設、松

It建設、勝村建設、

城戸工務店、安川電

機製作所

新町下水処理場 ステソプエア 136 10 23 30 水処理施設 5l~54 
} 1,832 

間組、 神銅ファウド
レーション 汚泥処理施設 56、57 ラー、クポタ、石川

紛播磨厠工業、 日立

製作所、大本組、塩

兄糾、 西原曰坑衛生

研究所、太平工業、

松尾建設

北湊下水処理場 ステ／7エア 80 30 17 40 水処理施設 52、53
} 1.220 

アイサワ工業、若築
レーション 汚泥処理施設 58-60 建設、塩見組、荏原

インフィルコ、 日立

金屈工業、西原閑境

衛生研究所

福岡市 和白下水処理場 標準活性 80 00 20 00 水処理施設 50-52 1,665 フジタ工業、荏原製
汚泥法 汚泥処理施設 作所、荏原インフィ

ルコ、東芝、菅原工

務店

西戸崎第 2下水 標準活性 6 50 6 50 水処理施設 53-55 4,644 l前田建設工業、松本
処理場 汚i)じ法 汚泥処理施設 組、クポタ、荏原製

作所、安川電機製作

所

盤前市 宇島汚水幹線 680m 3 131 大盟建設、松山建設

工業

宗像市 宗像終末処理場 標準活性 27 10 20 40 水処理施設 56-59 
} 6.825 

液沼組、為広建設、
汚泥法 汚泥処理施設 元～ 2 松尾建設、岡崎工業、

安藤建設、安川電機

製作所、荏原インフ

ィルコ、荏原製作所、

西原瑛境衛生研究

所、酉島製作所、 Ll
立機屯工業

新宮町 新宮ポンプ場 汚水 63-3 j l,997 
飛9(；；；建設、松本紺、

雨水 三袋化工機、安川屯

幹線管渠 </,200-700 機製作所、粟村製作

664m 所、 勝村建設、 飯I:H

芦屋町 芦屋終末処理場 標準活性 15 80 15 80 水処理施設 54-59 3.826 株木建設、塩兒組、
汚i／必法 汚泥処理施設 荏原インフィルコ、

屯業社機械製作所、

安川電機製作所

岡垣町 岡垣，争化センター 標準活性 10 90 5 45 水処理施設 61-3 2,817 奥村組、塩見組、佐
汚泥法 汚泥処理施設 藤紺、松尾建設、安

川電機製作所、三凌

化工機、水逍機工、

H立金属工業

前原町 前原下水管理セ 標準活性 8 30 4 50 水処理施設 63-3 2,567 H本国土開発、為広
ンタ ー 汚泥法 汚泥処理施設 建設、 日本碍子、水

道機工、松尾建設、

381 



下水処理
氏叫処l塁 坐ii L•処涅

事繁贄
都市名等 施設名

方式
能力 能 力 施設内容 施工年度

（百万円）
施 工 業者 名

千 m>／日 千 m,／日

平成、安川電機製作

所、栗田工業

〔佐賀県〕

佐賀市 佐賀終末処理場 標準活性 24.10 24 10 水処理施設 48-53 9,207 佐藤工業、松尾建設、

汚泥法 汚泥処理施設 酉島製作所、 日立金

属工業、川崎重工業、

三菱電機、西原哀境

衛生研究所

八田ポ ンプ場 汚水 48-53 鉄建建設、酉島製作

所、三菱電機

幹線管渠 ¢,1.650 7.206m 50 西松建設、奥村組、

日本 ヒューム管、大

同コ ンクリ ート工業

鳥栖市 鳥栖終未処理場 標準活性 25 03 19 00 水処理施設 61-3 3,540 住友建設、松尾建設、

汚泥法 汚泥処理施設 栗田工業、ク ポタ、

安川電機製作所、 日

本碍子、 明屯舎

伊万里市 伊万里市終末処 標準活性 5 60 5 60 水処理施設 59-63 3,188 大林組、 黒木建設、

理場 汚泥法 汚泥処理施設 石川島播磨直工業、

三機工業、ク ポタ、

束芝

鹿島市 鹿島市浄化セ ン 標準活性 3 10 3 10 水処理施設 2 ~ 3 569 松尾建設、 中島

ター 汚泥法 汚泥処理施設

〔長崎県）

長崎市 三重下水処理場 標準活性 11 00 11 00 水処理施設 55-59 4,875 住友建設、大進建設、

汚泥法 汚泥処理施設 三菱重工業、石垣機

エ、 日本鋼管、 日立

製作所

諌早市 諌早中央浄化セ 標準活性 9 60 10 20 水処理施設 2 ~ 3 1.194 三井建設、古賀、 日

ンター 汚泥法 汚泥処理施設 立プラン ト建設

長与町 長与；争化センター 標準活性 12 40 11 20 水処理施設 62、63 } 1,113 
松尾建設、神戸製鋼

汚泥法 汚泥処理施設 2、 3 所、 三菱韮工業、 日

立製作所、 三井不動

産建設

時 津 町 時津浄化センター 標準活性 54 00 3 37 水処理施設 62~ 3 2,087 大日本土木、長崎上

汚泥法 汚泥処理施設 滝建設、西原環境衛

生研究所、三菱電機、

H本銅管、 日立プラ

ン ト建設

時津中継ポンプ場 汚水 3 117 太平工業、長崎上滝

建設

（熊本県〕

八代 市 八代市水処理セ 標準活性 27.00 17.50 水処理施設 55-60、
} 5. 996 

飛島建設、藤永組、

ンター 汚泥法 汚泥処理施設 3 電業社機械製作所、

前澤工業、西原環境

衛生研究所、 三菱重

工業、クポタ、安川

電機製作所

人 吉 市 人吉浄水苑 標準活性 24 74 16 66 水処理施設 53-56、
} 4. 487 

日産建設、森組、酉

汚泥法 汚泥処理施設 61-元 島製作所、石川島播

磨重工業、 三菱重工

業、 束芝、大木建設、

丸昭建設

382 



都道府県名

(250) 

石 川 県

(300) 

長野 J¥!_

(614) 

岐阜県

(40 I) 

静岡 J~、

(5 4 8) 

愛 知 県

(823) 

＿ 重県

ロロロ
下水道公社

11 

研修生派遣都道府県市町村 名 及 ぴ 研 修 受 講 者 数 （ 人 ）

石川県、金沢市、小松市、加賀 市、美川町、珠洲市、松任市、内灘町、寺井町、羽咋町、津幡町、ヒ尾市、

64 41 29 17 6 5 23 18 4 14 9 3 

桧島市、高松町、鶴米町、内ii|i町、根土町、野々市町、辰 口町、七塚町、宇ノ気町、志賀町＼能都町、

2 6 13 1 5 11 2 2 3 2 2 

白雌村、 111中町、秘越村、鹿紛町‘

1 2 3 1 

住宅公社、字ノ気 ・し塚 ド水道糾合

10 

長野県、長野市、松本市、塩尻市、諏訪市、下諏訪町、岡谷市、茅野市、須坂市、真田町、野沢温泉村、

124 123 40 30 32 25 27 12 9 4 12 

中野市、 山ノ内町、上l:ll市、駒ケ根市、飯山市、更埴市、小諸市、束部町、小布施町、翌野町、信浜町、

16 1 1 17 10 5 3 6 3 2 3 3 

軽井沢町、辰野町、伊那市、箕桧町、白馬村、 高遠町、原村、山形村、上山田町、戸隠村、穂高町、

2 5 14 5 3 3 5 1 2 

南箕桧村、稀木村、翌科町、富士兄町、木島平村、大町市、御代田町、丸子町

3 7 2 2 3 

佐久下水道組合、飯田下水道組合、白樺湖下水道組合、建設技術センター、伊奈那土木板興会

10 6 2 5 2 

下水道公社

10 

岐阜県、大坦市、関 III、瑞浪市、多治見市、恵那市、窃山市、中津川市、土岐市、岐阜市、美混加茂市、

83 14 3 1 7 34 15 34 11 25 32 6 

各務原市、岐南町、川辺町、 ド呂町、美濃市、柳津町、可児市、川，島町、笠松町、岩村町、富加町、

13 6 5 7 21 2 3 2 

海津町、平田町、投老町、安八町、白川村、御；；芯町、武芸川町、南濃町、八百津町、羽島市、垂井町、

2 l 3 1 3 2 6 3 4 

北方町、笠原町、古）1|町

2 2 2 

建設技術センター

26 

静岡県、静岡市、浜松市、 h’t水市、富士市、沼津市、三島市、熱海市、焼津市、富士宮市、下田市、

30 42 15 32 58 25 15 17 34 40 12 

修善寺町、藤枝市、函南町、韮山町、伊豆長岡町、大仁町、伊束市、磐田市、袋井市、島田市、戸田村、

6 50 4 16 4 3 28 6 4 3 

舞阪町、雄踏町、福田町、土肥町、竜洋町、 豊田町、浜北市、清水町、長泉町、 可美村、御殿場市、

10 4 4 8 5 5 4 2 3 3 4 

天竜市、 吉田町、掛川市、細江町、裾野市、新居町、引佐町、天城湯ケ幼町、湖西市

4 2 5 2 4 3 3 3 2 

下水道公社、湖西市 ・新居Ill'［広域施設糾合

21 2 

愛知限、岡崎市、一＇i炉1,、イや1-1，打、豊田市、半田市、大府市、蒲郡市、知多市、豊明市、豊橋市、瀬戸rII、

157 6 20 58 26 47 10 49 29 21 1 S 1?. 

盟川市、小牧市、安城IIi、御津市、音羽町、新城市、知立市、西尾市、高浜市、尾西市、 三好町、岩介市、

37 34 22 3 2 7 12 12 10 5 2 9 

武豊町、犬山市、常滑rl]、東浦町、刈谷市、稲沢市、 一宮町、小坂井町、名古屋市、長久手町、美浜町、

19 17 2 20 12 11 ， 3 

東海市、尾張旭市、山原町、呵久比町、日進町、津島市、砦南市、岩倉市、東郷町、師勝町、江南町

18 14 18 2 5 4 9 9 4 3 
下水道公社

38 

三重県、津市、桑名市、久居市、 二兄町、鈴鹿市、松阪市、尾鷲市、伊勢市、名張市、四 日市市、川越町、

44 46 10 11 4 18 10 1 3 1 25 3 

朝□町、楠町、束は町、菰野町、小俣町、阿児町、上訂市

5 5 3 

395 



都道府県名

(232) 

福井県

(225) 

滋翌県

(417) 

京都府

(424) 

大阪 府

(533) 

兵庫県

(575) 

奈良県

(332) 

396 

研修生派遣都道府県市町村名及ぴ研修受講者数 （人）

建設技術センター、下水道公社

14 23 

福井県、武生市、三国町、鯖江市、敦賀市、勝山市、朝日町、氷平寺町、 芦原町、金津町、丸岡町、

15 21 9 36 18 18 8 4 11 9 11 

福井市、小浜市、清水町、南条町、春江町、坂井町、松岡町

5 14 2 1 17 2 1 

下水道公社、 五領川下水道組合

14 11 

滋賀県、大津市、草津市、守山市、栗東町、近江八幡市、野洲町、八日市市、甲西町、彦根市、長浜市、

116 28 62 18 18 8 11 4 6 36 12 

中主町、安土町、日野町、能登川町、志賀町、五個荘町、多買町、山束町、今津町、竜王町、近江町、

9 8 2 3 4 3 3 2 3 

ぴわ町、米原町、浅井町、愛知川町、秦荘町、安雲川町、甲良町、伊吹町、虎姫町、湖北町、高月町、

2 1 2 3 3 3 2 2 1 1 2 

束束町、土山町、 T水道公社

35 

京都府、京都市、福知山市、八幡市、長岡京市、向日市、亀岡市、大山崎町、宇治市、加茂町、田辺町、

98 39 29 4 7 39 25 19 20 36 6 4 

綾部市、 宮津市、城楊市、舞鶴市、久美浜町、園部町、 久御山町、井手町、木津町、野田川町、加悦町、

2 3 16 10 1 2 2 

山城町、丹波町、精華町、岩滝町

2 3 

下水道公社

大阪府、堺市、翌中市、守口市、八尾市、吹田市、岸和田市、枚方市、寝屋川市、茨木市、池田市、

37 60 2 15 39 30 10 40 12 13 8 

泉大津市、箕而市、大束市、摂津市、柏原市、交野市、美原町、四条畷市、藤井寺市、和泉市、羽曳野市、

24 20 20 12 12 12 3 12 29 1 9 

高石市、島本町、忠岡町、貝塚市、田尻町、束大阪市、泉佐野市、阪南市、太子町、大阪市、熊取町

6 2 4 6 1 2 2 5 2 1 1 

泉北環境正施設組合、富田林 ・狭山 ・金剛下水道組合、寝屋川南部広域下水道組合、

21 2 21 

寝屋川北部広域下水道組合、大和川下流域下水道組合、南大阪湾北部流城下水道組合、

26 12 5 

安威川 ・淀川右岸流城下水道組合、淀川左岸流城下水道組合

3 

兵庫県、神戸市、尼崎市、西宮市、明石市、姫路市、加古川市、伊丹市、 宝塚市、高砂市、川西市、

50 l 37 54 24 53 40 17 26 54 26 

芦屋市、翌岡市、赤穂市、太子町、篠山町、城崎町、柏原町、 三田市、小野市、三木市、加西市、安富町、

3 5 17 6 3 3 l 23 15 13 18 1 

社町、西脇市、相生市、日高町、吉川町、揖保川町、出石町、龍野市、滝野町、御津町、播麿町、

4 10 14 2 1 17 4 

稲美町、新宮町、猪名川町、山崎町

3 2 

下水道公社、西播歴高原上下水道企業団

12 3 

奈良県、 奈良市、橿原市、天理市、大和郡山市、桜井市、榛原町、生駒市、広陵町、香芝市、田原本町、

99 10 35 10 36 31 6 29 6 5 7 

三郷町、川西町、大和高田市、王寺町、河合町、 当麻町、明日香村、大宇陀町、菟田野町、 上牧町、

3 5 15 3 7 2 2 2 3 

斑鳩町、平群町、五條市、御所市

2 2 



口口El
都道府県名 研修生派遣都道府県 市町 村 名 及 ぴ 研 條 受 講 者 数 （ 人 ）

和歌山県 和歌山県、和歌山市、太地町、高野町、御坊市、白浜町、有田市、邸野口町、橋本市

(11 Z) 30 JFJ l- 1 G 1 4 1 4 2 

烏取県
秘取県、秘取市、米（，市、介吉市、羽合町、東郷町、境港市、 三朝町、 1対金町、 H吉津村、北条町、

31 37 17 16 3 8 19 5 2 1 2 

大lll町、郡家町、 !=iii府町、河原町、大栄町、西伯町'

1 5 1 1 1 1 

(166) 
天神川流域 F水道公社

l 5 

島根県
島根県、松江市、安米市、束出雲町、出雲市、斐川町、平田市、大社町、穴道町、多伎町、湖陵町、

56 17 ， 12 15 20 10 2 5 1 2 

益田市、加茂町

l 1 

(163) 
土地開発公社

8 

岡山県
岡山県、岡山直介敷Iii、t野市、総社市、笠岡市、和気町、 (ijii前市、美作町、津山市、窃梁市、勝央町＼

6 40 75 35 30 27 2 12 11 17 14 6 

井原市、長船町、佐伯町、吉永町、祈音村、寄島町、川上村、八束村、新兄市、早島町、 11生町、山勅町、

15 1 5 2 1 1 1 2 1 1 I 2 

灘崎町

4 

(328) 
下水道公社、占備高原組合， 7 

広島県
広島県、広島市、呉市、福山市、大竹市、宮島町、束広秘市、府中町、甘日市町、 尾道市、海田町、

37 200 58 29 15 19 18 21 29 20 3 

川尻町、大野町、坂町、千代田町、新市町、熊野町、上下町、御調町、向原町、 三原市、黒瀬町、， 18 7 2 1 6 2 5 ？ 1 ？ 

庄原市、江田品町、河内町、大和町、大朝町

4 4 2 1 1 

(559) 
下水道公社

43 

山口県
山日県、下関rl]、岩国市、宇部rI］、山口市、下松市、徳LLIrl,、防府市、長1"1市、小野田市、新I幸il品市、

81 14 30 2 25 24 43 37 5 19 52 
小郡町、山肱町、光市、萩rI1、柳｝i：市、美祢市、 EH字町、大和町、熊毛町、玖珂町、周束町、平尾町、

11 23 23 46 7 ， 2 7 12 ， 3 1 

翌田町、 IJJ布施町、阿知須町

1 2 1 

(497) 
下水道公社

8 

徳島県 徳島県、徳島市、鴨島町、羽ノ浦町、脇町、叫門市

4 17 7 4 1 3 

(36) 

香川県
香川）［！、高松市、丸亀市、観音寺市、牟礼町、津田町、志度町、坂出市、大内町、引田町、多度津町、

15 75 39 29 15 3 l 15 3 1 6 
善通寺市琴平町．国分寺町飯山町満濃町庵治町香南町

6 2 l 1 1 2 2 

(227) 
下水道公社

10 

愛媛県
愛媛県、松山市、今治市、新居浜市、八幡浜市、伊予三秘市、川之江市、西条市、北条市、大洲市、

12 32 37 34 8 28 33 21 16 5 
宇和島市、松前市、束予市、丹原町、波方町、伊予市、砥部町、野村町

rしnし 10 3 1 3 8 2 1 

(285) 
束千巾丹原11」4.9務組合

10 

高知県
高知県、高知市、中村市、須崎市、伊野町、上佐山田町、上佐市、安芸市、南国市、夜須町

21 52 6 3 4 5 2 5 8 2 

397 



都道府県名 研修 生派 遣都 道府 県市町村名及ぴ研修受講者数 （人）

(112) 
下水道公社

4 

福岡県
福岡県、北九州市、福岡市、大牟田市、飯塚市、春日市、古賀町、宗像市、柳川市、小郡市、甘木市、

49 72 25 35 3 18 ， 26 2 8 1 

福間町、新宮町、芦屋町、那珂川町、大野城市、筑紫野市、太宰府市、久留米市、岡垣町、前原町、

1 1 16 23 18 13 12 16 7 12 

志免町、水巻町、豊前市、大川市、中間市、三桧町、津屋崎町

2 1 2 3 2 1 1 

(382) 下水道公社

3 

佐 賀県
佐買県、佐賀市、鳥栖市、庖津市、伊万里市、基山町、鹿島市、武雄市、浜玉町、三田川町、小城町、

15 32 18 30 19 1 4 3 2 1 1 

(128) 
相知町、嬉野町

1 1 

長崎県
長崎県、 長崎市、佐世保市、諫早市、長与町、大村市、香焼町、小浜町、多良見町、島原市、時津町、

31 95 21 15 29 64 18 3 2 4 10 

(296) 
川棚町、 三和町、佐々 町

1 2 1. 

熊 本県
熊本県、熊本市、八代市、荒尾市、山鹿市、本渡市、玉名市、宇土市、人吉市、水俣市、岱明町、

36 61 26 22 18 40 26 27 39 14 8 

長洲町、西合志町、菊池市、阿蘇町、宮原町、御船町、松橋町、北部町、菊陪町、大津町、合志町、

26 16 25 19 ， 5 1 6 5 7 4 

益城町、松tb町、免田町

7 2 2 

(477) 
下水道公社、松橋 ・不知火下水道組合

5 18 

大分県
大分県、大分市、別府市、卜1田市、佐伯市、津久見市、翌後岱田 市、日出町、臼杵巾、中津rh、三重町、

15 111 36 37 32 18 4 10 17 19 1 

(316) 
竹田市、宇佐市、杵築市、姫島村、国束町、安岐町、安心院町、野津町、湯布院町、武蔵町

1 4 1 2 2 1 1 1 1 ＂ と

宮崎県
岩崎県、 宮崎市、延岡市、都城市、日南市、日向市、西都市、高鍋町、佐土原町、小林市、消武町

8 50 29 7 16 24 17 4 1 ］ 3 

(161) 
住宅公社

1 

鹿児島県
鹿児島県、鹿児島市、枕崎市、名瀬市、伊集院町、指宿市、出水市、串木野市、川内市、鹿屋市、

5 63 7 37 12 16 16 5 8 21 

志布志町、加治木町、姶良町、甜尾野町

1 1 1 1 

(199) 
住宅公社、国分隼人公共下水道組合

1 4 

沖縄県
沖縄県、那覇市、浦添市、宜野湾市、石川市、沖縄市、名護市、北谷町、嘉手納町、本部町、糸満市、

76 88 33 25 10 14 46 12 7 3 16 

(357) 
翌見城村、南風原町、具志川市、勝連町、石垣市、中里村、与那城村、平良市、西原町

5 8 6 1 2 1 2 1 1 

国及び公団等 建設省、北海道開発庁、地域娠興整備公団、住宅 ・都市整備公団

166 5 73 158 

(402) 

区 分 都道府J［し 市町村 国 公団等 計

計

人 数 2,859 17,813 171 231 21,074 
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ロロロ
薗 技術開発

1． 平成 3年度までに終了した試験研究テーマ一覧

•■問疇糧．i罰昴曙窮嘉罰杯響罰9},＂’"
l （りi/ビの処理処分に関する技術

固 有 (1) 汚泥脱水機の試験調査 (49-51)

(2) 汚泥焼却設備の試験調令 (50-52)

(3) 汚泥新型シ ソクナー、新型脱水機の試験調査 (52-54)

(4) 新型焼却設備の試験調杏 (53-54)

(5) 般終処分に応じた汚泥処理システムに関する試験調杏 (53-57)

(6) 生脱水焼却方式汚泥処理の省エネルギー面から見た管理手法の試験調杏 (55-57)

(7) 汚泥の1腐敗抑制による重力浪縮タンクの機能改善に関する調査 (58-60)

(8) 自然条件を利川した下水汚泥の処理技術に関する調査 (60-62)

(9) 汚泥脱水工程の新しい符理手法に関する調査 (63-2) 

(10) 簡易な汚泥処理手法の削発にl渕する調査（元～ 3)

国 受託 (11) 下水汚泥の焼却に伴う大気汚染調杏 (50-52)

(12) 汚泥処理消化プロセスからの脱離液の処理調査 (50-51)

(13) 下水汚泥の衰源化に1剥する調査 (52-57)

(14) 汚泥管理手法の改善に関する調査 (52-57)

(15) 下水汚泥の牒業利fl」に1対する調査 (50-59)

(16) 下水汚泥の建設沢材化に関する調査 (57-59)

(17) 汚泥焼却炉の省エネルギー化に関する調査 (58-60)

(18) 広域下水汚泥処理処分4t業にかかわる技術開発調杏 (56-60)

(19) 汚泥焼却炉の適．正配附に関する調査 (60-62)

(20) 下水汚泥の農地等への施用に関する調査 (60-63)

(21) 汚泥溶融プロセスの省エネルギー化に関する調査 (61～元）

(22) 焼却処理の過止化に1対する調杏 (63-2) 

地方等受託 (23) 汚泥蒸発乾煤法の技術調査（福知山市） （49-51) 

(24) 汚泥回転気流焼却炉の技術調査（前橋市） （50-51) 

(25) スラソジケーキ等 と特殊セメントによる混練固化物の物性試験並ぴに解析（東京都） （52) 

(26) 石巻市公共下水迫東部下水処理場の汚泥脱水実験（石巻市）（53)

(27) 久留米市津福終木処理場スクリュープレス脱水機の技術調査（久留米市）（53)

(28) 桐生市境野下水処理場における空気酸化低温熱処理パイロソトプラント技術調査（桐生市）（53-54)

(29) 川崎市公共下水道加瀬処理場の建設に係る技術的調査（川崎市）（53)

(30) 姫路市における皮革廃水汚泥の焼却に関する技術調査（姫路市） （53-55) 

(31) 新型脱水機（スクリ ュープレス）の技術調森（西宮市）（54)

(32) 神戸市における汚泥処理システムに1対する技術調査（神戸市）（54)

(33) 堺市津久野処理場スクリュープレス脱水機の技術調査（堺市）（55)

(34) 乾煉段付流動焼却炉の試験調森（兵廂県） （55) 

(35) 川崎市公共下水道）JII瀬下水処理場汚泥浴融炉の事後評価にかかる技術的援助（川崎市） （55) 

(36) 福知山市汚泥桑発乾媒設備の油回収に関する技術調査（福知山市） （55) 

(37) 天竜終末処理場のコンポスト化施設に閲する技術調査（天箪市）（55)

(38) 沖縄県中部流域下水道における消化ガス発電等にかかる技術調査（沖縄県） （55-56) 

(39) 神戸市における沿泥熱処理分離液の処理実験プラントにl対する調杏（神戸市）（56)

(40) 西町処理場汚泥ii'i化ガス発屯等に係る技術調査（苫小牧市） （55-57) 

(41) 桐生市境野下水処理場における熱処理施設の技術調査（桐生市）（57)

(42) 泉北下水処理場最適述卓A化における施設の運用に関する調杏（堺市）（57)

(43) 福知山市下水逍終末処理楊汚泥蒸発乾燥法の技術調杏（福知山市）（58)

(44) 秋田湾 ・雄物川流域下水道の簡易コンポスト化に関する技術調査（秋田県） （58-60) 

(45) 汚泥の溶融処理に関する基本調杏（滋賀県）（59-60)

(46) 琵琶湖流域下水逍における高度処理に関する汚泥処理プロセスの技術調介（滋賀県） （60-61) 

(47) 青森市における下水汚泥処理の適正化に関する調査研究（青森市）（60-61)

(48) 首都圏下水汚泥広域処理市業調査（束京都他）（61-63)
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(49) 中部圏下水汚泥広域処理事業調査（愛知県）（61-63)

(50) 姦度処理における汚泥処理返流水処理施設に関する技術調究（滋賀県）（62-63)

(51) 静岡姐下水汚泥広域処理事業調究（静岡県）（63)

(52) 下水汚泥の簡易な処理処分に関する調査（松任市）（63-元）

(53) 茨城県鹿島地域下水汚泥処理処分基本構想調究（茨城県）（ 2)

(54) 千葉姐湾岸プロック下水汚泥広域処理事業基本構想調査（元～ 3)

2 湖沼等の富栄養化防止に1関する三次処理等の技術

固 有 (I) 富栄養化防止のための指標の開発と実用化 (50-52)

(2) 処理場放流水の哀境への影響調究手法の開発と実用化 (50-51)

(3) 富栄養化防止指標から兄た水処理プロセスの試験調査 (53-54)

(4) 微生物による邸度処理技術の試験調査 (56-60)

(5) パッチ式トータルオキシデーションシステムの開発に関する調査 (61-62)

(6) 新しい品析脱リン技術の開発に関する調究 (60-63)

(7) 低コス ト生物邸度処理の開発に関する調究 (61-2) 

(8) 処理水の多様な利用に応じた仕上げ処理法の開発に関する調査（元～ 3)

国受託 (9) 琵琶湖水質汚濁防止のための高度処理技術の開発研究 (49-54)

(10) 凝集沈殿法の管理手法に関する調究 (55)

地方等受託 (11) 宍道湖流域下水道放流水の影響調査（島根県）（48-49)

(12) 琵琶湖中部流域下水道実施設計諸元研究（滋賀県）（48)

(13) 沼津市中部浄化プラント放流水が狩野川河口及ぴ沿岸に与える影響調査（沼津市） （53) 

(14) 実施設計基本調杏（滋買県）（53-55)

(15) 気仙沼市下水処理場放流水の影響調究（気仙沼市）（54-55)

(16) 各種洗剤の下水道に対する影響に関する調査 (55)

(17) 循哀式窒索除去プロセスの運転管理に関する技術調査（滋買県）（55-56)

(18) 信濃JII下流流域下水道新潟処理場の処理水の再利用に1対する技術調査（新潟県） （54-56)

(19) 広島市公共下水道千田下水道処理場三次処理基本調査（広島市）（57)

(20) 潮来浄化センター高度処理に関する調査研究（茨城県）（58-59)

(21) 琵琶湖流域下水道における店度処理のための基本調査（滋賀姐）（57-60)

(22) 大阪府淀川左岸渚処理場の店度処理に関する技術調査（大阪府）（57-60)

(23) 下水道三次処理技術試験研究（長野姐）（58-61)

(24) 児島湖浄化センターの補完施設に関する調査（岡山限）（59-60)

(25) 宍道湖流域下水追東部浄化センターの高度処理に関する調査研究（島根県）（60-61)

(26) 川崎市加瀬下水処理場における邸度処理に1関する技術評価（川崎市）（60-61)

(27) 琵琶湖流域下水道における邸度処理プロセス最適設計に関する基本調査（滋賀県）（61-63)

(28) 川崎市等々力哀税センターにおける嵩度処理に1対する技術調査 (63～元）

(29) 広島市西部浄化センターの高度処理技術の検討に関する調査（広島市）（元）

(30) 琵琶湖流域下水道における祁度処理プロセスの最適設計手法に関する技術調査（滋賀県）（元～ 2)

(31) 児島湖流域下水道における砧度処理プロセスの最適設計に関する碁本調査（岡山県）（元～ 2)

(32) 淀川左岸流域下水道渚処理場に関する調査（大阪府）（62-3)

(33) 淀川左岸流域下水道渚処理場の店度処理の評価に関する技術調究（大阪府）（ 2-3) 

(34) 二次処理水のオゾン処理法に関する技術的調査（京都市）（ 3)

3 二次処理施設の改良に関する技術

固 有 (1) 生物処理性から兄た処理プロセス選択に関する試験調査 (53-55)

(2) 小規模下水処理場のユニットプロセスの試験調査 (52-56)

(3) 下水処理楊の自動制御技術の試験調査 (49-57)

(4) 接触酸化法による新しい処理システムの開発調究（57-60)

(5) 好気性ろ床を用いた新しい下水処理プロセスの開発調査 (57-60)

(6) パッチシステムによる下水処理技術の開発調査 (58-60)

(7) 甜速生物ろ過法によるコンパクトな処理システムの開発に1対する調査 (61-63)

(8) 水処理施設における固液分離閃害の防止に関する調査 (63-2) 

国受託 (9) 既設処理場の改苦指針に閲する調杏 (50-56)

(10) 生物膜を利用した二次処理技術の改良に関する調査 (61～元）
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口口El
(I]) 簡易な処理施設の開発に1対する調杏（元～ 3)

地方等受託 (12) It111処理場酸索活性汚泥法の技術調杏（川崎rn)(48) 

(13) 二次処理における；廷集剤添加の効果 (48-49)

(14) 深）竹曝氣法の評価（北）し州,!,)(51-52) 

(15) 高野町公共卜水道共施設計に伴う技術調杏(,,，9,'野町）（52) 

(16) 川崎市公共ド水道仮称守々））閑境センター尖施設~tに伴う調査（川崎市）（53)

(17） 栗山村特定閑境保全公共ド水道湯西川処理場の技術調査（栗山村）（53)

(18) 特定哀瑳保全,Ji業翌,ti処理場の試験調査（盟橋1ii)（53~54)

(19) 山形市流通セ ンター終木処理場の技術調杏（山形市）（53-54)

(20) 熱海市錦ヶ浦処理場’共施設計に関する技術調杏（熱海市）（53-55)

(21) 長崎市中部ド水処理楊曝気槽散気装甜閾係設備の効率調杏（長崎市）（55-56)

(22) 徳恥rl.i公共下水道中央ド水処理場に係る技術的調介（徳島市） （56) 

(23) 野原特定閃境保全公共ド水道終未処理場における下水処理方式等に関する技術調介．（舞鶴市）（57)

(24) 徳島11i中央下水処理場の増設計画に関する技術調介（徳島市）（57)

(25) いわき市公共下水道東部浄化センターに係る技術調杏（いわき市） （58-59) 

(26) j主古処理場改善計画潤杏（甲府市） （59) 

(27) ）？渚lirli古杵院処理場酸索エアレーション法処理施設の技術調査（か、:r.i1r11)(49-60) 

(28) 沖縄県に適した下水処理技術に1対する調杏研究（沖縄県）（60-62)

(29) 生物膜ろ過法の技術調査（求~llr行）（60-63)

(30) 嫌気好気ろ床法の機能に関する調査（茄根町） （62-63) 

(31) 二次処理／いのオゾ／処理に1対する調森（京都1.h)（元～")

(32) 鯖江市閑境衛生センター削設に係わる処理方法等の検討に関する調査（鮪江市）（元～ 2)

4 除布施設に関する技術

国受 託 (l) 除貨施設の管理に1関する調令 (51-57)

地方等受託 (2) 碑湖埋立に伴う汚水処理調杏（滋賀県）（51)

(3) PBS型超硲速造粒沈殿装i在の技術調杏（幅山 ,Ii)(51) 

(4) 琵琶湖流域下水道湖南中部浄化センターの水質に1対する技術調森（滋賀県） （52) 

(5) 利根川上流流域下水道県央浄化センターの水質監祝システムに関する技術調査（群馬県）（57)

5 下水道施設の合理的設計 ・施T．に関する技術

固 有 (l) ド水処理場設計の省）J化 (49-51)

(2) 狡盈式ド水処理場の哀境条件の試験調杏 (52-53)

(3) 下水道施設の特殊工法の試験調杏 (52-56)

(4) 軟弱地盤における基礎T＿法の合理化に関する調査 (56-59)

国受託 (5) 下水符きょにおける没入水等の防止技術に関する調究 (53-56)

(6) 小規模下水道に適した施設の開発に関する調杏 (56-59)

(7) 小規模 FI灼かの整備手額の蔽適化に関す る調杏 (60-62)

(8) 小規校下水道に適した施設の如1]化に関する調査 (60-62)

(9) 小規校ド水逍施設の維持管理に1対する調杏 (63-2) 

地方等受託 (10) 管きょに流入する地 F水等の尖態調究 (A本住宅公団）（52)

(ll) 鶴｝II処理場尖気対策調森（町「IIrl'il (52) 

(12) 管きょに流人する地 F水等の実態調査 (H本住宅公団） （54) 

(13) ド水道取付管施工に伴う緞手部分等水密性に関する調杏（住宅 ・都市整備公団） （55-56) 

(14) 静岡県狩野川流域下水道東部浄化センター耐姦設計に関する技術調行（静岡県） （54-59) 

(15) 秋田府・雄物川流域ド水道（横手処理区）に係る技術調査（秋田l¥¥)(59) 

(16) 八11,ii市公共 下水道の没透法による雨水流出抑制に係る技術調杏（八日市市）（60)

（］7) 滑川公共ド水道滑川終未処理場等の実施設計の作成等に関する調杏（滑川市）（62)

(18) 田原町公共下水道施設の防食設計に関する調杏（田原町）（62)

(19) 横浜市中部ド水処理場1:11水滞水池における合流式ド水道の越流水対策に関する調査（横浜市） （62-63) 

(20) ぶ都市合流式下水道の改苦に関する調究（）;,;都市）（62-63)

(21) 長崎市 ド水道施設の防我設計に関する調杏（長崎市）（62～元）

(22) 埼玉県ド水道施設の防食設計に関する調査（埼じ姐）（63～元）

(23) 猪名川流域 F水道施設の防食設計に関する調森（兵庫県）（63～元）
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(24) 兵庫県武庫川流域下水道の合流改善に関する調査（兵庫県）（元～ 2)

(25) 茅ケ崎市合流式下水道の改善に関する調査（茅ケ崎市）（元～ 2)

(26) 印播沼流域下水道の構造物調究（千葉県）（元～ 2)

(27) 加賀沿岸流域下水道（大聖寺川処理区）施設の防食設計に関する調杏（石川県）（ 2～ 3)

(28) 印播沼流域下水道のコンクリート耐久性に関する調査（千葉県）（ 3)

6 パイオテクノ ロジーの活用による新しい下水処理技術の開発

固 有 1 (l) 嫌気性微生物を用いた新しい下水処理技術の開発調査 (61~2)

国 受託 （2) 固定化徴生物を利用した新しい下水処理システムの開発に関する調査 (60～元）

1111間情罰'
新技術評価のための調査

固 有 (1) 裂蓋式酸索活性汚泥装置の技術評価 (54-55)

(2) 小規模下水処理場用回転生物接触装毅の技術評価 (54-56)

(3) 査源利用のための汚泥コンポスト化装箇の技術評価 (57-58)

(4) オキシデーシ ョンディッ チの技術評価 (57-59)

(5) 自然焼却システムの技術評価 (59-61)

(6) 徽生物を利用した窒索及ぴリン除去プロセスの技術評価 (60-62)

(7) 下水汚泥浴融システムの技術評価 (62～元）

(8) 分流式下水道における処理の安定化を目的とした活性汚泥法の技術評価 (63-2) 

国受託 (9) 民間等における技術開発の動向と評価に関する調査 (59-63)

"＂ 国 受託 I (1) 下水道施設維持管理骰梢葬碁準の適正化に関する調査 (63)

合 計 165テーマ
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口国m
• •』し~

"'" """" "" """"'"" "" 

開発・評価し I：：杜術
事業 団が建設又は建設中の施設

年度 委 託 地方公共団体・ 施設 処 理規 模

水処理
面／n

大中規模処理

(I)酸素活性汚泥法 52通水 l 成都市吉祥院処理場（京都府） 40,000 

56通水 2 石巻市石巻下水処理場（宮城県） 20,000 

57通水 3 姫路市東部析水苑（兵庫県） 56,000 

59辿水 4 大分市原川終末処理場（大分県） 26,000 

62通水 5 兵庫県揖保川流域下水道揖保川処理場 25,000 

63通水 6 ,_,,津川市浄化管理センター（岐阜県） 10,000 

7 美作町美作浄化センター（岡山県） 3,600 

建設中 8 }Jli.紛Ill]忠殻：処理場（島根県） 2,150 

9 業山町菓山浄化センター（神奈川県） 12,350 

(2)深層曝気法（ジェッ 54通水 1 北九州市新町下水処理場（福岡県） 23,300 

トエアレーション法） 55通水 2 北）し州市 R明下水処理場（福岡県） 84,400 

(3)活性汚泥循環変法 56通水 1 滋買県琵琶湖流域下水道湖南中部浄化センター 63,500 

（エヌトール） 59通水 2 滋賀県琵琶湖流域下水道湖西浄化センター 5,000 

60通水 3 茨城県殴ヶ浦水郷流域下水道潮来浄化センター 9,800 

63通水 4 岡山県児島湖流域下水道児島湖浄化センター 19,750 

2通水 5 滋買県琵琶湖流域下水道（彦根長浜）束北部浄化センター 15,600 

建設中 6 束京都有明処理場 25,000 

7 仙台市広瀬川浄化センター（宮城県） 11,300 

8 上野市上野新都市浄化センター（三重県） 3,270 

9 滋賀県琵琶湖流域下水道高島浄化センター 7,600 

中小規模処理

(I)回転生物接触法 54通水 l 野沢温泉村野沢温泉終末処理場（長野県） 9,700 

2 永平寺町志比浄化センター（福井県） 1,150 

3 岡崎市八帖処理場（愛知県） 12,000 

55通水 4 徳仙市中央下水処理場（徳島県） 31, 700 

5 臼樺湖下水道組合白樺湖浄化センター（長野県） 8,800 

6 高野町・高野山下水処理場（和歌山県） 4,000 

56通水 7 栗山村湯西川浄化センター（栃木県） 880 

59通水 8 松任市松任中央浄化センター（石川県） 4,250 

61通水 9 水平寺町中央浄化センター（福井県） 1,590 

63通水 JO 妙高高原町赤介浄化センター（長野県） 1,800 

(2)オキシデーションデ 57通水 ］ 近江八幡市沖島浄化センター（滋賀県） 210 

ィッチ法 60通水 2 当別町ー当別下水終末処理場（北海道） 1,500 

3 塩1原町塩1原水処理センター（栃木県） 2 350 

4 中之条町四万終末処理場（群馬県） 1,600 

61通水 5 美瑛町美瑛―ド水終末処理場（北海道） 1,970 

6 清水町清水下水終末処理場（北海道） 1,270 

7 新得町新得終末処理場（北海道） 720 

8 京極町京極下水処理場（北海道） 670 ， H吉津村ひえづ浄化センター（鳥取県） 600 

62通水 10 椋茶町標茶終末処理場（北海道） 1,540 

II 猪苗代町猪苗代浄化センター（福島県） 3,950 

12 小菅村小菅浄化センター（山梨県） 680 

13 月波山村丹波山浄化センター（山梨県） 480 

14 丸子町西内浄化センター（長野県） 2,200 

15 大山町・大山浄化センター（鳥取県） 1,650 
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16 多岐町田岐浄化センター（島根県） 370 

63通水 17 上川町層雲峡終末処理場（北海道） 3,220 

18 別海町別海終末処理場（北海道） 1,200 

19 仙台市秋保温泉浄化セ ンタ ー 2,000 

20 秋田湾 ・雄物川横手浄化センター（秋田県） 8,200 

21 温海町温海終末処理場（山形県） 2,300 

22 双葉町双葉町浄化セ ンタ ー（福島県） 2,120 

23 内灘町内灘下水処理場（石川県） 5,800 

24 宮崎村宮崎浄化セ ンタ ー （福井県） 835 

25 和気町和気浄化センター（岡山県） 1,990 

26 美祢市美祢市浄化センター （山口県） 2,300 

元通水 27 津別町津別下水終末処理場（北海道） 970 

28 和寒町和寒下水終末処理場（北海道） 1,600 

29 長沼町長沼下水終末処理場（北海道） 1,200 

30 留辺薬町留辺薬終末処理場（北海道） 3,200 

31 沼田町沼田終末処理場（北海道） 860 

32 栗山町栗山下水道管理センター（北海道） 2,820 

33 七ケ宿町1掲浄化センター（宮城県） 240 

34 益子町益子浄化セ ンター（栃木県） 1,500 

35 湯沢町湯沢浄化センター（新潟県） 3,600 

36 滑川市滑川終末処理場（富山県） 3,000 

37 南国市十市浄化センター（高知県） 1,320 

2通水 38 愛別町愛別処理場（北海道） 800 

39 登別市若山浄化センター（北海道） 5,000 

40 r'！別町窟川下水終末処理場（北海道） 1,880 

41 別海町西春別処理場（北海道） 1,060 

42 松島町松珈争化センター（宮城県） 2,825 

43 本荘市本荘終末処理場（秋田県） 5,530 

44 宇ノ気 ・七塚都市計画下水道施設組合宇の気 ・七塚浄化セ

ンター（石川県） 3,000 

45 束部町束部浄化センター（長野県） 2,340 

46 奈良県吉野川流域下水道浄化セ ンター 1,400 

47 長船町長船浄化センター（岡山県） 630 

48 束予市 ・丹原町公共下水道事務組合束予丹原浄化センター

（愛媛県） 4,000 

49 夜須町夜須町浄化センター（森知県） 1,200 

3通水 50 上窃良野町上富良野浄化センター（北海道） 1,600 

51 翌浦町豊浦下水終末処理楊（北海道） 1,020 

52 浪江町浪江終末処理場（福島県） 1,000 

53 友部 ・笠間下水道組合友部終末処理楊（茨城県） 4,750 

54 飯山市戸狩終末処理場（長野県） 2,310 

55 辰野町辰野水処理センター（長野県） 2,500 

56 加茂町加茂終末処理場（京都府） 4,800 

57 丹波町上豊田浄化セ ンタ ー（京都府） 750 

58 合志 ・西合志下水道組合塩浸川浄化センター（熊本県） 2,060 

59 松島町合津終末処理場（熊本県） 1,500 

60 宇佐市四 日市駅川浄化セ ンタ ー（大分県） 2,300 

建設中 61 浦河町浦河終末処理場（北海道） 2,500 

62 長万部町長万部終末処理場（北海道） 1,755 

63 夕張市平和下水終末処理場（北海道） 3,090 

64 芙深町美深町浄水管理セ ンター（北海道） 930 

65 洞爺村と うやクリ ーナ ップセンタ ー（北海道） 900 

66 A高町8高処理楊（北海道） 950 

67 山元町山元浄化センター（宮城県） 1,450 

68 中新田町中新田浄化センター（宮城果） 1,240 

69 迫町佐沼環境浄化センター（宮城県） 2,150 
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ロロロ
70 矢本町中沢浄化センター（宮城県） 740 

71 小野Ill町小野田浄化センター（宮城li!) 1,000 

72 鶴岡市湯野浜浄化センター（山形県） 3,000 

73 喜多方市喜多方浄化センター（福島県） 2,300 

74 広野町広野浄化センター（幅秘県） 1,400 

75 店岡町邸岡浄化センター（福秘）＼！） 1,900 

76 楢菓町南地区浄化センター（福島県） 700 

77 氏家町氏家町浄化センター（栃木県） 1,450 

78 小川町小川水処理センター（栃木県） 1,800 

79 湯沢町浅貝浄化センター（新潟県） 3,780 

80 高岡市松太枝浜浄化センター（窪山県） 2,200 

81 中新川公共ド水道組合中新川浄化センター (it,• Il l )＼ t) 5,500 

82 松任市南部浄化センター（石川県） 5,400 

83 軽井沢町軽）F沢浄化管理センター（長野J¥―!） 4,200 

84 邸述町高述浄化センター（長野）n) 1,300 

85 宮山村宮1:LIアクアランド（長野県） 1,250 

86 波111町波田終末処理場（長野）i.！） 1,525 

87 白馬村白馬村浄化センター（長野県） 2,300 

88 箕桧町箕栓浄水苑（長野l¥!） 1,200 

89 -;';-木村ti-木村浄化センター（長野県） 935 

90 南浜町中南部浄化センター（岐阜県） 2,375 

91 白川村n川クリーンセンター（岐卒県） 950 

92 浜岡町池新Ill浄化センター（静岡県） 2,200 

93 織Iil町織田浄化センター（幅）F凩） 1,200 

94 清水町沿水閑境浄化センター（福片県） 1,970 

95 美浜町芙浜浄化センター（幅JIこ）札） 2,000 

96 和田lJI町和111山浄化セ ンター（兵庫l.！） 1,850 

97 Fl窃町清滝浄化センター（兵府県） 3,300 

98 郡家町郡家浄化センター（，島取県） 1,500 

99 河原町河原浄化センター（恥取県） 1,650 

100 ll生町 R生浄化センター（岡山Jt!） 1,200 

lul 瀬戸町瀬戸町浄化センター（岡山Jn) b, Ubり

102 御調町御調町浄化センター（広島県） 720 

103 柳井市柳）1’浄化センター (111日）＼!) 2 850 

104 鴨秘町間、灼中央浄化セ ンター（徳島県） 3,500 

105 香川県鴨部川流域下水逍鴨部川浄化センター 4,500 

106 浜 —E町浜屯町浄化センター（佐買県） 1,900 

107 御船町御船浄水センター（熊本県） 1,650 

108 翌後高田市翌後邸且1終末処狸場（大分姐） 2,200 

109 石垣II-i川平浄化センター（沖縄県） 490 

(3)回分式活性汚泥法 63通水 l 小兄川町小兄川浄化センター（千莱県） 2,500 

（ワンポ ックス法） 2 17辿町北部浄化センター（愛知県） 3,000 

3 伊野町伊野終末処理楊（高知県） 1,750 

4 八束町it／心地区処理楊（島根県） 234 

2 iili水 5 三好町黒笹浄化センター（愛知）札） 1,400 

6 田原町田原浄化センター（愛知県） 4,325 

7 八束町遅江地区処理楊（島根姐） 218 

3通水 8 店l裔］町砧岡浄化センター（福島J札） 1,900 

9 大沢野町大沢野浄化センター（富山県） 2,200 

10 安位村」点5地浄化センター（長野県） 1,250 

11 中野市ヒ瀬終末処理楊（長野県） 620 

建設中 12 伊逹市布珠終末処理場（北海道） I,079 

13 栗沢町栗沢 F水終末処理楊（北海道） 2,200 

14 小淵沢町中部浄化センター（山梨県） I, 734 

15 信濃町信濃町北部浄化センター（長野J¥1) 2. 100 
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16 木島平村木島平浄化センター（長野県） 6,200 

17 高鷺村ひるがの浄化センター（岐阜県） 1,960 

18 岩村町岩村浄化センター（岐阜県） 2,200 

19 木曽岬町木曽岬東部地区クリーンセンター（三重県） 1,400 

20 山束町中部浄化センター（兵庫県） 930 

21 I封宮町ハチ高原浄化センター（兵廊県） 1,100 

22 大洲市肱南浄化センター（愛媛県） 3,920 

(4)好気性ろ床法 (BF 元通水 l 早川町赤坂宿浄化センター（山梨県） 230 

法） 3通水 2 郡山市熱海浄化センター（福島県） 1,700 

建設中 3 二見町茶屋クリーンセンター（三重県） 1,999 

(5)単槽式嫌気好気法 3通水 1 名護市喜瀬処理場（沖縄県） 370 

（ツーピー ト法） 建設中 2 志買町南小松浄化センタ ー （滋買県） 1,200 

3 御津町室津浄化センター（兵庫県） 800 

4 加茂町加茂浄化センター（島根県） 1,290 

5 伊香保町水沢終末処理場（群馬県） 322 

6 翌田市鞍ケ池浄化センター（愛知県） 930 

その他特徴ある処理施設

(I)プレハプ式オキ シデ 62通水 1 中之条町沢渡水質管理センター（群馬県） 440 

ーションディッチ法 2 常岡町蛇谷須浄化セ ンター（福島県） 420 

(POD) 3 魚津市川の瀬浄化セ ンター（富山県） 600 

4 可児市久々利浄化センター（岐阜県） 440 

5 多岐町口 田鍛浄化セ ンター（島根県） 290 

元通水 6 上宝村福地浄化センター（岐阜県） 430 

7 西伯町束西町浄化センター（鳥取県） 500 

2通水 8 宮崎町宮崎町浄化セ ンター（宮城県） 600 

9 山田村山田浄化センター（富山県） 400 

10 佐伯町佐伯浄化セ ンター（岡山県） 500 

3通水 11 千代田町千代田浄化センター（広島県） 500 

12 身延町帯金・塩之沢浄化センター（山梨県） 314 

建設中 13 花巻市花巻温泉浄化センター（岩手県） 3,000 

14 高根沢町仁井田水処理センター（栃木県） 750 

15 氷兄市小境浄化センター（富山県） 400 

16 上市町大永田浄化センター（富山県） 600 

17 大門町南郷管理センター（富山県） 800 

18 鹿西町中部浄化センター（石川県） 700 

19 南条町南粂浄化センター（福井県） 1,380 

20 南混町北部浄化センター（岐阜県） 600 

21 丹波町水戸浄化センター（京都府） 530 

22 三次市酒屋浄化センター（広島県） 700 

23 能美町中田浄化センター（広島県） 900 

24 大朝町大朝浄化センター（広島県） 500 

25 越知町越知終末処理場（高知県） 1,709 

(2)トンネル式下水道 4通水 1 鹿島町恵祉処理場（島根県） 2,150 

（クリーンカプセル） 建設中 2 葉山町葉山浄化センター（神奈川県） 12,350 

(3)包括固定化微生物を 2通水 事業団大阪北東エースセンター 480 

用いたアンモニア除

去施設及び窒素除去

施設

（ペガサス）

(4)担体投入型エアレー 建設中 都城市都城浄化センター（宮崎県） 14,400 

ション

(5)高速ろ過システム 設計中 中新田町中新田浄化センター（宮城県）

（ハイクリ ーンフィ

ルター）
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汚泥処理

(I)コンポス ト化設備 57稼（り）J 1 II立 I打滑川処理場（坂城）＼―！）

2 野沢温泉村野沢温泉終末処理楊（長野県）

58稼働 3 所沢市所沢下水処理楊（埼屯県）

4 |し！樺湖下水道組合白樺湖浄化セ ンター（長野県）

5 春II)わI,高蔵寺浄化セ ンター （愛知J¥D

60稼働 6 鶴岡市鶴岡下水処理楊（山形県）

61稼働 7 釆松山 rII市野川終末処理楊（埼玉!rt)

(2)消化ガス発電設備 59稼働 l 沖縄県中部流域下水道那覇ド水処理場

63稼働 2 横浜市金沢下水処理場

(3)下水汚泥溶融システ 63稼#)J l ti,， Il_l !＼！小矢部川流域下水道二」~i争化センター

ム 元稼動 2 滋賀）＼．！琵琶湖流域下水迅湖南中部浄化センター

3 4i業団兵廂西エースセンター

4 4ぢ業団大阪北束エースセンター

2稼働 5 , j~業団大阪南エースセンター

(4)高効率造粒濃縮調質 元完成 1 町田市鶴川第二下水処理楊（束京都）

法 3稼f9)J 2 佐久下水道組合佐久終末処理場（長野果）

(BESTシステム） 3 H吉津村ひえづ浄化センター（秘取JR)

建設中 4 鹿島町煎位処即場 (f.,'i根姐）

5 篠山町篠山現境衛生センター（兵1•11)\！)

6 店村町岩村浄化センター（岐阜JI!)

(5)汚泥焼成設備 2供）Tl 埼 E.Jf！荒川右岸流域下水道新河i芦川処理センター

下水輸送システム

真空式下水道シ ステム 1 2供Jrl I 西条市（愛媛県）

備考

1 平成4年9月の状況を示す。

2 増設工事は、除いている。

口口El

15 t / 11 

4 t I「l
10 t /「l

3 t I I―l 

13 t / 11 

10 t / 11 

7t/n 

270 kW 

1,200 kWX2 

5 3 tDS/ R 

40 tケーキ／11

40tDS/llX2 

10 tDS/ 1-1 X2 

25 tDS/「IX2

ペストシャトル

3 「建設中」は、平成 4年度の建設工;1,に係るものを掲げている。但し、そのうち平成 3年度以前に通水したものは除いてある。
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麗 総務

匹 組織変遷図

区、 溶 芝、度I昭和47年度 I昭和48年度 I昭和49年度 l昭和50年度 I昭和51年度 I昭和52年度 1昭和53年虔 I昭和54年度 I昭和55年度 1昭和56年度

役員

企画総務部

経理部

理事長

理事 (2)

非常動理事(2

監事 (I)

企画総務部

次長 1 

総務課

企画経理課卜←企画課

経理課一—

副理事長

理事 (5)
非常勤理事(J)I

監事 (2)

秘書役 1 • 秘書室

籟査役（人事）11111査役（会計）1 人事課 1 「会計課

←経理部

-←経理課

調査役（資金） 1 | • 資金課

契約課

P 業務部

業務課

調査役（厚生）

調査役（広報）

次長

厚生課 I 

次長一

纂務部 I I I II 
援助課

盲三三□」•----------•----------•--------,--------• 
調査役（建築）

計画部

設計課

設計役

工務部

工務部

- 工事課了 二：工務課

鯛査役（建築） 建築課

鯛査役（設備）

設備課

首席考査役

首席考査役
考査役

408 

調査役 （ぶ）

機械課

電気諜

調査役（検査）1 1• 工事検査諜

謂査役 （孟 ）

次長 1 



ロロロ

|（注） （ロロ〕は名称変更j
昭和57年度 昭和58年度 昭和59年度 昭和60年度 昭和61年度 昭和62年度 昭和63年度 平成元年度 平成 2年度 平成 3年度平成 4年度

| I 広報課

調査役
（維持管理）

上席謂査役

［技術管理課］

謂査役は）←―---

［計画第一課l| | )• ［計画課］

［計画第二課］← ―――→[［広閑誓3:]
［広域処理

管理課^

（大阪支社次長
（技術）へ）

調査後
（情報シスアム）＇
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区ゞ (!I昭和47年度 I昭和4B年度 l昭和49年度 I昭和50年度 I昭和51年度 I昭和52年虔 I昭和53年度 I昭和54年度 I昭和55年度 I昭和56年度

試験研修本部

……•ー9…………<· ……----- • ----------- ―菫管理襄--- ---ト------ ----• ヤ ・・ ……… 令 ． ．．．．．．． ． ．． ． ト・ ・・ ・・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ト・・ ・- ------•← --------．．
研修部•

技 1研修部 1研修指導課

術

研修企画課

教授等

開 ＿＿――---------------------------------------------------―I―-----------1―-----------i―-----------r------------1-----------―1―-----------
発1--------1試験所 1 | l試験部

研

修 1技術開
発部

本

部
'（試験部）

（試験所）

東京支社

大阪支社
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試験課

鯰括主任研究員
（水質），

東京支社
| 

次長（事務）I

総務課

工事課

鯰括主任研究員
（汚泥）

次長（技術）

設計謀 1 1設計第一鰈

調査役（建築）←←建築課

設備課

調査役（設備）

籟査役（試運転）

設計第二課

閲西支所 I 卜 大阪支社

次長（事務）

次長（技術）

総務課

受託工事課--+-工事課

設計課 1 q設計第一課

設計第二課

1調査役（建築） 1 1 • 建築課
設備課

調査役（設備）

調査役（試逼転）

鯰括主任研究員
（基慌 ・構造）

機械課

電気謀

機械課

電気課

調査役（検査）

調査役（検査）



ロロロ

昭和57年度 I昭和58年度 I昭和59年度 I昭和60年度 I昭和61年度 I昭和62年度 I昭和63年度 l平成元年度 I平成 2年度 I平成 3年度 I平成 4年度

枝術開発研仔本器

¥

，

 

調
ら

部
か

画
役

計
査

9
_

、

［技術開発部］

［技術開発課］

総括主任研究員
（技術評価）

捻括主任研究員
（バイオ
テクノロジー）

掴査役（計画設計） 計画設計課

［設計第三課］

［設計第四諜］

［設計第五課］

技術指導楳

調査役（経理）

穎査役
（小規模施設）

‘‘
 

次長（技術）

調査役（計画設計） 計画設計課

（設計第三諜）

（設計第四課）

（設計第土諜）1 | ｝， 

►肢術指導謀
調査役
（経理）

鵡査役
（小規模厖設）

L事菓部
建設課

調整課

管理課

叩査役（電気潟竪I
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2.事務所組織の変遷

（注） ↓は事務所の名称変更 日1

設百等年月日は、設醤、移転、又は名称変更年月 平成 4年10月1日現在

事務所名 設置場所 設置等年月日 廃止年月 日 事務所名 骰置場所 設置等年月日 廃止年月 H

道央工事事務所 北海道 57 10 1 58. 10. I 茨城県 I 10 I 

石狩郡 （総合葎務所へ） 西茨城郡 （再設沼）

当別町 友部町

北海道工事事務所 北海道 54 10 1 58 10 1 北栃木工i事事務所 宇都宮市 50 6 1 

虻田郡 （総合ホ務所へ） 今市市 54 1 15 
虻田町

栃木工事務所 60 4 1 

室蘭工事事務所 室閾市 49. 6 16 54 4 1 宇都宮市 56 5 28 

北海道総合事務所 札幌市 58. 10 1 栃木工稟i事務所 小山市 48 7. 16 

岩木川工事事務所 弘前市 56 10. 1 62, 4 1 
南栃木事事務所 50 6 1 

齊森工事事務所 八戸市 63 4 l 3 4 1 佐野市 51 II I 

北上川工事事務所 盛岡市 50. 8 1 
足利市 52 5 1 

岩手県 50 11. 1 56 1 1 
栃木市 53 11 16 

紫波郡 栃木県 58 10 1 59 4 I 

都南村
河内郡

北上市 56 9 1 
上三川町

（再設甜） 利根川工事事務所 前橋市 56 4 1 

岩手工事事務所 -I関市 62 10 15 群馬貼 56 8 16 

水沢市 1. 12 25 佐波郡

玉村町

石巻工事事務所 石巻市 52 10 1 群馬工事事務所 63 4 I 

宮城工事↓事務所
北埼王工事事務所 深谷市 56 4 1 

54 12 1 
川越市 62 9. 1 61 1 1 

古川市 57 10 1 

仙台市 59. 12 12 埼玉工事事務所 川越市 48. 7 1 

秋田工事事務所 秋田市 53 7 1 
束松山市 48. 11 1 

大曲市
川越市 54 1 15 

60. 1 l 

秋田市 I. 11 15 
坂戸市 56, 8 I 59. 4. 1 

三郷市 61 4 1 

山形工事事務所 酒田市 51. 9 1 55 12 15 （再設置）

上山工事事務所 上山市 53. 8 1 坂戸市 3. 5 1 

↓ 飯能工事事務所 飯能市 51 12. I 

東山形工事事務所 55 10. 1 
↓ 

山形工事↓事務所

天童市 57 5 15 西埼王工事事務所 52 10 1 56. 4 1 

60 4 1 
中JII工事事務所 三郷市 52 11. 1 58. 4. 1 

福島工事事務所 会津若松市 54 8 1 

郡山市 57 12. 20 江戸川工事事務所 船橋市 50 5 l 

潮来工事事務所 茨城県 49 4 1 

↓ 
↓ 

行方郡 市川市 52 12. 23 

潮来町 千葉工事事務所 61 10. 1 

茨城工事事務所 50 9. 1 

土浦市 50 10. 20 
東京工事事務所 港区 50 ll 1 

下館市 54 8 1 
葛飾区 50. 12 24 

水戸市 56 6 10 
港区 56 12. 25 

勝田市 59 4. 1 61. 4 1 東東京工事事務所 江束区 2. 4 1 
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口口日
事務所名 設置場所 設置等年月日 廃止年月日 事務所名 設置場所 設置等年月 日 廃止年月日

町田工事事務所 町田市 48, 7 l 沼津工事事務所 沼il! I II 49 8 16 

↓ ↓ 

西東京工事事務所 50 8 16 静岡工事事務所 50 9 1 

八王子市 53 4 1 富士「II 53 12 25 

町田市 56 8 12 58 12 1 位；上窮rII 55. 2 1 

神奈川工事事務所 川崎市
藤枝IIj 57 2 16 62 4. 1 

50 7 16 
（静岡へ）

横浜市 50 12 1 

川崎市 55 2 1 55 7. l 春日井工事事務所 it I―1)1汀Ii 48 7 25 

↓ 
名占屋IIi 50. 12. 15 

東神奈川工事事務 横浜市 58 12 1 
愛知工事事務所 51. 11 l 

所
岡崎rl1 53. 12 15 

西神奈川工事事務 秦野rIi 53. 8. l 知多Il了 55. 4 1 
所 鎌倉市 57. l 16 尾張旭,n 58. 6 1 

川崎市 59 11 l 東海工事事務所 瀬戸市 61. 10 l 

長岡工事事務所 長岡市 48 7 l 52 5 16 ↓ 
東海総合事務所 名古樫'" 2. 10 1 

新潟工事事務所 新津市 52 5 16 

新潟市 52 8 16 
蒲郡工事事務所 蒲淵lrli 48. 7 16 53 3 31 

新津市 56 4 1 武生工事↓事務所 武生 I•I了 51 9 16 

加茂市 61. 12 1 

三条市 l 12 1 福井工事事務所 53. 7 1 

富山工事事務所 氷見市 54 8 1 
鮪江市 55. 6 1 

↓ 
高岡市 59. 4. 1 

勝山rli 58. 7 l 

北陸工事事務所 2 4 1 
福井県 60. 10. 1 
吉田It1i

石川工軍事務所 松任市 56. II. I 2. 4 1 水平寺町

糾ii_[r1了 63. 5. 1 
北長野工事事務所 長野市 53 8 1 

福）FrIi 2 9. 12 
中野市 57 4 1 60 12 1 

（長野へ） 琵琶湖工事事務所 平ill市 53 11. l 

長野工事↓事務所 諏訪市 50 7 16 大津市 57 11 1 

草津市 61 1 1 

南長野工事事務所 53 8 1 60. 12. l 彦根rI了 63 1 1 

（長野へ） 1;i i 1! rIl 3 6 1 

長野工事事務所 松本市 60. 12. 1 桂）1|工事事務所 京都rli 50 5 16 

高山工事事務所 高山市 49. 8. l 54 11 l ↓ 

京都工事事務所 50 12 1 

恵那工事事務所 恵那市 51. 8. l fI.＼岡市 57 1 1 1 5 58 4 1 

↓ 
木津川工事事務所 大阪IIj 57 6 17 

岐阜エ車事務所 52. 7. 16 
↓ 八幡rII 58 3 1 

大垣市 54 4 1 
京都工事事務所 58 4 1 

土岐市 57 4. 1 60 10 1 

大阪湾工事事務所 泉大津市 51 11 16 
東静岡工事事務所 静岡県 53 11 1 

大阪府 62 1 16 
田方郡

函南町
泉北1}|｛

忠岡町

， 富士市 61 4 1 
泉佐里frII 63. 11 1 

静岡工事事務所 62 4 1 

沼津市 1. 4 1 
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事務所名 設置場所 設置等年月日 廃止年月 日 事務所名 設置場所 設置等年月日 廃止年月日

大阪工事事務所 大阪市 60 9 1 徳島工事事務所 徳島市 53 10. I 55. 10 15 

（支社） 59 5 1 60 4 l 

（現地） 60 12 1 （再設箇）

神戸工事事務所 神戸市 50 7 16 香川工事事務所 丸他1了 48 7 16 

↓ 香川li! 53 11 14 

兵庫工事事務所 54 12 1 木11J郡

姫路市 55 2 16 牟礼町

西宮市 63 3 1 香川Jil 54 11 30 59 5 1 
綾歌郡

高野工事事務所 和歌山県 52 11 1 55 11 10 字多津町

伊那郡 丸亀IIj 60 4 1 
高野町 （再設甜）

米子工事事務所 米子市 50 12 1 四国東部工事事務 60 11 1 

鳥取工事↓事務所

所 徳品市 61. 12. 15 

53 7. 16 
品松市 63 IO 1 

鳥取県 54 4 1 59 4 ］ 
東愛媛工事事務所 新届浜市 50. 10 1 

束伯郡

羽合町 ↓ 

愛媛工事事務所 西条市 56. 12. 1 
宍道湖工事事務所 松江市 50 5 16 57 11 15 

北条市 60. 4 1 
出雲市 59 6 1 

今治市
（再設凶）

63. 11 1 

島根瓜 59 8 1 
今治工事↓事務所 今治市 48. 8 1 

簸川郡

大社町

山陰工事事務所 61 8 1 愛媛工事事務所 49. 12 16 53 3. 31 

松山市 4 5 1 
高知工事事務所 高倒1市 54 12 16 58 4 1 

玉野工事事務所 玉野市 51 9 16 59 12. 1 

岡山工事↓事務所

（再設甜）

54 7 1 
北九州 ・大分工事 北九州市 50. 8 16 

笠岡市 56 4 1 63 10. 1 事務所
（岡山へ）

↓ 

東岡山工事事務所 笠岡市 58 10 1 北九州工事事務所 53. 8 1 

↓ 玉野市 58 11 16 福岡l¥ー！ 55 12 15 

岡山工事事務所 63 10 1 
述買郡

＇ 
芦屋町

岡山市 4 9 16 
福岡工事事務所 宗像1.|i 57 4 1 

呉工事事務所 呉市 50 10. 16 

九州北部↓工事事務
↓ 59. 12. 1 

広島工事事務所 広島市 51 1 l 所

北）し州市 60. 4 l 
岩国工事事務所 岩国市 53 4 1 56 12 31 

恥栖rII 61 12 15 4 10. 1 

山口工事事務所 新南楊巾 50 8 1 （北九州総合

防府市 51 2 1 
へ）

山口市 55 4 l 北九州総合事務所 北）し州市 4 10 l 
山日）＼l 58 4 1 
吉敷郡 福岡工事事務所 福岡d1 50 10 1 56 4 30 
小郡町

徳山市 60 8 l 4 10. 1 長崎工事事務所 長崎III 55 10 1 60 2 1 

（北）し州総合

へ） 佐賀工事事務所 佐買 rli 48 11 I 54 1 15 
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口口El
事務所名 設置場所 設置等年月日 廃止年月日 事務所名 設置場所 設置等年月日 廃止年月日

熊本工事事務所 宇土市 50. 8. 16 兵庫広域処理工事 大阪市 61. 5. l 

玉名市 51. 9. 16 事務所

荒尾市 55. 4. I 

↓ 
尼崎市 62. 4. 1 

八代市 58. 5. I 

熊本県 60. 5. I 兵庫広域処理事務 63. 10. 1 

下益城郡 所

↓ 松橋町

熊本県 61. I. 1 兵庫東広域処理事 1. 10. I 
飽託郡 務所

北部町

熊本t|i 3. 3. I 兵庫西広域処理事務所 姫路rli l. 10. 1 

（北部町、熊本

市へ合併）

人吉工事事務所 人吉市 53. 7. J 57. 4. 30 

大分工事事務所 大分市 53. 8. l 

九州東L工事事務 62. 4. l ~ . 10. 1 
所 （北九州 総合

へ）

宮崎工事事務所 日南市 54. 10. l 

H向市 59. 4. J 62. 4. 1 

鹿児島工事事務所 鹿児島市 50. 8. 16 

↓ 
九州南部エ車事務 4. 10. I 
所

沖縄工事事務所 本部町 49. 1. 1 

名護市 50. 8. l 54. 4. 30 

浦添市 56. 9. l 
（再設i在）

石川市 56. l l. 20 

糸満市 60. 4. I 

那覇市 2. 11. 1 

大阪広域処理工事 大阪市 63. 2. J 
事務所

枚方市 63. 3. I 

大阪広域処理事務 63. 10. 1 
所 大阪府 1. 11. l 

泉北郡

忠岡町

大阪北東広域処理 枚方市 2. 6. I 
事務所

大阪南広域処理事 大阪府 2. 6. 1 
務所 泉北郡

忠岡町
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3.歴代評議員

昭和

48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 

48 2/21 ； : 54 2 ~: ''16 2/21 ： ' ' : 

I 田辺国男（山梨県知事） II 竹内藤男（茨城県知事）

48 3/22 ， : ， ＇ ， : : 
＇ 

； 

| 山本壮一郎 （宮城県知事）

48 2/21 : ': : ': : ': 51 12/14 52 3/3 : ' : ＇ ： ： ； ： 

I 平野三郎（岐阜県知事） I I 上松陽助（岐阜県知事）

： 
： 

， ： 

野崎欣一郎（滋賀県知事） 坂井時忠 （兵廊県知事）

48 2/2l ：: : ＇: ： ：: : ＇ : ： ． 
57 2/＇ 20 3/2 

I 久保勘ー（長崎県知事） II高田勇（長崎県知事）

48 2/21 ＇ ， : 

： ： 
， 

， 
； 

: ： 54 2/21 

| 板垣武四 （札幌市長） | 高田景次（秋田市長）

48 2/21 ： : i ＇ ： 5， ＇ 4 2/2l ＇ 
： 

： 
： 

58 4/26 8［ /1 

吉田豊信（姫路市長） I 青木茂（豊橋市長） I 
48 2/21 ， : 50,'''4/30 8/1' ' ' : ＇ 

武田義三（池田市長）II 木崎正隆（守口市長）

48 2/21 ＇ : 
， 

I 寺島重雄（前日本下水道協会専務理事）

48 2/21 ， ＇ : : ： 
， 

， 

: : 

| 左合正雄（東京都立大学名営教授）

50 8/， 1 ： 9 : 52 6/1 ： 9 : 

： 
58 3/9 二4/25 

宮澤弘（広島県知事） 平林鴻三（鳥取県知事）

50 8/， ， ， 1 
， 

＇ ， ： 

I 前川忠夫（香川県知事）

50 8/， ， 1 ， 54 '''4/29 8/i' ' ' ' ： 
， 

： 

| 小池嘉子（宇都宮市長） I I 栗田政夫（小山市長）

50 8/1 
＇ ； ； 57 1/'： 22 5/1 ： ' : 

羽藤榮市（今治市長） I I小林孝平（長岡市長）

50 8/， 1 ： 56 8/1， ， : 

I 町田 稔（首都圏不燃建築公社理事長） I吉兼三郎 憫翡贔石如上長）
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59 60 61 

竹内藤男（茨城県知事）

口国□
（平成 4年 10月ILI現在）

63 
平元成年

印-
62 2 3 4 5 6 

63 2/21 3 ， 2/21 6 2/20 

⑲ | R 

山本壮一郎（宮城県知事）

： 

上松陽助（岐阜県知事） 。
2
 

／
 

2》

,
.
 

6
 

: : 61.11/23: 62.2/1 63.2/21 

，忠（兵庫県知事） ［ 温攣 訓 ⑱

， ： ビニ―63 3/2 

高田勇 （長崎県知事） 1 ⑲ 

： 

高田景次（秋田市長）
21R 

／
 

2
 

,3
 

6
 

633~ 8/9: □三：ii:＇ロ: 4/29辞任：

63.2/21 J[.2/5 3/15 : ~/ 21 

`|  1見原拓（岐阜県知事） I ⑲ 

:i.2/21 8/1 : 6:2/20 

巳I荒巻禎一（京都府知事）

: 6/26辞任：

:3 3/2 : 4.8/I :6.3/I 

: 平朗跨彦（大分開知事）

24虚三， 
6.2/20 

: 61.2/15 3/25 : 63 2/21 

高瀬信二五五i五五］1原田文也（茅野市長）I R 

62.7/31 ・クじピ

木崎正隆（守口市長）

： 
63 2/21 : 

l 戸谷松司（姫路市長）

6i2/21 

寺島重雄（前 日本下水道協会専務理事） 1 ⑲ 

左合正雄（東京理科大学教授）

63.2乙

R 

3 ＇ 2/21 6 ヽ2/20 

I@ 

3 ， 2/21 6 ， 2/20 

I ⑲ 

3 2/21 6 ＇ 2/20 

」
392丁/21 

竹下虎之助（広島県知事）

62.8△ 
⑲ 

: : 61.9/4 10/15 62.8/1 : 

前川忠夫（香川県知事） I旦旦雪旦□五
l~/ 16 : 62.8/1 : 

増山道保（宇都宮市長） ⑲ 

9/30: 
I I 

8/1: : 62.8/1 : 

I 平田吉郎（高山市長） I⑮ 

59.5/31 : 

598~ 

⑲ 

2 8/1 ＇ : 5 7/31 

I ⑲ I 
2 8/1 : 5 7/31 

I ⑮ 

2 8/1 ＇ : 5 7/31 

IR I 

62.8牛：

R 

2.8/1 : 6/1 : : 5.7/31 C!JI 小川亮（徳山市長）I 
3 4(25 

2.8/1 : : 5.7/31 

⑲ 
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4. 歴代役員

` ¥ | 
師、

年 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 

理事長

副理事長

理事

（企画総務）

王里 事

（経 理）

理 事

（計 画）

理 事

（エ 務）

理 事

（業務・技術開

発研修本部）

監 事

監 事

非常勤理事

（全国知事会）

非常勤理事

（全国市長会）

非常勤理事

（政令指定市）

47. I 1/1 50.11/1 52. 1/12 53. 11/1 

I 関盛吉雄（建設省） I R |1吉兼三郎（建設省）1R
51. 12/31 

50. 8/1 52.1/12 53. 8/1 

吉兼三郎（建設省）1 久保赳（建設省)| R 

55. 6/1 56.11/1 

久保赳（建設省)|R 

55. 6/1 56. 8/1 

証経（訟省）1 ⑲ 

52.1/11 

47.11/1 50.11/1 

I 胡子英幸（自治省） I ⑲ 

埠伯足（達設省）

53.4／い
50.8/1 52 6/27 7/1 53.8/1 

1藤原重信（大蔵省） 1栂和久男蹟§)|R 

本昂文男（束哀椙）

50.8/1 52.1/12 53.3/2 

久保赳（建設省）1細—臥（楕甜i)' R-II 
ーー

47.11/1 50.11/1 52.1/12 53.8/1 

池田一郎（横浜市） I ＠ |岡崎忠郎（建設省） 1 ⑮ 

55.5/31 

56.8/1 7/1 

[ 
57. 5/31 

⑲ 

56. ll/1 

⑲ 
＇ 57. 11/2 

56. 8/1 

遠山啓（建設省）

岩Ill荘治（昔察庁）

47.11/1 

橋本正之(I|」17県）

⑲ 

⑲ 

遠届文夫（月沿省）

50. 8/1 

細輝（建設省）1担Ill;B雄（悲詔i)|9 | R 
52.1/11 2/16 53. 4/1 11/1 

50.8/1 11/1 

鵡謡（自揺I

『08；藤文夫（自｀｀13]古⑲
4/16 8/1 

奥日良三（奈良県）

55.10/1 56.11/1 

ト紐ー（編）1 ⑪ 

47.11/1 

長谷川俊之（昏察庁）
ll
-@
 

ーー3
 

5
 

52. 6/1 53.11/1 

宮澤弘（広島県） 1 ⑲ 

R 
56.4/1 ll/1 

50.8/1 11/1 

平山肯三（浜松市）

47.11/1 

渡辺浩太郎（新淘市） ⑲ 

50.8/1 11/1 

小池懃(I察庁）

53.11/1 8/1 56.11/1 

亘］ 1岡崎平夫（岡山市） 1 ＠
54. 4/30 

50.8/1 8/1 8/1 8/1 8/1 8/1 8/1 8/1 

|『嘉誓嘉悶彗芦瓢り畠麿llrrl_市守賢喜，髯，胃l
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口口El

58 59 60 61 62 63 元 2
 

3
 

4
 

5
 

任期満了日

大冨宏（建設省）

R
 

R
 

遠山啓（建設'(i) 玉木勉（建設初

| R |吉田公二（建設省） I↓IR 台健（建設省）

59. 6/16 11/1 

遠山啓（せ改省）
| 

58. 6/2 59. 6/1 

8 1大窟庶（せ設省） 合

62.6/1 11/1 63.6/1 

吉1!1公二（建設省）

2.7/1 ll/1 

台健（建設省）

3. 9/20 

台
5.10/31 

R6316/:木勉（建設；汀l| g 39位）本至（建設省）

62.5/31 8/163 5/31 

59. 8/1 
＇ 佐藤殻三（建設省）

60 9/17 

］川澄人（建設省）

2.6/30 8/1 3.9/19 

三本木健治（建謡）

元．8/1

R
 

R
 

R
 60. 9/16 62. 8/ l 2. 11/l :J.8/l 

中本
5.7/31 

三本木
5.7/31 

58 7 / ~ 8/ I__ 7 I 1s _fil_割l

R |西内彬（大如省ifIJI小谷善韓（臨鉾lHI | 
60 6/30 

8/1 3.8/1 4.7/1 

⑲ _J倫森芳夫（大蔵省）IR |中島勝E嘘 h)|
元．7/19 4 6/30 

汎広（大阪旧）
| 

59.4/1 
＇ 輝婿ー（韓1Ii) R

 59.3/31 ll/1 

玉木勉（建穀省）

62. 11/1 元．11/1 3.11/1 

L__J松崎茂樹（康紅Ii)| R 
元．10/31

R
 

62.8/J 63.6/1 元．8/1 3.8/1 9/20 

R |中本至（兄設省1| R |R1 福井経ー（悲改名）

中村薩夫（月治省）

63. 5/31 3. 9/19 

苫米地行三(ff治省）

R | ウ | R 61 1|0/1 ↓ | R|］贔H冶：)111/1 R 3 ll/|1; |4/； 国（出紐I

58.11/16 59.11/1 61.9/30 62.11/163 3/31 4 3/31 

中島
5 7/31 

松崎
5.10/31 

福井
5 7/31 

清野
5.10/31 

59.11/1 

門駿爾（贅和庁）
I 

62. 4/l 

R
 

⑲
 

叫町相察庁）

元．11/1 3.4/1 

⑲ | i 
3.3/31 11/1 

⑲
 

野本
5.10/31 

苫和妬三（自治省）

58. 11/16 

62.3/31 11/l 

桝原勝美(flit濱）
I 

10/[5 

R
 

R
 

元．8/16 3.8/16 4.7/1 

相馬実（自治省） I R |小林紘(fl柑fi)

59.8/]6 61. 9/30 62. 8/16 元．8/15 4. 6/30 

／」ヽ林
5.8/15 

中村醤夫(flih省）
60.2/1 

君健男（新潟県）

63.2/1 

R
 

望月幸明（山梨県） 上田繁潔（奈良lI!）

□8い168/〗l /27 高'6.7/31 

8/1 62.11/1 

I中村時雄（松llll1i)| R 
8/1 11/1 

L_j |釘 石井亨（仙台lh)|
元 1l/1 3.5/1 

桂信雄（腹 ,ti)

8/1 8/1 8/1 8/J 8/1 8/1 

1日1ドt|
6/l I 8/1 

大島靖宮崎辰 荒木武末吉興ー 原敬 垣武四口̀:□
（大阪 lII)（神） ＇11i)（／ム［如Ii)（北九州市）（福岡市）（札柑lI) （川崎di)（横浜 IIi)

石井
5.10/31 

高秀
5.7/31 

8.7/31 59.7/31 60.7/31 617/31 62 7/31 63.7/31 JC.7/31 2.7/31 3.5/1 7/31 4.7/31 
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5. 歴代幹部職員
（注） （役職名）旧組織名を示

〔氏名）扱を示す

（氏名）煉務を示す

役 議 名 氏 名就任年月日 離任年月日

顧問 久保 赳 59 6. 17 現在

玉木 勉 3 10. 1 現在

常任参与 安田靖一 53. 11. 16 57 11. l 

藤井秀夫 58. 4 l 元 3 31 

村上 仁 元． 9 1 現在

企画総務部長 重 元 良 夫 47 11 1 48. 7. 31 

難波通雄 48. 8 1 51. 2. 28 

西山良IIfi 51 2 29 54. 4. 15 

末沢普勝 54 4 16 55. 6 30 

店橋昭治 55 7 1 57. 10 4 

竹内 啓 57. 10 5 60. 9 30 

保田悠紀雄 60. 10. 1 63. 7 18 

〔中川澄人〕 63 7 18 63. 7 19 

山口周三 63 7 20 4. 1 15 

藤條邦裕 4 1 16 現在

次長 染崎 久 47. 11 l 49. 4 30 

49. 5. 1 

経理部に改絹

篠原秀吉 54 4 16 57 5 1 

吉田 堅一 57 5 21 59, 4 11 

小垣原尚生 59. 7 2 61 6 30 

川田 友雄 61 10. 1 元． 6 30 

白井信之 冗 7 1 元． 12. 1 

山辺俊明 2. 1. 16 2 12 17 

細田尚敬 3 l 7 3 6 30 

角 田 干 平 3 10. 16 現在

〔秘書役〕 矢板芳男 50 8. 1 53 4 5 

秘書室長 矢板芳男 53 4. 6 55 7 15 

首藤英生 55 7. 16 56 6 15 

野口紀雄 56. 6. 16 59 6. 15 

川幡年秋 59 6. 16 59. 11. 9 

北野 一成 59 11. 16 60. 6 30 

生l1l 喬一 60 7. 1 62 6 15 

山本 偕 62. 6. 16 63 11. 15 

゜
都原正守 63 11. 16 3 6 30 

゜
碓井 1I 3 7. 1 現在

総務課長 佐藤和男 47 11. l 49 8 31 

野 田 正 弘 49 9. 1 50 4 30 

竹内 啓 50 5. 1 51 4 30 

畑 正一 51. 5. 1 53 6 15 

上村 光 53. 6 16 56 3 31 

鈴木省三 56. 4. 1 58 6 30 

川村良典 58 7 1 60. 1. 15 

〔竹内啓〕 60 1 16 60 2 ， 
内藤 勇 60 2. 9 63 6 15 

馬渡五郎 63 6 16 元 8 10 

辻原俊博 元 8.11 2. 7 4 

原 田 秀 逸 2 7 5 4 6 25 

鈴木 敦 4 6. 26 現在

420 

平成 4年 10月1日現在

役 臓 名 氏 名就任年月日 離任年月日

〔調査役（人事）〕 篠原秀夫 49. 7 1 51. 5. 15 

人事課長 篠原秀夫 51. 5. 16 54 4. 15 

吉田堅一 54. 4 16 55 6 1 

恒松和夫 55. 6 2 57 6 15 

川上利夫 57. 6 16 59. 6. 30 

藤澤 廣 59. 7 l 61. 6. 30 

八島幸男 61. 7 1 元 3.31 

佐々木年三 元． 4 1 2 3. 31 

藤井秀臣 2. 4 1 4 6 25 

梅田勝利 4 6 26 現在

〔調査役（会計）〕 関口公男 50. 8 1 52. 4 30 

会計課長 関口公男 52. 5. 1 53. 5. 31 

〔西山良晴） 53. 6 1 53. 6. 15 

山本 博 53, 6. 16 55. 12. 31 

小熊 56 1 1 59 4 30 

白井信之 59 5 1 61 9 30 

小林袈裟雄 61 10 1 元 6 30 

深井査智朗 冗 7 l 元 9 19 

〔山口周三〕 元． 9. 19 元 10 1 

高田光男 元 10. 1 3. 6. 30 

花房禎呑 3 7 1 現在

〔企画経理課長〕 野田正弘 47, 11. 1 48, 4. 30 

企画課長 野田正弘 48. 5. 1 49, 8. 31 

三島義教 49. 9. 1 51. 4. 30 

竹内 啓 51 5 1 52 1. 31 

杓根啓介 52 2 1 53 10 31 

竹本直一 53 11. 1 55 6 ， 
鈴木省三 55. 6. 10 56 3 31 

由良範泰 56. 4. 1 59 7 15 

松岱泰生 59. 7 16 62, 7. 31 

生亀孝志 62 8 1 2 7 ， 
番楊哲晴 2 7 10 現在

〔経理課長〕 山口秋信 48. 5. 1 49 4. 30 

49 5 1 経理部経理

課に改紐

〔調査役（厚生）〕 吉田堅一~ 52. 4, 1 54 4 15 

厚生課長
野田岩雄 54. 4 16 55. 4 6 

野田岩雄 55. 4. 7 57 7 31 

川幡年秋 57. 8 1 59 6. 15 

北野一成 59. 6 16 59 11 15 

野木丈平 59. 11. 16 61. 9 30 

野口紀雄 61 10, 1 63. 3 31 

有沢清隆 63. 4. 1 元 8 31 

前川博正 元 9 1 4 3 31 

山下 忠 4 4 1 現在

〔調査役（広報）） 北野一成 53 9. l 58. 4 4 

広報課長 北野一成 58 4. 5 59, 6. 15 

野口紀雄 59 6 16 61 9 30 



口口El
役 臓 名 氏 名就任年月日 離任年月日 役 職 名 氏 名就任年月日 離任年月日

広報課長 米介安雄 61 10. l 3 I 6 契約課長 小林茂教 61 4 1 62 10 31 

堺Il| ＇,,;，；雄 3 I 7 4 3 31 深JIf訊＇朗 62 11 2 Ji: 6 30 

iii i / | | t!,l．I I :. 4 4 l 視,(1: 佐藤手IIリ｝ J一し 7 1 3 6 30 

〔調査役（用地調整）〕 秦 康火 62 7 l jじ 5 28 必多t19i秀輝 3 7 1 4 3 31 

｝じ 5 29 ,11111,1部1.i.;1或 小介乙男 4 4 2 現在

処PI索・Pl！諜 業務部長 坂 弘二 50 8 I 52 3 31 

に改組 ,ki){ i（f勝 52 4 1 54 4 15 

経理部長 ：ド崎 久 49 5 I 50 3 31 〔本郷文男〕 54 4 16 54 4 30 

窮崎リj美 50 4 1 52 6 30 野Il1,1:．弘 54 5 l 57 6 30 

＇，；-木 弘 52 7 1 54 3 31 ＇沖根啓介 57 7 l 59 7 31 

石田栄一0 54 4 l 57 2 14 川村直迅 59 8 l 61 6 17 

〔高木窃犬〕 57 2 15 57 2 28 松山雅II(｛ 61 6 18 ）じ 6 29 

品 橋敬造 57 3 1 59 6 30 内Ill 耕一 Je 7 l 3 7 5 

石崎 巌 59 7 I 60 8 6 111 i込範泰 3 7 6 視イl:

佐藤孝火・ 60 8 7 62 7 8 業務課長 武111 篤犬 50. 8 1 51 l 15 

渋谷 午 義 62 7 ， 2 3 30 川本禾II男 51 l 16 52 3 31 

菊池 1;i:イ→ 2 4 ］ 現在 谷II 文火 52 4 I 53 6 13 

次長 （イ,111栄一） 56 4 16 56 6 30 八木欣之介 53. 6 14 54 4 30 

長Ill 文栄 56 7 I 58 7 4 西i){ ／匹犬 54 5 1 56 3 31 

Ell'11 栄一 58. 7 5 60 7 30 神林席元 56 4 l 58 3 30 

梢木オ｝以i 60 8 1 62 11 1 松nli fIII,1.t 58 4 2 60 7 15 

小 林 茂 教 62 11 1 63 7 31 仰々木」E秀 60 7 16 62 3 30 

細Ill 尚敬 63 8 16 元 6 30 大野慎一 62 4 l 63 3 30 

小林袈裟雄 ）じ 7 I 3 6 30 〔松山雅II召〕 63 3. 30 63 5 I 

佐藤和男 3 7 l 視在 濱崎 ,;<， : 63 5 2 3 3 30 

経理課長 11111 秋佑 49. 5 l 51 4 30 
（内Ill賜ー） 3 3 31 3 4 16 

111中栄一 51 5 1 53 7 5 
•I9.F ', 俊一 3 4 17 4 3 31 

上藤桂,,j53. 7 6 55 7 7 
小能9 9 9 9 

博， 4 4 l 視,(F.

赤羽尤尚 55 7 8 57. 6 29 援助課長 西l.LI ff火： 50 8 l 50 l O 31 

坂牧 教 且 57. 6 30 59. 7. 12 （武Ill篤大） SO 11 I Sl 1 15 

17野勝之 59 7 13 62 7 ， 武田篤夫 51 1 16 51 3 31 

松谷克利 62 7 10 ;c 3 31 イi)1 1 廣 51 4 17 54 I 31 

〔渋谷孝義〕 元 4 l ;c 7 12 〔木沢i（f勝〕 54 2 l 54 3 31 

紺谷禾II犬 元 7 12 4 7 ， 安藤 茂 54 4 I 57 3 31 

i I！村中：作 4 7 10 現在 菊池 ll淵'i 57 4 l 59. 6 30 

〔調査役（資金）〕 小介辛治郎 49 7 1 51 5 15 稲場紀久雄 59 7 l 60 3 31 

資金課長 小れ辛治郎 51 5 16 52 6 30 Ill野品男 60 4 l 62 3 31 

福 I •11 英 Ill: 52 7 I 55 7 15 射．隈保犬 62 4 J ;c 3 30 

市橋 ti恥＇i 55 7 l6 57 7 ll :/,Jil 1'11秀 元 4 l 2 3 31 

前田剛志 57 7 12 59 7 15 大鴫 ，片雄 2 4 1 4 6 29 

川木紺男 59 7 16 61 7 14 瀬藤 一郎 4 7 2 現在

松岡 信 之 61 7 15 63 7 7 調査役 ,,,1・「 1E雄 59 4 12 )C 3 3 l 

i［藤蒋 1,• 63 7 8 jじ 9 29 （維持管理） 堺 l f•雄 Jじ 4 l 3 3 31 

染野 l~ 火 ）じ 9 30 3 3 30 /I I II 汗，.,, 3 4 l 現在

長鴫宏文 3 4 3 現在 〔技術部長） 述111 啓 47 1 I I 49 4 30 

契約課長 田丸勝ll)I 49 5 1 50 5 15 計画部長 述111 啓 49. 5 1 50. 7 15 

〔｝匂崎リ］美〕 50 5 16 50 5 31 I.：木 勉 50 7 ]6 52 J 31 

川本和男 50 6 l 51 1 15 伊藤俊美 52 2 16 54 7. 31 

占沢次男 51 l I 6 54 6 30 中本 f 54 8 I 56. 6 ， 
小能．．、 54 7 1 55 12 31 山Ill 睦郎 56 6 10 56 11 1 

古川腎二 56 I I 58 6 30 〔本郷文 男〕 56 II 2 56 11 30 

梢木オ左イi 58, 7 I 60 7 31 辻 栄一 56 12 1 57 6 14 

〔積木オ左れ〕 60 8 l 61 3 31 斎藤健次郎 57 6 15 59 6 15 

421 



役 職 名 氏 名就任年月日 離任年月 日 役 職 名 氏 名就任年月 日 離任年月日

計画部長 安藤 茂 59.6. 16 60. 3. 31 広域処理管理課長 秦 康夫 元． 5. 29 4. 6. 30 

中川幸男 60. 4. 1 63. 6. 1 三桧栄一 4. 7. 1 現在

奥井英夫 63. 6. 4 3. 7. 15 設計課長 永田伸之 49. 5. l 50. 5. 31 
亀田泰武 3. 7. 16 4. 9. 30 松本克己 50. 6. 16 52. 2. 15 
堂々 功 4. 10. 1 現在 奥田 康 52. 2. 16 52. 12. 1 

〔技術部次長〕 原 徳安 47. 11. 1 49. 4. 30 佐藤 .. （ムロ 52. 12. 2 54. 7. 31 

〔計画部次長〕 原 徳安 49. 5. 1 50. 3. 31 〔中本至〕 54. 8. 1 54. 8. 6 

坂 "人'一― 50. 4. 1 50. 7. 31 後藤謙次郎 54. 8. 7 57. 8. 15 

50. 8. I 業務部に改 杓我部博 57. 8. 16 60. 7. 15 

組 横山博一 60. 7. 16 62. 12. 15 

上席調査役 斎藤健次郎 57. 4. 8 57. 6. 14 
大迫健一 62. 12. 16 3. 3. 31 

来栖司朗 57. 6. 15 59. 4. 1 
鈴木 宏 3. 4. 1 現在

村上 健 59. 4. 16 61. 3. 31 設計役 新淵昭光 50. 6. 16 53. 4. 30 

須賀増幸 61. 4. 1 61. 4. 30 小野保和 53. 5. I 55. 6. 30 

松井大悟 61. 5. l 62. 3. 31 安田康宏 56. 7. 1 58. 3. 31 

稲場紀久雄 62. 4. 1 63. 6. 2 藤田昌一 58. 4. l 59. 3. 25 

租田泰武 63. 6. 3 元． 5.28 横山博一 59. 4. 16 60. 7. 15 

堂々 功 元． 5.29 2. 3. 31 （横山博．ー） 60. 7. 16 62. 12. 15 

石川忠男 2. 4. l 3. 7. 15 （大迫健一） 62. 12. 16 3. 3. 31 

星隈保夫 3. 7. 16 4. 3. 31 （鈴木宏） 3. 4. 1 3. 6. 10 

金刺敏朗 4. 4. l 現在 阿部勝男 3. 6. 10 現在

（技術部技術調査課長〕 狩野 昇 48. 5. 1 49. 4. 30 調査役（建築） 泊瀬川郁 49. 5. 1 50. 5. 31 

計画課長 狩野 昇 49. 5. 1 50. 7. 15 福本道彦 50. 5. 1 51. 9. 30 

辻 栄一 50. 7. 16 52. 9. 30 川上 茂 51. 10. 1 54. 9. 30 

松尾和幸 52. 10. 1 54. 7. 16 松田義昭 54. 10. 1 57. 3. 31 

品畑國松 54. 7. 17 55. 11. 30 尾形洋三 57. 4. 1 59. 6. 30 

小宮山克治 55. 12. 1 57. 3. 31 沼田昇三 59. 7. 1 61. 4. 6 

橋本安弘 57. 4. 1 59. 10. 31 （坂元茂） 61. 4. 7 61. 6. 30 

小林 武 59. 11. 1 61. 3. 31 （鈴木俊世） 61. 7. 1 元． 5.28 

（中川幸男） 61. 4. l 61. 4. 15 元． 5.29 大阪支社技

望 月 倫也 61. 4. 16 62. 5. 31 術次長に改

計画第一課長 望 月 倫也 62. 6. 1 元． 3.30 組

浦田健一 元． 4.1 元． 5.28 工務部長 笹倉光雄 49. 5. 1 52. 3. 31 
計画課長 浦田健一 元． 5.29 3. 6. 30 橋本定雄 52. 4. I 55. 4. 6 

山根 昭 3. 7. 1 現在 松崎茂樹 55. 4. 7 57. 3. 31 

（技術部技術援助課長〕 武田篤夫 47. 11. 1 49. 4. 30 村田恒雄 57. 4. 1 59. 7. 31 

〔計画部技術援助謀長〕 武田篤夫 49. 5. 1 50. 7. 31 神戸 義雄 59. 8. I 61. 7. 15 

50. 8. 1 業務部援助 岩下久生 61. 7. 16 63. 11. 30 

課に改組 佐藤 治 63. 12. 1 3. 3. 31 

〔技術部受託工事課長〕 永田仲之 47. 11. 1 49. 4. 30 
鈴木 章 3. 4. l 現在

49. 5. 1 工務部工事 次長 岩崎文一 55. 4. 7 56. 6. 1 

課に改組 荒木良典 56. 6. 2 58. 12. 1 

〔調査役（システム開発）〕 中川幸男 53. 4. 6 54. 12. 31 
土屋 実 58. 12. l 61. 4. 30 

松井大悟 55. 4. l 56. 6. 30 
須買増幸 61. 5. 1 63. 3. 31 

〔調査役（広域汚泥調査）〕 松井大悟 56. 7. 1 57. 6. 15 
岩崎臣良 63. 4. l 3. 3. 31 

堂々 功 57. 6. 16 60. 4. 15 
（鈴木章） 3. 4. l 3. 4. 9 

村山哲夫 60. 4. 16 62. 5. 31 
西川窃ー 3. 4. 10 現在

〔計画第二課長〕 村山哲夫 62. 6 1 63. 6. 2 〔工事課長〕 岩崎文一 49. 5. 1 50. 5. 31 

石川和秀 63. 6. 3 元． 3.31 工務課長 岩崎文一 50. 6. 1 55. 4. 6 

（奥井英夫〕 元． 4.1 元． 4.15 〔松崎茂樹〕 55. 4. 7 55. 4. 15 

金剌敏朗 元． 4.16 元． 5.28 荒木良典 55, 4. 16 56. 6. I 

広域処理計画課長 金剌敏朗 元． 5.29 4. 3. 31 深山憲次郎 56. 6. 2 58. 3. 31 

竹石和夫 4. 4. 2 現在 白川 淡 58. 4. l 59. 4. 1 
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ロロロ
役 蜀 名 氏 名 就任年月日 離任年月日 役 職 名 氏 名 就任年月日 離任年月日

工務課長 梅il9光 fi.RII 59 4 1 60. 9 30 首席考査役 内Ill 肪一 63 7 20 元 6 30 

松Il| l込'|i 60 JO 1 61 7 15 川Ill 友雄 jL = -I I ;c 12 1 

古澤 IK宰 61 7 16 63 6 2 I, 1)1: ti之 Jt. ］2 2 2 12 16 

t・I― l 杵；炎 63, 6. 3 2. 6. IO 1!1辺（変11)1 2 12 17 視在

,Jヽ 野耕一 2 6 11 3 6 ， 
考査役 淡路祖．ifi49 4 11 55 5 20 

（鈴木 ；：［） 3. 6 10 3 6 16 梢木オJr．右 55 6 2 58. 7 31 
Iノ 1．俊 3 6 17 現在 l, 1)|： 1,i之 58. 8 l 59 4 30 

建築課長 泊瀬川 (iIS 50 6 l 51 12 31 小林戊教 59 5 JO 61 3 31 

金げ｝f一郎 52 I I 53 4 30 米介安雄 61 4 l 61 9 30 

内iili /)［火 53 5 I 55 3 31 イii)＜ t,'i降． 61 JO l 63 3 31 

料崎 博 55 4 I 56 3 31 神代秀雄 63 4 l 2 3 31 

白川博之 56 4 I 58. 3 31 /I|中建一 2 4 ］ 現在

関Ill 栄治 58 4 1 59 3 31 〔試験研修本部長〕 池Ill 一郎 50 4 16 50 7 31 
坂Jじ 茂 59 4 l 61 6 30 岡崎忠郎 50 8 I 52 2 15 
鈴木俊III: 61 7 I 2 1 15 | 1 9 1 i[I雄 52 2 16 53 3 31 
ィ，塚義，：●：j 2 1 16 4 3 31 述藤文火： 53 4 I 55 9 30 
安‘ギ 咄 4 4 l 視｛l：. ト部壮一“ 55 10 I 58 II 15 

〔調査役（設備）〕 ，‘:・崎 1:1艮 50 6 16 54 4 15 中村瑞｝ミ 58 I I 16 59 4 l l 

機械課長 料崎 1:1艮 54 4 16 54 7 31 技術開発研修本部長 ,,,村瑞火 59 4 12 61 9 30 

f-.ltl 尖 54 8. 1 58 11 30 苫米地行三 61 10 l 63 3 31 

〔LIせ＇火〕 58 12. J 59. 3 31 T• 栄 試 63. 4 I 4 3 31 

宕崎必1i・ 59 4 I 62. 3 31 沿野 1サ造 4 4 1 現在

畑野 1 62 4 1 3 6 30 管理課長 占Ill 咄ー 50 4 16 52 3 31 
橋）C 利1リ） 3 7. l 視在 金｛・ 龍雄 52 4 l 56 3 31 

（設備課長〕 保谷 一火 ,19 5 1 53 6 I 野村ゾf之 56 4 1 57 6 15 

長濱健彦 53 6 2 54 4 15 松鶴 1F.義 57 6 ]6 60 10 14 

電気課長 長濱健彦 54 4 16 56 7 6 岡 『［也 60 lO 15 62 6 30 

早野光雄 56 7 7 59 4. 15 藤Ill 柾 62 7 l 1c 6 30 

斉藤 煎 59 4. 16 62 3 31 l［藤敏治 jじ 7 I 4 l ， 

増Ill 正宏 62 4 I 2 3. 31 三袷栄一 4 I 10 4 6 30 

火野雅己 2 4 l 現在 大t}j 辿 4 7 1 現在

〔調査役（検査）〕 111/II 中：男 52 6 2 53, 4 5 研修部長 府崎保久 47. J l I 49. 11 30 
f l) | | 淡 53 4 6 54 4 15 丸llI 速火 49 12 I 51 7 31 

〔工事検査課長〕 991,i l ! :l 兄 54 4 16 56 3 31 橋本迫雄 51 8 I 52 3 31 
f 1) 1 | 淡 56 4 I 58. 3. 31 政Ill 篤火 52 4 1 54 6 8 

梅il9光 ／i．郎 58. 4. l 59 3 31 野端利治 54 6 9 57 6 4 

佐藤安衛 59 4 l 59 4 11 伊l坂頂イ，i 57 6 5 59 12 31 

技術管理課長 佐藤安衛 59 4 12 61 3 31 J'{．船クIli火 60 l 1 62 12 31 

小林 殖 61 4 l 62. 3 31 イiJII 廣 63 l 1 2 6 JO 

谷 il→・・イ；i 62 4. l jt 4 30 (Ul.11 泰武 2 6 11 3 7 1 5 

石川 公美 Jt 5. l 4 3 31 ィ，JII 忠リ｝ 3. 7. 16 4 3 31 

友常 聡 4 4. 1 視イl: 吊隈 1呆大 4 4 1 現在

調査役（情報システム） （イi川公必） 3 4. 1 3 6 1 6 〔研修指導課長〕 西111 1}『火 47 11 1 50 4 15 

伊藤 兄 3 6. 17 視イl: 研修企画課長 西LIi 祈火 50 4 16 50 7 31 

首席考査役 1lljiJ1 艮II i'l, 50 8. J 51 2 28 
伊阪町，―; 50 8 I 52 12 l 

〔淡路泣1治〕 51 2. 29 51 4. 30 
奥II.I 康 52 12 2 55 8 6 

宇野 均 51 5. l 54 9 30 
佐藤昭男 55 8 7 57 8 15 

〔淡路恵，治〕 54 10 J 54 10 31 
Ill中艮治 57 8 16 59 12 9 

高橋昭治 54 l l 1 55 6. 30 
中「II三 ；名雄 59 12 JO 62 6 15 

長谷川徳と1圃 55 7 I 59. 4 1 l 
小野保和 62 6 16 2 8 l5 

吉Ill 咆一0 59 4. 12 61. 6 30 
大塚将犬 2 8 16 視在

小坦原尚生 61 7. l 62 6 1 教授 伊藤 久I祓 50 5 1 52 4 24 

11111 /Iii三 62 6. 5 63 7 19 ,1,中寸 t lこ雄 50 6 16 57 3 16 
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役 職 名 氏 名 就任年月日 離任年月日 役 鵬 名 氏 名 就任年月日 離任年月日

教授 黒'ff 良夫 50. 6. 16 55. 3. 31 総括主任研究員 矢部正宏 54. 2. 1 56. 6. 15 

木村慶兄 52. 5. 1 55. 3. 27 〔（基碇 ・構造）〕 伊藤宏美 56, 7. 1 58. 12. 1 

高野 稔 55. 4. 7 57. 7. 31 （技術評価） 田中和博 59. 6. 8 62. 3. 31 

松橋武籾雄 55. 5. l 57. 3. 31 吉本国春 62. 4. 1 4. 3. 30 

小沢治夫 57. 4. 1 59. 5. 31 村山哲夫 4. 4. 1 4. 9. 30 

稲場紀久雄 57. 8. 2 59. 7. 1 木下 勲 4. 10. 1 現在

畑田 晋 57. 8. 16 60. 3. 31 総括主任研究員 店澤健二 61. 4. 1 62. 4. 1 

石橋信利 59. 6. I 61. 12. 30 （パイ オテクノロジー） 多田 実 62, 6. 16 2. 6. 17 

菊池正信 59. 7. 1 62. 3. 31 斉藤克夫 2. 6. 18 4. 6. 7 

内山 洋 60. 4. 1 62. 6. 15 亀山建一 4. 6. 8 現在

熊井知次 62. 4. 1 元． 3.31 東京支社長 〔池III一郎〕 50. 6. 1 50. 6. 16 
石川好夫 62. 4. 1 2. 3. 31 松下行雄 50. 6. 16 53. 6. l 

石川 旭 62. 6. 16 2. 3. 31 仲内季彦 53, 6. 2 56. 6. 30 

明石折也 元． 4.l 3. 4. 1 忽滑谷良一 56. 7. 1 58. 3. 31 

河内康伸 2. 4. 1 4. 4. 15 松本克巳 58. 4. 1 60. 7. 15 

氷野博．敏 2. 4. 1 現在 小岩 三郎 60. 7. 16 62. 12. 15 

戸遠l』れ次郎 3. 4. 1 現在 川」こ宏一 62, 12. 16 3. 3. 31 

中村 益美 4. 4. 16 現在 濱III 光久 3. 4. 1 現在

〔試験所長〕 杉木昭典 47. 11. 1 50. 4. 15 次長（事務） 牧野弘和 50, 6. 1 53. 5. 31 

〔試験部長〕 杉木昭典 50. 4. 16 53. 1. 20 関口公男 53. 6. 1 55. 12. 31 

〔上田伯雄〕 53. 1. 20 53. 3. 31 山本 博 56. 1. 1 58. 8. 31 

柏谷 衛 53. 4. 1 57. 3. 31 邸橋 忠 58, 9. 1 60. 6. 30 

栗林 宗人 57. 4. l 59. 4. 11 北野 一成 60, 7. 1 61. 9. 30 

技術開発部長 栗林 宗人 59. 4. 12 61. 3. 31 
野木丈平 61. 10. 1 63. 3. 31 

村上 健 61. 4. 1 62. 3. 31 
野l二1 紀雄 63. 4. 1 元． 6.30 

松）I' 大悟 62. 4. 1 63. 6. 2 
1りIll 干平 元． 7.1 3. 10, 15 

田'-I' 禾II t導 63. 6. 3 4. 3. 31 
河合正輝 3. 10. 16 現在

石川忠男 4. 4. 1 現在 次長（技術） 小沢勇太郎 51. 6. 1 56. 3. 31 

〔試験課長〕 狩野 昇 48. 3. 16 48. 4. 30 
服部嘉夫 56. 4. 1 59. 3. 31 

山口 茂 59. 4. 1 62. 3. 31 
（杉木昭典） 48. 5. I 48. 8. 15 

田中和博 62. 4. 1 63. 6. 2 
横田 党 48. 8. 16 52. 6. 1 

吉澤永幸 63. 6. 3 2. 1. 15 
三木 仲犬 52. 6. 2 53. 3. 31 

市村訓男 2. 1. 16 3. 6. 12 
〔柏谷衛〕 53. 4. 1 54. 3. 31 1]j野嘉男 3. 7. 1 現在

奥11'炎犬 54. 4. 1 55. 12. 30 

（松井大悟） 55. 12. 31 56. 3. 31 
総務課長 金子龍雄 50. 6. 1 52. 3. 31 

田中和博 56. 4. 1 59. 4. 11 
梢木オ左右 52. 4. 1 55. 6. 1 

技術開発課長 田II， 和博． 59. 4. 12 59. 6. 7 
古川骰二 55. 6. 2 55. 12. 31 

束欽一郎 59. 6. 8 62. 3. 31 
野木丈平 56. 1. 1 59. 11. 15 

富澤健二 62. 4. l 2. 1. 14 
有沢清隆 59. 11. 16 61. 9. 30 

渡部 4計樹 2. 1. 16 4. 3. 31 
前田 昌平 61. 10. 1 63. 12. 1 

江藤 隆 4. 4. 1 現在
前川 ti［正 63. 12. 2 元． 8.31 

田中建一“ 元． 9.1 2. 3. 31 

総括主任研究員 奥野長11i¥' 50. 6. 16 56. 7. 6 山下 忠 2. 4. 1 4. 3. 31 

（水質） 小沼敬一 56. 7. 7 60. 12. 15 水田正和 4. 4. 1 現在

谷日尚弘 60. 12. 16 63. 11. 30 
工事課長 卒I:il 晃 50. 6. 1 

村 lこ 、＇ぶ弘 63. 12. 1 元． 3.31 
54. 4. 15 

白川 換 54. 4. 16 56. 3. 31 
胄木正信 元． 4.1 4. 4. 15 

梅津光五郎 56. 4. 1 58. 3. 31 
竹島 正 4. 4. 16 現在

石川公美 58, 4. 1 61. 3. 31 

総括主任研究員 大宜 一夫 51. 10. l 57. 8. 15 吉澤氷幸 61. 4. 1 61. 7. 15 

（汚泥） 昆野芳生 57. 8. 16 60. 3. 31 林 毅 61. 7. 16 62. 3. 31 

地[II 條一 60. 4. 1 63. 8. 15 安斎史郎 62. 4. 1 2. 3. 31 

f;"木 ＿iE信 63. 8. 16 元． 3.31 友常 聡 2. 4. 1 4. 3. 31 

村」 •- 、忠弘 元． 4. l 3. 3. 31 深堀政喜 4. 4. 1 現在

福田寛允 3. 4. 1 現在 技術指導課長 4 tオ・t -Rじ 4. 4. 1 現在
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口国El
役 職 名 氏 名 就任年月日 離任年月日 役 職 名 氏 名 就任年月日 離任年月日

〔調査役（計画設計）〕 巽 良雄 59 6 8 62 6 7 調査役（経理） 山下 忠 63 12. 2 2 3 31 
山崎武志 62 6. 16 2. 6 10 （山下忠） 2 4 1 2. 6. 1 

計画設計課長 山崎武志 2 6. 11 2 6 17 小森好宣 2 6. 1 現在

酒井密司 2 6. 18 4 3 31 調査役（試運転） lll柴康弘 51 6 1 52 10. 31 
金井重夫 4. 4. l 現在

那須野オ 52 12. 2 53. 6 ， 
〔設計課長〕 佐藤 i＼ロし、 50 6. 16 52 4. 30 山口 茂 53. 6 10 54 7 31 

設計第一課長 佐藤 治 52 5. l 52 12 1 〔仲内季彦） 54. 8 1 54 8 6 

真船薙夫 52 12. 2 55. 7 4 藤由 吉｝技 54 8 7 57 8. 15 

吉村元宏 55 7. 8 57 12. 31 松村桓IE 57 8 16 58. 6 7 

安久津赳 58. l. l 59. 12. 31 （松村桓生） 58 6 8 58. 7. 1 

藤代裕三 60 1. l 62. 12 31 畑野 仁 58 7 1 60 7 31 

小野耕一 63 1. l 2 6 10 岡崎治義 60 8 1 62 3 31 

深堀政喜 2 6. JJ 4. 3 31 1父l 封彰 62. 4 1 2 3. 31 

今村 加 4 4. 1 現在 渡辺牙ll男 2 4 1 現在

設計第二課長 水口昇治 52 5. l 53 12 14 調査役（検査） 石川公美 54 7 1 56, 8 31 

田中忠美 53 12. 15 55 12 31 （梅津光五郎） 56 9 1 57 3 31 

鶴田 洋 56 1 I 59 3 24 小林 殖 57 4 1 59 3 31 

藤田 昌一 59 3. 26 61. 12 15 松田良平 59 4 1 60 9 30 

濱口稚洋 61. 12 16 元 12 15 吉澤永幸 60 10 1 61 3 31 

渡辺和紀 元 12 16 現在 松林義犬 61 4 1 62 6 30 

〔調査役（建築）〕 金子研一郎 50 6 1 51 5 15 中村光彦 62 7. l 63 9 30 

〔建築課長〕 金子研一郎 51 5 16 51 12 31 佐藤義昭 63 10 1 2 12 1 

押切永智 52 1 l 53 3 31 北村 一郎 2 12 2 4 3 31 

岩崎 博 53 4 l 55 3 31 4 4 1 技術指導課

白川博之 55 4 I 56 3 31 に改組

閾田栄治 56. 4 1 58 3. 31 調査役（小規模施設） 宮原 戊 元 5 29 2 3 31 
今村宏昭 58. 4 1 59 9 30 洒井愁．司 2 4 1 2 6 17 

設計第三課長 今村宏昭 59. 10 l 60 4 7 室岡 三郎 2 6 18 現在

松林義夫 60. 4 8 61. 3. 31 〔関西支所長〕 谷 利犬 48 6 1 50 5 31 
谷 正信 61 1 1 62 3 31 大阪支社長 谷 和犬 !JU 6 1 5~ 3 31 
府川好夫 62. 4 1 2 3 31 大西義II召 52 4 1 56 3 31 
和田 襄 2 4 ］ 現在 濱 宏 56 4 1 59. 4 30 

〔設備課長〕 土屋 実 50. 6 1 53 4. 5 藤本忠利 59 5 1 63 3 31 
（機械課長〕 土屋 実 53 4 6 54 7 31 翌田葱，治 63 4 1 4 3. 31 

山口 茂 54 8. l 55 7 7 原 正博． 4 4 1 現在

古林繁男 55. 7 8 58 6 7 次長（事務） 荒谷倫二 50 6 1 52 7 29 
松村桓生 58. 6 8 59 9 30 吉田 勇 52 8 '] 54 6 30 

設計第四課長 松村桓生 59. 10 1 60 7 15 古沢 次男 54 7 I 55 5 31 
杉井 清 60. 7 16 61 4 30 吉1:1」 I：径一 55 6 2 57. 5 20 
内田慎吾 61 5 1 63 3 31 小垣原尚生 57 5 21 59. 7 1 
岩本 日出雄 63 4 1 3 3 31 川田友雄 59 7 2 61 9 30 
明石哲也 3 4 ］ 現在 白井信之 61 10 l 元． 6 30 

〔調査役（設備）〕 野口 実 50. 6 19 53. 4 5 糸111111 尚敬 プじ 7 l 3 1 6 
〔電気課長〕 野口 実 53 4 6 53 6. 9 米倉安雄 3 1 7 4 3 31 

那須野オ 53. 6 10 56. 3. 31 芙多買屈秀藉 4 4 1 現在

荻島美住 56 4 l 59. 9 30 次長（技術） 月原 稔 51 6. 5 55 3 31 
設計第五課長 荻島 美住 59 10 1 60 7. 15 岩兄 品夫 55 4 1 60 3 31 

内田慎吾 60 7 16 61 4 30 須賀増辛 60 4 1 61.. 3. 31 
杉井 清 61 5 I 63 8 15 村田秀太 61 4 1 61 4. 30 
井上 63 8 16 3 3 31 61 5 1 祁業部に改組
堺 好雄 3 4 1 現在 亀田 泰武 元 5 29 2 6 10 

調査役（経理） 田中建一 62, 6 1 63 3 31 村上普炎 2 6 11 4 3. 31 

氷田正和 63 4 1 63 12 1 京オ俊JlIJ 4 4 1 現在
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役 職 名 氏 名 就任年月日 離任年月日 役 職 名 氏 名 就任年月日 離任年月日

総務課長 吉田 勇 48. 6. 1 52. 7. 31 〔設備課長〕 坊屁喜代治 49. 5. 1 53. 4. 5 

野田岩雄 52. 8. 1 54. 4. 15 〔機械課長〕 坊震喜代治 53, 4. 6 54. 6. 14 

中野誠吾 54. 4. 16 60. 6. 30 行政重介 54. 6. 16 57. 6. 14 

和田 一夫 60. 7. 1 63. 10. 31 榮屋悦男 57. 6. 15 59. 6. 30 

大塚 清 63. 11. 2 4. 4. 1 設計第四課長 榮屋悦男 59. 7. 1 61. 3. 31 

岡本 勝 4. 4. 2 現在 小尻英行 61. 4. 1 62. 3. 31 

〔受託工事課長〕 白水嘉夫 48. 6. 1 49. 4. 30 （柴田清） 62, 4. 1 62. 4. 16 

工事課長 臼水嘉夫 49, 5. 1 50. 5. 31 （原正博） 62. 4. 16 62. 4. 19 

藤本忠利 50. 6. 1 52. 4. 30 中本敏夫 62. 4. 20 元． 3.31 

斉藤 彬 52, 5. 1 56. 3. 31 油谷昭夫 冗． 4.1 現在

城野修身 56. 4. 1 60. 3. 31 調査役（経理） 前川博正 61. 5. 1 63, 12. 1 

原 正博 60. 4. 1 61. 3. 31 永田正和 63. 12. 2 4. 3. 31 

藤田俊彦 61. 4. 1 61. 4. 30 末次靖一 4. 4. 1 現在

村上 善英 61. 5. 1 63. 6. 2 
調査役（試運転） 谷 El曰ヽ中し‘ 51. 6. 5 54. 6. 14 

伊藤 晃 63. 6. 3 3. 6. 16 
入江俊雄 54. 6. 15 57. 4. 13 

奥村龍治 3. 6. 17 4. 3. 31 
榮屋悦男 57. 4. 14 57. 6. 14 

大鴫 篤 4. 4. 1 現在

技術指導課長 流石 功 4. 4. 1 現在
行政匝介 57. 6. 15 58, 3. 31 

小尻英行 58. 4. 16 60. 3. 31 

〔調査役（計画設計）〕 谷 正信 57. 6. 15 59. 6. 30 伊藤窮也 60. 4. 1 62. 3. 31 
原 正博 59. 7. 1 60. 3. 31 貝原 誠 62. 4. 16 2. 3. 31 
木村淳弘 60. 4. 1 61. 3. 31 寺西秀和 2. 4. 1 現在

阪裏 譲 61. 4. 1 63. 3. 31 
調査役（検査） （斉藤彬）

奥村龍治 63. 4. 1 2. 6. 10 
54. 7. 1 54, 9. 30 

計画設計課長 奥村龍治 2. 6. 11 3. 6. 16 
来栖司朗 54. 10. 1 55, 6. 1 

（斉藤彬） 55. 7. 1 55 8. 31 
松井 消 3. 6. 17 現在

村上普英 55. 9. 1 57. 6. 14 

〔設計課長〕 白水嘉夫 50. 6. 1 52. 4. 11 谷 正信 57. 6. 15 59. 6. 30 

河村究司 52. 4. 12 52, 4. 30 鎌田 貿 58. 4. 5 60. 3. 31 

設計第一課長 河村寛司 52. 5. 1 53. 4. 10 阪裏 譲 60. 4. 1 63, 3. 31 

〔大西義昭〕 53. 4. 11 53. 4. 23 平山博一 61. 4. 1 63. 7. 31 

西村善雄 53. 4. 24 55. 4. 10 古田 強 63. 8. 1 3. 6. 2 

小川正博 55. 4. 11 58. 6. 14 流石 功 3. 6. 3 4. 3. 31 

原 正博 58. 6. 15 59. 6. 30 4. 4. 1 技術指導課

谷 正信 59. 7. 1 61. 3. 31 
に改組

山野 寿男 61. 4. 1 元． 3.31 調査役（小規模施設） 弘元晋一 2. 6. 11 現在

横甜正式 元． 4.1 現在
事業部長 村田秀太 61. 5. 1 2. 3. 31 

設計第二課長 村上 仁 52. 5. 2 54. 6. 14 木村淳弘 2. 4. 1 現在

清水和幸 54. 6. 16 57. 4. 11 

佐伯正夫 57. 4. 12 60. 3. 31 調整課長 藤田俊彦 61. 5. 1 63. 9. 30 

小尻英行 60. 4. 1 61. 3. 31 
（藤田俊彦） 63. 10. 1 63, 10, 31 

柴田 清 61. 4. 1 元． 3.31 
和田 一夫 63. 11. 1 2. 3. 31 

池谷幹夫 冗． 4. 1 4. 3. 31 
池田忠広 2. 4. 1 4. 3. 31 

上田豊彦 4. 4. 1 現在
坂尻好朗 4. 4. 1 現在

（調査役（設備）〕 後條哲夫 50. 7. 1 53. 4. 5 
〔調査役（建築）〕 藤本忠利 49. 5. 1 50. 5. 31 

〔電気課長〕 後條哲夫 53. 4. 6 54. 6. 14 
小川 三郎 50. 6. 1 51. 5. 15 谷 El日ヽ中し‘ 54. 6. 15 56, 4. 10 

〔建築課長〕 小川三郎 51. 5. 16 52. 3. 31 繁野貞彦 56, 4. 11 58, 6. 14 

大井市郎 52. 4. 1 54. 4. 5 伊藤富也 58. 6,. 15 59. 6. 30 

辺兄卓郎 54. 4. 6 55. 9. 30 〔設計第五課長〕 伊藤冨也 59. 7. 1 60. 3. 31 

西尾久雄 55. 10. 1 58, 9. 30 柴田 清 60. 4. 1 61. 3. 31 

北村昌威 58. 10. l 59. 6. 30 木村淳弘 61. 4. 1 61. 4. 30 

計画第三課長 北村昌威 59. 7. 1 60. 12. 5 建設課長 木村淳弘 61. 5. 1 62. 4. 30 

平山博一 60. 12. 6 61. 3. 31 福田信孝 62. 5. 1 2. 3. 31 

原 正博 61. 4. 1 62, 4. 15 （木村淳弘〕 2. 4. 1 3. 3. 31 

堀 丈夫 62. 4. 16 3. 3. 31 村上忠弘 3. 4. 1 4. 9. 29 

小杉康一 3. 4. 1 現在 〔木村淳弘） 4. 9. 30 現在
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口口口
役 瞼 名 氏 名就任年月日 離任年月日 役 職 名 氏 名 就任年月日 離任年月日

管理課長 藤田俊彦 63 10. 1 元 3 31 〔上山工事事務所長〕 鎌111 秋雄 53 8. l 55 9. 30 
佐々木功 元． 4 1 4 3 31 〔東山形工事事務所長〕 鎌III 秋雄 55 10. I 56. 3 31 
稲角 功 4. 4 1 現在 叫11 省吾 56 4. I 59. 3 31 

調査役（電気調整） 水井紀孝 4 4 1 現在 代市原 、忠久 59. 4 1 59. 9 30 

斉藤骰三 59 10. 1 60. 3 31 道央工事事務所長 清水正次 57 10 1 58 8 31 
山形工事葦務所長 斉藤腎三 60 4 I 62 3 31 

廃止
千菓勇之助 62 4 l 2 3 31 

北海道工事事務所長 安田 “立ゾ 54 12. 1 57 3. 31 小原 務 2 4 ］ 現在
（梅津光五郎） 57 4. 1 57 4. 19 

福島工事事務所長 小池昭夫 54 8 1 57 3 31 
今井武彦 57. 4. 20 58. 9. 30 

小柳 コJ必 57 4 l 59 4. 11 
廃止

矢沢十四次 59. 4 12 63 3 31 
室蘭工事事務所長 宮本和也 49 6 16 52. 4. 30 （友部聰） 63. 4 I 63 10 31 

稲垣豊穂 52, 5 1 53. 4. 9 高橋春城 63. 11 1 3 3. 31 
〔佐々 木兵澄〕 53 4. 10 53. 4. 23 /.~111 」l: )< 3. 4 1 現在
永井紀孝 53 4. 24 53. 10. 31 

〔潮来工事事務所長〕 斉藤健，与 49. 4 l 50. 8 31 
内藤 三幸 53 11. 1 54 3 31 

茨城工事事務所長 斉藤健古 50. 9 l 56 8. 31 
廃止

石川 公芙 56 9 1 58. 3 31 
北海道総合事務所長 魚住昌也 58 10. 1 60. 6 30 木／iJi 久リ） 58. 4 l 59 6. l 

井原箕男 60 7 1 62. 5 31 神宮信殺 59 6 2 61. 3 31 
島田 一功 62. 6. 1 2. 3 31 廃jk 
稲垣翌穂 2 4 1 4. 3. 31 （友常聰） 元 10 l 2. 3 31 
河村功一郎 4. 4 1 現在 木下 勲 2 4. 1 4 3 31 

岩木川工事事務所長 行津祐二 56. 10. l 59. 9 30 高須光男 4 4 ］ 現在

菅原忠久 59. 10. 1 62. 3 31 〔北栃木工事事務所長〕 本山 l l)1 50. 6 1 51. 4 15 
廃止 大塚 晃 51 4 16 53 10 31 

青森工事事務所長 佐藤昭男 63. 4. 1 3. 3 31 小1対 一郎 53 11 1 55. 11 30 

廃止 大塚 晃 55. 12 1 57 3. 31 

（北上川工事事務所長〕 荒木良典 50. 8 I 55. 4 15 
松IlI 艮‘1z 57 4 l 59. 3 31 

（三瓶泰夫） 55. 4. 16 55 12 31 友常 聰 59. 4 l 60 3 31 

廃止
栃木工事事務所長 炭平； 聰 60. ~ l 2. 3 3] 

（佐藤佐門） 56 9. 1 56. 9 30 4じ）K I孜男 2 4 1 現在

石川弘寿 56. 10. 1 59 9 30 （栃木工事事務所長） 深山葱次郎 48 7 16 50. 5 31 
大谷次男 59. 10. 1 62. 3 31 南栃木工事事務所長 深1_lI恵次郎 50 6 1 53 7 31 
小原善蔵 62. 4. 1 62, 10 14 （大塚兄） 53 8 1 53 10 31 

岩手工事事務所長 小原善蔵 62. 10. 15 元． 3 31 小関 一郎 53 11 l 53. 11 15 
大橋銑十郎 元． 4. 1 4 3. 31 梅津光五郎 53 11 [6 56 3 31 
箕直f.｝ 普三 4. 4. 1 現在 渡辺忠男 56 4 l 59 3 31 

〔石巻工事事務所長〕 （荒木良典） 52 10. 1 53. 3 31 脱止

永谷 牧 53. 4. 1 54. 11 30 〔利根川工事事務所長〕 佐藤安衛 56 4. l 59 3 31 
宮城工事事務所長 永谷 牧 54. 12. 1 56. 3. 31 小林 殖 59. 4 1 61 3 31 

佐藤佐門 56. 4. 1 59 3. 31 石川 公美 61. 4 1 63 3 31 
〔橋本芳秀） 59 4. l 59. 9 30 群馬工事事務所長 石川公美 63 4 1 元 4 30 
渡部 隆 59 10 1 62 3 31 桑iJI r,)1犬 元 5 1 4 3 31 
大瀧善嗣 62. 4 1 元． 3 31 若）t 弘 4 4 ］ 現在

鎌倉次雄 元． 4 1 4 3 31 北埼玉工事事務所長 "'村 浩 56. 4 l 57 7 25 
河野大作 4. 4 1 現在 （小菅良治） 57 7 25 57 8 15 

秋田工事事務所長 〔戸祭司〕 53. 7. 1 53. 8 31 吉澤永幸 57 8 16 60 9 30 

三瓶泰夫 53. 9 1 56 3. 31 山岡春茂 60. 10 1 61 3 31 

武田哲雄 56. 4. 1 2 8 1 神宮 信義 61. 4. l 62. 6. 15 

成田愛世 2 8 2 現在 坂本 市雄 62. 6 15 62 8 31 

山形工事事務所長 柴田正拇 51. 9 
廃止

1 55 12 15 

廃止
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役 職 名 氏 名 就任年月日 離任年月日 役 瓢 名 氏 名 就任年月日 離任年月日

埼王工事事務所長 石川公美 48. 7 I 50 5 31 西神奈川工事事務所長 小林 殖 53 8. 1 56. 3 31 

佐々木秀男 50 6 1 56. 3 31 菊池正直 56 4 1 57 3 31 

（中村浩） 56 4. I 56 7 6 束欽一郎 57 4 1 58 11 30 

小菅良冶 56 7 7 59 3 31 相沢道世 58 12 1 60. 6 15 

廃止 梅森 博 60 6. 16 63. 3 31 

山岡春茂 61 4 1 62, 3 31 白石通典 63. 4 1 3 3 31 

坂本市雄 62 4 l 元 3 31 阿部庄治郎 3. 4 1 現在

水野 賢 元 4 1 4 3 31 長岡工事事務所長 矢沢十四次 48. 7. 1 52. 5 16 

山崎六夫 4 4 1 現在 廃止

（飯能工事事務所長〕 佐藤万平 51 12. 1 52 9 30 新潟工事事務所長 矢沢十四次 52 5 16 52. 8. 15 
西埼玉工事事務所長 佐藤万平 52 10 1 56 3 31 渡部 猛 52. 8 16 54 9 30 

廃止 垣本三郎 54 10, 1 58. 3 31 

中川工事事務所長 増野 忠 52. 11. 1 58 3 31 （矢沢十四次） 58 4 1 58. 6 2 

脱止 吉川智保 58. 6 2 61 3. 31 

〔江戸川工事事務所長〕 伊阪重信 50 5 1 50 7. 31 明石哲也 61 4 1 元 3 31 

〔田中和博〕 50 8 I 50. 12 15 今村 加 冗 4 1 4 3 31 

松下健二 50 12 16 54 7. 31 桑山 II）1夫 4 4. 1 現在

〔仲内季彦） 54 8 1 54 8 6 〔富山工事事務所長〕 山根 昌作 54 8. 1 57 6 30 

安田康宏 54 8 7 56 6. 30 村上 條 57 7 1 59 6 30 

成毛 広 56 7 1 58, 3 31 岩崎良治 59. 7 1 62 3 31 

楳田行雄 58 4 1 60 3 31 吾岳芳雄 62 4 l 2 3 31 

（黒川公美） 60, 4 1 60. 4 10 北陸工事事務所長 椎名党衛 2 4 1 現在

中杓根聰 60, 4 11 61. 9. 30 
石）l|工事事務所長 塩田信夫 56 11. I 58, 8 31 

千葉工事事務所長 中＇片根聡 61 10 1 62 3 31 
川越準次 58 9 1 62. 3 31 

廣布勝之 62 4 l 元 3 31 
北島孝之 62 4 1 2. 3 31 

藤本莞二 元 4 1 3 3 31 脱止
江渕邦彦 3 4 1 現在

北長野工事事務所長 深山憲次郎 53 8 1 56 6 1 
東京工事事務所長 加藤恨雄 50 11 1 53. 6. 1 束山 徹 56 6 2 59 3 31 

金井英治 53. 6 2 56. 7 6 
介fふ バ"ンrヽ 59 4 2601130 

豊田究司 56. 7 7 59 8 15 廃止
上原 靖 59. 8 16 62. 6 15 

（長野工事事務所長〕 中野昭二 50 7 16 53 3 31 
堀内公雄 62. 6 16 2 8 15 

松田 明 2 8 16 現在
横道長幸 53. 4 1 53, 7 31 

南長野工事事務所長 横道長幸 53. 8 1 56 1 4 
東東京工事事務所長 福“4洋日出 2 4 1 現在 橋本忠雄 56. 1 5 58. 12 30 

〔町田工事事務所長〕 佐伯 一夫 48 7 1 50 8 15 加藤 慧 59. 1 l 60 7 30 

西東京工事事務所長 佐伯 一夫 50. 8 16 51 4 15 （介島忠） 60. 7 31 60 11 30 

須藤政三 51 4 16 54 3 31 廃止

山田光明 54 4 1 57 3 31 長野工事事務所長 倉島 恵 60. 12 1 61 5 31 

（鈴木通夫〕 57 4 1 57 4 7 中出秀登 61. 6. 1 元 5 31 

相沢道世 57 4. 8 58 11 30 小穴孝親 元 6. 2 2 11 1 
廃止 小穴博保 2 11. 2 現在

神奈川工事事務所長 村田福三郎 50. 7 16 52 6 9 高山工事事務所長 柴田雅生 49 8 1 54 8 31 

井深 弘 52 6 10 55 6 9 （片山哲実） 54 9 1 54 10 31 

（小林殖） 55 6 10 55 6 30 廃止

脱止
〔恵那工事事務所長〕 水野秀一 51 8 1 52 7 15 

東神奈川工事事務所長 束欽一郎 58 12 1 59 6. 7 岐阜工事事務所長 水野秀一 52 7 16 54. 3. 31 

松illi f専明 59 6. 8 62 6 7 片山哲実 54 4 1 56 3 31 

（梅森博） 62 6 7 62 6 16 白坂 晃 56 4 l 59 3 31 

金沢吉紘 62. 6 16 2 6 17 浦田友行 59. 4. 1 60. 9 30 

福田雄治 2 6 18 4. 6 7 税止

山岡泰弘 4 6 8 現在
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口国El
役 聯 名 I氏 名 就任年月日 離任年月日 役 職： 名 氏 名 就任年月日 離任年月日

〔東静岡工事直務所長〕 I安藤 義孝 53. ll l 56 3. 31 〔木津川工事事務所長〕 i.11111 稔 57 6 17 58 3 31 
井上満茂 56. 4 l 59 3. 31 京都工事事務所長 U l l1 1 稔 58. 4 1 59. 4 16 
田中利男 59. 4 2 62 3. 31 幅島炭樹 59. 4 17 60 4. 16 

静岡工事事務所長 1高橋 和夫 62 4 1 63 3. 31 増Ill,;1之 60. 4 17 61. 6 17 
中村邦骰 63 4 2 元 3 31 心川繁犬 61 6 18 元 4.16 
水谷能規 元 4 l 3 4 11 清水 ii門｝｝ 元 4 17 3 4 16 
石田 tt 3 4 12 現在 加藤紘一 3. 4. 17 現在

〔沼津工事事務所長〕 I水野雄次郎 49 8 16 50 8 31 大阪湾工事事務所長 原刃 51 11 16 54 3. 31 
静岡工事事務所長 水野雄次郎 50 9 1 52. 6 30 （西村？洋雄） 54. 4 1 54 5 9 

降紐 茂 52 7 1 55. 3 31 田村 」議 54 5 10 56. 3 31 
柴田 実 55 4 1 56. JO 15 河村悩祓 56 4 1 59 3 31 
木寸[LI 'l団 56 10 16 59 9 30 深田 静 59 4 1 62 3 31 
加藤男夫 59 10. l 62. 3 31 （村」ぅ存炎） 62. 4 1 62. 4 30 

廃止 石原洪三 62 5 1 2. 3 31 

〔春日井工事事務所長〕 田畑 潤 48 7 25 50. 3 31 近藤條一 2 4 1 現在

越智俊彦 50 4 l 50. 10 31 大阪工事事務所長 （原 ＿1［i非） 60. 9 l 60. 10. 6 
（愛知工事事務所長〕 松川匡利 50 11 l 52 6 l 山野 ）ふ男 60. 10 7 61 3 31 

研谷栄三 52 6 2 53 3 31 木村 蕉 61 4 I 2 2. 19 
（水野秀一） 53 4 1 53 12 14 赤片イ．孝 2 2 20 現在

牧野信彦 53 12 15 56 JO 31 （神戸工事事務所長〕 浮Hl 殺仲 50. 7. 16 53 4 20 
A ―, 7fk •9 宏 56. 11. I 60 3 31 

池谷幹夫 53. 4 21 54. 11. 30 
山崎義彦 60 4 l 61. 9 30 兵庫工事事務所長 池谷幹犬 54 12 1 56. 6. 30 

〔東海工事事務所長〕 I山崎 義彦 61 10 I 63. 3 31 
金 忠平 56 7 1 59. 3 31 

束山辿泰 63. 4 1 63. 12. 31 
松浦孜II1 59 4 1 62. 3. 31 

平井 啓 64. 1 1 2 9 30 
松下 剛 62. 4 1 3. 3 31 

東海総合事務所長 I平井 啓 2. 10 l 3 3 31 
野 ]9：•そP―ー 3 4 1 現在

餡田 洋 3 4 l 現在
高野工事事務所長 （河村党"I) 52. 11. 1 53. 3. 31 

蒲郡工事事務所長 i中根秀雄 48. 7 16 51 4 30 松原志朗 53. 4. 1 55. 3. 31 
菊山直之 51. 5 1 53. 3 31 （田村止義） 55. 4 1 55. 11. 10 

税止
脱止

〔武生工事事務所長〕 井上 嘉郷 51. 9 16 53. 6 30 〔米子工事事務所長〕 飯塚 )'j犬 50. 12. 1 53. 7. 15 
福井工事事務所長 井上嘉郷 53 7 l 54 4 5 鳥取工事事務所長 飯塚芳犬 53. 7 16 54 3 31 

宗近隆盛 54. 4 6 56. 12. l 村上 ・Pf炎 54 4 1 55. 8. 31 
稲垣 学 56. 12 2 59. 9 30 

林 毅 55 9 1 57. 6. 14 
小沢治夫 59 10 l 61. 4 30 伊藤 兄 57 6 15 59 3 31 
（小沢治夫） 61. 5 l 62 3. 31 

廃止
（池明） 62. 4 1 元． 3 31 

（宍道湖工事事務所長〕 米栖司）iJj 50. 5 16 54, 9. 30 鎌I:LItt 元． 4 1 2 ll 25 

（宇野幸彦） 2 11. 26 3 3 31 
IJI中 道弘 54. 10. 1 57. 9 30 

弓介純一 3. 4 l 現イl:
伊藤 兄 57 JO. 1 57 11. 15 

税止
琵琶湖工事事務所長 I橋本 明 53. 11. 1 55 6 1 

（林 毅） 59. 6. l 59 8 31 
来栖司朗 55. 6. 2 57 6. 14 山陰工事事務所長 木村範行 59. 9. 1 61. 7. 31 
村」-. 善英 57. 6. 15 61 4 30 

木村範行 61 8 1 62. 3 31 
小沢治夫 61. 5 l 62 3 31 

三JI： 義記 62 4 l 元 3 31 
池 明 62. 4. l 2. 3. 31 

松浦 II召犬 Jじ 4 1 4 3 31 
宇野幸彦 2 4. l 現在

原 煎利 4 4 1 現在
〔桂川工事事務所長〕 I河村 寛司 50. 5. 16 50 11 30 

〔王野工事事務所長〕 白秘嘉司雄 51 9 16 54, 6. 30 
京都工事事務所長 河村寛司 50 12. 1 52 4 11 

岡山工事事務所長 n.！沿ら名司雄 54 7 1 56 3 31 
（河村寛司） 52 4 12 52 4 30 

（村上怖炎） 56 4 1 57 3 31 
三浦 宏 52. 5. l 55 4 6 

野Ill 敏,,] 57 4 l 60 3 31 
玉田小一郎 55. 4. 7 58 3 31 

鎌141 宜 60 4 1 63 6 2 
廃 l1 •. 

（鎌l-11 直） 63 6 3 63 9 30 

脱止
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役 職 名 氏 名 就任年月日 離任年月日 役 職 名 氏 名 就任年月日 離任年月日

〔東岡山工事事務所長〕 林 毅 58. 10. 1 61. 7. 15 高知工事事務所長 大利 三男 54. 12. 16 57. 4. 30 

伊藤 晃 61. 7. 16 63. 6. 2 （近藤通彦） 57. 5. 1 58. 3. 31 

鎌田 貨 63. 6. 3 63. 9. 30 廃止

岡山工事事務所長 鎌田 'tl'. 63. 10. 1 元． 3.31 前11l 嘉道 59. 12. 1 63. 3. 31 

澤田重雄 Jt. 4. l 4. 3. 31 三島翌彦 63. 4. l 2. 3. 31 

木全 隆 4. 4. I 現在 浜田喜車 2. 4. l 現在

〔呉工事事務所長〕 卓永 昭 50. 10. 16 50. 10. 31 〔北九州・大分工事事 仲追敏行 50. 8. 16 53. 6. 30 

田中淑仁 50. 11. 1 50. 12. 31 務所長〕 土肥正直 53. 7. 1 53. 7. 31 

広島工事事務所長 田中淑仁 51. 1. l 54. 3. 31 〔北九州市工事事務所長〕 土肥正直 53. 8. 1 56. 6. 30 

増田皓司 54. 4. 1 57. 3. 31 名越穆孝 56. 7. 1 57. 3. 31 

武田尚幸 57. 4. 1 60. 3. 31 〔福岡工事事務所長〕 名越穆孝 57. 4. 1 59. 6. 30 

入沢龍俊 60. 4. I 63. 3. 31 諌山孝士 59. 7. 1 59. 11. 30 

橋本達寛 63. 4. 1 3. 3. 31 九州北部工事事務所長 諌山孝士 59. 12. 1 62. 6. 30 

水田 3. 4. l 現在 太田正行 62. 7. 1 2. 3. 31 

岩国工事事務所長 小松和人 53. 4. l 56. 3. 31 佐藤秀毅 2. 4. 1 4. 3. 31 

鎌田 fr 56. 4. 1 56. 12. 31 奥村龍治 4. 4. 1 4. 9. 30 

税止 脱止

山口工事事務所長 卓永 昭 50. 8. 1 62. 4. 13 北九州総合事務所長 下北公則 4. 10. 1 現在

（鎌田 '~) 62. 4. 13 62. 4. 15 福岡工事事務所長 荒木克菜 50. 10. 1 53. 3. 31 

中村 一男 62. 4. 16 2. 3. 31 （村上仁） 53. 4. 1 53. 10. 15 

中村敏夫 2. 4. 1 4. 3. 30 斉藤 慎 53. 10. 16 56. 3. 31 

（奥村龍治） 4. 3. 30 4. 9. 28 （上肥正直） 56. 4. 1 56. 4. 30 

大内義夫 4. 9. 28 4. 9. 30 廃止

廃止
長崎工事事務所長 坪井 勉 55. 10. 1 58. 9. 30 

徳島工事事務所長 翌田好昭 53. 10. 1 55. 9. 30 奥村龍治 58. 10. I 60. 1. 31 

（谷正信） 55. 10. 1 55. 10. 15 脱止

廃止
佐賀工事事務所長 束 良一 48. 11. 1 52. 6. 30 

山本堪男 59. 5. 1 60. 3. 31 
浜地忠次郎 52. 7. l 53. 9. 30 

脱止
（浜地、忠次郎） 53. 10. 1 54. 1. 15 

〔香川工事事務所長〕 白川 淡 48. 7. 16 53. 4. 5 税止

谷 正信 53. 4. 6 57. 6. 14 
熊本工事事務所長 邸氷 悴 50. 8. 16 55. 3. 31 

林 毅 57. 6. 15 58. 9. 30 
弦巻 匠 55. 4. 1 58. 3. 31 

山 本堪男 58. 10. 1 59. 4. 30 水田昌知 58. 4. l 61. 3. 31 
廃止

西村 究 61. 4. 1 63. 3. 31 
山本堪男 60, 4. 1 60. 10. 31 

中島 英宣 63. 4. 1 2. 3. 31 
四国東部工事事務所長 山本堪男 60. I I. l 61. 6. 11 

西本徳光 2. 4. 1 4. 3. 31 
（近藤通彦） 61. 6. 11 61. 7. 17 前田誠一 4. 4. 1 現在
（前田嘉通） 61. 7. 17 62. 1. 15 

林 毅 62. l. 16 4. 1. 6 
人吉工事事務所長 岩崎貞夫 53. 7. l 56. 4. 5 

（澤田重雄） 3. 12. 24 4. 1. 15 （弦巻匠） 56. 4. 6 57. 4. 30 

河井竹彦 4. I. 16 現在
廃止

〔東愛媛工事事務所長） 近藤通彦 50. 10. 1 56. 11. 30 〔大分工事事務所長〕 （浜地忠次郎） 53. 8. 1 53. 9. 30 

愛媛工事事務所長 近藤通彦 56. 12. I 61. 7. 17 浜地忠次郎 53. 10. 1 55. 6. 15 

H比焚太郎 61. 7. 18 63. 4. 15 （土肥正直） 55. 6. 16 55. 7. 15 

中井敏男 63. 4. 16 2. 3. 31 太田正行 55. 7. 16 58. 6. 30 

坂 尻好朗 2. 4. 1 4. 3. 31 今里 稔 58. 7. l 61. 3. 31 

三品文雄 4. 4. 1 現在
（奥村龍治） 61. 4. l 62. 3. 31 

九州東部工事事務所長 奥村龍治 62. 4. 1 63. 3. 31 
〔今治工事事務所長〕 長 伸一 48. 8. 1 49. 12. 15 

大内義夫 63. 4. 1 4. 9. 27 
愛媛工事事務所長 長 仲一 49. 12. 16 51. 3. 31 

（大内義夫） 4. 9. 28 4. 9. 30 
多田羅博 51. 4. J 53. 3. 9 

税止
（近藤通彦） 53. 3. 10 53. 3. 31 

廃止 宮崎工事事務所長 （岩崎貞夫） 54. 10. 1 54. 10. 15 

花田忠義 54. JO. 16 57. 9. 30 
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口国El
役 職 名 氏 名 就任年月日 離任年月日 役 職 名 氏 名 就任年月日 離任年月日

宮崎工事事務所長 津谷忠利 57. 10. 1 60. 3. 31 

奥村龍治 60. 4. l 62. 3. 31 

虎止

鹿児島工事事務所長 山本 遜 50. 8. 16 53. 6. 30 

原田 武光 53. 7. l 57. 6. 30 

宇多親利 57. 7. J 59. 1. 14 

若松 正男 59. I. 16 62. 3. 31 

本村 美春 62. 4. 1 元． 3.31 

川元消隆 元． 4.1 4. 9. 30 

九州南部工事事務所長 川元消陸 4. 10. 1 現在

沖縄工事事務所長 中野節彦 49. 1. I 52. 6. 30 

中野 信義 52. 7. 1 54. 3. 31 

（村上仁） 54. 4. l 54. 4. 30 

脱止

（鎌田 1;l) 56. 9. 1 56. 12. 31 

鎌田 宜 57. 1. l 58. 3. 31 

金剌 敏朗 58. 4. 1 60. 3. 31 

田代 休ー 60. 4. l 62. 2. 11 

深堀政森 62. 2. 12 元． 3.31 

木山泰志 Jじ． 4. I 3. 10. 31 

器原 幸正 3. l I. l 現在

〔大阪広域処理工事 （石原洪三） 63. 2. I 63. 3. 31 
事務所長〕 松井 ro•I.そJ 63. 4. I 63. 9. 30 

〔大阪広域処理事務 松井 .. n―'l z. 63. IO. l 2. 5. 31 
所長〕

大阪北束広域処理事 永井紀孝 2. 6. 1 3. 6. 16 

務所長 中尾 」7牙ll 3. 6. 17 視在

大阪南広域処理事務 松井 泊 2. 6. l 3. 6. 16 
所長 氷井紀孝 3. 6. 17 4. 3. 31 

平石光弘 4. 4. 1 視在

〔兵庫広域処理工事 金剌敏朗 61. 5. l 63. 9. 30 
事務所長〕

〔兵庫広域処理事務 金剌敏朗 63. 10. l 元． 4.15 
所長〕 大嶋 篤 元． 4.16 元． 9.30 

兵庫東広域処理事務 大嶋 篤 元．10. I 4 3. 31 
所長 木山 泰志 4. 4. l 視在

兵庫西広域処理事務 黒住 博文 ;i::. 10. 1 2. 6. 30 
所長 金井 煎夫 2. 7. l 4. 3. 31 

安達 健治 4. 4. l 視在
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駆＇財務
T7予算額お よび決算額の推移（総括表）

＼ ＼ 
年 度 昭和47 48 49 50 51 

‘ 
区

＼ 

分 ＼＼＼ 予算額 決算額 予算額 決算額 予算額 決算額 予算額 決算額 予算額 決算額
＼ 

受 託 工 事 495 411 12,000 11,457 24,000 21,900 51,000 43,891 65,446 62,768 

国庫補助対象 495 411 12,000 11,457 24,000 21,900 50,999 43,394 65,000 62,479 

建設工事 50 50 11,350 10,858 23,000 20,982 49,700 42,406 63,400 61,630 

実施設計 445 361 650 599 1,000 918 1,299 988 1,600 849 

地 方 単 独 1 497 446 289 

建 吾o又几 事 業

技 術 援 助 59 34 243 234 1,030 278 1,130 244 660 185 

試験・研脩 ・技術検定 303 236 653 656 717 705 1,516 1,476 1,283 1,269 

研 修 10 10 23 23 59 54 105 177 llO 100 

試 験 研
九゚

2 2 16 29 119 117 226 268 280 301 

技 術 検 疋'→ 4 18 5 19 

試験所等建設費 61 61 363 378 179 181 123 123 80 80 

一般管理費等 230 163 251 226 360 353 1,058 890 808 769 

償 還 金 等 2 1 131 6 753 606 12,565 12,285 11,010 9,343 

合 計 859 682 13,027 12,353 26,500 23,489 66,211 57,896 78,399 73,565 

対前年度伸び率（％） 1,416 5 1,711 3 103 4 90 1 149 9 146 5 18. 4 27 1 
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口mm

(11i位 ：百万円）

52 53 54 55 56 

予算額 決算額 予算額 決算額 予算額 決算額 予算額 決算額 予算額 決算額

85,199 84,099 108,050 105,266 125,300 117,801 132. 700 127,147 137,900 137. 026 

84. 822 83,522 107,550 104,955 124. 800 117.531 132. 200 126,451 137,400 136,526 

83,222 82,173 105,079 102,618 122,000 115,258 129,000 123,738 133,900 133,185 

1,600 1,349 2,471 2. 337 2,800 2,273 3,200 2, 713 3,500 3. 341 

377 577 500 311 500 270 500 696 500 500 

380 156 290 212 290 286 390 350 390 317 

1,324 1,318 1,339 1,347 1,357 1,349 1,378 1,364 1,511 1,470 

103 113 120 139 122 122 83 82 91 91 

316 321 290 318 316 324 311 311 350 350 

18 18 19 19 19 19 19 19 20 23 

46 46 76 69 76 76 168 168 205 172 

841 820 834 802 824 808 797 784 045 834 

10,145 9,665 11,682 11,331 8,693 8,626 8,365 7,739 4,493 3,946 

97,048 95,238 121,361 118,156 135,640 128,062 142,833 136,600 144,294 142,759 

23 8 29 5 25 1 24 1 11 8 8 4 5 3 6 7 l 0 4 5 
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＼＼、 年
度 昭和57 58 59 60 

区 分 ＼ ＼ 予算額 決算額 予算額 決算額 予算額 決算額 予算額 決算額

受 託 工 事 136,500 130 624 139,300 127,775 139,800 120,220 141,800 136,188 

国庫補助対象 136,000 128. 932 138,800 126,623 139,300 119. 052 141,300 135,024 

建 =取J̀・ 工 事 132,500 125,521 135. 000 123. 156 135,000 116,186 137,000 131,032 

実 施 設 計 3,500 3,411 3,800 3,467 4,300 2,866 4,300 3,992 

地 方 単 独 500 1,692 500 1,152 500 1,168 500 1,164 

建 晋双ん 事 業

技 術 援 助 390 341 390 514 400 503 400 647 

試験 ・研修・技術検定 1,396 1,376 1,691 1,696 1,516 1,575 1,418 1,447 

研 條 85 邸 RO 80 79 79 77 77 

試 験 研 ワ九 325 322 319 332 317 385 312 351 

技 術 検 定 20 24 21 24 21 21 21 19 

試験所等建設費 77 77 366 364 178 178 60 60 

一般管理費等 889 868 905 896 921 912 948 940 

イ賞 還 金 等 3,747 2,947 4,712 4,263 3,910 3,801 3,348 2,516 

合 計 142,033 135,288 146,093 134,248 145,626 126,099 146,966 140, 798 

対前年度伸び率（％） △1 6 △5 2 2 9 △0 8 △0 3 △6 I 0 9 11 7 

434 



口国m

（単位 ：百万円）

61 62 63 平成元年 2 3 

予算額 決算額 予算額 決算額 予算額 決算額 予算額 決算額 予算額 決算額 予算額

146. 217 146,902 176,800 176,822 179,000 170,824 175,818 166,105 187,600 191,700 228,360 

145,717 145, 413 176,300 171,117 178,000 167,826 174, 794 162,988 186,500 185,602 225,760 

140,942 140,648 169,800 168,045 171,000 161,868 167,790 157.319 180,000 179,120 217,400 

4,775 4,765 6,500 6,072 7,000 5,958 7,004 5,669 6,500 6,482 8,360 

500 1,489 500 2,705 1,000 2,998 1,024 3,117 1,100 6,098 2,600 

5,071 5,017 14,732 14,340 21,512 21,083 21,767 20,969 17,870 17,239 25,179 

430 771 460 815 500 1,119 618 1,202 870 1,844 1,020 

1,452 1,546 1,500 1,587 1,719 1,803 1,928 2,000 1,698 1,715 1,816 

75 75 76 75 76 75 78 77 79 84 83 

312 402 319 408 349 434 391 466 392 406 429 

20 21 31 35 31 33 31 33 32 35 32 

60 60 75 72 247 247 360 360 61 61 61 

985 988 999 997 1,016 1,014 1,068 1,064 1,134 1,129 1,211 

3,005 1,742 2,293 824 1,414 886 1,207 1,080 1,148 806 1,287 

156,175 155,978 195,785 194,388 204,145 195,715 201,338 191,356 209,186 213,304 257,662 

6 3 10 8 25 4 24 7 4 3 0 7 △1 4 △2 2 3 9 11 5 23 2 
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2. 予算額およ び決算額の推移（受託業務勘定）

昭和47年度 昭和48年度 昭和49年度 昭和50年度 昭和51年度

科 目

予算額 決算額 予算額 決算額 予算額 決算額 予算額 決算額 予算額 決算額

（収 入）

受託工事収入 495,000 4l0, 700 6,400 000 5 928.317 9,907,000 10,453,245 37. 772 000 33,625,032 49 783.000 55 456,365 

単独受託
JOO 497,367 446,190 288,580 

工事収入

技術援助
58 763 33,750 243,000 215,920 1,030,000 265 570 1,130,000 229 450 660 000 221 931 

受託収入

借 入 金 - 5,728,000 991,765 14,513,000 [2,012,406 13 840 000 9,534,810 15,765,000 10,056,319 

業務外収入 2 361 1,594 3 388 4,736 333 021 400,824 II, 977,836 12 148,039 10,500,841 9,268,532 

収入合計 556 124 446,044 12 374,388 7,140,738 25,783,021 23,132,045 64,719,936 56,034.698 77,155,031 75,291,727 

（支 出）

受託工事業務費 469,526 388,220 11,735,203 6,625,547 23,410 542 21,728,137 49,125,323 41,605,184 62,657,723 63,156,128 

単独受託
100 483,381 435,911 281.074 

工事業務費

技術援助業務費 38,804 26,964 205 060 189,217 993,319 235,947 1,094,522 207,832 614,158 207,406 

一般管理費 39,733 30,665 243.757 251,667 518,248 607,907 1,616,618 1,462,861 2,125,752 2,241,728 

一般業務
100 195 100 10 100 

゜
24,584 19,199 39,284 37,894 

勘定へ繰入

業務外支出 128 000 972 741,697 548,248 12,537,432 12,209,050 10,994,940 9,322,981 

予 備 費 7,961 

゜
62,268 

゜
119,115 

゜
321,357 

゜
287,263 

゜
支出合計 556,124 446,044 12,374,388 7,067,413 25,783,021 23,120 239 64,719,936 55,987 507 77,155,031 75,247,211 

| （；主） 上段（ ）は当初予算額 I
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口国□
（単位 ：千円）

昭和52年度 昭和53年度 昭和54年度 昭和55年度 昭和56年度

予算額 決算額 予算額 決算額 予算額 決算額 予算額 決算額 予算額 決算額

(66,935,000) 
73 519,614 

(89. 667,000) 
97,371.064 110,916,000 lll, 286,324 118,153,000 123,241,599 123,026,000 134,313.828 

69,257.000 94,217,000 

377,000 577,130 500,000 310,870 500,000 271,120 500,000 696,020 500,000 676, 120 

380,000 169,685 290. 000 217,470 290. 000 368,370 390. 000 355,530 390,000 314,740 

16,083.000 10,924,345 13,635.000 7,972,876 14,203,000 6,661,334 14,677,000 2,899,967 14,894,000 1,950,300 

9,665,527 9,793,338 11,421,084 11,493,781 8,439,100 8,927,040 7,900,052 7,954,805 4,184,621 4,215,631 

(93 440,527) 
94,984,112 

(llS,513,084) 
ll7. 366 061 134,348,100 127,514,188 141,620, 052 135,147,921 142,994,621 141,470,619 

95,762 527 120,063,084 

(79,540,272) 
81,627.626 

(99,420,837) 
102, 079, 269 120,238,560 113,594.457 127,675,847 121.773, 181 132, 565, Jll 131,482,216 

81,788,604 103,848,087 

367,002 561. 039 488,916 303,483 488. 981 263,809 488,728 679,020 487,610 662,108 

338,519 165,695 276,382 201,300 274,326 352,126 373,178 324,637 372,102 297,733 

2,522,418 2,706,635 3,247,497 3,277,700 3,978,788 3,870,580 4,238,000 4,486,380 4,693,409 4,830,382 

38,569 39,435 41.063 38,330 65,021 295,160 [65,476 209,043 212,000 566,299 

10,125,233 9. 703,670 11,603,972 11,366,462 8,602,972 8,847,542 8,127.202 7,654,562 4,236,359 3,741,691 

(508,511) 

゜
(434, 4 ] 7) 

゜
699. 452 

゜
551,621 

゜
428,030 

゜!i82, 182 557, 1 67 

(93,'1'10,537) 
94,804,100 

(1 1 5, 5 1 3, 08 4) 
117,266,544 134,348,100 127,223,674 141,620,052 135.126.823 142,994,621 141,580,429 

95,762,527 120,063,0Sl 
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盆 予算額および決算額の推移（受託業務勘了旬 （続）

昭和57年度 昭和58年度 昭和59年度 昭和60年度

科 目

了算額 次算額 了算額 決算額 了算額 決算額 予算額 決算額

（収 入）

受託工事収入 20,852,000 125. 266,404 123,526,000 124,311,610 124. 270. 000 117,533.833 125,678,000 133,401,238 

単独受託
500,000 1,700,190 500,000 1,148,920 500,000 1,171,590 500,000 1,164,180 

工事収入

技術援助
390,000 351,420 390,000 494,789 400,000 522,820 400,000 646,630 

受託収入

借 入 金 15,655,000 3,212,909 15,783,000 2,721,616 15,497,000 1,834,033 16,087,000 886,680 

業務外収入 3,324,091 3,026,076 4,269,492 4,401,973 3,510,200 3,473,233 2,951,920 2,705,440 

収入合計 140,721,091 133,556,999 144,468,492 133,078,908 144,177,200 124,535,509 145,616,920 138,804,168 

（支 出）

受託工事業務費 131,168,216 123,862,400 133,686,687 122,484,685 134,110,671 114,974,301 136,006,456 129,116,560 

単独受託
486,675 1,656,060 484,932 1,118,239 485,710 1,138,461 485,031 1,133.131 

工事業務費

技術援助業務費 370,991 332,501 368,569 470,150 367,258 488,689 371,143 592,088 

一般管理費 5,022,767 4,941,308 5,030,223 5. 082. 045 5,229,712 5,148,528 5,465,511 5,480,461 

一般業務
83,830 82,139 67,059 67,059 67,604 67,604 69,052 69,052 

勘定へ操入

業務外支出 3,369,359 2,696,246 4,259,359 3,765,629 3,489,359 3,071,563 2,981,359 2,280,794 

予 備 費 219,253 

゜
571,663 

゜
426. 886 

゜
238,368 

゜
支出合計 140,721,091 133,570,654 144,468,492 132,987,807 144,177,200 124,889,146 145,616,920 138,672,086 
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口口El
（屯位： T• 円）

昭和61年度 昭和62年度 昭和63年度 平成元年度 平成 2年度 平成 3年度

予算額 決算額 予算額 決算額 予算額 決算額 予算額 決算額 予算額 決算額 予算額

125. 850. 000 145,105,949 165,285,000 172,814,683 166,336,000 168,086,844 163,973,000 160,818,917 173,278,000 182,699,449 210,878,000 

500,000 1,426 040 500,000 2. 756 270 1,000,000 3,010,160 1,024,000 2,963,328 I, 100,000 6,118,586 2,600,000 

430,000 771,200 460 000 814,970 500,000 I, 118,950 618,000 1,203,214 870,000 1,844,166 1,020,000 

15,869,000 728,319 11,268 000 432 386 11,870,000 340,986 11,011,000 512,440 13 495,000 421,715 15,280,000 

2,656 278 l 825,711 2,110 497 1,690289 l 280,258 1,390,689 1,090,583 1.261. 737 951,182 1,492,764 997,719 

145,305,278 149 857 219 179,623 497 178 508,598 180,986,258 173,947,629 177,716,583 166. 759,636 189 694,182 192,576 680 230,775,719 

136,027,713 140,367 850 169,838,590 166,898,511 171,654,866 162,353,057 168,576,043 155. 659,885 179,999,629 176,747,691 218,372,609 

484,354 1,385,991 483,969 2,670,331 971,874 2,954,949 999,834 2,901,011 1,072,838 5,956,799 2,522,243 

399,854 713,368 429,075 753. 354 468,885 1,061,429 579,306 I, 146,665 828,408 1 762 419 977,831 

5,577,495 5,583,285 5,691,128 5,621,820 5,745,924 5,870,455 6,121,530 6,111,142 6,403,044 6,748,066 6,959,330 

69,794 369,794 70,653 370,653 71,751 371,751 73,803 73,803 75,375 475,375 108,776 

2,619,359 1,426,887 1,995.676 1.325, 142 1,164,676 936,620 941,226 730,647 918,226 637,245 1,184,930 

126, 709 0 1,114,406 

゜
908,282 

゜
424,841 

゜
396,662 

゜
650,000 

145,305,278 149,847,175 179,623,497 177,639,811 180, 986, 258 173,548,261 177,716,583 166,623,153 189,694,182 192,327,595 230,775,719 
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3．．予算額お よび決算額の推移（建設業務勘定）

昭和67年度 昭和50年度 昭和60・午度 昭和60午度

科 目

予算額 決算額 予算額 決算額 予算額 決算額 予算額 決算額

（収 入）

業務収入

補 助 金 受 入

借 入 金

業務外収入

収入合計

（支 出）

建設工事業務費

負担金受入建設費

調 査 費

業務管理費

一 般管理費

業務外支出

予 備 費

支出合計
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ロロロ
（単位 ：千円）

昭和61年度 昭和62年度 昭和63年度 平成元年度 平成 2年度 乎成 3年度

予算額 決算額 予算額 決算額 予算額 決算額 予算額 決算額 予算額 決算額 予算額

1,498,000 1,218,146 2,601,000 2,296,207 3,307,000 

367,000 356,084 I, 788,000 1,651,216 3,887,000 3,745,500 5,750,000 5,630,762 6,932,000 6,891,908 8,601,000 

4. 700. 000 4,080,000 12,900.000 10,640,000 17,400,000 17,970,000 14,200,000 13,010,000 8,150,000 10,000,000 12,650,000 

4,319 3,825 5,047 5,061 7,684 6,550 10,680 52. 124 167,662 278,007 218,793 

5,071,319 4,439,909 14,693 047 12,296,277 21,294,684 21,722,050 21,458,680 19.911,032 17,850,662 19,466,122 24,776, 793 

4,’/’/U, b88 4,844,101 13,722,958 12,351,693 19,683,741 19,112,384 17,801,853 17,936,720 12,175,570 13,480,703 17,596,701 

51,000 

10,459 10,459 52,357 18,000 78,881 47,257 70,589 45,045 55,297 26,227 57,070 

1,268,195 879,732 2. 227,226 2,071,275 3,110,182 

159,350 142,480 235,773 245,926 310,254 348,075 361,190 416,636 466, 767 495,445 524,202 

66,134 20,431 681,699 :313,266 1 388,808 974,528 2,215,122 1,803,164 2,738,818 2,465,451 3 639,663 

64,788 

゜
39,260 

゜
50,000 

゜
50,000 

゜
206,000 

゜
200,000 

5,071.319 5,017,471 14,732,047 12,928,885 21,511,684 20,482,244 21,766,949 21,081,297 17,869,678 18,539,101 25,178,818 
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4. 予算額および決算額の推移 （一般業務勘定）

昭和 47年度 昭和 48年度 昭和 49年度 昭和 50年度 昭和 51年度

科 目

予算額 決算額 予算額 決算額 予算額 決算額 予算額 決算額 予算額 決算額

（ 収入 ） 

出資金受入 200.000 200,000 330,000 330,000 204,000 204,000 424,000 424,000 120,000 120,000 

補助金受入 100,000 100,132 230,000 230,000 402,000 402,000 800,000 786,007 834,000 830,916 

受託業務勘定 100 195 100 10 100 

゜
24,584 19,199 39,284 37,894 

よ り受入

受託業務等収入 1,500 1,035 23,000 23,060 98,450 89,525 225,570 211,689 281,440 279,290 

業務外収入 958 1,196 4,032 7,804 11,783 10,939 41,644 37,532 8,504 11,352 

収 入 合計 302,558 302,558 587,132 590,874 716,333 706,464 1,515,798 1,478,427 1,283,228 1,279,452 

（ 支出 ） 

試験所等建設費 61,340 4,630 363,000 165,497 178,650 450,005 123,268 48,:/97 80,UUU la4,Ya8 

一 般 管理 費 163,736 160,659 204,667 226,943 299,443 340,572 824. 737 829,383 716,786 814,071 

研 修 業務費 9,520 9,520 23,441 23,436 55,291 54,286 109,189 190,184 110,273 99,862 

技術検定業務費 5,316 24,073 

試 験研 究費 1,800 1,800 16,000 28,839 118,873 116,763 225,729 267,753 280,118 301,529 

業 務外支出 1,642 163 9,624 5,945 '/,681 2, 1 1’l 

予 備 費 66,162 

゜
46,186 

゜
63,334 

゜
223,251 

゜
83,054 

゜
支出 合計 302,558 176,609 653,294 444,715 717,233 961,789 1,515,798 1,341,562 1.283,228 1,396,610 

| （注） 上段（）は 当初予算創
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口口El
（屯位 ：千「'I)

昭和 52年度 昭和 53年度 昭和 54年度 昭和 55年度 昭和 56年度

予算額 決算額 予算額 決算額 予算額 決算額 予算額 決算額 予算額 決算額

76,000 76,000 76,000 76,000 76,000 76,000 68,000 68,000 60,000 60,000 

(896， ,000) 891,813 (904， ,000) 894, 712 884,000 884,000 802,000 796,574 840,000 834,326 8 0, 976 8 4, 712 

38,569 39,435 41,063 38,330 65,021 295,160 165,476 209,043 212,000 566,299 

307,460 307,657 313,060 337,344 314,260 317,243 322,810 324, 782 376,220 384,675 

11,431 13,495 11,390 15,268 17,306 16,624 20,070 22,034 22. 940 30,167 

(I,329,460) 
1,328,400 

(1,345,513) 
1,361,654 1,356,587 1,589,027 1,378,356 1,420,433 1,511,160 1,875,467 1,324,436 1,336,225 

46,000 39,782 75,700 75,700 76,000 76,000 168,000 68,000 205,000 271,808 

¥I/ I,MU) 840,201 し188,:J:Jり）
800,344 792,790 807,343 767,249 786,186 809,023 831,850 776,301 787,374 

(101,081) 
ll:J,l'/8 

(121, 3fi6) 
139. 318 122,187 122,186 83,218 82,054 91 306 91, 306 10?.,573 120,083 

18,404 18. 195 18,768 18,574 19,242 18,996 19,010 18. 768 20,468 23,196 

(Jl /,U'i公）
況U,8:Jl (:!り0,b’ib) 

317,649 315,629 323,725 311,021 310, 793 349,997 349,871 315,885 289,785 

8, LL i l, 133 l, 2uo 161 2,500 354 2.500 64 2.500 1 0?. 

57, 16~ 

゜
(S2,47G) 

゜
28, 230 

゜
27,3:i8 

゜
32,866 

゜
4 6, 22 6 

(1,32932,4 •IGO) l, 3 33, 4 20 (1,346,424) 1,351,746 1,356,587 1,348,604 1,378,356 1,265,865 1,511,160 1,568,133 1,,436 1,339,136 
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4. 予算額および決算額の推移（一般業務勘定） （続）

昭和57年度 昭和58年度 昭和59年度 昭和60年度

科 目

予算額 決算額 予算額 決算額 予算額 決算額 予算額 決算額

（収 入）

出資金受入 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60 000 60,000 

補助金受入 862,000 846,292 863 640 856,558 873,492 866,930 892,440 886,140 

受託業務勘定
83,830 82. 139 67,059 67. 059 67,604 67,604 69,052 69,052 

より受入

受託業務等収入 367,480 371,515 371,230 390,567 373,630 449,085 373. 630 411,612 

業務外収入 22,253 75,624 329,158 381,634 141,376 175,287 23,024 57,620 

収入合計 1,395 563 1,435,570 1,691,087 1,755 818 1,516,102 I 618,906 l 418,146 1,484,424 

（支 出）

試験所等建設費 77,049 77,049 366,200 363,800 178,400 178,400 60,000 60,000 

一 般 管理費 850,571 865,843 864,100 894,800 883,371 908,544 907,729 937,014 

研修業 務 費 85,263 85,263 79,911 79,905 78,713 78,711 77,235 77,234 

技術検定業務費 20,415 23,426 21. 048 24,579 20,890 20,887 20,574 19,227 

試 験研 究 費 325,360 322,283 318,855 332,184 317,522 385,464 311,882 351,041 

業 務外 支 出 2,500 461 2,500 142 2,500 307 2,500 249 

予 備 費 34,405 

゜
38,473 

゜
34,706 

゜
38,226 

゜
支出合 計 1,395,563 1,374,325 1,691,087 1,695,410 1,516,102 1,572,313 1,418,146 1,444,765 
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口口El

(l11位 ：千円）

昭和61年度 昭和62年度 昭和63年度 平成元年度 平成 2年度 平成 3年度

予算額 決算額 予算額 決算額 予算額 決算額 予算額 決算額 予算額 決算額 予算額

60. 000 60. 000 60.000 60.000 60,000 60. 000 61,800 61,800 61.200 61,200 61,200 

931.158 924,746 949,682 943. 520 962,864 956 860 1,003.214 997. 242 1,042,136 1. 036. 242 1,116,526 

69. 794 369. 794 70. 653 370. 653 71,751 371,751 73. 803 73. 803 75,375 475,375 108. 776 

373. 835 383,108 385、685 512. 459 417,815 532 033 468.894 571,393 476.815 515.364 496. 167 

23,146 43, 790 34,183 61. 477 206.187 257. 736 320. 727 395,636 41,977 141,877 33. 628 

1,457,933 I. 781,438 1,500.203 1,948,109 1.718,617 2,178,380 1,928.438 2. 099,874 1. 697,503 2,230,058 1,816,297 

60. 000 60,000 75. 000 71,500 247.000 246. 972 360,067 360,052 61.200 61.200 61,200 

949. 759 989,086 965,023 l, 001,304 983.337 1,018,277 1,032,696 I, 063,684 I. 081. 878 1,125,761 I, 166,924 

76,171 74,941 76,347 75,271 76.313 75,238 78,070 76. 980 79. 479 84. 009 83,279 

20. 455 21,172 30,923 35,465 30,667 33,173 30, 703 32,962 31,828 35,127 31,828 

313,627 315,458 318,931 407.631 348,886 433,603 390,991 466. 264 392,407 406,386 428,566 

2,500 170 2,500 270 2,500 158 2,500 364 2,500 298 2,500 

35,421 

゜
31,479 

゜
29,914 

゜
29,914 

゜
44, 712 

゜
42,000 

1,457,933 1,460,827 1,500,203 1.591,441 1,718,617 l.807, 421 1,924.941 2.000,306 1,694,004 1,712.781 1,816,297 
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5ー・一借入金およぴ借入条件の推移

借入金の推移 （受託勘定）

年 度 昭和48 49 50 51 52 53 54 55 

一 般市費分 746 554 1,565 2,257 1,526 1,793 1,692 1,365 

施越事業費分 246 11,458 7,970 7,799 9,398 6,180 4,969 1,535 

政府保証分 98 7,318 5,487 5,374 6,345 4,239 3,358 1,005 

地方公共団体
148 4,140 2,483 2,425 3,053 1,941 1,611 530 

保 証 分

計 992 12,012 9,535 10,056 10,924 7,973 6,661 2,900 

累 計 13. 004 22,539 32,595 43,519 51,492 58,153 61,053 

償 還 額 241 11,267 8,501 8,933 10,688 8,023 6,832 

累 計 241 11,508 20,009 28,942 39,630 47,653 54,485 

差引残高 992 12,763 11,031 12,586 14,577 11,862 10,500 6,568 

一 般市費分 746 1,301 3,061 4,833 5,349 5,682 5,608 5,033 

施越事業費分 246 11,462 7,970 7,753 9,228 6,180 4,892 1,535 

（建設勘定）

年 度 昭和48 49 50 51 52 53 54 55 

政府資金分

（財 投）

累 計

償 還 額

累 計

差引残高

借入条件の推移 （受託勘定）

年 度 昭和48 49 50 51 52 5 3 54 55 

利 率 （％）

一般市費分 8.5 9.0-8.5 9 0-8 6 8 6 8 6-6 8 6.8-6 3 7 4-8 2 9.0-8.3 

施越事業費分 9 25 9 25 9 25-6 75 6 75-6 25 625-3.75 3.75 5 5-7 5 9 25-6.75 

期 間 （年）

一般市費分 5 5 5 5 5 5 5 5 

施越事業費分 1 1 1 1 1 1 1 1 
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口国 El

（単位 ：百万円）

56 57 58 59 60 61 62 63 平成元 2 

1,165 1,118 1,236 916 672 541 432 341 512 422 

785 2,095 1,486 917 215 187 

゜ ゜ ゜ ゜495 1,335 910 570 118 103 

゜ ゜ ゜ ゜290 760 576 347 97 84 

゜ ゜ ゜ ゜
1,950 3,213 2,722 1,833 887 728 432 341 512 422 

63,003 66,216 68,938 70. 771 71,658 72,386 72. 818 73,159 73,671 74,093 

3,243 2,332 3,385 2,729 2,026 1,241 1,146 828 640 497 

57,728 60,060 63,445 66. 17 4 68,200 69,441 70,587 71,415 72,055 72,552 

5,275 6,156 5,493 4,597 3,458 2,945 2,231 1,744 1,616 1,541 

4,490 4,061 4,007 3,680 3.243 2. 758 2,231 1,744 1,616 1,541 

785 2,095 1,486 917 215 187 

゜ ゜ ゜ ゜
56 57 58 59 60 61 62 63 平成元 2 

4,080 10,640 17,970 13,010 10,000 

4,080 14, 720 32,690 45,700 55, 700 

゜ ゜ ゜ ゜ ゜
゜ ゜ ゜ ゜ ゜

4,080 14, 720 32,690 45,700 55,700 

56 57 58 59 60 61 62 63 平成元 2 

8 4-8 0 8 3-7 9 7 9-7 5 7 7-7 0 6 8-6 0 6 0-5 2 5 3-4 9 5 2-4 9 6 7-5 1 7 3-6 7 

6 75-6 0 6 0 6 0-5 5 5 5 5 5-4 5 4 5-3 38 3 38 3 38 6 25-3 38 8 25 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

1 1 l 1 1 1 1 1 1 1 
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6 ． 出資金 ・補助舎の推移

劃i・-・F濯 （単位 ：百万円）

年 度 昭和47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 

国 100 165 102 362 60 38 38 38 34 30 

地 方公 共団体 100 165 102 62 60 38 38 38 34 30 

計 200 330 204 424 120 76 76 76 68 60 

年 度 57 58 59 60 61 62 63 平成元 2 3 47-3計

国 30 30 30 30 30 30 30 30 9 30 6 30 6 1. 269 1 

地方 公 共団体 30 30 30 30 30 30 30 30 9 30 6 30 6 969 1 

計 6(｝ 60 60 印 印 60 fiO 61 8 6 1 2 61 2 ? ？38 2 

I〗rrii冨濯 （単位 ・百万円）

年 度 昭和47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 

国 50 0 115 0 201 0 390 2 414 5 445 5 447 4 442 0 398 3 417 2 

地方 公 共団体 50 0 115 0 201 0 390 2 414 5 445 5 447 4 442 0 398 3 417 2 

計 100 0 230 0 402 0 780 4 829 0 891 0 894 8 884 0 796 6 834 4 

年 度 57 58 59 60 61 62 63 平成元 2 3 47-3計

国 423 1 428 3 433 5 443 1 462 4 471 8 478 4 498 6 518 1 558 3 8,036 7 

地方公共団体 423 1 428 3 433 5 443 1 462 4 471 8 478 4 498 6 518 1 558 3 8,036 7 

計 846 2 856 6 867 0 886 2 924 8 943 6 956 8 997 2 1,036 2 1,116 6 16,073 4 

に 1地方公共団体当たりの出資金 ・補助金の負担額の推移 （単付 千円）

年 度 昭和47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 

出資 金

都道府県 2,128 3,510 2,171 1,319 1,276 808 808 808 723 638 

補助金

都道府県 461 2,127 5,095 5,454 6,049 6,076 6,000 5,409 5,705 

59市（旧151市） 322 618 669 928 974 993 996 985 888 918 

144市

49市(I日36市） 293 308 313 315 312 280 290 

合 計

都道府県 2,128 3,971 4,298 6,414 6,730 6,857 6,884 6,808 6,132 6,343 

59市（旧151市） 322 618 669 928 974 993 996 985 888 918 

144市

49市（旧36市） 293 308 313 315 312 280 290 

年 度 57 58 59 60 61 62 63 平成元 2 3 

出資金

都道府県 638 638 638 638 638 638 638 657 651 651 

補 助 金

都道府県 5,789 5,862 5,935 6,072 6,346 6,478 6,573 6,853 7,132 7,702 

59市（旧151市） 930 941 951 971 1,010 1,030 1,044 1,087 1,126 1,208 

144市 738 

49市（旧36市） 294 298 301 307 320 326 330 344 356 382 

合 計

都道府県 6,427 6,500 6,573 6,710 6,984 7,116 7,211 7,510 7,783 8,353 

59市（旧151市） 930 941 951 971 1,010 1,030 1,044 1,087 1,126 1,208 

144市 738 

•13市 （ 旧 3G市） 29,1 290 JOl 307 320 326 330 344 35G 302 
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El国口
8. 出資金・補助金拠出地方公共団体

補 助 金

出資金

都道府県 8万人以上10万人未満の都市 10万人以上の都市

平成 2年度以前 I47都道府m1 47都迅府県 北兄、米沢、鶴岡、酒IU、 I:． 札幌、旭川、函館、釧路、小樽、室閾、帯,,;:;、苫小牧、 •， ';，森、
浦、伊勢崎、太田、春日部、 八F八弘前、盛岡、仙台、石巻、秋田、山形、卜団仙、いわき、

銚子、習志野、小金井、 Fl野、 郡山、会津若松、 H立、水／ ； 、宇都宮、足利、小山、 1i•i橘、
束村山、国分寺、保谷、 w．木、 高崎、桐生、川口｀ iII消l、大’出、川越、越谷、所沢、 1:ihll、
LIII、小松、店士宮、焼律、 熊谷、上尾、千菓、船橋、 rIi川、松戸、市原、村］、八

瀬／大半田、翌川、刈谷、安 f．子、町田、調布、 三鷹、小平、武蔵野、立川、 1(.f中、横浜、

城、蒲郡、東海、桑名、舞郎、 横須賀、相模原、藤沢、．f塚、小田原、川崎、鎌介、茅ケ崎、

il!!.l.11、大束、和泉、川西、 三 大和、新潟、長岡、上越｀甲府、長野、松本、店山、高岡、

原、徳山、防府 金沢、岐阜、大垣、静岡、 h't水、沼津、浜松、 砧—l7、名 古It 、

計 36市

翌橋、 一宮、岡崎、春11)1'、'：11II、四 H市、津、鈴鹿、伊勢、

松阪、福井、大津、京都、宇治、大阪、堺、東大阪、翌中、

吹1.1」、窃槻、八尾、枚方、税昼川、守口、茨木、痒和111、l'’1
兵、松原、神戸、尼崎、姫路、西宮、明石、伊丹、宝塚、加

占川、奈良、和歌山、，ft取、米子、松江、岡山、倉敷、広島、

福山、呉、尾道、下lll,J、.i'部、岩国、山口、徳/,:,、高松、松

山、新居浜、今治、 ,i:i知、椙岡、北九州、大牟田、久留米．

佐買、長崎、佐世保、熊本、八代、大分、別府、．g・崎、延岡、

郡城、鹿児島、那覇

計 151市

10万人以上30万人未満の都市 130万人以上の都市

平成 3年度以降 I47郡逍府mI 47都追府j¥iI i1滉1J、岩兄沢、米沢、鹿沼、 小樽、北見、釧路、‘：じ広、苫 札幌、旭川、函館、仙台、い
栃木、佐野、朝霞、深谷、名＇； 小牧、室閾、竹森、八戸、弘 わき、郡山、宇都宮、川「l、

七兄、坂戸、銚子、浦安、鎌・ Iiii 、盛岡、石巻、秋l•II 、山形、 浦和、大宮、千莱、船橋、松

ヶ谷、君津、国分寺、保谷、 郎岡、酒田、福島、会津若松、 戸、市川、八王子、 町L[l` 横
昭的、海老名、 三条、柏崎、 水戸、日立、土浦、勝1[I、つ 浜、川崎、相校原、横須賀、

飯Ill、多治兄、 三島、磐f[I、 くば、足利、小山、riii橋、晶 藤沢、新潟、長野、 ‘i}；山、金

稲沢、束海、半1I1、蒲郡、江崎、桐生、伊勢崎、太III、川沢、岐阜、浜松、静岡、名古

南、西尾、桑名、彦根、平湘、 越、熊谷、所沢、岩槻、狭III、 屋、翌橋、翌田、京都、大阪、

舞鶴、城肋、泉佐野、摂淮、 存日部、上尾、卒加、越谷、 堺、翌中、枚方、吹III、品槻、
河内長野、芦屋、応砂、大和 入I閉、新座、三郷、木更消、 束大阪、神戸、尼崎、姫路、
郡山、生駒、出雲、津山、 三 野田、佐倉、習志野、柏、市西宮、奈良、和歌山、岡山、

原、束広島、飯塚、諫早、浦原、流山、八千代、我係子、 倉敷、広島、福山、硲松、松

添 立川、武蔵野、 三鷹、 i'i梅、山、邸知、福岡、北）し州、長

府中、調布、小金井、小平、 崎、熊本、大分、鹿児秘、 JJII
H野、東村山、束久留米、多覇

摩、平塚、鎌倉、小田原、茅

ケ崎、秦野、岸木、大利、座

間、長岡、上越、高岡、小松、

福井、甲府、松本、上Ill、大

垣、各務原、沼津、清水、 ii;
I:'岩、 邸士、焼津、藤枝、岡

崎、 一宮、瀬戸、春l_1)1:、翌

川、刈谷、安城、小牧、 il!、
四日市、伊勢、松阪、鈴鹿、

大津、宇治、岸和111、池Ill、

守日、茨木、八尾、 'illll林、

税届川、松原、大束、和泉、

箕面、羽曳野、門真、明石、

伊丹、加古川、宝塚、川西、

橿原、、為取、米子、松江、共、

尾道、下関、宇部、山 「l、徳

山、防府、岩国、徳品、今治、

新居浜、大牟田、久留米、佐

買、佐世保、八代、別府、｝句

崎、都城、延岡、沖縄

i「49市 計 144市 計・ 59市
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協定

年度別協定処理件数の推移

建 設工事 実施設計 計画設 計 技術的援助 合 計 備 考

昭和47年度 1 10 3 2 16 

48 44 39 36 4 123 

49 77 56 53 7 193 

50 138 51 30 48 267 

51 133 40 30 40 243 

52 185 67 24 24 300 

53 233 98 16 30 377 

54 244 123 42 36 445 

55 327 149 30 30 536 

56 369 209 27 29 634 

57 390 211 28 34 663 

58 374 337 50 31 792 

59 448 245 36 55 784 

60 463 265 65 75 868 

61 525 271 52 85 933 

62 593 310 63 95 1,061 

63 635 299 106 98 1 ;138 

平成元年度 642 286 122 111 1,161 

2 782 296 158 123 1,359 

3 847 358 229 124 1,558 

合 計 7,450 3,720 1,200 1,081 13,451 

| （注） 変更協定処理件数を含む I

450 



口mm
口 参考

1．下水道整備五箇年計画の推移

言1 西
第 1次 第 2次 第 3次 第 4次 第 5次 第 0次 第 7次

昭和38-42年度 昭和42-46年度 昭和46-50年度 昭和51-55年度 昭和56-60年度 昭和61~ 平成 3~7年度
期 間

（実際は～41) （実際は～45) 平成 2年度

• 生活珠境施設 ・下水道行政の ・下水道法改正 ・ナショナルミ ・総拙規制への ・維持管理の充 • 中小市町村の

整備の中心的 一元化 →「公共用水 ニマムとして 対応 尖 整備促進

役割を担う • 水質汚濁対策 域の水質1品全」 の認識 • 三全総の定住 ・処理水等の布 ・大都市等にお

背景等 としての第一 を目的に追加 • 特哀の制度化 圏構想 効活用 ける機能改善、

歩 ・流域下水道(T) 質的向上

法制化 ・公共投沢基4、
計画

計画額 4,400億円 9,300億円 2兆6,000億円 7 ~t5. 000イ意円 ll兆8.000億1り 12兆2.000低p:1 16~t5. OOOi:意Pl

実績額 2,963億円 6,178億円 2~t6.241億円 6 ~ts. 673億円 8兆4,781億円 1]兆6,913億円

（達成率） (67 3%) (66 4%) (100 9%) (91 6%) (71 8%) (95 8%) 

（排水面積将及半） （排水而梢普及率） （処理区J戎面積柑及半） （処理人日許及半） （処理人口杵及率）ゆ（処理人1J将及半） （処理人日将及率）

整 整備
16→27% 20→33% 23→38% 23→40% 30→44% 36→44% 44→54% 

備 目標
②(ffi水排水整備率） （酎水排水整備率）

指 等
35→43% 40→49% 

（晶I女処埋人 LI)
標

230→750万人
寺

達成 20% 23% 26% 30% 36% ①44% 

実績 ⑦43% 

l （注） 整備目標等は調整毀を除いたものである。 1

2.下水道整備五箇年計画事業費内訳 ('1i位 ：百）jpl)

分
第1次計画 第2次計画 第3次計画 第4次計画 第5次計画 第6次計画 第1次計画

区
（昭和38~42年度） （昭杓42-46年度） （昭和46~50年度） （昭和51~55年度） （昭和56-60年度） (Ii細 ～ 輝2年渡 （平成 3-7年度）

公共下水道 396,000 780,000 2,030,000 5. 455. 000 8,391.000 7,720,000 10,890.000 

一般公共事業 422,000 1. 157. 470 3,276,400 5,161,500 4,607.000 6,730.000 

地方単独事業 358,000 872,530 2,178,600 3,229,500 3. 113. 000 4,160,000 

流域下水道 60,000 360,000 l, 250,000 2,230,000 1,760,000 2,560.000 

一般公共事業 58.000 324,000 1,162,500 2,073 900 1 628,000 2,370,000 

地方単独事業 2,000 36,000 87 500 156 100 132,000 190. 000 

都市下水路 31、000 50,000 80,000 270,000 460,000 300,000 300,000 

一般公共事業 50,000 80. 000 270,000 460、000 300,000 300,000 

特定公共下水道 13. 000 10,000 30,000 61.000 27,000 20,000 30 000 

餃公共事業 10. 000 25. 530 44,600 18,100 10,000 15,000 

地方単独事業 4,470 16.400 8.900 10,000 15、000

特定環境保全 64 000 102,000 180.000 750,000 

公共下水道

一般公共事業 48,000 76,500 135. 000 585 000 

地方単独事業 16. 000 25.500 45,000 165,000 

了 備 費 JO, 000 100,000 400,000 

調 整 費 590,000 2,220.000 l, 970,000 

合 計 440 000 930,000 2,600,000 7,500,000 11,800,000 12,200,000 16. 500. 000 

一般公共事業計 540,000 l. 587. 000 4,801,500 7,790,000 6,680,000 10. 000. 000 

地方単独事業計 360.000 913,000 2.298,500 3,420,000 3,300,000 4,530,000 
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1年表

事業団関係 下水道行政関係等

●昭和47年(1972)

5 29 下水道事業セ ンタ ー法公布(47.7.22施 5. 15 沖縄日本復帰。沖縄県発足

行） 6. 15 琵琶湖総合開発特別措覆法公布 ・施行

8 10 第 1回発起人会開催 6. 17 ウォーターゲート事件（米）発生

8 23 定款認可 6. 22 自然環境保全法制定(48年 4月12日施行）

10 17 下水道事業センタ ー設立認可 7. 7 第 1次田中内閣成立、木村武雄氏建設大臣

11 1 下水道事業センタ ー発足 に就任

11 1 査本金 2億円 B. 26 第20回オリンピック・ミュンヘン大会開幕

11 1 閾盛吉雄初代理事長就任 9. 29 日中国交回復

12. 15 建設工事の初協定締結（川越市） 11. 5 上野動物園でパンダ公開

11. 6 北陸ト ンネルで列車火災発生

12. 4 第 2回日米下水処理技術委員会開催

（於ワシ ントン）

12. 15 国連「世界環境デー (6.5)」指定

12.22 金丸信氏建設大臣に就任

●昭和48年(1973)

2 6 研條部で研修開始 1. 27 ベトナム和平協定調印（パ リ）

4. 3 第 1回評議員会開催 2. 13 経済社会基本計画（昭和48-52年度）閣議

4. 13 委託団体か らの研修員制度実施 決定

6. 1 関西支所設固 2. 14 円、変動相場制へ移行。 1ドル＝264円

6. 1 工事事務所設骰（埼玉、町田、 長岡） 4. 12 国民の祝日法改正公布。（振替休日制度）

6. 7 初の試験研究受託協定締結 6. 12 第 3次「下水道と財政」提言

7. 1 厚生会発足 7. 23 都市計画中央審議会「下水道整備の今後の

8. 15 部内報発刊（セ ンタ ー便り→みずすま し） あり方について」答申

8. 22 嘱託員制度実施 8. 8 金大中事件発生

8. 31 第 2回評議は全開催 1 a. 2 瀬戸内海環境保全臨時措粧法公布(48.11.

（以後毎年 2[Ill開催） 2施行）

10. 13 記章制定 10.23 江崎玲於奈、ノ ーベル物理学牧受牧

12.27 試験研修本館をf工 11.13 OPEC原油価格大幅値上げ

11. 16 石油緊急対策要綱閣議決定

11. 25 第 2次田中内閣成立、亀岡高夫氏建設大臣

に就任

12.22 石油需給適正化法、国民生活安定緊急措置

法公布施行

●昭和48年(1874) 

5 1 経理部・エ務部設附、技術部を計両部に変 2. 12 第 3回日米下水処理技術委員会開催

更 （於東京）
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国国

事業団関係 下水道行政関係等

6 1 研修報告曹発刊 3 10 小野田さんルパング島で救出

7 19 技術評価委且会設囲 4 11 下水道事業補助率引上げ

8 16 広報誌「水すまし」第 1号発 I-ll 4 11 土木研究所に下水道部設箇

6 26 国土庁発足

7 15 下水道事業委託自治体辿盟発足

8 1 地域振興整備公団発足

8 30 三菱重エピル爆破事件発生

9 1 台風16号で多摩川堤防決壊

10 8 佐藤元首相、ノーベル平和1'.t受牧

10 14 巨人軍長島選手引退

11 11 第 3次田中内閣成立、 小沢辰男氏建設大臣

に就任

12 9 第 1次三木内閣成立、仮谷忠男氏建設大臣

に就任

12 13 本年度のGNP見通し、戦後初のマイナス

成長

12 17 経済対策閣僚会議初会合、経済成長優先か

ら安定成長へ路線転換

●昭和50年 (1975)

2 7 初の業務研究発表会1:｝fl催 3 10 新幹線t諄多までml通

3 2 5 試験研修本館竣工 4 3 建設省下水道部組織変更（下水道事業課廃

4 16 試験研修本部発足、試験所を試験部に変更 止、公共下水道課・流域下水道課設罰）

6 1 束京支社設甜、 I剥西支所を大阪支社に変更 4 30 ベ トナム戦争終結

6 12 琵琶湖三次処理実験プラント述転開始 5 7 エリザベス英女王夫妻米 El

6 19 ト水道事業センター法の一部を改正する 7 20 沖縄国際海洋t#院会開揺

法律公布 (508 1施行） g 1 宅地開発公団発足

7 18 初の受託処理場建設」旦l巧；完成（沖縄県本部 9 30 天皇 ・皇后両陛下、初のご訪米

町．） 10 23 第 4回日米下水道処理技術委且会開会

B 1 H本下水道事業団発足、副理平長 ・業務 （於ワシントン）

部 ・首席考査役設箭 11 15 第 1回主要先進国首脳会議（サミ ット）開

8 9 賽本金10億3,400)]円に 催（於ランプイエ）

8 12 受託事業 ・推進会議設附 11 26 ス ト権ストで国鉄マヒ

10 1 技術委員仝設附

11 1 本社に医務室開設

●昭和51年 (1976)

3 14 第 1同下水道技術検定実施 1 15 三木武夫氏建設大臣に就任

3 25 業務統計年報発刊 (49年度版） 1 19 竹下登氏建設大臣に就任

4 1 設計基準（第 1次案）発行 1 31 鹿児島で 5つ子誕生

1 1 竹下建設大臣東京都森 ヶ崎処理場建設工 2 20 第 4次下水道整備五箇年計画閣議了解
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事薬団関係 下水道行政関係等

事現場視察

7. 13 村田建設政務次官東京都森ヶ崎処理場建 5. 14 昭和50年代前期経済計画(51-55年度）閣

設工事現場視察 議決定

8. 16 給料の銀行振込実施 5. 25 下水道整備緊急措置法及ぴ下水道法の一

10. 4 初のガイダンス研修実施 部改正(51.5 25、52.5. 1施行）

11. 1 技術報発刊 6. 16 廃棄物の処理及ぴ清掃に関する法律及ぴ

11 1 赤坂分室開設 廃棄物処理施設整備緊急措置法の一部改

11. 21 第 2回下水道技術検定実施 正

（以後毎年 1回実施） 7. 17 第21回オリンピック ・モントリオール大会

12.31 関盛吉雄理事長急逝 開幕

7. 27 田中前首相逮捕

8. 31 第 4次下水道整備五箇年計画閣議決定

9. 6 ミグ25函館に強行着陸

9. 9 中国 ・毛主席死去

9. 15 第 2次三木内閣成立、中馬辰猪氏建設大臣

に就任

11. 10 天皇在位50年式典（於日本武道館）

12 1 流域下水道事業委託都道府県事務連絡会

発足

12.20 下水道の整備及び管理に関する行政監察

結果に基づく勧告

12.24 第 1次福田内閣成立、長谷川四郎氏建設大

臣に就任

●昭和52年(1977)

1. 10 故関盛理事長の事業団葬執行 2. 10 新日米漁業協定調印、 200カイリ時代

1. 12 吉兼三郎理事長就任 4. 26 第 5回日米下水処理技術委員会開会

3. 4 完成処理場への記念植樹実施 （於東京）

4 19 日米下水処理技術委員琵琶湖三次処理実 6. 12 樋口久子全米女子プロゴルフ優勝

験プラント視察 7. 14 初の気象衛星「ひまわり」 打ち上げに成功

5. 9 長谷川建設大臣試験研修本部視察 8. 7 北海道の有珠山が噴火

7. 1 本社・東京支社御成門から虎ノ門に移転 9. 3 王選手ホームラン世界記録達成

10. 7 団旗制定 11. 4 第 3次全国総合開発計画閣議決定

11. 1 初の優良工事表彰実施 11. 28 第 2次福田内閣成立、桜内義雄氏建設大臣

に就任

●昭和53年(1978)

4. 1 箱根保簑所開設 1. 4 公共事業施行対策本部設置

4 4 事業予算規模 l千億円、突破 1. 14 伊豆大島近海地震(M7. 0) 

4 4 工事補償引当金制度発足 5. 20 新東京国際空港（成田）開港

6. 3 業務改善委員会設置 6. 2 福岡市渇水のため給水制限
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事業団関係 下水道行政関係等

10. 9 塚田建設政務次官京都上4やド務所管内エ 6. 12 宮城県沖地震(M7. 4) 

事現場視察 6. 13 瀬戸内海環境保全臨時措置法及び水質汚

●昭和54年(1979)

5. 23 初の全国レクリエーション大会開催

6. 25 赤坂分室閉鎖

12.16 レクリ エーション委貝会設賄

●昭和55年(1980)

5 23 日米下水処理技術委貝京都市吉祥院処理

場視察

5 26 日米下水処理技術委員姫路市東部処理場

視察

6 1 吉兼三郎理事長退任

6 1 久保赳理事長就任

7 16 業務部援助課新潟分室設骰

11 17 駕南坂分室開設

濁防止法の一部改正(54.6.12施行）

6. 27 第4次下水道財政研究委員会発足

7. 24 1ドル200円を割る

B. 12 日中友好平和条約調印（北京）

10. 4 初の下水汚泥査源利用展開催

10.30 第 6回日米下水処理技術委員全開会

（於ワシ ントン）

12. 7 第 1次大平内閣成立、渡海元三郎氏建設大

臣に就任

1 1 米 ・中国交回復

6 12 水質総批規制制度実施

6 20 都市計画中央審議会に下水道部会設甜

6 28 第 5回先進国首脳会議（東京サミット）

7 11 束名高速道路日本坂ト ンネル事故発生

7 31 第 4次「下水道と財政」提言

8 10 新経済社会 7箇年計画(54-60年度）閣議

決定

8 20 都市計画中央審議会「今後の下水道整備の

あり方について」答申

9 12 下水道法改正20周年記念大会開催

9 21 架空出張問題から公枝天国批判始まる

10 28 木曽御岳山噴火

11 9 第 2次大平内閣成立、渡辺栄一氏建設大臣

に就任

4 25 大買さん 1億円拾得

5 19 第 7回日米下水処理技術委員全開全

（於束京）

5 24 モスクワ五輪不参加決定

6 12 大平首相急逝

7 1 滋賀県琵琶湖富栄簑化防止条例施行

7 17 第 1次鈴木内閣成立、斎藤滋与史氏建設大

臣に就任

7 19 第22回オリンピック ・モスクワ大会開器

8 ー 全国各地で気象観測史上第 1位の冷夏を

記録
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事礫団閲係 I 下水道行政関係等

●昭和56年(1981)

4. 1 文書マイクロ化実施

1 0. 7 久保理事長米国水質汚濁防止連盟の1981

年度名誉会員となる

11. 1 身上申告制度実施

●昭和57年(1982)

1. 28 下水道問題懇話会初会合

4 1 大阪支社琵琶湖分室設箭

4 1 カウンセリング制度発足

4. 27 業務改善委員会報告曹

6. 14 下水道展に初の出展（以後毎年出展）

6. 25 村岡建設政務次官試験研修本部等視察

9. 3 0 通水100箇所を達成（広島県宮島町）

11. 1 設立10周年
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9. 9 イラン ・イラク戦争勃発

1. 27 中央公害対策審議会「湖沼環境保全のため

の制度のあり方について」答申

2. 13 第 5次下水道整備五箇年計画閣議了解

3. 16 第 2次臨時行政調査会初会合

3. 20 神戸ポー トピア'81開幕

4. 2 第二種流域下水道の創設

4. 14 スペースシャトル初飛行

5. 1 乗用車対米輪出自主規制（年間168万台）

5. 1 下水道整備緊急措置法の一部改正(56.5 

1施行）

6. 11 食糧管理法改正公布

7. 10 第 2臨調、第 1次答申「増税なき財政再建」

を提出

7. 29 チャールズ皇太子 ・ダイアナ嬢と結婚（英

国）

9. 28 建設業の談合入札が問題化

10. 1 住宅 ・都市整備公団発足

10. 12 第 8回日米下水処理技術委員会開会

（於ワシン トン）

10. 16 北炭夕張でガス突失事故発生

10. 19 福井謙一京大教授、ノ ーベル化学牧受牧

11. 27 第 5次下水道整備五箇年計画閣議決定

11. 30 第 2次鈴木内閣成立、始関伊平氏建設大臣

に就任

1. 29 当面の入札制度合理化で建設次官通達

2．一 流域下水道研究会設匿

2. 8 ホテルニュージャパン火災発生

2. 9 日航湘見、羽田沖逆噴射墜落事故発生

3. 1 大阪湾広域臨海環境整備センター発足

3. 21 北海道日高地方で地震(M7 3) 

4. 1 500円硬貨発行

6 23 東北新幹線（大宮一盛岡間）開業

7. 23 長崎集中豪雨災害発生

9. 24 政府、行政改革の具体的方策（行革大綱）を

決定

10. 1 勤労者財産形成年金貯蓄制度発足



国国

事業団関係 I 下水道行政関係等

●昭和58年(1983)

1.一 業務改善研究会設附

B. 29 研修修了者10,000人達成

10. 1 北海道総合事務所設附

10. 17 日中下水技術交流会開催

10.27 初の美術展乾会開催

●昭和59年(1984)

10. 4 日独排水及びスラッジ処理についての

ワークショップ（下水処理分野）開催

11. 15 上越新幹線（大宮一新潟間）開業

11. 18 中央公害対策審議会答申（湖沼の窒索及び

燐に係る環境基準）

11. 27 第 1次中行根内閣成立、内海英男氏建設大

臣に就任

12.25 湖沼の窒索及ぴ燐に係 る環境基準に関す

る環境庁告示

1. 17 第 2臨調、第 4部会報告「特殊法人等及び

現業等の在り方について」を提出

2. 4 わが国初の実用通信衛星 “さくら 2号a"

打ち上げ

3.14 OPECロンドン臨時総会、初の原油価格引

下げ決定

3. 14 第 2臨調、行政改革に関する最終（第 5次）

答申を提出

3. 24 中国自動車道全線開通

4. 4 NHKテレピドラマ「おしん」開始される

4. 15 東京ディズニーラン ド開園

5. 2G 日 本海中部地媒 （秋田沖 • M7 . 7) 

6. 26 参議院議員選挙、全国区で比例代表制実施

6. 28 臨時行政改革推進審議会（第 1次行革審）

設置

7. 22 山陰地方に集中娯雨、 死者119人

8. 12 1980年代経済社会の展望と指針閣議決定

8. 13 金融機関、 第 2土曜 日休日制実施

9. 1 大韓航空機、ソ連空軍機により繋墜される

9.ー 第 5次下水道財政研究委員会発足

9.ー 第 9回日米下水処理技術委員会開催（於束

京）

10. 3 三宅島大唄火

12.27 第 2次中曾根内閣成立（新自 由クラブと連

立）、水野清氏建設大臣に就任

2. 27 建設関係公団厚生年金基金設立 1. 1 B 三井有明鉱火災で83人死亡

4. 12 試験研修本部、試験部及ぴ試験課の名称を 1. 19 太平洋沿岸に大雪。東京は15年ぶり 22cmの

それぞれ技術開発研修本部、技術間発部及 梢雪で空陸の交通網大混乱
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び技術開発課に変更

6. 16 久保赳理事長退任

6. 16 大富宏理事長就任

7. 12 とちぎ博に出展

7. 30 共同研究制度発足

1. 23 わが国初の実用放送衛星“ゆり 2号a"打

ち上げ成功

3. 18 グリ コ、森永脅迫事件発生

4. 1 全国初の第三セクタ ー鉄道

「三陸鉄道」開業

4. 27 公共土木施設災害復旧事業般国庫負担改

正施行

5.12 NHK衛星放送開始

7. 27 湖沼水質保全特別措置法制定

（昭和59年法律第61号）

7. 28 第23回オリンピック ・ロサ ンゼルス大会開

誰（ソ連圏不参加）

8. 21 野火止用水清流の復活

8. 28 「環境影響評価の実施について」を閣議決

定

9. 5 中央公害対策審議会答申（窒索及ぴ燐に係

る排水甚準の設定について）

10. 1 関西国際空港会社発足

10．ー 第 2回日独排水及ぴスラッジ処理につい

てのワークショップ（下水処理分野） （於

カールスルーエ）

10. 31 ガンジー首相暗殺

11. 1 第 3次中曾根内閣成立、木部佳昭氏建設大

臣に就任

11. 1 新札発行される

11. 16 東京でNTTケープル火災発生、電話 9万

回線マヒ

● 昭和60年(1985)

3. 27 技術開発研修本部厚生棟竣工式

9. 17 「オキシデーションディッ チ法」「下水汚

泥コンポスト化設備の技術について」技術

評価委員会より答I4_1

10.24 専門紙記者を技術開発研修本部へ施設案

内

3. 10 世界最長の青函トンネルが開通

3. 14 東北 ・上越新幹線（上野一大宮間）開業

3. 17 つくば科学万博開催

3. 22 エイズ流行、厚生省が患者第 1号確認と発

表

3．一都市計画中央審議会に下水道部会設箇

4. 1 電電公社、専売公社が民営化

4. 5 建設省下水道部に下水道管理指尊室を設

箇

5. 17 水質汚濁防止法施行令の一部改正（湖沼の

窒索及ぴ燐に係る排水規制関辿）
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●昭和61年(1986)

3. 21 

4. 1 

4. 25 

5. 1 

6. 10 

11. 20 

'86豊のくにテクノピア中津大判iぼ［会に出

展

東京支社山梨分室設附

H本下水道事業団法の一部 を改正する法

律公布(50 4 25施行）

ー業務に下水朽泥広域処理事業（エースプ

ラン）追加ー

大阪支社に事業部設協

PR標語決定

「お手伝いします。あなたのまちの下水道」

エースプラン建設に秤手

国国

下水道行政関係等

5 17 男女雇用機会均等法成立

(61 4. 1施行）

6 8 大鳴門橋（本州四国連絡橋淡路島一鳴門

間）開通

6 18 豊田商事事件発生、永野会長惨殺

7 第 5次「下水道と財政」提言

8 1 都市計画中央審議会答申 （今後の下水道整

備は、いかにあるべきか）

8 12 日航ジャンポ機が群馬県御巣既山に墜落

8 13 三光汽船が倒産、負債総額 5千億円で戦後

最大

9 10 水環境と下水道を語る船上サ ミッ ト開催

（流域下水道事業創設20周年）

10ー 第10国日米下水処理技術委員会開催（於シ

ンシナテ ィ）

10 2 関越自動車道が全線開通

10 9 中央公害対策審議会答申 （瀬戸内海の富栄

養化防止に関する基本的考え方について）

10 16 阪神フ ィーバー、阪神21年ぶ りに優勝

11 8 下水道法施行令の一部改正（窒索及び燐に

係る排除制限等）

12 28 江藤隆美氏建設大臣に就任

12一 瀬戸内海における燐及びそ の化合物に係

る削減指導方針策定

1 28 米スペースシャ トル空中爆発

2 14 第 6次下水道整備五箇年計画閣議了解

4 1 男女雇用機会均等法施行

4 25 下水道整備緊急措置法の一部改正(61年法

律第29号）

4 26 ソ連チェルノブイリ原発事故

4 29 天皇ご在位60年記念式典

5 4 東京サミ ット開催

5 B 英国のチャールズ皇太子 とダイアナ妃が

来日

5 13 下水道法施行令の一部改正（建設大臣の権

限の一部を都道府県知事に委譲）

6 1 パンダの二世誕生

6 10 第 1次行革審、 最終答申「今後における行
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事礫団関係 I 下水道行政関係等

●昭和62年(1987)

2. 12 料金検討委員会設置

5. 6 東京支社山形分室設附

6. 1 大富宏理事長退任

6. 1 遠山啓理事長就任

6. 24 民間開発技術審査証明制度発足

9. 15 季刊「水すまし」が政府刊行物に

9. 23 プレハプ式下水処理場第 1号建設に着手

（群馬県中之条町）

11. 1 設立15周年

11. 8 第 1回下水道管理技術認定試験実施

（以後毎年実施）

11. 14 研修修了者15,000人達成

11. 20 古賀誠建設政務次官事業団視察

12. 21 兵庫下水汚泥西広域処理場下水汚泥溶融

炉起工式
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財政改革の基本方向」を提出

7. 22 第 4次中曾根内閣成立、天野光晴氏建設大

臣に就任

7. 30 束北自動車道全線開通

8. 1 国土建設の長期構想発表

9. 4 土井たか子氏社会党初の女性委員長

9.ー 第 3回日独排水及ぴスラッジ処理につい

てのワークショップ（下水処理分野）開催

（於筑波）

10．ー 中央公害対策審議会答申（水質の総址規制

11. 15 

11. 28 

12.28 

4. 1 

4. 20 

5. 18 

6. 1 

6. 30 

I 7. 9 

7. 14 

7. 17 

8. 31 

9. 4 

に係る総批規制基準の設定方法の改正に

ついて）

伊豆大島の三原山大噴火

第 6次下水道整備五箇年計画閣議決定

国鉄山陰線の余部鉄橋で列車転落事故

国鉄分割民営化 (JR7社誕生）

第 2次臨時行政改革推進審議会（新行革

審）設箭

「下水道使用料冥定の基本的考え方」作成

建設省下水道部事業調整官を設置

「第四次全国総合開発計画」（四全総）を1祖

議決定

下水道処理施設維持管理業者登録規程（昭

和62年建設省告示第1348号）

新行革審、「当面の行財政改革の推進に関

する基本的方針について」を答申

石原裕次郎急逝

ベン ・ジョンソンlOOmで 9.83秒

日本屯信屯話株式会社の株式の売払収入

の活用による社会資本の整備の促進に関

する特別措匹法の実施のための関係法律

の整備に関する法律(62年法律第87号）に

よる下水道法の一部改正

9. 26 公害健康被害補償法の一部を改正する法

律 (62年法律第97号）附則による下水道法

の一部改正

10．ー 第11回日米下水処理技術委員会開催（）h束

京）



事薬団関係

●昭和63年(1988)

4. 7 事業予算規模 2千億円台に

5. 12 プレハプ式下水処理場第 1号が稼働

（群馬県中之条町沢渡水質管理センター）

6. 1 述山啓理事長退任

6. 1 吉田公二理事長就任

●昭和64年・平成九年(1989)

1. 17 査本金20億5,400ガ円

4. 1 大阪北東エースセンター供用開始

4. 1 兵庫東エースセ ンター供用開始

4. 1 大阪支社岡山分室設附

国国

下水道行政関係等

10. 12 利根川進ノーベル医学生理学牧受貨

10. 19 ニューヨーク株式市場で株価大暴落

11. 6 第1次竹下内閣成立、越智伊平氏建設大臣

に就任

11. 18 日航も民営化、34年続いた特殊法人から純

民間会社に

11. 20 全 日本民間労働組合連合会（連合）発足

1. 1 

3. 13 

3. 18 

3. 24 

4. 1 

4. 10 

東京の地下鉄、 一斉に禁煙実施

世界最長の青函トンネル(53.85km)が開通

日本初の屋内球場、東京ドームオープン

中国で列車事故、高知学芸高校の生徒27人

死亡

「マル優」制度を廃止

瀬戸大橋（本州 • 四国連絡橋児島一坂出間）

開通

5. 27 経済運営 5箇年計画「世界とともに生きる

日本」 (63～平成 4年度）を閣議決定

6. 14 多極分散型国土形成促進法制定

7. 15 中国自動車道の境 トンネルで玉突き衝突

事故 5人焼死

7. 23 潜水艦が衝突事故

8. 26 下水道法施行令の一部改正（特定施設の追

加に伴う所要の措慨、 10月 1日施行）

9. 17 第24回オリンピック ・ソウル大会開幕

9. 19 昭和天皇病状悪化、国内に自粛ムード

10．ー 第 4回日独排水及ぴスラッジ処理につい

てのワークショ ップ開催(JI:カールスルー

工）

10. 4 ベトちゃん ・ドクちゃん分離手術成功

12. 27 第 2次竹下内閣成立、小此木彦三郎氏建設

大臣に就任

12.30 j肖骰税法等公布（同日施行、平成元年 4月

1日適用）

1. 7 昭和天皇崩御、 8日平成と改元

2. 24 昭和天皇大喪の礼

2．ー 中央公害対策審議会答申（地下水笠保全対

策のあり方及ぴ事故時の措箇）
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事業団関係 下水道行政関係等

4. 1 土木工事自動栢葬システム運用開始 3. 29 水質汚濁防止法施行令の一部改正（有害物

4. 14 兵庫束エースセ ンタ ー竣工式 質の追加、 10月1日施行）

7. 7 柔道の山下泰裕来団 4. 1 消骰税法施行

9. 21 トンネル式クリーン ・カプセル処理場第 1 4. 1 仙台市が政令指定都市に移行。全国で11番

号建設に培手 （島根県鹿島町） 目

10 20 大阪北東エースセンター溶融開始 4. 10 下水道法施行令の一部改正（平成 2年度ま

10.26 兵廊西エースセンター竣工式 での補助率カット、同日施行）

11. 1 兵廊西エースセンター供用開始 4. 12 下水道法施行令の一部改正（有害物質の追

11. 28 大阪北東エースセンター竣工式 加、 10月1日施行）

5. 29 難民標着ラ ッシュ

6. 3 宇野内閣成立、野田毅氏建設大臣に就任

6. 4 北京で天安門事件起こる

6. 24 歌手美空ひばり死去

6. 26 「日本下水道史」完成

6. 28 水質汚濁防止法の一部改正（地下への浸透

の規制、 10月1日施行）

7. 13 伊束沖で海底噴火

8. 10 第 1次海部内閣成立、原田昇左右氏建設大

臣に就任

8.26 F.Mミドルトン氏死去

10. 12 第12回日本下水処理技術委員会（於シンシ

ナティ）

11. 13 わが国初の生体肝移植

11. 14 中長期的な下水道管理のあり方委員会報

告（下水道維持管理の適正化を目指して）

●平成 2年(1990)

1. 31 高効率造粒混縮調既法(BESTシステム第 2. 28 第 2次海部内閣成立、綿貫民輔氏建設大臣

1号）が稼働（町田市鶴川第二下水処理場） に就任

4. 1 大阪南エースセンター供用開始 3. 1 都市計画中央審議会の下水道部会発足

5. 22 全国初の好気性ろ床法の処理場が稼働 3. 16 中央公害対策審議会答申（生活雑排水対策

（山梨県早川町赤沢宿浄化センター） に関する制度のあり方について）

7. 1 吉田公二理事長退任 3. 18 尼崎市のスーパー長崎屋で火災、 15人死亡

7. 1 玉木勉理事長就任 4. 1 国際花と緑の博院会、開幕

7. 11 美観仮設とデザイ ン評価制群入 4. 1 三井銀行と太楊神戸銀行が合併

9. 4 業務運営長期計画案 5. 29 第 1回日米下水道に関するワークショップ

9. 10 業務運営効率化委員会設囲 6. 21 イラ ン北西部で大地震(M7.6)

10 1 束海総合事務所設囲 6. 22 水質汚濁防止法の一部改正（生活雑排水対

11. 10 公共下水道初の真空式下水道システム着 策の実施の推進に関する措閻、 9月22日施

エ（愛媛県西条市） 行）
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事業団関係

11. 19 綿買建設大臣来団

11. 28 大阪南エースセンター竣」：．式

12. 1 大阪南エースセンター汚泥浴融開始

12.25 新技術に’'愛称”を設定

●平成 3年(l991) 

国国

下水道行政関係等

6. 28 「公共投査基本計画」 (430兆円）閣議了解

6. 29 礼宮さま • 紀子さまご成婚

7. 23 都市計画中央審議会答申（今後の下水道の

整備と管理はいかにあるべきかについて）

8. 2 イラク、クウェー トに侵攻

10. 3 束西ドイツが統一

10.31 第 3次臨時行政改革推進審議会設甜

11. 12 天皇陛下即位の礼

11. 16 下水道高度処理促進全国協議会が設立

11. 29 国会で議会開設百年記念式典

12. 2 日本人初の宇宙飛行士誕生（秋 山豊寛さ

ん）

12.29 大塚雄司氏建設大臣に就任

2. 1 世界初の実用化ー省面梢型窒素除去パイ I1.11 湾岸戦争勃発

オリアクター（ペガサス第 1号）が稼働（大

阪北束エースセンター）

3. 18 下水汚泥焼却灰レンガ製造センター火入

れ

（荒川右岸流域下水道新河i怜川処理セン

ター）

5. 12 公共下水道で初の真空式ド水道システム

が稼働（愛媛県西条市）

5. 14 業務運営効率化委員会報告曹

6. 13 船団方式事業説明会実施（）h大分県）

7. 26 研修修了者20,000人達成

9. 20 玉木勉理事長退任

9. 20 台健理事長就任

1 D. 16 武道館上棟式（鎌倉市山崎下水道終末処理

場）

11. 6 初の設計 コンクール、 FL魅）］アップ仮設

囲いコンテスト表彰実施

1. 25 湾岸支援へ90億ドル拠出

2. 9 美浜原発で冷却水漏れ

2. 22 第 7次下水道整備五箇年計画閣議了解

2. 23 皇太子さま、立太子の礼

2. 28 湾岸戦争終結

3. 9 広島で鉄製けた落下事故

3. 30 過疎地域活性化特別措置法の一部改正

（都道府県過疎代行制度の創設、 4月 1日

施行）

5. 2 下水道整備緊急措置法の一部改正 (3年法

律第62号）

5. 10 建設省下水道部発足20年

5. 14 信楽高原鉄道で列車事故

6. 3 長崎県雲仙・普賢岳で大規模火砕流が発生

7. 5 大口法人投査家への損失補てん問題で、東

京国税局四大証券に90億円追徴

8. 19 ソ連にクーデター発生。 3日目にして失敗

に終る

8. 26 財団法人下水道業務管理センター設立

9. 6 初の「下水文化研究発表会開催」

9. 12 全国下水道促進デー中央式典

9. 17 南北朝鮮が国連同時加盟

11. 5 第 1次宮沢内閣成立、 山崎拓氏建設大臣に

就任
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事巣団関係 I 下水道行政関係等

●平成 4年(1992)

1. 17 大分県で初の船団方式事業連絡会設立

3. 18 「ペガサス」で日本水環境学会技術賞を

受牧

3. 31 ペストシャトル（ベストシステムを搭載

した移動脱水車）第 1号機が稼働（鳥取

県日吉津町、大山町、西伯町）

4. 9 事業予算規模 3千億円台に

4. 21 アント ニオ猪木参議院議員来団

4. 23 パイ オフォーカスWTで開発された施

設を実用化（三園県二見町茶屋クリ ーン

センター）

5. 19 業務運営長期計画決定

7. 30 新団旗制定

7. 30 新記章制定

B. 1 CI導入

10. 1 北九州総合事務所設置

11. 1 設立20周年
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11. 29 第 7次下水道整備五箇年計画閣議決定

12. 8 ロシアなどスラプ 3共和国が「独立国家共

同体」を＇創設。ソ連邦69年で消滅

4 9 新技術活用モデル事業創設

6 2 関東鉄道で駅ピル突込み事故

6 15 PKO法案成立(6 19施行）

6 24 環境クリ エー ションフェア開催

7 1 山形ミ ニ新幹線 「つばさ」開業

7 25 第25回オリンピック ・バルセロナ大会開幕

9 12 スペースシャトル「エンデパー」 で毛利さ

ん宇宙に

9. 16 全国下水道促進デー中央行事



総論技術参考文献

第 2i位下水逍'li業センターの11.Ir代

• 鈴木宏 ： ‘火施設，―f|1こついて、みずすまし部内報、 II 本 1‘•水道事業団、 p.8 - 9 (1980. 6) 

・斉藤貞 I:i :スライド条項、みずすまし部内報、 II本下水追ー・ji業団、 p.8 (1981. 6) 

• 水 11 Ii巾 之： ―卜水逍 ’ I ~菜センターでの息い出、季 flj 水すまし、 II 木下水道事業団、 No. 5、p.40-

41 (1975. 8) 

・沖縄海洋閲覧会関連本部町公共：ート水道受託建設上事完成記念特集、季刊水すまし、 I―1本卜水

追4i業団、 No.5 (1975. 8) 

• J哨談会 今後の発展を期 して一一段階でのIIIl顧 (1)-、予 |：ll水すまし、卜1本下水道事業1ヽtl、

No. 9、 p.8 -25 (1976. 8) 

・牛が集 座談会一下水迅 ’ji業センターの設計業務とコンサルタント ー、季1―-ll水すまし、 II本下

水道 1i業団、 No.4、p.33-55(1975. 5) 

・企11111課広報班 ：＜ l戸ji’li務所ルポ＞沖縄県本部町公共下水道建設工事の現場を兄 る一I}｝l催I:：l

近し叶雁洋t曹一色の沖縄ー、季刊水すまし、 Fl本下水道ボ業l寸1、No.4、p.70-74 (1975. 5) 

・深堀政侶 ：技術評価委員会について、みすすまし部附報、II本―ド水道事業団、 p.4 -5 (1980. 

3) 

．，式験所 ：技術評価委員会の発足について、センター便り、 卜水道Jド業センター、 No.13、p.4 -

5 (1974. 8) 

・試験所 ：琵琶湖三次処F|！パイロッ トプラント建設「.’j~発注される、センター便り、下水道4 ',

菜センター、 No.18、p.7 (1975. 1) 

.，％|11 11：.犬 ：狂琶湖此il父処JI|『火験‘全について、センター1更り、 卜水道事業センター、 No.23、P

13 (1975. 6) 

．疵本れ1人：試験研修施設の概災について、センター使り、 卜水道事業センター、 No.20、p.4 

(1975. 3) 

• 1.Ir集 試験研修木節の洛／火披露和］．、センター1史リ、 ド水道小業センター、 No.22、p.1- 4 

(1975. 5) 

・ 文此、企価謀 ・ 織 I ll: 試験研修本部の業務の社会的、?}•義についてく本部発足記念狸’I~長講油

要旨＞、センターf史り 、 I‘•水道事業センター、 No.22 、 p. 5 -6 (1975. 5) 

・丸山辿犬、谷11尚弘、杉本II召典、斎藤試彦 ：試験研修本部職員の喜びの感想、セ ンター便 リ、

ト水道1,；・業センター、 No.22、p.7 -9 (1975. 5) 

・古野‘直久 ：新研修施設で50年度研修始まる、センター使リ、 ド水道事業センター、 No.23、p.11

-12 (1975. 6) 

465 



・エ務部建築課長、研修部研修企画課、試験部試験課、企画総務部企画課 ：試験研修本館完成

なる一落成披蕗と施設の概要一、季刊水すまし、日本下水道事業団、 No.4、p.56-62(1975. 

5) 

第 3章 日本下水道事業団への改組と業務の急速な拡大

・深堀政喜 ：技術委員会について、みずすまし部内報、日本下水道事業団、 No.SO、p.4 -5 (1980. 

3) 

・保谷一夫 ：51年度供用開始処理場の総合試運転について、季刊水すまし、日本下水道事業団、

No. 7、p.45-48(1976. 2) 

・保谷一夫 ：終末処理場等の総合試運転の概要、 季刊水すまし、 H本下水道事業団、No.11、p.37-

41 (1977. 2) 

• 松崎茂樹 ： 総合試運転の概要と委託団体の留意点、季刊水すまし、日本下水道事業団、 No.27 、

p.48-54 (1981. 2) 

・入江俊雄：総合試運転について、みずすまし部内報、 H本下水道事業団、 p.4 -5 (1980. 8) 

・多田羅拇、矢野吉秋、 竹内弘行：今治市終末処理場の概要、技術報、 日本下水道事業団、創

刊号、 p.25-32(1976. 11) 

. H本下水道事業団 ：業務の実紐、10年のあゆみ、 p.45-96(1982. 11) 

• 野 11 実、天野雅巳 ： 茨城県流域下水道殴ヶ浦湖北浄化センターの電気設備について、技術報、

II本下水道事業団、 No.4、p.36-43(1977. 7) 

・臼111瑛 ：汲ヶ iiiii争化センターの建築工事、技術報、日本下水道事業団、 No.5、p.7 -13 (1978. 

1) 

・斎藤健二郎：技術而からみた事業団の10年、季刊水すまし、日本下水道事業団、 No34、p.16-

25 (1982. 11) 

・奥野長II青：二次処理施設のニューフェイス、みずすまし部内報、日本下水道事業団、 p.4 -5 

(1979. 11) 

• 佐藤治、小水武男、林正治：野沢温泉村終末処理場における回転円盤法について、技術報、

H本下水道事業団、 No.4、p.29-35(1977. 7) 

・深山憑次郎、高須光男、内村公省、 北沢正彦 ：野沢温泉村処理場の工事、技術報、 H本下水

道事業団、 No.10、p.47-60(1979. 7) 

• 島田正夫 ：深）爵曝気法の評価、試験部報、 日本下水道事業団 (1978)

• Lil中淑仁、鴫末明 ：太田川流域下水道西部浄化センター地盤改良工事について（計両 ・設計

編）、第 3回業務研究発表会購演集、 n本下水道事業団、 p.27-31 (1977. 11) 

・奥Hl和也、永戸孝祐：太田川処理場における大型ケーソンの施工について（その 1)、技術報、

l―1本下水道事業団、 No.8、p.30-35(1979. 1) 

466 



・奥川和也、永戸孝祐： 太田川流域西部浄化セ ンターにおける大型ケーソンの施工について（そ

の 2)、技術報、 II本下水道事業団、 No9、p.35-44 (1979. 4) 

・奥117和也、 永戸孝祐：太田川流域西部浄化センターにおける大型ケーソンの施」；について（そ

の 3)、技術報、 II本下水道事業団、 No.10、p.26-34(1979. 7) 

・奥Hltll也： 太LU川流域下水道西部浄化センターの大型ケーソンの上事について、第 5回業務

研究発表会講浙集、 日本下水道事業団、 p.59-64 (1979. 11) 

• 松下1建二、田中禾Ilt導、塩野谷和之：ケーソン工事による立坑の施上について、第 2 回業務研

究発表会講演比、 11本下水道事業団、 p.6 -11 (1976. 11) 

• 松下健二、田山武夫、菅沼良夫：江戸川流域管きょ工事の施工実態について、第 3 回業務研

究発表会講涼集、 II本下水道事業団、 p.1 -7 (1977. 11) 

• 高山窄：江戸川第二終末処理場沈砂地、ポンプ室基本設計の検討について、第 3 同業務研究

発表会講濱集、 II木下水道事業団、 p.46-52(1977. 11) 

• 金刺敏朗： 長尺な基礎杭に働 くネガテイプフ リク ションの試験調査ー中間報告一、第 5 回業

務研究発表会購油集、日本下水道事業団、 p.49-53(1979. 11) 

• 安 1 「II展宏、木所久男 ：防音壁設罹工事の実態について、第 6 回業務研究発表全講面集、卜1 本

下水道事業団、 p.90-95(1980. 11) 

・TOPICS:佐賀工事事務所に全建買、季刊水すまし、「1本下水道事業団、 ¥Jo.13、p.64(1977. 

8) 

・焦点： 全建より 受牧、みずすまし部内報、 H本下水道事業団、 No47、p.3 (1977. 6) 

• 横,,,'；.L. ：軟弱地盤における管渠工事の補助工法について、第2,,,,業務研究発表会講涸集、 「l
本―卜水道事業団、 p.12-16(1976. 11) 

・事業団の動き：祝・ 全建’貨受買、みずすまし部内報、 日本下水道4頃業団、 p.14(1981. 7) 

・加藤泊、金子均 ：信濃川下流流域下水道新潟処理場（新潟浄化センター）設備工事について、

技術報、 H本下水道事業団、No.14、p.45-61 (1981. 1) 

．束欽一郎：「事後点検実施要領」について、技術報、日本下水道事業団、 No.18、p.228-231(1982. 

4) 

・保谷一夫 ：終末処理場等の総合試運転の概要、季刊水すまし、 H本下水道事業団、 No.11、p.37-

41 (1977. 2) 

• 松崎茂樹 ： 総合試迎転の概要と委託団体の留意点、季 I: ll水すまし、 「1 本下水道事業団、 No.27 、

p.48-54 (1981. 2) 

• 初の優良工事表彰を実施、季刊水すまし、 H 本下水道事業団、 No.14 、 p. 11 (1977. 11) 

• 松 J|；人悟、西田猛：技術情報管理システムの開発（第 1 報）、技術報、日本下水道事業団、 No.1 6 、

p.110-118 0981. 7) 

• 松 J I ：大悟、西田猛： 技術情報管理システムの開発（第 2 報）、技術報、 Fl 本下水道事業団 、 No.1 7 、
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p.124-135 (1982. 1) 

• 松井大悟、西田猛、山田雅利：工事将栢算における電箕機の利用について、技術報、日本下

水道事業団、 Nol8、p.196-219(1982. 4) 

・下水道工事積算システム (SWEATS)説明会、部内報みずすまし、 日本下水道事業団、 p.9

(1983. 5) 

・柏谷衛 ：技術評価委員会による答中、季刊水すまし、日本下水道事業団、 No.19、p.40-41(1979. 

2) 

・技術評価委員会から 中間報告 ：一酸索活性汚泥法と処理場自動制御について一、季刊水すま

し、 日本下水道事業団、No.6、p.50-51(1975. 11) 

• 田中利博： 回転生物接触法の技術評価について、季刊水すまし、日本下水道事業団、 No.35 、

p.60-64 (1983. 2) 

・大宮一夫、高橋定治、若山正憲 ：阿転炉床焼却設備の技術評価に関する報告書について、季

刊水すまし、日本下水道事業団、 No.27、p.58-63(1981. 2) 

・東欽一郎、桑山明夫 ：下水処理場の自動制御の評価に関する第 2次報告書について、季刊水

すまし、 11本下水道事業団、 No.25、p.61-65(1980. 8) 

・奥野長II廿：回転生物接触法の問題点、 季刊水すまし、日本下水道事業団、No.17、p.70-74(1978. 

8) 

第 4章 緊縮財政に揺れた試練の時代

・後藤謙次郎： 設計基準の整備について、季刊水すまし、 H本下水道事業団、 No.24、p.23-

26 (1980. 5) 

• 藤田昌二 ： 設計基準化の現状について、季刊水すまし 、 H 本下水道事業団、 No39 、 p . 20 -

23 (1984. 2) 

• 伊藤晃 ： SWEATSの開発と運用について、技術報、 H 本下水道事業団、 No.25 、 p . 95 - 99(1984 .

7) 

・今村加：技術管理課とSTICS、技術報、日本下水道事業団、No.31、p.105-109(1987. 4) 

• 今村加： 」；木歩掛統一、屯葬化促進協議会について、技術報、日本下水道事業団 、 No.35 、 p.113-

114 (1988. 9) 

• 安達伴＇、磁：昭和59年度の機構改革について、季刊水すまし、 日本下水道事業団 、 No.40 、 p.27 -

29 (1984. 5) 

・日本―卜水道事業団：業務の実績、 10年のあゆみ、 p.45-96(1982. 11) 

・事業団の動き ：通水100箇所Hぱ宮島町、 みずすまし部内報、 日本下水道事業団、p.10(1982. 

10) 

・山岡裕久 ：宮島Ill―［の管理本館の建築設計について、技術報、日本下水道事業団、 No.17、p.74-
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82 (1982. 1) 

• 伊藤晃、村上忠広：琵琶湖湖南中部浄化センター富栄蓑化防止条例の施行に伴う改造設計の

検討、技術報、日本下水道事業lil、No.16、p.84-90(1981. 7) 

・計両部計画課：全建'i't受買のお知らせ、みずすまし部内報、 H本下水道事業団、 p.13(1983. 

6) 

・計画部計画課：祝・ 全建’政 ・小沢牧受牲、みずすまし部内報、 H本下水道事業団、 p.3 -4 

(1983. 8) 

• 中村正雄、本田正義、堺好雄：沖島浄化センターの初期運転時における技術援助について、

第9|liI業務研究発表会講油集、 1―1本下水道事業団、 p.25-32(1983. 11) 

・事業団の動き：処理場、海を行く ー熱海のケーソン曳航ー、みずすまし部内報、 H本下水道

事業団、 p.7 (1983. 12) 

・事業団の動き： 「全建‘i』_t」を受‘i’tー熱海と大分（原川） 一、みずすまし部内報、 日本下水道

事業団、 p.6 -7 (1986. 6) 

• 谷戸善彦：熱海市第二浄水管理センターの概要について（第 1 報） 一鋼殻鉄筋コンクリート

函沈設工法を中心に一、技術報、 I―1本下水道事業団、 No.20、p.16-30(1983. 1) 

• 谷戸善彦：熱海市第二浄水管理センター建設工事におけるケーソン護岸の設計と施工、技術

報、 1―1本下水道事業団、 No.21、p.54-65(1983. 4) 

• -JI•上明、宇田川国II召： 下水汚泥コンポス ト化設備の設計について（第 1 報）、技術報、日本下

水道事業団、 No.19、p.52-60 (1982. 7) 

• 井」．．明、宇田川国昭 ： 下水汚泥コンボスト化設備の設計について（第 2 報）、技術報、日本下

水道事業団、 No.20、p.63-72 (1983. 1) 

・地田修一、中尾正和、山田雅利：査源利用のための汚泥コンポスト化設備の技術評価につい

て、第11回業務研究発表会講演集、 n本下水道事業団、 p.34-39(1985. 11) 

• 河井竹彦、木全隆、久保二郎： 汚泥消化ガス発電による エネルギーの回収、第 7 回業務研究

発表会講演集、日本下水道事業団、 p.23-32(1981. 11) 

•金刺敏朗、渡海英一 ：沖縄県那覇下水処理場消化ガス発電設備の経済性についての提言、技

術報、「1本下水道事業団、 No25、p.74-89(1984. 7) 

・早瀬宏、稲井俊之、金刺敏朗： 1J|5覇下水処理場消化ガス発電システムの運転状況、技術報、

「1本下水道事業団、 No.26、p.3 -25 (1985. 1) 

・計画部計画課：祝 ・小沢買 ・全建‘i't受買、みずすまし部内報、 H本下水道事業団、 p.13(1982. 

7) 

・矢部正宏、全刺敏朗：下水道施設の特殊工法の試験調査 (II) ー地盤改良工事に伴う 振動調

杏ー、試験部報、 日本下水道事業団 (1980)

• 永谷牧：サンドコンパクションパイルの施工について、第 6 同業務研究発表会講演集、日本
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ド水道事業団、 p.84-89(1980. 11) 

・小林正次、鈴木和美：栃木県巴波川流域下水道巴波川浄化センターの水処理機械設備につい

て、技術報、 n本下水道事業団、 No.18、p.162-175(1982. 4) 

• 石田孝之：束広島市公共下水道西条汚水幹線管渠建設工事その他工事報告、技術報、日本下

水道事業団、 No33、p.19-29(1987. 11) 

・豊田江司、井 L弥久郎：束京都南部汚泥処理プラントの概要について（第 1報） 一基本計画

編ー、技術報、 日本下水道事業団、 No.19、p.44-51 (1982. 7) 

・豊田窄司、田中直視、横井清、佐々木孝吉、片上弥久郎：束京都南部汚泥処理プラントの概

要について（第 2報） ー工事編ー、技術報、 日本下水道事業団、 No.20、p,9 -15 (1983. 1) 

・盟田窄司、井上弥久郎 ：束京都南部汚泥処理プラントの概要について（第 3報） ーニュウマ

チックケーソン上法におけるヒーピング現象について一、技術報、 日本下水道事業団、 No.21、

p.74-81 (1983. 7) 

• 横 JIニ・沼、徳久順一、石田磁治 ： 大断而泥水加圧シールド工法における発進防護エ、第10回業

務研究発表会購油集、 H本下水道事業団、p.38-45(1984. 11) 

・城野修身 ：長崎市 ・山鹿市に対する災害復旧の応援、みずすまし部内報、H本下水道事業団、

p.11-12 (1982. 9) 

第 5窄 ボ業躍進 とエースプランの創設

・ Toshio URA Y AMA : SEW AGE TREATMENT PLANT ; BY THE PEOPLE FOR 

THE PEOPLE-A CASE OF TAZAWAKO TOWN, SEWAGE WORKS IN JAPAN 

(1989) 

• 佐藤隆芙：田沢湖町生保内浄化センターの基本設計について、技術報、 R 本下水道事業団、

No.21 (1983. 4) 

・「1本下水道事業団 ：好気性ろ床法による下水の 2次処理に関する技術調査報告書(1988. 1) 

• 渡辺材ー ： 供） 11 |｝fl始 2 年になろうとして一使い勝手のよい下水道を求めて（早川町の場合）

月刊下水道、 Vol.15、No.4、p.44-46

• 横 1 1Jt尊ー ： 建設はじまるプレハプ式処理場、季刊水すまし、 17 本下水道事業団、 No5 1 、 p .38 -

41 (1987. 11) 

・対談― II本で初の「プレハプ式下水処理場」を採用して一町村下水道の整備を語る、宮崎太

一郎 ・千葉武、季刊水すまし、 H本下水道事業団、 No.55、p.18-25(1989. 1) 

・堺好雄、酒井磁司他 3名 ：硝化の促進と嫌気好気併用を コンセプトした水処理施設の設計一

りi槽式鎌気好気活l•生汚泥法、） j flj下水道、 Vol.13、No.8、p.49-53

・建設省 l:.木研究所：真空下水道システム技術指針（案）、土木研究査料、 3025号 (1991. 8) 

・大迫健一 ：トンネル方式下水処理場を解説する、月刊下水道、 Vol.12、No.l、p.19-21
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• 堀文夫：クリーンカプセル処理場第 1 号の鹿島町恵暴処理場、季刊水すまし、 No.64 、 p . 94-

97 (1991. 4) 

• 高橋春城：海に浮かぶ下水処理場、季刊水すまし、 No.55 、 p.52-62 (1989. 1) 

• 田中禾lit専、村」孝雄 ： 活性汚泥循環変法の技術評価、季刊水すまし、 H 本下水道事業団、 No.48 、

p. 6 -11 (1987. 1) 

• 田 中和 t'.,l ：多段式エアリフ ト循環法の開発、季 I―-Ij水すまし、日本下水道事業団、 No.56、p.33-

37 (1989. 5) 

・地田修一、中尾 lF和、 山田雅利： 査源利川のための汚泥コンポス ト化設備の技術評価につい

て、再生と利）ll、 卜水汚泥究源利用協議会、 Vol.9、No.32 (1986) 

・村上忠広：自燃焼却システムの評価ー技術評価委員会より答申ー、季刊水すまし、日本下水

道事業団、 No.52、p.48-53 (1988. 4) 

•佐々木）祁利：下水汚泥の溶融システムの評価に 1剥する第 1 次報告害の解説、下水道協会誌、

H木―|、水道協会、 Vol.26、No.307、p.30 34 (1989. 12) 

• 福田克允：辿粒涙縮法について一日本下水逍4,；業団技術評価委員会が第一次答巾ー、 季刊水

すまし、日本 卜水道事業団、 No.65、p.94-97(1991. 7) 

・梅澤光夫 ：焼却灰か らレンガを作る一汚泥焼却灰再資諒化設備一、季刊水すまし、日本下水

道事業団、 No.65、p.24-29 (1991. 7) 

・小杉康ー ：ペストシャ トル、季刊水すまし、日本下水道事業団、 No.65、p.34-38 (1991. 7) 

・能登勝、物袋信11(1:松山市のスワール分水槽について、技術報34号、 p.24-33(1988. 3) 

・古澤1団：合流式の改造戦略ー川崎市、 F水道協会誌、 Vol.28、No.325、p.31-35 (1991. 4) 

・柳迫早司：雨に強いまちづく り計画ー大阪市、下水道協会誌、 Vol.28、No325、p.26-30 (1991. 

4) 

・結城肘介、玉野富雄 ：なにわ大放水路の計画 ・施工、月刊下水道、 Vol.10、No.6、p.42-48

・日本下水道事業団： 業務の実績、10年のあゆみ、 p.45-96(1982. 11) 

• 鈴木宏：鎌倉rli し＾里ケ浜水質浄化センターの設計報告、技術報、 H 本下水道事業団、 Nol4 、

p.3-17 (1981. 1) 

・事業団の動き ：「全建貨」を受賞ー熱海と大分（原川）一、みずすまし部内報、 H本下水道

事業団、 p.6 -7 (1986. 6) 

• 前田嘉道、大西似二 ：高知市瀬戸下水処理場の上事報告、技術報、日本下水道事業団、 No.30 、

p.85-97 (1987. 2) 

• 阿部紘犬、 三品文雄、物袋信昭、荒船明久、梅田浩、田神泰夫 ： 兵即県揖保川流域下水道揖

保川浄化セン ターの基本設計について、技術報、 H本下水道事業団、 No.18、p.108-121(1982. 

4) 

・業務部：和気町浄化センター災害復II]の技術援助について、平成 2年度技術援助年報、 日本
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下水道事業団業務部、 p.94-97(1991. 11) 

・中村正雄：小規模下水道の維持管理ー事業団の維持管理一、季刊水すまし、日本下水道事業

団、 No.55、p.26-29(1989. 1) 

第 6章 大いなる飛躍に向って

• 長尾英明 ： 膜分離法による下水処理、 季刊水すまし、日本下水道事業団、 No.66 、 p.48 -52( 199 1.

10) 

・斉藤克夫、金子安行： AIM （アイム） シス テムについて、水すまし技報、（財）下水道業務管

理センター、創刊号、 p.94-98(1991. 11) 

• 中村芳男：バイオによる窒素除去ー省面積型窒素除去バイオリアクターが稼働ー、 季刊水す

まし、 日本下水道事業団、No.65、p.30-33(1991. 7) 

• 長尾英明、斉藤克夫： 小規模下水処理場における高速ろ過装囲の適用性について 、 第16回業

務研究発表会論文集、 日本下水道事業団、p.30-37(1990. 11) 

• 長尾英明：ろ過技術、 下水道協会誌、日本下水道協会、 Vol.28 、 No.335 、 p . 16-20 (1991. 12) 

• 鈴木宏、大森信慈：コンクリ ート 防食指針（案）について、水すまし技報、（財）下水道業務

管理センター、創刊号、p.85-93(1991. 11) 

・ 「横 2辿型泥土圧璽合円式シールド工法」による管きょの施工、水すまし技報、 （財）下水道

業務管理センター、創刊号、p.58-60(1991. 11) 
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あとがき

10周年史に続いて、 20周年史もここに刊行することができた。あて職とはい え編集委員

長としての責任が果せて何はともあれ、ホッとしたというのが正直な気持である。

内容はといわれると、これだけのボリュ ーム、 記述がたんたんとした事実中心である こ

となどから、どれ程の人が興味をも って読んで項けるか全く自信がない。むしろ、はっき

り言えば余り読まれないと いっていいかも知れない。 しかし、やや裏話めくか少なくとも

台理事長、中本副理事長にはゲラの段階で全部お ti通しを項いた。この種のもので トップ

がお読みになるというのは私の知る限り余り話しをきかない。わが トップは年史刊行には

大変御熱心だったということであり、我々事務局としては身に余る光栄である。

前述のように、余り話題になる機会はないかも知れないが、私としては事業同関係者の

資料集として時々活用できればとの思いがある。30周年史が発行される かどうかもちろん

わからないが、その場合は本書は貫重な礎となるであろう 。

とにかく、本書は皆さんの総力の結集の結果によるものであり、日常の多忙な業務のか

たわら原稿の記述に努力して項いた方々に心か ら感謝したい。そして、実をいえば私は早

く作れ作れというだけで何 もしなかったのが内情だが、本書発行の編集顧問を務めて項い

た業務部長由艮範泰氏、前技術開発部長（現日本大学教授）田中和博氏、技術開発部長石

川忠男氏にはすべての原松に目を通して項き、加箪訂正等全般にわたって御苦労項いた。

これら 3人の方々の存在がなければ本書はなかったとい っても過言ではない。本当にあり

がた＜ 息っている次第である。

し、

最後に、事業団の今後の栄光と発展に期待し、我々は更にこれに向って前進 して行き た

゜
杓戎 4年11月

年史編集委員長

（企両総務部長） 藤條邦裕
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